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序章「本研究における問題意識と分析枠組みの検討J

1 はじめに

本研究では、 1990年代のアフリカ 1における民主化という政治的出来事をど

のように理解し、 21世紀のアフリカ政治にどのような展望を見出すことができ

るのかを考察することを目標としている。

民主化は、近年のアフリカ政治研究において最も重要で、かっ多くの問題を

抱えてきたイシューのひとつである。アフリカに「民主化の波Jが起こったと

言われてから既に 10年が経過した。独立以来、軍事クーデターによる政権交

代と権威主義2的な政権が繰り返されてきたアフリカ諸国において、 1990年代

の民主化プロセスは独立に次ぐ「第二の解放」とも表現されて期待を集めたえ

1 アフリカとは、地理的にはアフリカ大陸及び周辺の島嶋田を含む 53の主権国家を含ん

でいる。しかしながら、一般的に地域研究においてはサハラ砂漠以北と以南でブラックア
フリカとエジプト・リビア・マグレブ諸国と区別して議論がおこなわれている。本研究に
おいてもこの慣例に従っており、特に断りなくアフリカと表記する場合は、サブサハラ・

ブラックアフリカ諸国 48ヶ国を指すものとする。
2 権威主義の概念は幅が広く一元的に定義することが難しいが、小稿ではこの概念を「限

定された、責任能力のない政治的多元主義を伴っているが、国家を統治する洗練されたイ
デオロギーを持たず、しかし独特のメンタリティーは持ち、その発展のある時期を除いて

政治的動員は広範でも集中的でもなく、また指導者あるいは時に小グループが公式的には

不明確ながら実際にはまったく予測可能な範囲のなかで権力を行使するような政治体制」

という J.リンスの定義に従って、イデオロギー、動員、権力の集中の度合いにおいて、民

主主義と全体主義の聞の限定された多元主義という意味において理解している。しかし、
本論文中で用いる権威主義という用語は、より個人支配の色彩の強いメダール

(Jean-Francois Medard) の言うところの新家産主義的(Neo-Patrimonialisme) な性

質を帯びている。
リンス・ファン著、高橋進監訳『全体主義体制と権威主義体制』法律文化社、 1995年、

141頁。

Medard Jean-Francois，“L'Etat patrimonialise，" Politique Africaine， N039， 1990， 
pp.25・36.
Medard Jean-Francois，“The Crisis of the Neo-Patrimonial State and the 
Evolution of Corruption in Sub-Saharan Africa，" Corruption:Critical Assessments 
of Contemporary Research， CMI-NUPI-NORAD Working Paper， Oslo， 2000.10， 
fp .1-14. 

小田英郎編著『アフリカ』自由国民社、 1996年、 1-2頁。
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ニの「民主化の波」は単に圏外からやってきただけでなく、国内における民主

化を求める波と共鳴した形で高ま rっていった。尤も、近年の民主化はアフリカ

だけの現象ではなく、ハンチントン (Se;lmuel Hun~ington) のいうところの

「第三の波J4が東欧、ラテンアメリカ、アジアという他の非欧米地域において

発生したという世界的な潮流に連動していた。

しかし、人々の期待を背負ったアフリカの民主化プロセスは、現在のところ

大部分の国においては w 停滞している、もしくは頓挫したと言わざるを得ない

状況にある。 1990-年代の民主化プロセスによって複数政党制という多元主義

的で競争的な政治システム八ど転換したアフリカ諸国のうちで、暴力や不正を

伴わずに選挙という手段によって政権を争う占いうゲームのルールが遵守され

続けている国は少ないρ

アフリカ諸国においては、複数政党制を導入したものの、選挙は権力側によ

って操作され、野党は分裂と対立を繰り返した末に弱体化している。このよう

な状況においては、選挙によって政権が変わる可能性が見込めない、制度とし

ての民主主義/が形骸化している国が、アフリカ諸国の中で多くを占めている。

民主化以前の政権交代手段である軍事ターデターや内戦に逆行する園が現れ、

その行きつく先は国家の崩壊であった。複数政党制の形骸化、権威主義的な統

1台への回帰に代表される現在のアフリカの政治的問題には、一党制や軍事政権

から複数政党制へ移行すあ民主化移行期に大きな原因が存在している。

他の第三世界地域と比較して、プフリカの民主化においてより特徴的であっ

たと考えられるのは、民主他プロセスが国家指導者や軍、国家エリートの合意

によって開始されたものであったというよりも、国家の弱体化と崩壊の危機が

露呈する中で、それまで国家レベルにおける政治主体として認識されてこなか

った社会勢力が民主化プロセスの直接的担い手として関与するようになったこ

とであった。さらに、アフリカにおいては、「市民社会Jが民主化プロセスの開

始と共に政治から退くことなく、民主化プロセス開始後も政治と密接な関係を

持ち続けようとした。号して、企業活動から社会生活までの全てにおいて、一

党制の中心を占めた「国家政党J(Parti d'Etat)、もしくは軍に収散されるシ

ステムであったアフリカ諸国において、国家の破綻が人々の眼前にさらされた

状況で開始された民主化プロセスは、他の第三世界地域よりも大きな政治的不

貴定化のリスクを負うこどを余儀なくされた。このようなアフリカの民主化プ

ロゼスに対して、これまでの分析枠組みでは理解することが難しくおってきた

ことから、アフリカ研究者の聞に急速に「市民社会J(Clvil Society) なる概

4 ハンチントン・サミュエノレ著、坪郷賓中道寿一薮野祐三訳『第三の波:20世紀後
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念八の注目と依存が起とる土うになった。

アフリカ諸国全体において共通する社会・政治的特徴は、国家による統治が

国境線で仕切られた領域全体には及ばず、領域内に生活する人々のアイデンテ

ィティーが「国民Jという形で国家にはほとんど直結しないことである。アフ

リカ諸国比おいては、国家の影響力は決して包括的ではない。個人・集団を構

成する優先順序が流動的で選択的な複数のアイデンティティーが錯綜している

アフリカ社会において、民主化の時代に入って国家という幻想を共有すること

すら困難になった。そして、アフリカにおける「市民社会Jの議論の拡大は、

アフリカにおける国家の在り方に対する新たな問いかけを想起させることにも

なった。

その後、アフリカを舞台として、「市民社会」概念は政治研究者の世界だけで

なく、援助国・援助機関、被援助国の相互における政策実施レベルにまで拡大

していづた。そして、グローパル化の潮流に乗って「市民社会J という概念が

国際社会、アフリカ諸国においてイデオロギ-，..5化する現象もおこっている。ア

フリカを舞台とした「市民社会j 概念の議論は、時間と共に質的変容が起こっ

ていった。その後、「市民社会」概念は民主化を中，むとしたアフリカ政治を理解

するためのアプローチにとどまらず、「市民社会J概念がもたらした現実の政治

舞台における「市民社会j 言説、さらに『市民社会なるもの』の実体が変容し

ながら政治的に影響を及ぼしている複雑な状況を創り出した。そこで、「市民社

会」概念には暖味さがつきまとうものの、少なくとも 1990年代以酔のアフリ

カ政治を理解するためには、避けて通ることのできない研究アプローチ、実証

的研究対象とな。ている。

「市民社会j 概念を通じて、アフリカにおける民主化プロセスに関して考え

ていくにあ7とって、本研究では主にフランス語圏アフリカ諸国を中心に召集さ

れた「国民会議J(Conference Nationale Souv~raine) 主いう政治変革のた

めの場を実証的研究対議とする。国民会議とは、民主化運動の原動カとなった

社会勢力を中心ι構成され、民主化移行のための暫定的統治主体として政治的

変革を試みた、独立後のアフリカの政治史において画期的な「全国民Jの代表

によるフオ}ラムであった。

一般的に、アアリカにおける民主化プロセヌを前後二つに分けて考えた場合、

一党制や軍事体制から複数政党制への移行をおこなった後で国政選挙を実施す

るという制度的変革を意味する「民主化移行J(Democratic Tr~n'sition) と、

半の民主化』三嶺書房、 1995年。

5本研究においては、イデ才ロギーとは人々の行動に影響を与え、自発的服従を可能にす

る思想、概念であるという意味で用いている。
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するためのアプローチにとどまらず、「市民社会J概念がもたらした現実の政治

舞台における「市民社会j 言説、さらに『市民社会なるもの』の実体が変容し

ながら政治的に影響を及ぼしている複雑な状況を創り出した。そこで、「市民社

会」概念には暖味さがつきまとうものの、少なくとも 1990年代以酔のアフリ

カ政治を理解するためには、避けて通ることのできない研究アプローチ、実証

的研究対象とな。ている。

「市民社会j 概念を通じて、アフリカにおける民主化プロセスに関して考え

ていくにあ7とって、本研究では主にフランス語圏アフリカ諸国を中心に召集さ

れた「国民会議J(Conference Nationale Souv~raine) 主いう政治変革のた

めの場を実証的研究対議とする。国民会議とは、民主化運動の原動カとなった

社会勢力を中心ι構成され、民主化移行のための暫定的統治主体として政治的

変革を試みた、独立後のアフリカの政治史において画期的な「全国民Jの代表

によるフオ}ラムであった。

一般的に、アアリカにおける民主化プロセヌを前後二つに分けて考えた場合、

一党制や軍事体制から複数政党制への移行をおこなった後で国政選挙を実施す

るという制度的変革を意味する「民主化移行J(Democratic Tr~n'sition) と、

半の民主化』三嶺書房、 1995年。

5本研究においては、イデ才ロギーとは人々の行動に影響を与え、自発的服従を可能にす

る思想、概念であるという意味で用いている。
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民主化プロセスによって導入された制度が反復実施されていく中で、民主主義

への意識が高まり、暴力や不正を伴わない政治的ふるまいが規定されていくと

いう「民主化定着J(Demtcratic Consolidation)とに区分される。その中で、

本研究では現在のアフリカ諸国における民主化の停滞や権威主義への回帰の問

題の起源となっている民主化移行に重点をおいて研究を進める。次に、本研究

における論点を示す。

2 本研究における論点

本研究における論点は、以下の 3つに要約される。

ひとつめは、国民会議の民主化プロセスにおける役割に関する考察をおこな

うことである。政治的変革を求める社会勢力を中心にして召集され、暫定的な

がらも民主化移行を直接担った国民会議に関して、比較研究を含めた様々な角

度から立体的に考察を積み重ねていく。

2つめは、 1990年代を通じて多くの論者によって論争的に語られてきた「市

民社会J という概念のアフリカの民主化プロセスにおける意味とをの可能性を

考えていくことである。動的で変化する政治状況を映し出す「鏡J6として、イ

デオロギー、さらに政治主体としてアフリカ政治に関わっている「市民社会J

概念の意味を考え、その変容に注意を払いながら民主化プロセスの理解を試み

ていく。本研究では、「市民社会Jを語ることは、国家を語ることである 7とい

う立場に組しており、 f市民社会」は国家や権力との関係から切り離しセ議論す

ることはできない。つまり、 J市民社会Jを議論するということは、「市民社会J

という鏡を通して正面からは捉えにくいアフりカの国家を描き出す作業でもあ

る。

3つめは、上記 2つの論点の考察を経たアフリカの民主化移行の再検討であ

る。現在のアフリカ諸国においては、民主化の停滞もしくは挫折、新家産主義

的な権威主義への回婦、腐敗の継続・復活、果ては国家の崩壊や内戦という困

難な政治状況にある国が大半を占めるが、その兆候は 1990年代はじめの変革

の熱に浮かれていた民主化移行期に存在していた。そこで、現在のアフリカの

政治的問題を理解し、解決を模索するためには民主化移行期の再検討が不可欠

6 遠藤貢「アフリカ「市民社会」論の展開JW国際政治』第 123号、 2000年 1月、 13頁。
7 遠藤貢「南アブリカと『市民社会j(civil spciety)概念J平野克己編 f南アフリカり
衝撃~ポスト・マンデラ期の政治経済""JI (研究成果報告書)アジア経済研究所、 1998年
3月、 5頁。
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となる。

以下ではp 上記 3つの論点を相互連関させながら、 1990年代アプリカの民

主化に関する総括をおこない、21世紀のアフリカ政治における展望と可能性を

見出していく。

3 実証研究対象としての国民会議に関して

本研究においては、「市民社会の制度化J というアプローチを通じて 1990

年代のアフリカの民主化プロセスを再検討するが、このテーマにおいて極めて

密接に関わる実証研究対象と考えられるのが国民舎議であった。

アフリカの民主化プロセスの多くは‘権力者や政治エリートによって上から

もたらされたものではなく、社会組織の運動を中心とした下からの在カや外国

からの圧力に屈する形セ始まゥたという特徴がある。そしτ、民主化プロセス

の初期の段階においでは、「市民社会Jは権力の空白を埋める役割をも果たした

のであるが、それが最も明確な形で具現化したのが国民会議であった。はじめ

に、国民会議主いう国民ブオ]ラムの場に関して説明しておく。

国民会議の正式名称は、「主催を有した国民余議J(Conference Nationale 

souveraine) (下線は筆者)であった通り、国民会議は国内領域における最高

権限を有し、それまでの憲法、「国民議会J(Assemblee Nationale)、政府と

いう国家機関を停止し花上で、民主化移行のための暫定的統治主体となること

を室言した。国民会議には、文民クーデタ~ (Coいpd'etat civil)や制度的な

クーデター (Coupd'岳tatinstitutionneJ) 8と称される側面もあるが、そのよ

うに言い切れないのは、国家元首たる大統領の地位は維持されたことであった。

民主化移行期間中における大統領の職権は、基本的には条約への署名、外交

使節の接受、軍の統帥者という儀礼的なものに縮小された上に、職務の実施件

国民会議の決定、指示に従うものとされたρ 一般的に、車の人事権は、国民会

議にJtって設置された民主化移行政府の首相の下に置かれたた国民会議は、知

識人、学生、弁護士、労働組合、宗教組織、 NGQ、商工業組織、農民組織、女

性組織、公務員組織といった社会組織と、国民会議召集を求める民主化運動の

8 ~uijtenl可 uijs Robert" La Conference Nbtionale 5Quveraine du Tchad， Karthala， 
paris， 1993， pp.61・62.
ヲコンゴでは、民主化移行政府首相に軍の統帥権が与えられ、需の改編にも着手した。
philippe Christian，“Congo: I'experieflce de la conference nationale，>> Defense 
Natior/eHe， 1991~ 1i， p.123. 
Artide 40， Acte fondarrlental pour let periode de 18 transition politique， le 4 join 
1991， Conference Natlonal~ Sauv~raine ， Republique d.¥J Congo. 
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過程で合法化された政党によって構成されていた。国民会議は、概ね一年前後

と定められた民主化移行期間中に、これまでの国家のあり方の総括、新憲法の

立案、その可否を問う国民投票の実施、選挙法改正をはじめとする民主化への

政治制度改革をおとなった上で、国政選挙実施による民主化移行の完了をもっ

てその役割を全うすることを掲げた。

国民会議の歴史的モチーフは、フランス革命前後に召集された「三部会J

(Etats generClux)や「国民公会J (Convention Nationale) 10であった 11。国

民会議が召集された 1990年代初めは、フランス革命から約 200年後iニ当って

いたことから、参加者は国民会議による民主化移行をブ予ンス革命になぞらえ

てもいた 12。このよう巳、国家の危機における変革という商で、国民会議はそ

の当初から擬似フランス革命的イデオロギー性を多分に帯びていた130 しかし

ながら、国民会議は必ずしもフランス語圏アプリカ諸国に限定された民主化、

国民和解のためのフオ}ラムではなかった。フランス語圏以外でも、ギニアピ

サオでは名目的に召集され14、ケエア、ナイジエリア、シエラレオネでも国民

会議召集の要求が上がっていたと言われ寸いる 150

このように、フランス語圏アフリカ諸国にとどまらず、他のアフリカの民主

化プロセスに影響を与えてきた国民会議ではあったが、国民会議に対する研究

はまだ十分比陪おとなわれていない。ベナンで初めて国民会議が召集されてか

ら 10年以上を経たが、国民会議は国別の民主化研究において一つの通過点と

10 河野健工『ヲランス革命』河出書房、 1969 年、 101-2~4 頁。
11 フランス政府は、 19~9 年 12 月にペナンのケレク大統領に送った 8 項目にわたる内密
文書の中で、国民公会または三部会ι相当する会議の召集を求め、その開催'のための財政
的支援の用意があることを示していた。

NoudjenρlIme Ttilippe， La Democratie au Benin 19$8・1993:Bilan et 
P~rspectives ， Harmattan， Parjs， 1999， pp，145・146，373・374.
l.L Robinson Pearl T，“DemocratizatiQn: Understandin9 ~he Re1atio-nship Betw~eh 
Regime Change and the Culture of Politjcs，" African $tudies Review， Vol.j7， 
N~ó ， l ， 1994， p.~29. 
L:Sこれらの現象は、現在においても進行形のフランスと旧植民地であるフランス語圏アフ

リカ諸国との特殊な歴史的関係に起因しでいる。少なくとも、フランサフリック
( Frahcafrique)とも称されるフランスとアフリカとの融合を意味する概念的領域におい

ては、アガデミズム、ジャーデリズムにおいても「ポストコロニア pズム j という言葉は

定着していないように思われる。しかし、逆に言えばおぜ「ポストコロニアリズムJが議
論に上らないのかを考え争ことによって、フランスとフランス語圏アフリカとの微妙な関

係を理解することにつながるのではないt-?，ろうかと考えている。
鵜飼哲「ポストコロニアリズム幽三つの聞いJ複数文化研究会編『く複数文化>のため

Iこーポストコロニアリズムとクレオ}ノレ性の現在』人文書院、 199s年、 3?-48頁。
].4 ギニアビサオの国民会議は、国家政党 PAIGCが 350名り文民(大部分が政府系企業の

代表)を招いで、複数政党制への移一行を協議したフオ戸ラムにとどまった。

f1arches Tropicaux et Meditterraneen$ (MTM)， 1990， p.2873. 
15 Eboussi &oUI伺 a昨abien，Les Confere-ncf?S)Vationales en A'frique No;re; Une 
affaire a ，ufvre， Karthala， PelriS， 1993， p.15. 
AfrJca Confidential， Vo1.42， No.13， 29 lunfi! 2001. 
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して取り上げられてきたに過ぎず、アフリカの民主化プロセス全般における国

民会議の意義を示すような研究はIまとんrおこなわれていない。

アフりカの民主化を理解する上で国民会議を検討する重要性は、以下の 3つ

の理由による。ひとつめは、国民会議は現代アフリカ政治における重大なテー

マのひとつである国家の問い直しという問題に強く関係しているためである。

民主化後、に起こった紛争によって国家崩壊の危機に面していたアフリカ諸国に

おいて、国家の再編成という点からアフリカの国家を捉えなおす実験場として

国民会議を考察する意味がある。

2ウめは、国民会議はその起源がフランス革命にたどられるように、国家の

危機に現れるイデオロギー的側面を有しており、単にアブリカ政治史の一場面

を作りだしたにとどまらず、アフリカ諸国の人々の間で引き続き関心を持たれ

ながら語られているためである。今後、国家の存在が聞いなおされるような危

機において、フランス革命思想、を拠り所主する国民会議召集の要求が再び高ま

る可能性は否定できず、第二次国民会議運動を見据えた本研究の視線は単なる

過去の再検討にとどまるものではない。

3つめは、国民会議ば国家が崩壊へ向かう流れに布いて召集され、「文民クー

デダ戸J とも表現されたように例外的な制度の中で民主化プロセスが開始され

たためである。国民会議を召集した各国において程度は異なるが、国民会議で

はそれまでの憲法、国家体制の停止が前提とされ、民主化移行の完了を以って

解散される暫定的統治機関の設置によって制度的刷新を誠みたことであった。

民主化運動の中心となった社会組織や、民主化運動によって合法化された政賞

の代表者にょうて構成された国民会議は、停止された国家機関を代替する暫定

的な統治機関を設置して民主化移行をよりラデイカルに実現しようとした。こ

のことは、アフリカ全体の民主化プロセスを理解するにおいて、国民会議を経

ずに民主化移行をおこなった他のアフリカ諸国とは大きく異なる点であった。

国民会議による民主化プロセスは、ナフリカにおける「市民社会Jを中心とし

た民主化に関してより理念型に近い形で検討することができるという点におい

て、アフリカ全般の民主化プロセスを考察する上でも重要な意味を持っている

のである。

4 諸概念に関する理解

本研究においては、ナフリカの民主化プロセヌの理解を主たる目的としてお

り、政治学における諸概念を議論して新たな概念構築をおこなうことを目標と

7 



はしていない。しかしながら、本研究における立脚点を明確にし、以下で展開

される議論に混乱と誤解を生じないようにしておく必要はある。そこで、本研

究において関わりの深い、民主主義、民主化、「市民社会」という概念に対する

本研究における理解を明確にしでおく。

民主主義とは何か?という問いは、政治学の起源から現在に至るまで繰り返

されてきた。民主主義とは、古代ギりシャの都市国家における市民全員による

直接参加民主主義に起源を持つ、同意と平等を前提とした倫理・道徳的側面と、

近代以降の過半数の同意に基づ〈自由主義的・代議的な意思決定のルールとし

ての側面という 2つの性質が混ざり合っている概念である。そして、民主主義

に関する議論の混乱の原因は、倫理・道徳としての民主主義とルールとしての

民主主義との混同にあり、この両者は区別して考える必要があると指摘されて

いる1h民主主義という概念は、ギリシャ時代においてはむしろ愚衆政治に近

い意味で理解され、少なくとも「規範Jとされるような統治システムではなか

ったはずである。それが、近代以降に概念的な変容を遂げていることに注意を

払うべきである。

そこで、倫理・道徳としての民主主義とルールとしての民主主義の区別は、

民主主義という概念を倫理・道徳的に善なるものと前提とすることから生じる

拘束からある程度自由に実証分析をおこなうことを可能にする。そして、民主

主義を選挙に代表される政治的意思決定のルールと割り切って議論をおこなう

ことが可能になる。特，~、非欧米地域の政治を考えるにおいては、この民主主
義の区別の意味は大きい。旦ーロセントリックな価値観の鋳型から-s.自由に

民主主義、そこに至るプロセスである民主化の問題を考えることが可能になる。

歴史的・社会的特質に影響を受けながらも、ルーノレとしての民主主義が反復・

実行されていく中で倫理・道徳的側面が顕在佑すると考える方がアフリカにお

いて民主主義を議論する上でより生産的である。

上記の議論から、本研究において民主主義とは多元的な政治的意思決定のノレ

ールが尊重されている政治的状態であるとする。ルールとしての自由民主主義

の達成された状態を民主主義的と表現して差し支えないだろう。その尺度とし

て意味があるのがダ{ノレ (Robert OahD のポリアーキー (Polyarchy)理論

であろう 17。ダールはもより民主主義的と考えられるポリアーキーと呼び表さ

れる段階を、政治的競争の自由と政治的参加という 2つの要素が共にかなりの

程度達成された状態であると設定している。本研究との関連で言えば、国民会

'---， 

16 ，Hill LI~yd B-，“Detnocracγand HUman Rights: A paradox for migration poljcy，" 
A!rica Insif}ht， Vof.27， NO.3， 1997， pp.189・190.
17 ダー/レ・ロパート著、高畠過敏前回惰ー訳『ポリア}キー』三嶺書房、 1981年。
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議は権威主義体制からポリアーキーにおける 2つのパクトノレが一気に拡大して

いこうとする急激な民主化状視の中での召集された暫定的統治体制であり、混

乱の中で「市民社会J が過渡的な政治的アクタ←として存在しながら政治的な

模索を繰り返してきたアフりカの民主化移行を理解する上で重要な意味を持っ

ている。

このような民主主義の概念に対する本研究の立場を踏まえれば、民主化とは

政治的意思決定のノレールとしての過半数主義を確保するための自由民主主義的

なルールが継続して遵守されるような政治機構・政治行動面での変化を意味す

る。民主主義の倫理・道徳としての側面は民主化プロセスの結果によって生じ

る産物であり、民主化とはより「民主主義的Jな政治体制へ展開することを意

味する。

前述の通り、民主化プロセスは 2つの段階に区別されて理解されている。民

主化移行と民主化の定着である。本研究で依拠しているリンス(JuanLinz) 

とステパン (AlfredStjt!pan) の定義によれば、民主化移行とは民主的政治制

度への変革を指すものとする。具体的には一党体制もしくは軍事体制から複数

政党制じ移行する中でヲ選挙を自由、公正に実施するための憲法、選挙法の改

正を始めとずる政治制度の変革をおこなうことである。一方、民主化の定着に

関しては民主化移行のように明確な定義づけをおこなうことは難しいが、民主

化移行で変化した制度が、本来の目的を喪失することなぐ繰り返し実施されて

いくことを通じて1h機構面のみならず、政治行動においても反映されること

とする。

民主化移行が主に公的な政治制度の変革に焦点を当てているのに対して、民

主化の定着ば公的な制度の反復・継続を通して、民主主義的な価値観、すなわ

ち政治文化形成の側面にも関心が向けられているという違いがある。しかし、

政治文化の変化を視野に入れた民主化の定着の議論においては、民主化移行の

議論に比較して暖昧さが生じることは否めない。比較的明快な民主化移行の分

析・評価に比較して、民主化の定着に対する評価は一様ではない。選挙を中心

とした民主主義的な政治的制度がどの程度反復、継続されれば民主化は定着し

たと言えるのか件一概には言いにくい。特に、アフリカのように独立以来、め

まぐるしく軍事ク←デターによって政権が交代してきた地域においては、 2度

1号リンスとステパンによれば、民主化が定着するには、園家の存在を前提として、自由で

活発な市民社会の存在、自律性を持ち評価されている政治社会、法による統治、機能的な
国家官僚、制度化された経済社会が相互作用しながら強化されていることが必要であると

されている。

Linz Juan， Stepan Alfred， Problems of Democratic Transition and 
eonsolidation: S.outherrl lEúroRe~ South America， and Pos t!~CQmmunist Burope， 

9 



や 3度の国政選挙の実施にょっτ民主化が定着したとは言い難いところもある。

実際のところ、弓ジエール (1996 、 199~ 年)やコートジボワーノレ (1999'年)

のように、民主北移行後に軍事クーデターによって政権が転覆された国が現れ

ている。しかしながら、民主化移行後に二度の大統領選挙を実施したというこ

とは、少なくとも国家元首の 5年程度にわたる佳期の問、民主主義的な制度が

何とか維持され寸きたことを示すものであると理解している。政治樹ル『ルと

しての民主主義を遵守して複数回の国政選挙を経たということは、民主化の定

着の段階に入ろうとしていると考えることは可能である b

市民社会概念拝対する本研究の理解を示す。市民社会とは何か?このこと自

体が政治哲学において議論の対象とされてきた論争的なテーマである 190 その

ために「市民社会J という概念を分析アプローチとして用いることにはある程

度の暖昧さを伴うことは避けられない。それにも関わらず、本研究において分

析アプローチ、そして研究対象とするからには、その理由と一定の定義付けを

示す必要があるだろう。市民社会という概念の使用自体は、アリストテレスの

時代にまで遡ることができるσLかしながら、現代の様々な場面、文脈で議論

されてきた市民社会とは、近代西欧国家の形成と共に政治思想に登場してきた

ものである。しかしながら、近代国家形成過程において政治思想上強く意識さ

れるようになった市民社会概念に関しては、一般に考えられている程には統一

された定義7や理解がある訳ではない。アプリカを議論する場合においても暗黙

の前提とされてきた「ヨーロッパ市民社会論Jなるものに対する万人の納得す

る定義は、現在においても示されてはいない。

そのことは、代表的な近代ヨーロッパの政治思想家の市民社会に対する理解

を見ただけでも明らかである。第二章で、国家との関係において詳しく議論す

ることになるが、代表的思想家の議論を簡単にたどるだけでもその差異は際立

っており、思想家それぞれの聞において市民社会のあり方年性質には大きな相

違が存在している。

市民社会という概念に対する統ーされた定義は存在しないものの、政治研究

の観点において何ら共通点がない訳ではない。本研究において注目している、

市民社会概念に関する議論の最大公約数的な共通点は、「政治化した社会J20と

~~hn Hopkins University， 6altimo同， 1996， pp.S.7. 
19 8ayart Jean-Frelncois et al.，(eds.)t L， poli~ique par le bas en Afrique Noire， 
K!日 rt~a~a ， Paris， 1992， p.70. 
LU 政治化とは何かということに定義を与えるとするならば、政治とは何かということに言

及する必聾があるだろう。政治化とは政治に関めるようになることであるが、政治とはど
のような人々の営みなのだろうか。政措という行為に関して必ずしも画一的な定義が用意

されている訳ではないが、政治とは集団や社会において成員全体を拘束する決定に関bる

行為、それにまうわる制度や権力構造を指す〈阿部斉他編『政治学小事典』有斐閣、 1978
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いう社会の状態に関する側面である。この側面は、現代アフリカ政治研究にお

いて極めて童要な意味を持つ。 1980年代終盤以降、アフリカ各国において熱

狂を帯びた民主化運動ほ、国際社会からの外圧という追い風にも乗って、これ

まで「政治社会J(Political Society)から排除されてきた「政治化した社会j

が重要な役割を果たしていた。アフリカ政治研究における市民社会の議論が他

地域に比べてより重要な意味を持つのは、単に社会運動として民主化プロセス

の開始と共に影響力を減退させたのではなく、むしろ民主化プロセスの直接的

主体として関わり続けようとしたことにあった。アフリカの民主化プロセスに

おいて、市民社会は暫定的にではあったものの統治主体の一員となった点で、

民主化プロセスを直接的に左右するより重要な意味を持っていた。市民社会の

民主化プロセスへの関わり方は、アフリカ各国において異なるものの、その端

緒な例として考えられるのが本研究で実証研究を重ねていく国民会議であゥた。

また、「市民社会J概念には、暗黙のうちに政治社会という概念との対比にお

いて認識されてきた側面がある。そこで、本研究における「市民社会J概念の

理解を示すむあたって、政治社会という概念に関する検討をおこなう必要もあ

ろう b

国家と市民社会、政治社会を明確に区別して議論することを主張したステパ

ン C，4.lfredStepan)によれば、政治社会という用語でもって政治組織が公権

力と国家装置に対する統制を掌握すパく、政治的な異議申し立てのためにはづ

きり左自己編成する舞台のことを指している目。そして、ステパンは、民主化

移行というダイナミックな状況分析をするには、市民社会、政治社会および国

家という相互に連関しながら、しかも概念的にははっきりと集なる政治組織の

権力関係を見極めなげればならないと主張している 220

ステパンの議論における政治社会とは、端的にいうと主に政党によって構成

される国家権力に関わろうとする公的な政治組織の行動する場である。本研究

においても、政治社会に関しては基本的にはステパンの理解に沿っている。し

かし、ステパンの考察はあくまでもラテンアメリカ諸国の軍政を理解するニと

を目的としてものであり、そのままの形でアフリカを議論することには困難も

ムー・ーー・4

年、 23~ 頁。)とするならば、「社会の政治化 J とは社会が国家権力を直接目指すことを必
ずしも意味する J訳ではないが、少なくとも社会全体の拘束を伴う決定に闘し Lて権力と積極

的に関わっていく之とを意味していると理解している。
21 ステパンは、民主主義への完全な体制移行は、政治社会を巻き込むものでなければなら

ない。そして、民主制的お政治組織の編成及びその定着には、民主制政治社会の核をなす
諸制度である政党や選挙、選出方法、政治指導カ、政党聞の連合、立法府についての真剣

な考察と行動を必要とする。
ステパユィ・アルフレッド著、堀坂浩太郎訳『ポスト権威主義:ラテンアメリカ・スペ

インの民主化と軍部』同文舘、 1989年、 4・5頁。
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生じる。 それは、ラテンアメリカの軍政においては、軍や国家が政治社会と明

確に区別することができたのに対して、多くのアフリカ諸国の場合は状況が異

なっている。アフリカにおいては、ク戸デタ]によって権力を掌握した軍ば形

式上の民政移管をおこない、軍人指導者を創設者とした国家政党による一党制

を敷き、国家政党以外の政党を禁止した 230 このようなアフリカの一党制にお

いては、政治社会は国家の翼賛機関にすぎず、政治社会の国家からの独立は存

在していなかった。そのため、一党制時代のアフリカには、ステパンのいう政

治社会は国家に埋没し実質的には存在しないのと同然であったd そこでv アフ

リカにおいて一党制から複数政党制への移行という意味での民主化プロセスは、

政治社会の復活を意味するものであった。そして、民主化の過程において否r定

された国家からは政治社会が生み出されることはなく、その母体となりうるの

は市民社会しかなかった。アフリカじおける民主化前の状況と、民主化開始ま

での状況において、アフリカの民主化プ泣セスとは、市民社会による政治社会

め再創出者意味するものでもあった。

政治研究において‘市民社会占いう概念が懐疑心を持って迎えられることの

多い理由は、概念的な暖昧さに起因する部分が大きいが、その暖昧さを生み出

しているのは市民社会という概念を複層的に構成する要素を混同して理解して

いるためであると考えられる。遠藤によれば、市民社会という概念は、少なく

とも分析アプローチとして、イデオロギーとしτ、政治主体として 3つの要素

に識~Ijされている 240 先の民主主義の議論と同様に、倫理・道徳としての市民

社会は、政治的アクダ「として、イデオロギーとして政治化した状態の相互作

用の反復された末に醸成されるものであり、市民社会や民主主義を議論する上

で前提条件とすることは適切ではないと考えている。

アフリカの民主化プロセスを理解することを目的とする本研究の中では、少

なくとも分析概念として、政治的主体として、イデオロギーとして複眉的に存

在している市民社会概念幸全ての側面から総合的に議論することはできず、あ

くまでもー側面ずつに焦点を当てて限定的に議論することしかできない。そここ

で‘本研究においては、限定的にこの概念を論じているという意味で「市民社

会J25と表記する。

ド

22 向上、 13頁。

~3 ボツワナ、ガンピア、モーリシャス、セネガノレ、ジンパプエでは、 198Ö 年代はじめに
既に複数政党制を導入または復活させていた。
24遠藤 (20bo)、前掲論文、 24頁。

25遠藤は、 civilsociety概念に、日本でさまざまな議輔がある市民社会を訳語としてあ
てることに違和感を感じながらも、他にこの概念を的確に表現する日本語が想起できない
ために f市民社会J と表現している。
遠藤貢「新生南アフリカと『市民社会JI(Civil $ocletY)J 平野克己編『新生国家南アフ
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また、アフリカ政治を考える場合に欠かせないのが、「市民社会Jと国家との

非自律的マ密接な相E関係である。リベラリスト的な「市民社会J論の前提の

一つに国家からの自律という性質があるが、この前提はアフリカ政治を理解す

る上ではしばしば足柳となる。アプリカ政治、特に民主化を理解する上で、 f政

治化した社会Jである「市民社会」は国家から常に自律的に存在することは難

しい。「市民社会」を中心とした民主化運動は、政治権力の獲得を最終的な目標

とはしないものの‘国家権力と無縁にはその目的を果たすことは不可能である

からである。

さらに、アフリカにおいては、「市民社会Jが映し出す国家に対して世俗的な

近代官僚制国家をイメージすることが難しいところもある。例えば、ウェーパ

ー (MaxWeber) の分類 2~を参考にして端的にアフリカの国家を表した、メダ

ーノレ (Jean-FrClncois Medard) による新家産主義国家(L'EtClt 

n.eo・patrimonialiste) という理解がある。これは、ウェーパーの支配に関す

る三類型のひとつである伝統的支配のうちのひとつである家産主義とは逆の形

成プロセスをたどるという意味で用いられている。ウ再ーパーにおいでは、家

産主義国家は近代化の過程で官僚化されていく。それに対して、メダ}ルはア

フリカの国家においては独立後に与えられたヨーロッパ的官僚制度が家産化し

ていく様を新家産主義国家と表現している。このように、ア 7リカの国家と陪

近代官僚制の仮面の下に、実際にはパヤール(Jean-FrancoisB号yart)が表現

するとニろの「胃袋の政治J (~olitlque du ventre) 21が展開されるレントと

いう食べ物が積まれているテ}ブルという側面も存在している。

5 先行研究の整理・批判と本研究における目標

次に、本研究が踏まえているアフリカ「市民社会J論と国民会議に関する先

行研究と、それらに対する本研究の意義を提示する。

アフリカの民主化に関連した「市民社会J研究の系譜をたどると、プラット

ン (MiChaelBratton) 却に代表される 1980年代末以降のリベラリスト「市

民社会J論に議論の端緒を窺うことができる。リベラリスト「市民社会J論に

リカの衝撃』アジア経済研究所、 1999年、 142頁。
26 ウェ」パー・マヅクス著、脇圭平訳『職業としての政治』岩波書庖、 19S0年、 10・12
頁。
27 Bayart Jean.Francois， L 'Etat e'n Afr'tqqe: la politique du ve(ltre， Fayart， Parjs， 
1989. 
28 Bratton Micheal，“Beyond the State: Civil Society and Associational Life in 
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おいて前提もしくはあるべき姿として認識されてきたことは、「市民社会jの国

家からの自律的関係、一様に民主主義的志向を持つ祉会組織集団であるニとで

あった。その集約点とされるのがハーベソン29 (John Harbeson) らによ勺て

示された、後にカスブア}によって「通例J (COl'lventfQnal) 30の「市民社会j

論と分類され、批判きれた見方であった。

アフリカ「市民社会J論に関する考察は第二章でおこなうが、「通例」の「市

民社会J概念を通じたアフリカの民主化分析とは、欧米的な民主主義的価値が

知何にアフリカに根付いているかという観点から考察するという旦]ロセント

リックな傾向があった。これは、 1990年代前半までにおけるアフリカの民主

化研究に大きな影響を与え‘かっ国際援助機関においても、グローパリゼーシ

ョンという世界的な潮流におけるイデオロギーとして影響力を有していた考え

方であった。しかし、 1990年代後半になると、 T通例」の「市民社会J論は非

現実的も非歴史的な見方として、様々な観点から批判がなされ、それに伴って

オノレタナティプが示されるようになった。

本研究においても、「通例」の「市民社会」論に対して批判的な立場から出発

している。アフリカ政治における「市民社会」概念の議論が、西欧的倫理・道

徳の存在を前提として議論が開始されたことから分析面での弱さが生じていた。

それらを克服するために、本研究では「市民社会の制度化」という観点から、

「市民社会j 論の本来の目的であるハイポリティクスだけでは理解できないア

フリカ政治のダイナミクスに注目して分析をおこなっていく。

次に、国民会議に関する専攻研究に関しては、アフリカの民主化プロセスに

おける重要性とは対照的に、日本のアフリカ研究においてはほとんどおこなわ

れてこなかったが、旧宗主国であるフランス及びフランス語圏アフリカ諸国に

おいては盛んに研究がおこなわれてきた。そこでは、国民会議が召集されて民

主化移行が開始された、ベナン、ガボン、コンゴ、トーゴ、マリ、ニジエ}ル、

ザイ{ル(現ロンゴ民主共和国)、チャドにおけるそれぞれの国民会議の推移と

民主化移行に関して分析されてきた。

しかし、これまでの国民会議に関する研究のほとんどは、各国における国民

Africa，" World Politics， Vo1.41， Nむ.3，1989， pp.407・430.
29 Harteson Joh的 W(ed.);clvil So;ciety and the S~ate in Afrlca， Lyllne Rlenner， 
Londbn， 1994. 
30 これまでに一般にアフリカ「市民社会J論として認識されてきたハーベゾン(John
Harbeson) らを中心占する、リベラリヌムを前提とした規範や国家からの自律性、民主

化に直結させる「市民社会Jの理解は、カスファー (NelsonKasfir)によって Conventional
という分類をされている。『通例J の訳語は遠藤 ~2.?~9.1.) に従った。
Kasfir Nel$on ，“ T~e conventional Notiqn of civH Society: A Crl土;que，"Kasfir (ed.)， 
Civil $ociety elnd Democracy In Africa， Frank Cass， London， 1998， pp.1-20. 
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会議と民主化プロセスに関する平面的な描写じとどまってきた。現在までのと

ころ、アフリカの民主化の数少ない成功例として評価されでいるベナ，ンと、他

の国民会議によって民主化移行が開始された国々との二国間における比較研宛

は散見される。しかし、第四章でおこなうような国民会議召集によって民主化

プロセスが開始された全ての国に関する全般的な比較研究を通じて、国民会議

のアフリカ全体の民主化プロセスにおける意味までを明らかにしようとする研

究はなかづた。そこで、アフリカの民主化と「市民社会の制度化Jとの関係を

考える上で、第三章以下で議論を重ねていくように様々な角度から国民会議を

分析する必要があると考えている。

本研究においては、国民会議の召集によって民主化プロセメが開始された

8 ヶ国全てを比較研究の対象として分析をおこなっていく。しかしながら、

本研究において研究対象固として最も注目しているのはトーゴ共和国であ

る。次節において、国民会議による民主化の歩みを図式化するが、その中で

トーゴにおける国民会議は、ラディカノレな民主化の達成への可能性を大いに

有して出発したものの、結果的には民主化の挫折の典型として評価されてい

る。ト]ゴには、国民会議による民主化の可能性と問題点とが集約されてお

り、国民会議という場を通じた民主化プロセスの分析から、現在のアフリカ

諸国における政治的問題の原因を理解しようという本研究の目標において

中心的な実証研究対象固としている。本研究が国民会議研究の貢献のために

目的とするところは、--.--国毎の民主化プロセスに関する研究を深めるだけで

なく、比較や国民会議に関わった様々な政治的アクターに関して様々な視角

から考察することを通じて、アフリカの民主化プ恒セス全般における国民会

議の意味を明らかにすることである。

e 分析仮説に関ずる検討

本研究においては、国民会議という場を中心として展開された 1990年代ア

フリカの民主化移行を理解する上で、「市民社会の制度化jに歪らなかったこと

が現在の民主化の停滞状況をもたらしている重要な要因のひとつであったとい

う仮説に基づいて考察を重ねていく。

「市民社会の制度化J とはいつ危い何を意味するのだろうか。制度化とは何

か?それに先立つ概念である制度とは何か?制度に関心を寄せτ研究をおこな

う論者において様々な定義が試みられてきたものの、必ずしも画→化された理

解がある訳ではなかった。制度論の代表的論者とされるハンチントンによれば、
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制度とは「安定し尊重され反復される行動定式Jであり、制度化とは f組織や

手続きが価値と安定性を獲得する過程Jである 31と定義されている。本研究に

おいては、ハンチントンの定義よりも若干緩やかに、制度を「かなりの程度の

規則性をもって繰り返される人聞の行動様式の定式化されたもの」であり、こ

れが形成されていく過程が制度化であると理解している。

これまで仁、制度に関する議論は政治研需においで広くおこなわれてきた。

行動論後の国家論の復活と共に登場した新制度論では、制度の性質や政治行動

にもたらす影響力に関して、政党、官僚制、法体系という従来の公的な政治制

度を越ぬて社会関係におけるより広い視野から豊かな議論がおこなわれてきた

ものの、制度自体は所与のものとして議論が開始される点では変わらず、どの

ように新たな制度が形成されていくのかという制度化のプロセスに関Lて必ず

しも明確な回答を与えるものではなかった320

31政治的制度化に関する代表的な議論は、ハンチントンの代表的著書である『社会変革期

における政治秩序』の中で展開されている。ハンチントンは、パーソンズ (Talcott
Parsons)の議論に従って、制度化とは組織や手続きが価値と安定を獲得する過程と捉え、

制度化のレベルは適応性、複雑性、自律、団結の 4要素の程度によって決定されると考え

た (Hunt川gtO'n:12'-24)。そして、政治制度に陪制度化の程度に応じて構造他と道徳・規

範を伴い、制度化の強度が政治的安定と深く関わっている (H(jntington:24)。ま花、近

代化の過程において政治的不安定に関連する政治的参加と政治的制度化の相関性の議論

(Huntington ~ 55・56，78・80) の議論は大変興味深い。
もう一つ、本著からは示唆されることがある。本書のタイトルは、日本語では『社会変

革期における政治秩序』となるが、現代アフリカ政治研究においてより深く関連テーマと

なっているのは、本著のタイトルとを逆さまにした「政治変革期における社会秩序Jであ

るのではないだろうか。そこに「市民社会」というテーマを考える意義があると考えてい

る。

Huntington Samuel， Political Order in Chimgin'g Societies， Yale University Press， 
New Helven-LOr1don， 1967. 
32新制度論の議論に関しては、ホール (PeterHall)らの議論を主に参照した。そこでは、

制度とは解釈や行動に至る道徳や認識のモデルを提供するもの (HaU&. Taylor 
1998:473.)であり、旧来の制度論で重視された法や公的な政治的実践だけでなく、政策

に影響する社会経済的ネットワークの役割を考慮に入れる必要性が主張されている (Hall‘

1986:20 新)1/ 1989:83 真淵 1~91:950 ， 9S2) 。
新川敏光「国家と社会一制度論的アプローチをめぐってJr法政理論』第 ~1 巻、第 4 号、
1989年、 62・100頁。 HallTeter A， Governing the t=conomy: TI1e POJitiC5 of State 
Intervention in Britain and France， Polity Press， Cambridge， 1986. Hall Peter 
A &. Taylor I¥Qsemary C R，“la science politique et les trois 
reo・ih$titu，tionnalisme甲"Revue francaisede scienceρolitiqf，Je， Vo1.47， N03-4， 
1997， pp.469・496. 真糊勝「新しい制度前の展望JW阪大法学』第 40巻、第 3・4号、
1991年、ヲ49-997頁。
他には、 H司11Peter A & Taylbr Rosemary C R，“The PotentiaJ of Historical 
Institutionalism: a Response to Hay an'd Wjncott，" Political Studies， Vol.54， 
No.5， 1~98~ pp.951-957. HaO Teter A，“Le role des interets， des institu-tions et 
des idees dans I'econofllie politiquescomparee des pays industrialises，" Revue 
internationple de politique comparee， Vol.7， NO.l， 2000， pp.53・92. Kaiser 
Anclre，“Types of Democracy: Frc?m Classical to New Institutionali$m，" }ournal of 
TheoreticaJ PolitiCs， Vol.9， No.4， 1997， pp.419・444. K1'asner Stephen 0， 
“ Appro~ches to the 6tate: Alternative Concepts and HistOrlcal Dynamics，" 

Compa，ratlve PoJitlcs， Vol.16， No.2， ~ $84， ~p.223 ・ 247. を参照。

16 



それでは、「市民社会の制度化J とは具体的には何を指し示すのであろうかe

これまでの検討から本研究における T市民社会の制度化Jを定義すると、「民主

化という文脈において、政治化した社会が反復を通じて政治アクタ}の行動様

式に影響を及ぼすように定式化された状態j となる。アフリカの属主化を主題

とする本研究においては、「市民社会の制度化J~は「市民社会J 概念によって

認識される政治的アクターや規範が、反復を通じてより民主主義的な行動様式

に発展することと理解 Lている。

「市民社会の制度化j という分析アプロ~チは、アフリカの民主他分析にお

いて有意なのであろうか。このことを考えるためには、アフリカの民主化プロ

セスが、権威主義的な国家の破綻と共に開始されたということを指摘しなけれ

ばならない。民主化プロセス以前のアフリカ諸国は、一般的に軍を背景とした

一党制か、軍事体制であった。国民皆党員制を前提とする一党制を敷いていた

国においては、政治社会は翼賛機関に過ぎなかった。大部分のアフリカ諸国に

おいて複数政党制が実施されていたのは、独立当初のわずか数年間であったお。

そのため、 1990年代アフリカの民主化プロセス初期の段階においては、再登

場した政治社会には政治的経験と国民からの支持が乏しかった。また、一党制

における国家政党は、複数政党制の導入に伴ってその機能を大きく低下させて

いった。

民主化プロセスの幕開け時点のアフリカ諸国においては、政党の能力が著し

く低い中で、「市民社会Jを除いてアフリカの政治社会において重要な役割を果

たしてきたのが軍であった。軍そのものが国家であったと言っても過言ではな

い国も多数存在した。その中で、民主化の波の中で軍の政治的プレゼンスが全

く低下しなかった国においては、民主化プロセスは始まりもしなかったと言え

る。しかし、実際のところアフりカ諸国において、民主化プロセスを迎えても

軍の役割が全く変化しなかった国はなかった。本研究においては直接的な議論

のテーマとはしないものの、アフリカの民主化プロセスにおける軍の存在を軽

視するものではない。民主化には、軍の非政治化もしくは国家の非軍事化のプ

ロセスが不可避であるからである 340 民主化移行前のアフリカにおいては、国

家イご虫}ノレ軍であったという側面もあり、民主化プロセスが目前に迫った時点

33 ボツワナ、ガンピア(1994年のクーデター以前)においては、独立以来もしくは早く

から複数政党制が導入されていた。セネガノレでば、 60年代に一党制を導入したものの、
7Q年代後半に複数政党制に復帰した。
34 アフリカにおける民主化と軍の非政治化との関係を、比較研究を通じて研究したチリオ

<Thiriot Celine) の博士論文からは示唆を受けるところが大きい。

すhiriQtCeline， La democratisation et demititarisation du touvoir: ftude. 
comparati've a partir du 8urkina Fi1so， Congo， Ghana， Ma(i et Togo， These 
Doctoral， Universite Mon-tesquieu..Sordeaux N i 1999， 1035p. 
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での軍のあり方が、その後の民主化プロセスに影響を与えなかったはずがなか

った。しかし、マリのような例外を除くと軍は民主化プロセスの主導的アクタ

ーではなかった。

政治社会における協定によって民主化移行が開始されたのではなく、国家の

自己破綻という状況において始まったアフリカの民主化プロセスが、より混乱

に満ちたものになったことは言うまでもない。このような、半ば権力の空白の

状態において、各国によウて差はあるものの、民主化移行に重要な役割を果た

したのが「市民社会」として認識されている「政治化した社会Jであった。ま

た、これらの f市民社会j と認識される社会領域件、 f市民社会J概念が持つイ

デオロギー性を意識的に、または無意識のうちに利用してきたのである。本研

究においては、概念的混乱によって引き起こされた不信感は根強く残っている

にもかかわらず、「市民社会J概念を分析アプローチとするのは、以上のようお

ナフリカにおける民主化プロセスを理解する必要があると考えているからであ

る。

また、「政治化した社会Jである「市民社会」は、権力の空白と混乱の中で急

速に活動を拡大していったことから、その存在自体は必ずしも民主的で、民主

化を恵向する場となるとは限らなかった。実際に「市民社会j の拡大には、排

除を伴うことは珍しくなかった。反政府組織は、自動的に民主化勢力とは同義

ではない。そこで、「政治化した社会Jである「市民社会Jが、民主主義の定着

に貢献し続けるためには、 f市良社会の制度化Jという仮説がアプリカの民主化

を考えるにおいて重要な意味を持ってくると考えている。

次tニ、「市民社会の制度化」が具体的に何を指し、どのようにアフリカの民主

化理解に貢献できるのかを示す。本研究では、「市民社会の制度化」を分析の使

宜上 2つのヤベルにおいて理解している。ひとつめは、従来の制度論が考察の

対象としてきた政党、官僚制、法体系といったフォーマルな政治機構のレベル

である。民主化移行とは、政治機構レベルから見れば、→党制もしくは軍事体

制から憲法の改正を伴う複数政党制h の公的な制度の転換であった。大衆政党

へ転換された一党制を支えてきた旧国家政党には民主化を担うことが期待でき

ない中で、民主化移行を担う政党は「市民社会Jから形成されるより他はなか

った。そこで、政治機構レベルから見た場合 r市民社会の制度化」とは政治化

した社会組織がどのように直接的に政策決定に関与していたのかに注目するこ

とになる。この点に関しては主に第六章はおいて詳しく議論することになるが、

そこでは社会組織の政党化の過程においてアフリカの民主化の停滞を引き起こ

している原因を考えていく。

2つめは、新制度論における視野であると辻ろの従来の公的な政治制度を越
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九た社会関係や価値形成にまで及ぶ政治行動のレベルである。そこでは、民主

的な政治的振る舞いを可能にする政治行動がどのように定着するのかに注目す

ることになる。公的な政治制度が変わったところで、その制度の中で特定の地

域・民族・集団のみを利するこエとに傾倒した政治的振る舞いが続くならば民主

主義的な制度は有名無実化する。そこで、「市民社会J概念を構成するひとつの

要素であるイデオロギーとしての「市民社会J の拡大が、政治行動において政

治的ゲームのルールとしての民主主義的な価値観を定着させているかに注目す

ることになる。ただ、政治行動のレベルにおける「市民社会の制度化Jの評価

は単純ではなく、実証的積み重ねの中から検討する必要がある。

「市民社会の制度化j は、これら 2つのνベルにおける重ね合わせの中から

理解されなければならないが、民主化移行局面においては政治機構レベルによ

り重点がおかれているのに対して、民主化の定着局面においτは政治行動のレ

ベルにより重点が置かれることとなる。これは、民主化プロセスと民主化の定

着プロセスにおいては、「市民社会」の役割、意味の変化が求められることを意

味している。

国家)' r市民社会j、国民会議という場が、「市民社会の制度化Jという観点の

下でどのように交錯しおがら民主化プロセスが進んでいったのかを単純化して

整理すると、以下のように図式化することができる。この図によって、国民会

議を通じた民主化プロセスの全てが説明できる訳ではないが、一定のイメージ

をつかむことは可能になると考えている。この図式に関連した国民会議によっ

て開始された民主化プロセスの比較研究は第四章でおこなっていく。また、こ

の図式は国民会議を経ない民主化プ白セスを歩んだ、多くのアフリカ諸国の民

主化を考える上でも示唆を与えうると考えている。
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<図 1:国民会議を通じた民主化プロセスの概念図〉
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上の図に沿って、国民会議によって開始されたアフリカ諸国の民主化プロセ

スを描いていくと以下のように説明できる。アフりカの国家は早くから破綻し、

機能不全の状態にあったが、アフリカの国家の自転車操業をかろうじて可能に

してきたのは、冷戦によって発生していたレントであった。しかし、冷戦構造

の崩壊によって、独立以来アフリカ諸閏が覆われていた東西両陣営の影響力の

維持・拡大のために無条件に発生してきた援助が消滅したことによって、アフ

リカの国家の機能不全が露呈し、国際社会において周縁化が急速に進んでいく

ことになった。このような状態において、多くのアフリカの権威主義的な国家

は、暴力と共に国家の崩壊を食い止めてきたもり一つの柱であった富の分配と

いうクライアンテリスティックな機能を著しく低下させ、国家のレゾンデート

ノレの崩壊に直面した。時期を同じくして、民主化運動が高まつでいった訳であ

るが、これは同時に国家の聞いなおしでもあった。この時点は、アフリカ諸国

における民主化プロセスの最初の分岐点であったと考えることができる。

国家のあり方が聞いなおされる中で、これまでの国家が否定され、急速に弱

体化していったアフリカ諸国においては、権力の実質的な空白の部分に「市民

社会Jがなし崩し的に拡大し、一気に国民会議の召集へとつながっていった。

それに対して、国家の指導力を維持できたアフリカ諸国においても、地下資源

に依存するクライア νテリスティッグな資源を最大限に動員して妥協を重ねつ

つも、主権を維持しなが h可能な限り緩やかに国民会議を迎えることを試みた。

しかしながら、国民会議召集を求める運動が起こった 20以上に上ぽるアラシ

ス語圏アフリカ諸国の全てにおいて国民会議の召集が実現されたわけではなく、

国民会議の縮小版としての国家主権の移動を伴わない対話フォーラムの枠組み

で民主化勢力との妥協を図ることに落ち着いた国も多かったが、これらの国に

ついてもニの図式に準じた民主化プロセスが展開されていくこととおった。

国民会議召集によって民主化プロセスが始まりを告げた。そこでは、国民会

議を召集に導いた「市民社会の制度化」、この局面においては主に政党への転換

がおこなわれなければならなかった。国家の弱体化によって一気に国民会議が

召集された国では、「市民社会Jから政治社会への転換自体は比較的容易であっ

た。しかしながら、その後の民主化移行の行く末を分けたのは、制度的に転換

した政党と、その母体であった「市民社会」とのつながりであった。

国民会議の召集を前後して、「市民社会」の爆発的な拡大を生んだ。その中で、

にわかに登場した政党が国民からの支持を維持するためには、「市民社会」から

の支持と連携が不可欠であった。それに失敗し、政党が「市民社会」から遊離

してしまった場合には、「市民社会」の無制限な拡大において生じた混乱の中で、

21 



旧勢力によって権力が吸収され、フォーマルな政治制度の転換だけを残して実

質的な権威主義への回帰、つまり民主化プロセスの頓挫に陥ることになった。

それに対して、主要な政党が「市民社会Jからの支持を維持することができた

国においては、旧勢力による揺り戻しゃ非民主主義的な政治的行動に陥ること

なく、比較的民主主義的なル}ノレが反復、継続されながら発展することを可能

とLた。

一方、国家が権力を維持する中で「市民社会の制度化Jを目指した国の行く

末は明るいものではなかった。これらの固においては、国家による f市民社会」

への侵入を通じて「市民社会jの骨抜きがなされた。また、「市民社会j から生

まれた政党も分裂を繰り返し、民主化移行の主役となれないことが露呈すると、

「市民社会Jの政党離れは加速し、「市民社会の制度化Jは早くから頓挫するこ

とになった。

f市民社会の制度化J という観点から見た民主化プロセスと惜別に、「市民

社会J言説の拡大は続いていった。これは、 1990年代における国際援助体制

における「市民社会Jのイデオロギー化に起因している中この点に関しては、

第七章で議論をおこなっていくが、国際援助機関、主要援助国はこぞ勺て市民

社会の発展の重要性を強調し、その結果としてアフリカ諸国の政府を通さない

援助の流れが生まれ、拡大 Lていった。こうして生まれた新たなレントの流れ

によって、国家は食べ物の載せられた唯一の大テープルではなくなり、 NGO等

の急速な展開によって分散された数多くの小さなテープルにおドて「胃袋の政

治」が展開されるようになった。

このような状況においては、政治化の度合いの低い「市民社会」にとっても

はや政党は重要ではなくなり、「市民社会Jは政党から遊離していった。それだ

けでなく、旧来の国家によって独占されてきたレントのテープソレを独占してき

た権カエリートが、「市民社舎Jという小さいが数の多いテープルに食指を伸ば

さない訳はなく、その結果自称「市民社会」が首都を中心としてアフリカ諸国

に蔓延することになる。しかし、「市民社会」によって発生する新たなレントの

旧来のレントとの違いは、常に国際社会のモニターに直結されていることであ

った。

以上が、本研究における分析アずロ」チの提示とその射程である。最後l乙、

次章以下の議論の内容に関して簡単に紹介する。
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7 各章に関する紹介

第一章では、アフリカの民主化分析アプ回一チの系譜と課題についセ検討す

る。アフリカの民主化を理解するにあたって、「選挙民主主義j から「参加民主

主義j への関心の推移、そして「手続き的民主主義論Jから f市民社会j 概念

へのアフリカにおける民主化分析アプローチの変遷を指摘した上で、「市民社

会」概念のアフリカの民主化分析アプローチとしての問題点を提起する。

第二章では、 1980年代後半から論争が続くアフリカi政治研究における「市

民社会」概念に関して議論する。「市民社会J概念のアフリカ政治における意味

に関して、西欧近代市民社会概念の検討を踏まえた上で、国家とめ関係を中心

に代表的なアフリカ政治研究者の議論をたどりながら考えていく。

第一輩、第二章において理論、概念に関する検討をおこなった上で、様々な

角度からの国民会議に関する検討を通じて、アフリカの民主化移行と「市民社

会の制度化jに関寸る実証的な分析に入っていく。第三章では、 トーゴにおい

て国民会議によって開始された民主化プロセス昨関して検討する。国民会議を

召集したアフリカ諸国の中では、民主化の成功例として語られているベナンと

比較的近い状況から民主化プロセスが開始されながらも挫折したとされるトー

ゴの国民会議に関して検討する。

第四章では、国民会議による民主化プロセスの比較研究をおこなっていく。

理念的モデルを通して、国民会議を召集した諸国における民主化プロセスの比

較分析をおこなうことによって、アフリカの民主化プロセス全般における国民

会議の意味と問題点を描き出す。

第五章では、視点をミクロなものに移して、トーゴにおける国民会議召集と

民主化移行体制において重要な役割を果たした社会組織の民主化運動への関わ

りを考察する。 ドーゴにおいて、民主化を求める「市民社会Jの中必的役割を

果たした入権組織である「トーゴ人権連盟J(Ligue togol~ise des droits de 

I'homme)の民主化運動への取り組みの変濯を検討する。

第六章では、トーゴにおいて国民会議召集を目指した社会組織連合が、一党

制の廃止を契機に政党に改編されていく過程を検討する。国民会議召集をめぐ

って、「市民社会の制度化Jがどのように進み、その後の民主化プロセスにどの

ような影響を及ぼしていったのかを考察する σ

第七章では、国際社会によって創り出されたイヂオロギーとしての「市民社

会」概念に関して検討する。 1990年代前半に「市民社会J概念がグロ}パル

化する中で、アフリカの民主化プロセスにどのような影響をもたらしたのかを

考察する。
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上記の理論的、実証的検討を積み重ねた上で、本研究の結びとして終章では

アフリカの民主化プ凶セスじおける国民会議と「市民社会J概念の意味の総括

をおこなう。分析アプロ円チとして、イデオロギーとして、政治主体として、

実際の民主化プロセスとの関わりの中で、どのような意味を持ち、どのような

政治的影響を及してきたのかに関して結論を提示する。
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第一章「アフリカの民主化研究における理論的枠組みの系譜J

1 はじめに

本研究では、 1990年代アフリカの民主化プロセスに関して、国民会議とい

う国民のフォーラムであり、かっ暫定的統治体制を「市民社会の制度化J とい

う観点から考察することを通じて、アフリカ諸国における民主化をめぐる問題

を考察することを目的としている。それに先立って、本章ではこれまでアフリ

カ諸国の民主化がどのように理解されてきたのかということに関して、分析ア

プローチの系譜とその課題に関して検討する。はじめに、アフリカ諸国の民主

化の歩みに関して簡単に整理しておく。

アフリカの年と呼ばれた 1960年を前後して、アフリカはヨーロッパ諸国の

植民地から一斉に独立を果たした。独立当初の数年間は旧宗主国の政治制度や

憲法を踏襲し、多元主義的な制度を導入した国が多く見られた。しかし、多く

のアフリカ諸国では政治的混乱が続き、度重なる軍事クーデターの末に権力の

座についた指導者は、国民統合の掛け声の下で権威主義的な一党体制を確立し

ていった。また、軍事クーデターによる政権交代を経験しなかった国において

も権力基盤を固めるために次第に一党制へ推移していった。

その一方で、ボツワナ、ガンピア、モーリシャス、セネガル、ジンパブエで

は、 1980年代はじめまでには複数政党制を導入または復活させていたが、支

配政党が選挙によって交代することはほとんどなかった九そこでは、数多く存

在する野党勢力は分散・分裂によって弱体化し、政権交代を起こす勢力とはな

り得ないガリバー型複数政党制 2と呼ばれる状況が続いていた。このような状況

1 Wiseman John A， The New Struggle for Democracy in Africa， Avebury， London， 
1996， pp.20-31. 

ただし、ガンピアは 1994年のクーデターによって、独立以来初めて軍政を経験するこ

とになった。モーリシャスのみ 1982，83年に選挙により政権が交代している。

2 /1、田英郎 r1990年代南部アフリカ諸国の政治体制と民主化J林晃史 編『南部アフリ

カ諸国の民主化』アジア経済研究所、 1993年、 28頁。
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にあっては、複数政党制といえどもガパナンスの点から見た場合には、権威主

義的な一党体制と実質的にはほとんど違いがないばかりか、ガリバー型複数政

党制にあっては、野党勢力が分裂して支配政党に対する有効な対抗勢力となり

得ないため、旧国家政党が一党体制であったときよりもかえって権力を安定さ

せることも起こり得た。

しかし、そのアフリカ諸国も 1989年を境として東欧・ラテンアメリカで起

こったような「民主化の波Jに飲み込まれることとなったとアフリカに起こっ

た「民主化の波」は圏内外の双方から高まったものであった。大部分のアフリ

カ諸国を占めていた新家産主義 (Neo・Patrimonialism)的な一党体制は、「民

主化の波」に抗しきれなかった。 1994年の時点では、 30カ国以上のアフリカ

諸国が複数政党制へ移行し4、地方議会、国民議会、大統領選挙を実施した。冷

戦後、世銀・ IMF等の国際機関や西側欧米諸国を中心とした国際社会は、アフ

リカ諸国に対して複数政党制への移行を強く要求し、民主化移行に際しては財

政的、技術的支援をおこなってきた。その一方で、複数政党制における大統領

選挙を 1993年 6月に実施しながらも、体制側に不本意な選挙結果を無効とし

たナイジエリアのような国に対しては、国際社会は厳 Lく反応し、援助停止を

はじめとする経済的制裁を課した。

1990年代の半ばにも差しかかると、リベリア、シエラレオネ、ソマリア、

ルワンダのように内戦によって国家の体をなしていない国を除けば、軍事政権

の国は珍しいものになり、国際社会の求めていた民主化の条件である複数政党

制への移行は一応達成された形となった。中でも国際社会によって民主化の進

展が高く評価されたのは選挙によって平和裏に政権が交代した国に対してであ

った。そこで、民主化の成功例としてしばしば挙げられたのは、ベナンとザン

ピアであった。ベナンの場合は公務員、教師、商人、教会が、ザンピアの場合

は労働組合を中心とする複数政党制への移行を求める運動に端を発し、最終的

には権威主義的な指導者を選挙という合法的手続きによって交代させたえ逆に、

評価が低いのは、ザイール(現コンゴ民主共和国)やトーゴなどのように、制

度的には複数政党制に移行しながらも反対者の排除、抑圧を継続してきた国に

対してであった60

3 Young Crawford，“An Interim Balance Sheet，" Journal of Democracy， Vol.7， 
No.3， 1996"， p.53. 
4 小回英郎『アフリカ』自由国民社、 1996年、 118・121頁。

5 Gyimah-Boadi Emmanuel，“Civil Society in Africa，つournalof Democracy， Vol. 7， 
No.2， 1996， p.119. 
6 Hutchful Eboe，“Militarism and Problems of Deocratic Transition，" in Ottaway 
Marina(ed.)， Democracy in Africa: The Hard Road Ahead， Lynne Rienne η 
Boulder， 1997， p.47. 
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1990年代前半の時点において、複数政党制への移行という意味での制度的

な民主化は大部分のアフリカ諸国で達成された。そこには、民主的な制度の反

復を通じて、より公正で民主的な政治的ふるまいが定着していくという期待が

あった。しかし、実際に多くのアフリカ諸国で生じたことは、形骸化した複数

政党制の中で従来の権威主義的な統治や政治的ふるまいが復活する国が見られ

るようになっ，たことであった。さらに、多くのアフリカ諸国において、民主化

は当初の楽観的な期待とは反対に政治的安定には直結しなかった。時として、

民主化によってもたらされた政治的不安定は紛争、内戦にまで至ることさえあ

った。

ところで、「民主化の波」の文脈でいうところの民主化、つまり複数政党制へ

の移行によって、どの程度政治的自由と参加が保障され、また拡大したのだろ

うか。制度的民主化によって、旧来の新家産主義的権威主義体制の特徴であっ

た、言論・結社に対する抑圧、政治犯への過酷な処遇、法的手続きを経ない身

体の拘束・処罰、秘密警察の活動、その他の政治的自由に関わる人権問題にど

のような改善が見られたのであろうか。言論の自由に関しては、ほとんどの国

で新聞や雑誌に対する規制は緩和されて独立系の新聞が一斉に街にあふれるよ

うになったが、政府を批判した記事を掲載した新聞の発禁、記者の投獄・暗殺

の事例は後を絶たず、また間接的には政府が企業に対して独立系新聞への広告

自粛の圧力をかけることによって非政府系新聞への経済的締め付けもおこなわ

れている。一般的に、識字率が低いアフリカ諸国においては、活字メディアは

農村部での影響力が弱い。一方で全国民に対する影響力が大きい放送メディア、

特にラジオに対する規制は依然として強く、国家に管理された言論の自由とい

う段階にとどまっている。政治犯の数は度重なる思赦によって減少したが、公

正な司法手続きによらない収監・拷問は報告され続けている 70

このように、 21世紀を迎えても依然として困難な政治状況が続いているとは

言え、 1980年代までのアフリカ諸国における政治状況と比較した場合、民主

化プロセスを契機として政治状況の改善があったことは否定できない。 1980

年代までの一党体制においては、合法的な意義申立てのルートが存在しなかっ

たために政府への抗議運動の多くは暴動やクーデターという形で噴出せざるを

得ず、その度に人命を犠牲にすることとなった。それに対して、複数政党制導

入後においては十分とは言えないまでも、合法的な抗議の表出が可能となり、

国家からの妥協を引き出すことも可能になってきた。また、大衆の間で政治を

語ることは命がけではなくなり、大衆の政治意識が高まってきたという流れは

7 アムネスティーインターナショナノレ編『アムネステイ人権報告 6，世界の難民の現在』
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無視できるものではなくなった。このようなアフリカにおける民主化状況を背

景としながら、本章ではアフリカの民主化分析アプローチに関して、理論的系

譜をたどりながら検討する。

2 アフリカの民主化研究の動向

アフリカの民主化分析アプローチの系譜を整理する。冷戦終結を契機として、

アフリカに一斉に起こった「民主化の波J以降、ほとんどのアフリカ諸国にお

いては軍事政権や一党制から複数政党制へ政治体制変動が起こり、制度的変革

を経た上で、地方議会選挙、国民議会選挙、大統領選挙が実施された。 1990

年代はじめのわずか数年間のうちに 30以上のアフリカ諸国が複数政党制へ移

行するという急激な変化がアフリカ大陸全体に生じた。アフリカの民主化の展

開に伴い、その分析アプローチも変化することを迫られた。ここでは、 1980

年代末以降のアフリカの民主化プロセスに関して、ほとんどのアフリカ諸国で

複数政党制導入後の選挙が一通り実施された 1994年頃をもって大まかに前後

に二分して、。アフリカの民主化分析アプローチの変化を整理する。前節の議論

を踏まえて、以下では前半を民主化移行期、後半を民主化の定着期と区分して

アフリカの民主化分析アプローチを整理する。

2.1 民主化移行期における民主化分析アプローチ

「民主化の波J以前の時期においては、アフリカには民主化分析の対象とな

るような民主化移行の現象はほとんど存在していないとの認識が一般的であっ

た。ジョセフ (RichardJoseph)は、ハンチントン(SamuelHuntington)やダ

ール(RobertDahl)等のアフリカの民主化に関する記述を引きながら、アフり

カ諸国においては貧困、文化的分裂、資本主義の未発達、西洋キリスト教主義

の浸透が不十分であり、市民文化が欠知している等の理由において、民主化が

起こるとは考えられてこなかったと説明している 80 1980年代のアフリカ政治

に関する議論では、政治発展論的発想からアフリカはまだまだ欧米的民主主義

への移行の段階に達していないという認識が根強く存在していた。

ところが、「民主化の波」がアフリカに訪れたとされている民主化移行期に入

明石書底、 1996年、 85・183頁。

8 Joseph Richard，“Democratization in Africa after 1989 Comparative and 
Theoritical Perspective，" Comparative Politics， Vo1.29， No.3， 1997， pp.363-364. 
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り、現実に動き出した民主化プロセスに対する分析アプローチが必要となった。

アフリカの民主化プロセスの始まりは、権威主義的指導者、軍、政治社会が民

主化移行の中心的な役割を果たしたアジアやラテンアメリカとは異なり、むし

ろそれまで政治主体として認識されてこなかった社会組織が中心となった東欧

の民主化に近い様相を呈していた。この時点でのアフリカの民主化分析アプロ

ーチは、その多くがポリア}キー概念に依拠した『手続き的民主主義J概念に

基づくものであった。ハンチントンは、著書「第三の波Jの中で哲学的な民主

主義の議論は古典的であり、70年代にはシュンベーター学派の手続き的民主主

義理論に凌駕された9と述べている

「シュンベーター学派の伝統に従って、候補者が自由に票を競い合い、しかも

実際にすべての成人が投票する資格を有している公平で公正な定例の選挙によ

って、その最も有力な決定作成者集団が選出される二十世紀の政治システムを、

民主主義的なものと定義する。このように定義した場合、民主主義は、ロパー

ト・ダールが彼のいう現実の民主主義あるいはポリアーキーにとって決定的で

あると見た二つの次元一一異議申し立てと参加一ーを含んでいる。 J10 

ここで取り上げた、ハンチントンに代表される手続き的民主主義概念の土台

となっているのは、上記引用箇所にもあるようにダールのポリアーキー概念で

あった。ワイズマン(JohnA， Wiseman)は、アフリカの民主化分析においても

ポリアーキ一概念による分析が有効であると述べている。

「より狭義であるがより有効であるのは、ダールのポリアーキ一概念において

見いだされた一種の手続き的民主主義の概念である。そのポリアーキーが存在

するためには、公職への被選挙権、自由かつ公正な選挙、包括的投票権、民衆

の支持を求めて競争する権利、表現の自由、多様な情報源、自律的組織の形成

と参加の権利、の七つの制度が必要である。Jll

1990年代のはじめにおいては、以上のようなポリアーキー概念を土台とし

た「手続き的民主主義」概念によって、一党体制から複数政党制への移行と選

9 ハンチントン・サミュエル著『第三の波』三嶺書房、 1995年、 6頁。
10 向上、 7頁。

11 Wiseman， op.cit.， p.8. 
Dahl Robert， Democracy and Its Critics， Yale University Press， New Haven， 
1989， p.221. 
ダール・ロパート著、高島通敏前回惰ー訳『ポリアーキー』三嶺書房、 1981年、 7頁。
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挙実施を尺度としてアフリカの民主化を評価していこうというフォーマノレな政

治制度の変化を重視する分析アプローチが主流であった。 1994年の時点では、

ほとんどのアフリカ諸国が複数政党制へ移行した。「手続き的民主主義」概念、に

基づくアフリカの民主化分析においては、アフリカ諸国は基本的には民主化の

方向に進んでいるように評価された。

しかし、時間の経過と共に「手続き的民主主義J概念に基づく民主化の評価

と現実との聞にズレが生じてきた。政治制度の変化によって、民主化に伴うと

見込まれていた政治的自由の保障と拡大、例えば身体的自由である政治犯の釈

放から精神的自由である言論、結社の自由の保障と拡大が進んでいるとは言い

難い状況にあった。

また、政治制度は民主的なものに変わり、いくつかのアフリカ諸国において

は旧来の権威主義的指導者が選挙で破れ、政権交代がおこなわれたにも関わら

ず、その政治構造はほとんど変わっていない 120 旧来の行政組織、クライアン

ト構造、インフォーマル組織等、選挙で体制を維持した国はもちろんのこと、

選挙で旧来の権威主義的指導者が交代した国においても、国家という名のケー

キを直接食べる人間とその取り巻きが変わっただけで 13、政治構造はほとんど

変わっていないというのが現状である 140また、複数政党化されたといっても、

分裂と対立によって野党勢力としての機能が不十分なために生じるガリバー型

複数政党制の状態において旧国家政党の支配が強化されている場合もあるが、

「手続き的民主主義」概念による分析では、民主化移行の結果としての制度面

における移行の状況は確認できるものの、そこに至る過程や民主化移行の内実

における問題点までを分析することはできない。

この時期の民主化移行に関する研究において盛んに議論されたことは、アフ

リカの民主化主体は圏内的なものであったのか、圏外的なものであったのかと

いうことであった。つまり、アフリカにおける「民主化の波Jは、圏内から起

きたものと、国外から起きたもののどちらがより決定的であったのかというこ

とに関する議論であった。実証研究の観点においては、民主化の主体に関して

国内的・国外的と単純に二分すること自体は、双方が複合的に相互作用してい

ることから、どちらか一方だけが決定的であったのかという議論自体はあまり

重要ではない。

12 Quantin Patrick，“Les elites politiques face aux transitions democratiques，" 
L'Afrique Politique， Karthala et CEAN， Paris， 1995， p.278. 
13 Bayart Jean-Francois， L 'Etat en Afrique: la Politique du ventre， Fayart， Paris， 
1989， p.10. 
14 民主化を経てもアフリカのエリートを中心とした政治構造が変化していないことを研

究したものとして、 DalozJean-Pascal (ed.)， Non-renouvellement des elites en 
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しかし、民主化の主体に関する議論は、アフリカの民主化分析のアプローチ

を考える上で重要な論点を含んでいる。民主化の主体を圏内に求めるのか国外

に求めるのかによって、アフリカの民主化が能動的であったのか、受動的であ

ったのかという基本的な分析視点が左右されるからである。アフリカの民主化

を圏内的要因に重きをおいて分析する場合は、アフリカにおける民主化を能動

的なもの、つまり基本的にはアフリカ人によるものと捉えているのに対して、

国外的要因に重きをおいて分析する場合は、アフリカの民主化を受動的なもの、

つまり基本的にはアフりカ人以外による部分が大きいと認識して分析すること

になるからである。

ワイズマンはアフリカの民主化の要因が主に国内的・国外的なのかを議論す

ることの重要性に関して、いくつか理由を挙げて説明している 15。その中でア

フリカの民主化主体に関しては以下のように述べている。

「圏内的圧力を強調することは、アフリカの人々は受動的であるとの見方をさ

れていることを修正することになる。J16 

またワイズマンは、主要な研究者がどのように民主化の主体について考えて

いるのかを整理している 170 各国を取り巻く状況によってアフリカに民主化を

もたらした圏内的・国外的要因の比重は異なるため、アフリカの民主化主体を

一般化するのは容易ではない。しかし、圏内的要因が存在しなければ、たとえ

国際社会が要求しても主権を有するアフリカ諸国は複数政党制に移行すること

Afrique subsaharienne， CEAN， Bordeaux， 1999.が挙げられる。

ザWiseman，op.cit.， p.36・37.

一Ibid.，p.36. 
υ ワイズマンは、アフリカの民主化主体として主に国外的なものを重視する研究者を T，
ヤング、また圏内的なものを重視する研究者としてパヤール、ハザン、ブラットン、ワイ

ズマン自身と分類している。その上でワイズマンは、ポジティブにアフリカの民主化評価

するためには、圏内的要因を重視し、自発的な民主化であったことを強調することが必要

であると述べている。ただし、このアフリカの民主化の主体における国内的、国外的要因

の議論においては、当然のことながら圏内、圏外と簡単に二分することのできない領域も

数多く存在する。特に、アフリカの中でも小固と位置づけられるような国では、内政と外

交が限りなく密着していてその線引きが非常にあいまいである。

Ibid.， pp.35-36. 
Bayart Jean-Francois， State in Africa: The Politics of the Belly， Longman， 
London， 1993， p.x. 
Bratton Micheal， Van de Walle Nicolas，“Toward Governance in Africa: Popular 
Demands and States Responses，" Hyden et al.，(eds)， Governance and Politics in 
Africa， Lynner Rienner， Boulder， 1992， p.29. 
Chazan Naomi，“Africa's Democratic Challenge，" World Policy Journal， Vo1.9， 
No.2， 1992， p.281. 
Young Tom，“Elections and Electoral Politics in Africa，" Africa， Vo1.63， No.3， 
1993， p.299. 
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はなかったであろう。また民主化への園内的要求が高まっていたにも関わらず、

権威主義的体制がその要求を抑圧していたという現実が国際社会に伝わってい

たからこそ、国際社会が民主化をアフリカ諸国に対して要求したのであった。

ワイズマンが述べているように概ね圏内的要因がアフリカの民主化への第一次

的要因であり、国外的要因はそれを後押しした副次的なものであったとするの

が妥当であろう。

また、アフリカの民主化移行期と定着期における分析アプローチの違いとし

ては、移行期においては国外的要因に分析の重点がおかれていたのに対し、定

着期においては圏内的要因により多く関心を持って分析されるようになったと

いうことがいえるであろう。それは、アフリカ諸国における実際の民主化の展

開に影響を受けている。民主化移行期の初期の段階では、冷戦の終了による共

産圏を中心とした一党制の正統性の消滅18、援助国による複数政党制への移行

の要求というアフリカ諸国外の要因が目立ったために、国外的要因に重点をお

いた分析が多かった。それに対して、民主化移行期も後半に差し掛かると、軍

が民主的な手続きにおいて実施された選挙を無効にしたナイジエリアのような

国を除けば、ほとんどのアフリカ援助国を中心とする国際社会の複数政党制へ

の移行の要求に従い、議会、大統領選挙を実施していた。また、 1990年のヒ

ューストンサミット 19やラ・ボール宣言20によって打ち出されたアフリカ諸国

への援助を民主化にリンクさせる方針が、4"'5年を経った時点で実質的に有名

無実化し、国際社会の援助コンデイショナリティーとしての民主化要求の意味

18冷戦の終結すなわち共産主義の崩壊はアメリカを中心とする西側資本主義諸国イデオ

ロギーの勝利を意味するもので、歴史の終駕とは現在の西側資本主義的国家体制に行きつ
くのだという近代化論的発想が再び影響力をもつようになった。特にアメリカはベトナム

戦争で傷つけられた威信とイデオロギー的自信を回復し、アフリカをも含めた第三世界に

アメリカ的民主主義を強力に広げていくことに対する鴎賠がなくなったことが冷戦の終
結がアフリカの民主化に与えた影響として無視できない。

小田、前掲書、 122・123貰。
Ottaway Marina，“African Democratisation and Lenisit Option，" The Journal of 
Modern African Studies， Vo1.35， No.1， 1997， p.2. 
Bratton Micheal， Van de Walle Nicolas“Popular Protest and Political Reform in 
Africa，" Comparetive PoJitics， Vo1.24， No.4， 1992， p.435. 
19 1990年 7月、第 16回主要先進国首脳会議の政治宣言の官頭で「この一年間にわれわ
れが目のあたりにした民主主義の歴史的前進に勇気と英知をもって息吹を与え、その実現

をもたらした世界各地の人々に対して敬意を表する」と述べ、民主化への強い関心を示し
た。小田、前掲書、 118-121頁。
20 1990年 6月、フランスのラ・ボール (LaBau le) でおこなわれた第 16回フランス・

アフリカ首脳会議でのミッテラン大統領の演説における、「支援は自由を拡大する努力に

リンクされる。Jとの発言によって、これまでアフリカ諸国の政治体制には干渉すること

なく援助を続けてきたフランスが「援助」と民主化という政治体制の変化をリンクさせる

方向に姿勢を転換した。
大林稔「冷戦後のフランスの対アフリカ政策J林晃司 編『冷戦後の国際社会とアフリカ』

アジア経済研究所、 1997年、 78・79頁。

Jeune Afrique， N01539， 27 juin-3 juillet 1990， pp.14・16.
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は弱くなった。そのため、アフリカの民主化に対する国外的要因への関心が低

くなり、相対的に圏内的要因に対する関心が高くなったと考えられる。

次に、民主化定着期においてアフリカの民主化分析アプローチにどのような

変化が見られるようになったかを整理する。

2.2 民主化定着期における民主化分析アプローチ

前節では、民主化移行期における「手続き的民主主義」概念に代表されるア

フリカの民主化分析アプローチに関して検討した。しかし、民主化移行が一通

り終了すると「手続き的民主主義J概念による分析の行き詰まりが明確になっ

てきた。

「手続き的民主主義j 概念に対して、ダイアモンド (DiamondLarry)は次

のように批判している。ダイアモンドが「選挙民主主義J と呼ぶ「手続き的民

主主義」概念に基づく狭義の民主主義の概念は、ポリアーキー概念でいうとこ

ろの競争や参加が意味を持ちうるための市民的自由の必要性に基づく、ダイア

モンドが目標とするところの「自由民主主義」を満たさない。そのために、「選

挙民主主義」と「自由民主主義」の分析結果が帯離することになったと考えて

いる 21。ダイアモンドの批判は、アフリカの民主化研究分析アプローチにおけ

る現実と理論とのギャップを考える上でヒントとなる。

「手続き的民主主義」概念、や「選挙民主主義」概念によるアフリカの民主化

分析は、複数政党制による選挙の実施という民主化を測る一つの尺度を民主化

そのものと同一視したところに問題があったのではないだろうか。川原は、西

側諸国における現在の政治的議論にあっては、民主主義を代議制民主主義のマ

クロな諸制度と同一視し、社会次元の問題の議論に対して盲目的になる傾向が

ある 22と述べている。さらに、ダイアモンドは「選挙民主主義J に傾倒した民

主化分析が、アフリカにおいてはラテンアメリカや東欧などの他地域より問題

が多いことの理由として、西側先進国の要求した「選挙民主主義j の基準がア

フリカに対しては他地域より甘かったために民主化の評価もそれに準じたもの

となったことを指摘している。つまり、複数政党制へ移行していれば、野党が

実質的に反対勢力として機能することができずに支配政党によって取り込まれ

て制御されていたとしても、それが問題視されることはなかったお。

21 Diamond La rry，“Is the Third Wave over ?" Journal of Democracy， Vol. 7， No.3， 
t996， pp.21・22.
“川原彰 f民主化における<市民社会>と<政治 >J内山秀夫 編著『政治的なものの今』

三嶺書房、 1991年、 290頁。

23 Diamond， op.cit.， p.30. 
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このように民主化移行期が終わりに近づくにつれ、「手続き的民主主義J概念

によるアフリカの民主化分析の行き詰まりが明確になり、圏内的、社会的次元

を含めた視点から「制度的Jには達成されたことになっているアフリカの民主

化を分析することが必要となった。このような状況において「市民社会J概念

のアフリカの民主化分析への導入が盛んにおこなわれるようになった。「手続

き的民主主義」概念によっては持て余し始めてきたアフリカの民主化分析に光

明が射したかのように、多くの研究者は「市民社会J概念をアフリカの民主化

分析アプローチとした。しかし、アフリカ政治研究者による「市民社会J概念

への飛びつき方は一様ではなかった。従来の「手続き的民主主義」概念による

制度面の分析と「市民社会」概念とを二元的に分析する立場もあれば、「手続き

的民主主義」概念を全く否定してしまう立場もある。また、「市民社会j概念を

「手続き的民主主義J概念を補完する尺度として用いる立場もある。

民主化定着期において分析アプローチが「手続き的民主主義」概念から「市

民社会J概念へシフトした理由が 2つある。ひとつめは、 1994年の時点で複

数政党制への移行、そして選挙の実施という一連の民主化プロセスがアフリカ

諸国において一巡した結果、体制の変化という尺度を失ってしまったために「手

続き的民主主義」概念によるアフリカの民主化分析が手詰まりになった。 2つ

めは、国際社会からのアフリカ諸国に対する民主化要求がトーンダウンしたた

めに、アフリカの民主化における国外的要因が目立たなくなった結果、相対的

に園内的要因に目がむけられるようになったことが、「市民社会J概念をアフリ

カの民主化分析アプローチとする方向に向かわせた。

「市民社会J概念によってアフリカの民主化を分析するアプローチ自体は、

これ以前にもなかったわけではない。実際のところ 1980年代終盤から少しず

つ「市民社会」概念を通じたアフリカの民主化を分析する研究が登場してきた

が、民主化研究における一つの流れとなるまでには至っていなかった。「市民社

会J概念によるアフリカの民主化分析の狙いは、複数政党制への移行という政

治制度の変化に専ら焦点をあてる分析から、「市民社会」概念によってフォーマ

ルな政治制度だけでなく社会の視点からアフリカの民主化に関する分析アプロ

ーチを行ない現実のズレを修正していこうとするものであった。多くの研究者

は、「市民社会」の成熟によって民主化された政治制度が実質を伴ったものにな

るという暗黙の前提から出発していた。この民主化定着期の流れにおいて、「手

続き的民主主義」概念のみを分析道具とする研究者は少なくなった240

24 しかし、「手続き的民主主義」概念を全面的に採用する研究者がいなくなったというこ

とを意味するものではない。

Van de Walle Nicolas“Economic Reform and the Consolidation of Democracy in 
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これまでのアフリカの民主化に関する制度的分析において現実とのギャップ

が生じるのは、本来二項対立的とは言い切れないアフリカの国家と社会という

政治主体を二分化して捉え、国家から社会へという一方向の作用のみから分析

をおこなっていたためであった。実際のところ、社会から国家という作用があ

るだけでなく、その両者は多くの接点を持ち、常に二項対立的な関係ではない。

パヤール(Jean-FrancoisBayart) は、このようなアフリカの国家構造を「リ

ゾーム国家J25という概念を用いて表現している。その点において、「市民社会J

概念はこれまでの研究においてあまり視野に入れられて来なかった社会から国

家へといういわば下から上への民主化目分析を可能にするものと考えられてき

た。

以上のような分析アプローチの系譜において、民主化定着期のアフリカの民

主化分析において「市民社会」概念が広がっていったのであるが、研究者の聞

には「市民社会」概念自体の吟味が十分になされないままに、あたかも万能薬

であるかのような認識が拡がっていた。

しかし、この「市民社会」概念によるアフリカの民主化分析に方法論的な問

題は存在しないのであろうか。 1990年代の終盤に差し掛かるにつれて、アフ

リカの民主化分析アプローチとしての「市民社会」概念に対して異議を唱える

研究者も多く現れるようになった。オッタウェイは(阿arina Ottaway) r市民

社会」概念万歳といえる風潮に対し、次のように批判をしている。

「昨今の最も抑圧的な体制でさえ市民社会を完全に解体することができなかっ

たことは、民主主義の展望に関するかなり楽観的な見方を生じさせたが、この

ような楽観主義は誇張されているといえる。残念ながら、現在は独立以前より

も市民社会の組織力の度合いを比較して、(それが)強化されたとする研究はな

いのである。J27 < ( )は筆者>

以上のように、ここでは「民主化の波」以後のアフリカの民主化分析アプロ

ーチに関して、民主化移行期と民主化定着期とに時期区分して、「手続き的民主

主義J概念から「市民社会J概念への推移を中心とした検討をおこなってきた。

次節では、現在のアフリカの民主化分析において影響力を及ぼすようになった

Africa，" in Ottaway(ed.)， op.cit.， 1997， p.16. 
25 Bayart (1989)， op.cit.， pp.270-272. 
26 Lemarchand Rene，“Africa's Troubled Transitons，" Journal of Democracy， Vo1.3， 
No.4， 1992， p.103.川原、前掲書、 314頁。

27 Ottaway Marina，“From Political Opening to Democratizationγ， in 
Ottaway(ed.)， op.cit.， p.9. 
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f市民社会 j 概念に関して検討をおこなっていく。

3 民主化分析アプローチとしての「市民社会J概念の批判的検討

「市民社会」概念がアフリカの民主化分析に広く用いられるようになった理

由は、ダイアモンドや川原が指摘したように、社会の動きに注目して民主化を

分析することが必要であるという認識が広がったことであった。研究者の聞に

おいて、国家から社会へという上から下への分析だけでなく、パヤールらによ

って提起された「下からの政治J (Le politique par le bas) (もしくは、「大

衆の政治行動様式J: Les modes populaires d'action politique) という枠組

みに代表される、社会から国家といういわば下から上への分析を「市民社会」

概念を通して試みていこうという風潮が広がっていた。

しかし、民主化分析アプローチとして「市民社会」概念が広がっていった理

由はそれだけではなかった。大部分のアフリカ諸国においては、長期間にわた

り政党活動が非合法であったり、存在しても軍人もしくは文民による権威主義

体制の翼賛的組織にすぎなかった。そこでは、ステパン (Alfred Stepan)のい

うところの政治社会28がほとんど機能してこなかった。そのために長らく軍事

政権にあったような国では、極論すれば政治主体が国家と「市民社会J と呼ば

れている社会組織、運動の総体しかない状態が独立以後長期間にわたって続い

てきた。複数政党制への移行により権威主義的指導者によって統治されている

国の数は確かに減少した。しかし、すべての権威主義的指導者が権力を手放し

た訳ではない。 トーゴのエヤデマ (GnassingbeEyad色ma) 大統領は、 1967

年の 2度目のクーデターによって政権を掌握して以来、現在まで国家元首の地

位にいる。言論の自由もいまだ十分に確保されているとは言い難いトーゴにお

いても権威主義的指導者は「市民社会Jから影響を受けている目。

以上のように、アフリカの民主化定着期においては「手続き的民主主義J概

念から f市民社会」概念への分析アプローチのシフトが起こってきたわけであ

るが、果たして「市民社会J概念を加えた分析が、「手続き的民主主義J概念に

よる分析よりアフリカの民主化をより正確に描き出すことが可能なのだろうか。

28 ステパン・アノレフレッド著、堀坂浩太郎訳『ポスト権威主義』同文舘、 1989年、 4
頁。

29 Heilbru nn John R，“Social Origin of National Conferences in Benin and Togo，" 
The lournal of Modern African Studies， Vol.31， No.2， 1993， pp.277・300.
Heilbrunn John R，“Commerce， Politics， and Business Associations in Benin and 
Togo，" Comparative Politics， Vo1.29， No.4， 1997， pp.473-492. 
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「市民社会J概念を用いたアフリカの民主化研究が一般的な前提としてきた

のは、労働組合、宗教団体、利益集団、 NGOといった自発的市民組織の総体、

及びその活動の場としての「市民社会」は国家から自律的であり、その役割は

国家をチェックするということであった 30。アフリカ諸国に関しては国家性悪

説的前提に基づいて、「市民社会jがいかに国家を監視し、民主化の方向に導く

のかという点を重要視している。そこでは、「市民社会Jの国家への抵抗度から

「市民社会Jの成熟を測り、民主化の進展を分析した。アフリカ諸国における

複数政党制への移行に関しても、外圧という国外的要因だけでなく、どれだけ

圏内の「市民社会Jが複数政党制への移行を求め、また国家に働きかけをおこ

なったかが注目された。そこでは、複数政党制を求めてより強く国家に対抗し

た「市民社会」ほど成熟しており、民主化を達成することが可能になると分析

される傾向があった。この観点から国際社会においては、ベナンやザンピアな

どは「市民社会Jが成熟した上の政治制度の変化であり、質的な変化をともな

った民主化であると評価された。

アフリカ諸国では、各国における民主化の状況は多様であるものの、「市民社

会」概念、によるアフリカの民主化分析における結論の多くは、アフリカの「市

民社会」は依然として弱く成熟度も低いため、国家へ対抗するにはまだまだ力

不足であるという結論を出している。弱い「市民社会Jは国家に対抗すること

ができず、そのために民主化プロセスが停滞しているという評価が一般的にな

されてきた310

このように、「手続き的民主主義J概念を現実的な分析アプローチとするため

に、「市民社会」概念を組み合わせることは、現実に展開しているアフリカ諸国

の民主化を分析するにあたり、分析アプローチと現実のギャップを修正するに

は有効であろう。しかし、「市民社会」概念によるアフリカの民主化分析にはい

くつかの問題点があることを指摘しておかなければならない。次に、アフリカ

の民主化分析アプローチとしての「市民社会」概念の方法論的問題を批判的に

検討する。

「市民社会」概念によるアフリカの民主化分析の方法論的問題は、その多く

が「西欧市民社会論J とアフリカにおいて政治主体として認識されている「市

民社会」との不一致によって発生している。「市民社会」という概念は、民主主

30 Chazan， op.cit.， pp.281・282.Lemarchand， op.cit.， p.107. 
31 Gyimah-Boadi， op.cit.， p.118. 
Ihonvbere Julius 0，“Are Things Falling Apart?; The Military and the Crisis of 
Democratisation in Nigeria，" The ]ournal of Modern African Studies， Vo1.34， 
No.2， 1996， pp.200-201. Hutchful， op.cit.， p.62. 
Widner Jennifer A，“Political Parties and Civil Societies in Sub-Saharan Africa，" 
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義という概念と同様に西ヨーロッパの歴史性の中で形成されてきたものであり、

これらの概念の普遍的価値が主張されてきた一方で、一定の地域性を有してい

ることを否定することはできない。そのため、非西欧社会においてこれらの概

念を通じて議論をおこなう場合には、ある程度の概念の相対化を視野に入れる

必要もある。しかし、そのことは西欧とは異なる全くアフリカ的な「市民社会J

が存在するという文化相対主義的な立場に立つことを意味するものではない。

全く非西欧的な文脈でのみアフリカを議論することは、西欧近代と否応なしに

融合してきたアフリカの歴史の歩みを考えただけでも不可能である。そこで、

ユーロセントリックな固定観念に束縛されることなく、「市民社会」概念の持つ

ヨーロッパの地域性を十分に認識した上で、アフりカの社会的、歴史的文脈の

中でこの概念を捉えなおすという姿勢が求められる。ここでは、アフリカの民

主化分析アプロ}チとしての「市民社会J概念の問題に関して論争的な 2点か

ら検討する。

ひとつめは、「市民社会」概念の定義に関する問題である。「市民社会」概念

自体への認識が暖昧であり、そのため分析アプローチとしての用いられ方も研

究者によってかなりの幅がある。「市民社会」概念を用いたアフリカの民主化に

関する論文、著書を検討する場合、まず「市民社会」が意味するところを見極

めるという作業から始めなければ、アフリカの民主化に対する理解に混乱が生

じることになる。

「市民社会」なる概念が政治思想の文脈で一般的に用いられるようになった

のは、 18世紀の西ヨーロッパであり、ロックやルソーという思想家に依るとこ

ろが大きい320 近代に至る過程で封建君主に対抗する中産階級という新しい政

治主体の登場により、国家に対抗しうる「市民社会Jが形成されたというヨー

ロッパの歴史的経緯がある。それが、現代の欧米社会においては国家から自律

し、また国家をチェックする非政府組織いわゆる NGOの総体として一般に認

識されている。この認識をそのままアフリカの民主化主体である「市民社会」

として分析アプロ}チとすること、つまり「市民社会J とは NGOの総体であ

るおと定義づけるのが狭義のアフリカの「市民社会」概念である。それに対し

て国家及びその周辺以外の全ての社会的政治主体を「市民社会Jと捉えるのが、

広義の「市民社会J概念であるといえる。この「市民社会」の範囲の設定がど

のように「アフリカ Jの民主化分析に影響を与えているのであろうか。ここで

!o Ottaway(ed.)， op.cit.， 1997， p.79. 
32 Osaghae Eghosa E，“The role of civil society in consolidation democracy: An 
African comparative perspective，" Africa Insight， Vo1.27， No.1， 1997， p.17. 
33 Widner， op.cit.， pp.65-81. 
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は、「市民社会」の範囲を狭義に捉えた場合と広義に捉えた場合の民主化分析に

与える理論的な影響を検討する。

「市民社会Jの範囲を欧米的な組織形態を持つ NGOのみに狭義に限定した

場合、アフリカの民主化分析はどのような傾向を持つのだろうか。狭義の「市

民社会」のモデルは欧米の市民運動にある。この枠組みでアフリカの「市民社

会」を分析した場合、アフリカにおいて「市民社会」の機能を果たしている多

くの組織が欧米的な視点からはインフォーマルとされて考察の対象から排除さ

れてしまう傾向がある。結果的に、アフリカの NGOを中心とする「市民社会J

は都市部でしか影響力を持たず、全国規模での国家に対する政治的な影響力を

発揮するほどには成熟していないと評価される 34。そのためにアフリカの「市

民社会Jの民主化における役割は低くとどまっているという評価が一般的にな

されてきた。

これに対し、広義に「市民社会Jの範囲を設定した場合は、狭義の「市民社

会J はその中に含まれ、加えて先に述べた NGO以外の非政府組織である教会

や、イスラム組織等のキリスト教以外の宗教組織、労働組合、学生運動、婦人

組織、利益団体や農村の相互扶助組織のようなものも含まれる。この枠組みで

は、ユーロセントリックな視野では無視される主体も分析の対象となり、アフ

リカの「市民社会」は未熟なのではなく、むしろ成熟しているのだという分析

傾向になる。

加えて、アフリカ政治を考えるにおいて重要となる論点は、「市民社会Jとエ

スニシティーの関係である。「市民社会Jが民族化、部族化、氏族化、血族化つ

まりエスニック化することに対する認識である。この「市民社会」のエスニツ

ク化という点において、アフリカ政治研究におけるヨーロッパ的「市民社会J

概念とアフリカにおける「市民社会」の不一致が生じている。ワイドナー

(Jennifer Widner)は、クライアンテリズム関係と同列に「市民社会Jのエ

スニック化は民主主義的な投票行動を疎外する 35というように「市民社会」の

エスニック化を否定する。

それに対して、オサガエ(EghosaOsaghae)は、「市民社会」のエスニック

化は危険であるというのはヨーロッパ的伝統に依っていると述べているように

36、アフリカの民主化分析にふさわしいように修正するためには、「市民社会」

のエスニック化イコール「市民社会」形成の障害という固定観念から抜け出さ

なくてはならないと述べている。オタイエック (ReneOtayek)は、エスニツ

34 Ibid.， pp.76-78. 
35 Ibid.， p.66. 
36 Osaghae， op.cit.， p.16. 
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クアイデンティティーを主張することはこれまで欧米の研究者によって常識的

に理解されてきたように、非民主主義的な部族主義に直結するとは限らず、む

しろエスニックアイデンティティーの主張によって政治的解放が起こると考え

ている 37。尤も、「市民社会Jのエスニック化に寛容に対応するとしても程度の

問題はある。エスニック化した「市民社会」なのか、それとも単なる「部族社

会」なのか、その線引きは微妙なところである。しかし、ヨーロッパのいくつ

かの国における「国民」という幻想を共有しない、いいかえれば想像の共同体

としてのネーション (nation) というイメージ38をほとんど共有しないアフリ

カ諸国において、「市民社会J概念を用いながら「市民社会Jのエスニック化を

拒否することは、アフリカには「市民社会」は存在しないというのと同義のこ

とを言うという矛盾を抱えることになる。

本来、アフリカの民主化を分析する上で「市民社会」概念を導入した理由は、

先に述べたとおり「手続き的民主主義概念」による制度面の分析ではくみ取れ

なかった民主化に関係する政治主体を分析の対象とするためであった。その目

的のためにはなるべく広くその対象を設定するべきである。

2点めは、政治アリーナとしての「市民社会Jと国家の関係に関してである。

そこでは、「市民社会Jと国家の関係をどのように捉えるかによって分析の方向

性が左右される。大きく分けると 2つの捉え方がある。ひとつめは、国家が上、

「市民社会」が下にあり、両者が対立している関係である 39。近年、この「市

民社会」と国家の二項対立的理解に対しては反論が出てきているものの、いま

だに一般的な捉え方である。「市民社会」と国家を二分して、両者の対立に焦点

を当てて分析をおこなう。この場合の「市民社会」の役割は、性悪的国家に対

するチェック機能として主に理解されている。

それに対して、「市民社会」と国家の関係は常に上下に二分して考えられるも

のではなく 40、多くの点で「市民社会」と国家の重なり合う領域が存在し、融

合しているとの捉え方がある。前者は、「市民社会」と国家を二分することによ

って、分析の明瞭化を図ろうとする一般的な分析方法である。それに対し後者

は、「市民社会Jと国家の関係を複合的に捉えていこうとする点において前者と

37 Otayek Rene， Identite et democratie dans un monde global， Presse de 
science PO， Paris， 2000，p.101. 
38 アンダーソン B著，白石隆白石さや訳『想像の共同体』リブロポート、 1987年、 17

頁。

39 Lewis Peter M，“Civil Society， Political Society， and Democratic Failure in 
Nigeria，" in Ottaway(ed.)， op.cit.， 1997， p.137. 
Fatton Jr Robert ，“ Democracy and Civil Society in Africa，" Mediterranean 
Quarterly， Vo1.2， No.4， 1991， p.86. 
40 Osaghae， op.cit.， p.19. 
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は異なっている。この場合の「市民社会Jの役割は、国家に対抗しチェックす

る機能だけではなく、国家に正統性を与える機能も果たしているのである。

これまで「市民社会」と国家との関係を考える場合、「市民社会」が国家に対

してどのような関係にあるのか、つまり国家を基点として「市民社会J を理解

してきたのであるが、アフリカの民主化分析アプローチとしての「市民社会J

概念においてヨーロッパとアフリカの不一致を生じさせる原因は、「市民社会」

だけでなく国家に対する認識にもある。領域内の人々の間で「国民Jという意

識を共有しているほど、ネーション (nation) とステート (state) が一致す

る。それに対して、アフリカ諸国においては、国民国家という幻想を大部分の

人々が共有している国は極めて少ないと考えるのが妥当であり、アフリカにお

ける国家と「市民社会J との関係を考える場合、そこでいう国家とは、国民国

家とはほとんど重ならないという認識が必要である。例えば、アフリカにおい

て政治的に影響力を持つ複層的で、選択的な個人のアイデンティティーが、ネ

ーションである以上に出自母体としての民族、地域、宗教等によって形成され

ている。このこと自体はアフリカ固有のことではないが、政治分析上アフリカ

において複層的なアイデンティティーを人々が持っていることが重要となる理

由は、それぞれのアイデンティティー集団が政治に直接的な影響力与えており、

往々にして「国民」という人間集団の単位が除外がかすんでしまうからである。

アフリカにおいては、「市民社会」も国家も二項対立の関係が固定化されるほ

どに強固な政治主体ではない。そこで「市民社会Jは、時に国家に正統性を与

え、また国家に取り込まれ、逆に国家を取り込むこともあるアフリカ政治にお

ける現実を考えれば、「市民社会Jと国家との関係を対立系だけでなく融合系と

しても捉えることが、アフリカの民主化の現実を分析する上で必要である。「市

民社会」概念に関する普遍的な定義の議論は本研究での目的ではないものの、

少なくとも本研究におけるアフリカの民主化という政治現象の分析において、

「市民社会」とは民主化の方向にも影響力を及ぼしている、またはその可能性

を持つ、国家と相互浸透しながらも識別しうる政治化した自発的社会組織の総

体またはその活動の場であると理解している。

以上の通り、分析アプローチとしては単独では限界が明らかになった「手続

き的民主主義」概念による制度的分析から、「市民社会J概念を導入して社会か

らの視点を合わせたアフリカの民主化分析が行なわれるようになった経緯と、

アフリカの民主化を議論する上での有意性、方法論的問題点に関して議論して

きた。アフリカにおいては、「市民社会」が国家から自律し、国家に対抗し、国

家をチェックしうる機能を持つように見えながら、国家と多くの点で融合して
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分かち難くなっており、また国家に正統性をも与えている 41。アフリカの民主

化分析アプロ}チとして「市民社会」概念は有意であるが、引き続き理論的補

完を続けることが求められている。

4 むすびに

アフリカの民主化は進展しているのか?始まったばかりなのか?定着の段階

にあるのか?民主化は終わったのか?民主化は挫折したのか?アフリカ諸国に

おける民主化に関する評価は、分析アプローチによっても左右される。本章で

は、アフリカに「民主化の波」が訪れたとされている 1980年代終盤を起点と

したナフリカの民主化研究における分析アプローチを整理し、それに対して批

判的考察を試みてきた。「手続き的民主主義J概念、における焦点であった、複数

政党制への移行という制度的変化を民主化のひとつめのハードルとすれば、そ

れは容易ではなかったが何とか飛び越えた。「市民社会」の国家への浸透を通じ

た政治的自由の保障と政治参加の拡大によってもたらされるより民主的な政治

的行動の定着は、現在のアフリカの民主化にとってはるかに高い 2つめのハー

ドルとなっている。

「市民社会J概念は多くの問題を抱えているが、アフリカの民主化分析にお

いて、「手続き的民主主義」概念、に基づく制度面のみの分析では視野に入れるこ

とのできない社会の変化を視野に入れた民主化分析を可能にしている。「市民

社会」概念を通じて、「手続き的民主主義J概念における制度的変化が政治的自

由の保障と政治的参加の拡大をもたらしているかを検討することができる。

最後に、本研究を通じての方法論的取り組みと国民会議を中心とした実証的

分析の展望を示したい。アフリカ諸国において「市民社会」の拡大は、民主化

へのひとつの土台となることは確かである。しかし、オサガエが述べたように

「市民社会」の成熟と民主化とは同一視できず42、アフリカの民主化分析アプ

ローチとしての「市民社会Jは有意な概念ではあっても、アフリカの民主化の

全てを理解できる訳ではないことを認識する必要があろう。しかし、国民会議

を通じた民主化移行は、民主化運動の中心を構成した社会組織や、民主化運動

の末に合法化された政党によって召集され、民主化移行期間における暫定的統

治主体となった、独立後のアフリカ政治史において例を見ない出来事となった。

そこで、国民会議を通じてどのように民主化を進めようとしたのかを検討する

41 Ibid.， p.19. 
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にあたっては、「市民社会J概念は無視しえない分析アプローチとなる。アフリ

カにおいて国家と「市民社会」の関係でいえば、決して上下の二項対立的視野

のみで理解することのできるものではないことはこれまでの議論で明示してき

た。この両者の関係は細胞膜43のようなもので佐切られており、識別は可能で

あるが、その境界は実線で表せるものではなく、多くの箇所で互いに浸透して

影響しあっている。

次章では、アフリカの民主化分析アプロ}チの系譜という観点からでは議論

が不十分であったアフリカ政治における「市民社会」概念に関して、国家との

関係、の議論を通じて掘り下げていく。

42 Ibid.， p.16. 
43 酒井啓子 編著『国家・部族・アイデンティティー』アジア経済研究所、 1993年、 3
頁。 上記著書の中では、アラブ諸国における国家領域の枠組みを表す概念として細胞膜

という言葉を用いている。細胞膜の持つ浸透性という性質をもって、固定的である細胞壁

すなわち「国民国家Jにおける国境綿という概念と対比させている。
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第二章「アフリカ政治研究における「市民社会J概念の考察」

1 はじめに

本研究では、アフリカの民主化移行期における暫定的な統治主体となった

国民会議に関する考察の積み重ねを通じて、現代アフリカにおける民主化の

問題と今後の政治的展望を考えていくことを最終的な目標としている。「市

民社会」概念、自体は、定義に関する問題と実証研究に取り入れることへの論

議が繰り返されながら、アフリカ政治研究において一つのアプローチとして

受け入れられつつあるように思われる。もっとも、この概念はアリストテレ

スの時代より、時代と共に変容し続けており 1、固定的、一義的に定義する

ことは難しい。

本研究においては、普遍的な概念としての市民社会とは何かという理念的

議論をおこなうのではなく、 「市民社会」として認識される政治的言説、政

治主体が、どのようにアフリカ政治と関わり、影響を及ぼし、変容を遂げて

いるのかを考察することを目的としている。そして、本研究全体の考察を経

て、 「市民社会」概念自体に何らかのフィードパックをおこなうことも視野

に入れて議論をおこなっていく。

本章においては、はじめに西欧近代政治思想における国民国家形成に伴う

産物としての「市民社会」概念の系譜をたどっていく。アフリカは、西欧世

界との深くいびつな歴史的融合を否応なしに経験してきた。奴隷貿易以来の

両者の関係において、アフリカには歪んだヨーロッパ近代の像が投影されて

きたという歴史性がある。そのために、現代アフリカ研究は、近代ヨーロツ

パの聞い直しという側面を有しているのである。そこで、現代アフリカ政治

を理解する上でも、西欧近代政治思想における「市民社会」概念の軌跡をた

どることは必要な作業なのである。

1 ;Jーデ/レ・ 7 ンフレート著、河上倫逸常俊宗三郎訳『市民社会の概念史』以文社、
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本章では、国家との関係からアフリカにおける「市民社会」を考えていく。

文化相対主義に陥ることには慎重でありながらも、近代官僚制国家や国民国

家の前提は必ずしもアフリカの国家を考える上で前提とはなり得ない。また、

序章で述べたように「市民社会J概念が国家を映し出す「鏡」のような性質

を持っていると考えれば、アフリカ政治研究において国家との関係を無視し

て「市民社会 J概念や民主化の問題を議論することはできない。本章では、

これらの論点を議論することを通じて、本研究全体における概念的立脚点と、

第三章以下の実証分析における視角を明確にする。

1990年代前半までにおけるアフリカの民主化移行に関する研究において

は、リベラリズムを教条とした「通例Jの「市民社会J論と呼ばれる、国家

からの自律と民主的性質を無批判のうちに前提条件とするものが主であっ

た。そこでは、 「市民社会」の権利を侵害している国家に抵抗する点に注目

して、国家との上下の二項対立的構図の中で理解が図られてきた。この二項

対立的なアプローチは、 「下から(大衆)の政治J (Le politique par le 

bas) を明確にした一方で、対立軸の固定化によって非対立的な政治的関係

を不可視とした。やがて、概念的検討を軽視した「市民社会J概念への安易

な傾倒は、民主化定着期と分類されている 1990年代中頃以降において顕著

となり、 「市民社会Jが欧米型 NGOの集合と同義に認識され、 「市民社会J

概念の一人歩きと呼ばれる 2傾向を生じさせている。

本章では、これまでに概念的検討を忌避してきたゆえにアフリカ政治研究

に混乱を引き起こしてきた「市民社会」概念に対して、アフリカの政治アリ

ーナの上で国家との関係を中心にイメージを提示する。はじめに、 「市民社

会」概念に関する西欧近代政治思想、現代アフリカ政治研究における議論の

系譜を整理する。

2 ヨーロッパ市民社会論の系譜

現在のアフリカ政治研究における「市民社会」概念は、必ずしも西欧近代

政治思想の延長線上に存在するとは限らない。しかし、それは西欧思想と全

く無縁なアフリカに「特異Jな「市民社会」が存在している訳ではない。奴

隷貿易、植民地支配を経て、ヨーロッパとの歪んだ歴史的融合を経験してき

1990年、 14-18頁。
2 遠藤貢 rW民主化』後の民主政定着局面における NGOの役割と機能~ザンピアの事

例 ""'j 平成 10年度開発援助セミナー配布資料、 1998年 12月、 2頁。
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たアフリカの政治を考えるにおいて、ユーロセントリズムに陥ることに対し

ては慎重になりつつも、アフリカにしみ込んでいる西欧近代思想の重さを無

視することはできない。

これまでのアフリカ政治研究における「市民社会J概念は、アングロサク

ソI ンリベラリズムを f規範J、 「尺度Jとしたものを、 「ヨーロッパ市民社

会論J と同義に認識してきた。ロックの思想における市民社会においては、

自然法と社会契約というこつの概念が基本にある。人聞は自然状態において

は、自然法の範囲内で自らの適当と信ずるところにしたがって、個人の行動

を規律し、他人による所有すなわち生命、財産の侵害に対抗する権利を有し

ている。そして、社会契約によって個人の自然法執行権を公共に委ね、その

延長に一個の最高政府の下に国民を形成するものを国家とする 3。一般的に

アフリカ政治研究者においても、本来、社会契約によって国家に権力を与え

ているはずの市民社会は、国家が個人の自然権を侵害した場合、国家の任を

解く権利と権力を持っている 4ことが前提とされている。そこでは、国家は

基本的に肥大化した性悪的で警戒すべき存在として認識されている。

そして、アフリカ政治研究においては、リベラリズム思想を中心にして他

の代表的な西欧近代思想家の議論が検討されていった。アフリカ政治研究者

の中で重視されている思想家はへ}ゲル、マルクス、グラムシである。

ヘーゲ/レは、リベラリズムが前提とする市民社会の性善性への懐疑から議

論を始めている。へーゲノレは、市民社会とは家族と国家の聞に存在する公的

領域で、自立した諸個人が利己的に経済的欲求を追求して活動する場と理解

した。また、市民社会は「欲望の体系」、 「前国家的存在Jとも表現される

通り、その性質は無秩序、貧窮、堕落であり、国家のより高い知的能力によ

づて規制、支配されなければならないものと否定的な性質を強調したえ

マルクスは、市民社会をヘーゲルのように抽象的な「欲望の体系」として

理解するのではなく、イギリス政治経済の研究を通じて所有と生産関係の矛

盾相魁の過程と理解したへそこでは、市民社会は資本主義の進展と共に発

3 カーノイ・マーティン著、加藤哲郎黒沢惟昭訳『国家と政治理論』御茶ノ氷書房、

1992年、 16頁。

4 ロック・ジョン著、鵜飼信成訳『市民政府論』岩被害賠、 1968年、 10，88，90・91
頁。
5 ヘーゲル・ゲオルグ W，F著、高峯ー愚訳『法の哲学』論創社、 1983年、 161・171
頁。リーデル・マンフレート著、池田貞夫 平野英一訳『へーグノレにおける市民社会

と国家』未来社、 1985年、 74頁。
6 マルクス=エンゲルス著、古在由重訳『ドイツ・イデオロギー』岩波書庖、 1956
年、 35，49頁。高島善哉『アダム・スミスの市民社会体系』岩波書底、 1974年、

xi，14，30-30，126頁。 望月清司『マノレクス歴史理論の研究』、岩波書庖、 1973年、

21，30，39頁。
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生し、生産関係における構造において構成され、上部構造、国家に対抗し 7 、

かっ国家という政治的共同体を規定する存在であるとされる。マルクスは、

ヘーゲルと同様に市民社会を性悪的に前国家的存在として理解することか

ら議論を始めている。しかし、この両者における相違点は、ヘーゲルが市民

社会をイデオロギー装置として考えたのに対して、マルクスは生産関係に還

元したところにある。市民社会とイデオロギーを結び付ける「ヘゲモニー」

の概念に表れる通り、マルクス主義者でありながらもグラムシの市民社会の

理解は、マルクスよりもヘーゲルの影響をより受けていると言われている 8。

本研究においては、アフリカ政治研究においては「市民社会 J概念の分析ア

プローチとしての側面に加えて政治行動に影響を与えているイデオロギー

の側面から理解することも重要であると考えていることから、グラムシの考

察から示唆されるところは大きい。

最後にグラムシについて検討する。英語圏のアフリカ政治研究者にとって

「特異Jなアフリカ政治学者と理解されている 9パヤールは、フランス現代

思想に大きな影響を与えたフーコ~ (Michel Foucault) 、ドゥ・セルトー

(Michel de Certeau) 、プルデュー (PierreBourdieu) 、そしてドクル

ーズとガタリ (GilleDeleuze. "Felix Guattari) 10と共に、グラムシからも

大きな影響を受けている。そのため、グラムシの市民社会考に対して理解を

深めることは、後におこなうパヤールの議論を検討する上でも手助けとなる。

グラムシの思想は難解、暖味であると評されることが多い。その理由には、

物理的なものと方法論的なものがある。物理的には、グラムシの思想は機関

紙である『オルディネ・ヌーヴォー』に掲載された記事、論文等を除けば、

その大部分が 1926・37年のファシスト政権による投獄中に書かれた、いわ

ゆる『獄中ノート』に記されたものであり、厳しい検閲に対応するために用

いられた間接的表現、また表現の変更を余儀なくされたこと、参照資料の制

限を強いられたこと、拷問による健康状態の悪化によって一貫性を欠き、説

明不足な部分があるためである。そして、方法論的には、グラムシは近代科

学において前提とされる二分法による因子還元主義(原子論)に必ずしも従

っていないことである。それは国家、市民社会、政治社会という概念の関係

において一種の「ゆらぎ」として表れている。

7 ヵーノイ、前掲書、 88-91頁。

8 Bobbio Norberto“Gramsci and the Concept of Civil Society，" in Keane， 
John(ed.)， Civil Society and the State， Verso， London， 1988， pp.82・85.
ヲ DunnJohn，“Forward，" in Jean-Francois Bayart， State in Africa， Longman， 
L9ndon， 1993， p.vi. 
10 Bayart Jean-"Francois， Achille Mbembe， Comi M Toulabor， (eds.)， Le 
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先述の通り、グラムシはマルクス主義者であるが、国家と市民社会の関係

に関する考え方はマルクスのものとは異なる。グラムシは、市民社会を中心

に考えた初のマルクス主義者であるとも言われている 11。グラムシは、マル

クスのように生産関係に還元される経済構造において、国家と市民社会を構

造と上部構造に明確に二分するのではなく、この両者は「ヘゲモニー j によー

って結び付けられ、一つの「歴史的ブロック Jを形成すると考えた。グラム

シは、市民社会を上部構造と構造の媒介としてだけではなく、市民社会自体

が政治社会と共に上部構造をも構成していると理解している。その意味で、

国家=政治社会+市民社会と表現している。生産関係における構造が全ての

上部構造を規定するのではなく、上部構造自体もイデオロギー装置として自

身を規定すると考えている点で、マルクスの経済決定主義とは異なる。グラ

ムシにおいて国家とは、ウェーパーにおける合法的暴力を独占する暴力(強

制)装置(警察、公安、軍など)としてのディクタツーラ(政治社会)と、

文化、社会、経済、政治的同意形成装置としてのヘゲモニー(市民社会)の

統合を意味する「鎧をつけたヘゲモニーJ12と表現される。グラムシは、国

家と市民社会とは、歴史的ブロックを形成することで密接に関連していると

考え、国家と市民社会を二分法的に切り離して理解することを拒否している。

市民社会と政治社会との関係も同様に相互浸透をしており、区別は分析レベ

ルに留まっている。グラムシにおける国家と市民社会は、ロックからマルク

スにおいて共通する明確な上下の二項対立関係にはない 130

パヤールがグラムシから受けている影響は大きく、多くの論議を想起した

著書『アフリカの国家~ (L 'Etat en I'Afrique) の中においても、グラムシ

の「受動的革命」、 「ヘゲモニー」、 「歴史的ブロック J という代表的な概

念に照らし合わせながら、アフリカの国家像を 30頁近くにわたって描いて

いる 14。

カスファー (NelsonKasfir) が「通例 J (Conventional)と呼ぶ、これ

までの現代アフリカ政治研究において一般的に理解されてきた「市民社会 J

概念は、いかにアフリカにリベラリズムという近代の「規範」が存在するか、

もしくはそれを根付かせるかを念頭において議論されてきた。さらに、アフ

リカの「市民社会」は自然権が侵害されているとの前提において、 「市民社

Politlque par Le Bas en Afrique Noire， Karthala， Paris， 1992， p.13. 
H Bobbio， op.cit.， p.78. 
12 グラムシ・アントニオ著、山崎功監修『グラムシ選集 u合同出版社、 1961年、
206頁。

13 カーノイ、前掲書、 97・99頁。

14 Bayart Jean-Francois， L'Etat en Afrique la Politique du ventre， Karthala， 
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会」の国家への抵抗に注目されてきた。

しかし、アフリカに限らず、国家に抵抗する「市民社会Jが性善的な存在

であるとは限らず、 「市民社会」自身も不平等、排除が生産される場でもあ

る。また、国家と「市民社会 Jとが、常に二項対立関係にあるとも言えない。

そこで、アフリカ政治研究においてグラムシを検討する意義は、リベラリズ

ムを前提とした「通例 j の f市民社会 j 論を「規範化 j する陥葬を回避し、

より自由に国家との関係においてアフリカの「市民社会」を理解するための

視点を提供することである。

次に、現代アフリカ政治研究における「市民社会」概念の理解を整理する。

3 現代アフリカ政治研究における「市民社会 j 概念の系譜

それでは、現代アフリカ政治研究における「市民社会J概念は、どのよう

に理解されてきたのであろうか。ここでは、国家と民主化プロセスとの関わ

りから、アフリカ政治研究における「市民社会 j 概念の系譜と分類をおこな

っていく。ここでは、日本のアフリカ「市民社会」論研究の第一人者である

遠藤の議論をたどりながら、アフリカ「市民社会」論の系譜を明確にする。

アフリカ「市民社会」論の位相を示した遠藤の研究 15によれば、国家との

関係を重視するか、国家からの自律と社会的な規範を重視するのかという国

家一社会軸と、民主化の指向性がどの程度なのかという民主化との関係軸の

2つの軸によって 4つの領域に区分される空間の中に、代表的なアフリカ政

治研究者の認識が配置されている(図 2参照) 16。

Paris， 1989， pp.227-254. 
15遠藤貢「アフリカ「市民社会J論の展開 J W国際政治』第 123号、 2000年、 13-29
頁。

16 その後の遠藤の研究 (2000.7，2001) では、従来の 2つの軸に加えて構成主体の
指向性(私的・経済的利益ー協同性)の軸を加えた三次元図によって立体的に「市民
社会」概念の分類をおこなっている(遠藤 2001:164)。この新たな「市民社会J論
の図式化は、分類をより精密にするという意味では重要であるが、現代アフリカ政治
研究における「市民社会」概念の系譜を、国家と民主化との関わりにおいて明確にす
るという本章の主旨とは関連が薄いために議論を割愛した。
遠藤貢 rW市民社会』論ーグローパルな適用の可能性と問題一J W国際問題.llNO.484、
2000年 7月。

遠藤貢「アフリカをとりまく「市民社会 J概念・言説の現在 j 平野克己編著『アフリ
カ比較研究ーその位置と射程一』アジア経済研究所、 2001年。
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<図 2:アフリカ市民社会論の位相>

国家との 関係重視 、

Bayart( 1983) 

Chabal&Daloz(1999) 

Bratton &Van de Walle(1997) 

Ekeh(1992) 

Kasfir(1998) 

民キイr，t:の 民主化t:の関連

関連重視 前提とせず

< r通例 Jの「市民社会」論>

Chazan 、Diamond

Harbeson(1994} 

一般的な国際社会の言説 社会開 障重視

(出典)遠藤 (2000.1) 、前掲論文、 25頁。

国家一社会関係に関連する、民主化への指向性に関連する 2つの軸によっ

て 4つに区切られた領域において研究者の見解を配置すると、アフリカにお

ける「市民社会Jに対する基本的認識の相違が明確になる。この図から、代

表的な論者によるアフリカの「市民社会」の認識を理解すると以下のように

なる。

まず、左上に示された、パヤールとシャパル&ダロズ (Patrick Chabal， 

Jean-Pascal Daloz) らの理解においては、 「市民社会J とは国家と密接に

関係し、また民主化を志向する抗国家的な社会領域とされる。左下に示され

たハザン (Naomi Chazan) 、ダイヤモンド (Larry Diamond) 、ハーベ

ソン(John Harbeson) らの理解においては、 「市民社会J とは国家から

自律した民主化を志向し、規範を重視する社会領域とされている。これは、

援助機関に代表される国際社会の言説を形成してきた「通例 Jの「市民社会 J

論と称される理解と重なっている。

右やや上に示されたエケー (PeterEkeh)やカスファー (NelsonKasfir) 

らの理解においては、 「市民社会Jには西欧近代の国家、社会という枠組み

には収まり切れない、エケーのいう「原初的 J領域も存在するために、常に
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(近代)国家との関係において存在しているとまでは言いきれないものの、

国家から自律しているとは考えにくく、また「市民社会」の存在が民主化に

直結するとは必ずしも言えないという、 「通例」の論者における民主化との

親和性の前提に対して懐疑的な立場をとっている。

プラットン (MichelBratton)とパン・デ・ワール (Nicolasvan de Walle) 

らの理解においては、 「市民社会 Jは国家との関連性の下で理解され、民主

化とは厳密な関連性を前提としないという立場をとっていると理解するこ

とができる。右下においては、国家から自律した社会との結びつきの強い、

また民主化との親和性が薄い理解であるが、現在のところこの領域に分類さ

れる研究者はなく、また民主化研究にはなじまない領域でもある。

また、この図においては参照した論文の発表された年が付けられているよ

うに、時間の経過とともに同ーの研究者においても「市民社会 J概念に対す

る理解が変化している場合は少なくない 170 特に、激しい論議が繰り返され

てきた「市民社会」概念に関してはこの傾向は顕著である。そのため、遠藤

による図式化はアフリカ「市民社会J論の系譜を理解する上で大きな助けと

なるものの、 「市民社会」概念に対する動的な理解の変遷における一つの断

片を示したものとして参照する必要がある 18。

アフリカ政治研究における「市民社会」概念に関する議論の本格化は、

1990年代に入ってからのアフリカ諸国の民主化プロセスと時期的に並行し

ており、初期の「市民社会J概念に関する議論では、 「市民社会Jは性善的

存在としてアプリオリに民主化をもたらすものという前提の下で議論が展

開された。さらに、アフリカの民主化プロセス、民主化研究においては「下

からの政治」に代表される非国家的政治主体に注目される風潮が強まり、国

家からの自律、国家との関係の外で「市民社会 Jが議論されるようになって

いった。つまり、初期の議論においては、 「市民社会 Jとは民主化との親和

性が強く、国家とは自待した対抗関係にある社会組織群を所与の前提として、

分析対象を欧米的非政府組織に限定し、それ以外を考察の対象から排除した

17 時期的に 15年以上の幅のある、冷戦の終結をまたぐアフリカ政治における基本的
な政治社会的背景が大きく異なる時期に発表された論文を同じ座標に載せて議論する
ことの是非は関われる必要があるかも知れない。
18 この図から、現在までのアフリカ「市民社会J・論の分類と多'様性がかなり明確に理
解できるのであるが、若干の留保は必要である。遠藤は、パヤーノレの論文(1983)か
ら「市民社会」の「抗国家性」をその要件として述べているが、これは 1983年の論
文そのものではなく、 1986年に縮約された上に英訳された論文における特徴である。
この英訳論文がパヤールの「市民社会」理解と英語圏を中心に理解されてきた訳であ
るが、筆者はこれには留保が必要であると考える。パヤールの他の文献も考慮に入れ
ると、この図で言えば民主化との関連は薄く、もう少し右側へ移動するべきである考
えている。
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「通例」の「市民社会Jにおける議論が主流であった。

しかし、 1990年代の半ばにも差し掛かると、このようなアフリカにおけ

る実証的検討を軽視した、リベラリズムを無批判に前提とする理念的な「市

民社会J論とは一線を画した「市民社会J概念の検討が次々とおこなわれる

ようになった。それは、 「市民社会」の性善説、国家からの自律と民主化と

の親和性というユーロセントリックなリベラリズムの理念を無批判に前提

とすることに対する懐疑に端を発している。そこには、 「市民社会」という

西欧起源の空間をアフリカに短絡的に移植することへの違和感とアフリカ

の国家自体に対する認識の誤りに対する批判が存在している。次に、「通例」

の「市民社会 J概念と、 「通例Jの理解とは一線を画した議論とを対比させ

ながら、アフリカ政治研究における「市民社会」概念に関する本研究におけ

る立脚点を明らかにする。

4 アフリカ政治研究における「市民社会J概念の変遷

これまでに「市民社会」概念に関して、西欧近代政治思想からつながる系

譜と現代アフリカ政治研究における議論の系譜を整理してきた。そこから理

解できることは、政治研究における「市民社会J という概念は、それ自体が

議論の対象であり 19、一般に認識されてきたような「西欧的市民社会 j 論と

いう一元化された理解が存在している訳ではないことである。しかしながら、

実際にはリベラリズムを前提とする「通例Jの理解が普遍的なものであるか

のような認識が浸透し 4 援助に関連した政策においても反映されてきた。こ

こでは現代アフリカ政治研究における「通例Jの「市民社会 J論と、それに

意義を唱える議論との対比を通じて、 「市民社会J概念の民主化分析アプロ

}チとしての本研究の立脚点を明確にしていきたい。

それでは、まず「通例Jの「市民社会J論と分類される代表的論者の理解

を紹介する。ダイヤモンド (Larry Diamond) は、 「市民社会 J は単なる

社会、国家、政治社会とは区別され、国家からは自律している、自発的、自

助的に組織化された社会生活の領域を指し、国家に対して公的に働きかけを

行う主体と考えている 200 ヒュデン (Goran Hyden) は、 「市民社会J概

念の出現は資本主義と近代国家に深く関わっている。 r市民社会Jは国家か

19 sayart et al.， (1992)， op.cit.，p.70. 
20 Diamond Larry，“Toward Democratic Consolidation，"Journal of Democracy， 
Vo1.5， No.3， 1994， p.5，7，15. 
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ら本質的に自律しているが、国家と関係づけられたものである。そして、「市

民社会」は個人と公的領域を結び付けるものであり、社会の政治的側面であ

ると考える 210 ヤング (CrawfordYou ng) は、ロックの理解は現在のアフ

リカにおける「市民社会 Jを描き直すのに有効であり、社会契約的見方から

国家と社会とを明確に区別し、また「市民社会 Jが政治的性質を帯びている

との考え方は現在のアフリカの文脈に通じるところがあると考える 220プラ

ットンは、 「市民社会」はアフリカの弱い国家のコントロールの外にある自

律的な領域で、国家との関係は対立的・補完的にもなる動的なものであると

考えている。そして、基本的には「市民社会Jの範囲は欧米的市民性(Civic) 

なものに限定されている 230 遠藤は、 「市民社会J概念はあくまでもアフリ

カ政治研究における分析概念として用いるとした上で、その概念的領域は、

国家、政党などの「政治社会」とは区別された三層構造においてとらえられ、

近代国家と常に対となる国家への「抑制・均衡 j 機能を特徴としている 24と

考える。

論者によって理解の仕方が必ずしも一様ではなく、また同一の研究者にお

いても時期によって考え方に変化が見られるものの、「通例 Jの「市民社会」

概念として分類される共通の要素を抽出することはできる。基本的に、 「通

例」の「市民社会」論はリベラリズムを規範的価値として、国家性悪説を前

提として、政治主体としての国家の役割を相対化しようとするところに議論

の出発点がある。その前提において、 「市民社会」は性悪的な国家への対抗

者という役割を与えられ、国家との二項対立 (dichotomy)の中で理解され

る。この国家一「市民社会 Jの二項対立的理解においては、性悪的な国家に

対抗する「市民社会」は性善的であると自動的に解釈され、 「市民社会 Jの

21 Hyden Goran，“The challenge of analysing and building Civil Society，" 
tJ.frica lnsight， Vo1.26， No.2， 1996， pp.92・93.
“ Young Crawford，“In Seach of Civil Society，" in John W Harbson (ed.)， 
Civil Society and the State in Africa， Lynne Rienner， Boulder-London， 1994， 
0.33. 
23 Bratton Micheal (1989a)，“ Beyond the State: Civil Society and 
Associational Life in Africa，" World Politics， Vol.41， No.3， 1989， pp.425・430.
Bratton Micheal (1989b)，“The Politics of Government-NGO Relations in 
Africa，" World Development， Vo1.17， No.4， 1989， pp.569・587.
しかし、その後ブラットン(1994) は、 「市民社会 Jは実証的というよりは理論的な

概念であり、直接的に観察できるものではないと消極的な理解に転換している。国家

とは概念的には区別可能であるが、共に考える必要がある。

Bratton Michael，“Civil Society and Political Transition，" in Harbson (ed.)， 
Civil Society and the State in Africa， Lynne Rienner， Boulder-London， 1994， 
ff-55R56. 

遠藤貢「南アフリカと『市民社会JI (civil society) 概念J平野克己編『南アフ

リカの衝撃~ポスト・マンデラ期の政治経済'"JI (研究成果報告書)アジア経済研究

所、 1998年 3月、 26-27頁。
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性質自体への考察が欠落することになる。また、 「通例Jの「市民社会J論

においては国家からの自律が前提とされているが、 「市民社会」が国家から

全く自律的な存在であることは立証されていない。特に、アフリカのように

独立後の政治史が国家自体をめぐる模索そのものであった地域を考える場

合、 「市民社会」の国家からの自律を不問の前提とすることは分析アプロー

チとしても問題がある。

「通例」の「市民社会」概念理解の基礎とされているのが、パヤーノレの fア

フリカの市民社会 J 25( “Civil Society in Afirca" )という極めて頻繁に引

用されてきた論文であると言われている。この論文は、 1983年に「アフり

カ社会の復讐 J (La revanche des societes africaines) 26というタイト

ルのフ ラ ン ス 語 論 文 が 縮 約・英訳され、 1986 年にシャパル(Patrick 

Chabal) によって編纂された『アフリカの政治的支配~ ( Political 

Domination in Africa) 27という著書の中に一つの章として収められた。こ

の英訳論文が、アフリカ政治研究における「市民社会」の議論の端緒となっ

たとされている。また、この英訳論文は、 「抗国家J的な要素が「市民社会」

の不可欠の属性を示すものと一般には理解されている 280

このように「市民社会」概念を「不器用に」非西欧地域に適用しようと試

みてきた 29研究者達は、リベラリズムの前提に基づいて自然権が侵害されて

きたアフリカ諸国において、どのように「市民社会 J が国家をチェックし、

抵抗しているかに注目することとなった。そして、その一般的な評価はアフ

リカの「市民社会 Jは国家への抵抗が弱く、未成熟な状態にあるというもの

であった。一方で、市民社会という西欧近代の言説から切り離して存在し得

ない概念、を非西欧であるアフリカヘ「適用 Jするにあたって、 「市民社会」

概念のユーロセントリックな性格に対する反省の議論もおこなわれている

300 しかし、それ以上に問題とすべきことは、無意識のうちに欧米を中心に

据え、アフリカを周辺として二分法的に欧米からの「遅れJを可視化し、強

調していることには無関心であることにある。この点に関して、人類学者で

『アフリカにおける政治的イメージとしての市民社会~ (Civil Society 

25 Bayart Jean-Francois，“Civil Society in Africa，" in Chabal Patrick(ed.)， 
Political Domination in Afirca， Cambridge University Press， Cambridge， 1986， 
p-109・125.
b B a y a rt J e a n -F r a n c 0 i s，“La revanche des societes africaines，" Politique 

Africaine， NOll， 1983， pp.95・127.
27 Chabal， op.cit.， 
28 遠藤貢「アフリカにおける『市民社会.!IJ W倉IJ文.!I 1997年、 6頁。

29 Bratton (1994)， op.cit.， p.52. 
30 Hyden， op.cit.， p.104. 
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and the Political Imagination in Africa)という著書をまとめたコマロフ

&コマロフ(JohnComaroff & Jean Comaroff) の批判は痛烈である。従

来の市民社会論はユーロセントリックな先入観に基づいており、そこから得

られる分析結果はアフリカの市民社会はヨーロッパのようには成熟してい

ないために民主化は進まないというものにとどまり、アフリカ政治のダイナ

ミズムを表現することができない。ハーベソンらの市民社会論は西欧的価値

の欠如を測る道具にすぎない 31。

このようにしてアフリカ「市民社会」論の初期の議論において大きな影響

力を持っていた、リベラリズムを無批判に前提、規範とする「通例」の f市

民社会」論に対する懐疑が次第に強まっていくことになった。そこで、より

アフリカ政治の現実に即した分析的な概念とするべく、非「通例 j とも言う

べき「市民社会 Jの概念的再検討がおこなわれるようになった。ここでは、

「通例」の「市民社会」概念に対して特に批判的なエケー (PeterEkeh) 

とカスファーの議論を紹介する。

エケーの議論においては、 「市民社会」をめぐる f公共領域Jに関して、

アフリカにおいては植民地支配の結果、近代的な「市民的公共空間 J (civic 

pu blic) と呼ぶ「通例Jの「市民社会 j 概念が想定する公共領域だけではな

く、それ以上に現実のアフリカ政治において決定的な影響力を持っている、

より私的で道徳的な公共領域である「原初的公共空間 Jの二重性が強調され

ている 320 エケーはナイジエリアの事例を紹介しながら、国家という「市民

的公共空間」を支える母体が不完全なアフリカにおいては、 (近代)国家が

統治しえない広大な政治空聞が存在し、そこでは「原初的公共空間」が厳然

と人々の営みを維持し続けている。このようなアフリカ社会の現実において

は、 「市民社会 Jを近代国家との関係のみにおいて理解しようと試みること

に意義を唱えている。エケーは「市民的公共空間 Jだけではなく、人々の生

活に直接関わっている部分の大きい「原初的公共空間 Jを含めて議論する必

要があると主張している 330

31 この著書におけるコマロフらの議論に関しては、岩田拓夫<書評 >JohnL 
Comaroff & Jean Comaroff (eds.)， Civil Society and the Political 
Imagination in Africa: critical perspectives， The University of Chicago Press， 
1999， xi+ 318p.Wアジア経済』アジア経済研究所、第 42巻、第 9号、 2001年、 75・79
頁を参照。
32 遠藤貫「アフリカにおける「政治」の深層論理一二つの「公共領域J論を手がかり

にー J飯塚繁太郎編『政治理論と公共政策.n 1998年 10月、 93・97頁。

33遠 藤 (2000.1)、前掲論文、 16-17頁。
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<図 3:エケ}の二つの公共空間図>

二可と
市民的公共空間 原初的公共空間

市民的公共空間 A 市民的公共団体 B 原初的公共団体

(Civic Public Association) (Primordial PubJic Association) 

原初的公共空間 C 逸脱型市民団体 D 現地型開発団体

(Deviant Civic Association) (Indigenous Development 

Association) 

(出典) Ekeh (1992)， p.203. 

また、エケーは「市民社会」を議論する前に、アフリカにおいては国家自

体に関して検討する必要があるのではないかとの問い掛けもおこなってい

る。なぜなら、アフリカにおける国家のあり方は、歴史的にみてもヨーロツ

パのような個人の自由との関連性が薄いからである。エケーによれば、この

傾向を決定的にしたのは奴隷貿易であった。アフリカのいくつかの国家自体

が、奴隷狩りの主体となってアフリカ社会を破壊した。そこで、アフリカに

おいてはヨーロッパの国家が果たした、個人の自由や安全、福祉を保障する

という公共領域としての役割は、しばしば血族関係による共同体に求められ

た34。その結果、現代アフリカにおいてもアフリカにおける個人と国家の関

係は、ヨーロッパのものとは異ならざるを得ないものとなったというのがエ

ケーの主張である。実際、アフリカにおいては国民国家概念の前提となる一

元的な公共領域が存在する国はほとんどなく、すき間だらけでまだらな市民

的公共空聞が存在するのみである。そこで、アフリカにおける「市民社会」

は、近代的な公的空間にとどまらず、その外でも拡大する。

「通例Jの「市民社会J論者が短絡的に、 「市民社会」の拡大イコール民

主化の進展と考えることに対して、市民的公共空間からはみ出た多くの「市

民社会 Jにおいては、個人の自由や民主化を拡大することが直接的な目的と

して行動するとは限らないことを認識するべきである 35。しかし、エケーは

34 Ekeh Peter P，“The Constitution of Civil Society in Africa History and 
Politics，" Democratic Transition in Africa，CREDU University of Ibadan， 
Ibadan， 1992， pp.191・193.
3S Ibid.， p.208. 
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「市民社会」が民主化と全く無関係であることを意味するのではなく、必ず

しも民主化を掲げて行動しない組織が民主化の進展に貢献する可能性を排

除せずに、民主化研究の視野に入れる必要があると主張している。これまで

の「通例」の「市民社会」論者によって分析の対象から除外されてきた、地

域的・民族的利益を目指した組織も考察の視野に入れる必要があるというこ

とである。

エケーは、民主主義には 2つの側面が必要あり、一つめは公的に制度的な

もの、もう一つは歴史的に形成された規範が必要であるとしている。そこで

は、アフリカにおいて規範を形成している、市民的公共空聞から逸脱したと

ころに厳然と存在している「原初的公共空間Jを視野に入れなければならな

い360 単純に市民的公共空間としての「市民社会」の成長によって民主化が

進展すると決めつけるのではなく、国家の力が及ばない原初的公共空間で活

動する主体を含めた「市民社会」概念を構築し、原初的公共空間における政

治主体の活動と国家との関係のあり方の双方を実証的に研究する方向性を

模索する必要があるとしている 37。

エケーから見れば、 「通例」の「市民社会」論者によるアフリカの「市民

社会 Jは弱いために民主化が進まないという理解は、市民的公共空間という

極めて限られた視野でしか理解しようとしない結果であり、市民的公共空間

を超えた領域で活動するアフリカの「市民社会」が大変活発ことを捉えるこ

とができないとブラツ F トンらの理解を批判している 380 そして、エケーはエ

スニシティーや暴力との関連を抜きしてはアフリカの「市民社会Jや民主化

は語り得ないということを強調しており、 「通例 Jの「市民社会J論の視角

はアフリカ政治の現実を分析するには程遠いものであると批判している。

カスファーは、 「通例」の「市民社会」論者が西欧的規範を前提とした対

象の限定と民主化との親和性を強調しすぎたために 39、アフリカにおける西

欧とは異なった政治空間の分析に失敗していると批判している。ハザン

(Naomi Chazan)やダイヤモンドらの「通例」の「市民社会J論者は、 「市

民社会 Jは国家から自律した公共空間として民主化を指向する社会組織と定

義し、アフリカの組織における基礎的な要素であるエスニシティーを除外し

た西欧的な社会組織にのみ議論の対象を限定した 400 そこで「市民社会J に

36 Ibid.， pp.198・199.
37遠藤 (2000.1) 、前掲論文、 16-18頁。

38 Ekeh， op.cit.， pp.207・208.
39 IくasfirNelson，“The conventional Notion of civil Society: A Critique，" 
Kasfir (ed.)， CiviJ Society and Democracy in Africa， Frank Cass，London， 
1998， p.123. 
40 Ibid.，p.5，127. 
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与えられた役割は、能力不足で権威主義的な個人の自由や発展を阻害する国

家に対抗し、より民主主義的な社会を実現することとされた。

「通例」の「市民社会」論は 1990年代前半までにおいて支配的であり、

また国際援助機関や NGOはこの言説に飛びつき、一種の「市民社会J レジ

ームのようなものが形成された。カスフア}によれば、特にアメリカの援助

機関である USAIDにはこの傾向が強く、 f市民社会」の強化が自動的にア

フリカに民主化をもたらすという、民主化の必要十分条件としての「市民社

会」の存在に疑いすら抱いていない41。しかし、カスファーによれば、 「市

民社会Jの自律を強調する論者の誰の誰一人として「市民社会」は国家から

自律が可能かという疑問に対して答えを示しておらず42、そもそも「市民社

会」の発展を可能にするのは国家の存在の上においてのみであるにもかかわ

らず、その国家を無視して「市民社会」を議論すること自体が矛盾している

と批判している 43。さらに、外国の援助機関によって「自律」した f市民社

会」を創りだそうという試みの矛盾に陥っている。その結果、援助という外

からの資源に全面的に依存する「自律j した NGOが多数見られるようにな

った。

また、 「通例」の論者は「市民社会」の発展と民主化の正比例する関係を

前提としているが、両者の相関性はなんら証明されていない440 結局のとこ

ろ、 「通例 j の「市民社会」論者はアフリカの現実を見ずにアングロサクソ

ン的理念を語っているにすぎない45。それ以前に、自画自賛しながら、躍起

になってアフリカに移植しようとする欧米製の『市民社会」が実際のところ

欧米の民主化にどのように貢献したかも明らかではない460 「通例 Jの論者、

欧米のドナーが好む「新しく J、アフリカ社会に根付いていない「市民社会J

は、実際のところ欧米においても時代遅れで機能しないモデルであるにも関

わらず47、アフリカにはそれを押しつけようとしている。それに対してカス

ファーは、アフリカ社会に根付いた国家との密接な相互関係の中で、実証的

な「市民社会 J研究が必要であり、民主化の評価はアフリカ社会に根ざした

新しい政治的配置における権力の分配という観点から考えなければならな

いと主張している 480
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カスファーは、エケーの言うところの原初的公共空間を構成する政治空間

においては国家と「市民社会」は自律して常に対立関係にあるのではなく、

両者は絡みあっている。そのため、この両者の関係を考える時には対立だけ

でなく、グラムシ的な「ヘゲモニー」の存在を背景とする「協調」関係を考

慮、に入れる必要があると主張している。また、アフリカにおける「市民社会」

を考える場合には、必ずしも民主主義に直結する存在とは言えず、 「通例」

の「市民社会」論者によって無条件に考察の対象から除外されるアフリカ社

会により根付いているエスニック色の濃い集団、インフォーマル集団、原理

的宗教組織といった欧米的な rcivility J のない直接的には民主化を目指し

ていない「市民社会Jによる民主化への貢献の可能性を視野に入れる必要が

あると主張している 490

エケーやカスフア}に代表される非「通例 J の「市民社会 J論における共

通した要素をまとめると、リベラリズムを前提とする「通例」の「市民社会」

概念に対して、 f市民社会」と国家との自律的関係への強い懐疑から出発し、

アフリカ政治における現実を直視し、 「市民社会」が副次的に有している特

性である「排除Jや「暴力」に正面から向き合う必要があると主張している

ことである。

本研究におけるアフリカの「市民社会」の理解も、非「通例」の「市民社

会」論者のものに近く、またカスファーの議論に負うところが大きい。しか

しながら、留保すべき点は、カスファーはエケーの議論に依りつつ原初的公

共空間の存在を強調しすぎたあまりに、エスニシティーや宗教を静的に近代

への過程から切り離して考える傾向があり、絶えず変遷するアイデンティテ

ィーに直結する要素を動的に理解することを妨げている。

アフリカの民主化との関連においては、非「通例」の論者が指摘するよう

に「市民社会 Jのエスニックで、排除や暴力を伴う側面を認識し、 「市民社

会Jの存在自体が自動的に民主化をもたらすと決めつけるのではなく、それ

はひとつの目標もしくは結果として考える必要がある。エケーの原初的公共

空間の議論は、アフリカの政治空間を議論する上で十分に意識しなければな

らないだろう。その一方で、政治的流動化、政治意識の覚醒を刺激する「市

民社会 Jは民主化への大きな契機であり、勢力ともなっていることも事実で

ある。そこで、不安定で流動的な「市民社会Jが民主化へ導く安定的な役割

を果たすために、序章で述べた二つのレベルでの制度化という要素が必要に

なるというのが本研究の基本認識であり、分析のアプローチともしている。

49 Ibid.， pp.l0・l1，p.16，p.144.
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次節では、様々なアフリカ研究者に影響を与えながらも、論者によって一

様ではない解釈がなされてきたパヤールの議論をたどりながらアフリカの

国家との関係における「市民社会」概念の議論を深めていく。

5 パヤ}ルにおけるアフリカの国家と「市民社会 J の議論

本章では、アフリカ政治研究において賛否両論が続いてきた「市民社会」

概念に関して、これまでの議論と本研究における立脚点を明確にするために、

西欧近代政治思想、現代アフリカ「市民社会J論の系譜をたどりながら、「通

例」・非「通例」の「市民社会」論に関する議論をおこなってきた。ここで

は、本章におけるこれまでの議論を総括する意味でパヤールの議論を検討す

る。それは、パヤールが「通例」・非「通例」両者に大きな影響を与えてい

ることに加え、国家との関係や、西欧思想とアフリカの歴史との融合という

現代アフリカにおけるポストコロニアノレ的なイシューを議論してきたため

である。それはパヤールの「歴史性J (historicite)の議論において強く現

れている。その一方で、パヤールの議論は、アフリカ「市民社会」論におい

て、その解釈に混乱が生じている。現在のアフリカ「市民社会」論に対する

議論の混乱は、その端緒と言われているパヤールの議論の解釈に関する混乱

と無縁ではない。そこで、アフリカ「市民社会」論の端緒になったと言われ

ているパヤールの「下からの政治」と、 「リゾーム国家Jの議論をたどりな

がら、アフリカにおける国家との関係を中心とした「市民社会」概念の意味

を総括する。

「下からの政治」という研究アプローチは、 1980年代に入ってアフリカ

政治研究における従属論の影響力が弱まり、新たな研究枠組みを模索する中

で議論され始めた。これまで、政治発展論や従属論といった第三世界研究に

おいて大きな影響力を有してきたアプローチは、往々にして圏内における政

治アクターの働きを軽視する傾向があった。そこで、パヤール、 トゥラボ

(Comi Toulabor)、ンベンベ (AchilleMbem be) らを中心に、国家とい

う制度への信頼と期待が小さいアフリカ諸国において、大衆レベルにおける

生活に直結した政治行動に注目していこうとする研究グループが生まれた。

1980年以降「下からの政治J (Ie politique par le bas) 50、もしくは「政

50 ここでいう「下からの政治 (Lepolitique par le bas)というアプローチは、国

家と社会を上下に二分して二項対立的に分析をすることを主たる目的とするのではな

く、あくまでも上(国家)からの政治とのつながりにおいて、大衆の政治的行動様式
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治行動の大衆的方法 j (des modes populaires d'action politique) とし

て、フランスの代表的なアフリカ政治研究雑誌であるポリティック・アフリ

ケーヌ (PolitiqueAfricaine)誌上で議論が展開され 51、1980年代のフラン

スのアフリカ政治研究に大きな影響力を及ぼした。その後「下からの政治」

研究は、 1980年代中頃に英語圏のアフリカ研究において「市民社会 J (civil 

society) と翻訳されて、 1990 年代に入ってアメリカの研究者を中心にア

フリカの民主化プロセスを分析するための概念として多用されるようにな

っtc52 
1'- 。

f下からの政治j 研究グループによる議論の成果は、 1992年に著書『ブ

ラックアフリカにおける下からの政治~ (Le politique par le bas en 

Afrique noire) として表された。この研究の根底には、 ドヮ・セルト一、

フーコー、 ドクルーズ&ガタリ(以下、 D-G) 、ブノレデューといったフラン

ス現代思想及び社会学を代表する議論から大きな影響を受けている 53。中で

も、フーコーの「統治性J (gouvernementalite) 54、ブノレデューの「ハ

ピトワス J (habitus) や「象徴権力 J (pouvoir symbolique) 55、D-G

の「リゾーム j (rhizome) という概念の影響を大きく受けている。

しかし、 f下からの政治j アプローチが英語圏の研究者によって[市民社

会」と翻訳されたとしても、この両者は同ーのものではない。パヤールの理

解におけるはじめの浪乱は、英語への翻訳段階で「下からの政治Jが「通例」

の「市民社会」と解釈されたところにある。 1980年頃から開始された「下

からの政治J研究においては、パヤールらは当初より一貫して政治主体とし

に注視しようとする研究姿勢である。

「下からの政治Jの研究は、アフリカ政治研究において行き詰まりが明らかになった

従属論に変わるアプローチの模索の中で、 1980年のフランスのアフリカ政治研究を

代表するポリティック・アフリケーヌ誌の創刊とともに、パヤーノレ、ンベンベやトワ

ラボらによって提起されたアプロ}チであった。それまでのアフリカ政治研究におい

て軽視されてきた大衆の政治行動社会を理解する必要があるという動機に基づくもの

であった。この「下からの政治Jアプローチは、 1980年代前半のフランスのアフリ

カ政治研究に大きな影響を与えた。しかし、その後国家の役割と機能を軽視している

という批判がなされるようになり影響力を弱めていった。近年、 トゥラボは「上から

の政治J とのダイナミクスの下で「下からの政治」を捉えなおそうとしている。

トゥラボの研究報告より、 2001年 5月 15日、ブラックアフリカ研究所(ボルドー)0 

51 Bayart (1992)， op.cit.， pp.7・10.
52 遠藤 (1997) 、前掲論文、 7頁。

53 Bayart (1992)， op.cit.， p.13. 
54 統治性 j概念に関しては、米谷園江「ミシェル・フーコーの統治性研究 J W思想』

岩波書庖、 1996年、 77・95頁。柳内陸「フーコーの統治性J W近畿大学教養部紀要』

第 31巻 1号、 1999年、 23・45頁を参照。

55 ブルデュー・ピエール著、石井洋二郎訳『ディスタンクション ~(I)(II)、藤原
書居、 1990 年。ハーカ~， R、 C ，マハール、 C，ウィルクス編、滝本往人柳和樹訳『ブ
ルデュー入門一理論のプラチック』昭和堂、 1993年。を参照。

Bourdieu Pierre， Langage et pouvoir symbolique， Seuil， Paris， 2001， 426p. 
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ての社会勢力の性善性を前提とはせず、また国家との関係においても二項対

立的にではなく、密接に関係していると考えてきた 560 その国家と「市民社

会」との多面的で入り組んだ関係を象徴的に表現したのが「リゾーム j とい

う概念であった。この「リゾーム」概念は、 1980年代後半以降のパヤール

の国家への認識に関連したアフリカ研究において重要な位置を占めていく

概念であり、著書、論文の中にしばしば登場するようになった。

リゾームとは、植物学的には根茎を指し示す言葉である。

「根茎(rhizome) とは、地下茎の一種であり、地中に長く伸びて一見根の

ようにみえるが、地上茎と同じく各所に節があって葉や根を出し、葉の退化

したりん片を付け、内部の構造も茎と同様である。 J57 

「リゾーム」概念は、 70年代後半から D-Gによって開始された議論であ

る。それをパヤールは、アフリカの国家、社会を理解するための道標として

いる。 D-G の議論においては、 「リゾーム」概念は「樹木Jの概念と対比

されながら論じられている。 r樹木」とは、根から茎、そして枝、葉へと分

岐していく思考のイメージである。つまり、二分法による細分化、区別化に

よって理解を図る近代科学、近代の思考方法そのものを指している。一方、

「リゾーム j とは「樹木Jにおける始点や終点を持たない、線によってのみ

構成される n- 1で表される多様体とされ、常に複数の状態で存在し、二分

法によっては単純な要素に還元することができない 580 そこでは、 「リゾー

ムJには極(局)や中心が存在しないことを意味し、 「リゾームJ概念から

権力を考える場合、権力の中心という発想は薄くなる。国家は権力の集中、

もしくは発生する点ではなく、権力となる振動を起こす装置として理解され

ている 59。また、 D-Gは「リゾーム」には「樹木」状組織の結節点があり、

根には「リゾーム」状の発芽がある 60と述べている通り、 「リゾーム Jと「樹

木Jは二項対立的には存在せず、両者は相互浸透しており、 「内部性の外部

性」または「襲」という状態で同次元に存在している 610

56 Bayart (1989)， op.cit.， pp.206・207.
':>1 栗田正秀編『植物形態学用語辞典』つつじ会、 1996年、 61頁。

58 Deleuze Gille， Felix Gauttari， Mille Plateaux， Editions de Munuit， Paris， 
1980， p.ll， pp.13・15，27・28.
ドゥルーズ・ジル著、平井啓之訳『差異について』青土社、 1992年、 16頁。

59 Deleuze-Guattari (1980)， op.cit.， p.274. 
60 Ibid" pp.30-31. 
61 Deleuze Gille， Foucault， Editions de Munuit， Paris， 1986， pp.103-104. 

62 



パヤールは、次のようにアフリカの国家を表現している。

「独立後のアフリカの国家はリゾ}ムのようであり、幼根の集合体である。

それは一つの領域に存在するのではなく、地下において社会の脈略のない点

に結びっく地下茎の網状になっている変幻自在な多様体である。国家に関す

る樹木のイメージには疲弊している。 J 62 

このように、パヤールは「リゾーム j 概念をアフリカの国家を描き出すた

めに用いているが、政治分析のための理論化はしていない。性急な理論化よ

りもアフリカの政治全体を「まるごと」把握することを重視している 630

パヤールによれば、アフリカの国家においては、人々は「樹木J状の公的

な制度や手続きよりもあらゆる場に張り巡らされた「リゾーム」状の人的ネ

ットワ}クに多くを期待している。そして国家元首(大統領)は、主要なネ

ットワークを束ねることで利害の調整者として社会を支配するが、その支配

は絶対的ではない 64。パヤーノレは、権力の中心という従来の視点からだけで

はなく、人的「リゾーム j を通じて国家の「私物化 j を可能にし、 「胃袋の

政治J (Ia politique du ventre) 65が展開される中で不平等と腐敗が形成

されていると考えている。

さらに、アフリカにおける国家、社会の「リゾ}ム J化は、人為的に引か

れた国境線の中にはとどまっていない。特にフランス語圏アフリカ諸国と旧

宗主国フランスとの聞には、フランスとアフリカの融合体であるフランサフ

リック(francafrique) 66と形容される複合体が横たわっている。このフラ

ンサフリックという「リゾーム Jを支配と従属という固定化された観点のみ

から見ると実際の両者の関係を捉えきれない。フランス語圏アフリカ諸国に

おいても、フランスに対する態度は一様でない。パヤールは、ピアフラ戦争

時におけるフランスのピアフラ共和国支持に、カメルーンやニジエールが加

わらなかった例を挙げて説明している 670 フランス語圏アフリカの政治を考

ドゥルーズ・ジル、ガタリ・フエリックス著、宇野邦一訳『襲』河出書房新社， 1998
年。

62 Bayart (1989)， op.cit.， pp.272・273.
63 大林稔「アフリカにおける国家とは何か J，F，パヤールの『アフリカの国家JIJ 日

本国際問題研究所編『アフリカ諸国の「国家建設」と課題JI1996年、 122-123頁。
64 向上論文、 122・126頁。

65 直訳すれば fお腹の政治」となるが、文脈から考えて大林(1996) の訳に従って
し、る。
日Bayart(1989)， op.cit.， pp.245-247. 
67 Ibid.， p.48. 
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える場合、背後に存在するフランスとの関係を含めて見なければ本当のこと

は分からない 68という側面もある。

「リゾーム J的な状態においては、二項対立関係は恒常的には存在しない。

近代と伝統、支配と従属、フォーマルとインフォーマルといった二分法によ

る対立関係を固定化して考えることは困難である。また、共同体の境界、国

家と「市民社会 j の境界は相互浸透を繰り返す可変的なものである。第七章

で検討することになるが、国民会議という主権が暫定的に移動した特殊な統

治状況においては、ドナー諸国や外国の NGOから政府を通さずに援助が実

施されるケースが増加する中で、国家の相対化 69という状況が認識されるよ

うになった。

これまで、アフリカ政治研究において「市民社会Jの概念を用いる場合に、

パヤールの「アフリカの市民社会J (“Civil Society in Africa" )という

英訳論文がしばしば引き合いに出されてきた。この英訳論文は、アフリカ政

治研究における「市民社会」概念に関する議論の端緒であり、 「市民社会j

の抗国家的性質を主張するものとされてきた。

「市民社会の概念は、ヨーロッパ史の外に適用できるものではないとしても、

市民社会とは国家と対立する限りにおいて、国家との関係にある社会と定義

しておく。 J70 

しかし、このすぐ後の部分には、次のようにある。

「市民社会の概念は、国家と社会との聞において、両面的(つまり、対抗的

であるばかりではない)、複雑かっダイナミックな関係にあり、完全に権力

の外にある実体として区別される必要はない。 J71 

これまでの一般的なアフリカ研究者におけるパヤールの「市民社会J考の

理解は、基本的に国家との対立関係の前提においてなされてきた。しかし、

この国家と「市民社会」の二項対立的理解は、パヤールのイメージを一面的

に誇張している。

68小川了「国家誌の展望ーその素描J大林稔編『アフリカ;第三の変容期』昭和堂、

1999年、 98頁。
69 大林稔『アフリカ 第三の変容期』昭和堂、 1999年、 ix-x頁。
70 Bayart (1986)， op.cit.， p.ll1. 
n Ibid.， pp.111-112. 
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「市民社会は、自己存在認識と国家への抵抗が存在する限りにおいてのみ存

在する。 J72

アフリカ政治研究における「市民社会 j 概念に関してパヤールを「読む」

意味は、 「規範j としてのリベラリズムをアフリカにいかに適応させるかで

はなく、アフリカにおける国家と「市民社会」との関係をありのままに捉え

ようとするところにある。 r市民社会Jが一枚岩で、常に性善的に国家に抵

抗していると考えることは、アフリカに限らず無理がある。実際のところ、

市民社会は不平等 73と排除が形成される場でもある。パヤールは、 「下から

の政治」の議論においても、 「市民社会Jにおける政治活動が、 「正義Jで

あるとは限らないという姿勢を一貫させてきた 740 現在では、援助の直接の

行き先として被援助国の NGO が加わることによって、国家というケーキ

(gateau national)を食べるために国家に抵抗している自称『市民社会』

が急増している。

「通例 j の「市民社会」研究においては、二項対立関係において国家への

抵抗度から「市民社会Jの成熟を測ることに重点がおかれてきた。しかし、

これは「リゾーム」としてのアフリカの国家と「市民社会」の関係を見えな

いものとした。国家と「市民社会」との二項対立的アプローチだけでは、ア

フリカという極めて複雑な対象を分析するには十分ではない。この両者の聞

には識別 (discernement) は可能であるが、明確な区別 (distinction) を

困難にする浸透性のある可変的な境界が存在している。

パヤールは、著書『アフリカの国家』以降、 「リゾ}ムJ概念を念頭に置

いてアフリカ政治研究をおこなってきた。次にパヤールにおける「市民社会」

に関連する議論を、パットナム (RobertPutnam)の「社会資本J (Social 

Capital)という概念との関連において検討する。

パヤールは、アフリカ政治研究において「社会資本Jの概念を f市民社会」

概念と関連させて議論している。パヤーノレは、パットナムの用いる「社会資

本Jという概念は、コールマン(JamesColeman)とベイツ (RobertBates) 

というアフリカ研究者の研究成果から導き出したものであり、本来アフリカ

との関連を持っている概念であると述べている。パットナムは、「社会資本」

という概念をイタリアの民主主義を分析するためのアプローチとしている

が、パヤールはパットナムによる「社会資本」概念には、イタリア研究者を

72 Ibid.， p.117. Ekeh， op.cit.， p.195. 
73 ウオルツアー・マイケル「市民社会論J W思想』岩波書居、 1996年、 179-180頁。

74 Bayart (1992)， op.cit.， p.7，9，17. 
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はじめ 多くの批判がなされているように全面的に受容できない概念である

と留保をつけながらも、アフリカの歴史的文脈を考える上で意味があるとし

ている 7 1

パットナムによれば、 「社会資本」とは目的の達成を可能とする、集団行

動を助けるものと規定される「信頼J、相互性における「規範J、市民的「取

り決め Jという社会組織ネットワークの特徴であり、その自己強化、蓄積を

通じて相互強化されるものである。垂直的なクライアンテリズム関係や血族、

友情によるネットワークよりも、 「社会資本Jによる水平的ネットワークの

方が、集団行動における問題解決能力を有している。そこで「社会資本」を

強化、蓄積することが民主主義を創出する鍵となるとしている 760 民主化に

おける「市民社会 j 概念との関わりで言えば、 「社会資本j は f市民社会」

の構築に貢献する重要な要素となると考えることができる。しかし、 「社会

資本Jとは何か、またそれがどのように形成されるのかという部分には、暖

昧さが多く残されていることは否めない。

パヤールが「社会資本Jという概念からアフリカ政治を見た結果、必ずし

もパットナムのように「社会資本」の蓄積と民主主義との聞に正の相関性を

見いださなかった。パヤールによれば、 「社会資本Jはリベラルデモクラシ

ーに向かうとは限らず、むしろ「社会資本」が国際的犯罪組織化をもたらす

危険性もあること指摘している 77。

ここでは、アフリカ政治研究における「市民社会」の議論に大きな影響を

与えながらも、解釈のされ方が必ずしも一定ではないパヤールの「市民社会」

75 Bayart Jean-Francois “The ‘Social Capital' of the Felonious State，" in 
Jean-Francois Bayart， 5tephen Ellis， Beatrice Hibou{eds.)， The 
Criminalization of the State in Africa， Indiana University Press， 
i3loonington， p.32. 
，'" Putnam Robert D， Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Haly， Princeton University Press， Princeton， 1992， pp.167・185.
11 パヤールによるアフリカの「市民社会Jに関する議論における r!JゾームJ と「社
会資本」という概念の関連に関して注意する必要がある。パヤーノレの想定するアフリ
カにおける「リゾーム Jや「社会資本」という概念が形成される場としての人間集団
のあり方は、パットナムが前提としたものとは明らかに違うということである。パッ
トナムの議論においても、この部分は明瞭ではないが、パヤールは f社会資本J とい
う概念を使用する場合に、パットナムの言葉でいうところの垂直的なクライアンテリ
ズム関係や血族、友情によるネットワークと、 「社会資本j を生み出す水平的ネット
ワークとを区別して用いてはいない。換言すれば、 「伝統的J共同体と「近代的J共
同体というように区別はパヤールにはないということである。そのために、パヤール
の議論にある、アフリカにおける「社会資本」と犯罪化との関係の議論を鵜呑みにす
ることはできない。しかしながら、 f伝統」と f近代」、国家対「市民社会 j という
安易な二分法に陥らないように「リゾーム J という概念を用いているパヤーノレにとっ
て、 「社会資本j という概念を理解、援用するにおいても f近代」という尺度で共同
体を区別することに慎重な姿勢をとっていることが窺うことができる。
Bayart (1999)， op.cit.， pp.32-48. 
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に関する理解を検討してきた。 1980年代前半のパヤールらの「下からの政

治」の議論が、シャパルによって「通例」的に「市民社会J論と翻訳されて

アングロサクソン諸国を中心とするアフリカ政治研究者に広がっていった

とされているが、これには留保が必要であろう。これまでパヤールの「市民

社会 j の議論とされてきたものは、パヤ}ノレの議論そのものというよりは、

パヤールの議論のリベラリスト的再解釈であったと考えた方が正確であろ

う。むしろ、パヤールの一連の研究からは、非「通例Jの「市民社会」論と

共通する部分が多い。例えば、 「リゾーム」の議論においては、アフリカに

おける「市民社会Jの国家との密接な相互関係が強調され、「国家の犯罪化」

の議論では「社会資本Jが国際犯罪にまで発展する可能性を示唆している。

これらは、 「通例」の「市民社会」論における、国家からの自律性と性善性

の前提とは相容れない。

パヤールの一連の議論を振り返ると、非「通例Jの論者であるエケーとカ

スファーの議論に関しては、パヤールはエケーによる原初的公共空間の議論

の重要性を認識しながらも、エケーのようにアフリカ的な政治空間の存在を

強調することよりも、エケーの言う市民的公共空間とされる官僚制が及ぶ領

域が原初的公共空間とどのように相互浸透して、一体化(リゾーム化)して

いるのかに注目している。また、カスファーの「通例」の論者における「市

民社会」と民主化の同義化に対する懐疑に対しても、 「社会資本」という概

念の検討を通じて、 「市民社会」の性善説に対する懐疑を犯罪化の可能性と

の関連で議論している。 r市民社会」は倫理的に何ら特別な存在ではなく、

不平等と排除が存在する場であり、国家との密接な関係の中で理解されてい

る。

本研究ではアフリカ政治という場における「市民社会」とは、 「政治化し

た社会 Jとして国家との相補的状態において実体化すると考えている。つま

り、 「市民社会 j は国家との関係において存在し 78、 「市民社会J を語るこ

とは同時に国家を語ることである 790 少なくともアフリカにおいて「市民社

会」とは、 「通例」の議論における常に国家との明確な境界によって区別さ

れるこ項対立的な関係にはない。

これまで「市民」とは何かということには触れてこなかったが、国家の存

在なしには「市民」も存在しない。市民権が参政権の意味を含むように、最

終的には国家に政治的働きかけをする人を意味する。これまでの「市民Jに

78 Beckman Bjorn，“The Liberation of Civil Society: Neo・LiberalIdeology and 
Political Theory，" Review of African Political Economy， No.58， 1993， p.29. 
79 遠藤(1998.12) 、前掲論文、 5頁。
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関する議論は、個人(individu)の確立という前提の上でおこなわれてきた。

そして、個人という概念を支えてきたのは近代以降における国民及び国民国

家という概念である。アフリカに関して議論を始めるにあたって、西欧にお

ける国民国家という概念、もしくは思想がどれほどの強度を有しているかを

考えることは意味のある作業である。独立後、一党制をはじめとする非多元

的な政治体制によって、国民国家建設を拙速に達成しようとした試みが失敗

したアフリカ諸国において、国民国家は「絵に描いた餅」であった。さらに、

エリート層の一部を除いて、地域、地縁、血縁の影響が強いアフリカ社会に

おいて、個(個人)の確立という前提にも留保が必要である。エケーは、欧

州列強による植民地支配の前におこなわれてきたアフリカの国家による奴

隷貿易への加担のために、アフリカでは国家に対する信用、帰属意識を持つ

ことができず、地縁、血縁集団を信頼するようになった。その一方で、西欧

においては、アフリカのように地縁、血縁集団が強くなかったために、外敵

の侵略から個人を守るために国家(封建制)というシステムを必要としたと

説明している 800

6 むすびに

本章では、 1980年代中盤以降のアフリカ政治研究において様々な論議を

想起してきた「市民社会」概念の系譜をたどり、また代表的な議論に関して

批判的に検討することを通じて、本研究における概念的位置付けを明確にし、

アフリカの民主化分析アプロ}チとしての「市民社会」概念の意義を議論し

てきた。西欧近代政治思想との深い関わり、アフリカ政治研究における f通

例Jの「市民社会 J論の限界と近年の批判、解釈が混乱しているパヤールの

議論を検討してきた。

なぜ、アフリカ政治研究において、 「市民社会」概念がこれほどまでに注

目されるようになったのであろうか。それは、アフリカにおける国家のあり

方に起因しているところが大きい。大部分のアフリカ諸国においては国家の

機能が不十分で、かっ包括的ではないことが背景にある。独立時においてヨ

}ロッパ宗主国の植民地行政機関を引き継いだアフリカ諸国は、西欧近代官

僚国家の制度的外観を有していた。しかし、アフリカの国家は、官僚機構を

通して人々の行動を規制する主体としてよりは、天然資源や援助による冨の

80 Ekeh， op.cit.， pp.188・193.
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集積地として、食べ物の載せられたテーブノレとして「食べる J

( manducation) 場所として人々の心を惹きつける、 「胃袋の政治Jが展

開される場となった。このようなアフリカの政治経済的状況において、国家

中心の研究には一定の限界がある。それを補完する一つのアプローチとして、

国家という政治アリーナにおさまりきらない領域に存在していながらも、政

治的実践に影響を与えている場や政治主体を理解するために、 「市民社会」

という概念が復刻されて注目を集めるようになった。

本研究における「市民社会」概念の理解を簡潔に示すと以下のようになる。

本研究においては、 「政治化した社会 j という観点から「市民社会Jを議論

することによって単なる社会と同義と捉えることによる視点の散逸化を避

けている。さらに、冷戦の終結によって冷戦によって発生していたレントの

分配が不能となり、国家の正統性の失墜が決定的になったアフリカ諸国にお

いては、 f市民社会 Jは国家の溶解によって生じた権力の空白を埋めるとい

う意味でも注目されるようになった。したがって、 「市民社会」概念を通じ

たアプローチは国家の存在を無視、拒否するものではなく、むしろこの両者

は相補的関係において理解されなければならない。定義の問題や「市民社会」

概念、を通じてアフリカ政治研究をおこなうことへの是非は問われ続ける必

要があるが、 1990年代以降のアフリカ政治において、 「市民社会」概念は

分析アプローチにとどまらず、イデオロギー、政治主体としてアフリカ政治

の実践の中に功罪両面において組み込まれており、もはや概念的な暖昧さを

理由に考察の対象から除外することができない存在となっているのである。

アフリカ政治(政治研究)における「市民社会J とは、アフリカの政治史

の軌跡においては、グラムシやパヤールの議論におけるように国家との密接

な関係の中で議論されなければならない。ハーベソンなどのリベラリズムを

理念、とする「通例」の論者における、 「市民社会 Jの存在・拡大が自動的に

民主化をもたらすという願望を込めた思い込みに基づくのではなく、エケー

やカスファーが議論しているようにアフリカ政治において重要な意味を持

つエスニシティーや地域的状況を十分視野に入れて、 「市民社会Jをアフリ

カ政治の実践の中から考えていく必要がある。そこで、存在自体が民主化と

同一視することはできない「市民社会Jを民主化という文脈において議論す

るためには、 「市民社会の制度化Jという補完的な要素も必要である。本研

究においては、 「市民社会」が制度化されることによって民主化に対して持

続的な貢献を可能にすると考えている。

このような観点において、アフリカの民主化研究における国民会議という

場は、 「市民社会の制度化」と民主化プロセスとの関連を考えるにおいて極
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めて重要な意味を持っている。民主化運動の中心となった「市民社会」組織

が暫定的統治に直接参加して民主化移行の主体となったことは、独立後のア

フリカ政治史において重要な意味を持つ出来事であり、 「市民社会」と民主

化との関係を考える上でも重要な研究対象なのである。

次章以下では、トーゴを中心とした国民会議によって開始された民主化プ

ロセスに関して様々な角度から検討することを通じて、 「市民社会の制度

化」という観点からアフリカの民主化プロセスを考察していく。
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第三章「国民会議によるアフリカの民主化プロセスの考察

トーゴの事例から J

1 はじめに

第一章、第二章において検討してきた理論的・概念的検討を踏まえ、 f市民

社会」という概念、言説が、アフリカ政治・民主化においてどのような意味と

役割を持っているのかということに関して実証的に検討を重ねていく。そこで

実証的研究の舞台となるのは、 1990年代のアフリカの民主化プロセスを象徴

する国民会議である。様々な角度からの検討の積重ねを通じて、国民会議を舞

台としたアフリカの民主化プロセスのたどった道筋を明らかにする。

本研究の中では、次章において国民会議によって民主化プロセスが開始され

た8ヶ国における比較研究をおこなうが、実証的研究の主な舞台としている国

はトーゴ共和国である。サブサハラアフリカ諸国において48にも上る主権国

家の中で、 トーゴという日本では知名度の低い西アフリカの小国を主な研究対

象とする理由を記しておく必要もあるように思われる。

1990年代のアフリカにおける民主化全般の総括と展望を示すことを目標に

している本研究においては、トーゴを中心に議論をする理由は2つある。ひと

つめは、 トーゴは独立後のアフリカ政治史における典型的な政治的軌跡をたど

り、アフリカ政治をある面で体現していることである。もっとも、アフリカと

いう極めて多様で複雑な対象を一般化することには大きな限界があることは十

分に考慮に入れながらも、政治的不安定とク}デターが頻発した独立当初のア

フリカにおいて、アフリカの年 (1960年)以降で最初に軍事クーデターに

よって文民政権が転覆されたアフリカの国のひとつはトーゴであった。以後、

ト}ゴは軍を背景とする一党制における権威主義的な体制の下で、民族対立の

構図、暴力とクライアンテリズムによる支配や人権侵害が継続され、国際的に

も非難され続けてきた。経済的には、リン鉱石、コーヒー、カカオ豆などを中

心とした一次産品の国際市場に依存する不安定な経済構造と援助依存が続いて

いた。また、冷戦によって発生したレントの，恩恵をこうむり、フランスの衛星

圏、西アフリカにおいてはナイジエリアの衛星固として巧みに資源や国際的な

支持を調達してきたという、アフリカ諸国における政治経済的特徴や問題を満

遍なく備えているのもトーゴであった。さらに、 トーゴにおいては、国民会議

における一時的な権力の制限・縮小はあったものの、 1967年以来エヤデマ将
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軍(1969年以来大統領)による政権が継続されており、現在では独立後のサ

ブサハラアフリカ諸国における最長政権1 (2003年1月現在で36年間)として

継続性がある。そこで、トーゴには複数政党制への移行後も形骸化された民主

化の代表例として、独立後のアフリカ諸国における権威主義体制を代表する歴

史的な一貫性がある。

2つめは、国民会議の召集によって民主化移行が始まった国々の中で、 トー

ゴの民主化プロセスは重要な意味を持っていたからである。比較研究は第四章

に譲るとして、 トーゴはベナンやマリといった国民会議によって開始された民

主化に対する肯定的な評価がなされている国と近い状況から出発したにも関わ

らず、民主化の行く末は大きく異なり、現在では民主化の挫折例の典型として

一般に評価されている。そのため、 トーゴを研究対象とすることは、国民会議

による民主化プロセスの可能性と問題点を考える上で重要な意味を持っている。

上記のような問題意識において、本章ではトーゴにおける国民会議による民

主化移行の検討を中心にして、アフリカの民主化プロセスを考えていく。以下

では、まず民主化前にたどってきた政治的軌跡を示した後で、 トーゴの国民会

議召集以降の民主化プロセスを検討する。

2 1980年代までのトーゴの政治状況

トーゴは、アフリカの年を境に一斉に独立を果たしたアフリカ諸国の中

で最初に軍事クーデタ}によって政権が交代した国のひとつであった。ま

た、近代以降のトーゴの政治史は複雑な国際関係において対立が構造化さ

れてきた歴史を歩んできた。

トーゴにおける植民地支配の歴史は、他のアフリカ諸国と比較してより

複雑なものとなっている。 1884'"1885年にかけて開催された、ドイツ宰

相ピスマルクの呼びかけでおこなわれた欧州列強諸国など 13ヶ国によるア

1 独立後のアフリカ大陸全体における最長政権は、モロツコのハッサン二世の在位38年

間(1961~1999年)であるが、王位は世襲制である。 2001年末の時点において、第二

字大戦以降に成立した他のアフリカの諸国において30年以上続いた政権を列挙すると、

コートジボワールのウフェボワニ政権 (F副ixHouphet-Boigny)の33年間 (1960"'"

1993年)、ガボンのボンゴ政権 (OmarBongo)の33年間 (1968年""')、ザイール

(現コンゴ民主共和国)のそブツ政権 (MobutuSese Seko)の32年間 (1965'""-'1997

年)、リビアのカダフィ政権 (Moammarel KadhafDの32年間(1969年""')である。
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フリカ分割を協議したベルリン会議において、現在のアフリカ諸国にも引

き継がれている、往々にして直線のアフリカ人の存在を無視した境界線が

画定された。この会議以降、 トーゴにおいて支配権を強めていったのは、

圏内の統一のためにイギリス・フランスから遅れてアフリカ分割競争に参

画したドイツであった。 1890年代より、 ドイツ政府と地方首長との間で

次々と保護協定が交わされていき、ドイツがこの地域における実効支配を

強めていくことになった。

く図 4:ヨーロッパ列強諸国によるトーゴ領有の変遷>

(出典) Encyclopedie nationale du Togo: Petit Atlas du Togo， Afrique Biblio 

Club， 1978， p.7. 
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トーゴが第一次世界大戦の戦場となったことはあまり知られていないが、

大戦開始からほどなくしてイギリス軍とフランス軍がドイツ軍に対して勝

利したことによって、旧ドイツ領トーゴラントは、西側をイギリスが、東

側をフランスが統治することになった。その後、イギリス・フランスの聞

の統治境界線は両国の協議によって二度引きなおされ、国際連盟の委任統

治領となった。 1914年にイギリスとフランスによる分割統治が始まってか

ら5年間というわずかな期間であったが、首都ロメ(Lome) は英領トーゴ

に属していた。そのため、現在トーゴはフランス語圏アフリカ諸国に位置

付けられていながらも、ヨーロッパとの関わりには他のフランス語圏アフ

リカ諸国とは異なっている。フランスとの一元的な垂直関係ではなく、ド

イツとの関わりは現在においても深く、援助やトーゴ人亡命者の数もフラ

ンスに次いでいる。また、ドイツ一国との関係もさることながら、「ヨー

ロッパ連合J(European Union:EU) の中 IL¥固としても、 トーゴにとって

のドイツの重要度は大きい。

第一次大戦以降のトーゴの分割によって、フランス領トーゴは植民地と

して扱われた海外領土ではなく国際連盟における委任統治領、国際連合に

おける信託統治領となった。 ドイツやフランスによる植民地統治の時代に

おい て、現在のトーゴ政治の基本的な対立構造となっているエヴェ

( Ewe) 人、ミナ(阿ina) 人に代表される南部人と、カピエ (Kaby色)人

に代表される北部人との対立構図が形成されていった。 ドイツやフランス

の植民地政府との接触によって、「開化民 J (evolues) として相対的に高

い教育水準を享受することによって社会経済的に優越していた南部人に対

して、北部人は教育や経済的機会から阻害され、唯一北部人エリートに残

された道はフランス植民地軍への入隊であった。そのため、フランス軍に

参加・徴兵されたトーゴ人の大部分は北部出身者であった。第二次世界大

戦におけるドゴール率いる「自由フランス J(France Libre) の勝利は、

アフリカ兵・アフリカでの領土の存在が基盤となっていた。さらに、イン

ドシナ戦争やアルジエリア戦争にも、多くのアフリカ兵が投入された。後

にトーゴの権力を握るエヤデマ (Gnassingb毛 Eyadさma) も両戦争に従軍

していた。実際のところ、フランスを始めとする植民地政府は、意識的に

貧しく開発が遅れた地域から徴兵をおこなったえそのため、アフリカ諸国

における軍の構成が、ある特定の民族・地域出身者に偏重する状況はこの

時期に形成され、現在も多くの国において政治的な影響を及ぼし続けてい

2 Toulabor Comi M， Le Togo 50U5 Eyadema， Karthala， Paris， 1986， p.41. 
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る。

このように植民地統治によって生まれ、拡大した南北地域格差は、独立

に向けた政治運動においても優劣をつけた。第二次大戦後、フランスの信

託統治領となったトーゴでは、他の海外領土に編入されていたフランス領

アフリカよりも、早くから自治を求める運動が展開された。その中で、中

心的な役割を果たしたのが、南部人を中心にして構成された独立後の初代

大統領となる 5，オリンピオ (5ylvanus Olympio) によって率いられた

「ト}ゴ統一委員会 J(Comite de l'Unite Togolaise:CUT) であった。そ

れに対抗していたのは、オリンピオ暗殺後に大統領に就任するグルニツ

キー (NicolasGrunitzky) によって率いられた「トーゴ発展党 J(Parti 

togolais du progrさS: PTP)であった。しかし、 CUTが優勢な状況で自治・

独立運動は進められていった。

ト}ゴは、他のフランス領アフリカ地域よりも若干早く 1956年に政治的

自治を獲得した。その後、 1960年4月の完全独立まで複数政党制において

政治的競争が展開されたが、南部出身者の優勢は揺るがなかった。南北聞

の地域・民族対立構図はそのまま独立後のトーゴ政治に引き継がれること

になった。そして、この対立構図は多くの政治家、軍人によって利用され、

自らの行動を正当化するために再生産された。

また、この地域・民族対立構図を利用したのは、 トーゴ人だけでなく、

宗主国であったフランスでもあった。 トーゴは、第一次世界大戦における

ドイツの敗北によって英仏によって東西に分割された。その境界線は、エ

ヴェ人の生活圏を東西に二分した。エヴェ人の統ーへの熱意は強く、エ

ヴェ統一運動はアフリカの独立の過程で無視し得ない民族主義運動のーっ

となった。エヴェ統一運動が他の民族運動より組織化されていたことは、

国際連合に提訴された結果、国連の調査団がエヴェ地域を訪れるほどまで

に国際社会の関心をひきつけたことに現れている 3。英領トーゴとの統合が

もたらすエヴェ統一独立国家樹立によって影響力が減退する可能性を危倶

したのは宗主国であったフランスであった。そこで、フランスは、仏領

トーゴにおける南北対立を煽ることでエヴェ統一問題を反故にしようと画

策した。また、このフランスの姿勢を利用しようとしたのが、これまで劣

勢が続いていた北部人エリートであった。南北の対立構造を前面に出すこ

とによるフランスからの支持の獲得と、南部人の搾取者としてイメージを

3 ェヴェ統一運動に関しては、 Amenumey，DE K， The Ewe Unification Movement， 

Ghana University Press， Accra， 1989.を参照。
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増長させることによって北部人の団結を図ろうとした。クーデターによっ

て権力を握った北部出身者であるエヤデマがおこなったこともこの歴史的

文脈の延長線上にあり、まず北部人の支持を固めるために南部人による支

配の脅威を植付けようと腐心したへこのように、 トーゴにおける基本的な

政治構造と考えられてきた南北の地域・民族対立は、一般的に考えられて

いるような所与で永続的なものではなく、その多くが 20世紀に入ってから

「創られ、煽られたもの」であった。このことは、他のアフリカ地域の地

域・民族対立を考える上でも考慮しなければならない点である。

フランスとの交渉を重ねた末、トーゴは 1960年4月 27日に独立を達成し

た。その中で地域・民族対立の構図は増幅される一方であった。独立に

よって南部出身者の権力が公式化され、初代大統領にはCUTのリーダーで

ある 5，オリンピオが就いた。 5，オリンピオの政治運営は、国民融和や国民

統合による国家建設 (NationBuilding) というスローガンの下で、実際に

おこなわれたことは北部人の排斥であった。オりンピオに対立する政治家

は投獄を逃れるために亡命を余儀なくされた。その中には、 PTPの代表で

オリンピオの政治的ライバノレであったグノレニツキーも含まれていた。また、

フランスからの独立によってフランス軍を退役して帰国した北部出身の軍

人はトーゴ軍に編入されることはなく、植民地時代に北部人エリートに唯

一聞かれていた軍という場さえ失うことになった。それによって、北部人

の不満は日増しに高まっていった。このような状況で起こったのが、軍事

クーデターによる政権交代であった。 トーゴでのクーデター成功が引き金

になって、アフリカ諸国ではクーデターの嵐が吹き荒れることになった。

1963年 1月 13日未明、エヤデマ元軍曹らに率いられた北部出身のフラン

ス軍退役軍人らは、大統領官邸に侵入した。 5，オリンピオは隣接するアメ

リカ大使館へ助けを求めて逃げ延びようとしたが、大使館の門の前で銃殺

された。

クーデターによって権力を奪取したエヤデマは、国家部門への北部人の

復権をおこなった。それは、特に軍において著しかった。現在トーゴ軍約

15，000人(準軍隊、憲兵隊含む)のうち8割が北部のカピエ人で構成され

ている。そのうち大統領警備隊は 100%がカピエ人の中でもエヤデマと同

じピヤ (pya) という村の出身者で占められている。エヤデマは、クーデ

ター直後から民政移管を掲げ、フランスに亡命していた文民指導者である

4 Degli Jean Yaovi， Togo: La tragedie africaine， Editions Nouvelles du sud， 

Paris， 1996， pp.129・130.
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グルニツキーや北部人指導者のメアチ (Antoine Meatch i) を呼び寄せ権

、力を委譲した。グノレニツキーを第二代大統領として、副大統領としてメア

チが就任してト}ゴ第二共和制が開始された。そこでは、グルニツキーの

PTPとメアチの「北部首長・民衆連合 J (Union des chefs et 

populations du nord UCPN) が合併して「国民民主連合 J (l'Union 

democratique du peuple togolais : UPPT) が結成されたえ

しかし、この時期においては政治の表舞台から姿を消しながらも実権は

エヤデマ将軍(中将に昇進)が握っていた。民政移管後、エヤデマは軍に

おける権力の確立に尽力していた。軍における北部人の復権を果たしたも

のの、クーデタ一時において 30歳にも満たないエヤデマに対抗する勢力が

なかった訳ではない。そこで、軍における北部出身者同士の権力闘争が繰

り広げられた。その軸となったのは、エヤデマ派とボジョレ(Bodjolle) 

派の争いであった。南北民族対立に還元されがちなトーゴの政治的構図は、

一般的に認識されている程には単純ではない6。それに加え、政治家の聞に

おいてはグルニツキーとメアチの聞に対立が生じ、この二重の対立はエヤ

デマ=グルニツキー対ボジョレ=メアチという一つの対立軸に収徴されて

いった。まず軍においてはエヤデマが権・力の一本化に成功し、その余勢に

乗じて、オリンピオ暗殺による第一回目のクーデターからちょうど4年後の

1967年 1月 13日にエヤデマ中将による 2度目のクーデターが起こされた。 2

度目のクーデターの理由は、国家の発展の障害となってきたグルニツキー

とメアチの対立による政治的混乱を排除するためであると宣言された。

二度目の権力を握ったエヤデマは、前回と同様に民政移管を宣言した。

しかし、公約は実行されることなく、憲法が停止された非常事態の状態が、

1980年に第三共和制憲法が公布されるまで 13年近く続くこととなった。

その問、クーデターからわずか三ヶ月後の 1967年4月には、エヤデマは大

衆の要求に応えるという大義名分において自らの大統領就任を宣言した。

さらに、二度目のクーデターの直後は否定していた一党制 7に関しても、政

治の正常化と国民の団結のためとして、 1969年 8月に自らを創設者とした

5 Tete T託金，Democratisation a la togolaise， Harmattan， Paris， 1998， p.27. 

6 Ibid.， p.27. エヤデマとボジョレの対立は、軍における勢力争いと共に、両者に出身

村であるピヤ (pya) とクメア(Koumea) との聞の伝統的な対立関係が大きく影響して

いるとも言われている。 Toulabor(1986)，op.cit.， p.229. 

7 クーデター直後、エヤデマ将軍はラジオ放送で、一党制ではなく、アメリカのような

こ大政党制が望ましいと発表していた。 Toulabor(1986)， op.cit.， p.87. 

77 



[トーゴ人民連合 J(Rassemblement du peu ple togolais: RPT) を創設

し、「トーゴ労働総同盟 J (Confederation nationale des travailleurs 

togolais : CNTT)、rRPT青年部 J(Jeunesse du RPT: JRPT) 、「トーゴ

婦人国民連合J(l'Union natinale des femmes togolaises: UNFT)、「トー

ゴ伝統的首長国民連合 J (Union nationale des chefs traditionnels du 

Togo: UNCTT) を次々と RPTの下部組織として傘下に組み入れ、一党体制

の強化を図った 8。また、 RPTの初代事務総長には、後に主要野党の指導者

となるコジョ (Edem Kodjo) が就き、エヤデマから確固たる信頼を得て

いた。その後、コジョはフランスに亡命するまで、外務大臣、アフリカ統

一機構 9 (Organization for African Unity:OAU) の事務総長を歴任した。

その後、国家政党 RPTはスローガンとして「真正主義 J (Authenticite)、

革命、反帝国主義を掲げるようになった。真正主義とは、アフリカ性の回

復を目指す運動であり、文化から生活習慣、道徳まであらゆる領域におい

てアフリカ的美徳・伝統を取り戻すことを目指したものであった。これは、

ザイールのモプツ大統領 (Mobutu Sese Seco) の政策の模倣であり、エ

ヤデマはモブツのファッションまで真似た。また、真正主義は、アフリカ

的社会主義とともに 1970年代のアフリカ政治において、アフリカにおける

国家のあり方のオノレタナティブとして主張されていた。しかしながら、真

正主義政策の名の下で実際におこなったことは、ヨーロッパ的な名前のア

フリカ的なものへの変更と主要産業の固有化にすぎなかった。 1974年2月

3日、エヤデマ将軍自らが先陣を切ってエテイエンヌ(Etienne) というフ

ランス的なファーストネームを廃止し、ニャシンベ(Gnassingb岳)に変

えたと発表し、全国民に改名を強制した 10。

制度的な権力基盤を固めた後にエヤデマがおこなったことは、精神レベ

ルでの権力基盤の強化であった。この部分がアフリカ政治において重要な

8 Toulabor (1986)， op.cit.， pp.203-204. 

9 2002年7月、アフリカ連合 (AfricanUnion) に改組され、 OAUは発展解消された。

10 ニヤシンベ (Gnassingbe) という言葉の意味は定かではないが、エヤデマ自身が宣

言したところによると、「平和がもたらされるまで指揮を取れ!J という神の言葉とされ、

自身の権力に神託の意味を加えようとしていることが表れている。また、真正主義政策

の一環としての改名に伴うアルファベット表記の基準が示されなかったため、現在にお

いても顧り字の混乱が生じている。

Toulabor Comi M，“Le culte Eyadema au Togo，" in Bayart Jean-Francois(ed.)， 

Religion et modernite politique en Afrique noire， Karthala， Paris， 1993， p.295. 
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役割を果たしており、特に非合法的手段によって政権を獲得した指導者は、

正統性の獲得をはるかに超えたレベルで自己のカリスマ化・神格化を試み

ていった 11。エヤデマも例に漏れず、自らの出生からの生い立ちを神秘的

で伝説的なものに飾り立てることに腐心した。実際のところ、エヤデマは

1935年生まれとされているが、その部分も定かではない 12。その中で、

様々な神話が作り出されていった。その手法の多くは、北朝鮮の金日成の

模倣であった。実際にトーゴは北朝鮮から多くの政治的手管を学んでいる。

エヤデマは金日成マニア (kimilsonmanie) とも言われ、「科学的」拷聞と

マスゲームの指導者を北朝鮮から招き、トーゴでの支配の技術に関する指

導を仰いだ。また、 1990年代の民主化の過程で取り外されたエヤデマ将軍

の銅像は北朝鮮から送られたもので、そのポーズは金日成と閉じであった

13。このように、エヤデマの権力基盤の強化には、モブツや金日成に負う

部分が大きい。

他に、エヤデマがカを入れたことは、トーゴ社会に強い影響力を持つ宗

教の利用であった。 トーゴは、首都近郊においてはカトリック、プロテス

タントが多数を占め、中部地方ではイスラームが比較的に影響力を持って

いるが、圏内全体で見ると六割以上が伝統的宗教と呼ばれる範鴫に入る 140

その中でも、北部出身者のエヤデマが目をつけたのは、南部において大き

な影響力を持つブードゥーの信仰体系における Gu (Gun) という神格で

あった 150 Guとは鉄に宿る神格であり、エヤデマはGuにおける鉄の神の儀

式で用いるものに似せた衣装を身にまとい、そのイメージと自身を重ね合

わせることを試みた。公式行事には、 Guの聖なる色である自の衣服を努め

て着用していた。

さらに、カトリッタ教会との結びつきを深め、また自らの出生を聖書の

出来事になぞらえることによって、血にまみれた権力を浄化、宗教化する

ことによって社会の隅々にまで影響力を浸透させることに成功し、一種の

「エヤデマ教 J(CU Ite eyadをmaiste) と呼ばれるような精神文化を作り

出した。そこでは、首都ロメの大司教であるドセ卿(Monseigneur 

11 Toulabor (1986)， op.cit.， pp.1S・19.

12 Ibid.， p.223. 

13 Ibid.， p.1S6， 186， 200. 

14 トーゴの宗教構成は、大まかに伝統的宗教が60%、キリスト教(カトリックとプロテ

スタント)が30%、イスラームが 10%とされている。

15 Toulabor (1986)， op.cit.， pp.10S-121. 
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Dosseh) との強い協力関係が存在していた。そこでは、 トーゴにおける多

様な伝統的、ヨーロッパ的宗教が宗教統一の掛け声の下で、エヤデマ教化

の下で の 統 治 が 進 め ら れ よ うとした 16。そのため、トーゴにおいてカト

リック教会は、長期わたるエヤデマとの密接な関係によって勢力を拡大し

てきた歴史において、他の国民会議召集国とは異なり民主化移行において

目立った役割を果たすことがなかった。

そして、エヤデマの神格化、エヤデマ教化を一気に推し進めた事件は、

飛行機事故からの生還であった。それによってエヤデマは不死のイメージ

を獲得することに成功した。首都ロメから、北部のサラカワ空港へ到着寸

前の大統領専用機DC3がバランスを崩し、大破した。パイロットをはじめ

乗員 11名の大部分が死亡したにもかかわらず、エヤデマは軽傷を負っただ

けにすぎなかった。事故の原因については諸説があるが、エヤデマはトー

ゴの主要産業であったリン鉱石の採掘会社で国有化に強く抵抗してきたフ

ランス系の「ベナン鉱山トーゴ会社J(Compagnie togolaise des mines 

du Benin)による帝国主義的陰謀と断定し、同社を強引に国有化し、「トー

ゴリン鉱山事務所J(Office togolais du phosphate : OTP) という新設の

国営部門に編入した。さらに、エヤデマ体制にとって好都合だったのは、

リン鉱採掘会社の国営化直後、リン鉱石の国際価格が4倍に高騰したことで

あった。結果として、エヤデマは豊富な資源によって、軍事政権における

暴力の独占、伝統的宗教・イメージ操作を利用したカリスマ化・神格化、

国民の父 (Papa national) としてクライアンテリズム構造とを併せ持つ

アフリカ諸国の中でまれな見る磐石な体制を確立することができた。 1960

年代に武力で政権を奪取し、世紀を越えて権力を維持するアフリカにおけ

る最長の権威主義体制としての基盤は、この時期に構築されたのである。

しかし、 1980年代に入って地下資源の国際市場価格の暴落に起因するア

フリカの経済危機にあって、リン鉱石の価格低迷によってエヤデマはクラ

イアンテリスティックな分配能力を減退させた。それに伴い、 トーゴにお

いても暴力での恐怖とエヤデマイズムへの畏れの下でもトーゴ人の不満は

徐々に噴出するようになっていった。このような状況において、 1980年代

末に経済破綻を直接的な要因として、隣国ベナンが国民会議の召集を決定

したことは、 トーゴに大きな衝撃を与えた。ベナンでの民主化移行の始ま

りを受けて、 トーゴにおいても一斉に民主化を求める運動が噴出すること

になった。民主化を求めて政治化した社会組織は組織的再編を繰り返しな

16 Toulabor (1993)， op.cit.， pp.277・297.
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がら、影響力を強めていった。

この過程は次節以下で詳しく述べていくが、その結果アフリカにおける

最強の権威主義政権の一つであったエヤデマ政権においても、武力による

圧力と妥協を繰り返しながら最終的には国民会議の召集を受け入れざるを

得なくなった。国民会議召集に先だって、 20年以上続いてきた一党制を支

える政党法が改正された。この民主化移行を直前に控えた時期は、独立に

次いでトーゴ人にとって希望に満ちた時期であった。非国家的政治主体が中

心となって民主化移行が始まり、政治参加の拡大による民主主義の構築という

明るい政治的展望を持つことができた時期であった 17。社会組織を中心として

召集された国民会議が主権を有した民主化移行の直接的主体となったことは、

現代アフリカ政治史における画期的なことであった。

しかし、本研究全体の問題意識でもあるように、この時期においては後

の民主化プロセスを挫折させ、その後の政治を沈滞させる大きな問題が潜

んでいた。

3 トーゴにおける国民会議召集までの民主化運動

1980年代までのトーゴは、エヤデマ体制における軍を背景とする一党制の

圧力とクライアンテリズム、社会ゐ沈黙によって維持されてきた 18。このよう

な状況ではあっても、 トーゴの政治体制変動を目指す地下組織による暴力的な

政権転覆の試みはあった。しかし、それはエヤデマ =RP丁目体制打倒を目標と

したものであり、民主化を第一に指向したものではなかった200 「トーゴ民主

主義運動J (Mouvement togolaise pour la democratie : MTD) や「トー

ゴ共産党 (Parti communiste togolaise : PCT) などの非合法組織による

エヤデマ打倒運動も、フランスを中心とした国外を拠点として展開されていた

ため、 トーゴ国内における認知や政治的影響力は極めて低かった。

17 Rapport General de la Conference Nationale Souveraine du Togo du 8 juillet 

au 28 aout 1991， Republique Togolaise， 1991， p.2. 

18 Toulabor Comi M，“Dix ans de democratisation au Togo; Les faussaires de 

la democratie，" Annee Africaine 1989， 1990， pp.304・305.

19 トーゴ人民連合 (Rassamblementdu peuple togolais) は、 1969年にエヤデマ大

統領によって国家政党して創設されて、 トーゴの一党体制が確立された。

20 Toulabor (1986)， op.cit.， pp.274・298.
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しかし、 1990年代に入りトーゴにおける政治状況は一変した。 トーゴにお

いても、他のアフリカ諸国と同様に冷戦の終結による国際社会の急激な変化の

結果として生じた圏外からの圧力と圏内における意識の高まりが連動した結果、

民主化運動が急速に高まっていくことになった。その中で、 トーゴにおける民

主化運動を国外から直接的に刺激したのは、隣国ベナンにおける国民会議召集

とラボール宣言であった。

ベナンでは、国内経済の破綻を契機として、労働組合、経済界による改革の

強い要求が高まり、それをカトリック教会がまとめる形で政権と交渉を続けた

結果、 1989年 12月には 17年間政権の座にあったケレク(Mathieu 

Kerekou) 大統領が全国民の代表による対話の場としての国民会議である

「国民の諸勢力の会議J (Conference des forces vives de la nation) の

召集を認め、 1972年以来の権威主義政権の終了を決定づけた
21

0 2ヵ月にわた

る準備期間を経た後、 1990年2月19日から 10日間にわたって国民会議が開催

され、民主化移行に向けた新たな体制作りのための協議をおこなった。ベナン

の国民会議の特徴は、国民会議の召集を英断したケレク大統領への配慮もあっ

て、前政権に対する総括と非難は穏やかなものとなり、あくまでも民主化移行

という未来を見据えた協議の場としてスムーズに機能した点である。

次に、国外からトーゴの民主化運動を刺激したのが、 1990年6月にフラン

スのラボール (LaBau le) で開催された第 16回フランス・アフリカ首脳会議

22における、一般的に「ラボール宣言」と呼ばれるミッテラン(Francois 

Mitterrand) 大統領の演説であった。この演説において、ミッテラン大統領

はアフリカ諸国に対して、経済援助とリンクさせた普遍的価値としての民主主

義の実現を求めた230 その後、フランスの援助と民主化をリンクさせる姿勢は

徐々に反故にされていくものの、ラボール宣言は冷戦時代のフランスの家父長

21 Eboussi Boulaga Fabien， Les .Conferences Nationales en Afrique Noire; Une 

affaire a suivre， Karthala， Paris， 1993， pp.52・75.

22 この会議は、 1973年にポンピド一大統領の呼びかけによって開催され、当初は毎年開

催されていたが、現在ではフランスと主にフランス語圏アフリカの首脳によって二年に

一度開催されている。隔年開催になったのは、 1986年からフランス語圏会議という世界

規模の会識を新たに定期開催するようになったためである。フランスを公用語とする国

からプランス語を使用することがある固までを広く含み加盟国は52ヶ国である。 1997年

までは、各国持ち回りで議長を担当したが、前国連事務総長ブトロス・ガリが常任議長

に就任している。

23 Marches tropicaux et mediterraneens (以下 MTM)，1990 ，p. 2863. 
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的なアフリカ政策からの大きな転換を意味するものであった。実際の政策面に

おいても、フランスは複数政党制への移行を進めている国に対して支援した 24。

ベナンにおける国民会議召集による民主化プロセスの開始がトーゴに与えた

影響は大きかった。エヤデマ大統領は、圏内において急速に噴出しつつあった

民主化要求に脅威を感じていた。 1990年5月には第7回RPT国民評議会を開催

し、将来的には国家政党としてのRPTの役割を終えることを認めながらもお、

現時点での一党制の堅持と複数政党制導入に対するトーゴ国民の未成熟さを説

いた 26。同年6月のラボールでのミッテラン演説に対しては、コートジボワー

ルのウフェボワニ (FelixHouphouet-Boigny) やマリのトラオレ (Moussa

Traore) ら長老指導者とともに不快感を示し、 「民主化?いや結構!J 

(“Democratisation ? Non， merci !"と強気の態度を崩していなかった

270 その一方で、圏外においては援助を得るために、 7月には公式訪問先のア

メリカでエヤデマ大統領はトーゴの一党制維持は国民の意志によるものである

が、数年後には国民は成熟し、複数政党制導入への準備が整うであろう 28と演

説し、エヤデマ政権の正統性と徐々に民主化を進めていることをアピーノレした。

しかし、圏内に広がった民主化の空気を抑え込むことはできず、民主化を要求

する社会組織の活動はさらに活発になっていった。

1990年 8月、大学キャンパス内で「学生と研修生の全国運動 j

(Mouvement national des etudiants et stagiers togolais:MONESTO) 

という RPT傘下の学生組織と民主化を求める学生組織との衝突が続いた。これ

に対して政府は民主化運動への参加学生に対して奨学金の打ち切りという抑圧

的手段で対処したため、それに反発した学生運動はさらに加熱した。民主化要

求デモは鎮静化せず、軍はデモ参加者を逮捕、拘束した。それに対して 1990

年7月に、デモ参加学生の失院事件を直接的契機として発足した、その後の

トーゴにおける「市民社会Jネットワークの中心となる「トーゴ人権連盟」

(Ligue togolaise des droits de l'homme:LTDH) は、国家による民主化

運動参加者の逮捕、拷聞を批判し、国際社会に対しても注意を喚起した290

24 Amuwo Kunle，“France and Africa in the Post-Cold War Era，" Africa， Anno 

LII， No.2， p.283. 

25 MTM (1990)， p.1549. 

26 Toulabor (1990)， op.cit.， p.287， pp.300・301. Degli (1996)， op.cit.， p.21. 

27 Jeune Afrique， No1524， 1990， p.26. 

28 Degli (1996)， op.cit.， p.23. 

29 Heilbrunn John R，“Social Origins of National Conferences in Benin and 
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その後、 LTDHに関係する弁護士を中心として、人権擁護のための組織が

次々と発足した。デグリ(Jean-Yaovi Degli) によって創設された、若手の

弁護士を中心とした「拷問に対する闘争協会J (Association togolaise de 

lutte contre la torture :ATLT) は、 トーゴにおける政治活動者への圧力の実

態を明らかにし、欧米諸国、国連をはじめとする国際社会の支持を受けた。他

にもガリー弁護士 (Djovi Gally) によって「法治国家促進協会」

(Association pour la promotion de l'Etat de droit : APED) が結成され

た。学生、知識人、弁護士以外にも、メディア関連においては、これまで政府

系新聞である「ヌーベルマルシュ J (La Nouvelle Marche :後に「トーゴプ

レス J (Togo-Presse) に改称。)による新聞報道の独占に抗議する、 「報

道の自由協会J (Association togolaise pour la liberte de presse:ATLP) 

というメディア組織が結成された。その後も高まる社会組織と国家との衝突は

続き、後に f黒い金曜日 J (Vendredi noir) と呼ばれるトーゴの民主化にお

ける記念日ともされている事件へとつながっていった。

この「黒い金曜日 Jの事件のきっかけとなったのは、民主化運動をおこなっ

ていた学生リーダーによる「ピラまき事件J (Affaire des tracts) であった。

fビッグボスJ と題されたエヤデマ体制を批判するピラを配った 13名の学生

が逮捕され、拷聞を受けた一連の事件が「黒い金曜日」の蜂起に結びついてい

た。この事件を受けて、人権組織である LTDH、ATLTは政府に対して強く抗

議すると共に、国際社会に向けてトーゴの人権抑圧を強く非難するアピールを

発した。また、 1987年にアフリカで初めて国家機関として創設された「国家

人権委員会J (Commission nationale des droits de l'homme:CNDH) 30 

に対しては、この事件の真相を調査するように強く要請した。後に有力野党と

なる「革新行動委員会 J (Comite d'action poU r le renouveau : CAR) の

指導者となるアボイボ (YawoviAgboyibo) CNDH委員長は、この要請を受

けて拘束されている 13名の扱いに関する調査を開始した。その結果が公表さ

れ、 CNDHは13名全てに対してではないものの、リー夕、ー格の4名に対する拷

聞が認められるという報告を出した3101967年以来のエヤデマ政権において、

国家機関による体制批判は初めてのことであった。これに対して、エヤデマは

この報告書の指し止めを指令したが、既に国際的にも周知の事実となっていた。

このような状況において、リーダー2名を除く 11名は釈放されたが、残りの指

Togo，" The Journal of Modern African Studies， Vo1.31， No.2， 1993， p.287. 

30 Toulabor (1990) ， op.cit.， pp.294・295.

31 La Nouvelle Marche， No.3298， 1990， pp.l・3.
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導者に対しては懲役5年の判決が下されるとの噂が「黒い金曜日 j の直接的引

き金となった。

10月5日金曜日早朝、ピラまき事件に対する多くの抗議グループが、ピラま

き事件の指導者に対して判決が下される裁判所に集結し、 1979年に公的な場

所での演奏を禁止された独立当時の国歌「私達の祖先の地J (Terre de nos 

Aieux)を合唱しながら、ピラまき事件への抗議とエヤデマ独裁体制の終わり

を求めるデモ行進をおこなった。これに対してデモ鎮圧のために軍が動員され、

4名の死者と 34名の負傷者を出した 32。当初は、平和的なデモ行進であったが、

軍との衝突によって一部のグループは暴徒化した。公的機関におけるエヤデマ

大統領の肖像を破壊し、公用車を焼き討ちにした。首都ロメ市内は至る所で燃

やされたタイヤの黒い煙に包まれたことから、後にこの日は「黒い金曜日」と

呼ばれるようになり、現在においてもトーゴにおける民主化のための蜂起の記

念日として、エヤデマ体制側にとっては悪夢の始まりとして語り続けられてい

る。

このような状況にあって、民主化を掲げる社会諸組織の中心となっていた弁

護士連合は平和的デモを訴え、エヤデマ大統領との直接会見を求めた。 r黒い

金曜日」事件に関して、弁護士連合は r10月5日の事件に関するトーゴの弁護

士による声明 J (Ia Declaration de I'ordre des avocats du Togo suite 

aux evenements du 5 octobre 1990) (巻末資料4)を発し、政治活動の

自由化、そして自由で公正な選挙を実現させるために、初めて公に国民会議の

召集を訴えた330

それに対してエヤデマ大統領は、アボイボCNDH委員長を民主化を求める社

会組織とエヤデマ大統領側との折衝の窓口にしようとした。しかし、軍による

圧力によって身の安全が脅かされる状況では、 CNDHの活動の独立性が保てな

いとの理由でアボイボは委員長を辞任し、自らも「市民社会」の側へ回り、や

がて「反部族主義・人種差別主義行動委員会J (Comite d'action contre le 

tribalisme et racisme: CATR)を結成した。

そこで民主化を求める国際情勢、圏内における高まり続ける民主化運動を無

視・抑圧し続けることは困難と考えるようになったエヤデ、マ大統領は、これま

での発言を翻し、 10月30日にはトーゴ国民は複数政党制を導入するまでに成

熟したという主旨の演説をおこない 34、複数政党制への移行に向けた新憲法起

32 La Nouvelle Marche， No.3313， 1990， p.1. 

33 Degli (1996)， op.cit.， pp.25-27. 

34 La Nouvelle Marche， No.3333， 1990， p.5. 
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案のための憲法審議会を設置して 109名の委員を任命した35。加えて、ピラま

き事件での逮捕者に対する思赦を発表した360

この時期には、 トーゴの民主化を求める「市民社会Jの中核を形成していた

弁護士組織だけでなく、後にそれを補完するようになる学生組織の組織化と再

編が進んでいた。 r民主主義のための青年思考行動グループJ (Groupe de 

reflexion et d'action des jeunes pour la democratie) 、 「民主主義闘

争学生運動J (ドlouverγlentdes etudiants en lutte pour democratie) 、

「トーゴ民主主義闘争大学組織 J (Organisation universitaire de lutte 

pour la democratie au Togo) などの学生組織が結成され、その後これらの

組織は「民主主義闘争学生戦線 (Frontdes etudiants en lutte pour la 

democratie) と「民主主義女性サークル J (Cercle des jeunes filles 

democrates )にまとめら れていった。また「トーゴ青年組織 J

(Association des jeunes togolaise) は、これまで都市型であった民主化

運動の場を地方に浸透させることに貢献し、国民会議の設置を求める運動に参

画していった。

そして、これらの社会諸組織の連携は再編を通じて強まっていった。 1990

年末から、エヤデ、マ体制に対抗できるような「市民社会」組織の大連合の提案

と協議が重ねられ、その結果、 1991年3月14日には 10の代表的な社会組織に

よって構成された「革新連合戦線 J (Front des associations pour le 

renouveau : FAR) が創設された。 FARの代表には、元CNDH委員長でCATR

代表のアボイボが選出され、副代表には民主化要求にもつながる人権運動の中

心的組織であった LTDHの代表で後の民主化移行政府首相となるコフィゴ

(Joseph Kokou Koffigoh) が、報道官には APED代 表 の ガ リ ー (Djovi 

Gally) が選出された 370 トーゴにおける初の「市民社会j 大連合とも言える

FAR~立、 トーゴ社会に対して多大な影響力を持つことになった。 16日に発せ

られた FARによるゼネストの呼びかけの効力は大きく、首都ロメを中心とした

トーゴの経済活動は停止した。加えて、 FARはエヤデマ独裁体制の完全な打倒

を呼びかける集会やデモ行進がおこなわれた。これに対して、エヤデマ大統領

は箪を動員し、武力での事態の沈静化を図った。 LTDHの報告によれば、軍と

の衝突によって4'"'"'8名の死者を出し、さらに軍はアボイボの自宅に火を放っ

35 MTM (1990)， p.3135. 

36 La Nouvelle Marche， No.3320， 1990， p.1. 

37 Agboyibo Yawovi， Combat pour un Togo democratique: Une methode 

po!itique， Karthala， Paris， 1999， pp.80・81.
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しかし、この時点のトーゴでは、もはやこのような伝統的な武力による恐怖

にのみによっては、民主化の空気を押さえつけることはできなくなっていた。

その後、軍によるあからさまな民主化運動への鎮圧行動は、国民会議における

協議の末に設置された民主化移行体制の開始までは起こされなかった。アボイ

ボ代表と FARの参加諸組織の代表はエヤデマ大統領との直接交渉により、政府

とFARと合同で民主化移行を討議する委員会設立の合意を得て、民主化移行の

スタートラインに着くことに成功した。その中で、 FARがゼネストの終結と交

換条件にエヤデマ大統領から引き出した重要な譲歩は、政治犯への全面的思赦、

野党合法化のための法改正、政治の新たな方向性を定めるための反体制側から

200名、 RPTから 200名によって構成される「国民対話フォーラムJ (Forum 

national de dialogue) の開催であった 39。ベナンのように主権を手放すこ

とによる権力構造の崩壊を恐れたエヤデマ大統領は、国家権力を手放すことに

なる国民会議の召集だけには頑強に抵抗したため、 FARも国民フォーラムとい

う形での民主化移行協議に妥協した。そして 1991年4月 12日には、政党法

(Loi 91・04portant charte des partis politiques) の公布によって 24年

ぶりにRPT以外の政党が合法化され、複数政党制が復活することになった。

このように民主化を求める「市民社会J組織の代表として、エヤデマ政権か

ら重要な譲歩を次々と引き出すことに成功し、 トーゴ人の期待を一身に集めて

いたFARであったが、結成からわずか一ヶ月あまりで突然の解消を余儀なくさ

れた。最も大きな原因は、エヤデマ大統領の譲歩によって合法化され、結成さ

れ活動を開始，したばかりの諸政党が、 FARの政治の表舞台からの退場を強く要

求したことによってFAR内に大きな動揺をもたらしたことであった。 FARの目

的は、あくまでも民主化移行の仲介者の役割を果たす事であり、国家権力を獲

得することではなかった。そのため、アボイボ代表は解散を避けるために FAR

の政党化を提案したが、 FAR参加諸組織には受け入れられず、 4月23日には結

局解散を余儀なくされた400

FAR解散の結果、エヤデマ大統領側と「市民社会」との交渉は中断された。

38 Degli (1996)， op.cit.， pp.27・33.

Gaye， Adama Ewane，“Sous le feu de la democratie，" Jeune Afrique Economie， 

N0143， 1991， pp.131-132. 

39 La Nouvelle Marche， 1991， No.33448， pp.1-3. 

40 }eune Afrique Economie， N0143， 1991， pp.136・137. Degli (1996)， op.cit.， 

pp.36・37.
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これは、エヤデマ大統領にとっても痛手であった。エヤデ、マ大統領は、民主化

要求を正面から拒否し続けることよりも、地位と面目を保ちながら、 「名誉あ

る譲歩Jをいかに可能な限り緩やかに行うかということに主たる関心を移し始

めていた。 CNDH委員長を辞任はしたが、アボイボが代表を務める FARは、エ

ヤデマ大統領にとっても組みやすい仲介者でもあった。 FARの解消によって国

家との平和的交渉のパイプを失ったと感じた若者達は、ロメ市内において暴力

的デモを頻発させた。その中でロメ市内の中央部に設置されたエヤデマ将軍の

銅像を取り外そうとした生徒2名が射殺される等、死傷者を出すに至った。ま

た体制側はFARの解散による混乱に乗じて、国民対話フォーラム設置の合意を

反故にしようとさえした。

このような事態に対し、 5月4日には新しく結成された10の政党によって国

民会議召集を目指す野党連合である「野党民主戦線 J (Front de 

I'opposition democratique : FOD) が結成され、 FODを中心として 19の社

会組織、 2の労働組合を加えた「反体制民主連合 J (Collectif de 

I'opposition democratique : COD) 41へと連合が拡大された。

COD (FOD) と政権側との交渉が続けられていたが、国民会議召集に関し

て交渉が決裂したため、 6月6日にはCODの呼びかけによる無期限ゼネストが

おこなわれ、経済だけでなく国家機能も麻揮した。さらに首都ロメをはじめと

して、 COD支持者と体制支持者との間で衝突が繰り返され、圏内は混乱を極

めた。この状況において、事態の収拾を不可能と考えたエヤデマ大統領は国民

会議召集を認めざるを得ず、フランス大使デライ (BrunoDelaye) の協力に

おいて 12日に合意文書(巻末資料7) が結ばれた。

国民会議は6月24日に召集される予定であったが、準備会議の遅延によって

7月8日に延期され、 8月 28日までの 52日間にわたり、これまでのトーゴ政治

の総括と今後の民主化移行の枠組みに関する討議がおこなわれた。国民会議の

召集によってトーゴの民主化移行が始まりを告げた。

4 トーゴの国民会議召集による民主化移行の開始

ベナン、ガボン、コンゴ、ニジエール、マリ、ザイール(現コンゴ民主共和

国)、チャドといったフランス語圏アフリカ諸国と時期を近くしてトーゴにお

41 野党民主戦線 (FOD) は、 24の社会組織を加えて拡大されてCODと名づけられた。

Africa Research Bulfetin (1991)， p.10181. 
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いて召集された国民会議は、長期にわたるエヤデマ権威主義体制を根底から揺

るがした 42。また、国民会議の最も重要な要件である主権の獲得には至らな

かったものの、国民対話のフォーラムという形で「市民社会」と国家との民主

化に関する協議の場がもたらされた国は少なくなかった。その一方で、国民会

議はフランス語圏アフリカに限定された運動ではなかった。召集にまでは至ら

なかったものの、英語圏のナイジエリアなどでは国民会議の召集を求める声が

繰り返し上がってきた43。また、ポルトガノレ語閣のギニアピサオでは、主権の

委譲を伴わない名目的な国民会議が開催された。

国民会議は、会期のはじめの段階でその主権を宣言し、その実効度は各国に

おいて異なるものの、圏内の立法、行政、司法において暫定的に最高権限を有

することを宣言した。その上で、これまでの国家機関である政府、 「国民議

会J (Assemblee Nationale) や現行憲法(トーゴ第三共和国憲法、 1980年

1月公布)を停止して、複数政党制の導入による自由で公正な大統領、議会選

挙を実現させるために、選挙法の改正、新憲法の立案、その真否を問う国民投

票の実施をはじめとする民主化への制度作りをおこなう暫定的統治主体となっ

た。

国民会議の歴史的モチーフは、 18世紀末のフランス革命前後に召集された

「三部会」や「国民公会J (Convention Nationale : 1792"""" 95年) 44に求

42 Eboussi Boulaga， op.cit.， p.15. 

Nwajiaku Kathryn，“The National Conferences in Benin and Togo Revisited，" 

Journal of Modern African Studies， Vo1.32， No.3， 1994， p.429. 

43 Bratton Michael，“Civil Society and Political Transition in Africa，" in 

Harbeson(ed.)， Civil Society and the State in Africa， Lynne Rienner， London， 

1994， p.74. 

Olukoshi Adebayo 0 & Liisa Laakso(eds.)， Cha/lenges to the Nation-State in 

Africa， Nordiska Afrikainstitutet， Uppsala， 1996， p，97. 

Ikelegbe Augustine，“Civil Society: Evidence from Nigeria，" The Journal of 

Modern African Studies， Vo1.39， No.1， 2001， pp.12・13.

44 国民公会に関しては、ソブーノレ，A著小場瀬卓三渡辺淳訳 『フランス革命』 岩波新

書 1952年。 トーゴにおいては、国民会議後の新体制による民主化移行が停滞する中で、

主要野党であるコジョ率いる UTDは、 「国民公会」という言葉を用いて政治集会を開い

た。実際のところは、単なる一政党による政治集会であったが、民主化移行をフランス

革命に擬して圏内外の関心を惹こうとするところにも現れている。 TogoPresse， 

N白3625，le 29 fevrier 1992， p.4. 
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められていた450 国民の利益を代表せず、法の蝶踊、人権侵害、経済破綻を引

き起こしてきた腐敗した権威主義的国家から、国政の権限を国民の代表に委譲

させて、民主化移行の暫定的主体となることを謡って召集されたのが国民会議

であった。国民会議の召集を迎えるわずか数ヶ月前に合法化された政党の多く

は、なんらかの社会組織を母体にしており、この時点においては「市民社会J

と政治社会を明確に線引きすることは難しい。旧体制からは、国民会議が文民

クーデターであると批判が出たように、フランス革命を歴史的モチーフとして

いるだけに、その性格は半革命的であった。

国民会議を召集した各国によって手続きの方法は若干異なるが、国民会議で

ははじめに基本法令を制定する。現行憲法の停止が宣言された後、これが民主

化移行期における暫定的憲法の役割を果たすことになった。国民会議の代表者

は、数百人、時に千人を越え、会期の長期化は国庫に多大な財政的負担を生じ

させた 46。最も会期が短かったのはベナンの 10日間で、最も長かったのはコ

ンゴの 105日間であった47。現在においても民主化の成功例と評価されている

ベナンの会期が最も短かったが、エブシブラガ (Fabien Eboussi-Boulaga) 

がコンゴ の 105日聞は「効果のないおしゃべり J (un bavardage 

inefficace) であった 48と述べたようには、会期の長さとその後の民主化プロ

セスの進展とのマイナスの相関性は一概には指摘できない。コンゴの国民会議

は、外国企業によって握られている石油部門を除いては、その主権は維持され

機能していたという評価もある 490

トーゴでは、 1991年7月16日に採択された国民会議第 1法令(巻末資料9)

において、国民会議召集の理由、国民会議の主権と決議の実効性の宣言、

1980年 1月に公布された前憲法の廃止、 1979年以来、公式行事において演奏

45 Robinson Pearl，“Democratisation: Understanding the Relationship between 

Regime Change and the Culture of Politics，" African Studies Review， Vo1.37， 

No.l， p.329. 

46 国民会議のための予算の多くは臨時予算、フランス、アメリカ、 EUからの支援でまか

なわれた。

47 Eboussi Boulaga， op.cit.， pp.12・13.

48 Ibid.， p.19. 

49 Yengo Patrice，“La Conference nationale congolaise entre contraintes 

economique et fascination du passe: <Ie democratisation piegee>，" in Mappa 

Sophia (ed.)， Developper par la democratie? Karthala， Paris， 1995， pp.339・

343. 
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を禁止されてきた独立当時の国歌「私達の祖先の地j の復活が規定された500

以後、この国民会議第一法令を基本として他の法が整備されていった。中でも

第7法令(巻末資料9) は、民主化移行期における諸政治制度を規定した、民

主化移行期における暫定憲法の役割を果たす最も重要なものであるとともに、

その後の民主化移行体制における分裂の大きな要因ともなった。第7法令では、

民主化移行期における共和国大統領、立法機関である「共和国高等評議会 j

(Haut conseil de la Republique : HCR) 、民主化移行政府及びその首相、

軍といった国民会議閉会後の民主化移行暫定体制における中心的諸機構に関し

て規定されている。エヤデマ大統領は国家元首たる地位は保障されたものの、

その権限は主に外交使節の接受などの儀礼的、象徴的なものに縮小され、政策

の決定、実施に関する権限はHCR、民主化移行政府に委譲させられた51。国民

会議は、エヤデマ大統領の任期を2年短縮して民主化移行後の大統領選挙を繰

り上げて実施すること、さらに圏内外の RPT資産の凍結と国家政党としての

RPT自体の解消を決定し、逃亡を防ぐために RPT党員の海外渡航を禁止した 52。

トーゴの国民会議は 772名53というかなり多数の代表によって構成されてい

たため、国民会議閉会後の民主化移行期における暫定的立法機関として HCR

を創設し、国民会議の会期終了後は立法協議の場が HCRに移された。 HCRの

主な役割は国民会議における決定事項実施の監視、予算審議、新憲法制定のた

めの手続き、大統領・議会選挙の準備と実施、人権をはじめとする法の擁護 54

とされた。 HCRにおける代表79名の構成に関しては国民会議第7法令 17条に

規定されており、 31名の地域代表、 22名の政党関係者、 15名の社会組織、 10

名の社会・職業団体と国民会議議長とされた550 そして、民主化移行政府の長

50前文、 Articles.l，2，3，4，10，Aete NO.1 DU 16 JUILLET 1991， Conference 

Nationale Souveraine， Republique Togolaise. 

51 Article.17-45， Acte NO.7 DU 23 AOUT 1991， Conference Nationale 

Souveraine， Republique Togolaise. 

52 MTM (1991)， p.1971. 

53 国民会議の構成は、大まかなところ社会組織 19.5%、野党 19.5%、RPT8%、公的及

び民問機関49%、箪4%である。代表者の選出方法に不透明さが残り、エヤデマ政権によ

る非難の材料とされた。 Degli(1996)， op.cit.， p.40. 

国民会議の予算は、 5.6億CFAフラン(約9000万円)が計上されたが、実際は8.5億CFA

フランが支出された。 Tete，op.cit.， p.73. 

54 Degli (1996)， op.cit.， pp.185・186.

55 Article.17， Acte NO.7 DU 23 AOUT 1991， Conference Nationale Souveraine， 
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である首相は、国民会議の会期の最後に直接投票によって選出された。

国民会議は、一年以内に第四共和国新憲法を国民投票に問い、複数政党制に

おける自由で公正な大統領、議会選挙を実施して民主化移行を完了させること

を掲げて51日間の会期を閉会した56。

5 民主化移行体制によるトーゴの民主化プロセス

国民会議の会期における最後の仕事は、国民会議閉会後の新たな民主化移行

体制における代表者の選出であった。特に、民主化移行の実行主体となる民主

化移行政府の長である首相の選出は、その後の民主化移行に決定的な影響を与

えることになるために人々の関心は大いに高まっていた。主な民主化移行政府

首相候補であった、コフィゴとニニンピ (LeopoldMessan Gnininvi)との

争いは国民会議に分裂を生み、その後の民主化移行体制においてその溝が拡大

した。大衆から大きな支持を受けていた弁護士出身のコフイゴは、 トーゴにお

ける民主化運動に重要な役割を果たした社会組織ネットワークの中心的組織と

なった LTDHの代表であった。大学教授出身で「アフリカ人民協定 J

(Convention democratique de peu ple africain: CDPA) 党首のニニンピ

との争いの末、コフィゴが民主化移行政府の首相に就いた。国民会議開催当初

のコフィゴ首相への国民の支持は、エヤデマ大統領、 RPTをはるかに凌駕して

おり、エヤデマ体制の崩壊は時間の問題と考えられていた570

しかし、コフイゴは首相就任後まもなくして権力への傾倒を強め、首相選出

を巡って起こった国民会議の分裂をさらに深めることになった 58 国民会議法

令においては、軍の人事権は民主化移行期政府首相に委ねられることになって

いたが、エヤデマ大統領の出身民族であるカピエ (Kaby色)人が8割を占める

軍を、コフィゴ首相は管理下に置くことができなかった。その結果、民主化移

行体制が内部分裂によって弱体化すると共に、国民会議召集の合意後沈静化し

ていた軍による武力介入が再開されることになった。

1991年 10月8日、エヤデマの義兄弟にあたる大統領警備隊長トイ・ニヤシ

ンベ (ToyiGnassingb岳)に率いられた部隊は、コフィゴ首相の娃致を狙つ

Republique Togolaise. 

56 Degli (1996)， op.cit.， p.40. 

57 Africa Confidential， No.24， 1991， pp.4・6.

58 Degli (1996)， op.cit.， pp.66-74. 
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たが失敗した。その後、ラジオ局を占拠し、民主化移行期における諸制度の解

消、軍の人事権に関する首相による任命の無効、さらに民主化移行政府の終了

とエヤデマ大統領の権力回復がラジオで宣言された59。あからさまな軍による

民主化移行潰しの行動に対して、コフィゴ首相を支持する民衆は、エベモグ

(Ekpemog) 60を結成して投石による軍への抗議行動をおこなった610

同月 28日には、 HCRに軍が乱入し、 HCR議長ポジョロ司教(Philippe 

Kpodzro) 以下、コジョ (EdemKodjo) 、アボイボらが位致された。この時、

軍はRPTの党資産凍結という国民会議決定の取消を要求した62。これに対して

HCRは、 11月に入って RPTの解散を再度議決した。国民会議で決議されたの

は、国家政党としてのRPTの解散であったのに対し、 HCRで決議されたものは

組織としてのRPT自体の存続を禁止し、 RPTという名称を用いることすらも禁

止するさらに強硬なものであった。その結果、 RPTと軍の反発を招き、武力行

使を強化させる結果となった。軍はロメ市内に部隊を展開し、市民との衝突に

よって 30人以上の死者を出した。この事態を受け、パリのシャイヨー宮で開催

されていたフランス語圏諸国首脳会議に出席していたコフィゴ首相は急逮トー

ゴに戻り、相互防衛協定に基づいてフランス政府に軍の派遣を要請した630

12月2日、コフィゴ首相が首相官邸において箪によって技致され、またその

際の官邸への戦車による砲撃のために少なくとも 13人の死者を出した。コ

フィゴ首相からの要請により、翌日には隣国ベナンのコトヌにフランス軍が派

遣された640 フランス政府による軍派遣の目的は、表向きにはトーゴ在住のフ

ランス国民の生命と財産を守るためとされたが、実際のところは民主化移行を

武力で妨害し続けているエヤデマ大統領への威嚇と、 トーゴへの介入を試みて

いる隣国ガーナへの牽制が目的であった65。ガーナは、エヤデマ政権との険悪

59 Ibid.， p.110. 

60 Ekpeは南部民族であるミナ語で石を意味する。 mogは西アフリカ経済共同体停戦監視

団(Ecomog) を模した。

61 Jeune Afrique， N01612，1991， pp.22-23. 

62 Africa Confidential， No.23， 1992， pp.4・5.

63 Degli (1996)， op.cit.， pp.110・111.

64 ベノレディエ作戦と呼ばれ、 450名のフランス箪兵士が中央アフリカ共和国とチャドの

フランス軍基地から派兵された。

Andre Dumoulin， La France militaire et L 'Afrique， GRIP-Complexe， Paris， 1997， 

p.123. 

65 Degli (1996)， op.cit.， pp.136・138.
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な関係が続いていたため、ガーナのローリングス議長(JerryRawl ings) は

民主化移行体制を歓迎し、物質的にも支援をおこなっていた。

翌3日のトーゴ国営テレビの臨時放送で、エヤデマ大統領がコフィゴ首相を

伴い、民主化移行政府の一時停止と暫定国民統一政府の設置を宣言した66。こ

の放送は、 トーゴ人に大きな衝撃を与えた。実際には、この放送によって民主

化移行政府が停止されることはなかったとはいえ、暴力に屈してエヤデマ大統

領に伴われてテレビ出演したコフィゴ首相に対する人々の信頼は低下した。そ

して、その後のコフィゴ首相の行動は、明らかに民主化移行政府の首相という

より、エヤデマ大統領の首相というべきものに豹変することになった。弁護士

出身で政治的キャリアのなかったコフィゴは、 1967年以来続いてきたエヤデ

マ体制における伝統的な権力維持の方法である恐怖と富に屈してしまった。首

相就任後、権力への欲求を強めていたコフィゴに対し、エヤデマ大統領は首相

の地位の維持と富と引き換えに民主化移行をなし崩しにする取引に成功した。

これ以後、国民会議によって制限されたエヤデ、マ大統領の権力の回復が始まっ

た。野党は、 HCRでの活動に見切りをつけ、それぞれの政治活動に精力を傾

けるようになったために、民主化移行体制の空洞化が進む一方となった。

このように、機能を減退させていった民主化移行体制は、一年以内に目指し

た民主化移行のための制度化を実現できないでいた。国民会議召集から一年あ

まりを経た 1992年8月、野党側と大統領側との合意によって、民主化移行期

が1992年12月31日まで延長された 67。しかし、民主化移行政府は移行期間の

延長と引き換えに、大幅な譲歩を迫られた。政府の中にRPTの勢力が拡大する

ことになった。 1992年9月の組閣では 19の閣僚のうち、主要ポストである国

防、外務協力、法務、国土公安、通信文化相がRPTによって占められた680 こ

の後、エヤデマ体制への揺り戻し、民主化の形骸化という状況が顕著になって

いった。

民主化移行体制が最後に民主化移行のための公約を実現したのは、第四共和

国新憲法を国民投票によって採択させたことであった。国民投票は、当初の予

定より半年以上遅れて 1992年9月27日に実施され、 98.11%の信任を受けて

承認された。しかし、この時点においては、民主化移行体制の主権はもはや形

骸化していた。国民会議第7法令61条においては、移行期政府首相と共に次回

の大統領選挙から排除されていたエヤデマ大統領であったが、この法令が大統

66 Ibid.， p.114. 

67 Lumieres Noires， No.42， 1996， p.19. 

68 Africa Research Bulletin， 1992， p.10708. 
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領自身によって公布されていなかったことを理由に無効性を主張し69、新憲法

においては大統領選挙に立候補できるようになっていた70。それにとどまらず、

8月に HCRで承認された新憲法案では、大統領選挙に立候補するための軍籍離

脱を定めた条項も、民主化移行期延長の条件のーっとして破棄されていた。

このように、エヤデマ大統領が国民会議前の政治権力を回復していく中、

10月22日には再びHCRのメンバーが軍によって拘束された。 RPT資産の国民

への返還決定に反発したものであった。その後、軍による攻撃によって HCR

のメンバーの多くが国外に逃れる中で会合を開くことすら困難となり、立法機

関としての機能を実質的に停止した。その一方で、エヤデマが背後から指揮す

る軍によるあからさまな民主化移行潰しが国際社会にも知れ渡るに至り、主要

援助国のト}ゴへの援助は停止された 710

民主化移行体制の機能が著しく低下した状況にあって、 1992年7月に再び

結成されたCODnは、無期限ゼネストと国民会議の再召集を呼びかけた。こ

のゼネストは 11月 16日より 100日以上続き、結果として国民生活への深刻な

影響を引き起こしたが、政治的危機をなんら解決することなく終息していった

72 。

首相の地位の維持のみに固執するコフィゴへの不信は決定的になっていたが、

HCRにはコフイゴを解任するすべがなかった 73。その結果、不本意ながらも

HCRはコフィゴ解任のためにエヤデマ大統領に新首相選任を依頼することと

なり、この時点で民主化移行政府、民主化プロセスは事実上エヤデマ大統領の

手中に掌握されることとなった。

1993年 1月6日、民主化移行政府首相コフィゴは自発的にエヤデマ大統領と

共に民主化移行政府の終了を宣言した 74。18日にはエヤデマ大統領によって、

69 }eune Afrique， N01614， 1991， pp.5-7. 

70 1992年4月に公表された第四共和国憲法草案では、国民会議第7法令61条にあるよう

なエヤデマの大統領選挙への立候補禁止定めた条項は外された。

Togo Presse， N03659， le 13 avril 1992: 1 -四， Avant-projet de Constitution de la 

IVe Republique. 

71 フランスを除いて、ドイツ、アメリカ、欧州連合などの主要援助国・機関は、現在に

おいても人権侵害、民主化の停滞を理由にトーゴへの援助の全面再開を見送っている。

72 Degli (1996)， op.cit.， pp.161・170，192. 

73 民主化移行期における暫定的憲法の役割を果たした国民会議第7法令においては、首

相の解任に関する規定がなかった。

74 Degli (1996)， op.cit.， p.184. 
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RPTを中心に組閣がおこなわれ、コフィゴが再度首相に任命された。これは、

民主化のリーダーが独裁者の傘下に入ることを意味し、人々を大きく失望させ

たとともに、今後の民主化プロセスである大統領、議会選挙の実施がエヤデマ

大統領、 RPTの主導下でおこなわれることを意味した。

この後、 1993年8月の大統領選挙、 1994年2月の議会選挙に向けて、エヤ

デマ大統領、 RPT、野党は準備をおこなったが、野党はポスト・エヤデマをめ

ぐってのリーダー争いに明け暮れ、野党側からの統一大統領候補擁立はおろか、

野党間の合同会議を開くことさえ難渋を極めた。

1993年8月に実施された大統領選挙の結果は、野党の分裂とボイコットの

末にエヤデマ大統領が96.49%75の得票率で当選した。しかし、 1994年2月の

国民議会選挙では、 81に増加された議席のうち RPTが35議席 76、野党の革新

行動委員会 (CAR) が36議席、 「トーゴ民主連合J (Union togolaise pour 

la democratie : UTD) が7議席を獲得した。単独過半数政党はなかったもの

の、野党CAR、UTDを併せれば過半数を占めた。しかし、エヤデマ大統領は

国会最大勢力から首相を任命するという原則を無視して、第二野党 UTD党首

のコジョを首相に任命した 77。その後は、コアピタシオン (Cohabitation)

の中で大統領派と首相派で対立し、政治的混乱が続いた780

しかし、国民議会選挙後しばらくして最高裁は選挙不正を理由に、 CAR、

UTD議員に占められていた3議席の無効とその補欠選挙を命じた。これに対し

て、このようなRPTの過半数を回復するためのあからさまな司法操作に反発し

た野党の抵抗によって議会は空転し、政治的空白が続いていたが、 1996年つ

いに補欠選挙が強行され、野党の選挙ボイコットの結果RPTは3議席とも確保

し、 RPT寄りの 2政党の獲得した3議席を加えると 41議席となり過半数を回復

した。それを受けてエヤデマ大統領は、コジョ首相を解任し、 RPTのクノレツェ

(Kwassi Klutse) 計画・地域開発相を新首相に任命して国民会議召集前の権

力を回復した。

75 投票率は36%であった。

76 RPT寄りのUJD(法と民主主義のための連合)が2議席、 CFN(新しい諸力の連合)が

1議席を占めたため、実質的にRPTは38議席を獲得したことになる。

77 Degli (1996)， op.cit.， p.210. 

78 エヤデマ大統領によるコジョの首相任命は、最大野党であったCAR党首のアボイボと

コジョの聞の車L牒を生み、現在での両者の不信感は消えておらず、野党の大連合を妨げ

る一つの要因となっている。
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6 民主化移行体制による民主化プロセスの問題

トーゴにおける国民会議による民主化プロセスは、ベナンとは対照的に典型

的な民主化の挫折例であると評価されてきた。ベナンとトーゴの民主化の明暗

を分けるキーワードとして、 「市民社会Jの成熟ということが議論されてきた。

そこには、成熟した「市民社会J は国家によく抵抗し、国家を監視することが

できるという、前章で議論をおこなったリベラリズムを前提とする「通例」の

「市民社会J論における国家とのこ項対立的見方において分析がおこなわれて

きた。そこでは、トーゴの「市民社会」はエヤデマ政権に対する対抗、監視能

力が弱かったために政権交代までには至らず、エヤデマ大統領は一時的に国民

会議に委譲された権力を取り戻すことができたと説明されてきた790

トーゴの民主化運動の中心的な役割を担う人権組織の一つを率いて国民会議

召集に尽力し、民主化移行政府においてはコフィゴ首相を補佐していた弁護士

のデグリ(Jean-Yaovi Degli) は、 トーゴの国民会議による民主化プロセス

に関して主に 3つの問題を指摘している 800 ひとつめは、国民会議が準備不足

のうちに召集されたことであった。ベナンにおいては、ケレク大統領が国民会

議召集を認めてから国民会議の召集までの2ヶ月間半にわたり、国民会議の代

表枠から協議の内容まで事前に詰めることができ、おおまかな合意に至ってい

た。そのため、ベナンの国民会議は 10日間の会期で終了することができた。

一方、トーゴの場合は、国民会議召集の合意から召集までの時間は2週間しか

なく(さらに2週間延長されたが)、準備期間中に協議されたことは代表枠の

配分にとどまり、国民会議における協議の内容に関しては見切り発車の状態で

召集を迎えた。そのために、国民会議は開始当初から混乱することになった。

トーゴにおける国民会議の協議状況は、 トーゴより約4ヶ月早く国民会議を

召集したコンゴ(プラザピル)に酷似していた。国民会議での協議は、エヤデ

マ体制に対する敵意をむき出しにした険悪な雰囲気の中で進められた。さらに、

準備不足が招いたその後のトーゴの民主化移行に大きな影響を与えたのは、民

主化移行政府の首相選出をめぐる分裂であった。その原因となったのは、民主

化移行期における暫定的憲法の役割を果たす国民会議第7法令であった。第7

法令61条では、民主化移行期の行政執行に関わる者は、新憲法の下での複数

政党体制における、第一回目の大統領選挙には立候補できないことが規定され

79 Heilbrunn (1993)， op.cit.， p.298. 

80 Degli (1996)， op.cit.， pp.97-100. 
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ていた 81。具体的にその対象とされたのは大統領、民主化移行政府首相や閣僚

を指す。この法令は、エヤデマの次回の大統領選挙からの排除が目的であった

ことは明白であるが、次回の選挙で大統領の座を狙っていた有力な政治的リー

ダーが、国民会議によって首相に任命されることを回避しようとしたために首

相選出が混乱した。

2つめは、民主化移行体制におけるリーダーシップの欠知であった。国民会

議議長、後にトICR議長に就任した、カトリック教会の指導者であるポジョロ

司教は、エヤデマ大統領と直接折衝することに対して、権力の座を伺う急進的

な政治家によって妨害された。そのため、ト}ゴはベナンと異なり、国民会議

が国家と社会との仲介者という役割を十分に果たすことができなかった。そこ

には国民会議にまで至る過程でのカトリック教会の果たした役割の小ささに起

因しているとも考えられる。ベナンやコンゴにおいては、国民会議の召集を求

める運動の初期の時点から、教会が先頭に立って運動を支援していた。そのた

め、国民会議の召集にあたって、教会指導者には民主化の推進主体としての十

分な正統性が認められていた。それに対してトーゴの場合は、国民統合の象徴

としての聖職者の国民会議議長としての意味以上の正統性はなく、政治的な指

導力はなかった。それは、 トーゴのカトリック教会が 1970年代以降エヤデマ

大統領と密接な協力関係を保ってきたことが大きく関係している。そのため、

教会は民主化運動においても消極的な対応をとり続けてきた。

さらに、民主化プロセスの最も重要な責任者である民主化移行政府のコフィ

ゴ首相の無能さと権力への執着がトーゴの民主化移行の挫折に決定的な影響を

もたらした。コフィゴは国民会議召集を実現した民主化運動の中心的社会組織

であったLTDHの代表として大衆からも圧倒的な支持を受け、弁護士としてフ

ランスとの強いつながりもあったため、民主化移行政府の首相として期待が高

かったが、国民会議をまとめるどころか、自らの権力志向と暴力への恐怖のた

めに民主化移行体制の分裂をさらに煽る結果となった。国民会議第7法令61条、

1992年の新選挙法によって、次期大統領選への道が完全に閉ざされてしまっ

た82コフィゴは、弁護士としての資質を問われるような法の修正を何度も画策

したが失敗し、最終的に首相の地位の維持、富と引き替えにエヤデマ大統領に

81 Article.61， Acte NO.7 DU 23 AOUT 1991， Conference Nationale Souveraine， 

Republique Togolaise. 

82 当時43歳であったコフィゴは、 1992年4月にHCRによって決定された新選挙法におい

て、 45歳以上という大統領選挙への立候補における年齢制限にも妨げられ、大統領への

道を完全に断たれた。 AfricaResearch Bu/letin， 1992， p.10541. 

98 



取り込まれた。

3つめは、国民会議召集時の経済状況であった。ベナンにおいては、ケレク

政権による 1974年以降のマルクス・レーニン主義の導入、外国資本の締め出

しによる経済破綻を直接の契機として、民主化運動が発生した。外資の締め出

し後の経済を裏から支えてきたナイジエリアとの密貿易も、 1984年のナイ

ジエリアによる国境閉鎖によって滞るようなった。国民会議召集の直前には、

公務員47，000人の給与が未払いの状態にあり、 1980年代後半には公務員のス

トライキが常態化していた心これらの社会経済的不満を吸収する形でベナンの

民主化運動は拡大していった。

それに対してトーゴ経済は、 1980年代に入って苦境を迎えながらもベナン

のような壊滅的な状態には至っていなかった。トーゴも 1974年には、最大の

外貨獲得産業であるリン鉱石の仏系採掘会社、ベナン鉱山トーゴ会社

(CTMB)をはじめ主要産業の国有化をおこなったが、それはマルクス・レー

ニン主義に基づくものではなく、ザイールのモブツ大統領を模倣したアフリカ

的なるものの復興を目指した真正主義に基づいた政策によるものであった。そ

のため、主要産業の一通りの固有化が終了すると、外資を保護しただけでなく、

非関税特別工業地区(フリーゾン)を設けるなど外国企業の積極的な誘致をも

おこなった。さらに、 CTMBの固有化直後にリン鉱石の国際価格が四倍以上に

高騰するという幸運もあった8301980年代に入ってからリン鉱石の輸出が落

ち込み、経済が低迷しているが、自称「熱帯のスイス J (Suisse tropicale) 

としてフランス、ドイツ、 ECからの援助や、構造調整の優等生として国際金

融機関から融資を受け続けることができたため、エヤデ、マ大統領は国家資源と

いうケーキ (gateau national)の分配者であり続けることができた840 その

ためにトーゴにおける民主化運動は、経済セクターからの「市民社会J の成熟

が遅れ、国民的運動に発展しなかったと説明されている。以上が、デグリを初

めとするトーゴの国民会議による民主化プロセスにおける一般的な問題の指摘

である。

しかし、これまでに強調されてきたような国民会議召集前の経済状況と民主

化との聞に決定的な因果関係があったとは考えにくい。なぜなら第四章で検討

をおこなう国民会議を召集した他の仏語圏アフリカ諸国の大半は、ベナンと大

83 Heilbrunn John R，“Commerce， Politics， and Business Association in Benin 

and Togo，" Comparative Politics， Vol.29， No.4， 1997， pp.477・489.

84 Bayart Jean-Francois， L'Etat en Afrique: la Politique du Ventre， Fayart， 

Paris， 1989， p.236. 
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差のない、もしくはそれ以下の経済状態にあったからである。また、ベナンに

おける経済領域を中心とした「市民社会j は、実際のところどの程度民主化を

指向していたのかを考える必要もある。

ベナンでは、国民会議による民主化移行の末、 1991年4月の複数政党制に

おける大統領選挙では元世界銀行理事で国民会議によって設置された民主化移

行政府首相のソグロ (Nicephore50g10) がケレクに勝利した。ソグロは、

世銀、 IMFが推進していた構造調整政策を実行した。構造調整政策は、国民生

活に苦痛を要求するものであったが、ソグロ政権はその対応をとらなかった。

そのことが、 1996年の大統領選では国際社会の予想と期待を裏切り、ソグロ

大統領が国民経済を破綻させ続けてきたケレク前大統領に破れた一つの要因と

なっている。その背景には、ソグロ政権誕生に大きな影響力を行使した「ベナ

ン商業者国民連合J (Union nationale des commercants du B岳nin) とい

う組織が、ソグロ政権の経済政策に強い不満を持ち、ケレク前大統領を支持し

たという皮肉な結果となった 850 民主化を直接的に目標とはしない「市民社

会」によって、結果的に民主化がもたらされるというカスファーの主張86にも

注意を払う必要があるかもしれない。

上記の説明を踏まえた上で、国民会議と民主化との関係において、より根元

的な2点に関して指摘する必要がある。ひとつめは、エスニシティーと「市民

社会 j との関連である。オサガエ (EghosaOsaghae) が、アフリカにおい

て民主化とはエスニシティーが良くマネージメントされている状態である 87と

述べているように、 トーゴにおいては「市民社会J と国家及びRPTとの関係が

南と北、エヴェ人とカピエ人というエスノリージョナルな対立構造と重なって

いた。国民会議は、エヤデマ大統領、軍の権限の剥奪を目指す一方で、エヤデ

マ大統領の出身民族カピエ人が8割を占める軍は国民会議の決定に反発し、民

主化移行期においても武力による民主化潰しを試みていた。 トーゴにおいては、

エヤデマが 1967年 1月の自身2度目のクーデターによって政権を握って以来、

一貫して北部カピエ人が南部エヴェ人を優越するという支配構造が再生産され

てきた。 トーゴにおける「市民社会」にエヴェ人の「正当なる」復権を目指す

という側面があったことは否定できない。そのために、国民会議が全トーゴ人

85 Heilbrunn (1997)， op.cit.， pp.482・483.

86 Kasfir Nelson， Civi/ Society and Democracy in Africa， Frank Cass， London， 

1998， pp.10-11，16，144. 

87 Osaghae Eghosa， Ethnicity and its Management in Africa: The Democratic 

Link， Malthouse Press Limited， Lagos， 1994， p.2. 
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のための国民和解と民主化移行の母体となるという掛け声とは裏腹に、一部の

民族集団による権利回復の道具とされたという側面がある。

2つめは、国家の構造に関連する。 トーゴの国民会議による民主化移行の大

きな弱みは、民主化移行体制の主要メンバーがエヤデマ大統領、 RPTとの関わ

りが深く、エヤデマ大統領に結びっく「リゾーム J88状の人的ネットワークか

ら完全に逃れることができなかったことである。 トゥラボ (Comi M 

Toulabor) は、エヤデマに結びつく支配のあり方を「エヤデマイズム」

(Eyaaemaisme) 89と呼んでいる。

トーゴにおける有力野党政治家の中でも、 UTD党首コジョ (EdemKodjo) 

は1969年に創設された RPTの初代事務総長、外務大臣、アフリカ統一機構の

事務総長を歴任する等、エヤデマ大統領から絶大な信頼を受け続けていた。ま

たCAR党首で、国民会議召集に大きな役割を果たした、市民社会連合FARの代

表であったアボイボ (YaowiAgboyibo) も元RPT所属議員とされ90、またエ

ヤデマ大統領の承認で創設された国家人権委員会 (CNDH) の委員長を務めた

等、エヤデマ大統領からの信任も厚く、長年にわたり密接な関係を保ち続けて

きたとも言われている 910 このため、表面上の対立と同時に、非公式には交流

が続いていると嘱かれることになる。エヤデマ大統領との過去の関係は、野党

指導者としての正統性においてもマイナスに作用し、野党間での足の引っ張り

合いの温床になっている。エヤデ、マ大統領を経由するネットワークは、単なる

政治、経済的関係にとどまらず精神、慣習的構造を再生産している。

このように、 トーゴにおける国民会議システムによる民主化プロセスの問題

を単一の因果関係から説明することは難しいと言わざるを得ない。このように

「市民社会J と民主化との関係は、 トーゴの政治的構造の理解の上ではじめて

意味を持つのであろう。結果的として、 トーゴにおける国民会議以後の民主化

移行体制においては、 「市民社会の制度化j にたどり着く前に、 l 権力闘争の場

と堕し分裂を繰り返した。対エヤデ、マ体制、民主化勢力内における権力争いと

88 ドクルーズ・ジノレ、ガタリ・フエリックス著、豊崎光一訳『リゾーム』朝日出版社、

1977年、 137頁。

89 Toulabor (1986)， op.cit.， pp.133・192.

90 アボイボ本人は、 RPT所属ではなく独立議員であることを主張しているが、 RPTを国

家政党とする一党体制において国会議員になること自体がRPTに所属することになると解

釈されている。

91 Degli (1996)， op.cit.， pp.80-86. 
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いう二重の対立は、現在に通じるトーゴ政治の主たる問題であり続けている。

7 むすびに

本章では、国民会議召集によって開始されたトーゴの民主化プロセスの経緯

を検討してきた。国民会議が開催された前後の時点においては、 「市民社会J

から国家への政治的浸透が最も顕著であり、 トーゴの民主化に関しては可能性

と希望に満ちていた。この時点においては、 「市民社会の制度化Jを通じて政

治社会の再構築と民主主義の定着が目前にあると考えられていた。国民会議と

いう場を通じて、新憲法の制定、公正な選挙制度の確立、民族問調和といった

民主化の制度化が十分に可能と考えられていた。 r市民社会」組織から改編さ

れ、 「市民社会」との紐帯を維持した政党による新たな政治制度の構築による

政治機構レベルでの「市民社会の制度化J、それに伴う「市民社会」組織の参

加者やその周辺の人々と政党との相互作用を通じた政治行動レベルにおける

「市民社会の制度化j によって、民主主義の定着が着実に進むと考えられてい

た時期があった。

しかしながら、トーゴにおける民主化プロセスは、結果的には民主化移行体

制の解消と共に複数政党制は維持されながらも、政党は権力闘争に関心を移し、

母体であった「市民社会J との関係が希薄になったことによって正統性と支持

を減退させ、 1980年代までのエヤデマによる権威主義体制への退行を許す結

果となった。そのため、民主化の成功モデルとされてきたベナンと比較される

に及んでは、 トーゴに対しては民主化の失敗、挫折としての評価が定着してい

る。また、他の国民会議を経験した国々の民主化分析との関連で言えば、先に

説明したように程度の差はあれどもトーゴの国民会議による民主化プロセスは、

国民会議による可能性と問題を併せ持っていたために他国の民主化プロセスを

理解する上でも重要な意味を持っている。

しかし、短期的には民主化の挫折と評価されているものの、独立以来ほとん

どの期間を、軍事政権における政治社会の不在、もしくは一党制における硬直

した状態の下で過ごしてきた、 トーゴを含む多くのアフリカ諸国において、

「市民社会」が中心となった民主化運動によって実現した国民会議による民主

化移行の足跡を無視することはできず、その影響力は現在も続いている。また、

国家の統治が均一に及ばないアフリカ諸国において、社会組織が民主化を目指

して団結して、国民会議という場を形成して民主化移行を主導したことは、現

代アフリカ政治において「下から Jの民主化の可能性を示した。そのために、
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長期的には人々の政治的意識の覚醒をもたらした点で無視できない意味を持っ

と考えられる。

また、国民会議は単なる過去の過程ではなく、一つの思想としてアフリカに

広がってゆきつつある。現在では、フランス語圏諸国以外でも、散発的にでは

あるものの国民会議を求める声が繰り返し上がっている。国民会議を召集した

国においては、その要求はさらに強く、将来において第二次国民会議が起こり

うる可能性は十分にある。その点において、本研究では民主化移行期の再検討

をおこないながらも、 「下からの政治Jによる国家へのアクセスという観点に

おいて、将来のアフリカ政治の展望も視野に入れていると言うことができるの

である。

アフリカにおいて「市民社会」は、プラットンが述べているような実体を伴

わない理論的概念として存在する 92だけではなく、イデオロギー的影響力を有

し、政治主体の行動様式にも影響を与えている。しかし、国家への抵抗という

意味だけにおける「市民社会Jの成熟が、自動的に民主化の進展に直結する訳

ではない93。これまでのアフリカをめぐる「市民社会」の議論においては、国

家への対抗という点に重きが置かれてきたが、国家の機能の不完全さを補完す

るという「市民社会Jの特性が軽視されてはならない。また、国家と「市民社

会Jとの関係は静的な二項対立のみにあるのではなく、両者は動的な関係な関

係の中で推移している。

最後に、 トーゴにおける政治状況は現在のところ停滞していると評価されて

いるが、 「市民社会j からの民主化運動の高まりによって召集された国民会議

によって民主化移行が開始されたことは、人々の心の中にこれまでに存在しな

かった政治的覚醒をもたらした。現在のところ、 1998年6月に実施された複

数政党制への移行後2度目の大統領選挙においても、野党は分裂を繰り返し、

エヤデ、マ政権を延命させた。しかし、このエヤデマ体制への回帰においても、

国家はもはや社会への気配りなくして存続することはできなくなっている。外

見的には権威主義政権への回帰であっても、そのあり方は国民会議前とは閉じ

ではない。 1999年7月、エヤデマ大統領は憲法の三選禁止条項にしたがって

2003年に迎える 2期目の任期終了をもって 1967年以来維持してきた権力の座

から退くことを宣言した。その後、各政党によるエヤデマ後をめぐっての動き

92 Bratton (1994)， op.citリ p.S7.

93 Lewis Peter M，“Civil Society， Political Society， and Democratic Failure in 

Nigeria，" in Marina Ottaway(ed.)， Democracy in Africa: The Hard Road Ahead， 

Lynne Rienner， Boulder， 1997， pp.143-144. 
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が急速に活発化している 940 エヤデ、マ後の権力という「絵に描いた餅j を奪い

合う、政争に明け暮れる政党に対して、 「市民社会の制度化」を通じた政治社

会の再変容が民主化の再展開のために求められている。

94 しかし、エヤデマ政権の存続を望む、与党RPTはエヤデマ大統領の続投のための第四

共和国憲法の修正を試みようとしている。

岩田拓夫「ロメ合意とトーゴにおける複数政党制の展望J W 月刊アフリカ~ 1999年 11月

号 4・8頁。岩田拓夫「ロメ合意後のトーゴの政治状況J W 月刊アフリカ~ 2001年12月号、

4・8頁。
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第四章「国民会議による民主化プロセスの比較」

1 はじめに

本章では、国民会議の召集によって民主化プロセスが開始された 8か国に関

する比較分析を通じて国民会議のアフリカの民主化プロセスにおける意味と問

題を検討する。そして、国民会議によって開始されたアフリカの民主化移行に

関する比較分析を通じて、民主化移行期以後、現在にまで至るアフリカの政治

的閉塞・混乱状況をもたらしてきた要因を検討する。 1990年代後半以降、多

くのアフリカ諸国においては民主化の停滞もしくは権威主義政権への回帰と称

される状況にあるが、その兆しは既に民主化移行期に顕在化していた。そこで、

現在のアフリカ政治の問題を考えるにあたっても、民主化移行期の再検討、中

でも下からの民主化の実験場となった国民会議に関して議論することは重要な

意味を持っている。

しかしながら、序章で述べたように、これまでの日本のアフリカ政治研究に

おいては国民会議に関して積極的な研究がおこなわれて来なかった。一方、，ア

フリカ、欧米諸国においては比較的盛んに研究がおこなわれてきた。特に、国

民会議が召集されたフランス語圏アフリカ諸国の旧宗主国であり、思想的、文

化的にもつながりが深いフランスにおいては盛んに国民会議研究がおこなわれ

てきた。国際的なアフリカ政治研究状況に照らして見た場合、国民会議を実証

的研究対象とすること自体はそれほど目新しいものではない。しかし、アフリ

カ全体の民主化の成功例として現在でも語られる数少ない国のひとつであるべ

ナンに研究が集中しており、トーゴや、ニジエールの国民会議を単独に扱った

本格的な研究は、現在のところ国際的にも多くは見られない。

ベナンにおいて初めて国民会議が召集されてから 10年以上を経たが、国民

会議は国別の民主化研究において一つの通過点として取り上げられてきたに過

ぎず、現代アフリカ政治において持つ重要性に比してこれまでに十分な考察が

おこなわれてきたとは言い難い研究状況にある。比較研究という観点において
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も、民主化の成功例としてのベナンと他の挫折したと評価されている固との二

カ国の比較研究が若干見られる程度であり、比較を通じてアフリカ全般の民主

化プロセスにおける国民会議自体の意味を提示するまでには至っていない。

上記のような問題意識、先行研究状況において、本章ではアフリカの民主化

プロセスにおける国民会議の意味と問題点に関して、理念的モデ、ルによる 8か

国の比較研究を通して検討する。加えて、「市民社会の制度化」という本研究に

おけるアプローチとの関連を念頭に入れながら比較研究をおこない、国民会議

自体がアフリカの民主化プロセスにおいてどのような意味を持っていたのかを

考察する。

以下では、はじめに国民会議に関して紹介し、次に国民会議によって開始さ

れた民主化プロセスを比較分析するための理念的分析モデルに関して検討する。

その後、国民会議によって民主化移行が開始された 8カ国に関する比較研究を

おこなっていく。

2 国民会議とは何か。

「市民社会の制度化」というアプローチからアフリカの民主化プロセスの再

検討をおこない、今後のアフリカ政治を展望することを最終的な目標としてい

る本研究において、暫定的な民主化移行主体としての国民会議を実証的検討の

舞台として議論を進めていく必要性がどこにあるのだろうか。この問いかけは、

国民会議召集によって民主化移行が開始された国と、国民会議を経ることなし

に民主化移行を開始した他の大部分のアフリカ諸国との聞における民主化プロ

セスとの聞にはどのような違いがあり、国民会議による民主化プロセスを議論

することがアフリカ全体の民主化プロセスを理解するにおいてどのような意味

を持っているのかということに関係している。

この問いかけに対しては、序章で検討した「市民社会の制度化」における政

治機構と政治行動に関する 2つの側面から回答をすることができる。政治機構

面において国民会議とは、「市民社会」組織やその民主化運動の結果として合法

化された野党を中心にした民主化勢力が国政の最高権限を獲得し、民主化移行

の暫定的実行主体となったことであった。この点は、国民会議を経ることなし

に権威主義的な指導者の権力が維持された状態で民主化移行開始された他のア

フリカ諸国とは決定的に異なっていた点であり、制度的変革という点において

国民会議が注目された。政治行動面においては、「市民社会」の主導において権

力の移動を伴う民主化プロセスを実現した国民会議は、アフリカ人の政治意識
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に重要な影響を与えた。ベナンにおいて初めて国民会議が召集されてから 10

年以上を経た現在においても、いまだに国民会議への回顧と新たな国民会議の

召集を望む声は途絶えることがない。また、その声は本章での比較検討の場と

するフランス語圏アフリカ諸国にとどまるものではない。

国民会議は、約 10年前の民主化移行期において重要な意味を持っているだ

けでなく、現在においてもアフリカの人々の政治意識において影響力を持つも

のであり、過去の検証だけでなく今後のアフリカの民主化の展望を視野に入れ

ている本研究の目的において双肩することのない研究対象となっている。また、

現在のアフリカ全般における民主化移行期以降の権力の流動化と社会変動を理

解する上でも、国民会議は極めて重要な考察対象なのである。

次に国民会議の構成と性質に関して説明する。国民会議は、知識人組織、学

生組織、弁護士組織、労働組合、宗教組織、 NGO、商工業組織、農民組織、女

性組織、公務員組織といった社会組織と、合法化された政党の代表者によって

召集され、「全体会議J(Assemblee pleni色re) において宣言された国民会議

の正式名称は、「主権を有した国民会議 J (Conference Nationa le 

Souveraine) (下線は筆者)とされた。名称の通り、国民会議は国内領域にお

ける最高権限を有し、それまでの憲法や、「国民議会 J (Assem blee 

Nationale)、政府という国家機関を停止して、民主化移行のための暫定的統治

主体となることを宣言した。

序章でも触れた通り、国民会議はフランス革命前後に召集された「三部会J

(Etats 9釘，eraux) や「国民公会J(Convention Nationale) 1を歴史的なモ

チーフとしたえフランスとアフリカの融合を意味する「フランサフリック J

(francafrique) というフランス語の造語が形容する通り、近代以降のフラン

スと歴史、文化を共有し、第二次世界大戦中にはドゴール (Charlesde Gaulle) 

の「自由フランス J (France libre)を支えたフランス語圏諸国で国民会議が召

集されたことは歴史的なつながりを感じさせる。さらに、国民会議が召集され

た時期はフランス革命から約 200年後に相当していたことから、国民会議によ

る民主化移行がフランス革命にもなぞられて語られたと

1 河野健二『フランス革命』河出書房、 1969年、 57・68、101-219頁。

2 フランス政府は、 89年 12月にケレク大統領に送った 8項目にわたる内密文書の中で、

国民公会または三部会に相当する会議の召集を求め、その開催のための財政的支援の用意

があることを示していた。
Noudjenoume Philippe， La Democratie au Benin 1988・1993:Bilan et 
Perspectives， Harmattan， Paris， 1999， pp.145-146， pp.373-374 . 
.:l Robinson Pearl T，“Democratization: Understanding the Relationship Between 
Regime Change and the Culture of Politics，" African Studies Review， Vol.37， 
No.1， 1994， p.329. 
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また、国民会議はフランス語圏諸国に限定されて開催されたのではなく、ギ

ニアピサオでは名目的に召集され4、ケニア、ナイジエリアでも国民会議召集の

要求が起こっていたえまた、 20カ国を越えるフランス語圏諸国の全てにおい

て国民会議が召集されたのではなく、要求をしながらも召集にまで至らなかっ

た国や、部分的に実現されたにとどまった国6が大半を占めていた。

国民会議は、非国家的領域が現行の国家機関から主権を委譲させ、民主化移

行期における暫定的統治主体となったという経緯から、旧体制側からは「文民

クーデターJ (Coup d'etat civil)と非難されたが7、そのように言い切れない

のは民主化移行期間中における大統領の地位は維持されたことであった。しか

しながら、国民会議会期中、及びその後の民主化移行期においては基本的に大

統領の職域は、条約への署名、外交使節の接受、軍の統帥者という儀礼的なも

のに縮小された上に、職務の実施は国民会議の決定、指示に従うものと規定さ

れた。また軍の人事権は国民会議によって設置された民主化移行政府の首相に

置かれた80

しかし、国民会議召集によって民主化プロセスが開始された各国における政治的

展開は一様ではなかった。このような多様性が、国民会議に対する理解を暖昧なも

のにとどめている原因のーっとなっている。そこで本章では、民主化プロセスにお

ける国民会議のイメージを明確にするための比較研究をおこなう。国民会議によっ

て民主化プロセスが開始されたベナン、コンゴ(プラザピノレ)、ガボン、マリ、ニ

4 ギニアビサオの国民会議は、政権党 PAIGCが 350名の文民(大部分が政府系企業の代

表)を招いて、複数政党制への移行を協議したフォーラムにとどまった。

Marches tropicaux et mediterraneens (MTM) ， 1990， p.2873. 
!> Eboussi Boulaga Fabien， Les Conferences Nationales en Afrique Noirei Une 
affaire a suivre， Karthala， Paris， 1993， p.15. 
6 ブルキナファソでは、国民会議召集の要求はコンパオレ大統領によって拒否され、国家

権力の移動を伴わない国民和解フォーラムという枠組みで政府と交渉を続けた。カメノレー

ンでは、ビヤ大統領によって国民会議召集の要求が拒否され、政府、野党、市民社会によ

る三者協議によって民主化移行に関する協議が行われた。コモロでは、 24の政党によっ

て新憲法に関する協議が行われた。ギニアでは、 46の政党によって要求されていた国民

会議はコンテ大統領によって拒否された。モーリタニアでは、タヤ大統領は新憲法の国民

投票実施を発表した際に国民会議召集を拒否した。中央アフリカ共和国では、国民大協議

が開催されたが国民会議の主旨からはほど遠く、多くの組織がボイコットし、首都パンギ

は暴力で満たされた。マダガスカルでは、 16の政党と労働組合連合と政府との合意によ

って民主化移行期が始まり、新憲法案を協議するための国民フォーラムが開催された。

Du Bois de Gaudusson Jean， Geraed Conac， Christine Desouches (eds.)， Les 
Constitutions africaines publiees en langue francaise， Tome 1(1997)， Tome 
2(1998)， Documentation Francaise， Paris. 
Baniafouna Calixte， Congo: Democratie， Harmattan， Paris， 1995， pp.51・55.
7 Buijtenhuijs Robert， La Conference Nationale Souveraine du Tchad， Karthala， 
Paris， 1993， pp.61・62.
8 コンゴでは、民主化移行政府首相に軍の統帥権が与えられ、軍の改編にも着手した。

Baniafouna， op.cit.， pp.51・55.
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ジエール、チャド、 トーゴ、ザイール(現コンゴ民主共和国) 9の8カ国を比較分

析の対象とする。

本章における比較研究対象国選定の基準は、国民会議という名称を用いているこ

と、権力の移動を伴う民主化移行期における暫定的統治主体として圏内領域におけ

る主権を体現する旨の宣言おこなったことの2つの条件を共に満たしている固と

した。この分類によって直接の検討の対象とはならない国が出てくるが、本章での

議論はそれらの国に対しても準用することができると考えている。

国民会議は、長期にわたって続いてきた権威主義体制を揺るがした。国民会

議は、概ね一年前後と定めた民主化移行期間中に新憲法の立案、その可否を問

う国民投票の実施、選挙法改正をはじめとする民主化への政治制度改革をおこ

なった上で、国政選挙を実施してその役割を全うすることを宣言した。前体制

における国家機関を次々と解消もしくは停止した国民会議は、民主化移行期に

おいて暫定的に憲法に代わる「国民会議法令 J (L'Acte de Conference 

Nationale) 10を制定した。国民会議の全体会議の代表者は数百人から二千人

以上にも及び、会期の長期化は深刻な財政的負担を生じさせた 110

会期の最後に、国民会議は閉会後の民主化移行体制を構成する暫定的統治機

関を設置した(図 5)。国民会議法令によって停止された政府に代わる「民主化

移行政府J (Gouvernement de la transition) を設置し、民主化プロセスの

監督者として首相を選出した。さらに暫定的立法機関として「共和国高等評議

会J(Haut conseil de la Republique: HCR) 12を設置し、その代表者と共和

国高等評議会議長を選出した。 HCRは新憲法案の作成、選挙法の改正、さらに

民主化移行政府及び選挙の監督を主要な任務とした。

国民会議の会期が最も短かったのはベナンの 10日間で、長かったのはコン

ゴの 105日間であった 130民主化の評価が高いベナンの会期が最も短かったが、

会期の長さと民主化の行方との関連は単純には指摘できない。また、第三章で

9 1997年のモブツ政権の崩壊後、権力を掌握したカビラ (LaurentDesire Kabila)はコ

ンゴ民主共和国と国名を改称したが、コンゴ共和国(プラザピル)との混同を避けること

と、本研究で扱う時期はモブツ政権時代であることから、特に断りのない限りはザイール

という旧称を用いている。
10 コンゴでは「移行期における基本法J(Acte fondamental pour la periode de la 
transition politique du 4 juin 1991.) が暫定的憲法の役割を果たした。

11 Eboωsi Boulaga， op.cit.， p.13. 
以ベナン、ニジェーノレ、トーゴ、ザイールにおいては、 HautConseil de la Republique、
チャドにおいては、 Conseilsuperieur de la transition、またコンゴにおいては、 Conseil
superieur de la Republiqueと、国によって呼称は若干異なっている。ガボンとマリで

は暫定的立法機関を設けることがなかった。
13 ザイーノレの場合は、期間としては通算 408日と最長であるが、幾度となく中断された

ことや協議が止まっていた時期も多かったために、単純に会期日数で比較することが難し

いという側面がある。
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指摘した通り、コンゴの 105日間が「効果のないおしゃべり J (bavardage 

inefficace) 14に終始していたとも単純に言い切れない面もある。しかしなが

ら、会期に要した時聞が短かったということは、国民会議召集までに十分な準

備協議が行われていたこと、国民会議内における対立や混乱による協議の遅延

が比較的少なかったという民主化プロセスにとってポジティブな要素が存在し

たと考えられる。

次節では、国民会議による民主化プロセスを比較分析するための理念的モデ

ルに関して検討する。

<図 5:民主化移行体制> 一ーー一ーーー
- ‘・・〆 、、

¥ -t士会組織&新政党、
‘..- '" --

|国民会議召 集 | 

j…大・.さ;統..蔚噴l佐制維之持…)…….(主;権移議 <国 民 会 議 > (全体会議)

憲法(停止) E3 |国民会総縫長| (目的)・民主化移行のための制度作り

i議会(停 止 ilL.)I 全体会灘| ・法に基づく統治の実現

;政府(停止) |専門委員会| ・人権擁護 ・経済改革 等
-・

・・
-・・
-、..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.............. 

<暫定的行政機関> 可~ (会期終了後)可~ < 暫 定 的 立 法機関>

(監督) < 民 主 化移行期政府> II <共和国高等評議会>

r----l一一 回 (目的) 固 (目的)

: 軍 ; 匝亙 ・移行期期間中の行政運営 陣平議会代表|・新憲法、選挙法立案

(中立化 同僚機構卜選挙実施 等 !専門委員会 卜移行期政府・選挙監視

(出典)筆者作成

14 Eboussi Boulaga， op.cit.， p.19. 
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3 比較分析のための理念的モデルに関して

国民会議召集によって開始された 8カ国における民主化プロセスに関する比

較分析をおこなうための理念的モデルに関して検討する。本章では国民会議に

よる民主化プロセスの行く末に大きな影響を与えたと考えられる以下の 4つの

要素に注目して検討する。

本章で検討する国民会議による民主化プロセスを分析するための理念的モデ

ルを構成する要素は、国民会議における①主権の実効性、②社会組織との関係、

③非排除性、④団結性である。これら 4つの要素の組み合わせによる理念的モ

デルを通じて国民会議によって開始された民主化プロセスの比較分析をおこな

っていく。

尤も、国民会議による民主化プロセスの行く末は、これら上記の 4要素以外

の要素との複雑な重なり合いの中で生じた結果であったため、限定された 4要

素によって構成される理念的モデルによる比較分析及びその評価には限界があ

る。しかしながら、 8カ国もの国民会議による民主化プロセスの比較をおこな

おうとすれば、ある一定の基準を示した上で分析をおこなうことも必要である。

そこで、なぜこれらの 4つの要素が国民会議による民主化プロセスに重要な影

響を与えたのかということに関して説明する。

①主権の実効性:国民会議は、現行の政治制度を停止した上で独自の暫定的

制度を設置して民主化移行期を統治していこうとするところに政治機構面にお

ける特徴がある。国民会議は圏内における最高権限を有し、圏外における国家

主権を体現していることを宣言したが、その主権の程度が国民会議以降の民主

化移行体制の統治能力に直結した。国民会議の主権が宣言だけに終わり実効的

でない場合には、旧来の政権との二重統治の状態で民主化を推し進める力と民

主化を遅らせようとする力が相殺されて政治的停滞が起こるか、大統領主導の

形式的な国民会議の開催によって何ら変革がもたらされないという状況が生じ

た。このように、国民会議における主権の実効性は民主化実行能力における制

度面での重要な要素となった。

②社会組織との関係.'国民会議においては、その召集に至るまでの民主化運

動の中心的な推進者であり、国民会議における討議の代表者ともなった「市民

社会」諸組織との関係が、国民会議によって設置された暫定的統治体制の正統

性と人々の支持を左右する要素となった。国民会議が召集された時点において

は、「市民社会」からの民主化運動の結果として誕生したばかりの政党に対する

正統性と人々の支持は限定的なものであった。また、これらの政党自体もなん
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らかの社会組織を母体としていた場合が多かったために、結成されて間もない

政党だけによって構成される国民会議・民主化移行体制は国民的な支持を維持

するには非力であった。そのために、社会組織の国民会議への直接的な参加の

度合いは、民主化移行期における暫定的統治主体としての正統性と国民的な支

持に関わる重要な要素となった。

③非排除性:国民会議は民主化移行を実現するために前体制から権力を委譲

させることを求めたが、その最終的な目標は前体制指導層の排除ではなかった。

国民会議には、全国民の代表によって民主化を実施するための協議の場として

前体制関係者、軍からの代表枠も設けられており、新しい民主的な政治体制に

踏み出すための国民和解を実現するための場となることも期待されていた。し

かし、国民会議は積年の抑圧に対する怒りが爆発し、前体制に対する敵意に満

ちた裁きの場に陥る危険性が高かった。前体制に対する排除性が強い場合、国

民会議を通して新たな抑圧関係が生じることになり、真っ先にその矛先が向け

られた軍が武力で民主化移行を妨害する行動に出ることにつながった。そのた

めに、非排除性は国民会議及びそれ以降の民主化移行に関わる者の民主的な行

動を左右する政治行動に関わる重要な要素となった。

④団結性:国民会議は、様々な社会領域、政党の代表者から構成されている

ために、それぞれの組織が個別に主張するところは一様ではなかった。そして、

国民会議も通常の政治的な場と同様に権力闘争の場でもあった。国民会議が召

集された時点において、すでに民主化移行後を脱んだ政治的影響力をめぐる競

争が、政党を中心に繰り広げられ始めていたために、政党聞における権力争い

と共に、非政治組織においては各組織の利益の主張が繰り返され、民主化移行

主体としての国民会議全体の方向性を維持することは容易ではなかった。そこ

で、国民会議の団結性は国民会議参加者における最大の共通テーマであった民

主化への意識を測る上で重要な要素となった。

国民会議による民主化プロセスの理念的モデルは、本研究の分析アプローチ

である「市民社会の制度化」という観点に深く関わっている。序章において検

討したように、アフリカの民主化分析アプローチとしての「市民社会の制度化J

は大きく 2つの側面に区別することができる。政治機構に関わるフォーマルな

側面と、政治行動に関わるインフォーマルな側面である。先に挙げた国民会議

による民主化プロセスに重大な影響を与えた 4つの要素に関して、「市民社会

の制度化」の 2側面の観点から大まかに区別して考えてみる。

前述の 4要素の特徴から、①主権の実効性と②社会組織との関係は「市民社

会の制度化」における政治機構の側面との関連性がより強いと分類することが

できる。①の国民会議が「主権を有した国民会議」と宣言した主権の実効性の
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度合いが、暫定的統治主体としての制度的強度に直結する。②の社会組織との

関係は、前体制を停止して新たな政治的枠組みの構築を目指した政治制度的に

は踊(さなぎ)のような状態の国民会議において、政党だけでなく国民会議の

召集に大きく貢献した「市民社会」が直接政治アリーナに参入していくかどう

かに、国民会議という暫定的統治制度に対する民主化移行能力と正統性が左右

された。

次に、③の非排除性と④の団結性は、「市民社会の制度化」における政治行動

との関連性がより強いと分類することができる。③の非排除性は、暫定的統治

主体として民主化の基盤としての国民和解を目指した国民会議にとって、前体

制側からの代表を排除しないことは、国民会議を通じた対話による新たな政治

文化の形成、より民主的な政治行動を実現するための条件であった。④の団結

性は、民主化移行後を脱んだ権力闘争の場と化しつつあった国民会議において、

民主化移行主体としての最低限の団結と協力は、民主化を実現させようという

民主化実現への意思に関わるものであった。

このように、上記の 4つの要素は国民会議によって開始された民主化プロセ

スを比較する上で重要なものであった。これら 4要素を図式化すると図 6のよ

うな国民会議を通じたアフリカの民主化移行の理念的モデルとなる。

<図 6:国民会議による民主化移行の理念的モデル>

①主権の実効性 ③非排除性

国民会議の

政治機構面の強度

②社会組織との関係

(出典)筆者作成

国民会織の

政治行動面の強度

④団結性

尤も、国民会議によって開始された民主化プロセスの比較分析にあたって、
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このような理念的モデ、ノレを設定することに対する異論の余地は十二分にある。

まず、前述の 4要素の選定に対する疑問、また図 6のように理念的モデルを構

成する 4つの要素を、政治機構面、政治行動面において単純に区別して考える

ことに対する問題を指摘することが可能であろう。しかしながら、本章ではあ

る一定の基準において、「市民社会の制度化Jに関連する要素によって構成され

る国民会議の理念的モデルを通して、 8カ国に関する国民会議による民主化プ

ロセスの比較分析を試みることを目的としており、分析モデルとしての問題点

は認識しつつも、モデノレを用いて比較研究をおこなうことによって得られる理

解を優先している。

そこで、国民会議による民主化移行の理念的モデルの 4要素を、図 6で示し

た「市民社会の制度化」の 2側面を合成して図式化すると図 7のようになる。

この図においては、右上隅に近づくほど政治機構面、政治行動面において民主

化移行が共に進展していると評価されることになる。

次節では、実際の国民会議による民主化プロセスの比較分析をおこなってい

く。

<図 7: r市民社会の制度化 j と国民会議による民主化移行>

政治機構面の制度化

民主化移行ベクトル

①-@ 

①②  

③④  

政治行動面の

制度化

(出典)筆者作成

4 各国における国民会議召集による民主化移行

国民会議によって民主化プロセスが開始されたアフリカ諸国においては、 フ

ランスとの関わりが深かったという歴史的共通点と、 大統領の権限が強化され
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たフランス第五共和国憲法を踏襲している国がほとんどであるという制度的共

通点を有している。これらの諸国においては、ザ、イールを除いてフランスの植

民地統治を経験した結果としての文化的、歴史的共通点、国民会議以前におけ

る軍事クーデターと軍を中心とした独裁的な体制の繰り返しによる政治的不安

定さを経験してきたという独立後の政治史における共通点、そして国民会議が

経済政策に対して無策であった 15という政策面での共通点があった160

しかし、これらの国々における国民会議召集までの過程、国民会議による民

主化プロセスのあり方は一様でなく、本章では比較を通して 1990年代のアフ

リカの民主化における国民会議の意味を浮き彫りにしていきたい。以下では、

国民会議を召集した各国における民主化プロセスを簡単に整理する。

<表 1:国民会議を召集したアフリカ諸国における民主化移行状況>

Benin Gabon Congo Tog。 Mali Niger Zaire Tchad 

召集時期 90/2/19 90/3/23 91/2/25 91/7/8 91/7/25 91/7/29 91/8/7 93/1/15 

会期期間{日数) 10 28 105 52 17 98 408 83 

代表者数 524 2，000 1，100 772 1，100 1，204 2，796 1097 

本HCRの人数 27 紋置せず 153 77 段置せず 15 455 57 

召集時の主権 国民会議 大統領 国民会犠 国民会議 国民会議 国民会機 一重権力 大統領

移行期間中の軍 中立 中立 中立 大統領側 指導的 中立 大統領側 大統領側

移行期間(月数) 12 6 11 25 9 19 。 41 

移行後の選挙に アリ ナシ アリ ナシ アリ アリ 選挙なし ナシ

よる政権交代

15 Eboussi Boulaga， op.cit.， p.149. Buijtenhui， op.cit.， pp.193・194.
Baniafouna， op.citリ p.272.
lb 自由主義経済と構造調整政策の推進という明確な経済政策を打ち出し、実施を試みたの

はベナンだけであった。厳しい財政状況の下、国民会議の開催がさらなる財政的負担を強
いた(国民会議開催のための予算の大部分は、国民会議の代表者への旅費、滞在費、警備

等の運営費に充てられた。最も国民会議の会期の長かったコンゴでは-20億 CFAフラン(約

8億円)が支出された。)にもかかわらず、国民会議の協議の遅れと杜撰な運営、浪費(国

民会議による需要に便乗した関連業者による水増し請求が横行した。 トーゴにおいては、
コフィゴ首相の周辺での請求書の水増し、架空の請求書が出されていた(Degli1996:70)。
その結果、国民会議の予算の多くが民主化移行の協議以前の段階で使い果たされてしまっ

ていた CBuijtenhuijs1993:88-89)。さらに、国民会議は国民の支持獲得のために財政

能力を無視して総花的な政策を掲げた CDegli 1996: 104) ために支出が拡大する一方で
あった。国民会議予算の多くは外国からの援助によって賄われていた。欧米ドナー諸国に

おいては、国民会議は政治的民主化をもたらすものとして歓迎され、フランス、アメリカ

を中心に積極的に国民会議への財政的支援がおこなわれた。
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本HCRは、チャドでCST(Conseil superiuer de la transition:移行期における最高評議会)、

コンゴではCSR(Conseil superiuer de la Republique :共和国最高評議会)と称されてい

る。(出典)各種資料より筆者作成

4.1 ベナン

6度の軍事クーデター、大統領輪番制 17を経た後、 1972年にケレク (Mathieu

Kerekou) 少佐が権力を掌握した。 1974年に国家教義としてマルクス=レー

ニン主義(以下、 M-L主義)を導入し、 fベナン人民革命党J(PRPB)による一党

体制を確立した。しかし、経済危機によって 1980年代後半には抗議運動が頻

発し、やがて運動は政治化していった。 1989年末には、ケレク大統領は M-L

主義の放棄と PRPBの国家政党としての役割の終了を決定し、アフリカ諸国に

おいて初めてとなる国民会議召集を認めた。

歴代大統領及び「賢人Jに 30、労働組合に 34、各政党及び政治団体に 117、

現政府から 22、革命議会(国会)から 13、軍から 21、在外ベナン人の代表に

25、大学関係者に 14、農工業従事者に 86、専門組織に 47、地域振興組織に

70の代表、計 524名に国民会議代表が配分されたが、 PRPBから 15名の代表

を出すことには強い反発があった。

1990年 2月、アフリカ諸国初の国民会議が召集され、ドゥ・スーザ大司教

(M9r Isidore de 50uza) が国民会議議長に選出された。国民会議は、主権を

宣言し、憲法を廃止し 18、27名によって構成された暫定的立法機関である共和

国高等評議会 (HCR)、民主化移行政府を創設した。移行政府首相には、元世

界銀行理事のソグロ (Nicephore50g10) が選出された。民主化移行期間中の

ケレク大統領の地位は維持されたが、職権は儀礼的なものに縮小された 19。

国民会議後も厳しい経済状況は続き、民主化移行政府に対してもデモが頻発

した200新憲法は 12月の国民投票において 93.29%の支持を受けて承認され、

第七共和国憲法として公布された。新憲法承認を受けて、 1991年 2月には議

会選挙が、 2月には大統領選挙が実施され、ソグロが二次選挙の末にケレク大

17 クーデターのくり返しは、内戦の一歩手前の状況を生み出した。独立以来一度も平和裡

に政権交代を実現したことがなかったベナンでは、妥協策として対立する三つの地域、民

族を代表するグループから二年交代で大統領を選出するという大統領輪番制が 1970年に

導入され、 1972年に初めて武力を伴わずに大統領が交代した。しかし、直後にケレク少

佐によるクーデターによって政権が奪取された。
18 MTM (1990)， p.627. 
19 Article 14， Loi constitutionelle N090・22du13 aout 1990， portant 
organization des pouvoirs durant la periode de transition， Republique du 
Benin. 
20 MTM (1990)， p.823， p.1165. 
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統領を破って当選した 21。ソグロ大統領への国際社会の期待は大きかったが、

構造調整政策実施に対する労働組合からの反対は根強く、議会ではソグロ大統

領は不安定な政権運営を強いられた220 アフリカ諸国に民主化を要求したこと

で有名なミッテラン大統領の「ラボール宣言Jと呼ばれる演説では民主化の手

本として示されていたベナンであったがお、 1996年の大統領選挙ではケレク

前大統領が返り咲き国際社会を驚かせた。

4.2 ガボン

ムパ大統領の死去によって憲法規定に従って副大統領から昇格したボンゴ

(Omar Bongo)大統領は、 1968年以降「ガボン民主党J(PDG) による一党

体制を確立したが、 1980年代以降の抗議運動の高まりに対して一党制の見直

しを唱えざるを得なくなった。 1990年 2月、ボンゴ大統領は国家政党 PDGの

大衆政党としての「ガボン社会民主連合J(RSDG) への改組を発表した 24。し

かし、社会組織の政治参加への要求が拡大し、「国民再建運動J (MORENA) の

アベソレ (paulM'ba Abesole) 代表は国民会議召集を呼びかけた。

1990年 3月、ボンゴ大統領の主導で 73の政治団体、 98の社会・労働者団

体、 20の NGO、5の宗教団体と RSDG(PDG)によって構成された 2000名の

代表において国民会議が召集された。しかし、国民会議への参加は政府の承認

を得た組織に限定された250

国民会議は、 5年聞かけて民主化移行を実施するという大統領案を否決した

ため、ボンゴ大統領は複数政党制への即座の移行を正式に発表した。しかし、

ボンゴ大統領の職権は国民会議に委譲されることはほとんどなく、任期も短縮

されなかった。国民会議では新憲法に関する協議すらおこなわれず、国民議会

において現行憲法から国家政党としての PDGに関する規定だけを削除したに

とどまった260

ボンゴ大統領が権力を維持する中で、 1990年 9'"11月に議会選挙が実施さ

れた。野党の準備が整う前に議会選挙が実施され、 120の議席のうち PDGが

21 ソグロは 67.6%の得票率で(投票率は 64%) 当選した。

22 1992年 5月、ソグロ大統領側の連合である Legroupe le renouveauが 35名の議員

を確保していたが、 1993年 11月の時点では 19名にその勢力を縮小した。 Noudjenoume，
op.cit.， pp.281・285.
23 MTM (1992)， p.769. 
~~ MTM ( 1990)， P.632. 
l!> Nguema Isaac， Democratie Gabonaise: Droit de /'Homme et Developpement， 
Brochure a la Conference Nationale Gabonaise， 1990， pp.6・7.
26 1990年 5月、 120名の国会議員と 400名の PDG代表によって、現行憲法における

PDGの指導的役割を定めた条項が削除したものが、暫定憲法として機能することが決定さ

れた。
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66議席を獲得して過半数を確保した27。1991年 3月には、第四共和国憲法が

国民投票ではなく国民議会において採択された。 1993年 12月の大統領選挙で

は 13人の候補が乱立し、混乱の中でボンゴ大統領が過半数を獲得して一次選

挙において当選を果たした。しかし、野党は選挙前から選挙人登録を巡る不正

を非難し、選挙後も対立候補のアベソレが大統領選の勝利宣言をおこなった。

4.3 コンゴ

「コンゴ労働党J (PCT)による一党体制の下、 1977年以来サスンゲソ (Denis

Sassou N'Guesso)体制が続いてきたが、 1980年代後半には民主化運動が拡

大していた。コンゴ労働総同盟 (CSC) が国民会議召集を求めてゼネストをお

こない、軍の非政治化、 M-L主義の放棄、複数政党制の導入の末に国民会議召

集が決定された280

1991年 2月、 PCT以外の政党、政党関連組織、 NGO、宗教関係組織等 29、

1100名の代表によって国民会議が召集された。コンボ司教 (MgrErnest 

Kombo) を国民会議議長に選出し30、国民会議内規を採択した。

しかし、国民会議は前体制を糾弾する場と化したために民主化移行の協議は

遅れ、会期は 3か月半にも及んだ。国民会議は、移行期間中の大統領の権限縮

小を定めた民主化移行期基本法を採択した。閣僚の任命権や軍の指揮権は民主

化移行政府首相に与えられた310 移行期間の立法機関である共和国最高評議会

(CSR)が 153名によって構成され、議長にはコンボ司教が選出された。移行

期政府首相には、元世界銀行理事のミロンゴ (AndreM ilongo)が選出された。

1992年 3月、第六共和国憲法が国民投票によって承認された 32。新憲法制

定後の議会選挙では、リスパ (PascalLissouba) の「パンアフリカ社会開発

連合J(UPADS)が 125議席中 39議席を獲得して第一党となった。コレラ

(Bernard Kolelas) の「コンゴ民主開発運動J(MCDDI)が 29議席、 PCTは

18議席を獲得した 330 8月の大統領選挙では、サスンゲソと PCTの支持を取

り付けたリスパが、決戦投票の末 61.32%を得票して当選した。

しかし、 PCTは閣僚ポスト配分をめぐる PCTの不満からリスパ大統領に対し

27 MTM (1990)， p.3196. 
28 Baniafouna ， op.cit.， pp.41・46.
29 MTM (1991)， pp.566・567，p.627.
30 Baniafouna ， op.cit.， p.69. 
31 Article 40，41 Acte fondamental pour la periode de la transion politique du 4 
iuin 1991， Republique du Congo . 
.j.l Consititution de la Republique du Congo du 15 mars 1992. 
33 MTM (1992)， p.2051. 
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て首相の解任を含む 10項目の要求を突きつけた 34。リスバ大統領は国民議会

の解散で対抗したが、選挙管理委員会の設置をめぐって紛糾し 35、やがて軍と

私兵団の間での紛争が内戦に発展し、 93年から 97年にかけて 1万人以上の死

者と 10万人以上の難民を出した。

4.4 トーゴ

1967年以来、軍を背景としたエヤデ、マ (GnassingbeEyad色ma) 大統領の

「トーゴ人民連合J(RPT)による一党体制が続いてきたが、隣国ベナンで開催

された国民会議の影響は大きく、人権運動、民主化運動が急速に高まっていっ

た36。1990年 10月、エヤデマ体制の終わりを求めるデモ行進が起こされた 37。

1991年 3月には、民主化を求める社会組織連合の「革新連合戦線J (FAR)が、

ゼネストとエヤデマ独裁体制の打倒を呼びかける集会をおこない38、政治犯の

恩赦、野党合法化、国民対話フォーラムの設置を実現した。 FARの解散後、野

党、社会組織、労働組合によって、「反体制民主連合J (COD) 39が結成された。

CODの呼びかけによる無期限ゼネストの結果、経済、国家機能が麻樺した末に

エヤデマ大統領は国民会議召集を認めた。

1991年 7月、 772名の代表によって構成された国民会議では、国民会議の

主権、前憲法の廃止、公の場において演奏が禁止されていた独立当時の国歌「私

達の祖先の地」の復活が規定された 40。国民会議議長にはポジョロ司教 (Mgr

Philippe Kpodzro)が選出され、民主化移行政府、「共和国高等評議会J (HCR) 

が創設され、エヤデマ大統領の職権は儀礼的なものに縮小された410 国民会議

は、コフィゴ(Joseph Koffigoh) を民主化移行政府首相に選出し、エヤデマ

大統領の任期短縮、 RPT資産の凍結を決定した42012月には、コフィゴ首相が

軍によって技致され、フランス軍が派遣されたの。

3~ MTM (1992)， pp.2754-2755. 
35 Baniafouna， op.cit.， pp.109-119. 
36 Heilbrunn John R，“Social Origins of National Conferences in Benin and 
Togo，" The Journal of Modern African Studies， Vol.31， No.2， 1993， p.287. 
37 Degli Jean Yaovi， Togo: La tragedie africaine， Editions Nouvelles du sud， 
Ivry-sur-Seine， 1996， pp.25・27.
38 Ibid.， pp.33・34.
39 Africa Research Bulltin (1991)， p.10181. 
40 Acte N01 de la conference nationale souveraine du 16 juillet 1991， 
Republique Togolaise. 
41 Acte N07 de la conference nationale souveraine du 16 juillet 1991， 
Republique Togolaise. 
42 MTM (1991)， p.1971. 
43 ベルデイエ (OperationVerdier)作戦と呼ばれ、 450名のフランス箪兵士が中央アフ

リカ共和国とチャドのフランス軍基地からベナンのコトヌに派遣、待機した。

Dumoulin Andre， La France militaire et L'Afrique， GRIP-Complexe， 1997， p.123. 

119 



新憲法を問う国民投票は 1992年 9月に実施され、 98.11%の信任を受けて

承認された。 1993年 1月、コフィゴ首相がエヤデマ大統領と共に民主化移行

政府の終了を宣言し、エヤデマ大統領によって首相に再任された44。1993年 8

月の大統領選挙では、野党のボイコットの結果、エヤデマ大統領が 96.49%(投

票率は 36%)の得票率で当選した。しかし、 1994年 2月の議会選挙では、 81

の議席のうち、与党 RPTが 35議席45、野党の「革新行動委員会J(CAR) が

36議席、「トーゴ民主連合J(UTD) が 7議席を獲得し、野党の合計が過半数

を占めた。その後は、大統領側と野党側との間で政治的対立と混乱が続いてい

る。

4.5 マリ

1968年のトラオレ (MoussaTraore)中尉による軍事クーデター以後、「国

民解放軍事委員会J(CMLN)の下の統治が続いた。その後トラオレ大統領率い

る「マリ人民民主同盟J(UDPM) による一党体制が敷かれた。しかし、 1990

年に入り反体制運動が激化し、国家組織である「マリ国家労働組合J(UNTM) 

までも国家の経済政策を批判し、憲法の抜本的改革と複数政党制への移行を求

める声明を出した460 社会組織連合としては、 10月には「民主的イニシアティ

ブの国民委員会J(CNID) や「マリ民主主義連合J (ADEMA) が結成された。

しかし、 トラオレ大統領は複数政党制への移行を頑なに拒み、 1991年 3月の

民主化を要求する集会においては軍との衝突によって 200名以上の死者を出

した。

国民の意志を武力で抑圧し続ける中で、 3月 26 日にはトゥーレ (Amadou

Toumani Toure)中佐による軍事ク}デターによってトラオレ大統領は逮捕さ

れ、「国民和解委員会J (CNR) が創設された。 CNRは憲法を停止し、前政府、

国家政党 UDPMを解散し、複数政党体制を目指すことを掲げた。 30日に CNR

は「国民救済のための移行委員会J (CTSP:軍人 10名、文民 15名)に改組さ

れ、トクーレ将軍は民主化移行政府の設置、国民会議召集を約束し、 1992月 1

月までの選挙実施を掲げた。

1991年 4月の政令によって政党は合法化され、 トゥーレ将軍の指導の下で

7月には 36の政党と 1070の社会組織の代表によって国民会議が召集され、

そこでは新憲法、選挙法、政党法が採択された。移行期間は当初の予定より 2

44 Degli (1996)， op.cit.， p.184. 
'1:> RPT寄りの UJD(法と民主主義のための連合)が 2議席、 CFN(新しい諸力の連合)

が 1議席を占めたため、実質的に RPTは 38議席を獲得した。
46 MTM (1990)， p.1604. 
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か月間延長されたが、新憲法は 1992年 1月の国民投票によって採択された。

これを受けて 2'"'-'3月には議会選挙が実施され、 ADEMAが 116のうち 76議

席を獲得して圧倒的な勝利を収めた4704 月には大統領選挙が実施され、

ADEMAのコナレ (Alpha Oumar Konar岳)が 69.03%を得票して当選した

(投票率は 20.9%)。議会においても数的には圧倒的優位であったコナレ政権

であったが、経済危機によるストライキの頻発、援助国の不満、北部の武装勢

力との和解など問題を抱えていた。 1997年には民主化移行後 2度目の国民議

会、大統領選挙を実施し、コナレ大統領が再選を果たしたが、 30%に満たない

低い投票率に表れていたように人々の関心は低い。

4.6 ニジェーノレ

1974年のクンチェ (Senyi Kountche) 中佐の軍事クーデター以後、軍事

政権が確立された。クンチェ大統領の死後、「最高軍事委員会J(CMS)議長の

サイブ (AliSaibou) が大統領に就任し、 1989年には軍事体制から「社会発

展国民運動J (阿NSD) への一党体制へ移行した。

1990年 2月、「ニジエール学生連合J(USN) による抗議運動では軍との衝

突によって多数の死者を出したことから、「ニジエール労働組合連合 j

(USTN) の呼びかけによって追悼と体制批判のためのデモ行進が実施された

480 さらに、新政党、社会組織、 USTN はデモ集会を開いて国民会議の召集を

求めた4901991年 7月、 24の政党、女性運動組織、学生運動組織、労働組合

の代表 1204名によって国民会議が召集され、国民会議の主権が宣言された。

国民会議代表の配分には、国民会議召集に主要な貢献を果たした USTNと USN

が 100ずつ代表を占めたように、構成には偏りがあった 5008月にはサリフ教

授 (AndreSalifou) を国民会議議長に選出し、憲法、国民議会を停止した。

サイブ大統領は、軍や警察とともに国民会議の指揮下に置かれた。 10月には、

移行期政府首相を選出し、 15名の代表から成る共和国高等評議会 (HCR) を

設置して新憲法の作成に着手した

1992年 2月のクーデター未遂事件を契機として軍の改革が着手され、 2000

名にのぼる大統領警備隊が解散された 510経済政策をめぐって政府と HCRとの

47 投票率は 21.2%であった。 MTM(1992)， p.758. 
48 MTM (1990)， pp.538-539. 
49 MTM (1991)， p.801. 
50 Gervais Myriam，“Niger: Regime Change， Economic Crisis， and Perpetuation 
of Privilege，" Clark et al.，(eds.)， PoJitical Reform in Francophone Africa， West 
View Press， p.93，106. 
51 MTM (1992)， P.660. 
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確執が深まっていった52012月には国民投票によって第四共和国憲法が採択さ

れた。 1993年 2月には議会選挙が実施され、 MNSDが 83議席中 29議席の獲

得にとどまり、野党連合である「変革の諸力同盟J(AFC) が併せて 50議席を

占め、 MNSDは政権から脱落した。 2"'3月に実施された大統領選挙では、二

次選挙の末ウスマン(阿ahamane Ousmane)が 54.42%を獲得して当選し 53、

独立以来初めて選挙によって政権が交代した。

しかし、 1996年 1月にマイナサラ Obrahim Barre Mainassara) 大佐

による軍事ク}デターによって、民主的に選出された政権は転覆された。

4.7 ザイール(現コンゴ民主共和国)

1966年以後、モブツ (MobutuSese Seko)大統領の下で「革命人民運動J

(MPR)による一党体制が維持されてきた。しかし、民主化要求の高まりを受け

て、モブツ大統領は 1990年 4月に憲法修正、 MPRを含めた 3党制の導入、

一年間の民主化'移行、軍、憲兵の非政治化を実施することを発表した54。しか

し、 100近い野党による政治集会が頻繁におこなわれ、複数政党制への機運が

高まる中で、 1991年 4月に国民会議召集の合意が成された550

8月に 130の反政府組織によって国民会議が召集され、 9月には正式にモン

センゴ司教 (M9r Laurent Monsengwo) が国民会議議長に選出された56。し

かし、国民会議の協議は中断を繰り返し、 11月までに 2000万 FFr(約 5億円)

が浪費された570 モブツ大統領は 1992年 1月に国民会議を閉鎖したが、それ

に対して欧米諸国はザイールへの援助を停止した580

1992年 4月に再開された国民会議は、チセケディ (EtienneTshisekedj) 

を首相に選出して MPRを排除した民主化移行内閣を結成した59011月に国民

会議は新憲法案を採択し、選挙日程を決定した。フランス、ベルギー、アメリ

カ、 EC等の西側諸国は、モブツ大統領に退陣と国民会議への権限委譲を求め

た。国民会議閉会に際して設置された HCRは、モプツ大統領を国家反逆罪で

告発した。それに対して、軍は HCRに介入した。 1993年に入り、モブツ大統

52 MTM (1992)， p.1800. 
日MTM(1993)， p.763. 
54 MTM (1990)， p.ll11. 
:5 MTM (1991)， p.958. 
56 Turner Thomas，“Zaire: Flying High Above the Toads: Mobutu and 
Stalemated，" in Clark et al.，(eds.)， Political Reform in Francophone Africa， West 
View Press， London， 1997， p.256. 
Buijtenhuijis， op.cit.， pp.41・45.
;fMTM(1991)，P3310 
8 Turner， op.cit.， p.258. 
59 MTM (1992)， p.2311. 
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領はチセケディ首相の解任を宣言したが、モンセンゴ HCR議長はチセケディ

内閣を存続させた60。

国民会議は主権を宣言していたものの、実際ところはモブツ大統領との二重

権力状態にあった。国民会議召集によって停止されるはずの国民議会は継続さ

れ、モブツ大統領は従来通り経済、公安担当官、大使等を任命するなどして国

家権力を行使し続けた。武装勢力である「コンゴ・ザイーノレ解放民主勢力連合」

(AFDL)の勢力が拡大し、内戦状態に突入した。結果的に、 1997年 5月にモ

ブツ大統領はそロッコに亡命し、カピラ (Laurent Desire Ka bila)が大統領

に就任してコンゴ民主共和国樹立が宣言された。

4.8 チャド

1975年の軍事クーデター後、権力を獲得したマルーム (F副ixMalloum) 

と、北部に勢力を持つハブレ (Hiss告neHabre)との間の争いから内戦に突入

した。その後、アフリカ多国籍軍、フランス軍による介入の後、内戦は一応収

束し、ハブレが大統領に就いた。 1990年 12月、リビアの支援を受けてスーダ

ンから侵入したデピ(IdrissDeby)率いる「愛国救済運動J(MPS)の攻撃に

よって、ハブレ大統領は亡命し、デピが国家元首に就任した。デピは複数政党

制への移行を宣言し、国民会議を召集し、憲法改正の議論を行うことを発表し

た。 MPSによって前憲法に代わる憲章が制定され61、30か月の移行期聞が設

けられた。

1993年 1月、国民会議が開催されたが、デピ大統領は大統領の権力を委譲

させないガボン型の国民会議を実施した620 国民会議における採決の方法 63を

巡って、 MPSと野党の間で対立した。元 ILO官僚のヘルボンゴ (Maurice

Hel-Bongo)が国民会議議長に選出された。リーダーシップの不在や代表選出

をめぐる問題のために国民会議の協議は遅れた。 4月に入って、ようやく移行

期憲章が採択されたが、デピ大統領は首相との協議が必要という一応の制約は

あったものの、軍の指揮権、外交的代表権等の重要な大統領権限をほとんど失

うことはなかった 64。57名のメンバーから構成される「移行期高等評議会J

(CST)が設置され65、ムンガ (Fid告leMoungar)が首相に選出され、組閣を

~O MTM (1993)， p.1552. 
竺 MTM(1991)， p.1298. 
bL MPSを中心とした国家機関からの代表が、国民会議の代表のうち 35%を占めていた。

63通常は秘密投票で採決するが、重要案件に限って挙手での採決を行うという MPSの要

求に対して紛糾した。 MTM(1993)， p.360. 
日MTM(1993)， p.954. 
b!l政党から 25名の代表、残りは労働組合、人権団体、女性・青年組織の代表によって構

成された。
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行った。しかし、ムンガ首相はデピ大統領と対立し、 CSTによって解任された

66 。

民主化移行体制での対立、杜撰な運営による財政難、イニシアティブの弱さ

のために、民主化プロセスは遅れた。 1996年 3月に実施された国民投票で新

憲法が承認され、これを受けて 6"'7月に実施された大統領選挙では、二次選

挙の結果デピ大統領が 69%を得票して当選した。

5 国 民会議によって開始された民主化プロセスの比較

次に、第三節で検討した理念的モデルを通して、国民会議召集によって開始

されたアフリカ諸国の民主化移行の比較分析をおこなう。以下では、国民会議

を召集した 8カ国において、民主化プロセスの行く末を大きく左右した国民会

議の①主権の実効性、②社会組織との関係、③非排除性、④団結性という 4つ

の要素において 3段階に評価する。

①主権の実効性に関して

国民会議召集によって民主化移行が開始された国々において、国民会議の主

権の実効性は民主化プロセスの行方を左右した。主権の実効性が低い場合には、

暫定的民主化移行主体としての国民会議の能力に限界を示すことになった。主

権の実効性は、大統領の権限縮小の度合いから推し量ることができる。

各国における国民会議の主権の実効性を検討すると、少なくとも民主化移行

期の初期段階において国民会議が大統領をコントロールしていたのは、ペナン、

コンゴ、 トーゴ、ニジェーノレであった。ベナンでは、ケレク大統領の地位は維

持されたものの任期は大幅に短縮され、職域は儀礼的なものに縮小された 67。

コンゴでは、サスンゲソ大統領の地位の保障と大統領権限の縮小を定めた民主

化移行期基本法を採択した。 トーゴでは、エヤデマ大統領の権限は国家元首、

軍の最高責任者という儀礼的なものに縮小され政策決定権は国民会議に委譲さ

せられた。ニジエールでは、サイブ大統領は儀礼的職域において地位を維持す

るものの軍や警察とともに国民会議の管理下に置かれた。

それに対して、大統領が国民会議をコントロールしていたのは、ガボン、チ

66 MTM (1993)， pp.2698・2699.
67 Article 14， Loi constitutionelle N090・22du13 aout 1990， portant 
organization des pouvoirs durant la periode de transition， Republique du 
Benin. 

124 



ャドであった。ガボンでは、ボンゴ大統領の権限が国民会議に委譲されること

も任期の短縮、新憲法の制定もなかった 68。チャドでは、デピ大統領の権限は

民主化移行政府首相との協議の上という若干の制約は受けたものの、外交代表

権等の主要な大統領権限を失うことはなかった690

ザイールでは、モブツ大統領と国民会議の二重権力状態にあった。国民会議

の主権の保証を求めて野党が抗議し、大統領側からは国民会議の代表配分の見

直しを求め、協議は中断を繰り返していた。マリでは、国民会議召集以前にク

ーデターによってトラオレ体制を打倒したトゥーレ将軍を長とした文民と軍人

による暫定的体制のイニシアティブの下で国民会議が開催されたため70、国民

会議の主権という点においては評価が難しい。

②社会組織との関係に関して

国民会議は、国家崩壊の危機に際して全国民の代表者によって召集された暫

定的統治体制であった。国民会議召集の時点においては、結成されたばかりの

政党は国民的な正統性を獲得していなかった。そこで、国民会議召集を求める

運動において中心的な役割を果たした社会組織の参加は、暫定的制度としての

国民会議の正統性について考える上で重要であった。社会組織が国民会議の運

営に積極的に参加することができたのは、ベナン、トーゴ、マリ、ニジェーノレ、

ザイ}ノレであった。一方、社会組織の関与が低かったのは、ガボン、コンゴ、

チャドであった。

ベナンでは、教師、学生、カトリック教会、労働組合を中心とした民主化運

動の末に国民会議は召集された。 524の国民会議代表における半数が社会組織

によって占められており、社会組織の影響力は保たれていた。 トーゴでは、人

権に関する弁護士、学生、知識人による社会組織と新政党との民主化運動の末

に国民会議が召集された。国民会議においては、人権組織は民主化移行期にお

ける暫定的憲法の役割を果たした国民会議法令や新憲法の起草に直接的に関わ

っていた。ニジエールでは、 1200 の代表のうち国民会議召集に大きく貢献し

たニジエール労働組合連合 (USTN) とニジェ}ル学生連合 (USN) が 100ず

68 1990年 5月、 120名の国会議員と 400名の PDG代表によって、現行憲法における

PDGの指導的役割を定めた条項が削除したものが、暫定憲法として機能することが決定さ
れた。

69 チャドの国民会議法令には国民会議の主権(第 1条)と大統領の国家主権保証人(第 2
条)という矛盾した条文が挿入され、国民会議の主権は初めから骨抜きにされていた。

Article 2，3， Acte NOl de la Conference Nationale Souveraine de la Republique 
du Tchad. MTM (1993)， p.9S4. 
70 Thiriot Celine，“Sur un renouvellement relatif des elites au Mali，" in Daloz 
Jean-Pascal(ed.)， Le (non-) renouvellement des e/ites en Afrique 
subsaharienne， CEAN， Bordeaux， 1999， p.141. 
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つ代表を占めたという社会組織色の濃いものとなった710 マリでは、国民会議

はトゥーレ将軍の指揮下にはあったものの、クーデター前の民主化運動に貢献

した社会組織との協力関係があった。ザイールでは、司教連合、人権組織を中

心とした民主化運動72の末に国民会議が召集された。国民会議においても社会

組織の役割は大きかったが、前述のようにモブツ政権との二重権力状態におい

てその役割には限界があった。

それに対して社会組織による国民会議への関与が低かった固として、ガボン

では、ボンゴ大統領の裁量によって参加を許された職種ごとの代表、各地方か

らー名ずつ国会議員、カトリック、プロテスタント、イスラーム関連組織の代

表によって国民会議が召集された 73。コンゴでは、民主化運動の中心となった

教会や労働組合を含む、政党、社会組織、 NGOの代表約 1100名によって国民

会議が召集されたが、国民会議の準備会議に'おいて国民会議の主導権が政党に

移っていた。チャドでは、デピ大統領の指導下で国民会議が召集され、大統領

側の政治組織である愛国救済運動 (MPS) を中心とした代表が 35%を占めて

いたことから社会組織の影響力は小さかった 740

③非排除性に関して

国民会議は単に民主化を実現するだけでなく、同時に国民和解の場としても

期待されていた。独立後の歴史における地域的・民族的対立を精算して、‘国民

が団結して民族和解と民主化移行を実現していこうと呼びかけていた。しかし、

旧体制指導者、これまでの支配的な民族・地域に対する積年の恨みは根強く、

一部の国においては国民会議が旧体制に対する弾劾の場と化し、国民和解の場

とは程遠いものとなった。このように国民会議が旧支配層に対する排除、一方

的な裁きの場と化すことは、国民和解を前提に掲げて民主的な政治的ふるまい

の醸成することとは逆行することにつながった。

国民会議が排除的とはならなかったのは、ベナン、マリ、ニジエールであっ

た。ベナンでは、ケレク大統領が国民会議召集という英断をおこなう代わりに、

過去を不問とはしないまでも直接的な弾劾をおこなわないという紳士協定が守

られた。しかし、ベナンの国民会議に全く排除的な側面が存在しなかった訳で

はなく、共産党系の社会運動組織連合であった「人民の協定J (Convention du 

peu ple)は国民会議に参加を許されなかった 75。ニジエールにおいても、過去

71 Gervais， op.citリ p.93，106.
u. MTM (1990)， pp.2832-2833. 
73 MTM (1990)， pp.775-776. 
74 Buijtenhuijis， op.cit.， p.45. 
75 I¥loudjenoume， Op.cit.， pp.158-159. 
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の総括はおこなったもののサイブ大統領への個人的な弾劾はおこなわなかった。

マリの国民会議が排除的でなかった理由は、国民会議の召集前のクーデターに

よって前体制の排除が完了してしまっていたためであった。

それに対して国民会議が前体制に対して排除的だったのはコンゴ、 トーゴ、

ザイ}ルであった。国民会議は召集されるとすぐに前体制に対する非難、特に

指導者への政治的対立者の暗殺、経済破綻、人権侵害などの責任追及の場と化

した。特にコンゴの国民会議では、国家政党であったコンゴ労働党の参加を認

めなかったばかりか76、サスンゲソ大統領に公の場において自己批判までおこ

なわせた。トーゴでは、旧国家政党 RPTや軍への国民会議の代表が割り当てら

れていたが、エヤデマ体制に対する非難は相次ぎ、国民会議は RPTの解散と資

産の凍結を決定した770 ザイ}ルにおいても同様の状況が生じていたが、二重

権力状態にあったためにモブツ体制に対する弾劾は実効力を伴っていなかった。

一方、ガボン、チャドにおいては大統領の指揮下において国民会議が召集さ

れたために、体制側に対する排除の問題は起きなかった。

④団結性に関して

国民会議は極めて多様な社会組織、政党から構成されていたことから参加団

体それぞれにおける主張は多様であった。しかしながら、国民会議における最

大の共通目標である民主化移行と国民和解を実現するためには、参加団体にお

ける協力と妥協が必要であった。

一般に、参加団体聞において民主化移行のための協力がない場合には国民会

議の協議は長期化する。国民会議における最も重要な取り決めとは、民主化移

行期における移行期基本法(暫定的憲法)、移行政府、暫定的立法機関の創設で

あった。そこで、各国における国民会議の会期期間と審議の様子から国民会議

の団結性に関して評価をしてみたい。国民会議に要した時聞から国民会議の団

結性を測ることに限界があることは言うまでもないが、民主化に向けた団結が

なければ速やかな民主化移行が達成される見込みが薄いことから、国民会議に

要した期間は団結性を示すひとつの指標となりうる。

表 1(115頁)を参照しながら考えると、国民会議における団結性が十分に

確保されていたと考えられるのはベナンとマリであった。ベナンにおいては国

民会議、マリにおいてはトヮーレ将軍を後見人とする暫定統治委員会 (CTSP)

の指導力によって紛糾することなく協議が進められたために両国の国民会議の

会期は 20日以内と短かった。次に、国民会議の団結性がかろうじて確保され

76 MTM (1991)， pp.566-567， p.627. 
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ていたのは、ニジェーノレ、 トーゴ、チャド、ザイールであった。ニジェーノレ、

トーゴ、チャドでは国民会議の代表者選出をめぐって紛糾し、旧体制もしくは

軍との対立によって協議が難航したものの、民主化移行への意思を持ち続け、

100日以内に協議を終了することができた。ザイールにおいては、国民会議の

会期は通算で 400日を越えたが、これは二重権力状態によるそブツ大統領側の

武力介入を含めた妨害による結果であり、国民会議側だけを見た場合、教会指

導者を中心に民主化移行のための団結がみられた。

最後に、国民会議の団結性が弱かったのは、コンゴとガボンであった。コン

ゴでは、前体制と北部勢力に対する過剰な排除と非難に執着し、民主化に向け

た協議が遅れたために会期期間は 100日以上に及んだだけでなく、その後の内

戦の温床となる地域・民族対立を増長した。例外として、ガボンの 28日聞と

いう短い会期期間は、国民会議代表者間の団結を示すものではなく、逆に国民

会議の団結が全くなかったために、ボンゴ大統領の意のままに協議が終了した

結果であった。ガボンの国民会議は、移行期における基本法、移行期政府、暫

定的立法機関の創設という国民会議が果たすべき責務を何一つ実現することが

なかった。

6 アフリカの民主化移行における国民会議

国民会議を召集したアフリカの 8か国における民主化プロセスの行く末は一

様ではなかった。本章では、国民会議召集によって民主化移行が開始されたア

フリカ諸国における民主化プロセスの歩みに関して理念的モデルを通して比較

分析をおこない、国民会議自体のアフリカの民主化プロセスにおける意味を見

出すことを試みてきた。前節において、国民会議における①主権の実効性、②

社会組織との関係、③非排除性、④団結性、の 4要素において各国毎に評価を

おこなった結果に基づいて、国民会議召集によって民主化プロセスが開始され

た 8カ国のそれぞれにおいて民主化の歩みがどのようにして異なったものとな

ったのかを明らかにすることを試みてきた。 8か国に関して、理念的モデ、ルを

構成する 4つの要素に関して 3段階に評価したものが表 2である。

77 MTM (1991)， p.1971. 

128 



<表 2:理念的モデルによる評価>

Benin Gabon Congo Togo Mali Niger Zaire Tchad 

主権の実効性 O × O O A O x x 

社会組織との関係 O x A O A A O × 

非排除性 O A × X O O X /:，. 

団結性 O X × A O A A A 

(出典)筆者作成

ただし、この比較分析モデ、ルは相対的なものであり、必ずしも全ての要素に

おいて絶対的な評価ができる訳ではない。モデルに関しては今後も検討を重ね

る必要は十分にあるが、アフリカの独立後の政治史において画期的な過程であ

りながらも、これまで暖昧な理解にとどまってきたアフリカ全般の民主化プロ

セスにおける国民会議のイメージを描き出すためのひとつの試みとしての意義

はある。表 2をベクトノレ化で表すと図 8のようになる。

<図 8:国民会議による民主化移行の理念的モデルによる検討>

-政治機構面での「市民社会の制度化」
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O 
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本研究全体の分析アプローチである「市民社会の制度化J という観点から考

えると、既に検討した通り、①国民会議の主権と②社会組織との関係は「市民

社会の制度化」の政治機構の部分において、③非排除性と④団結性は「市民社

会の制度化」の政治行動の部分においてより深く関わっている。図 8における

f市民社会の制度化j を構成する政治機構面での制度化と政治行動面での制度

化という要素を総合したものが、図 9の理念的モデルによる民主化ベクトルと

なる。実際の民主化ベクトノレの座標と図 9の理念的モデルの座標との聞の距離

に反比例して民主化プロセスに対する評価は高いものとなる。

このように、一定の基準を示したモデルを設定して分析をおこなうことによ

って、国民会議を召集した各国における民主化プロセスの問題の原因や傾向を

明確にし、さらにアフリカの民主化プロセス全体における国民会議の意味をイ

メージすることができたと考えている。

<図 9:理念的モデルによる民主化ベクトル>

政治制度面の制度化 理念的モデル

レ』鹿

v

制の面識意

ル
一
治

一
炉
政

イ
-

ザ
-

(出典)筆者作成

国民会議の主権が確保されていたベナン、コンゴ、 ト}ゴ、ニジエール、マ

リでは、序章で検討した国民会議における民主化プロセスのモデル図(序章(図

1)、20頁。)を参照すれば、ルート 1または 2のいずれかを進むことになる。
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他のガボン、ザイーノレ、チャドはルート 3を進むことになり、初期の段階から

民主化の展開はかなり困難なものになった。さらに、序章の図 1においてノレー

ト1と 2、ルート 3aと 3bを分ける要素となったのが、本章における理念的モ

デルの残りの要素である②社会組織との関係、③非排除性、④団結性であった。

序章の国民会議による民主化プロセスの歩みに関するモデルと本章の理念的モ

デノレを重ね合わせることによって、比較分析による国民会議召集によって開始

されたアフリカの民主化プロセスに対するイメージを描き出すことが可能にな

ったのではないかと考えている。

本章で提示した理念的モデルにおいて、国民会議諸国の中で民主化の評価が高い

ベナンは理念的モデルに最も近い位置にある。さらに、このモデ、ルを通じて他国と

比較した場合、同じように国民会議召集によって民主化移行が開始されたにもかか

わらず、なぜその後の民主化プロセスのたどった道が異なったものとなったのかを

整理して理解することが可能になった。

本章では、国民会議を召集した各国における民主化プロセスに関して理念的

モデルを通じて比較分析をおこなってきたが、分析モデル自体へのフィードパ

ックとして考えられることは、理念的モデルを構成する 4要素の比重は必ずし

も同じではないのではないかということであろう。①の国民会議の主権は、民

主化移行の行く末を決定する上で重要な意味を持っている。国民会議によって

開始された民主化プロセスを比較分析する上では、国民会議の主権が弱い国に

おけるその後の民主化プロセスに肯定的な評価をすることは難しい。また、②

~④の要素は従属変数とまでは言えないが、①の要素と密接に関連している。

本章における比較研究を踏まえて、国民会議がアフリカの民主化プロセス全般に

対してどのような意味を持っているのかを考えてみたい。短期的に見た場合、国民

会議による民主化プロセスは大部分の国において頓挫したと言わざるを得ない。国

民会議が召集されて以来、現在までの約 10年間という短期的視野において見れ

ば、国民会議による民主化プロセスがベナンのように進んでいったのは例外的

であった。そして、国民会議は全ての問題を解決する万能薬ではなく 78、政治

の不安定化や権威主義への回帰とも無縁ではなかった790 しかし、長期的に見た

場合、独立後のアフリカ政治史の大部分が軍事体制、権威主義的な一党体制の下で

展開されてきたことを考えると、これまでアフリカ政治の主体ではなかった政治化

した社会組織によって民主化の最初の第一歩が踏み出されたということは、大衆に

まで及ぶ国民的レベルにおける政治的覚醒を生み出すという重要な意味があった。

78 Eboussi Boulaga， op.cit.， p.15. 
79 Decalo Samuel，“Benin: First of the New Democracies，" in Clark et al.，(eds.)， 
1997， p.60. 
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アフリカの民主化を考えるにあたって、また国民会議を分析するにおいては、

カスファーが「通例J(conventional)の「市民社会J概念に対して批判して

いるように 80、[市民社会」が本源的に民主的存在であり、常に民主化を指向し

ているという前提は再検討される必要がある。むしろ「市民社会Jとは、大衆

レベルにまで及ぶ民主化に必要な政治意識を覚醒させ、高める媒介として理解

する方が現実的であると考えている。国民会議が、「市民社会J という言説の拡

大によって大衆の政治参加への意識を掘り起こすための目標及び場を提供したと

考えると、国民会議による民主化プロセスは単なる挫折とは言いきれない。また、

国民会議の思想的側面は、国家の危機において革命的性質を帯びたイデオロギーと

して再生産されて新たに伝播する可能性を持っている。現在のところ体制を脅かす

までには至っていないものの、フランス語圏アフリカ諸国を越えて国民会議の召集

が叫ばれている。

7 むすびに

本章においては、民主化運動の中心となった社会組織や、合法化されて新た

に結成された政党によって召集されて、国家権力の委譲を伴う民主化移行期に

おける暫定的統治主体となった、独立後のアフリカ政治史において画期的な状

況をもたらした国民会議に関して、比較分析を通じたアフリカの民主化プロセ

スにおける意味を検討してきた。

本章での比較分析において設定した理念的モデルに対する問題は残るが、国

民会議召集によって幕が開けられたアフリカ諸国の民主化プロセスの行く方が

どのような理由によって異なったものになったのかという点に関して一定の基

準による説明を可能にした。全般的に評価の低いアフリカ諸国における民主化

プロセスを考えるにおいて、例外的に高い評価を受けてきたベナンと同じよう

に国民会議によって民主化プロセスが開始されながらも、その行く末が大きく

異なった大部分の国々との比較を試みた意義は無視できない。

現在までのところ、国民会議召集によって開始されたアフリカ諸国の民主化

の展望はあまり明るいとは言えない。国民会議後、コンゴ、ザイールでは内戦

によって、ニジエールでは軍事クーデターによって民主的手続きによって選ば

れた政権が転覆された。トーゴ、チャドでは軍を背景とした、ガボンでは国際

石油資本と結びついた権威主義政権が依然として続いている。マリでは、上記

80 Kasfir Nelson， Civil Society and Democracy in Africa， Frank Cass， London， 
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の国々と比較した場合においては、民主的な政治運営がおこなわれているもの

の議会制民主主義への無関心と北部の遊牧民族との民族問題が続いている。

ベナンに関しては、民主化のモデ、ルとするには不安定で多くの障害が残って

いる 81という批判もあるが、選挙の反復を通じた民主主義の定着という観点か

らは明るい展望を示している。 1996年の民主化移行後 2度目に実施された大

統領選挙では「カメレオンj との異名を持つケレクが大統領に復帰したが、そ

れはコンゴのように私兵の戦闘の結果によるものではなく、国際監視団によっ

て比較的透明性の確保されたと評価された選挙によるものであった82。また、

ケレクの返り咲きは構造調整政策による経済再建への失望と腐敗構造を刷新で

きなかったソグロ前大統領に対するベナン人の評価が反映された結果でもあっ

た。

アフリカの民主化プロセスにおける国民会議の意義とは、国民会議の召集に

よってそれまでの一党制から合法化された野党と「市民社会J組織が民主化移

行に直接的に関わるようになったことから政治参加の枠が一気に拡大し、多様

化したことであった。一方で、国民会議は、急激な政治的流動化を生み出すこ

とによって民主化の可能性と政治的不安定化の危険性を同時にもたらすことに

なった。そこで、国民会議召集によって民主化プロセスが開始された諸国にお

いては、ベナンのように民主化に関して高い評価を受けている国がある一方で、

コンゴやザイーノレのように内戦に陥ったり、ニジエールのようにクーデターに

よって民主化移行から逆行する国が現れた。その他の国々においては政治的混

乱と停滞を繰り返してきたように一様ではない民主化プロセスの行方を示して

いた。国民会議は、政治化した社会としての「市民社会」を起点にして始まっ

たアフリカの民主化プロセスには、可能性と不安定さのこつの側面が並存する

微妙なバランスの上で展開されてきたことを端的に示した場となった。また、

国民会議は、 1990年代の民主化プロセスにおいてアフリカ諸国が国家の崩壊

の危機と政党政治の弱さを露呈した舞台ともなった。

最後に、国民会議による民主化プロセスは、短期的に見た場合には、ベナン

を除いては停滞もしくは破綻と呼ばれる状況にあるが、中長期的に見れば人々

の政治意識を高め、政治参加に対する自信を深めたという点で前向きに評価で

きる。そのため、現在の権威主義への回帰という状況にあっても、そのあり方

1998， pp.123・149.
81 Noudjenoume， op.cit.， pp.312-335. 
82 ベナンの大統領・議会選挙に関しては、欧米の選挙監視グ、ループによって、概ね公正さ

が保たれていたという評価を受けていた。しかしながら、選挙人登録、選挙結果の操作や、

投票所における圧力、暴力による脅迫に対する告発は存在していた。

Noudjenoume， op.cit.， pp.359-360. 
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は国民会議召集以前と同じではなく、社会への気配りなしには存続し得ないも

のとなっている。民主化の定着という観点において期待されることは、国民会

議によって開花した多元的な政治主体の制度的定着と、複数政党制の下での選

挙の反復を通じた人々のより民主的な政治的ふるまいの定着である。

Degli， op.cit.， p.211. 
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第五章「国民会議による民主化プロセスと人権運動J

1 はじめに

1990年代のアフリカ政治研究においては、民主化運動、民主化プロセス

の中で国家以外の政治主体にも注目されるようになった。そこで、分析アプ

ローチとして注目されるようになったのが「市民社会 J概念であった。しか

し、「市民社会 J概念は、それ自体が議論の対象ともされてきたように、ア

フリカ政治の分析概念とすることに対する懐疑も根強く存在している 1。本

研究では、このことを念頭に入れながらも、アフリカにおける民主化プロセ

スに関して、「市民社会の制度化Jという観点からの分析を試みている。

第一章と第二章では、アフリカ政治研究における理論的・概念的検討をお

こない、第三章と第四章では、実証的研究としてアフリカの民主化プロセス

における国民会議に関して、一国レベルの分析と比較分析をおこなってきた。

第三章、第四章ではマクロな視点から「市民社会の制度化Jという観点を考

えてきたが、「政治化した社会」という状態として、また社会空間としての

「市民社会Jの理解をさらに深めるためには、マクロな「市民社会J空間を

構成する個々の社会組織にも目を向ける必要もある。

そこで、本章では視点をよりミクロなものに移して、国民会議に重要な役

割を果たしてきた社会組織が、国民会議による民主化移行の展開と共に、民

主化にどのように関わってきたのかを検討する。このような問題意識におい

て、以下ではアフリカの民主化運動に中心的な役割を果たしてきた人権組織

に関して分析する。

アフリカの民主化運動の中心となった「市民社会Jを構成する社会組織及

びその活動は多様であるが、その中で本章において人権組織を検討する理由

は 2つある。ひとつめは、アフリカの民主化プロセスにおける人権活動の重

1 Chabal Patrick， Daloz Jean-Pascal， L'Afrique est partie!: Du desordre 
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要性である。 トーゴでは人権運動を中心として民主化を求める「市民社会j

が形成され、その結果として暫定的な民主化移行体制である国民会議召集に

よって民主化移行が開始されたからである。また、人権組織はトーゴの国民

会議による民主化移行期においても、憲法起草過程等において重要な貢献を

果たしていた。

2つめは、アフリカ諸国全般にあてはまることであるが、人権問題は内政

にとどまらず、外交にも直結する政治イシューであるからである。中でも、

冷戦後の援助との関係は密接であり、特に国際社会の海に漂う小舟のような

アフリカの小国にとっては死活問題となる。この内政と外交の境界の暖昧さ

は小国の一つの特徴である。トーゴでは、サブサハラアフリカ諸国において

最長となったエヤデマ政権下において、政治的暗殺、司法手続きを介さない

身体の拘束、拷問、言論統制、職業差別、公務員採用における民族的偏向等

の深刻な人権侵害が日常的に存在してきたことは国際的にも周知であった

が、冷戦時代には西側諸国はアフリカ大陸における反共産圏の維持のために

それを不問にしてきた。しかし、冷戦後、共産主義の脅威が消え去った西側

援助国は、アフリカの人権問題に積極的にコミットするようになった。人権

侵害、民主化の停滞を理由に、 EU(ヨーロッパ連合)を中心とする援助国・

国際機関は、 1993年以降、人道、選挙に関わるものを除いて、トーゴに対

する援助を停止もしくは厳しく制限してきた 20

このような理由において、以下では、トーゴにおける人権運動、民主化運

動、その後国民会議によって開始されたトーゴの民主化プロセスにおいて中

心的役割を果たしてきた「トーゴ人権連盟J (Ligue togolais des droits 

de I'homme: LTDH) の活動を分析する。 LTDH を中心とした考察を通じ

て、人権運動が民主化プロセスにおいてどのような関わりを持っているのか

を考えていく

2 ト}ゴ人権連盟 (LTDH) に関して

LTDHは、 1990年 4月 2日の学生デモ中に発生した、ベナン(ロメ)大

学 (Universitedu B岳nin) 哲学科の学生の失践事件、大学キャンパス内の

comme instrument politique， Economica， Paris， 1999， pp.29-44: 
2 1999年 7月のエヤデマ大統領側と野党側との政治的合意 (L'Accord-Cadrede 
Lome) によって、トーゴにおける混乱に収拾の目途がついたとして EUは援助再開の

意向を示したが、その後ロメ合意によって約束された国民議会選挙が実施されないた

めに、援助の通常化は見送られ続けている。
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治安悪化、暴力の増大への対処を直接的契機として、 1990年 7月 20日に

弁護士、医者、学生、大学教授、公務員等によって結成された。 LTDHは、

トーゴ初の「市民社会組織」と自負する、幅広い社会層から構成された人権

NGOとして結成された。 LTDH結成に先立つ 1987年には、エヤデマ大統

領の承認によってアフリカ諸国においては初めての国家機関として「国家人

権委員会J(Commission nationale des droits de I'homme : CNDH) が

人権擁護・促進のために設置されていた 30

1967年以来、人権侵害が日常化していたことが国際的にも周知であった

エヤデマ体制において、国際的に知名度のある弁護士のアボイボ (Yaowi

Agboyibo) 4の尽力によって、エヤデマ大統領に CNDH設置の承認を取り

付けたことは、トーゴにおいては人権促進の最初の扉を開いたとして高く評

価されている。しかし、 CNDHは国家機関であり、しかも一党制を支えてき

た国家政党であった「トーゴ人民連合 J(Rassenblement du peuple 

togolais : RPT) の下部に組織されていた。そこでは、国家(軍・エヤデマ

大統領)自身が人権侵害の直接的加害者であったという現実において、国家

機関である CNDHの役割には大きな限界があったが、これまで語ることす

らできなかった人権というイシューが公的な場で議論され、「国民議会 J

(Assemblee Nationale)、閣僚、軍の幹部、首相、そしてエヤデマ大統領

にまで働きかけることが制度的に可能になった意義は高く評価すべきであ

る。人権に関して意見表出をおこなうことすらタブーであった状態と比較す

れば、 CNDHの創設はトーゴの民主化プロセスに欠くことのできない重要な

第一歩を踏み出したと評価されているえそして、結成当時の LTDHは、CNDH

が着手したことを強化していこうとする意志を示していた九

そこで、 CNDHの機能を補完する LTDHの基本方針としては、 1)LTDH 

のメンバー、トーゴの国民に、人間の権利と義務について教育をおこなうこ

と。 2)人権擁護と促進への貢献。 3)公的・私的、国内的・国外的を問わ

ず、上記の目的の達成のために、全ての組織と団結、協力をおこなっていく

3 Droits & Liberte， Ligue Togolaise des Droits de I'homme (LTDH)， NOO， 
fevrier-mars 1991， p.5. 
4 1987"'1988年には、国連人権委員会のトーゴ代表を務めた。また 1988'"1989年
には、同委員会のサブ委員会のメンパーに、並行して国際議員連合の人権委員会のメ
ンバー、副代表として、 1988'"1994年には「正義と平和Jという教皇評議会のメン
バーとして活動した。 1992年には、 ドイツより人権、民主主義、社会経済において
貢献したアフリカ人に贈られる貨を受賞した。
Degli Jean Yaovi， Togo: La tragedie africaine， Editions Nouvelles du sud， 
paris， 1996， p.84. 
:> La Tribune des Democrates， N09， le 15 avril 1991， p.12. 
6 LTDH (fevrier 1991)， op.cit.， pp.18・ 19.
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ことが掲げられているに結成当初の LTDHと CNDHとは緊密な協力関係に

あり、 CNDHに司法的働きかけを要請することで人権状況の向上を目指した。

しかし、 1990年 10月にアボイボ CNDH委員長が、エヤデマ大統領と CNDH

の人権活動に関して紛糾したことによって辞任した後は、 CNDHは国家のプ

ロパガンダ機関となったために、 LTDHと CNDHとの協力関係は希薄になつ

ていった。

LTDH は、自由、法、平和の権利意識を市民に深めていきながら 8、 トー

ゴの効果的、持続的発展のための唯一の方法としての法治国家の実現を目指

して働きかけをおこなった。 LTDHは、総会と事務局 (Bureau Executif) 

によって構成、運営されている。総会は最高決定機関として全てのメンバー

によって構成される。事務局は、代表以下 9名によって構成され、年に一度

ー集会を聞き、組織運営、報告書の発行、財政面に関して協議をおこなう。 1999

年現在 3000名以上の会員と首都ロメ以外にもパリメ、ツェピエ、ダパオン

という主要都市に支部を設置している。また、圏内だけでなく、全トーゴ人

「のうち十分のーに相当する約 40万人 9が国外に逃れているとも言われて

いる現状において、圏外での人権運動は無視できない規模になっている。そ

のため、 LTDHは亡命者が多いフランスにも支部を置いた 100

また、 LTDHが国民会議召集に至るトーゴの民主化運動に重要な意味を持

っていることは、 LTDHが他の人権組織の結成を促進し、さらに民主化を求

める「市民社会Jのネットワークの中心となっていったことである。 LTDH

の活動に触発されて結成された「報道の自由協会J(Association togolaise 

de la libete de presse)、f反拷問協会 J (Association togolaise de 

lutte contre la torture)、「民主的思考と行動のグループJ(Groupe de 

reflextion et d'action democratique)、「民主主義闘争学生運動」

(Mouvement estidiantin de lutte pour la democratie)、「法治国家促

進協会 J(Association pour la promotion de l'Etat de droit) といった

社会組織と、交流・協力が活発におこなわれていた 110

LTDHを中心に、これらの人権組織のネットワーク化が有機的に進んでい

った。そして、人権組織のネットワーク化は国外にも及んでいた。例えば、

ジュネーブに本部のある「国際法律家委員会 J (International Commssion 

7 Bi/an des droits de /'homme au Togo de 1960 a 1991， Ligue Togolaise des 
Droits de I'Homme (LTDH)， 1991.7， p.1. 
l:l LTDH (fevrier 1991)， op.cit.， p.5. 
9 デグリ氏(Jean-YaoviDegli元 LTDH代表)とのインタピュー、 1999年 9月 9日、

デグリ弁護士事務所(パリ)。
10 LTDH (fevrier 1991)， op.cit.， p.13. 
11 Ibid.， pp.12・13.
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of Juriste)、パリに本部のある「国際人権連盟 J (Federation 

internatinale des ligue des droits de I'homme: FIDH) 12の加盟国体と

して、また「ケベックにある法と自由連盟J (Ligue des droits et libertes 

du Quebec) や、「アムネスティーインターナショナル J (Amnesty 

1 n te r n a t i 0 n a 1)との関係も深い。そして、外国政府との関係においても、

フランス、ドイツ、アメリカ、カナダの大使館と定期的に接触し、またトー

ゴに置かれた、それらの国々の文化機関であるフランス文化センター、ゲー

テインスティトゥット、アメリカ文化センターにおいて人権セミナーが開催

された。これらの活動が評価されて、 LTDHは 1991年にフランス共和国人

権賞を受賞した 130 国際機関との関係は、国連をはじめとして、難民高等弁

務官事務所 (UNHCR)、ユネスコ、欧州議会に対しても働きかけをおこなっ

ている 14。

圏外の人権組織、国際機関ともパイプを持つ LTDHは、トーゴにおける人

権問題に関して圏外へ向けての働きかけ、国外からの資金調達も可能であっ

たという強みを持っていた。その後、 LTDHは圏内外における人権運動から

始まって、民主化運動のネットワークの要としても重要性を増していった。

次に、 LTDHの具体的な人権活動を通した民主化運動に関して検討する。

3 民主化移行体制終了までの LTDHの活動

トーゴの民主化プロセスにおいて重要な役割を果たしてきた LTDH であ

ったが、その活動のアプローチは一様ではなかった。中でも、重要な転換点

となったのは民主化移行体制の終了であった。それは、国民会議によって設

置された民主化移行政府及び共和国高等評議会 (HCR) といった暫定的な機

関による民主化移行の終了を意味した。

トーゴでは、「市民社会」が中心となって展開された民主化運動の結果と

して召集が実現された国民会議が主権を獲得し、エヤデマ大統領の権限を象

徴的なものに縮小して民主化プロセスが開始された。しかし、トーゴ人の希

望を一身に背負った国民会議・民主化移行体制は、エヤデマ大統領が陰で指

揮する軍の介入、さらには国民会議内における権力争いに端を発する分裂に

よって弱体化し、民主化移行は停滞したばかりか、再びエヤデマ大統領に権

12 Ibid.， pp.10・11，13. 
J..) Rapport d'activites， Rappor annuel de LTDH， 1998， pp.9-10. 
J.'" LTDH (fevrier 1991)， op.cit.， p.19. 

139 



力回復の機会を与えた。

以下では、 1993年 1月のエヤデマ大統領とコフィゴ移行期政府首相によ

る民主化移行体制の解消宣言によって、国民会議によって開始された民主化

移行が実質的に終了された時点で 2つの時期に分けて、 LTDHの人権運動を

通した民主化への働きかけの変遷を検討する。

民主化移行体制終了までのしTDHの活動の特徴は、人権運動を通じて直接

的に国家権力と関わったことであった。この時期の LTDHは、人権問題は政

治権力のあり方と不可分の関係にあることを強調していた。人権活動自体は

政治活動ではないとしながらも、独立後のアフリカ諸国において長年主張さ

れてきた一党制の下での民主主義や民主化の実現は幻想であり 15、政治権力

のあり方を問うことなくして人権問題の改善はありえないと、政治社会への

積極的な関わりが必要であるという姿勢を取っていた 160

反政府デモ参加学生の失腺事件、大学キャンパス内での人権運動を直接的

契機として結成された LTDHであるが、このように民主化を求めた学生運動

が活発になってきた 1990年代はじめには、民主化運動を鎮圧しようとする

当局、また RPTの下部組織である学生グループとの衝突が大学キャンパス

内外で繰り広げられて連日のように負傷者が出ていた 17。繰り返される民主

化を求める学生グループと体制側との衝突じ際して、法的手続きを経ない民

主化運動家の逮捕、拘束事件が発生するようになった。これに対し、 LTDH

は 1990年 8月 24日に逮捕された民主化運動学生の釈放を求め、法を無視

した身柄の拘束を非難した。

LTDHの活動の特徴は、単に一組織のものとしてだけでなく、 LTDHを介

して人権組織を中心とした他の組織とのネットワーク化が進んでいったこ

とである。 LTDHを中心として、単なる個々の組織活動の総和ではなく有機

的な「市民社会」のネットワークが形成されていく中で民主化運動が展開さ

れていった。そのために、トーゴにおける国民会議をめぐる民主化プロセス

を検討する上で、 LTDHは重要な意味を持っている。

現在でも、 1990年 10月 5日は、トーゴの民主化が産声をあげた日とし

て語られ続けているように、民主化運動家においては重要な記念日となって

いる。一方、エヤデマ体制側にとっては悪夢と混乱の始まりの日として非難

され続けている。この日を境にして、民主化を求める運動は急速に拡大する

15 Ibid.， p.32. 
1& Ibid.， pp.27・28.
17 アメガ氏 (AugustinAmega :元学生運動家、 A Propos誌編集長)とのインタビ

ュー、 1999年 8月 26日、ロメ。
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と共に団結カを増していった。この日のデモの直接的原因となったのは、 8

月に 13名の民主化運動家が反政府的ピラを配ったとして逮捕された事件に

対して、リーダー2名に懲役 5年の判決が宣告されることが予定されていた

ことであった。この事件に対する抗議として、判決が言い渡される 10月 5

日に裁判所前にてデモが計画された 18。この結果起こったのが、第三章で検

討した 10月 5日(r黒い金曜日 J)事件であった。

10月 5日事件以前から、 LTDHは軍による民主化運動の抑圧に対して、

圏内的、国外的に抗議を発していた。そして、「黒い金曜日」を契機に LTDH

はさらに活動を活発化させていった。 LTDHは、 1990年 12月に総会を聞

き、後にトーゴの民主化移行の希望と失望のシンボルとなるコフィゴ

Ooseph Kokou Koffigoh)代表と 8名の執行委員を選出した。

LTDHの活動に触発されて、他の人権関連組織が次々と創設された。その

中でも、反拷問協会 (ATLT) は、国家に対して特に急進的であった。 ATLT

の代表でで、あつたデグリ (りJean、-y
若手弁護士として知られ、民主化移行期においては、国民会議によって設置

された移行期政府の首相となったコフィゴの右腕として最年少の閣僚とし

て活躍した。また、デグリは 1993年にコフィゴがエヤデマ大統領の傘下に

入って LTDHの代表を辞任した後に、二代目の LTDH代表に就任した。

エヤデマ大統領は、 10月 5日事件の後も勢いが止まらない民主化運動を

鎮めるために、これまで拒否し続けてきた複数政党制への移行を不可避と考

え、憲法の改正をおこなう準備があることを演説した。加えて、憲法修正委

員会を設置したが、民主化運動を鎮めることはできなかった。そこで、エヤ

デマ大統領はさらなる譲歩を余儀なくされた。国家による報道の独占に対し

ては、 「ヌーベノレ・マルシュ J (Nouvelle Ma rche、後に Togo-Presse)

のみを合法としてきた新聞報道に関しては、 1990年 11月に公布された報

道に関する法律 (Lo;N090・25du 30 novembre 1990， Portant Code de 

la presse.) によって独立系の新聞の発行が解禁された 190 さらに、エヤデ

マ大統領は 1991年 1月 10 日に政治犯の恩赦を発表したが、この中には

1986年 9月にエヤデマ大統領暗殺を狙って、ガーナから侵入した武装テロ

リストと目されている人物、中でもこの事件を指揮したとされているエヤデ

マ将軍の最大の政敵で、エヤデマらによって暗殺された初代大統領の息子で

ある G，オリンピオ (GilchristOlympio)の名前は含まれていなかった。そ

18 Marches tropicaux et mediterraneens (MTM)， 1990， pp. 2876-2877. 
19 しかし、非識字層、非都市層にも影響力の大きいテレビ、ラジオの自由化には至ら
なかった。
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のため、 19日に LTDHは「完全なる恩赦J (Amnestie totale et generale) 

を求めて国会議員に働きかけをおこなった。

このように、 トーゴ人全体における政治意識の高まりが、 1991年 3月に

は 10の「市民社会」組織が国民会議召集を目指して結集された「革新連合

戦線J (Front des associations pour le renouveau: FAR) の集会、ゼネ

ストの呼びかけという形で結実した。その結果、国民会議の縮小版であるエ

ヤデマ大統領側と市民社会の代表者によって構成される「国民対話フォーラ

ムJ (Forum national de dialogue) を同年 6月に開催することが決定さ

れた。 4 月には政党法 (Loi No91・04，Portant charte des partis 

politiques. )が制定されたことにより、 1969年以来続いてきた一党制が終

了を告げた。 4月 5日に発生したエヤデマ大統領の銅像を倒そうとした反政

府デモ参加者が、軍によって射殺された事件について、 LTDHは頭部を打ち

抜かれた 2名の犠牲者の写真ととともに AFP(フランス通信社)に訴えた 200

その後 FARは解消されたが、その後拡大改組された「反体制民主連合J

(Col同ctifde I'opposition democratique: COD)において民主化運動は頂

点を極め、 6月には無制限ゼネストに突入した。圏内経済の麻庫と至る所で

起こった反体制側と大統領側の支持者間の衝突が繰り返された末に、 6月

12 日にはエヤデマ大統領側と COD側との合意によって国民会議召集が決

定された。 LTDHは、国民会議の中でも特別な役割を果たしていた。国民会

議の召集によって停止された 1980年憲法に代わる国民会議法令及び新憲

法案の作成作業、報告書の作成に携わった。

しかし、 LTDHは組織として国民会議の運営に携わったというよりも、弁

護士個人として暫定的憲法の役割を果たす国民会議法令の作成に携わると

いう形で貢献をおこなったとされている 21。しかしながら、形式的には個人

の資格で行動したにせよ、そこには LTDHの方針や活動が反映されていた。

また、 LTDHは組 織と して も、国民会議から依頼を受けてトーゴにおける独

立後の人権状況をまとめる報告書を出した。 1991年 7月に出された報告書

は、 LTDH及 び 国 民 会 議 の 政治的傾向、歴史認識を示すものとして重要であ

る。

f1956年 10月の国民投票によって自治権を獲得し、 1960年 4月に独 立

を果たしたトーゴにおける人権状況は、 1963年のクーデターによって初代

20 MTM (1991)， p.953. 
21 デボチュ氏 (KofimessaDevotsou: LTDH代表)とのインタビューより、 1999年

9月 7日、 LTDH本部(ロメ)。
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大統領 5，オリンピオが暗殺される前までは、世界人権宣言の精神に則って、

政治的自由、思想・宗教的自由、所有権に関する自由、経済社会的自由が保

障されてきた。しかし、 1963年、 1967年のクーデター以降、 1979年に至

るまで憲法の存在しない超法規的な体制が続いてきた。このような法による

統治が存在しない状況において人権の尊重ということは期待されるべくも

なかった。冷戦という国際環境の下、旧宗主国であるフランスをはじめとす

る西側諸国は反共、アフリカにおけるプレゼンスの確保のために、エヤデマ

大統領の支配の下でのトーゴにおける日常化した政治的暗殺、拷問、不当な

逮捕、超法規的処刑などの人権侵害を不問にしてきた。 1980年になってよ

うやく第三共和国憲法が制定されたが、これは単にエヤデマ大統領の権限を

拡大規定したにすぎず、これ以降もアムネスティー・インターナショナル等

による人権侵害に関する報告が絶えることがない状態が続いている。さらに

具体的に説明されている人権侵害事項は以下に関するものである。新聞報道

の禁止、結社活動の自由の否定、電話の盗聴、交換の妨害等の市民生活に対

する干渉、理由なき逮捕、法的手続なしの拘束の延長、失腺事件、理由なき

解雇、非合法的財産の没収、強制移動、被拘束者に対する電気を使った制度

的な拷問、処刑と政治的暗殺、国外における反政府活動者の誘拐等である。 J

22 

また、 LTDHの組織としてではなく、個人として国民会議に貢献したもの

としてデグリが取りまとめた国民会議最終報告書がある。デグリの報告書に

よれば、 トーゴの人権状況に関しては以下のように説明されている。

f24年間のエヤデマ =RPT一党独裁体制においては部族主義、縁故主義が

道具化されて国家資源の分配が歪められ、数々の人権侵害が横行してきた。

加えて、情報操作による国民の政治的周辺化、腐敗が恒常化してきた。前体

制の弊害を克服するために、国民会議は国家の役割を開発におけるオーケス

トラの指揮者からより小さなものに引き下げることを目指した。これまでの

1960年、 1963年、 1980年の 3つの憲法においては、いずれも法治国家

(L'Etat de droit) が誕われてきたが、それは形式的なものにすぎず、司

法は権力の道具にすぎなかった。法治国家に不可欠であることは、行政、立

法、司法の分離であり、中でも司法の独立は欠かせないものであり、人権と

自由の擁護は一組にして考えなければならない。それは、人間の基本的権利

22 LTDH (juillet 1991)， op.cit.， pp.4-6. 
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を尊重するものであり、そのために法治国家とは様々なイデオロギーを有す

る多元的な政党によって構成されなければならず、体制への批判が自由にお

こなえるようにしなければならない。それは、複数政党制が民主主義の柱と

なることを意味した。さらに、大統領制に関しては、大統領の任期をこれま

でのフランス第五共和制にならった 7年から 5年とし、再選は一回までと

する。首相は議会における最大多数政党から選出し、議会は一院制とする o

これは、準大統領制を意味するものに他ならず、今後法制化していかなけれ

ばならない。 J 23 

上記の国民会議における LTDHが関係する独立後の政治・人権状況の総括

に関する 2つの報告書は、内容的には大筋において共通しているが、相違点

は独立直後の 1960"-'63年のオリンピオ政権における人権状況に対する評

価の違いであった。植民地行政によって有力層となった南部出身者によって

占められたオリンピオ政権下において、北部出身者に対する差別、人権侵害

が存在していたが、デグリの報告書ではそのことを認めているのに対して、

LTDH の報告書においてはオリンピオ時代の人権侵害に関して言及してい

ない。

このように、民主化移行体制においては、 LTDHは民主化プロセスに直接

的に関与していた。しかし、内部分裂、軍の介入強化によって民主化移行体

制が機能不全となり、やがて民主化プロセスがエヤデマ大統領の手に渡るよ

うになると、 LTDHの政治的働きかけはより消極的なものへと変化していっ

た。次に、民主化移行体制解消後の人権組織の民主化への関わりを検討する。

4 民主化移行体制解消後の人権運動

4.1 LTDHの活動の変化

このように、トーゴの民主化プロセスに重要な役割を果たしてきたし.TDH

であったが、民主化移行体制解消後の LTDHの政治的活動は大きな転換を余

儀なくされた。

1993年はじめに、エヤデマ大統領とコフィゴ民主化移行政府首相によっ

て民主化移行体制の終了が宣言されると、エヤデマ大統領によってコフィゴ

は改めて RPTを中心とする内閣の首相に任命された。首相の肩書きは同じ

23 Deg li Jean-Yaovi， Rapport Generale de la Conference Nationale 
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であっても、人々はもはやコフィゴは「市民社会」の代表でも、 LTDHの代

表でもなく、個人的利益を追求する政治屋に成り下がったと失望していた。

コフィゴの LTDH代表辞任を受けて、民主化移行体制においてコフィゴを補

佐していたデグリが選挙によって二代目の LTDH代表に就いた。

しかし、デグリには常に民主化の前提としてエヤデマ大統領の引退を求め

てきた急進的な政治的傾向があり、また学生を中心とした動員力のあるデグ

リが LTDHの代表に就くことは、国民会議召集前の権力を回復しつつあった

エヤデマ大統領にとっては等閑視できないことであった。そのため、デグリ

の LTDH代表就任直後から軍による LTDHへの攻撃が強化された。事務所の

破壊、文書持ち去り、構成員への暴行等、さらに攻撃はデグリ個人の周辺に

も及び、デグリの親族が殺害され、デグリ自身もトーゴから逃れることを余

儀なくされた。

その後、デグリ不在の状態で LTDHの代表に就いたのは、コフィゴの弁護

士事務所出身の弁護士であるデボチュ (KofimessaDevotchou)であった。

エヤデマ大統領の傘下に入ったコフィゴ首相によるデボチュ LTDH新代表、

への影響の度合いは定かではないが、デボチュ代表は LTDHの活動を急速に

非政治化させていった。これまでのように国家を直接的に非難し、国際社会

に向けてはトーゴに対して圧力を要請するという政治的働きかけには消極

的になった。

LTDHは、その活動に関して人権活動に関して、「人権擁護J(Protection 

des droits de I'homme) と f人権促進 J (Promotion des droits de 

I'homme) とに基本的に 2つに区別している。人権擁護活動とは人権侵害

を非難し、それを改善すべく国家に働きかけていくことであるが、人権促進

活動とは人権概念に対する人々の意識を高める啓蒙活動を意味している。こ

の分類に沿って、 LTDHの活動の変化を表現すると、民主化移行体制の解消

までの時期において中心であった人目をひく人権擁護活動から、地味な人権

促進活動に重点を移していったということになる。

1967年以来、エヤデマ将軍による軍を背景とした一党体制が維持されて

きた。この間、トーゴにおける人権侵害は国際的には周知のことであり、全

トーゴ人の十分のーに相当する約四十万人とも言われる人々が国外に難民、

亡命者となって国外で生活することを余儀なくされてきた。民主化移行体制

解消後、 LTDHは国家批判よりも人権とは何かということを広める啓蒙活動

の方が重要であると認識するようになった。そこで、セミナー活動を通した

Souveraine， Republique Togolaise， 1991. 
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小、中学校教師への人権教育を中心に地道に人権意識の普及に努めることが

LTDHの活動の中 dむとなった。他の人権関連組織、女性組織に対しても、人

権概念の理解を進める協力をおこなっている。

1994年 6月、 LTDHはロメにおいて、フランスの国際人権組織円DHと

合同で、人権組織と行政との関わりに関する二度のセミナーを開催した。そ

のテーマは、「人権 NGOのより良い機能J、「地域、国際的基準の圏内的適

用」であった。 1997年 11月には、南アフリカの NGOである COPA(Coalition 

for Peace in Africa)による、 1998年 1月にはブリティッシュカウンシル

による財政支援を得て、人権活動をどのようにおこなうかというテーマに関

するセミナーが聞かれた 24。さらに、知識人を対象としたセミナーによる人

権啓蒙活動だけでなく、これまで人権という認識の外に置かれてきた大多数

の人々に対する草の根的な人権啓発活動として、学校教育において人権教育

をおこなうことが近年の LTDHにおける重要課題とされてきた。

1998年は世界人権宣言 50周年にあたり、国連はこの年を「国際人権年」

と宣言した。これを受けて LTDHは、人権教育のさらなる促進を活動の目標

として掲げた。そこで、人権意識の大衆化を目指すために、まず LTDH内部

での人権教育を徹底することが必要とされた。 1998年 1月には、「アフリ

カ人権憲章(パンジュール憲章)J (Charte africaine des droits de 

I'homme et des peuples)、「世界人権宣言J (Declaration Universelle 

des droits de I'homme)を学ぶセミナーを聞き、アフリカにおける人権に

関して認識を深め、さらに人権に関する国家の義務、 NGOの役割、学校教

育での人権教育の重要性などが議論された 25。他にも LTDHは、人権に関す

る資料の充実、マスメディアの積極的活用、人権関連資料の現地語への翻訳

の必要性を訴え、また学生による人権クラブの創設、活動継続のための委員

会を創設した 26。

近年、 LTDHが特に力を注いでいることは、受刑者の人権に関する啓蒙活

動である。そこでは看守に対する人権教育が中心となった。人権とは何かと

いうことから始めて、受刑者にも人権があることについて看守を中心に啓蒙

活動を実施した。さらに 1998年 10月から 11月にわたって、都市部のプ

ロテスタント中学校にて、アムネスティー・インターナショナルの協力を得

て人権教育活動を実施した。そこでは、これまでの活動の成果として、教師

への人権意識の浸透が見られるようになったとして、人権啓蒙活動の対象を

24 lTDH (1998)， op.cit.， pp.2・3.
<!!> Ibid.， pp.4・7.
26 Ibid.， p.7. 
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生徒にも広げていった 270

前述の通り、トーゴをはじめとしたアフリカ諸国における人権問題は単な

る内政問題にとどまらず外交的にもデリケートな問題である。それを象徴す

るのは、 1999年 5月以降断続的に続くトーゴ政府とアムネスティー・イン

ターナショナルとの論争である。フランス以外の EUを中心とする主要援助

国・機関は、ト}ゴに対しては人権侵害、民主化の遅れを理由として、保健

衛生、人道的部門を除いて 1993年以来援助を停止、もしくは制限してきた。

そこで、援助の全面的再開が見えてきた重要な時期にあって、 1999年 5月

に出されたアムネスティー・インターナショナルによって出された「トー

ゴ:恐怖政治の国家J(“Togo: Rule of Terrorつというタイトルが付けら

れた報告記事 28に対してトーゴ政府は激しく反発した。この調査報告の中で

特に論争になっている部分は、 1998年 6月の大統領選挙期間中に、超法規

的に処刑されてギニア湾に捨てられた 100以上の死体が、海流に運ばれて

次々と隣国ベナンの海岸で発見されたという内容に関するものであった。ト

ーゴ政府は、ただちに圏内においてはこの報告書を発禁にし、アムネスティ

ー・インターナショナノレを激しく非難した。それに対してアムネスティー側

も反論をおこない、両者の係争は続いていた。しかし、事実関係については、

トーゴ圏内においても見解が二分しており結論は出ていなかった。トーゴ政

府は、 EU、特にドイツが主張する援助停止要因の一つになってきた人権問

題に対しては非常に敏感になっている。しかし、この事件に関して情報を持

っているはずの LTDHは沈黙を守り続けている。このような姿勢は民主化移

行期における LTDHには考えられないことであり、 LTDHの活動の変化を象

徴している。

その後、この論争に決着をつけるために、エヤデマ大統領は国連とアフリ

カ統一機構 (OAU)の合同調査団の派遣を要請した。トーゴ政府の要請によ

って派遣された UN/OAU合同調査団によって、 2001年 2月に出された調

査報告書によれば、死体の数に関する記述はなかったものの、 1998年の大

統領選挙時及びそれ以外の時期においても法的手続きを経ない処刑、政治的

暗殺がおこなわれていたことを認めた 29。エヤデマ大統領にとっては意外な

調査結果に対して、トーゴ政府は国際的には国際機関による帝国主義陰謀と

非難し、国内的にはこの報告書に関して黙殺を続けている。

27 Ibid.， p.8. 
28 “Togo.Rule of Terror，" Amnesty International-Report-AFR57/01/99， 5 May 
1999. 
29 Le Combat du Peuple， N0289， du 26 fevrier au 2 mars 2001， pp.4・10.から
転載。
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1998年 6月の大統領選挙においては、選挙監視のために訪れた EUの代

表団に協力し、選挙時の人権侵害に関してアムネスティー、 FIDHとの合同

調査をおこなった 300 また、難民に関しては、「反拷問国際闘争組織 J

(l'Organisation mondiale de lutte contre la torture) 

L'observato ire-Pa ris、FIDH、に情報提供どいう形で協力した 31が、 LTDH

の名前では調査報告書を出していない。 LTDHは、調査報告書を出さなかっ

た理由として財政難と、調査に協力した組織がそれぞれトーゴに関する報告

書を出しているので重複するものを出す必要がないということを挙げてい

る況が、実際のところは国家との摩擦を回避するためであった。

LTDHの活動方針の変化は、国家、行政との関わり方にも現われた。これ

までの非難と要求という強硬な姿勢から、人権教育の普及に関する教育省へ

の陳情 33、CNDHを通じての要請というように国家に対する態度を軟化させ

ていった。このような状況の中で、 1998年の世界人権宣言 50周年を受け

て、トーゴ政府は 1999年を「トーゴにおける人権と対話の年」とすること

を宣言した 34。

組織活動は、それを取り巻く環境に敏感に反応しながら変化するものであ

るが、民主化移行体制の終了とともにし.TDHの活動を大きく転換させた理由

として 4つ挙げることができる。ひとつめは、民主化移行体制の解消によっ

て、軍を権力の担保にするエヤデマ大統領が国民会議召集前の権力を回復し

たことによって軍の介入が激しさを増し、 LTDHの活動が物理的に大きく制

限されたことであった。 2つめは、国民会議召集時のメンバーが LTDHの活

動に加わらなくなったために、組織が弱体化したことである。 LTDHが結成

された 1990年夏の時点では、 RPT以外の政党は存在していなかった。しか

し、 1991年 4月に制定された政党法によって合法化された新政党に LTDH

の有力メンバーも参加するようになり、次第にしTDHの活動から疎遠になっ

ていった。 3つめは、財政難である。国民会議召集に向かっていた時期にお

いては、広い層からの資金援助を期待することができた。しかし、民主化移

行体制の終了、すなわち「市民社会Jを中心とした民主化の可能性が潰えた

時点において、大衆層からの資金提供は望めなくなっていた。さらに、 1993

年を境に援助園、国際機関は、政治的コンディショナリティーである民主化

の停滞、人権侵害を理由にトーゴに対する援助を停止した。その援助停止は、

30 LTDH (1998)， op.cit.， pp.13・14. 
. H Ibid.， pp.15・16.
32 デボチュ氏とのインタビューより。

日LTDH(1998)， op.cit.， p.7. 
34 Ibid.，p.9. 
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公的部門に対してのみ向けられたものではなく、非国家領域にも向けられた。

その結果、 LTDHに対しても外国政府からの資金援助の機会が減少し、自主

財源によるセミナ}開催は困難になった。長引く援助停止による経済的困難

のために、現在 LTDHには約 3000名を越える会員がいると言われているが、

そのほとんどが 200CFAフラン(約 40円)の年会費を収めていない350

しかし、 LTDHの活動を変化させた最大の理由として挙げられるべきこと

は、初代 LTDH代表で民主化移行政府首相でもあったコフィゴに対する人々

の失望がもたらした LTDHの正統性の失墜である。国民会議召集当時におけ

るコフィゴは、「市民社会」によるトーゴの民主化を体現したシンボルであ

った。 1991年夏のトーゴには、コフイゴのリーダーシップによって、すぐ

にでも民主的な国家に生まれ変わるという希望に溢れる空気に包まれてい

た。しかし、実際にコフイゴがおこなったことは、自身の権力欲に起因する

民主化移行体制の分裂によって民主化移行を大きく減退させただけでなく、

首相の地位の維持と引き替えに民主化プロセスをエヤデマ大統領に売り渡

したことである。これまでに、コフイゴ =LTDHというイメージが定着して

いただけに、コフィゴのトーゴの人々に対する裏切り行為は LTDHの正統性

の失墜に直結した。そのため、民主化移行体制終了後の LTDHには、もはや

大衆動員をおこなうことは見込めなくなった。このような状況では、 LTDH

は地道な活動に方向転換せざるを得なくなっていた。現在も LTDHの会員の

中に、コフィゴに対して反感を持っている者は少なくない。

しかしながら、 21世紀に入り LTDHは人権擁護という民主化移行期にお

ける直接的な政治活動を再開しようとしている。 1999年 7月には選挙実施

に向けた「ロメ合意 J (Accord-cadre deしome) 36が結ばれたにもかかわ

らず、エヤデマ大統領側と野党側との紛糾が続き政治的前進が見られない停

滞した状況が続いている。政治的停滞に加えて、 CAR(革新行動委員会)党

首アボイボの投獄という権力側による司法操作の濫用があからさまにおこ

なわれる中で、 LTDHは再び政治的行動を起こそうとしている。その背景に

はコフィゴの裏切りによって失墜した正統性が、これまでの地道な活動によ

35 アムラオ氏 (NicolasKoffi Amulalo : LTDHプロジェクト委員)とのインタビュ

ー、 1999年 9月 6日、しTDH本部(ロメ)。
36 民主化プロセス再開のために大統領側と野党側による合意は、ロメ合意

(L'Accord-cad re de Lome) と呼ばれている。しかし、合意から 2年以上を経た現

在においてもその合意は実現されていない。
岩田拓夫「ロメ合意とトーゴにおける複数政党制の展望JW月刊アフリカ』、 1999年

11月号、 4-8頁。岩田拓夫「ロメ合意後のトーゴの政治状況JW月刊アフリカ』、 2001
年 12月号、 4・8頁。
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つである程度人々の信頼を取り戻したという LTDHの自信回復がある 37。

以上のような原因によって民主化移行体制後の LTDHは、他の人権組織が

活動を停止した中で、組織として存続しながらも大きな活動の転換を余儀な

くされた。一方で、トーゴ国外においては、圏内とは異なる人権活動が展開

されている。以下では、 LTDHと深い関係を持つトーゴ人亡命者による人権

活動に関して検討する。

4.2 亡命者人権組織 Batirle Togoに関して

トーゴでは、国民全体の十分のー弱に相当する約 40万人が、人権侵害、

身体の危険を回避するために国外に逃れることを余儀なくされていると言

われている。このような状態において、トーゴ国外における亡命者を中心と

した人権運動も組織化されている。ここでは、 LTDHとの関係が深い亡命者

人権組織である rBatir Le Togo/TogoaufbauenJ (トーゴの建設、以下

BT) を検討する。名称がフランス語とドイツ語の両方で表記されているよ

うに、この組織の活動範囲はフランスとドイツにまたがっている。

トーゴ人の亡命者は、ヨーロッパにおいては旧宗主国フランスが最も多い

と言われているが、トーゴは第一次世界大戦までドイツ領であったこともあ

り、ドイツへのトーゴ人亡命者も多い。現在では、 BTはフランス、ドイツ、

ベノレギーに次いでトーゴ人亡命者が多いと言われているカナダへのネット

ワークの拡大を試みている。 BTの活動の中心はトーゴにおける人権侵害を

国際社会にアピーノレをすることである。 BTは、 1996年に結成されて以来、

エヤデマ体制に対する抗議活動をおこなっているが、最近のものは 1998年

6月の大統領選挙時におけるエヤデマ大統領の選挙不正と人権侵害、超法規

的な処刑に対してであった。

BTの活動方針は、 1990年代前半における民主化の風によってトーゴに

おいて法治国家の誕生が期待されていたにも関わらず、経済、社会、政治、

人権における民主化移行が失敗した現在、アフリカの発展を築いていく若者

を支えることが掲げられている 380 フランスで 1901年に定められた「結社

の自由を定めた法律J (Loi de 1 juillet 1901) に基づいて創設された組織

のスローガンは「忠実、団結、博愛 J(Fidelite，Cohesion， Fraternit岳)で

ある。その活動領域は、組織に関するもの、社会に関するもの、経済に関す

るものと 3つに大別され、併せて 22のセクションに別れている。また、資

37 デボチュ氏とのインタビュー 2001年 9月 28日、 LTDH本部(ロメ)。
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金源は会費の他に、デグリの弁護士事務所の収入からの持ち出し、外国政府

(フィンランド等)、国際 NGOからの支援等である。

一般的に、亡命者による外国での人権活動は、圏内での活動に比較してよ

りラデイカルになる傾向がある。それは、身体の危険が少ないということ、

トーゴ圏内に関する情報不足のために情報に誇張が起こりやすいというこ

とと、国際的なアピーノレと他の機関から財政的支援を得るためにセンセーシ

ョナルさが要求されることがその理由として考えられる。 BTもその例外で

はなかった。むしろ、 BTは他の組織よりもその傾向が強い。 BTが、元 LTDH

代表であったデグリによって率いられていることがその原因の一つである。

1991年 7月に召集された国民会議、その召集の課程において、デグリは中

心的な役割を果たした人物であった。

デグリは、元来のエヤデマ政権に対する強硬な姿勢に加え、縁者にまで軍

の攻撃によって犠牲者が出たことに対する個人的怨恨があり、さらにコフィ

ゴの裏切りや、国民会議の失敗をもたらしたトーゴにおける野党、民主化勢

力にも失望している 39。デグリは、召集時にはエヤデマ大統領の権限を儀礼、

外交的なものに縮小することに成功した国民会議が、コフイゴ首相の権力欲

や、野党指導者の権力争いによる内部分裂によって弱体化し、民主化プロセ

スが形式化されていったことを事務責任者として目の当たりにしていた。そ

のことが、 BTの活動に反映されている。そのために、亡命後はトーゴ圏内

の野党勢力とは接触していない 40。デグリは野党の指導者に対しては、難民

と経済政策に対するビジョンが欠落していると非難している 41。さらに、代

表であるデグリが不在の聞に、連絡もなくデボチュを代表に選出した LTDH

に対しても抗議を続けているが、寄稿を通じた LTDHとの関係は細々と維持

されている。

BTのラデイカルさはその報告書にも表れている。 1998年 6月の大統領

選挙直前に出された報告書では、エヤデマ政権における人権蝶聞を厳しく非

難している。また、トーゴに対してだけでなく、フランスをはじめとする西

側諸国が長年にわたりエヤデマを支持し続けてきたことに対しても批判し

ている。トーゴ国内に関しては大統領選挙の透明性に欠け、エヤデマ大統領

による選挙操作、妨害がおこなわれていることを非難し、国際社会に注意を

38 Statuts de Batir le Togo， le 14 fevrier 1997， p.1. 
39 デグリ氏とのインタビューより。

40 CAR (革新行動委員会)党首のアボイボとは、個人的な交流があるという。デグリ

氏とのインタビューより。
41 デグリ氏とのインタビューより。
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喚起している 420

1998年の大統領選挙後に出された BTの報告書では、選挙管理委員会は

選挙結果を一部改質したと非難し、正当な開票がおこなわれていればエヤデ

マ大統領は当選できる見込みはなかったと推測している。前回の 1993年の

選挙においても同様であるとしている。選挙期間中の人権侵害としては、 20

数名の若者が憲兵に拘束、監禁され、その後窒息死したと報告している。そ

して、国際社会はこのエヤデマ独裁体制における人権蝶醐を見て見ぬふりを

しているばかりか、エヤデマ政権を支持さえしていると非難している。

BTの主張は、トーゴの民衆に対してはボイコットによって選挙を失敗さ

せること、野党指導者に対しては野党の団結を妨げてきた権力欲を抑え相互

協力をおこなうこと、国連、 EU、「アフリカ統一機構 J(Organ ization of 

African Unity OAU)、「 西アフリカ諸国経済共同体 J (Economic 

Community of West African States : ECOWAS)、フランス等の国際社会

に対しては、見せかけだけの選挙でお茶を濁しているエヤデマ政権に対する

圧力を強め、厳密な投票、開票を可能にする権力からは独立した選挙管理委

員会を創設した上で、選挙をやり直すことであった430

しかし、 BTの組織的な問題は、トーゴ圏内における拠点がなく、圏内の

人権組織、政党との関係を絶っていることである。そして、国際社会にアピ

}ルするために情報が誇張される傾向があることである。例えば、 1993年

8月の複数政党制の下での初めての大統領選挙では、最高裁による書類の不・

備を理由に最有力候補である G，オリンピオの立候補の拒否に呼応して、ア

ボイボ、コジョが立候補を取りやめ、野党の勢力が強い南部地方での投票ボ

イコットが広範に行われた。他にも、投票所の開場妨害、インクの不足によ

る投票不能等によって、エヤデマ大統領の出身地域以外の投票率は極めて低

くトーゴ全体では 36%にとどまった。この選挙の正統性には大きな問題が

あることは言うまでもないが、エヤデマ大統領以外に勝利者が生まれる可能

性はなく、実際にエヤデマ大統領は 96%の得票したにも関わらず、開票が

公正におこなわれていたならば、エヤデマは勝利していなかった報告してい

る。

42 Document de Batir le Togo， le 14 juin 1998， pp.1・2.
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5 普遍的人権概念と LTDH

本章では、ト}ゴにおける民主化プロセスと LTDHを中心とした人権運動

との関わりに関して検討をおこなってきた。トーゴにおける「市民社会 Jを

代表する人権組織の活動が、民主化にどのような役割を果たしてきたかを考

えると共に、トーゴにおいて、アフリカおいて、人権概念が意味することの

問い返しも必要である。

報告書、関係者へのインタビューを通して知りうる LTDHにおける人権概

念に関する認識は、西欧近代社会において発展してきたものと相違するとこ

ろはない。それは、「フランス人権宣言 J (Declaration des droits de 

I'homme) を源として、世界人権宣言にて確認されたものである。そこで

は、人権概念の普遍性、個人が社会の最小単位となっていることが前提とさ

れている。

このような前提において、 LTDHは伝統的慣習の拘束から脱却するために

人権の普遍的な基準を取り入れ、「市民社会」を活性化させることが重要で

ある 44との姿勢を示している通り、伝統から近代へという単線的近代化論に

則った普遍的人権が、「市民社会 J と共に発展すべきものであると捉えてい

る。個人の確立は、国民国家が形成される中で国家領域内の人々がより均質

的なアイデンティティーを獲得する過程と共に現れてくるが、アフリカ諸国

は決して国民国家へは向かっていないという現実、それ以前にアフリカ社会

において果たして個人が社会的最小単位であるのかとの疑問も存在する。

LTDHは、トーゴ最大の人権組織として圏内的、国際的な信頼が最も高い。

そのため、組織としての LTDHはトーゴの政治不安を構造化してきた地域・

民族問題とは一見無縁であるように思われる。トーゴにおいては、植民地時

代に形成された北部のカピエ人と南部のエヴェ人・ミナ人との対立が現在ま

で続いている。 1967年のクーデター以降、エヤデマ体制が確立されてから

は、カピエ人主導の体制が継続されている。それに対して、 1963年に暗殺

された s，オリンピオ大統領の時代までは、 ドイツ、フランスによる植民地

時代45を通じて、南部出身者が植民地政府とのつながりを独占してきたこと

によってトーゴにおける支配的地位を確立、維持してきた。

43 Communique de Batir le Togo， le 24 juin 1998， pp.1・3.
…LTDH (1998)， op.cit.， p.12. 
45 ドイツによる統治は、第一次世界大戦のアヲリカ戦線での敗戦によってトーゴを英

仏に明け渡すまでの 1884.......1914年まで続いた。その後フランスの統治が独立を達成

する 1960年まで続くが、それは一般的に植民地を意味する海外領土という位置づけ

ではなく、国際連盟における委任統治領、国際連合における信託統治領という地位で
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このトーゴにおける地域・民族的対立構図において普遍的人権を掲げる

LTDHも決して無縁ではなかった。実際のところ、 LTDHメンバーのほとん

どが南部出身者であり、 LTDHにおいて南部出身者の「正当」なる復権とい

う民族的指向が存在していることはメンバーでさえも否定しない460 それは、

先に紹介した国民会議開催期間中の独立後の人権状況に関する LTDH のま

とめた報告書において、南部出身者によって占められたオリンピオ政権にお

ける北部出身者に対する人権侵害を無視する姿勢に現れている。また LTDH

にとっては、約 6，000km離れたパリよりもエヤデマ大統領の膝元である北

部の中心都市であるロメから北に 430km離れたカラ (Kara) という都市の

方がはるかに遠い。 LTDHは結成から 10年以上が経ち、北部地方も組織活

動、情報の自由化が徐々にではあるが進んでいるにも関わらず、 LTDHはカ

ラに事務所を構える予定もない。

このように、普遍的人権を掲げる LTDHにおいても、地域・民族的アイデ

ンティティーの拘束が、トーゴ国民というアイデンティティーを上回って存

在している部分もある。優先順位がフレキシブルで、選択的な幾層からもな

るアフリカ人のアイデンティテイ}において、西欧人権概念が前提とする

「個人 Jとどのように重なりあっているのだろうかという問題に向き合うこ

となくして、アフリカにおける人権概念の定着を議論することは難しい。そ

れは、「アフリカ的」か「西欧的」かというこ者択ーを迫るものではなく、

アフリカにおける人権概念自体への問いかけの必要性を指摘するものであ

る。

6 むすびに

本章では、人権運動における民主化プロセスとの関わりの変遷に関して、

トーゴ人権連盟 (LTDH) の活動を中心に考察してきた。 LTDHは、国民会

議によって設置された民主化移行体制の解消と共に、その活動及び政治的な

取り組みを大きく転換させた。 LTDHの活動を中心とした本章における検討

から、トーゴにおける民主化プロセスと「市民社会」の関係を一般化して論

じることには限界があるが、 LTDHの活動は単なる一人権組織の枠を超えた

意味を持っており、トーゴの民主化プロセスにおける「市民社会 Jのイメー

ジを知るためのー断片として研究の意義がある。

あり、独立の過程も他の旧仏領諸国とは若干異なっていた。
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国民会議召集までにおいては、 LTDHは国家に対して直接的に人権侵害を

非難し、民主化運動に際しては「市民社会Jのネットワーク化を進める役割

を果たしてきた。また、国民会議及びその後の民主化移行期においては、エ

ヤデマ大統領が指揮する軍の介入を受けながらも、 LTDHは新憲法案作成、

国民会議における人権に関する報告書作成に貢献し続けてきた。一方、民主

化移行体制の解消によってエヤデマ大統領が国民会議前の権力を回復し始

めると共に、 LTDHの活動は急速に非政治化していった。いくつかの原因を

挙げたが、最も決定的だったのは民主化のシンボルであったコフイゴ首相の

裏切りによる LTDHの正統性の失墜であった。また、アフリカ政治を考える

場合においては軽視することのできない地域性、民族性の問題は、普遍的人

権を掲げてきた LTDHにおいても決して無縁ではなかった。これは、アフリ

カだけの問題ではないが、アフリカにおいては無視することのできない問題

であり、人権認識における理念と現実のギ・ヤツプを生み出している。

最後に、アフリカの民主化分析において「市民社会」概念によるアプロー

チがどのような意味持つのかということに関しては、国家のガパナンスが及

ぶ領域が虫喰いだらけのアフリカ諸国において、実際に民主化をもたらした

本章で取り上げた LTDHのような、政治指導者、軍、政党とは異なる政治主

体による政治的取り組みを考えることは重要である。しかし、国家との関係

において実体化する「市民社会 Jにおいて、国家との関係は常に一定ではな

いことを意識する必要がある。そして、 「市民社会」の存在は民主化進展の

必要十分条件ではなく必要条件のひとつに過ぎないということである。

民主化の必要条件としての「市民社会」という観点からは、必ずしも西欧

近代的規範とは同ーではない民主化の経験を重ねる中から、どのようにアフ

リカにおいて機能・定着する価値・規範のようなものが形成されているかに

注意を払う必要がある。トーゴにおいては、民主化プロセスは停滞しながら

も、人権は護られなければならないという規範的な意識は徐々にではあるも

のの広がっていると思われる。そのために、これまで一般的に評価されてき

たようなトーゴの民主化は単なる失敗であったとは断定できず、もう少し長

期的な視点で評価する必要もあろう。

「市民社会の制度化」という観点から見た場合、これまでのアフリカ政治

研究において議論されてきた民主化運動における一枚岩的な「市民社会J勢

力の動員という側面だけでなく、本章において検討したように「市民社会J

自体が国家との関係、組織内部の問題によって政治化の度合いを変化させる

46 デボチュ氏とのインタビューより。
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という視点も重要である。トーゴにおける民主化プロセスの挫折は、 「市民

社会の制度化Jの失敗と、 「市民社会J自体の弱体化が同時に起こった結果

もたらされたものであると考える必要がある。

次章では、制度的観点から、国民会議によって開始された民主化プロセス

を考えていく。国民会議は、 「市民社会」の「政治社会」化の舞台となった

という意味で「市民社会の制度化」の場でもあった。次章では、民主化移行

に際した政治アリーナにおける「市民社会 Jと政党との関係を中心に検討す

る。
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第六章「アフリカの民主化プロセスにおける政党の役割J

1 はじめに

本章では、国民会議召集を求めた民主化運動の結果として結成された政党が、

アフリカの民主化プロセスにおいてどのような役割を果たしたのかを理解する

ことを目的として、「市民社会の制度化」における政治機構の側面に焦点を当て

て議論をおこなっていく。序章において、「市民社会の制度化Jには政治機構に

関わる側面と政治行動に関わる側面があり、両面における制度化の度合いがア

フリカの民主化に影響を及ぼしているという仮説を提示した。この点に留意し

ながら、第三章以降では国民会議召集によって開始された民主化プロセスの分

析を進めてきた。

l 第三章、第四章では、一国レベル、比較によるマクロな観点から、第五章で

は、ミクロな観点からトーゴの民主化に大きな影響力を与えた人権組織に焦点

を絞って、「市民社会の制度化」という観点からアフリカの民主化移行を考察し

た。本章では、政治機構面の制度化を重視して、政党というフォーマルな政治

社会の「市民社会」からの形成及びその後の民主化プロセスにおける役割に関

して検討することを通じて、「市民社会の制度化」とアフリカの民主化移行との

関係を考えていきたい。

多くのアフリカ諸国においては、民主化運動の結果、新たな政党法の制定を

おこない、一党制が廃止された。新しく結成された政党には、指導者のカリス

マ性か出身母体である「市民社会」の支持がなければ、正統性の維持・影響力

の拡大を実現することは困難であった。この状況は、複数政党制への移行後 10

年を経た現在においても基本的には変わっていない。アフリカ諸国において、

政党は依然として社会から自律的でも、社会に対して指導的でもない。

民主化移行期においては、新しく結成された政党への支持の低さから生じた

政治的指導力の弱さや政党聞の対立によって民主化プロセスが停滞し、権威主

義的な統治への回帰、国家の崩壊とも呼ばれる状況をもたらした。これは民主
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化移行期だけでなく現在のアフリカ政治の問題でもある。本章では、民主化移

行に際して新たに結成された政党の正統性・支持拡大に大きく関わっているひ

とつの要素が「市民社会の制度化」であったという観点からアフリカの民主化

移行を検討する。

このような問題意識、アプロ}チにおいて、 トーゴの民主化運動において中

心的役割を果たしてきた社会諸組織の政党への改編過程とその後の活動に焦点

を当てていく。第五章にて検討したように、 トーゴの民主化運動の中心をなし

ていたのは人権運動を展開した社会組織であった。

トーゴにおいては、国民会議召集が近づく中での政党の合法化以後、何十も

の政党が結成されたが 1、かつての国家政党であった「トーゴ人民連合」

‘ (Rassemblement du peuple togolais : RPT) を除いて全国的な政治的影響

力と広範な支持を維持しているのは 5政党に満たない。その一つである「革新

行動委員会J(Comite d'action pour le renouveau: CAR) は、前章で詳し

く検討した LTDHを含む人権問題に積極的に取り組んできた弁護士・知識人組

織連合である「革新連合戦線 J (Front des associations pour le 

renouveau: FAR)を母体として結成され、 1994年の複数政党制への移行後初

めての国民議会選挙では、体制側による選挙不正・操作にもかかわらず最大議

席を獲得したように全国的に支持が強い政党の一つである。そこで、 CARは「市

民社会の制度化Jという観点、からアフリカの民主化プロセスを考える上で重要

な研究対象となる政党である。

2 CAR (革新行動委員会)の結成まで

トーゴの民主化運動において重要な役割を果たしてきた諸社会組織の政党へ

の変容に関して CARの創設までをたどりながら検討する。はじめに、 CARの

指導者であり、政治的方向性に影響を与え続けてきた指導者のアボイボ党首

(Yawovi Agboyibo)に関して紹介する。先述の通り、トーゴの民主化運動は、

人権状況の改善を目指して結成された社会組織を中心に展開された。そして、

本章では人権組織を中心とした市民社会連合である FARを母体として創設さ

れた CARを研究対象としている。また、 CARの党首となったアボイボは、 ト

ーゴの民主化運動の中核となった人権運動の礎を築き、かつ民主化運動の中心

的な指導者ともなっていた。

1 2001年現在、 64政党が内務省に登録されている。
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アボイボはセネガル、フランスでの留学を終えてトーゴに帰国した後、弁護

士としてのキャリアを歩み始めた。その後、人権問題へ取り組みを積極的にお

こなう国際的にも知られる弁護士となった。「国民議会連合 J (l'Union 

Inter-Parlem entai re) の人権委員会、バチカンの「教皇評議会 J (Conseil 

pontifical)における「正義と平和Jセクションのメンバーを務めたえ人権状

況の向上のための圏内的、国際的な取り組みが評価されて、 1992年にはドイ

ツ政府からアフリカ人権賞が授与された。アボイボが他の政治指導者と異なる

点は、アフリカ政治に深く関連する人権問題に深く関わり、かっ実績を上げて

きたことから大衆からの支持を獲得してきたことである。そして CARの政治的

アプローチは対話と圧力とされ、他の野党指導者がエヤデマ将軍の政治的舞台

からの退場を第一に叫ぶのとは対照的に、より現実的で穏健なものとなってい

る30

アボイボの政治家としてのキャリアは、 1985年の国民議会議員当選によっ

て始まったが、 1987 年に創設された「国家人権委員会 J (Commission 

nationale des droits de I'homme : CNDH) 委員長としての華々しい活躍と

は対照的に、政治化としてのアボイボの活動には特筆すべきものはなかった。

そのために、アボイボの国会議員のとしての沈黙は、しばしばエヤデマ大統領

への協力者として政治的ライバルからの非難の根拠とされてきた。

アボイボの著書『民主的なトーゴのための闘争:政治的方法として』によれ

ば、自身の政治活動への関心は 70年代はじめに遡る。アボイボが地域振興の

ために結成した団体は、国家政党であった RPTの傘下に入らなかった。当時、

全ての社会組織を RPTの傘下に収めようとしていたエヤデマ政権側はアボイ

ボの行動に警戒し、ヨト (Yoto) 県における伝統的首長の選出をめぐってアボ

イボ家の戴冠を妨害した40

アボイボが政治的手腕を発揮するようになったのは CNDH委員長としてであ

った。 1987年に、 トーゴは国連人権委員会に代表団を送ることになった。そ

の団長として人権問題に関して国際的に著名な弁護士であるアボイボの派遣が

検討されたが、伝統的首長就任をめぐるエヤデ、マ大統領 Iとの確執からその要請

が拒否される可能性があった。そこで、エヤデマ大統領は団長就任の見かえり

として、アボイボによって提示された交換条件としての当時のアフリカ諸国に

2 Degli Jean Yaovi， Togo: La tragedie africaine， Editions Nouvelles du sud， 
Paris， 1996， pp.83・84.
，j Agboyibo Yawovi， Combat pour un Togo democratique: Une methode politique， 
Karthala， Paris， 1999， pp.115-119. 
4 Ibid.， pp.19・21.
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おいて初となる国家機関としての人権機関の設置を認めたえ CNDHは、 1987

雫10月に創設されて、アボイボが委員長に就任した。

CNDH委員長時代のアボイボの業績は、(非政治的な)結社の自由、表現の自

由による非政府系新聞の解禁、司法手続きを取らない身体の拘束の禁止などが

挙げられる。加えて、当時禁止されていたヤシ酒 (Sodabi)の製造及び販売の

自由化、野生動物保護区における住民の安全を守るための最小限の狩猟許可、

伝統的宗教の信仰の自由、弁護士制度の整備などが挙げられている 6。これまで、

トーゴにおいては人権侵害が国際的に底く知られていながらも、圏内では声に

することすらできなかったのに対して、 CNDH創設以後は人権が国政の場で議

論され、徐々に人権状況の改善を実現したことがアボイボの民主化に対する実

績と支持の源泉とされている。その後、エヤデ、マ大統領も国際社会において注

目されて、援助に直結するようになった人権というイシューを無視する訳には

いかなくなったことから、アボイボの取り組みは 1990年代のトーゴの民主化

にむけた重要な布石となった。

しかし、 CNDHによる人権状況改善のための働きかけは、 1967年以来のエ

ヤデマ体制の権威主義的な国家運営と衝突することも多く、両者はしばしば緊

張関係にあった。アボイボの尽力によって CNDHの独立性はかろうじて保たれ

ていたものの、国家機関である CNDHの活動には限界があった。そこで、アボ

イボは旧知の弁護士であるコフイゴ(Joseph Kokou Koffigoh) やガリー

(Djovi Gally) に対して、「市民社会J領域における人権運動の組織化の必要

性を呼びかけた7。それに応える形で結成されたのが、第五章で検討した「トー

ゴ人権連盟J(Ligue togolaise des droits de I'homme : LTDH) や「法治国

家促進協会J(Association pour la promotion de l'Etat de droit : APED) 

であった。 CNDH創設から国民会議が召集されるまでに 4年を要したが、トー

ゴの民主化運動は人権の促進を目指した弁護士や知識人組織を中心に拡大され

ていくことになった。

CNDHと国家との緊張関係が決定的になったのは、 1990年 8月に起こった

「ピラまき事件J(Affaire des tracts)に関する CNDHの報告書がきっかけと

なった。この事件は、大学キャンパス内で「ビッグボス Jと銘打たれ、エヤデ

マ体制を批判したピラを配布した学生が当局によって逮捕され、拷聞を受けた

ことから始まった。当初、当局は拷問の事実を否認していたが、 LTDHなどが

5 Ibid.， p.34. 
b ェボー (GahounHegbor) CAR第一副党首とのインタビューより、 2001年 9月 1日、

エボー弁護士事務所(ロメ)。

7 Agboyibo， op.cit.， pp. 75-77. 
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国際社会にトーゴの人権侵害を訴えかけ、 CNDHに対して事件の調査を迫った

ため、最終的にはエヤデマ大統領からの依頼で CNDHによる調査がおこなわれ

た。国家機関である CNDHの調査報告書は、体制側の予想に反するものであっ

た。 CNDHは「ピラまき事件Jで逮捕された 13人全員に対してではないもの

の、リーダー格 4名に対しては公安 (Suretenationale)にて拷聞がおこなわ

れたことを認めたえ 23年に及ぶエヤデマ政権において、初めて国家機関によ

って国家の非が確認された。

この CNDHの報告書はエヤデマ大統領を激怒させた。さらに、 1990年 10

月 5日の「黒い金曜日」の蜂起に関する弁護士組織によるエヤデマ体制の総括

と抗議声明文が国外へ発信されることをアボイボが阻止しなかったことに対し

て、エヤデマ大統領や軍は、アボイボに対して生命の脅迫を繰り返すようにな

ったたアボイボは度重なる脅迫に及んで CNDH委員長としての活動の限界を

感じ、 rCNDHは無気力状態にあるJという言葉を残して辞任した 100

国家機関としての CNDH の活動には限界があったが、国家による介入から

CNDHが盾になることで人権領域を中心とした政治主体としての「市民社会」

の拡大に多大な貢献をした。しかし、 CNDHと「市民社会 j との良好な関係は、

委員長であったアボイボ個人に負う所が多く、アポイボ辞任後の CNDHは国家

からの独立性を失った。

CNDH委員長辞任後、アボイボは「市民社会Jの側へ回り、 1990年 12月

13 日に「部族主義と人種差別主義に反対する行動委員会J(Comite d'action 

contre le tribalisme et le racisme : CATR) を結成した。 CATRの目標は、

部族的・地域的敵対心に基づく行動を終わらせ、個人と国民を確立するために

大衆を教育し、導くこととされた 110 CATRには、弁護士だけでなく幅広い層

からの参加者があった。その中には政府関係者、国営企業の要職の顔ぶれもあ

った 12。体制側は CATRの活動を妨害しようとし、 CATRの創設に名を連ねた

国営企業、政府関係者は国家からの圧力によって次々と CATRから離脱してい

った。それに対してアボイボは、 CATRは非政治組織であるとしながらも、そ

の活動はかならずしも非政治的ではないと反論した 130

1990年秋以降、トーゴでは社会組織集団の拡大と再編が急速に進み、「市民

社会j の民主化運動の影響力は強くなっていった。第三章で紹介したように人

8 Ibid.， p.42. La Nouvelle Marche， NO 3298， le 20 septembre 1990， p.1，3. 
le Reporter， N0108， le 9 fevrier 2001， p.6. 
:A9boyibo，OPJit，， p.44. 
o La N-ouvelle marche， NO 3355， le 27 novembre 1990， p.4. 

11 La Tribune des democrates， N01， le 31 decembre 1990， p，1，3. 
;4Agboyibo，op，cit.，p.78. 
3 La Tribune des democrates， N05， le 1er mars 1991， pp，8-10. 
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権組織を中心として、宗教組織、商人組織、学生組織との有機的な連携が進ん

でいった 14。社会組織間の協力関係が深まっていくにつれて、エヤデマ体制を

打倒し、民主主義を実現するための「市民社会」組織の統合の呼びかけが頻繁

におこなわれるようになった。 1990年 12月、トーゴの民主化運動をリードし

てきた人権組織であった LTDHは総会を聞き、独裁体制を変革するための「市

民社会」組織間の団結を訴えた。その後、「市民社会」の統合が模索され、 1991

年 3月 14日には代表的な 10の社会組織によって革新連合戦線 (FAR)が結成

された。 FARへの参加組織は、 LTDH、CATR、APEDの他、「新聞報道の自由

協会J(Association togolaise pour la liberte de presse : ATLP)、「拷問に

対する闘争協会J(Associations de lutte contre la torture : ATLT)、「社会

発展と自由協会J(Association pour la croissance sociale et la liberte : 

ACSL)、「青年弁護士連合J(Union des jeunes avocats: UJA)、「民主主義

のための学生運動 J (Mouvement des etudiants de lutte pour la 

democratie: MELD)、「民主主義のための青年思考行動グループJ(Groupe 

de reflexion et d'action des jeunes pour la democratie : GRAD)、「民主

主義闘争大学組織 J (Organisation universitaire de lutte pour la 

democratie : OULD) であった。

結成宣言の後で、 FARは CATR代表アボイボを FAR代表に、 LTDH代表のコ

フィゴを FAR副代表に、 ATLP代表のアガ (KomiAgah) を事務総長に選出し

た15。さらに、記者会見においてこれまでのエヤデマ体制による人権侵害と民

主化の妨害を非難した 160

FARは結成翌日に平和的デモ行進を企画し、フランス通信社 (AFP) を通じ

て国際社会へのアピールをおこなった。 FARのデモ行進に対して軍は介入し、

アボイボ FAR代表の家に押し入り、火を放った 170 しかし、軍の介入によって

FARの活動が弱められることはなく、エヤデマ独裁体制が倒れるまでゼネスト

をおこなうことを呼びかけた 18。軍は介入を続けたが、もはや暴力によって民

主化運動を止めることはできなくなっていた。半ば偶発的に起こった 1990年

10月の「黒い金曜日 Jの蜂起よりも、トーゴの民主化を求める「市民社会Jを

代表する組織連合としての FARの影響力は首都ロメを中心に数段強いものと

14 Ibid.， pp.79・80.
15 FARの代表選出においては、アボイボの就任に対して反対する声もあったが、元 CNDH

(国家人権委員会)委員長としてのエヤデマ大統領との受渉能力も鑑みて代表に選出され
た。アジヤボン (ZeusAjavon) CPP第四副党首とのインタビューより、 2001年 10月 2
日、 CPP党本部(ロメ)。

16 Agboyibo， op.cit.， pp.80-81. 
17 Ibid.， pp.82・83.
18 Degli， op.cit.， p.33. 
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なった。徹底したゼネストが続けられていく中で、エヤデマ大統領も軍による

弾圧のみによっては民主化運動を止めることは不可能と考え、 FARとの交渉に

よって妥協策を見出そうとした。

エヤデマ大統領との交渉において、 FAR代表のアボイボがゼネストの終了と

引き換えに提示した条件は、複数政党制の導入、政治犯の完全恩赦と国民会議

召集であった。この条件は、 24年間も権力の座にあった独裁的指導者にとって

受け入れ難いものであり、第一回目の交渉は決裂した。その後も抗議運動、ゼ

ネストはやむことなく続き、第二回目の交渉では、エヤデマ大統領から初めて

民主化へ向けた大きな妥協を引き出すことに成功した。そこでは、政党法の改

正と恩赦法の公布が約束された。しかし、国民会議の召集に関しては、エヤデ

マ大統領は頑強に抵抗し、特に国民会議という名称、を用いることに対して難色

を示した。それは、国民会議という名称がフランス革命前後の三部会や国民公

会を想起させ、革命的なイメージを持つためである。 1990年 2月の国民会議

召集によって、なし崩し的に権力を手放した隣国ベナンのケレク大統領

(Mathieu Kerekou)の二の舞は避けたいエヤデマ大統領の強い意思の表われ

であった。国民会議に対しては、 FARが妥協する形でエヤデマ大統領の権力を

維持した状態での「国民対話フォーラム J(Forum national de dialogue) 19の

開催で落ち着くことになった。

「国民対話フォーラム」は、国民のあらゆる層からの代表によって国の新た

な進路を協議していこうとする目的においては、国民会議と変わるところはな

い。しかし、民主化移行のために暫定的に国家主権が国家元首から委譲された

国民会議とは異なり、「国民対話フォーラム」の場合は主催者がエヤデ、マ大統領

であることであった。現状の体制を維持しながら国民全体の対話をおこなうの

が「対話フォーラム」であり、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共

和国のように国民会議の召集を目指しながらも、そこまで至らなかった国にお

いて開催された国民対話の形式であった。

この合意を受けて、 FARとエヤデマ大統領の聞の合意事項を実行するための

委員会が双方 7名ずつの代表によって設置され(巻末資料 5参照)、政党法改

正、思赦法公布、国民対話フォーラムの開催などについて協議された 20。国民

対話フォーラムは、政府側、反政府側から 200名ずつの代表によって 6月 10

日に開催されることが決められた。しかし、国民対話フォーラムの代表者選出

に関しては、政党法によって RPT以外の政党が合法化される直前の段階におい

19 Ag boyibo， Op. citリ pp.86・87.La Nouvelle Marche， N033448， le 19 mars 1991， 
p.1，3. 
20 La Nouvelle Marche， N033452， le 22 mars 1991， p.1，3. 

163 



て、野党側の代表選出において混乱が予想された210

FARによって実現された民主化への改革によって、 トーゴにおける政治的空

気は一変し始めた。これまで権力側の道具であった国営放送メディアが民主化

勢力側に聞かれた。 4月に入ると国営トーゴテレビは、 FARの代表としてアボ

イボとコフィゴを招き、複数政党制に関するテレビ討論番組を放映した220 そ

こでアボイボは、複数政党制の可能性と危険性を指摘したが、それは FARが自

ら生み出した新政党との聞に生じている問題そのものであった23
04月 12日に

は、全面的なJ恩赦法と複数政党制を規定した政党法が公布された。政党法は、

1901年の結社の自由を定めたフランスの法律に則って制定された。しかし、

皮肉なことに FARによって成し遂げられた改革によって、 FARは解散に追い込

まれる事になった。

政党法の公布を前後して、新政党が次々と結成されていった。元 RPT事務総

長、外務大臣、アフリカ統一機構 (OAU)事務総長経験者を務めたコジョ (Edem

Kodjo) 24は、亡命先のフランスから帰国して「トーゴ民主主義連合J (Union 

togolaise pour la democratie: UTD) を結成した。元大学教授のニニンピ

(Leopold Gnininvj)は、地下組織だった「アフリカ人民主協定J (Convention 

democratique des peuples africains:CDPA) を政党化した。その後、 10以

上の政党が次々に結成された。新しく結成された政党は、「市民社会」連合の役

割は終わったとして FAR の政治的舞台からの退場を強く主張するようになっ

た250 その中心となったのは UTDのコジョや CDPAのニニンピであったお

支持基盤も正統性も弱い生まれたての政党は、政治的主導権を握るために国

民的な支持を受けていた FARの政治的舞台からの退場を強く望んでいた。 FAR

関係者によれば、権力闘争のために政党が FARを排除しようとしたことは、ト

}ゴの民主化移行における最初の大きな過ちであったと後悔をもって語られて

いる 270FAR代表であったアボイボ自身も、もし FARが国民会議召集まで存続

21 Agboyibo， op.cit.， p.88. 
子LaNouvelle Marche， N033475， le 22 avril 1991， p.5. 
7 La Nouvelle Marche，N033476，le23avril1991，P4 
4 1980年代はじめまでエヤデマ将軍の右腕として要職を歴任し、圏内外において政治的
手腕には評価が高い。コジョはフランスの最高級官僚養成機関である国立行政学院(Ecole
normale de l'administration:ENA)出身であり、シラク(JacquesChirac)現大統領や

ジュペ (AlainJuppe)元首相などのフランスの政治家も多く排出した ENA出身の政治家
とのつながりが深い。
25 Degli， op.cit.， p.37. アベドアマ(TogoataApedo・Amah)CAR第二書記長とのイ
ンタビューより、 2001年 9月 25日、 CAR党本部(ロメ)。
26ニニンピには、 FAR結成時における CDPA参加をめぐって確執があった。ニニンビ
CDPA党首とのインタビューより、 2001年 9月 7日、ニニンピ氏自宅(ロメ)。
27デグリ(JeanYaovi Deglj)氏(元 ATL丁、 LTDH代表:亡命中)とのインタビューよ
り、 2001年 5月 23日、デグリ弁護士事務所(パリ)。
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していれば、国民会議はより成功を収め、エヤデマ独裁体制を終わらせること

ができたはずだと述べている 280

結成されて問もない政治社会からの退場要求は、 FAR内部において大きな動

揺を生んだ。 FARへの参加組織の多くは FARの政治組織化に反対であった。 FAR

の目的は、自らが政党化し権力獲得を目指すのではなく、複数政党制における

自由で公正な政治的競争を可能にするための民主化への足がかりを作ることで

あった。そのため、 FARの中には政党からの解散要求に応じようとする空気が

生まれてきた。また、 FARは国民対話フォーラムの反体制側の代表選出をめぐ

って、野党と衝突することを危倶していた。

解散のムードが漂う中で、アボイボ FAR代表はゼネストやデモの動員力の高

さに示された国民レベルでの支持が高い FARを解散させることは、民主化の前

進を減速させるものとなりかねないと訴え、 FAR の政治組織化を呼びかけた。

時を同じくして、街の中心部に設置されたエヤデマ将軍の銅像を倒壊しようと

した 2学生が軍によって射殺された事件や29、ロメ近郊のラグーンで 30に上

る南部出身者に対する虐殺事件が起きており、 FARが解散してしまうことよっ

て、権力側が民主化への合意を反故にするという危倶も高まっていた。また、

エヤデマ大統領から引き出した重要な合意のひとつであった「国民対話フォー

ラム」の開催という仕事が FARには残っていた。

しかし、多くの FAR参加組織はアボイボの FAR政党化の提案に賛同しなか

った。 FARの参加者は、政治屋として権力のために常に生命を危険にさらして

生きていくことを望まなかった。また、この提案にアボイボの個人的な政治的

野心が感じ取られたことも FARの政党化に賛同を得られなかった要因となっ

ている。 FARに参加した 10の社会組織は、人権、学生、知識人運動において

当時のトーゴにおいて最も大きな支持を集めていた。仮に、 FARを全面的に政

党化することに成功すれば、アボイボは極めて大きな政治勢力の中心となるこ

とができたからである。このアボイボの政治家としての野心は FAR結成当時か

ら見え隠れしていたとも 30、特にエヤデマ大統領の妥協を引き出した時点で

FARの政党化への野心が顕わになったとも言われている。アボイボは、 FAR参

加組織の中で最も影響力の大きいトーゴ人権連盟 (LTDH) に対して、アボイ

ボが結成の準備を進めていた政治組織への参加を重ねて要請していた。そこに

は、 FARの勢力と正統性を維持したいという表向きの理由に加えて、 LTDHの

28 アボイボ CAR党首とのインタビュー、 2002年 7月 24日、アボイボ弁護士事務所(ロ

メ)。
戸LaNouvelle Marche， N033465， le 9 avril 1991， p.1. 
，jU ニニンピ CDPA党首、アベドアマ CAR第二書記長とのインタビューより。
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人気を CARに吸収したいというアボイボの政治的思惑が存在していたことは

否定できない。アボイボ自身は、 FARの活動における個人的な政治的野心を認

めていない。しかし、 FARを解散してわずか一週間後に CARを結成したこと

は、 FARの解散前に自らの政党結成の準備を進めていたことの証拠として、政

治的ライバルからアボイボが FARを政治的野心の道具にしていたと非難され

る所以となっている 310

結局のところ、 FAR参加組織からは学生 3組織からの積極的参加を除いては、

組織として CARに参加したのはアボイボ自身の人権組織であった CATRだけ

であった。 トーゴの民主化の第一歩を踏み出す大きな貢献をしながらも、結成

以来わずか一ヶ月あまり後の 1991年 4月 23日に FARは解散した。

しかしながら、 1990年 10月の「黒い金曜日」事件から 1991年 3月の FAR

の運動までの半年間は、 24年間に及んだエヤデマ独裁体制が終わり、民主化と

国民和解が達成されるのではないかという最も明るい将来像を夢描くことがで

きた時期であった。アボイボは、エヤデマ大統領から政治的妥協を引き出した

FARの成功の要因を 2つ挙げでいる。ひとつめは、 FAR参加組織代表の中心は

ロメの弁護士会に所属する旧知の弁護士であったことから、結成直後から「市

民社会」連合としての団結が確保されたことであった。 2つめは、 FARはトー

ゴ人の人権擁護と促進のための民主化を要求した社会組織連合であり、権力を

目指した政治集団ではなかったことから内部での権力闘争が起こらなかったこ

とをあげている 320

表向きには、 FARの解散の理由は政党法の改正、思赦法の施行をもってその

役目を終えたためとされたが、実際のところは全ての目的を達成しないうちの

解散であった。 FARとエヤデマ大統領との重要な合意のひとつである「国民対

話フォーラム Jの開催準備を投げ出す形での解散となり、 FARの解散によって

民主化への協議は一時中断されることを余儀なくされた。

3 CARの政治的目標と組織構成

アボイボは、 トーゴの民主化運動に指導的な役割を果たし、エヤデマ大統領

から民主化の第一歩となる重要な妥協を引き出すことに成功した社会組織連合

である FARの政党化には失敗した。アボイボ自身の人権組織 CATRを母体とし

31 エコン (FrancisEkon) CPP書記とのインタビューより、 2001年 9月 20日、エコン

氏自宅(ロメ郊外)。

32 Agboyibo， op.cit.， pp.92・93.
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て、 FAR解散の一週間後の 1991年 4月 30日に CARを結成した。

CARは、人権問題に関心が深い弁護士、知識人、学生を中心に構成された。

アボイボは、 FARの CARへの全面的改編には成功しなかったものの、 FAR参

加組織としてではないものの個人としての CARへの参加者を多数確保するこ

とはできた。特に FARに参加した学生組織からは多数の CAR入党者があった 330

また、 FARに参加した人権組織に所属する弁護士の多くは、弁護士としての政

治的中立性を守るために CARに入党することはなかったが、トーゴの人権状況

改善のために尽力し、かつ実績を残してきた弁護士としてのアボイボ個人に対

しては支持していた。そのことが、 CARが FARの精神の継承者としてのアイ

デンティティーと正統性を主張する根拠とされている 34。FARの精神的継承政

党として、 FARへの支持を CARに吸収しようとしたことは、政党名である CAR

とFARの略称とが類似していることからにも表れている。

しかしながら、 FARから CAR以外の政党への入党者がなかった訳ではなかっ

た。若干であったが、コジョの UTDや後に G，オリンピオ (Gilchrist0 Iym pio) 

の改革の諸力連合 (Uniondes forces du changement : UFC)を構成する諸

政党への入党者もあった 350 実際のところ、 CARがアピールする程には FAR

から CARへの圧倒的多数の参加者があったとは言えないものの、「市民社会」

連合である FARの精神を引き継ぐ政党としての CARの正統性は他党のメンバ

ーからも認識されている 36。また、 CNDH、CATR、FARの指導者として人権状

況改善のために尽力し、政治的実績を主張できる数少ない野党指導者としての

アボイボ個人に対するトーゴ人の支持は根強い。

CARは圧力と対話という方法によって民主化を実現することを目指している

37 他の急進的な政党とは異なり、 CARは目的達成のためには場合によっては

暴力も辞さないという立場には組みさない。圧力はあくまでもトーゴ国民、国

際社会から起こるものでなければならない。また、 CARの政治的目標はエヤデ

マ体制打倒だけを主張するのではなく、人々の生活を向上させる亡とを主張し

ている。選挙においても、他の多くの野党のように目先の支持獲得のためにた

だ権力奪取を訴えるだけではなく、社会・経済面での発展を主張していた 380

33 アドド lePhare (CAR機関紙)編集長とのインタピューより、 2001年 9月 19日、

CAR党本部(ロメ)。クアクビ (KuamnviMaule Kuakuvj)、ロメ大学教授、 LTDH委員

とのインタビューより、 2001年 9月 19日、ロメ大学。アベドアマ CAR第二書記長との

インタビューより。

34 コク (MessanKokou) CAR文書委員とのインタビュー、 2001年 9月 11日、 CAR党

本部。

35 アジヤボン CPP第四副党首とのインタビュー。

36 エコン Cpp委員とのインタビュー。

37 Agboyibo， op.cit.， pp.115-119. 
38 Les Dix Priorites du CAR， Guide de Campagne pour les elections 1993 / 1994， 
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CARの優位は、地方開発を強調することで都市圏以外でも票を獲得することが

できる点であり、それは 1994年の国民議会選挙の結果として現れた。圧力だ

けでは政治的改革は不可能であり、圧力とともに粘り強い交渉によって妥協を

引き出さなければならない。 CARの倫理規定として、透明性、妥協の精神、慎

重さ、忠誠がキーワードとして掲げられている 39。

次に、政党としての CARの組織構成に関して紹介する。 CARの党規 (Status

du Comite d'Action pour le Renouveau (CAR)) によれば、 CARは以下の

ように構成されている。 CARは、 1991年 4月 12日に公布された政党法 (Jaloi 

du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques)に基づいて、 1991

年 4 月 30 日に結党された 400 CAR のスローガンは、真実、自由、正義

(Verite・Liberte・Justice) である 41。

CARは、その機能において政治部と運営部に区別され42、組織の地理的規模

に応じて村落レベルから、県、地方、国レベルまでにおいて、概ね幹事、会計、

青年部・婦人部、顧問が設置されている。政党としての CARの中心的機能であ

る政治部に関してはさらに詳細に規定されている。執行部の構成と委員の選出

方法相、党の中枢である政治委員会の構成が定められている 440 党規において

は、党としての重要な意思決定には党首 (IePresident national)の出席が不

可欠であるが、決議における党首の権限は必ずしも絶対的なものではない。

CARは 18の専門委員会を設置し、個々の具体的な政策の立案をおこなって

いる。専門委員会の内訳は、①青年部委員会、②婦人部委員会、③名士による

委員会、④障害者による委員会、⑤情報委員会、⑥制度・人権・司法支援委員

会、⑦対外・国際関係委員会、③対内関係委員会、⑨社会問題委員会、⑮衛生・

人口委員会、⑪教育・職業訓練委員会、⑫文化問題委員会、⑬労働組合委員会、

⑭地方開発委員会、⑮経済委員会、⑮環境委員会、⑪組織委員会、⑬党財政委

員会、となっている 450

Comite d 'Action pour le Renouveau. 
39 Agboyibo， op.cit・， pp.119・127.
4U Article 1 & 6， Status du Comite d'action pour le renouveau， le Comite 
d'action pour renouveau， le 30 avril 1991 (modifie le 29 avril 1995). 
川 Ibid..Article 4. 
4~ Ibid.， Article 11. 
日 Ibid.，Article 39・45.
44 Ibid.， Article 46・47.
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4 国民会議閉会までの政党の役割

暴力による民主化運動への抑圧に期待できなくなったエヤデマ大統領は、権

力を維持しながら可能な限り緩やかに民主化移行をおこなうために、 FARを国

家と民主化運動との仲介者として期待をしていた460 そこで、エヤデマ大統領

は FARの突然の解散に対して戸惑いながら次のように答えている。

「なぜ FARが解散したか私は知らない。 FARから、 FARは解散するという手

紙が届いた。しかし、その一方で国民対話フォーラムのために準備会合に新し

く結成される予定の野党にも参加を拡大するように提案があった。 J47 

1991年春の時点においてエヤデマ体制の基盤は崩れ始めていた。エヤデマ

体制の権力基盤は、エヤデマ将軍の出身民族であるカピエ (Kaby色)人が 8割

を占める軍と国家政党 RPTであった。しかし、 RPTの下部組織であった「トー

ゴ労働総同盟 J (Con尚deration nationale des travailleurs du Togo 

CNTT) が RPTから独立を宣言したように48、RPTによるトーゴ社会に対する

押さえつけが効かなくなりつつあった。

そこで、変革の光が見えてきた時期において、民主化運動側と大統領側との

間の交渉の仲介役として期待された FARの突然の解散は、エヤデマ大統領だけ

でなく多くのトーゴ人を失望させ、政治状況を不安定化させた49。FARの解散

後、平和的な民主化交渉はもはや不可能であると考えた青年グループは暴力的

な行動に出るようになった。 FARの解散は、トーゴの民主化における最初のつ

まずきであったとも言われている。

また、 FARによってもたらされた複数政党制の復活は、政党聞におけるライ

バル関係の歴史の始まりとなった。野党聞における対立と混乱は、エヤデマ体

制の延命を助けた。

r1991年以来のトーゴにおける野党の歴史は、友好と敵対という 2つの相

反するロジックが入り混じったものであった。ひとつめのロジックは独裁者

に対して団結して対抗しようとするためであり、 2つめのロジックはエヤデ

45 Ibid.， Article 56. 
46 Agboyibo， op.cit.， pp.96・97.
47 Tchatchibara Yacoubi， Le Togo face a IUi-meme， Editogo， Lomム1994，p.17. 
48 La Nouvelle Marche， N033463， le 6 avril 1991， p.1. 
49 Degli， op.cit.， p.37. 
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マ後の権力を握ろうとするためであった。 J50 

しかし、結成されたばかりの政党には単独で民主化移行を成し遂げる力も正

統性もなかったため、国民会議の召集を実現して、民主化プロセスを開始する

ためには、他党との協力が不可避であった。そこで FAR解散後、民主化勢力の

再団結を模索していた 10 の 新 政 党 は 、 「 野 党 民 主 戦 線 J (Front de 

I'opposition democratique: FOD) を結成した。

FODへの参加政党は以下の通りである。 CAR(アボイボ党首)、 CDPA(ニ

ニンピ党首)、 CDPA-BT(トーゴ支部) (ンギサン (OuattaraN'Guissan) 

党首)、 FDT-France (トーゴ民主主義戦線(フランス) Front pour la 

democratie au Togo (France)) (アメガンピ (ClaudeAmeganvj)党首)、

PAD (開発行動党 leParti d'action pour le developpement) (エコン

(Francis Ekon)党首)、 PDR(民主主義革新党:le Parti pour la democratie 

et le renouveau) (アジェパ (ZarifouAyeva) 党首)、 PDU(統一民主党:

Parti des democrates pour I'unite) (サヴィ・ドゥ・トベ(JeanSavi de 

Tove) 党首)、 SDT(トーゴ社会民主主義:Sociale democratie togolaise) 

(ローソン (EmmanuelLawson)党首)、 UDS(民主主義団結連合:Union pour 

la democratie et la solidarite) (フォリー (AntoineFolly)党首)、 UTD(コ

ジョ党首)であった510

主要野党によって結成された FODの最終目標は、国民会議の召集であった。

FARの解散を求めた一人であったニニンピ (CDPA)は、 FODは FARのような

社会組織連合ではなく野党連合であるという点において政党の役割を強調した

52。しかし、野党連合への人々からの支持は依然低かったために、 FODに加え

て 24の社会組織と 2の労働組合を加えた「民主的反体制連合J(Collectif de 

I'opposition democratique : COD) へと連合を拡大した。

~O Agboyibo， op.cit.， p.15. 
;i La Tribune des d6mocrates，NOIL15mai m1，p.6. 
2 La Nouvelle Marche， N033493， le 16 mai 1991， p.4・5.
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<図 10:民主化勢力の変遷>

(出典)筆者作成
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発足当初、 CODは第二の FARとして期待されたが、実際のところは CODの

中核をなす FODの影響力が支配的で、 FARのように「市民社会Jが前面に出

て民主化交渉、運動を展開するものとはならなかった 53。社会組織の CODに

おける役割は、 FARにおけるものとは異なっていた。 CODにおける意思決定

53 Agboyibo， op.cit.， p.l00. 
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において社会組織はより周辺的な役割にとどまり、政党の支持拡大のための道

具としても利用された54。

しかし、複数政党制導入以後もエヤデマ政権の存続を許してきた野党聞の分

裂と対立の芽は、はじめに FODの主導権をめぐる争いとして現れた550社会組

織を加えた CODには FARのような指導力はなく、 CODの意思決定は FODの

決定に従うものであった。さらに、 CODの執行部には FODに参加した政党の

党首が就いていた。 CODの代表は持ち回り制で、報道官には CDPAのニニン

ピ、副代表には CARのアボイボ、 PDUのサヴィ・ドゥ・トベ、事務総長には

UTDのコジョ、 PDRのアジェパ、社会組織からは唯一人権組織である ATLTか

らデグリが就いた。

CODには、 FARのように権力側と民主化勢力との橋渡しになることが期待さ

れており、そこで、 FARの継承者を自認する CARは積極的な役割を果たそう

とした。しかし、内部に対立を抱える FODのエヤデマ体制側への態度は、国

民会議の召集か、ゼネストかの二者択ーを迫る強硬なものであった 560 この

FODの姿勢は、エヤデマ体制打倒を第一に掲げるニニンピや急進的なフォリー、

アモリン (TavioAmorin) らの急進派による影響によるものであった 57。そし

て、 CODの中核を占めていた FODは単に民主化を求めただけでなく、権力獲

得をめぐる闘争と対立の場とも化していた。 FODはエヤデマ体制に対する闘争

と、 FOD内部でのポストエヤデマをめぐる権力争いというこ重の権力闘争 (Ie

dual conflit) の場と化した。 FODの対立の火種は、ニニンピ CDPA党首によ

る FODの支配の試みに端を発していた。 FODの代表は参加政党党首の持ち回

り制と規定されていた。しかし、ニニンピは FOD代表の持ち回り制を変更し

て選挙による恒常的な FODの代表選出を提案したが、他の政党の反発を招き

対立の火種を作り出した。 CDPAは CDPA トーゴ支部を合わせると実質的に

FODへの 2政党の参加という形になり、投票をおこなえばニニンピに有利な結

果が予想されたからであった。

野党聞における対立によって生じた FOD及び CODの混乱を利用して、エヤ

デマ体制側は FAR と合意していた国民対話フォーラム開催を反故にしようと

試みた。それに危機感を感じた FODjCODにおいてようやく団結行動が見られ

るようになった。 5月 29日、 CODの呼びかけによってロメの競技場に 5万人

の集会を開催し、国民対話フォーラムではなく主権の委譲を含めた国民会議の

54 クアクピ LTDH委員，ロメ大学教授、アベドアマ CAR第二書記長とのインタビューより。

55 Agboyibo， op.cit.， p.l00. 
一Ibid.，pp.142-145. 
57 Ibid.， p.139. 
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召集を求めた。それに対してエヤデ、マ大統領側は、政府として国民会議の召集

は受けられないと反発した。その後も FOD/CODとエヤデ、マ大統領との交渉は

合意に至らなかった。そこで、 CODは国民会議の召集とエヤデマ大統領の辞任

を求めた無期限ゼネストを全国民に呼びかけた。

しかし、 CODの呼びかけで開始されたゼネストの目標に関する参加政党・組

織の姿勢は一様ではなかった。穏健派政党を自認する CARにとっては、国民会

議の召集は COD/FODの目標であったが、急進的政党が主張したような国民会

議召集とエヤデマ大統領の辞任を同時に求めることは行き過ぎであると批判し

ている 580 トーゴに先立って国民会議が召集された、ベナン、ガボン、コンゴ

のいずれの国においても、国民会議は大統領の地位を保証しながら民主化移行

を進めることが前提とされていた。国民会議が単なる文民クーデター (coup

d'etat civil) と異なるのはこの点においてであり、大統領の辞任まで強要する

ことによって政治の不安定化と民主化プロセスが混乱することは避けなければ

ならなかった。

カトリックとプロテスタント教会は、エヤデマ大統領側と COD/FOD双方に

公開状 (Lettreouverte) という形で呼びかけをおこなったが、この状況に変

化をもたらすインパクトに欠けていた590 民主化運動におけるキリスト教会の

役割の小ささは、 トーゴの「市民社会Jの特徴であった。 トーゴにおいて、民

主化運動における「市民社会Jの中心になったのは弁護士組織であった。教会

が「市民社会」の中心となって民主化運動を展開し、国民会議の召集を達成し

たベナンやコンゴとは大きく異なる点であった。後に、 トーゴにおいても、国、

民統合の象徴としてカトリック高位聖職者のポジョロ卿 (Mgr Philippe 

Fanoko Kpodzro) が国民会議、民主化移行体制において設置された暫定的立

法機関である共和国高等評議会 (HCR) 議長に選出されたが、ベナンにおける

ドク・スーザ卿 (Mgrde Souza) のように国民統合を象徴した強力な民主化

移行指導者とは程遠いものであった。

エヤデマ大統領と COD/FODの代表との協議がおこなわれたが、重苦しい空

気の中で何ら有効な解決策を見出すことができなかった。この協議の決裂によ

って全国規模でのゼネストが継続され、 CODは前回の規模を上回る 8万人規

模の政治集会を開催した 600 さらに、首都ロメを始めとする都市部では、 COD

を支持する集団とエヤデマ大統領を支持する集団の衝突が相次ぎ、国家として

の機能停止の状態になった。この事態を収拾するためには、フランス大使デラ

58 Ibid.， p.145. 
59 Ibid.， p.146. 
60 Ibid.， p.146. 
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イ (BrunoDelaye) の仲介によって国民会議召集を合意する以外の選択肢は

なかった。

6月 12日、エヤデマは国民会議の召集に合意した。国民会議の合意によって

ゼネストの終了が宣言され、国民会議召集が 6月 24日に決定された。それを

受けて、国民会議召集のための準備委員会が創設された。 FODとCODは国民

会議の開催をもって解消されることが決定された610

国民会議の召集が合意されるとすぐに、急進的な政治指導者はエヤデマ大統

領の辞任を求める行動を再開したために、国民会議召集に向けた準備会議にお

いて民主化勢力側とエヤデマ体制側の対立が生じ、協議は混乱した。さらに、

FODにおける野党問の対立が再燃し始めた。国民会議準備委員会では、ニニン

ピの CDPAとアボイボの CARとの聞に深い対立が生じていた 62。国民会議準備

委員会におけるエヤデマ大統領側の代表者との対立、 FOD内での権力闘争とい

うこ重の対立が続く中で協議は紛糾し、 6月 24日に予定されていた国民会議

の召集は 7月 8日に延期された。「市民社会Jにおいて排除はその特徴の一つ

ではあるが、トーゴの国民会議はそれを克服することができなかった。その後、

トーゴの国民会議はコンゴと同様にそれまでの支配民族であった北部出身者に

対する排除と復讐の場と化すこととなった。

植民地支配の負の遺産として、国家の中に民族の分裂とやむを得ない共存を

ひきずりながら独立を余儀なくされたアフリカ諸国において、国民における調

和、合意の獲得のために国民的宗教の果たす役割は極めて大きい。大統領制は

維持しながらも、それまでの制度、憲法を全て停止して暫定的制度の中で速や

かな民主化移行の実施を目指した国民会議を開催したアフリカ諸国においては、

宗教指導者の役割は特に大きかった。 ト}ゴの宗教的構成は、伝統的宗教が

60%を占めているが細分化しているために、国民的な影響力という点からは都

市部を中心にカトリック教会の影響力が最も大きい。

しかし、トーゴにおける国民会議召集に至るまでの民主化運動におけるカト

リック教会の日和見的な姿勢、長年にわたりエヤデマ大統領との密接な関係に

よって宗教的勢力を拡大してきたために、カトリック教会の民主化移行主体と

しての正統性は低かった。また、ベナンにおける民主化移行の象徴ともされて

いるドゥ・スーザ卿のような政治的に指導力のある宗教指導者もいなかった。

そのために、トーゴにおいてもポジョロ卿という司教が国民会議議長に就任し

たが、その正統性と政治的指導力が低かった。その結果、ポジョロ卿がエヤデ

マ大統領と直接協議することに反対する国民会議代表も見られ、ポジョロ国民

61 Ibid.， p.140. 
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会議議長は期待された国民会議とエヤデマ大統領との仲介者の役割を果たすこ

とができなかった630

そこで、ト}ゴの国民会議はコンゴと同様に前体制関係者への怨念渦巻く裁

きの場と化し、民主化移行のための具体的な協議は遅れ、会期期間は延長され

た。国民会議閉会後の民主化プロセスは、民主化移行勢力と大統領側との不

合意が重ねられ64、政治的にも社会的にも北部カピエ人への排斥の傾向が見ら

れた650

二重の対立の中で)国民会議における協議は難航した。召集から一週間後の

7月 15日に国民会議は主権を宣言し、翌 16日には民主化移行期間中に暫定的

な叢法の役割を果たす国民会議第 1法令(巻末資料 9) が公布された。最終的

に国民会議は 23の国民会議法令を公布した。そして、国民会議は民主化移行

に向かつて、各参加組織の代表は 24年間のエヤデマ政権の総括に関する演説

をおこなった。 CARの前身である CATRは、ベナン(ロメ)大学教授のアベド

アマがエヤデマ政権下の人権侵害の総括や軍における部族主義やポストの民族

別格差に対する非難の演説をおこなった660

アボイボは、ベナンの国民会議による民主化移行と比較してトーゴに欠けて

いるものは宗教の指導力と政治的賢者の存在であったと述べている 67。ベナン

の場合は、ジンズ (Zinsou)、マガ(Maga)、アオマデベ (Ahomadegbe) 大

統領経験者は亡命先から帰国し、賢者というカテゴリーで国民会議の代表枠を

与えられて国民会議の後見人の役割を果たす事になった。

国民会議では、アボイボは国民会議石集、民主化に対する自らが中心におこ

なってきた人権団体の役割と貢献を強調した。さらに、民主化移行のためのト

ーゴ国民の和解と、新しい民主化移行政府の正統性を圏内外にアピールするた

めに経済の回復の必要性を主張した680 具体的政策として、小規模企業の成長

と大卒学生の雇用を創出するための投資の必要性と、海外に眠っている RPTの

資産を経済発展のために償還する政策を提案した690 その他にも、アボイボ自

身の辞任後、国家の御用機関と成り下がった国家人権委員会 (CNDH) の機能

を保障するために、新憲法においては CNDHの職権と国家権力からの独立性を

62 lbid.， p.149. 
。"Degli， op.cit.， p.98. 
64 Dosseh-Adjanon Benjamin Adama， Le Togo en Marche vers la Democratie， 
Editogo， Lome， 1993， p.15. 
65 Tchatchibara， op.cit.， p.101. 
。¥:) Le Journal de la Conference Nationale Souveraine， NOOll， le 22 juillet 1991， 
p.N. 
67 Agboyibo， op.cit.， p.165. 
凶 Journalde la Conference Nationale Souveraine， NO 25， le 7 aout 1991， p. II. 
69 La Nouvelle Marche， NO 3561， le 7 aout 1991， p.1. 
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規定することを主張した700

また、国民会議における野党間の対立も続いていた。それが、顕著な形で現

れたのが、国民会議の会期終了後の民主化移行実施機関となる民主化移行政府

における首相選出においてであった。第三章で検討したように、民主化移行機

関の責任者は移行後の次回の大統領選挙に立候補できないという、民主化移行

期における暫定的憲法の役割を果たす国民会議第 7法令(巻末資料 9参照)第

61条の規定が、さらに民主化移行の指導者をめぐる政治的混乱を助長した。こ

の条項は、明らかにエヤデマ大統領の排除を狙って挿入されたものであり、国

民和解を掲げる国民会議の主旨に反するものであるが、民主化移行期間中の暫

定的憲法の役割を果たす国民会議第 7法令に対する国民会議代表の姿勢は一様

ではなかった。 CDPAをはじめとする‘急進派は、エヤヂマの排除なしに民主化

は有り得ないとしてこの条項の挿入に積極的であった。さらに、急進派はエヤ

デマ個人の排除だけでなく、 RPTの排除にも積極的に推し進めようとした。そ

の結果が、国民会議における RPTの解散と資産凍結の決議であった。

しかし、第四章で比較をおこなったように、このような排除的な姿勢は民主

化移行とともに国民和解をも呼びかけた国民会議の主旨に反するばかりか、旧

体制側の反発によって民主化プロセス自体が混乱、停滞することを余儀なくさ

れた。それに対して、 CARや UTDといった現実派は、政権交代はあくまでも

民主化移行後の合法的な選挙によって圏内外における正統性の高い方法による

ものでなければならず、将来に怨恨を残すものであってはならないと民主化プ

ロセスにおける特定の人物を排除するための条項の挿入に対しては原則として

反対であった71。しかし、国民会議における分裂は、国家暴力装置を独占する

エヤデマを利するだけであるために、国民会議内における民主化勢力の団結維

持のために、アボイボの CARはこの排除的な条項の挿入に賛同した720 そこで

は、 CARの倫理規定のひとつである「妥協の精神J (Esprit de com promis) 

が働いた。

国民会議召集前から始まっていた野党間の対立は、国民会議においても解決

されなかった。それが、決定的になったのは、国民会議閉会以後の民主化移行

体制の責任者である民主化移行政府の首相選出をめぐってであった。国民会議

召集に大きな貢献を果たした人権組織の中で最も影響力のある LTDHの代

70 Journal de la Conference Nationale Souveraine， NO 32， le 20 aout 1991， p. n . 
CNDHの独立性に関しては、第四共和国憲法にて条文化された。
Art 156・158，Constitution de la Republique Togolaise du 14 octobre 1992， 
Republique Togolaise. 
71 ェボーCAR第一副党首とのインタビュー。

72 アボイボ CAR党首とのインタビュー。
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表コフィゴは国民から人気が高く、首相に選出される'という暗黙の合意が存

在していた。当初、ニニンピ CDPA党首はコフィゴ、への首相就任を支持し

ていた。しかし、首相選挙が近づくにつれて、ニニンピは首相選挙への出馬

を表明した。これに対しては、急進派としてニニンピと近かったエヤデマの

最大の政敵である G~オリンピオでさえも不支持を表明するほどであった 73。

結果的には、移行政府首相選挙の二次投票の直前でニニンピは棄権することに

なったが、この一件のあと FODから始まった政党指導者間の溝がさらに深ま

り、国民会議後の民主化移行体制における対立関係を決定的なものとした。

コフィゴとニニンピの対立に始まって、民主化移行体制における主導権をめ

ぐるニニンピとアボイボ、個人的な土地資産をめぐる G，オリンピオとコジョと

の確執が表面化した 740 このような民主化移行勢力内における指導者間の分裂

と対立は、その後の民主化移行体制に大きな障害となった。民主化移行政府の

首相選挙は、アボイボにとっては、 CARを排除しようとするニニンピに対する

アボイボの旧知の弁護士仲間であるコフィゴの勝利を通じた CARの CDPAへ

の勝利であると認識されていた750

このように、国民会議召集前から発生した二重の対立によって、 1990年代

のトーゴ政治は停滞を余儀なくされていくことになる。次に、国民会議後の民

主化移行体制における政党の役割と問題点を検討する。

5 民主化移行期における 政党の役割

国民会議閉会後の民主化移行体制における課題は、国民会議によって新し

く生まれた権力の制度化であった。第三章で検討した通り、結果的に国民会

議は、「市民社会」と軍を取り込むことに失敗した。国民会議以後の民主化

移行体制が分裂によって民主化プロセスを減速させていく一方で、エヤデマ

大統領は崩壊しかかっていた権力基盤である軍・ RPTを再び取りまとめるこ

とに成功した。最終的には民主化移行の実施責任者である民主化移行政府首

相の取り込みに成功し、トーゴの民主化プロセスはエヤデマ大統領の手中に

収められることになった。

トーゴにおいては、国民会議によって開始された民主化プロセスにおいて

も権力と富を追求する「胃袋の政治」から脱却することができなかった。国

73 Tete Tet色，Democratisation a la togolaise， Harmattan， Paris， 1998， p.69. 
74 Tete， op.cit.， p.71. 
75 Agboyibo， op.cit.， p.160. 
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民会議後の民主化移行政府の組閣では、コフィゴ首相は同郷から多くの閣僚

を選んだため 76、民主化移行期間中の暫定的立法機関である HCR(共和国高等

評議会)から地域主義的組閣であると非難された。また、国民会議における決

議である RPTの解散の履行に対して消極的な姿勢を取っていた77。そこで、

HCRは再度 RPTの解散を決議してコフィゴ首相に実行を追った780

第三章において説明した通り、トーゴの民主化移行の行方を決定した

1991年 12月の首相官邸への攻撃以降、昨日のコフィゴは今日のコフィゴで

はなくなった。その後のコフィゴ首相は態度を一変させて、軍や RPTとの和解

を呼びかけるものに変化した790 コフィゴ首相はエヤデマ大統領との協議の結

果、新たな国民統一内閣、軍とトーゴ国民との和解や新たな社会契約を呼びか

けた80。国民統一内閣には RPTのコムラピ元内相 (Yao Komlavj)が復帰し、

国民会議によって権力の座から降ろされた RPTの権力回復の第一歩となった。

アボイボは、コフィゴを首相に据えた責任者として最後までコフィゴを支持し

てきたが、エヤデマ大統領の掌中に入ったコフィゴに対して公式に非難せざる

を千尋なくなった。

「私は、個人的、政治的友としてのコフィゴには好意を持っている。しかし、

コブイゴの首相としてのふるまいの問題は彼の取り巻きにある。J81 

このような状況において野党は、民主化移行政府、 HCRという民主化移行体

制に見切りをつけて各政党独自で権力獲得のための政治活動を活発化させてい

ったために、コフィゴの裏切りに加えて民主化移行体制の空洞化を急速に進め

ることになった。

しかし、各野党ともに、権力と自信を回復しつつあったエヤデマ大統領の影

響力の強い北部での政治活動は困難を極めた。民主化移行政府首相の取り込み

に成功したエヤデマ大統領は、北部での野党の活動に対して容赦なく武力介入

をおこなった。 1992年 5月、 G，オリンピオの UFCが北部に近い地方都市ソコ

デでの政治集会の終了後、軍によって襲撃され、副党首を始めとして多くの死

傷者を出した。オリンピオ党首自身も重傷を追い、パリの病院に移送された82。

急進的な若手の政治指導者で、 HCRにおいても重要な役割を果たしていた「パ

76 Jeune Afrique， N01622， 6-12 fevrier 1992， pp.30-31. 
77 Togo-Presse， N03633， le 31 octobre 1991， pp.1・3.
78 Togo-Presse， N03652， le 23 novembre 1991， p.3. 
I!J Togo-Presse， N03511， le 13 decembre 1991， p.2. 
80 Togo-Presse， N03575， le 31 decembre 1991， le 1 janvier 1992， pp.1-5. 
81 Tete， op.cit.， p.130. 
82 Togo-Presse， N03677， le 7 mai 1992， pp.1-4. 
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ンアフリカン社会党J (Parti socialiste pan-africain)党首のアモリンがロメ

近郊で暗殺された。搬送先のパリからアモリンの死が報じられると、トーゴ人

の怒りは頂点に達し、ゼネストが呼びかけられた830HCRは軍によるテロを非

難し、人々は抗議運動を繰り返した。アメリカを中心に国際社会もトーゴ政府

を非難した84。その一方で、エヤデマ将軍に取り込まれていたコフィゴ首相は

形式的な抗議声明を発したにとどまった。

それぞれの政党における活動が加熱してくる中で、コジョ UTD党首は 12政

党合同の政治集会を開催し、大統領選挙における野党統一候補を出すことを提

案した850 しかし、コジョの呼びかけに対して、 CARと UFCといった単独で

影響力の大きい政党は参加しなかった。アボイボは多元的民主主義と相反する

新たな画一化をもたらすこの野党連合の提案を批判するとともに 86、民主化移

行後の大統領選挙に出馬するために国民会議第 7規定 61条を修正しようとし

ているコフイゴを牽制した870 野党連合をめぐっては、権力をめぐる各政党の

思惑が交錯していた。単独で十分な国民的支持の確保が難しい小政党は、影響

力の拡大を目指して連合の方向に向かい、一方、単独で大衆からの支持獲得を

期待できる政党は野党連合に消極的であった。特に後者の CARと UFCは、大

衆からの支持が弱くエリート色の強い UTDのコジョを野党統一候補に選出す

るための戦略であると考えて警戒感を強めていた。

CARの主張は、大統領選挙における野党の選挙協力は一次投票終了時点で最

も得票した候補を中心におこなっても遅くはなく、始めから野党統一候補を出

すことに対しては反対であった。第一次投票から野党連合候補を出すというこ

とは、各政党への支持を選挙によって測ることができず複数政党制による民主

主義の意義が薄れることを反対の理由に挙げている。それに対して、統一候補

を出すことを目指す UTDは、一次投票でエヤデマ将軍の過半数獲得を妨げな

ければ二次(決戦)投票は存在せず、一次投票を勝ち抜くための最善の方法を

取らなければならないと主張している 880

この両者の主張の是非を単純に判断することはできない。多元的民主主義の

原則から言えば、 CARの主張に正当性があるだろう。また、野党からの候補が

統一されていなくても、問題は第一次投票においてエヤデ、マ大統領が過半数を

取るかという点にあるので、野党は第一次投票での勝利のために統一候補を出

83 Togo-Presse， N03745， le 31 mai 1992， pp.1・3.
84 Togo-Presse， N03709， le 19 juin 1992， p.3. 
tI!> Togo-Presse， N03607， le 8 fevrier 1992， p.5. 
86 Togo-Presse， N03608， le 10 fevrier 1992， p.4. 
87 Togo-Presse， N03651， le 2 avril 1992， p.4. 
88ベパ(1くafuiKpegba) 元国民議会議員とのインタビューより、 2001年 9月 12日、

cpp党本部(ロメ)。
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す必要は必ずしもない。しかし、野党聞の対立と分裂というトーゴの複数政党

制におけるこれまでの歴史を考えると、第一次投票でエヤデマ大統領が過半数

に至らなかった場合、第二次投票において野党指導者の間で決戦投票における

支持をめぐって紛糾することは確実であり、この点において UTDの主張は現

実的なものと言える。

1992年に入ると、軍の度重なる武力介入によって暫定的立法機関である

HCRの多くの代表が国外に避難し、コフィゴ首相がエヤデマ大統領の手中に入

ったために民主化移行体制はもはや機能しなくなった。その後、各政党がそれ

ぞれに権力を追求しながらも決め手に欠ける状況が続いていた。そこで、民主

化プロセスの形骸化を食い止め「市民社会」による民主化の希望を取り戻そう

とする動きが復活した。それが再結成された CODnであった。しかし、民主化

を求めて団結した CODよりも CODnは権力獲得に直結したものとなったため

に野党間の団結はさらに困難なものとなった。 CODでは対立の禍はニニンピで

あったのに対し、 CODnにおいて対立の中心となったのは G，オリンピオであ

った。

CODnにおける紛糾は、 1993年の大統領選挙における CODnによる統一候

補選出問題において噴出した。 1963年 1月に、エヤデマらによるクーデター

で暗殺された初代大統領 S，オリンピオ (SylvanusOlympio)を父に持つこと

に由来する反エヤデマの急先鋒として、主に南部出身者の間で最も人気の高い

G，オリンピオは、 CODnから大統領選挙の統一候補に選ばれる見込みがないと

考えていたために協力的ではなかった。エヤデマらによって 1963年に暗殺さ

れた初代大統領を父に持つことに由来する、反エヤデマの旗手としてカリスマ

的指導者である G，オリンピオの消極的な態度は CODnの影響力を弱めた。一

方、 トーゴ政治に大きな影響力を持つフランスは、オリンピオが大統領に就く

ことに警戒していた。父の S，オリンピオ (SylvanusOlympio) と同様にアン

グロサクソン諸国への傾倒が見られるために、アフリカの裏庭としてのトーゴ

におけるフランスの影響力の減少を危倶していたからであった。

オリンピオの予想通り、 CODnは協議の末にコジョを野党統一候補に選出し

た。また、個人的な対立感情を持っていたオリンピオはコジョに対する不信を

露骨に表明している。

「もし、コジョが次の大統領になるのであれば、打倒すべき相手としてのエヤ

デマがもう 5年(大統領を)続ける方がましだ。 J89 

89 Degli， op.cit.， p.199. 
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アボイボは、 CARやオリンピオの UFCといった野党最大政党から統一候補

が出されず、コジョが選ばれたことに不満であった。アボイボは、コジョやオ

リンピオのように国外に亡命せずに圏内で人権状況の改善のために闘い、実績

を上げてきたことによって大衆の支持を獲得してきたと自負していたからであ

った。

このように野党間における対立が構造化されていくことによって利され

たのはエヤデ、マ大統領と RPTであった。結局、 CODnの統一大統領候補決

定を不服とした UFCの G，オリンピオと CARのアボイボは大統領選挙をボ

イコットした。 UFC、CAR という全国に影響力のある野党がボイコットし

た状況において事実上勝利の見込みのなくなった CODlI統一候補のコジョ

も、国家がオリンピオに被選挙資格を与えなかったことを表向きの理由とし

て大統領選挙ボイコットに加わった。その結果、 36%という極めて低い投

票率において、エヤデマ大統領は 96%という一党制時代のような得票率に

て当選した。当然の事ながら、国内外におけるこの大統領選挙に対する評価

は低く、選挙監視団を派遣した EUはトーゴへの経済制裁継続を決定した。

EUのトーゴへの厳しい姿勢は、第一次世界大戦までの宗主国であったドイツ

の影響力が強い。一方、フランスはアフリカにおける負担を軽減しつつも、

影響力を維持するために、忠実なアフリカの番犬として、アフリカの域内紛

争の調停役としてのエヤデマ政権を支持しており、 EUのトーゴへの援助の

通常化を求めるロビー的役割を果たしてきた。

1993年当時において全国的に支持を集めることができたの野党は、 UFC

を除けば CARだけであった。それは、 1994年 2月の国民議会 (Assemblee

Nationale)選挙で証明された。セキュリティーと選挙の公正さが確保され

ていないとして UFCはボイコットしたが、権力側による選挙人登録の操作、

金銭のパラマキという伝統的な選挙不正にも関わらず CARは第一党となっ

た。 CARは 81議席中 36議席を獲得して RPTを上回った。次いで RPTが

35議席、コジョの UTDは 7議席にとどまった。野党である CARと UTD

の合計が過半数の 41議席を越えたように、権力側の選挙操作を考えれば

CARの大勝利であったと言える。行政統括者である首相は国民議会におけ

る多数派から任命されることが原則とされていたため、圏内外のメディアは

アボイボの首相就任を報じていた900 選挙結果を受けて、エヤデマ大統領は

アボイボ、コジョと個別に首相選任.に関して会談をおこなった。この会談は

90 Jeune Afrique， N01730， du 3 au 9 mars 1994， pp.6-7. 
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アボイボの首相就任とコジョの国民議会議長就任を確認するものであった

と考えられていた。

しかし、エヤデマ大統領によって首相に任命されたのはコジョであった。そ

の結果、コジョとアボイボの野党指導者聞に新たな対立を生み出す結果となっ

た。コジョの首相任命に対する抗議として、 CARは国民議会を 9ヶ月間ボイコ

ットし、国民議会は空転することになった。さらに、アボイボはエヤデマ大統

領から提示された国民議会議長及び、 CAR議員への法相、内相などの 8閣僚ポ

ストを拒否したことから、それらのポストは RPTに配分された910そのために、

国民議会選挙における CARの勝利は政策に全く反映されることがなく、トーゴ

国民の期待に何ら応えるところがなかった。アボイボによれば、選挙結果が発表

されて以後のエヤデマとの会談においては、エヤデマはアボイボに対して首相

のポストを提示することはなく、国民議会議長のポストのみが提示された。そ

の上、 1993年の選挙不正によって野党がボイコットした大統領選挙でのエヤ

デマの勝利を認め、コジョの首相任命を受け入れることが、国民議会議長に任

命される条件して示された。アボイボは、そのような条件は到底受け入れられ

ないだけでなく、エヤデマの提案を受け入れて最大野党である CARを出しぬい

て首相就任を受け入れたコジョに対する不信も重なって、 CARの国民議会のボ

イコットとコジョ内閣への協力拒否に出た位。

このように野党間の対立は、民主化移行後のトーゴ政治において常に行き詰

まりを生み出し、エヤデ、マ体制の存続に寄与してきたが、野党のもうひとつの

重大な問題は政策ビジョンの弱さであった。各野党ともエヤデマ大統領の政治

的舞台からの退場を求めながら、エヤデマ後のトーゴのあり方に関する明確な

ビジョンを示すことができなかった。野党指導者に中にあっても、レゾンデー

トルを確保するためにスケープゴートとしてのエヤデマ将軍の存在に依存して

いる部分いまだにが大きい。 37年目を迎えたサブサハラアフリカ諸国における

最長の権威主義体制となったエヤデマ体制において、エヤデマ将軍という象徴

に結びっく支配のあり方を意味するエヤデマイズム (Eyad色maisme) から抜

けられないでいる。エヤデマ将軍の退場を叫びながらエヤデマというシンボノレ

に依存している、野党のジレンマに助けられてエヤデマ体制は世紀を越えて存

続している。

若手弁護士組織のリーダーとして国民会議召集に貢献し、国民会議、民主化

移行政府ではコフィゴ首相の右腕として活躍し、現在は政治亡命者としてフラ

ンスとドイツを拠点に人権活動、反政府運動を展開しているデグり

91 エコン cpp委員とのインタビューより。
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(Jean-Yaovi Degil)は、 トーゴ政治の問題を以下のように指摘している。

r (トーゴにおける)政治闘争はエヤデマ将軍だけに議論を集中してはいけない。

トーゴの政治システムを批判的に検討し、教育を通じてこれまでの人々の政治

意識を根絶やしにしなければならない。 J93 

民主化プロセスがエヤデ、マ大統領の手中に収められていく中で、複数政党制

による民主化移行はエヤデマ大統領の都合の良いものに変更されていった。

1992年 9月に国民投票によって採択された第四共和制憲法では、エヤデマ大

統領の次回大統領選挙への立候補を妨げていた国民会議第 7法令 61条の規定

が削除されていた。大統領選挙に向けての選挙管理委員会が設置されたが 94、

選挙管理委員は RPTから選任されたため、選挙管理委員会の権力からの独立は

名目的なものとなった。

エヤデマ大統領が、自らの敗北のために透明性の高い選挙をおこなう可能

性はなく、選挙人登録の操作、金品のパラマキ、野党支持者の投票所へのア

クセスの妨害といった一連の不正の中で勝利を得るために野党は協力する

他はなかった。 RPTの選挙戦略は一党制時代の投票の強制から一転して、金

品のパラマキに転じていた。しかし、現在ではそれすらも効果が期待できな

くなっている。謝礼を受け取った選挙人が RPTに投票しないというケース

が増えているために、いくら金銭ばら撒いても、一党制時代にように絶対的

多数の票を集めることはできなくなっている。

国民会議の余韻がまだわずかに残っていた当時においては、野党統一候補

が出せれば選挙不正、妨害を跳ね返すことは可能であるという期待が残され

ていた。しかし、対立と分裂の収集がつかない野党は統一候補の選出をめぐ

って紛糾し続けていた。 1993年 8月の大統領選挙では統一候補をめぐる対

立から最終的には選挙をボイコットする形でエヤデマ体制の維持に貢献す

ることになった。

前述の通り、 1994年 2月の議会選挙においては、野党は相変らず対立を

続けていたが、 RPT側による選挙不正にも関わらず、 CARと UTDの合計は

RPTと傘下政党を上回った。これはトーゴの政治史における選挙における初

めての勝利であった。しかし、選挙後、最高裁判所は CARと UTDの獲得し

た 3議席に選挙違反があったとして議席の無効と選挙のやり直しを命じた。

92 アボイボ CAR党首とのインタビュー。

93 Degli， op.cit.， p.215. 
~... Togo-Presse N03739， le 24 juillet 1992， pp.1・3.
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これは、 RPTの過半数を回復するための権力側による司法操作以外の何物で

もなかった。

1998年の複数政党制におけるこ度目の大統領選挙においても、野党統一

候補の選出をめぐって紛糾し、結局 G，オリンピオを中心に大統領選挙運動

を進めたものの、過半数にはわずかに及ばなかった。この選挙結果に対して

国内外から厳しい批判が相次いだ。選挙監視を実施した EUは選挙不正、選

挙期間中の虐殺事件に関する報告書を公表した。さらに 1994年の国民議会

選挙後になされた最高裁による野党の 3議席を無効とした判決も非難の対

象となった。人権に関しては、選挙期間中の虐殺に対して、国際人権 NGO

であるアムネスティーインターナショナルは「トーゴ:恐怖の支配Jという

タイトルが付された報告を発表した95。この報告書に反発したトーゴ政府は、

アムネスティーインターナショナルに対して抗議をおこない国際機関によ

る調査を求めた。トーゴ政府の要請によって派遣された、国連とアフリカ統

一機構 (Organizationof African Unity : OAU)によって構成された国際

人権調査委員会が 2001年 2月に出された報告書は、虐殺の事実を一部確認

するものであった960

トーゴ第四共和国憲法に従えば大統領の任期は 5年で再選は 1固までと

規定されており(第 59条)、エヤデマ大統領の 2期目は 2003年に終了す

る。しかし、 35年間も権力の座にあるエヤデマ将軍がすんなり引退する見

込みは低く、隣国のブルキナファソのコンパオレ (BlaiseCompaore)大

統領のように憲法を改正して実質的な終身大統領制を意味する大統領の任

期制限撤廃を可能にするための動きは RPTによって始まっている 970 なぜ

なら RPTには、エヤデマイズムを継承できる人材がいないからである。

6 アフリカの民主化プロセスにおける政党の役割と問題点

本章では、トーゴの民主化運動の中心となってきた社会組織連合から政党

への変容、そして複数政党制の復活によって新たに結成された政党の民主化

プロセスにおける役割と問題を検討してきた。このような問題関心において、

本章では他の政党との関係を考慮に入れながら「市民社会の制度化Jという

95 “Togo: Rule ofTerroι" Amnesty International-Report-AFR57j01j99， 5 May 
1999. 
96“Rapport de la commission d'enquete internationale ONU-OUA pour le Togo"， 
le Combat du Peuple， N0289， le 26 mars 2001， pp.4・10.から引用。
97 岩田拓夫「ロメ合意後のトーゴの政治状況 JW月刊アフリカ ~2001 年 12 月号、 4・ 8 頁。
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観点において最も関係が深い政党である CAR(革新行動委員会)を中心に、

トーゴの民主化プロセスにおける政党の役割と問題点を検討してきた。

トーゴにおける民主化運動は主に弁護士、知識人、学生によって構成された

人権擁護と促進を目指す組織を中心にして進められた。第四章においては、因

。民会議を通じた民主化プロセスの比較をおこなったが、国民会議の召集を実現

した民主化運動の中心となった社会勢力の性格は各国においてそれぞれ異なっ

たものであり、その後の民主化プロセスの方向性にも影響を与えてきた。ベナ

ン、コンゴ、ザイーノレにおけるカトリック教会の指導力、ガボン、チャドにお

ける大統領による指導性、マリにおける民主化の後見人としての軍の指導性、

ニジェーノレにおける労働組合による指導性とは異なり、 トーゴの民主化運動の

特徴は人権組織が指導的な立場に立って民主化運動が展開されてきたことであ

った。

しかしながら、 トーゴ以外のアフリカ諸国においても民主化運動の中心とま

ではならなかったものの、人権運動組織は民主化運動に重要な役割を果たして

いた。なぜならアフリカ全体において政治は人権状況に直結し、民主化とは人

権の擁護、促進を意味するイシューであったからである。このように人権と民

主化の問題は密接に関連しており、人権組織を中心とした社会組織連合であっ

た FAR(革新行動戦線)の精神の継承を掲げて結党された CAR(革新行動委員

会)という「市民社会」との関わりが深い政党の民主化プロセスにおける役割

と意味を考えることの意義は、トーゴの事例研究にとどまるものではなく、ア

フリカ全体の民主化を理解する上でも意味があると考えている。

トーゴにおいては、広範な支持を得ていた社会組織連合であった FARの継承

政党としての CAR結成の瞬間は、「市民社会の制度化Jによる民主化という観

点において最初の大きな分岐点であった。地域・民族色の強い小政党への分裂

による民主化勢力の弱体化を回避し、強力に民主化移行を実現することが期待

されていた。結果としては、 CAR自身は FARの一部を母体とすることによっ

て結成当初から全国区政党としての支持と正統性を確保することができたが、

民主化勢力全体としては「市民社会」との関係を維持しながら小党乱立による

民主化勢力の分裂と弱体化を防ぐまでには至らなかった。そのために、 CAR以

外の多くの政党は党首個人のカリスマ性もしくはエヤデマ体制の急進的な打倒

を訴えることによって政党への支持を求めなければならなかった。その代表例

は、 1963年に暗殺された初代大統領の息子である G，オリンピオを中心として

小政党を吸収して結成された改革の諸力連合 UFCであった。

トーゴを含めたアフリカの複数政党制への移行段階における政党の正統性と

支持を確保するための主な要素は、指導者のカリスマ性、資金力、そして「市
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民社会」とのつながりであった。この 3要件全てが満たされなければ、地域・

民族的基盤を越えて全国的政党として影響力を及ぼすことは難しい。現在のト

ーゴにおいて、旧国家政党である RPTを除いてこの 3要件を満たしている政党

は、アボイボの CAR、コジョの UTDを中心に 4党が合併して生まれた「パン

アフリカ愛国連合J (Convergence patriotique panafricaine : CPP)、オリ

ンピオの UFCだけである 980

主要政党の中で資金が潤沢なのは、 G，オリンピオの UFCとコジョの UTD(現

CPP)であった。両政党とも指導者が亡命中に興した企業からの利益が主要な

財源となっている。アボイボの CARは、前二者と比較すると資金力においては

劣るものの、自身が運営するトーゴ園内最大の弁護士事務所からの利益と、旧

国家政党 RPTに次ぐ党員数回を誇り、そこからの会費によってこれまで全国規

模での活動を可能にする資金を調達してきた。

一方、 RPTと 3大野党以外のその他 60近くに上る小政党においては、全国

的政党としての 3要件のいずれを満たすこともできないものがほとんどである。

そこで、目先の支持を獲得するためには地域政党化するか、もしくはエヤデマ

体制の急進的な打倒を掲げるしかなかった。その代表例が、ニニンピが率いる

CDPAであった。政党としての合法化前の CDPAはエヤデマ体制打倒のための

地下組織であり、目的のためには暴力を用いることを辞さなかった。正統性と

大衆からの支持が十分に確保できない政党にとっては、打倒すべき目標として

のエヤデマ将軍というスケープゴートが常に必要であった。

結局のところ、 トーゴの社会組織から政党への変容という観点においては、

政党合法化後の大部分の政党は「市民社会」と隔絶しはじめ、「市民社会Jから

の支持を失ったために民主化勢力としての分裂と弱体化を余儀なくされた。そ

こでは、「市民社会の制度化」は政治機構の要素からも政治行動の要素からも部

分的にとどまったと考えられる。

7 むすびに

本章において、は、アフリカの民主化プロセスの問題を理解するために、ト

ーゴの民主化運動において政治化した社会組織を母体として結成された政

98 トーゴでは CAR、CPP、UFCとニニンピの CDPAを含めて 4大野党として位置付けて
いるが、 CDPAは本文中に示した全国的政党としての 3要件において、資金力と「市民社
会Jからの支持に欠けており、実際のところエヤデマ大統領の支配が強い北部での影響力
はなく全国的政党とは言い難い。そのために本章では CDPAは全国的政党に含めなかった。
99 CARは約 40万人と見積もっている。エボー氏とのインタビューより。
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党を中心に、「市民社会の制度化Jという観点から考察してきた。トーゴに

おいて「市民社会Jから政党への変容という観点において代表的政党である

CAR (革新行動委員会)に関して、アフリカの民主化プロセスにおける政党

の役割と問題点を検討してきた。

はじめに、「市民社会」における民主化運動から CARの結成までの過程を

検討し、その後の CARを中心とした政党の検討から、野党・社会組織民主

連合 (FOD/COD)、国民会議、民主化移行体制、民主化移行後における政

党の役割と民主化プロセスにおける問題点に関して考察してきた。

「市民社会の制度化」という観点から民主化プロセスにおける政党の役割

と問題を考えると以下のように小結することができる。「市民社会の制度

化jにおける政治機構面から考えた場合、トーゴにおける民主化運動の中心

となってきた政治化した社会組織連合である FARの継承者を自負する政党

としての CARの事例から考えても、社会組織の政党への変容における制度

化が不十分であったために、政党が人々からの安定した支持と正統性を確保

するまでには至らなかった。他の主要政党に関して考えた場合、エリート層

中心の UTD、地下活動出身者中心の CDPA、亡命指導者のカリスマに強く

依存する UFCというように、「市民社会の制度化Jからはさらに程遠いもの

となった。

次に、政治行動面から考えた場合、新政党はトーゴの民主化運動に貢献し

た社会組織から離れて、エヤデマ後をにらんだ権力闘争と対立を繰り返して

きた。そのために、トーゴの「市民社会Jによる民主化運動の背景となって

いた覚醒された政治意識が政党によって発展されることはなかった。結局の

ところ、権力闘争に明け暮れる政党に対して「市民社会Jは関わりを薄め、

非政治化していったことが民主化プロセスにおける「市民社会の制度化」を

停滞させることになった。

本章における検討から言えることは、「市民社会の制度化」はアフリカの民主

化プロセスにおける政党の役割を決定する唯一の要素ではないが、生まれたて

の政治社会の民主化における能力と、 トーゴ政治における根源的な問題である

エヤデマイズムからの脱却を理解する上で重要な意味をもっている。

トーゴに限らず、多くのアフリカ諸国において民主化運動を先導してきた

のは政党ではなく「市民社会jであった。政党による民主化プロセスの停滞

が続く中で、 トーゴでは 21世紀に入って再び新たな「市民社会の制度化J

が起ころうとしている。第五章で検討をおこなった、トーゴの民主化運動の

中心であった LTDHに代表される人権組織の政治化が再び起こりつつある。

政党は、「市民社会Jを中心とした民主化運動におけるひとつの産物であっ
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た。複数政党制の復活から間もない新しい政党における正統性と支持を確立

していくためには、政党を生み出した「市民社会」とのつながりが依然とし

て必要であった。特に、政党の創設期においては『市民社会」の政治機構面、

政治行動面での制度化が必要であった。しかし、新たに結成された政党は、

「市民社会の制度化Jを十分に達成することはできなかった。それが、現在

においてもアフリカ諸国の政党政治が成長せず、民主化、政治的安定を実現

できない要因のひとつとなっている。
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第七章「グロ}パノレ市民社会論とアフリカの民主化プロセス J

1 はじめに

本研究においては、「市民社会」を中心として展開された民主化運動の末に、

民主化移行を実行するための暫定的な統治体制を設置すべく召集された国民会

議に関して様々な角度から検討をおこなうことを通じて、 1990年代アフリカ

の民主化の再検討を試みてきた。本研究では、「市民社会の制度化」という分析

アプロ}チにおいて、現在のアフリカ諸国に政治的停滞と混乱をもたらすこと

になった民主化プロセスに関して考察を重ねてきた。「市民社会の制度化」に関

しては、分析のために便宜的に政治機構面、政治行動面の 2つの要素に区別し

て検討した上で、両者の重ね合わせの中からアフリカの民主化プロセスの可能

性と問題点を浮き彫りにすることを試みてきた。

1990年代に入り、国際社会の中で「市民社会」概念が地球的規模において

議論さ札、グローパル化されていく潮流が生まれた。そして、冷戦後の援助供

与園、国際機関における援助政策の方向転換において、「市民社会」概念のグロ

ーパル化は、アフリカの政治主体の政治的行動にも少なからず影響を与えるよ

うになった。「市民社会」概念、のグローパノレ化の過程と共に、地理的な拡大とい

う量的変容をもたらしただけでなく、概念に対する認識にも変化を及ぼした質

的変容を伴うものであった。本章では、国際社会においてグローパル化される

中でアフリカに移植されようとした「市民社会J概念が、アフリカ政治の文脈

において吸収され、ローカノレ化される中でどのようにアフリカの政治主体の行

動に影響を与えたのかということを考えてみたい。

本章では、このような問題意識に基づいて、序章で検討したように遠藤によ

れば少なくとも 3つの側面を持つ「市民社会」概念のイデオロギーに関する側

面に注目して、アフリカの民主化に関係する政治主体の行動様式への影響を考

える。そして、「市民社会J概念の量的拡大に伴う質的変容が、「市民社会の制

度化Jにおける政治行動面にどのような影響を及ぼしたのかという点に焦点を
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当てることによって、 1990年代の「市民社会」概念のグロ}パル化とアフリ

カの民主化プロセスとの関係を考えていきたい。

以下では、はじめに「グローパル市民社会論J とは何かを説明し、その後で

「グローパル市民社会論」の形成に伴う国際社会における「市民社会」言説の

変化を検討する。そして、国際的なレベルにおける「市民社会」概念の言説の

変容が、国民会議を中心としたアフリカの民主化プロセスにどのような影響を

与えているのかに関して議論していきたい。

2 rグローパル市民社会論j とは何か?

「グローパル市民社会論Jとは何を意味するのだろうか。グローパリゼーシ

ョンという概念に対しては、一定の共通認識があるように思われる。経済の

グローパル化を通じて、価値の普遍化を含む文化的な側面、国際レジームを

形成する量的な交流の増大だけでなく、質的にも相互依存・規定関係の深化

を伴いながら国際化、自由化、、超領域化している 1状態であると理解されて

いる c しかしながら、この意味でのグローパリゼーシヲンは、一般的には先

進国聞において限定的に議論されているえとすれば、第二次大戦後のアフ

リカの政治史が国際関係によって動かされる客体であった3と認識される場

合には、アフリカとグローパリゼ}ションとの関わりを考える場合には、より

受動的な観点からの理解が必要であるかもしれない。

「グローパル市民社会論」とは、近代以降の欧米の地理的・歴史的領域を越

えて地球規模に「市民社会」の言説が拡大される中で生まれた認識である。重

要なことは、「市民社会J概念という本来歴史的・社会的背景に左右されてきた

多義的な概念が、グローパル化という量的変容の中で「普遍的」価値を装いな

がら非歴史的に画一化されるという質的変容も遂げているという点である。

「市民社会J論ブームの最後に沸きあがってきた「グローパル市民社会論」

の議論においては、初期の「市民社会j 論よりもりベラリズムへの傾倒をさら

に強めていった。ここでは、「通例」の「市民社会」論的立場から「グローパル

市民社会」の定義をおこなったクラーク (AnneMarie Clark) らの議論を紹

1古城佳子「グローパリゼーションの再検討ーその論点と現状JW 国際問題~ No.497、
2001年 8月、 3・4頁。 山田高敬「グローパリゼーションと国民国家の変容一地球環境

領域におけるガパナンスを求めてJW 国際問題~ NO.497、2001年 8月、 14-15頁。
2古城、前掲論文、 4頁。
3小田英郎「アフリカと国際社会ー冷戦後の 10年JW 国際問題~No.499 、 2001 年 10 月、
2頁。
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介する。

クラークらは、環境、人権、女性問題に関する国際会議における NGOの関

わり方に焦点を当てて、「市民社会」のグローパル化を通じた国際政治への影響

に関して議論をおこなっている 4。クラークらの研究では、議論に先立って「グ

ローパル市民社会」の定義と、国際政治における役割の評価を試みている。ク

ラークらは、「グローパル市民社会 Jを「グローパルJ/ r市民J/ r社会 J

(Global/Civil/Society) と概念的に三分割し、それぞれについて定義と分析

指標を提示している(表 3)。

く表 3: rグローパル市民社会」の定義と分析指標>

用語 定義 分析指標

グローパル 非国家主体を含む、地理的な拡がりと 世界各地域からの参加

均衡の取れた代表選出 NGOの数

市民 NGOの地球レベルでのガパナンス形 手続きと参加組織一覧

成へのアクセスのような、恒常的な地

球レベルでの相互行為への参加

社会 相互に予測可能な行為、共通理解とい 内容と共有された枠組み

った社会的視点の存在

(出典) Clark et al.， (1998) ，p.3. 

クラークらによれば、「グローパル」とは単なるインターナショナルにとどま

らずトランスナショナルに経済、社会、文化的なネットワーク化が進んでいる

状態を意味している。「市民Jとは、国際社会における意思決定の場において一

定の NGOの恒常的な参加がおこなわれている状態を指している。そして、「社

会」とは主体間の独立した関係以上に相互作用の関係が存在していることを示

している 50 これらをまとめると、「グローパル市民社会」とは『国境横断的に

活動し、相互行為の中で国際社会における意思決定に参加する NGOのネット

ワーク』であると理解することができるであろう。この定義に基づいて、クラ

ークらは国際的な NGOが、環境、人権、女性問題における国際社会の意思決

定にどのように影響力を及ぼしているのかに関して分析をおこなっている。

NGOの国際社会における影響力は増大しているものの、 NGOにおける南北格

差、主権国家による NGOの締め出しを通じた国家主導の国際的意思決定の継

続、国家と NGO聞の相互関係の欠如によって、その役割は十分に発揮されて

4 Clark Ann Marie， Elisabeth J. Friedman and Kathryn Hochestetler，“The 
Sovereign Limits of Global Civil Society: A Comparison of NGO Participation in 
UN World Conference on the Environment， Human Rights， and Women，" World 
Politics， No.51， 1998， pp.1-35. 
5 Ibid.， pp.2町 4.
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いないと結論づけられている 6。クラークらの議論には、国際社会に参画する

NGO聞における南北問題の存在に関する興味深い議論もあるが 7、リベラリズ

ムを教条とする「通例」の「市民社会」論を出発点とし、「市民社会」の役割が

国家・政府を性悪的主体として相対化を目指すことにとどまっている。

「グローパノレ市民社会論Jに関して整理をおこなった遠藤は、 NGOが国際政

治に影響を及ぼすようになりつつある現在において、「グローパル市民社会」の

安易な概念使用によって「市民社会」概念をめぐる議論を混乱させていると述

べている 8。実際の国際政治、国際関係において、国家以外のアクターが現実に

影響力を行使しているという政治のあり方を理解することが求められているた

「市民社会Jのグローパノレ化をもたらした要因のひとつに、世界銀行を始め

とする援助に関わる国際機関の存在があると指摘されるが、ベックマン(Bjorn 

Beckman) は、ネオリベラリズムを教条とする国際金融機関は、何よりも国家

の非正統化を目指してきた。そこで、「市民社会Jには国家に抵抗し、国家の地

位を相対化させるという役割が与えられた100 ホワイト (GordonWhite)は、

「市民社会」概念が国境を越えて浸透することによって、援助国の途上国への

政策的な介入に正当性を与えていると指摘している 11。また、 1990年代始め

の国際政治に関するアカデミックな議論においても、国家の弱体化、国家の問

い直しが起こっていたことが 12、国際金融機関の「市民社会」のグローパノレ化

を通じたイデオロギー化の試みに正統性を与えたという側面も無視できない。

佐藤は、 NGOや市民社会が脚光を浴びるに至った背景に、構造調整の挫折があ

ったことは間違いないと述べている 13。そこで、「市民社会」のイデオロギー化

は、普遍的価値によって地域的、歴史的文脈を上から塗りつぶしながら「グロ

ーパル化J していくかに思われた。

遠藤は、リプシュッツ (RonnieD Lipschutz) やフォーク (RichardFolk) 

の議論を紹介しながら、「グローパル市民社会」概念によって、脱国家的な規範

の形成と「規範的デモクラシー」へのコンセンサスが形成される可能性を期待

6 Ibid.， p.23，30，pp.33・35.
7 Ibid.， p.12，pp.26・28.
8遠藤貢 rw市民社会』論ーグローパルな適用の可能性と問題一JW 国際問題~ NO.484、
2000年 7月、 2頁。
9 向上、 8・9頁。

10 Beckman Bjorn，“The Liberation of Civil Society: Neo-Liberal Ideology and 
Political Theory，" Review of African Political Economy， No.58， 1993， pp.21・23.
11 White Gordon，“Civil Society， Democratization and 
Development( 1 ) :Clearing the Analytical Ground，" Democratization， Vo1.1， No.3， 
1994， p.376. 
12 Beckman， op.cit.， p.23. 
13佐藤誠「アフリカ研究と市民社会輪一南アフリカを事例として一 JW国際政治』第 123
号、 2000年、 32頁。
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する考え方があることを示している 140 遠藤は、近年のアフリカ「市民社会J

論の変化を次のようにまとめている。アフリカ圏内の文脈においては、当初権

威主義体制に抵抗し、民主化プロセスを始動させる上でのシンボルとしての位

置付けを与えられてきた。しかし、こうした「市民社会」概念は、多層的な言

説空間の中で西欧的な価値に裏付けられた規範的な「市民社会j へと再構築さ

れ、新たに言説のレベルで援助の力学を媒介としつつ、アフリカの政治変革の

枠組みを規定しようとする圧力へと変化することになる 150

その一方で、遠藤は「グローパノレ市民社会Jには国際的犯罪組織の成長に関

与する「陰」の部分もあることも指摘している 16。様々な立場から「グローパ

ル市民社会J概念に関して議論がおこなわれているが、遠藤は「グローパル市

民社会」という概念が規範としての支西日的言説を形成しながら、援助を中心と

した実務の場においてイデオロギー化することによって「普遍的」圧力の道具

と化して、地域個別の文脈をないがしろにすることで、途上国の抱える問題を

さらに複雑化させる危険性があることを指摘している 170

「誰が市民社会を必要としているのか?Jと題された書評論文において、ア

レン (ChrisAllen) は、「市民社会」を必要とし、イデオロギー化しようと躍

起になっているのは、世界レベルでのリベラリズムの規範化を望んでいる援助

園、援助機関、多国籍企業であると述べている 18。そこでは、経済発展を妨げ

構造調整政策を失敗させた張本人は国家であると断罪し、国家の相対化を推し

進めるための媒介として「市民社会J概念が引っ張り出されてきた。国家を中

心とした開発独裁体制に対する反動としての「市民社会」は、自由民主主義に

源をなし、民主化の原動力となり、個人・市民の自由を守るための抗国家性を

持つという 3つの要素によって構成される、国際的な開発の場におけるイデオ

ロギーとして利用されるようになった 190

実際のところ、「グローパル市民社会」は既存の国家システム、国際機関、市

場経済と多角的で複雑な関係性の中にあり、「グローパル市民社会」の存在によ

って国際社会を取り巻く問題に対する万能薬となるというほど単純な話ではな

い20。実際のところ、ネオリベラリズムを教条とする「市民社会」が、そのま

14遠藤、前掲論文、 9-11頁。
15遠藤貢「アフリカをとりまく「市民社会J概念・言説の現在J平野克己編著『アフリ

カ比較研究ーその位置と射程一』アジア経済研究所、 2001年、 176頁。
16向上、 12頁。
17向上、 13-14頁。

18 Allen Chris，“Who needs Civil Society?" Review of African Political Economy， 
Vol.24， No.73， 1997， pp.336-337. 
19 Ibid.， p.335. 
20遠藤、前掲論文、 16頁。
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まの形でアフリカに根付いてはいない。それは、アフリカの「市民社会Jが公

的サービスの享受をめぐる国家との関係において変容を遂げてきたからであっ

た21。ベックマンは、ネオリベラリズムには国家に基づいて存在してきながら、

国家に対抗する「市民社会j をイデオロギー化することによって国家の存在を

無視するという矛盾した態度がみられると指摘している 220

1990年代の国際社会における時代背景において広がっていった「グロ}パ

ル市民社会論」は、普遍的価値を主張するかたわらでネオコロニアリズムや近

年盛んに議論されるようになってきたポストコロニアリズムを想起させる概念

となっている。アムセル(Jean-LoupAmselle) は、コロニアリズム、ネオコ

ロニアリズム、ポストコロニアリズムは、三層の重なり合いの中でうろこ状に

歴史が形成されていると端的に指摘しているようにお、「グローパル市民社会」

の理解においてポストコロニアリズムを検討するにおいても、三層の歴史的背

景を踏まえて議論をおこなわなければならない。アムセノレによる構造人類学へ

の批判と近年の「グローパル市民社会」への批判には共通点があるように思わ

れる。それは、地域性と歴史性の軽視である。レピ=ストロース(Claude 

Levi-Strauss) に代表される構造人類学は、アフリカのエスニシティーを言語

に代表される記号によって規定、構造化される静的なものと考え 24、「グローパ

ノレ市民社会論」の場合は「市民社会」の「普遍的価値」という側面において、

それが「適用」される地域性や歴史性にはほとんど関心を払わない。

このような負の性質も持つ「グローパル市民社会論J は、地理的拡大と共に

リベラリズム帝国主義とも呼べるような性格を徐々に示すようになった。コマ

ロフら(JohnComaroff， Jean Comaroff)は、ユーロセントリックなリベラ

リズムに基づいた、植民地時代とは装いを変えた人道主義的帝国主義が蔓延し

ていると指摘している 25。そこでは、「市民社会」の社会的道徳を伴った、ネオ

近代主義の下での神話化が進んでいくこととなった 26。さらに、リベラリスト'

政治学の潮流と援助業界の意見が一致したことによって、学問と実務の世界の

両方において「市民社会Jの言説が急速に拡大することとなった27。

ユーロセントリックな「市民社会」論の問題は、元来「市民社会」概念は、

21 Beckman， op.cit.， p.29， 

22 Ibid" pp.30・31.
23 Amselle Jean-Loup， M'bokolo Elikia， Au coeur de I'ethnie， Editions La 
Decouverte， Paris， 1985， pp.23・42.
24 Ibid.， p.ll，13. 
25 John L Comaroff and Jean Comaroff (eds.)， Civi/ Society and the Political 
Imagination in Africa: Critical Perspectives， University of Chicago Press， 
Chicago・London， 1999， p. viii. 
26 Ibid.， p.4. 
27 Ibid.， p.18. 
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西欧近代という地域的、歴史的文脈に密接に関連しながら存在してきたことを

忘却し 28、グローパリゼーションという潮流の中で普遍主義によって「市民社

会」の内部にはらむ問題がマスキングされるところにある。そこでは、西欧近

代において市民社会が形成される過程において排除と暴力を伴っていた 29こと

が忘却され、「市民社会」概念はアフリカにおける西欧的価値の欠如を測る道具

として使用されるに至っている 300

そして、現代アフリカでは西欧近代の産物 31である「市民社会J概念の拡大

と共に、援助という資金・物資・人の流れを通じて北の NGOによる新植民地

主義とも言うべき状況が発生している 32。実際のところ、「市民社会」概念の流

行は、北の NGOがアフリカにおいて活動を展開する上で強い追い風になった

ことは否定できない。「市民社会」という「普遍的」概念を盾にして、アフリカ

の地域的・歴史的文脈に無頓着に活動を展開することを容易にした。そこで、

当初、研究者の間で用いられてきた「市民社会」概念は、冷戦の終駕を受けて

新たな援助政策の指針を模索する国際機関、二国間ドナーの聞にも広がってい

った。さらに、「市民社会」言説は援助の受け手である現地の NGOなどの主体

にも積極的に用いられる傾向が出ている 330

結局のところ、「グローパル市民社会論Jは、国家の相対化を図りたいという

動機によって突き動かされていた。そして、非対称的な主体聞における「市民

社会j のグローパリゼーションには、南北問題のような国家聞に起こる問題も

発生し、普遍主義の名の下での特定の価値が押し付けられようとする。しかし

ながら、地域の文脈、歴史性を無視した安易な価値の画一化は、アフリカにお

ける「市民社会の制度化」と観点から見た場合、「グローパノレ市民社会」の「移

植Jの行い手が望むような民主的な政治意識の定着をもたらすことはないだろ

フ。

次に、国際機関、援助機関、国際 NGOを中心として「市民社会」概念がグ

ローパル化されていく過程を考えていく。

28 Ibid.， p.18. 
29 Ibid.， p.23. 
30 Ibid.， p.26. 
31 Garland Elizabeth，“Developing Bushme'n: Building Civil(ized) Society in the 
Kalahari and Beyond，" in John L Comaroff and Jean Comaroff (eds.)， 
op.cit.，1999， p.73. 
32 Ibid.， pp.89・94.
33遠藤貢「アフリカ「市民社会」論の展開 JW国際政治』第 123号、 2000年 1月、 18
頁。
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3 iグローバノレ市民社会j 論の展開

1990年代に入り、研究者や国際機関・援助機関において「再発掘」された

「市民社会」概念が盛んに議論されるようになった。冷戦終結によって存在意

義がなくなった、反共のための自由民主主義圏の防衛・拡大の主張や、財政的

な限界から福祉国家の理想が色槌せていく中で、これまでの価値体系に変わる

方向性が模索されていた。共産主義という明確な敵を失った欧米諸国において、

規範を形成するための価値体系の間隙を埋めるものとして復刻された「市民社

会」概念は、概念的な検討が不十分なままにあらゆる政治・社会・経済的問題

を解決する万能薬として注目され、新たな国際的なイデオロギー支柱として期

待されるようになった。そして、国際的な開発の場においても、これまでのア

フリカ諸国の開発を妨げてきた問題を解く鍵として「市民社会Jが認知される

ようになった。その後、援助資源が「市民社会j の名目において動かされるよ

うになり、「市民社会」の歴史性、内実に関する議論なきままに普遍的価値・規

範として理念化されていった 34。国際的な援助の場において、「市民社会Jは欧

米的な NGOや社会運動と同義に扱われ35、その性質は自動的に民主主義や開

発をもたらすという共通認識が形成されようとした。また、「市民社会」概念は、

援助業界の活動に正統性を与えるものとして歓迎された36。

しかしながら、近代「市民社会J論が形成された欧米社会においても、「市民

社会」が民主化や開発をもたらしたことが明確に実証されてきた訳ではない。

その一方で民主主義や経済発展を達成しなかったアフリカの国家は性悪的主体

として認識され、援助の場においても国家の相対化、役割の減少を目指す目的

の裏返しとしての「市民社会」支援がおこなわれるための根拠とされた。しか

し、そこで実施されたのは、新たに普遍的価値としてラベリングされた西欧的

価値に合致する「市民社会Jの支援、もしくはその「創出Jであり、援助実施

のあり方には偏りがあった 37。このようにして「市民社会」概念は国際的な援

助の流れの中でグローパノレ化すると共に、国家への不信の裏返しとしてアプリ

オリに「良い存在Jとしての「市民社会」が民主主義や開発をもたらす画一的

な認識が生まれ38、実際の政策に反映されるようになった。

このような国際的な「市民社会」概念の画一化・理念化の傾向に対して、ヴ

34 Van Rooy Alison， Civil Society and the Aid Industry， Earthscan， London， 
1998， p.1，l1，14 
35 Ibid.， p.15. 
36 Ibid.， p.213. 
37 Ibid.， p.206. 
38 Ibid.， p.198. 
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アン・ローイ (AlisonVan Rooy) は、単純化(Simplification)、道具主義

(I nstrumentalism)、操作化(Operationalization) という 3点から批判を

おこなっている。批判の対象となっているのは、「市民社会」に関しては、民主

主義の制度として国家の役割を減少させ、自由市場をもたらす万能薬として単

純に認識し、また民主化、人権、グッドガパナンスの実現をもたらす道具とし

て認識し、さらに「良い存在J としての「市民社会J を振りかざして援助政策

を実施する担当者は「良い方法」で政策を実施するはずだということを無批判

のうちに前提化としていることに対して批判している 390

援助実施において、「市民社会Jに関する理解は、国際機関、各国援助機関の

それぞれにおいて一様ではないが、共通する点としては「開発と民主主義を促

進するものJ と認識されている 40。市民社会と社会資本は経済を構築すること

を前提として、援助関係者においては小さな政府と民主主義的チェックがおこ

なわれることが不可欠であるという前提から出発している 410

このような前提に基づいて、それぞれの国際機関、各国援助機関は「市民社

会」に関して以下のように定義している。 UNDP (国連開発計画)によれば、

市民社会は単なる NGOよりも政治的に中立な社会運動を組織化し、国家や市

場と共に民主的な社会を形成する行動空間である 42
0 USAID (アメリカ開発庁)

によれば、市民社会は競争的な経済、民主化とガパナンス改革をもたらす43。

実際のところ、 USAID はアメリカの援助予算の 40%を NGO、CSO (Civil 

Society Organization)に提供するニューパートナーシップ・イニシアティブ

計画を立案した440 主要援助国の中で、市民社会援助に最も力を注いでいたの

はアメリカであった4501DB(国際開発銀行)によれば、市民社会は国家の代

替もしくは補完をする役割を担っている 46。また、 SIDA(スウェーデン国際開

発庁)のように市民社会が開発と民主主義以外にも、人権促進に貢献すると考

えてこの分野に積極的に支援をおこなう援助機関もある 47。一般的には、 ドナ

ー諸国によって市民社会は、経済発展、民主的制度と民主的な文化を創り出す

主体として認識されている480

このような国際的な援助機関による市民社会支援の背景には、経験的に蓄積

39 Ibid.， pp.204・206.
40 Ibid.， p.33. 
41 Ibid.， pp.36・37.
42 Ibid.， p.19，35. 
43 Ibid.， p.35，37. 
44 Ibid.， p.46. 
45 Ibid.， p.60. 
46 Ibid.， p.42. 
47 Ibid.， p.40. 57. 
48 Ibid.， p.45. 
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されてきたアフリカの国家に対する不信が横たわっている。しかしながら、こ

れまでに国際機関、各国援助機関のカウンターパートであった国家に対する開

発主体者としての評価は必ずしも一様ではない。主要な国際機関、アメリカを

中心とした援助機闘がアフリカに国家の役割の減少を求めているのに対して、

スウェーデンの援助機関である SIDAはアフリカに関しては国家の役割を重視

している 49。そして、市民社会言説の流行は、援助機関・国際 NGOにおいて

援助の行き先を選別するのに好都合な理由づけを与えることになった500

しかし、研究者の間で論争になった「市民社会」の概念的問題は、やがて援

助関係者においても消極的に問わざるを得なくなった。それは、援助業界にお

いては非生産的な問題であった。しかし、「市民社会」とは何かということがぼ

やけたままで「市民社会J確立・強化のための援助をおこなうことは、援助プ

ログラムの意義自体を不明瞭にすることをもたらす問題であった510 一方で、

概念的定義の問題とは別に、「市民社会」言説の拡大をもたらす「市民社会J援

助の強化によって、欧米的価値への自信の拡大と共に先進国の NGOに新たな

活動の機会を与えることにつながっていった 52。しかし、「市民社会 jの拡大と

民主化の進展との関連は単純な正の相関関係にあるとは言えず、また市民社会

は都市エリート層による新たなビジネスの側面を持っている 53。

このように国際的な援助の場における「市民社会」概念が広がりを見せるに

つれて、概念的議論は希薄なままに、より道具的に用いられるようになった。

そして、民主主義と経済発展をもたらすとされた「市民社会Jの発展を目指し

たものに援助の方向転換がおこなわれることは、それと時を同じくして進んで

いたアフリカ諸国における民主化プロセスにも影響を与えない訳にはいかなか

った。

4 国際社会の国民会議への姿勢

本章では、はじめに「グローパル市民社会」とは何かを検討し、「市民社会」

概念のグローパル化の展開を援助の場における国際機関の「市民社会J概念に

対する言説と共に検討した。次に、 1990年代の国際社会におけるトレンドと

なった「グローパノレ市民社会論Jが、「市民社会」概念のグローパル化の開始と

49 Ibid.， pp.46・47.
50 Ibid.， p.52. 
51 Ibid.， pp.56・58.
52 Ibid.， p.67. 
53 Ibid.， p.51. 
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ほぼ閉じ時期に始まった国民会議召集によって開始されたアフリカ諸国の民主

化プロセスにどのような影響を及ぼしたのかという点に関して検討する。

現行の国家主権・体制を否定し、民主化移行のために暫定的統治主体となる

ことを宣言した国民会議に対して、援助国を中心とした国際社会はどのような

姿勢と評価を示していたのだろうか。国民会議召集によって民主化移行が開始

されたアフリカ諸国に関わる主要な援助国、国際機関は、フランス、アメリカ、

ドイツ、 EU、世界銀行、 IMF、UNDPであった。主な援助園、国際機関は、国

民会議による民主化を「文民クーデターJ と非難することもなく一様に歓迎し

た。その態度には、国際社会における「市民社会」のグローパル化の風潮とは

無縁ではない。その中でも、国民会議による民主化移行に対して、特に好意的

であったのはフランスとアメリカであった。

国民会議はフランス革命を暗黙に歴史的モデルとしてきたために、フランス

的な政治文化の普遍化という観点からフランスにとっては歓迎すべきことであ

った。実際に、フランス政府は 1980年代末のベナンの政治経済的危機に際し

て、フランス大使を通じたケレク大統領への密書の中で、フランス革命前後に

召集された三部会や国民公会のような市民の代表による民主化を実現するのた

めの代表会議を開催することを要求し、開催のためには資金援助の約束もして

いた540 実際に、 1989年 12月に、ベナンのケレク大統領が国家教義としての

マルクス=レーニン主義の放棄、 PRPB(ベナン人民革命党)の国家政党から

の離脱、さらに一時的な主権の委譲を伴う国民会議召集を認めたこと対して、

7000万 CFAフランと見積もられた国民会議開催に要する費用 55に対する財政

的支援を始めとして、 IMF、世界銀行と共同で 50-----100億 CFAフランまでの

資金援助を約束した 56。その後も、アフリカの民主化モデルとしてのベナンに

は、国際社会からの支援が約束された。

反共勢力圏維持を目指してきた冷戦時代の終了によって、アフリカに対する

対応を大きく転換させようとしていたアメリカは、アメリカが誇る自由民主主

義へ向かおうとしながら、財政難によって国民会議開催が困難なアフリカ諸国

に対しては積極的に資金援助をおこなった。また、国民会議召集への過程と「市

民社会」論の復刻との時期とがほぼ重なっていたことから、援助政策において

「市民社会」支援に重点をおいていたアメリカ政府にとっては、国民会議は民

主化をもたらす「市民社会」の具現化として多いに歓迎すべきものであり、積

54 Noudjenoume Philippe， La Democratie au Benin 1988・19.93:Bilan et 
Perspectives， Harmattan， Paris， 1999， pp.145・146，373-374. 
55 Jeune Afrique， N01521， 26 fevrier 1990， p.12. 
56 Marches tropicaux et mediterranneens (MTM)， 15 decembre 1989， p.3667. 
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極的な支援をおこなう姿勢を示していた。

アフリカにコミットの深い援助国の姿勢の変化が明確に現れたのは、 1990

年6月にフランスのラ・ボール (LaBaule) にて開催されたフランス=アフリ

カ首脳会議と同年7月にヒューストンで開催された先進国首脳会議(サミット)

であった。ラ・ボール会議の冒頭におけるフランスのミッテラン(Francois 

Mitterrand)大統領の演説は、これまでのアフリカに対するフランスの家父長

的な姿勢を一転させて、フランスからの援助をアフリカ諸国の民主主義への歩

みと直結させることをアフリカ諸国に突きつけたものであった57。それを後押

ししたのが、ヒューストンで開催された先進国首脳会議であった。サミットの

政治宣言の冒頭で「この一年間にわれわれが目のあたりにした民主主義の歴史

的前進に勇気と英知をもって息吹を与え、その実現をもたらした世界各地の

人々に対して敬意を表する」と述べ、 「民主化」への強い関心を示した580

国際社会は、ベナン以外の国民会議を召集した国に対しても、国民会議に要

する費用の一部を負担し、また国民会議によって設置された民主化移行体制を

正統なる国家代表として承認して様々な分野の協力を実施していた。国民会議

召集を目前に控えたニジエールに対して、 1991年 5月にフランスはメディア

部門などへ 4.25億 CFAフランの援助をおこなった 59。国民会議後の民主化移

行体制によって民主化プロセスに取り組んでいたトーゴに対して、フランスは

新憲法を問う国民投票、地方・国民議会・大統領選挙実施のために 200万フラ

ンスフランを、さらに行政改革のために 100万フランスフランを供与した 60。

国民会議における協議の遅延によって国民会議の予算が枯渇したチャドに対し

ては、フランスとアメリカが追加予算のための財政支援をおこなった。チャド

の国民会議は、当初予算が 5億 CFAフランと計上されたが、そのうちフランス

が半分に相当する 2.5億 CFAフラン、アメリカは事務機器購入のために 7.5

万ドルの資金協力をおこなった610

ベルギーは、モブツ大統領によって閉鎖されたものの同年 4月に再開された

ザイールの国民会議を支援するために 2250万ベルギ一フランの供与を決定す

ると共に、国民会議による民主化プロセスの進展に強く期待する見解を表明し

た。さらに、国民会議議長モンセンゴ卿からの要請によって、医療部門に 1000

万ベルギ一フラン、ザイール市民に向けた 1700万一ベルギ一フランの緊急援助

を実施した。さらに、国民会議支援を明確に示しながら 450万ベルギ一フラン

57 Jeune Afrique; N01539， 27 juin-3 juillet 1990， pp.14箇 15.
58小田英郎『アフリカ』自由国民社、 1996年、 118・121頁。

59 MTM， 3 mai， 1991， p.1145. 
60 MTM， 8 novembre， 1991， p.2862. 
61 MTM， 22 janvier， 1992， p.232. 
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の事務機器援助、その他の国民会議に要する諸経費として 800万ベルギ一フラ

ンの支出をおこなった。そして、これらの支援は、二重権力状態にあったザイ

ールにおけるもう一方の権力主体であったモブツ大統領側の国家機関を経由せ

ず、モンセンゴ国民会議議長と在ザイールベルギ一大使との聞で直接引き渡さ

れることになった620 二重権力状態にあったザイールに対して、国際社会はモ

ブツ大統領ではなく、国民会議及び国民会議によって設置された民主化移行体

制を国家主権の代表機関であると認める空気が広がっていった。

しかし、国民会議及び国民会議によって設置された民主化移行体制に対して、

国際社会が無条件に好意的であった訳でなかった。国際社会が求めた民主化や

グッド・ガパナンスに逆行する政策をとった国に対しては、経済・軍事援助を

停止するという強行な対応をとった。フランスは、 1992年 12月に起こった軍

による民主化移行期における国民会議によって設置された暫定的立法機関であ

った HCRメンバーの人質事件を受けて、トーゴ、への軍事援助を停止した63。さ

らに、軍を通じた民主化潰しが続いたことによって、 1993年 2月には医療、

人道的部門を除いた援助の停止を発表した 64。また、構造調整政策を放棄した

ニジエールの HCRに対して、 IMFは融資予定であった国家予算不足分の 540

億 CFAフランの支払いを拒否した。その後、ニジエールは財政赤字を補完する

援助獲得のために台湾と国交を結んだ650

モブツ大統領による国民会議に対する圧力を原因とする民主化プロセス進展

への妨害が続けられる中で、アメリカはザイーノレの政治的行き詰まりに深い遺

憾の意を示し、債務の支払いが遅れていることも併せてザイールへの経済援助

を停止し、さらに人権侵害を理由に軍事援助も停止した6601991年 12月、ア

メリカは任期が終了したにも関わらず憲法の操作によって権力の座にとどまろ

うとしたモブツ大統領に対して辞任を求めた 67。さらに、国民会議への権限委

譲を頑強に拒むザイールのモプツ大統領に対して、今度はアメリカ、フランス、

ベルギーの 3カ国で、モブツ大統領に対して退陣を求めた。権力への執着から

頑強に民主化への妨害を続けるモブツ大統領に対して、モンセンゴ HCR議長

は国際社会に対して介入を求めた。それに対して、 ECは国連安全保障理事会

で民主化プロセスに抵抗するモブツ大統領のヨ}ロッパでの資産の差し押さえ

の手続きに入った68。

62 MTM， 3 juillet， 1992， p.1761. 
63 MTM， 25 decembre， 1992 ，p.3475. 
64 MTM， 19 fevrier 1993， p.509. 
65 MTM， 10 jUillet 1992， p.1800. 
66 MTM， 1 novembre 1991， p.2805. 
67 MTM， 20 decembre 1991， p.3382. 
68 MTM， 30 avril 1993， p.1150. 
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5 グローパル「市民社会J論の政治アクターへの影響

「市民社会」概念のグローパル化の潮流において、国際社会が国民会議によ

る民主化プロセスに対して好意的であったのは、国民会議に対して民主化実行

主体としての「市民社会」が具現化されたものとして認識していたからであっ

た。そこでは、国民会議を支援するということは、「市民社会J支援によって開

発の前提としての民主化の実現に貢献することと同義とされた。そこでは、自

由民主主義の肯定を前提として、「市民社会Jを民主化にプラスと位置付け、そ

の積極的な支援を援助政策の中に位置付ける方向が顕著になった69。アフリカ

における国民会議は、冷戦終結によって東西のイデオロギー対立軸を失い、援

助の新たな方向性を模索していた欧米諸国にとっても歓迎すべきものであった。

1990年代に入り、「市民社会j 支援へ追い風が吹く中で、「市民社会」の性

質に変化が見られるようになった。特定の社会組織が活動規模を拡大する中で

「市民社会Jがビジネスとして成立するようになった。さらに、「市民社会j の

存在自体が活動の目標になるようにもなった。その結果もたらされたひとつの

傾向は、「市民社会」が富にアクセスするための手段となり、その政治性が弱ま

っていくというものであった。そこで、「市民社会Jにも援助というレントを食

べることを目標とした、パヤーノレの表現を援用すれば「胃袋の市民社会」とも

呼ぶことのできる状況が生み出されるようになった。

トーゴにおいては、女性開発組織の「女性の開発と保護のためのグ、ループ」

(Groupe feminine pour le development et la defence : GF2D)では、毎

年アメリカやカナダから資金援助を受け続けている。具体的な援助額や予算に

関しては情報が得られなかったものの、事務所には常勤職員の数よりも多い 10

台近いパソコンと少なくとも 3台の四輪駆動車を所有している。報告書には、

圏内中で活動されていると報告されているが 70、実際のところは首都のロメ近

郊にその活動範囲は限られている。活動内容も、アメリカ等の欧米援助国に好

まれる女性の自立を目指し、かつ政治の臭いのしないプロジェクトを「開発j

している。この NGOは、援助国における「市民社会j のトレンドに対して敏

感に案件を提示することによって資金・活動規模を拡大してきた。そして、エ

69遠藤貢 n民主化J後の民主政定着局面における NGOの役割と機能~ザンビアの事例

"'~ 平成 10年度開発援助セミナー配布資料、 1998年 12月、 4頁。

70 Femme togolaise; aujourd'hui et demain， CRIFF (Centre de Recherche 
d'Information pour la Femme) & GF2D (Groupe de reflexion et d'action Femme， 
Democratie et Developpement)， 1996， 170p. 
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ヤデマ政権とも良好な関係を維持している。

それに対して、これまでのトーゴの女性に本当に欠けてきたとされる政治へ

の直接的参加・関与の拡大を目指す組織である「女性のリーダシップのための

トーゴネットワーク J(Reseau Togolais pour le Leadership Feminin : 

RTLF) 等の女性の政治化に関わる NGOの活動に対する援助機関、国際機関の

反応は冷ややかであった。まず、この RTLFが政党を横断する姿勢を掲げなが

らも女性政治家によって運営されているために、特定の政党の資金源になるの

ではないかという猫疑心が強く存在することに原因のひとつがあるだろう。そ

れに加えて、欧米社会において存在する、「市民社会」とは国家(権力)とは自

律した「市民」による非政治的な活動であるべきという価値観にはそぐわない

という側面も大きいだろう。

国際社会における「市民社会J支援の拡大と時期を同じくして展開された国

民会議とっては、国際社会における「市民社会」概念のグローパノレ化は、民主

化推進にとって追い風になるべきはずのものであった。しかし、実際のところ

はほとんどのアフリカ諸国において、「市民社会J概念のグローパル化は民主化

の推進に直結しなかった。その理由のひとつは、「市民社会」のグローパノレ化が

アフリカ社会にもたらした結果である f市民社会 j の非政治化によると考える

ことができる。そして、国際社会による「市民社会」支援の性向によって、ア

フリカの社会組織聞において非均一性が拡大していった。そこで、「市民社会J

支援においては政治色の強い組織が敬遠されるようになった。 1980年代末か

らのアフリカ諸国における民主化運動の中心となった社会組織よりも、民主化

移行後に新しく結成されたより社会生活に関わる組織で、伝統的社会、民族的

組帯からより切り離された社会組織へと国際社会の関心がシフトしていった。

そのために政治色の強い、権力と関わりが強い社会組織は勢いを失うことにな

り、政治とは関わらない社会領域が首都を中心に肥大化するようになった。 f市

民社会J言説のグローパル化は、アフリカの民主化という観点から見た場合に

は、必ずしも正の相関関係を示したとは言い難い。

このように国際社会における「市民社会Jのグローパル化は、アフリカ諸国

の民主化の前進に対してはどのように寄与したのだろうか。「市民社会J支援に

おいては、その前提として民主化に貢献するという暗黙の条項が挿入されてい

る。カスファーによれば、特にアメリカの援助庁である USAIDにはこの傾向

が強く、「市民社会」の強化が自動的にアフリカに民主化をもたらすという、民

主化の必要十分条件としての「市民社会Jの存在に疑いすら抱いていなかった710

71 Kasfir Nelson，“The conventional Notion of civil Society: A Critique，" Kasfir 
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そこで、外国の援助機関によって外から「自律J的な[市民社会」を創りだそ

うとする矛盾した試みに陥っている。その結果、援助という外からの資源に全

面的に依存する「自律したJNGOが現れるようになった。、しかし、「市民社会」

支援においては民主化そのものを目標にした案件はほとんどなく、民主化への

姿勢はプロジェクトの目的あり、かっ前提でもあるという自家撞着的なものと

なった。

その一方で、国際社会による積極的な「市民社会J支援は、前述のように「市

民社会Jという新たなビジネス市場を生み出した。一部の社会組織においては、

「市民社会J の拡大・維持そのものが組織の活動目標となった。アフリカ諸国

における f市民社会j のビジネス化が進んでいくことは、「市民社会」の政治化

の度合いを弱め、公権力に対しては無関心になっていづた。

シャパノレ (PatrickChabal)とダロズ(Jean-PascalDaloz) (以下 C-D)は、

「市民社会」概念がアフリカ政治分析して適用され、また国際援助機関によっ

て意図的にイデオロギーとして世界中に流布されていることに対して否定的な

見解を示している。 C-Dによれば、本来存在するはずのない市民社会論がアフ

リカにおいてこれほどまで議論されるのは、世界銀行や IMF等によるイデオロ

ギ一政策がもたらしたものと断定し、アフリカの市民社会論の外因性を強調し

ている。 C-D によれば、「市民社会Jのイデオロギー化は経済発展や民主化を

もたらさず、逆に NGOの急速な拡大に伴う無秩序が権力の道具とされている。

すなわち「市民社会の繁栄」は、無秩序の道具化を引き起こしているにすぎな

い72。C-Dの結論は、アフリカ政治分析における市民社会の議論は、民主化移

行期を中心とする国家への抵抗を見るためのその場しのぎのものにすぎず、ア

フリカの市民社会とは完全な幻想、だとは言わないまでも、仮に存在したとして

も萌芽状態にすぎない730

現時点においては、「市民社会J概念のグローパル化が直接的にアフリカの民

主化プロセスを後押ししたとは考えにくい。逆に、国際社会において「市民社

会J支援を通じて間接的に民主主義を強化していこうとすればするほど、民主

化に関わるアフリカにおける「市民社会」の勢いは衰えていくという皮肉な傾

向も見られる。

(ed.)， Civil Society and Democracy in Africa， Frank Cass， London， 1998， 
pp.124-125. 
72 Chabal Patrick， Jean-Pascal Daloz， L'Afrique est partie! du desordre comme 
instrument politique， Economica， Paris， 1999， pp.35-37. 
73 Ibid.， p.44. 
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6 むすびに

本章では、国際社会においてグローパル化された「市民社会j 概念が、アフ

リカの民主化プロセスにどのような影響を与えてきたのかということに関して

検討してきた。「市民社会J概念のグローパル化は、地理的な拡大という量的変

容だけでなく、概念、自体の認識の変化を及ぼした質的変容を伴うものであった。

そして、「市民社会」概念のグローパル化は、アフリカにおける政治主体として

の「市民社会」の政治的行動にも影響を与えていった。

本章の官頭において提示された、グローパル化された「市民社会J概念が、ア

フリカ政治の文脈において吸収されてローカル化されていく中で、アフリカの

政治主体の行動にどのような影響を与えたのだろうかという問題意識に対して

回答することで本章のむすびとしたい。 1990年代中頃から「市民社会J言説

が急速にグローパル化されていく中で、「市民社会J概念を第三世界に移植しよ

うとし始めた欧米諸国、国際機関においては、「市民社会」概念に対する一定の

共通認識が生まれていた。そこでは、「市民社会」とは国家から自律し、民主主

義や経済発展に貢献する存在として認識されてきた。

しかし、コマロフらが指摘しているように、概念的な源泉である西欧近代国

家の形成段階において登場した「市民社会J概念が、欧米社会の民主主義と経

済発展にどの程度貢献したかということに関しては、必ずしも説得力のある検

証がおこなわれてきた訳ではなかった。実際のところ、「市民社会」概念をアフ

リカに対して振りかざす側にとっても、その根拠は慣習的なモラルの域を越え

ていないことが多い。民主主義や経済発展との因果関係、が暖昧なままに、援助

を通じて援助園、国際機関において構築された「グローパル市民社会」概念を

アフリカに注入することが試みられた。

冷戦後の西側世界においては、 f市民社会」概念は共産主義という明確な敵が

消滅したにもかかわらず、次々と噴出する社会問題によって引き起こされるな

んとなく不安な状況に対する解決のための切り札として注目されるようなった。

「市民社会j 概念によって自信を回復した西欧社会では、西欧的価値の普遍性

を再認識し、さらに非西欧地域における政治的・社会的問題解決の切り札とも

なりうると認識されるようになった740

このように、復刻された「市民社会j 概念に飛びついた欧米諸国、国際機関

を中心とした国際社会においては、「市民社会J概念自体に対する検証が暖味な

ままに地理的な拡大を遂げていったことから、イデオロギーとしての強度は弱

74 Coma.roff & Comaroff， op.cit.， pp.4・5.
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いものとならざるを得なかった。その一方で、援助と一緒に「市民社会J言説

を受け入れることを余儀なくされたアフリカ諸国においては、「市民社会J概念、

の「移植」をする側が意図したような「市民社会Jの存在様式がそのままの形

で実現されることはなかった。多くのアフリカ諸国においては、「市民社会J概

念は人々の行動を道徳的に規定するような慣習・緩やかな制度とはならず、む

しろ f胃袋の政治Jが展開される中で、 f市民社会」支援として並べられた食べ

物がのせられたテーブルとして食欲の対象物として政治主体の行動に影響を与

えるようになった。それによって、民主化運動が展開された 1980年代後半か

ら 1990年代はじめの時期に比較して、現在における「市民社会Jの政治化の

度合いは薄れていくことになった。

本章の結びとして、 1990年代の「市民社会」概念のグローパル化が、アフ

リカの民主化プロセスの進展に直接的な影響力を及ぼしたとは考えにくい。し

かし、「市民社会Jのグローパル化という現象の持つ意味は、アフリカ諸国にお

いてたとえ「市民社会J支援が、「胃袋の政治Jにおける食欲の対象とされよう

とも、 1990年代はじめの民主化プロセスにおいて顕著になった「国家の相対

化」という流れをさらに推し進めることに一役を果たしたことから、多元的社

会の構築という観点においては一定の貢献があった。現時点においては、短期

的に評価した場合、「市民社会」概念の量的拡大に伴う質的変容が、民主化とい

う文脈において「市民社会の制度化」における政治行動面に直接的な影響を及

ぼしているとは考えにくいものの、長期的には政治参加の多元化の可能性を維

持するという意味では、シャパルやダロズのように全くネガティブに幻想、とし

て考察の対象から退ける訳にはいかず、今後の展開を見守っていく必要がある。
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最終章「アフリカの民主化移行における国民会議の役割と

「市民社会J概念の意味J

1 はじめに

本研究においては、 1990年代のアフリカにおける民主化プロセスを理解し、

新世紀のアフリカ政治の展望を見出すことを最終的な目標として議論を重ねて

きた。そこで、近年のアフリカ政治における論争的なテーマであった「市民社

会」概念と、民主化移行において画期的な試みの場となった国民会議に関して

様々な角度からの検討を積み重ねることによって、アフリカの民主化プロセス

の問い直しを試みてきた。

本研究では、国民会議による民主化移行の可能性と問題が凝縮されていたト

ーゴ共和国を実証研究の中心的な対象として、比較研究も加えながら、アフリ

カの民主化移行における国民会議の役割を様々な角度から浮き彫りにすること

を試みてきた。

国民会議召集によって開始されたアフリカの民主化プロセスを理解するにお

いて、崩れかけていた国家権力の空白を埋めようとしていた「市民社会」の存

在を無視することはできない。その一方で、「市民社会」概念ほど 1990年代の

アフリカ政治研究において、論争が繰り広げられてきた概念はなかった。「通例J

と名づけられたリベラリズムを教条として国家の存在を軽視する「市民社会J

論における国家と社会、公と私という二分法によっては、アフリカの政治、「市

民社会Jの現実を理解することはできなかった。「市民社会Jは国家の状況を映

し出す鏡であり、「市民社会」を議論することはアフリカの国家を別の角度から

議論することに他ならない。

最終章では、主に序章において提示した 3つの論点に回答してゆきながら、

アフリカの民主化移行に関する総括をおこなう。ひとつめの論点は、アフリカ

の民主化移行における国民会議の意味を示すことであった。国家崩壊の瀬戸際

で、暫定的統治体制として民主化移行の実行主体となり、現在でも半革命的イ
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デオロギーとして再生産され、政治アクターに影響力を及ぼしている国民会議

を研究することの意義は、単なる過去の検証にとどまるものではない。また、

国民会議は、アフリカ政治における「市民社会」概念のより理念型に近い現実

の民主化への取り組みとしても議論する価値のある研究対象であった。 2つめ

は、「政治化した社会j として複層的な性質を併せ持つ「市民社会」が、アフリ

カの国家との関係、グローパル化の中でアフリカ政治(政治研究)においてど

のような意味を持っているのかを考えることであった。 3つめは、上記 2つの

論点に関する議論を踏まえて、現在のアフリカの政治的停滞、権威主義への回

帰、さらには国家の崩壊を生み出した民主化移行の再検討を通じて、 1990年

代のアフリカの民主化を総括し、今後のアフリカ政治を展望することであった。

本研究においては、「市民社会Jの存在自体が規範・理想であり、民主化の必

要十分条件であるという「通例」の「市民社会」論における前提を疑うところ

から出発して、「市民社会Jの暴力性や排除的性質を考慮、に入れながら分析をお

こなってきた。政治化した社会としての「市民社会」の拡大は、自動的に民主

化の実現をもたらすとは限らなった。そこで、民主化移行のバランスを確保す

るためにも、「市民社会の制度化」が必要であると考えたことが、本研究におけ

る民主化研究の出発点であった。「市民社会の制度化」というアプローチによっ

てアフリカの民主化プロセスを理解するにおいて、便宜的方法として「市民社

会の制度化」に関して政治機構に関する側面と政治行動に関する側面の 2つの

側面に区別して分析をおこなってきた。しかし、本来この両者は必ずしも独立

して存在する訳ではなく、重ね合わせの中で理解される必要がある。

以下では、これまでの議論を今一度振り返った後で、アフリカの民主化移行

における国民会議、「市民社会J概念の総括をおこないながら、 1990年代のア

フリカの民主化を総括し、今後のアフリカ政治を展望する。

2 本研究におけるこれまでの議論

第一章では、アフリカの民主化分析アプローチの系譜に関して議論をおこっ

た。 1990年代の民主化プロセスの展開において、複数政党制を導入したアフ

リカ諸国における政治的停滞とそれに対する民主化分析の行き詰まりが顕著に

なってきた。そこで、新たな民主化分析アプローチが模索される中で「市民社

会J概念が注目されるようになった。 r手続き的民主主義論」から「市民社会J

概念への理論的変遷を説明し、民主化分析アプローチとしての「市民社会j 概

念の可能性と限界に関して検討した。 r市民社会」概念を通じてこれまで軽視
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されてきた社会の{JlIjからアフリカの民主化を理解することの重要性とユーロセ

ントリックな分析への狭小化に陥る危険性を指摘した。加えて、アフリカ政治

を理解する上で、複層的で画一的ではない「市民社会」と民主化の関係、国家

と「市民社会」との関係をどのように考えるのかという課題と、第三章以下の

国民会議に関する実証研究への射程を提示した。

第二章では、アフリカの国家との関係から「市民社会」概念に関する議論を

おこなった。はじめに、代表的な西欧近代市民社会思想に関して紹介しながら、

これまで前提とされてきたような一元的な「西欧J市民社会論は存在しないこ

とを明らかにした。次に、現代アフリカ政治研究における主要な論者の見解を

整理し、 「通例」の「市民社会」と、それに対する非「通例Jとも言うべき批

判的な見解を紹介し、最後に「通例j 、非「通例Jの論者両方によって多様に

解釈されてきた J-F，パヤールの議論を紹介しながら本研究における「市民社会」

概念に対する見解を示した。 r政治化した社会」としての「市民社会」概念の

議論は国家の問題から切り離して理解できるものではない。また「市民社会J

はアプリオリに民主化をもたらすとは限らず、政治的流動化の中で不平等、排

除や暴力と無縁な存在ではない。そこで民主化との関係で考える場合には、「市

民社会の制度化」という観点が意味を持つことを示した。

第三章では、 トーゴの国民会議による民主化プロセスをマクロな観点から論

じた。トーゴは、独立から聞もない時期に軍事クーデターによって政権が奪取

され、現在では 36年間続く独立後のサブサハラアフリカ諸国の中での最長政

権(王制の国は除く)として、権威主義的な統治をおこなってきたアフリカの

国の典型と考えられている。また、 トーゴは国民会議を召集した国の中では民

主化の成功例と評価されるべナンと近い状況から出発したにも関わらず、その

行く末は大きく異なったものとなった。民主化運動を展開した「市民社会」が

未成熟とは言えないにもかかわらず民主化が挫折したと評価されるトーゴのよ

うな国における民主化プロセスは、国家との二項対立関係を前提として、国家

への抵抗の度合いから「市民社会」を評価する「通例」の「市民社会」論によ

っては十分に理解することができない。アフリカの民主化分析という観点から

は「市民社会J自体の性質、国家との関係の捉え直しが必要であり、「市民社会

の制度化」を通じて政治的流動化に伴う不安定さと排除を最小限にして民主化

プロセスを再開することが求められている。

第四章では、国民会議召集によって民主化移行が開始されたアフリカ諸国に

関して比較分析をおこなうことで、独立後のアフリカ政治史において画期的な

民主化移行のための場でありながら、これまで暖昧な理解にとどまってきた国

民会議のアフリカの民主化プロセスにおける意味を浮き彫りにすることを試み
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た。①主権の実効性、②社会組織との関係、③非排除性、④団結性という要素

から構成される理念的モデルによって、国民会議による民主化移行の比較分析

を試みた。アフリカ諸国の中で民主化の成功例と評価される数少ない国である

ベナンと同様に国民会議召集によって民主化移行が開始された他の 7ヶ国の民

主化がどのようにして異なった道を歩むことになったのかを明らかにした。国

民会議による民主化移行に関する比較研究から明らかになったことは、「政治

化した社会」としての「市民社会Jを起点にして始まったアフリカの民主化プ

ロセスには可能性と不安定さの二つの側面が並存し、「市民社会の制度化」の度

合いによって多元的民主主義の定着と内戦が背中合わせになっていたことであ

った。

第五章では、国民会議召集を目指した民主化運動及び、国民会議召集後の民

主化移行体制において「市民社会Jネットワークの中心として重要な役割を果

たした社会組織の民主化への関わりについて検討した。アフリカの民主化運動

において人権組織は重要な役割を果たしただけでなく、人権というイシューは

アフリカの政治状況を直接的に示す指標でもあった。そこで、 トーゴの民主化

運動、民主化移行体制において中心的役割を果たしてきた「トーゴ人権連盟」

(LTDH) の民主化への取り組み方の変遷を通じて、「市民社会Jの民主化との

関わり方を検討した。アフリカの民主化の文脈において、「市民社会」と国家と

は静的な二項対立的にはなく動的な関係にある。また「市民社会」の非政治化

は、「市民社会の制度化」の政治行動面における発展を鈍化させてアフリカの民

主化の停滞をもたらすことにも関係した。

第六章では、民主化プロセスにおける政党の役割に関する検討から、アフリ

カにおける民主化移行の挫折に関して検討した。新しく結成されたばかりの政

党の正統性と影響力は低く、大部分のアフリカ諸国においては複数政党制によ

る民主化プロセスは形骸化し、権威主義への回帰や国家の崩壊という状況をも

たらした。そこで、トーゴにおいて人権問題に取り組んできた弁護士・知識人

組織連合である「革新連合戦線J(FAR)を母体として結成された政党である「革

新行動委員会J (CAR)を中心に民主化プロセスにおける政党の役割を検討した。

複数政党制導入後の多くの政党は、母体としての「市民社会」からの支持を失

ったために分裂と弱体化を余儀なくされた。「市民社会の制度化」という観点に

おいては、政党は政治機構面、政治行動面の両方において部分的な発展をもた

らしたにとどまった。

第七章では、国際社会によって再発掘され、 1990年代に入ってグローパル

化されていった「市民社会J概念のアフリカの民主化プロセスに対する影響に

関して検討した。「グローパル市民社会J論の登場によって、地理的な拡大と共
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にその性質を変容させていった「市民社会」概念に関して、イデオロギーとし

ての側面から民主化プロセスとの関係を考えていった。「市民社会」概念のグロ

ーバノレ化は、当初期待されたようにはアフリカの民主化プロセスを大きく前進

させる役割を果たさなかった。それに加えて、「市民社会」のグローパル化の風

潮の中でビジネス化した「市民社会」の拡大によって、 1990年代はじめの民

主化運動に貢献した「市民社会」領域は相対的に衰退していくことになった。

結果的には、援助国、国際機関によって民主化の進展を前提とした「市民社会」

支援の効果は小さく、逆に「市民社会Jの非政治化を進める結果どなった。

3 アフリカの民主化プロセスにおける国民会議の役割

本研究におけるひとつめの論点である、 1990年代のアフリカ政治、特に民

主化において国民会議がどのような役割を持っていたのかに関して総括する。

アフリカ諸国において国民会議が召集されてからほぼ 10年が経過した現在、

国民会議によって着手された民主化プロセスは、大部分の国において大きな成

果を残さなかったと評価されている。しかしながら、このような消極的な評価

の一方で、ベナンは、国民会議召集によって民主化移行が開始された固として

だけでなく、アフリカ諸国全体の中においても民主化の成功例として国際社会

から高い評価を受け続けている数少ない国となっている。そのため、これまで

の国民会議に関する研究では、民主化の成功例としてベナンを取り上げる研究

者が比較的多かった。また、国民会議の比較研究に関しては、ベナンと他の一

国を比較した研究が見られるものの 1、第四章でおこなったような国民会議によ

って開始された民主化プロセスの全般的な比較研究はおこなわれてこなかった。

尤も、ベナンにおいても、民主主義の定着を妨げる問題が全く存在していない

訳ではなく、選挙に際しては不正や暴力的行為も報告されている。しかし、国

際社会は、ベナンに対して政治活動における表現・身体の自由、政治ゲームの

ノレールの尊重という意味での民主主義は維持されていると評価してきた。

第四章でおこなった比較研究では、国民会議召集によって民主化移行が開始

1 Eboussi Boulaga Fabien， Les Conferences Nationales en Afrique Noire; Une 
affaire a suivre， Karthala， Paris， 1993. Heilbrunn John R，“Social Origins of 
National Conferences in Benin and Togo，" The Journal of Modern African 
Studies， V01.31， No.2， 1993， p.277・300.Heilbrunn John R，'、Commerce，Politics， 
and Business Association in Benin and Togo，" Comparative Po/itics， Vo1.29， No.4， 
1997， pp.473・492.Nwajiaku Kathryn，“The National Conferences in Benin and 
Togo Revisited，" The Journal of Modern African Studies， Vo1.32， No.3， 1994， 
pp.429-448. 
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された 8カ国の中で、ベナンの他に前向きに評価されている国はマリだけであ

る。マリにおいては、北部のトゥアレグ人に代表される遊牧民族との和解協議

の難航、 30%を越えることのない低い投票率に表れている議会制民主主義への

無関心、政党への不信感、大衆のカリスマ的指導者への依存、選挙運営の不備

等が指摘されているものの2、かつて独立系新聞 (LesEchos紙)の社主とし

て「市民社会」を代表していたコナレ大統領 (AlphaOumar Konare)を中心

としたガパナンスは、対話を通じた民主的な方法が維持されていると評価され

てきた。

その一方で、他の 6カ国にあっては、民主主義の定着とは程遠い状況となっ

た。ザイール、コンゴでは国民会議による民主化プロセスの混乱を要因・契機

として火蓋が切られた内戦によって国家崩壊の状況に陥り、民主化プロセスは

断絶された。ニジエールでは、ベナンやマリに次いで比較的混乱が少ない中で

順調に民主化プロセスが進んでいたように思われていたにも関わらず、 2 度

(1996年、 1999年)の軍事クーデターによって民主化プロセスは振り出しに

戻された。ガボン、チャドでは国民会議の開催に際しても旧来の権威主義的指

導者が権力を維持し、その指導下で民主化プロセスが展開されたために、形式

的な政治制度の変化の一方で実際の統治のあり方にはほとんど変化がみられな

い。 トーゴでは、国民会議による民主化移行開始時においては、旧体制の権力

を停止し、ベナンやマリのように平和裏に速やかな民主化プロセスが展開され

ていくことが見込まれていた。しかし、第三章、第六章で検討したように国民

会議内における主導権争いをきっかけに民主化プロセスは混乱し、コンゴやザ

イールのような内戦に陥る危険性もはらんでいた。 トーゴにおいては、民主化

の進展と内戦の危機の可能性を抱えながら政治的な停滞にはまり込んでいった。

このような状況にあって、国民会議召集によって開始された民主化プロセスは、

ベナン、マリを除いて大部分の国において挫折したとの評価が定着するように

なっていった。

このように国民会議召集から現在までの 10年間というタイムスパンにおけ

る評価ではL国民会議によって開始された民主化移行は大きな成功をもたらし

たとは言いにくい状況にある。しかし、もう少し時間を広げて 30年程度をひ

とつのメドとした中期的視野において考えた場合、国民会議によるアフリカの

民主化への取り組みに対する評価は 10年間という短期的なものとは異なった

ものとなると考えられる。独立から民主化プロセス開始までの約 30年間のア

フリカ政治史の大部分が軍事体制、一党体制の下で描かれてきた。その問、人々

2 Makalou Oumar et al.， Le processus democratique malien de 1960 a nos jours， 
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の政治行動においては、選挙に代表される合法的な方法によって政権が交代す

るという可能性、アフリカに住む人々が政治に主体的に参加するという意識す

ら存在しなかったことを考えると 3、これまでの権威主義的な政治体制を刷新す

べく、国民会議という全ての社会層からの代表による暫定的統治体制によって

民主化という政治的改革をおこなおうと試みたことは、今後のアフリカ政治に

おいて無視できない影響を及ぼすだろう。

国民会議召集によって民主化移行が開始されたアフリカ諸国においては、民

主化を求めた「市民社会」として認識されるようになった政治化した社会勢力

が中心となって民主化移行の最初の第一歩を踏み出したことから、国民会議を

経ずに民主化移行がおこなわれた大部分のアフリカ諸国と比較しても、人々の

内により大きな政治的覚醒と自信をもたらした。また、独立後のアフリカ諸国

の政治史が国家のあり方に対する模索の中で展開されてきたことを考えると、

民主化への改革と共にこれまでの政治史を総括しながら国家のあり方自体を聞

い直し、国民和解を達成することを目標とした国民会議は、 1990年代のアフ

リカ政治を理解する上で無視できない重要な政治的過程であった。短期的な評

価だけでなく中長期的なスパンで考えた場合、国民会議による民主化プロセス

は単なる挫折だったとは言い切れない意味を持っている。

国民会議の特徴は、「市民社会」を中心として暫定的に民主化移行期における

統治主体となったという政治機構面から見た画期的な側面を持っていた。それ

に加えて、国民会議という思想、がその正統性の源をフランス革命に依拠するこ

とから生じる特徴として、国家の危機的状況において半ば革命的イデオロギー

として再生産され、新たな地域へ伝播する可能性があることである。国民会議

召集から 10年を経た現在においても、国民会議が召集された国々、もしくは

それを求めながらも召集にまでは至らなかったフランス語圏アフリカ諸国だけ

ではなく、国民会議召集の要求はフランス語圏アフリカ諸国にとどまらずナイ

ジエリア、ケニア、シエラレオネなどのフランス語圏以外のアフリカ諸国にお

いても断続的に叫ばれている 4。このように国民会議の言説は国家の危機に際し

CERDES/Editions Donniya， Bamako， 1995， pp.85・87，pp.ll0・121.
3 一党制時代の政治参加とは、ほぽ 100%近い得票率を生み出す秘密警察等の国家機関の

監視下で実施されて指定された単一候補への強制的な投票、権力者を賛美するダンスの強

要という受動的な政治参加に限定されていた。

4 Bratton Michael，“Civil Society and Political Transition in Africa，" in Harbeson 
(ed.)，Civil Society and the State in Africa， Lynne Rienner， London， 1994， p.74. 
Eboussi Boulaga Fabien， op.cit.， p.15. Ikelegbe Augustine，“Civil Society: 
Evidence from Nigeria，" The Journal of Modern African Studies， Vo1.39， No.1， 
2001， pp.12・13.Olukoshi Adebayo 0 & Liisa Laakso (eds.)， Challenges to the 
Nation-State in Africa， Nordiska Afrikainstitutet， Uppsala， 1996， p.97. 
Africa Confidential， Vol.39 No.6， 20 March 1998. 
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て再生産される性質を有しており、今後も繰り返し訴えかけられる可能性があ

る。そのため、国民会議を分析することは単なる過去の検証にとどまらず、今

後のアフリカ政治を展望することにもつながると考えている。

アフリカの民主化プロセスにおける国民会議の意味を考えると、国民会議に

至る民主化運動の過程で合法化された野党と、それらを生み出した「市民社会J

組織が民主化移行に直接的に関わるようになったことによって政治参加の枠が

一気に拡大され、政治主体の多様化をもたらした。それによって国民会議は、

急激な政治的流動化を達成した訳であるが、これは民主化の可能性だけでなく

同時に政治的不安定化をもたらした。この急激な政治的流動化は、政治アクタ

ーにおける意識にも大きな影響を及ぼした。国民会議は、民主化移行と共にこ

れまでの政治史を総括し、国民和解を成し遂げることも目標として掲げていた。

しかし、急進的な勢力は、前体制に対する国民会議からの排除と権力争いに没

頭した。それによって、国民会議内の混乱と、国民会議から排除された勢力の

反発によって民主化プロセスは不安定さの度合いを強めていくことになった。

そこで、国民会議による民主化プロセスの行方は、ベナンやマリにように国際

社会から高く評価を受けている国がある一方で、コンゴやザイールのように内

戦に陥ったり、ニジエールのようにクーデターによって民主化移行が逆行する

国も現れるようになった。

このように、国民会議はアフリカ全般の民主化プロセスの可能性と不安定さ

を示す縮図となった。実際のところ国民会議の召集によって前体制までの政治

的制度・慣習を刷新しようと試みたアフリカ諸国において、民主的な規範の形

成と秩序の崩壊とは紙一重であった。「通例」の「市民社会」論における、「市

民社会」はアプリオリに性善的で民主的な性質を備え、同質的であるという前

提に対して、国民会議は「市民社会」には排除や暴力とは決して無縁ではない

非同質的な性質があることを浮き彫りにした。

最後に、国民会議のアフリカの民主化プロセスにおける意味を総括すると、

国民会議はその召集を求める運動において、「市民社会」言説の拡大と共に人々

の政治参加への意識を刺激し、さらにその革命的イデオロギー性から民主化運

動における目標及び場を提供し、その言説は現在も再生産され続けている。ま

た、国民会議は政治参加層の急激な拡大と多様化によって政治的流動化をもた

らした。それは、政治化した社会としての「市民社会J を起点にして始まった

民主化には、可能性と不安定さの 2つの側面が並存するという「市民社会」の

基本的な性質を示すものでもあった。

Africa Confidential， Vol.42 No.5， 9 March 2001. 
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さらに、国民会議は、第六章で議論したように政治化した社会である「市民

社会Jが政治社会に変容する過程とそこに生じる混乱や問題点を浮き彫りにす

る場となった。そこでは、 1990年代のアフリカ諸国が国家崩壊の危機にさら

され、政党政治の弱さを露呈し、政党活動は指導者のカリスマ性に依存せざる

をえない面を浮き彫りにした。その結果、国民会議を通じた民主的な政治的ル

ールを遵守するという政治意識の高まりは限定されたものにとどまった。「市

民社会の制度化」という観点においては、政治機構面でも、行動面でも不十分

な状況にとどまった。その一方で、国家崩壊の危うさを伴いながらも、人々に

政治的覚醒と自信をもたらし、「下からの政治」と民主化との連動の可能性を示

したという点において国民会議召集によって開始されたアフリカの民主化プロ

セスには、将来につながる明るい一面もある。

4 アフリカ政治研究における「市民社会J概念の意味

次に、アフリカ政治研究における「市民社会」概念に関する総括をおこなう。

既に検討したように、「市民社会」概念は民主化分析アプローチとしてだけでな

く、イデオロギー(規範・価値)、政治主体と Lての 3つの側面が複層的に相

互に影響を与えながら、社会領域として、政治化した状態として立体的に存在

している。以下では、アフリカ政治研究において、「市民社会J概念を構成する

3つの概念的側面に関して考察し、それらを重ね合わせることからアフリカ政

治研究における「市民社会」概念の総括をおこなっていく。

アフリカ政治研究における「市民社会」概念は、リベラリズムを教条とする

「通例Jの「市民社会」論において議論が開始、拡大されていった。そこでは、

「市民社会」のアプリオリに民主的な性質と国家からの自律を検証なきままに

前提とした理念的な「市民社会」像をモデルにしてアフリカ政治を理解しよう

と試みてきた。

「通例J の「市民社会」論は、一党制時代末期にアフリカ諸国において一斉

に巻き起こった非国家的領域からの民主化運動を描き出すことに対して大きな

貢献を果たした。しかし、国家とのこ項対立的に固定化された視角によっては、

民主化移行開始後の「市民社会」と権力との関わり方の変化を描くことができ

なくなった。そのことを示す顕著な例となったのが、「市民社会」が民主化プロ

セスの直接的主体者となった国民会議であった。そこで、 1990年代半ばにな

るとエケーやカスファーのように、国家との対立関係、「合理的」個人の存在を

必ずしも議論の前提とはせずに、「市民社会J概念と関わる姿勢の必要性が主張
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されるようになった。現代アフリカ政治における国民会議や「市民社会」概念

は、フランス革命をモデルとして着想された部分が大きいが、実際に民主化運

動、民主化移行が展開されていく中で、アフリカ諸国において「市民社会J概

念の規範や価値というものも変容する可能性がある。

また、国家の状態を映し出す鏡としての「市民社会Jは、冷戦終結後のアフ

リカにおける国家のあり方が変容している状況に無関係ではない。極端な例と

しては、中央政府による統治が成り立たず、「軍閥政治J (Warlord Politics) 5 

と呼ばれる私兵軍団同士の経済的資源・市場の分捕り合いに陥ったりベリアや

シエラレオネにおける国家崩壊の状況や、ナイジエリアのように国家自体が国

際的な違法取引の主体となる「国家の犯罪化J (Criminalization of 5tate) 6と

いう状況、官僚的国家が私物化されていく「新家産主義」

(Neo-Patriomonialism) 7国家という自由民主主義的理念からかけ離れた国

家の状況においては、「市民社会Jは民主化をもたらす政治主体としてよりも、

「胃袋の政治」を展開する主体となる危険性がある。国家と関係を持ちながら

も、国家の力の及びにくい領域において拡大してきた「市民社会」は、国家が

安定した状況においては政治化した社会として政治的な覚醒をもたらす役割を

果たす可能性があるが、その方向性は必ずしも「通例Jの論者が前提とするよ

うな民主主義を約束するものではなかった。

それでは、 「市民社会J概念はアフリカ政治研究において分析アプローチと

して何を明らかにすると共に、どのような限界があるのだろうか。 r通例J の

「市民社会J論に代表される国家とのこ項対立関係を前提とする分析アプロー

チにおいては、民主化運動期における社会の政治化の度合いを汲み取ることに

貢献したという点において大いに評価すべきである。社会組織を中心とした民

主化運動に焦点を当てた政治分析において、 「市民社会」概念は政治参加の拡

大と国家の相対化を明確にすることができた。また、国家が果せない部分を補

完する「市民社会」の視点は、その民主化運動が勢力を急速に拡大する中で、

5 Reno William， Worlord Politics and African States， Lynne Rienner， London， 
1998. 
6 Apter Andrew，“IBB=419: Nigerian Democracy and the Olitics of IlIusion，" in 
Comaroff John L et al.， (ed .)， CiviJ Society and the Political Imagination in 
Africa: Critical Perspective， The University of Chicago Press， Chicago， 1999， 
pp.267・307.Bayart Jean-Francois，“The‘Social Capital' of the Felonious State，" 
in Bayart et al.， (eds.)， The Criminalization of the State in Africa， Indiana 
University Press， Blooningto.n， 1999. 
7 Medard Jean-Francois，“し'Etatpatrimonialise，" Politique Africaine， N039， 1990， 
pp.25-36. Medard Jean-Francois，“Patrimonialism， Patrimonialization， 
Neo-Patrimonialisme and the Study of the Post-Colonial State in Subsaharian 
Africa，" Working Paper of Seminar in Center for Development and Environment， 
University of Oslo， 1995，12， pp.1・19.
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不安定な国家のあり方を映し出している。しかし、 「市民社会Jには民主化を

もたらす可能性と同時に、政治の不安定化をもたらす危険性もあった。

このように、アフリカの民主化分析アプローチとしての「市民社会」概念、は、

理念上の実験室の中にではなく、現実に根ざした考察において議論されなけれ

ばならない。 r市民社会Jは、社会組織の集合体及びその活動領域として存在

するだけでなく、社会の政治化した状態として存在する概念であり、人々の政

治的覚醒をもたらす可能性を持つものの、その方向性は民主化の方向には約束

されていない。民主化の必要条件としての「市民社会Jは、あくまでも民主化

を進めるための触媒に過ぎず、 「市民社会」の存在および拡大と民主化の実現

自体とを同一視すべきではない。そこで、本研究においては、これまで「通例J

の「市民社会」論が見落としてきた制度や権力の観点を補完するために、 「市

民社会の制度化」という観点からアフリカの民主化の問題を考えてきた。

冷戦時代には、反共戦略として西側援助国はアフリカ諸国の内政には目をっ

ぷりながら援助を続けてきた。しかし、冷戦の終結によって無条件にアフリカ

諸国を援助する必要性は消滅し、加えて援助国の経済不振による援助疲れとい

う状況も重なってアフリカ諸国の内政と援助の実施が直接リンクされて議論さ

れるようなった。このような状況の中で、援助実施の場においても「市民社会J

が重要なキーワードとされるようになった。そこで、「市民社会」は民主化とい

う内政的イシューにとどまらず、援助に直結する外交的イシューの意味を増す

ことになった。そして、援助を通じた「市民社会J言説の急速なアフリカ諸国

への流入、拡大を通じて、「市民社会」の一人歩き 8、もしくは「市民社会」の

偶像崇拝化とも言うべき現象を引き起こしてきた。

「市民社会Jのイデオロギー化は、欧米近代において形成された「市民社会J

を是として、「市民社会」を支援することが民主化の促進に直結するという考え

方9をもたらした。「市民社会」のイデオロギー化を進めてきたのは、リベラリ

ズムに基づく「小さな国家J を教条とする国際的な開発機関であるとされた。

この「小さな国家J という教条自体が国家に対する不信を体現しており、国家

の枠外において開発援助が拡大するにつれて非国家的組織を無批判にもてはや

す傾向が出てきた。

アフリカ政治を議論する上で無視できない開発援助との関連において、「市

民社会」概念が一人歩きし、さらにその風潮に便乗しようと試みる自称『市民

社会』が成長している。援助の渡し手である先進国においてだけでなく、受け

8 遠藤貢 rw民主化』後の民主政定着局面における NGOの役割と機能~ザンピアの事例"-'J

平成 10年度開発援助セミナー配布資料、 1998年 12月、 2頁。
9 向上論文、 4頁。
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手であるアフリカ社会においても「市民社会」は既にビジネスとなっている。

アフリカ各国に駐在する欧米諸国の大使館、国際機関の事務所、欧米諸国の

NGO からいかに援助を獲得するかというビジネスが活発に展開されている。

「市民社会」ビジネスは、失業問題が深刻なアフリカ諸国において都市部を中

心として雇用を生み出している。援助関連ビジネスを成功させるためには、ア

フリカの「市民社会j は欧米諸国、国際的援助機関、欧米 NGOの好む案件を

「開発」する必要がある 10。そして、ビジネスとしての「市民社会」が拡大す

るにつれて、民主化への関心が弱まり、「市民社会Jの政治化の度合いが弱まる

傾向にある。開発援助と政治が密接に関係するアフリカ諸国において、「市民社

会」のイデオロギー化はアフリカ政治に無視できない影響を及ぼす可能性を持

っている。

アフリカの民主化プロセスにおいて、政治主体としての「市民社会」とはど

のような存在であったのだろうか。「市民社会」概念を通じて、政治研究におい

て政治主体として認識されるようになった社会諸組織及びその活動空間は、こ

の概念が盛んに議論されるようになった 1990年代に入って、初めてアフリカ

社会に出現したのではなかった。国家のガパナンスが領域中に行き渡らないア

フリカ諸国においては、国家の役割を補完、もしくは代替するための社会領域

は以前から存在していた。

しかし、 1980年代末までの一党体制においては、主要な社会組織は国家政

党の下部組織として組み込まれ、それ以外の社会組織は公には認知されない存

在であった。そのために、本研究における「市民社会Jの指標としている「政

治化した社会J という観点においては、一党制時代における社会組織の政治化

の度合いは見えにくいものであった。ところが、国家によるガパナンスの破綻

が露呈すると共に、民主化運動を契機として「市民社会Jは政治化の度合いを

一気に増すことになった。そこで、アフリカにおける政治主体としての「市民

社会j は、研究者、国際社会からの注目を集めるようになっていった。

一党制時代末期における民主化運動の中で、 「市民社会」の政治的な活性化

が急速に進んでいた時期にあっては、国家とのこ項対立的関係の前提に依って

立つ「通例」の「市民社会」論は説得力を持っていた。しかし、国民会議に代

表される「市民社会」が直接参加した民主化プロセスの開始は、 「市民社会」

の国家との関係にも新たな展開をもたらし、それは二項対立関係にとどまるも

10 トーゴでは、女性の地位向上のための NGOの一部が、欧米の要望を察知した案件を開

発することによって多くの援助を獲得している。ただし、欧米諸国の望むのは「非政治的J
な市民社会であり、女性の政治参加、政治的地位向上を目指す NGOには支援されず、あ

くまで非政治的 NGOに関心は限定されている。
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のではなくなった。アフリカ政治研究において「市民社会Jという枠組みを設

定することによって、西欧近代における「市民社会」概念の暖昧さと多様さを

覆い隠し、さらに、理念化された西欧世界と閉じ政治システムがアフリカにお

いて機能しているはずであるというユーロセントリックな幻想を呼び起こした。

そこでは、西欧世界にも存在しない理念的な「市民社会」像によってアフリカ

を理念的実験室の中で分析しようとする風潮が生まれた。国家と「市民社会」

を二分法的に理解する過程において、 「市民社会Jの国家とのフレキシブルな

関係や、 「市民社会Jが本来的に有する排除性や暴力性を見落とすことになっ

た。

上記の通り、功罪併せ持つ、常に性善的な存在とは言えない政治主体として

の「市民社会」の実像が明らかになるにつれて、「市民社会j概念を通してアフ

リカ政治を研究することに対して否定的、批判的な見解が多く存在するように

なった。シャパルらは、「市民社会の幻想J (“Les illusions de la socie凶

civile") 11という議論の中で、「市民社会J概念によってアフリカ政治を分析す

ることの危うさを指摘している。

最後に、分析アプローチ、イデオロギー(規範・価値)、政治主体という 3

つの側面を総合してアフリカの政治研究における「市民社会J概念の意味を総

括する。

昨今の「市民社会」論の高まりに関して、政治人類学者であるコマロフら

(John Comaroff & Jean Comaroff) は次のようにまとめている。

「華やかに議論された 19世紀とはうって変わって、 20世紀に入って書庫の奥

に眠っていた「市民社会」概念は、 70年代になって「考古学的に」再発見され、

東中欧における民主化運動への支援、もしくは説明のパラダイムとして再び光

が当てられるようになった。その後、冷戦後の西欧社会において、共産主義と

いう明確な敵が消滅した後になんとなく感じる不安を払拭し、西欧的価値の自

信を回復するための万能薬として「市民社会」概念が注目されるようになった。

さらに、自信を回復した西欧的(普遍的)な「市民社会J概念をアフリカに移

植しようとした。J12 

11 Chabal Patrick & Jean-Pascal，Daroz， L'Afrique est partie!: Du desordre 
cpmme instrument politique， Economica， Paris， 1999， pp.29-44. 
~" Comaroff John L， Comaroff Jean， Civil Society and the Political Imagination 
in Africa: Critical Perspective， The University of Chicago Press， Chicago， 1999， 
pp.4・5.岩田拓夫 f<書評> John L. Comaroff and Jean Comaroff eds.， Civil 
Society and the Political Imagination in Africa: Critical Perspectives， Chicago 
and London: University of Chicago Press， Chicago-London， 1999， xi+318p.J Wア
ジア経済』第 42巻第 9号、 2001年、 75・79頁。
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西欧的規範がどのようにアフリカに存在し、もしくはそれをどのようにアフ

リカに移植するかという前提に基いた「通例Jの「市民社会」論は、イデオロ

ギー対立の終鷲後の西側諸国における援助実施に関わる指標としても用いられ

るようになった。援助機関によって「市民社会」の構築支援が植われる中で、

「市民社会」概念は国際援助レジームにおけるイデオロギ}化という形で肥大

化するようになった。それは援助疲れが顕著となった 1990年代以降の主要援

助国にとって、「市民社会Jは援助予算の総体的先細りによって余儀なくされた

選択的な援助の振り分けを正当化するためのロジックとして利用された。アフ

リカ諸国においては、一部の地下資源を豊富に産出する国を除けば、「胃袋の政

治Jを展開するための国家というケーキは援助という小麦粉なしでは焼くこと

ができない。そこで、「市民社会」概念のイデオロギー化は、政治主体の振る舞

いにも変化をもたらした。

このように、アフリカ政治の文脈における「市民社会Jの概念は、表情をよ

り複雑にしながら再生産されている。 1990年代はじめのユーロセントリック

な価値観の単純な移植を目指した「通例Jの「市民社会」概念の議論から、イ

デオロギー化し、政治主体の行動に新たな影響を与えていることが理解される

ようになって、現在では分析アプローチとしての「市民社会」概念のあり方の

再考が迫られている。アフリカ政治研究において注目されるようになって 10

年を経た現在、アフリカ「市民社会J論の再循環が始まろうとしている(図 11

参照)。
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<図 11:アフリカ f市民社会J論の展開>
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に対する再考察
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Chabal-Daloz) 

(1997-) 

(1992....... ) 

分析アプローチとしての 「市民社会」概念の再考が迫られている中で、本研

究の議論から導き出せることは、 アフリカの民主化プロセスにおいて 「市民社

会」 の存在は必要条件のひとつにすぎず、 その存在自体は必ずしも民主化の達
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成と同一視することはできなし、。「市民社会」は、アアリカ諸国に政治的流動化

をもたらしたが、その方向性には民主化の定着と共に政治的不安定化というベ

クトルも存在していた。そして、「市民社会」と国家との関係は二項対立に固定

化されておらず、また「市民社会j 自体は決して同質的ではない。そこで、「通

例j の f市民社会J概念において欠落してきた制度や権力との関係から考察す

ることが必要となった。

「市民社会」概念は、既に述べてきたように多様で柔軟な側面を持っている

が、西欧近代以来の政治研究全てにおいて共通しているのは「政治化した社会J

という政治的に活性化された状態を示している点であった。「政治化した社会J

としての「市民社会」は、国家が本来なすべきことを補完する役割を担ってい

る。民主化という政治的改革もそのひとつであった。「政治化した社会Jである

「市民社会」の存在をアフリカの民主化の必要条件とすれば、「市民社会の制度

化」はアフリカの民主化定着に至るためのひとつの補完的要件である。また、

「市民社会の制度化」には、政治エリート層の刷新という側面もある。しかし

ながら、多くのアフリカ諸国においては「市民社会の制度化」に挫折し、民主

化前のエリート層が再び権力の座に舞い戻っているというのも現状となってい

る。

5 r市民社会の制度化j から考えた国民会議とアフリカの民主化

アフリカの民主化分析アプロ}チとしての「市民社会の制度化J という観点

から、アフリカの民主化プロセスにおける国民会議という試みはどのように総

括できるのであろうか。「市民社会の制度化」の政治機構面、政治行動面に関す

る 2つの側面から検討をおこなっていく。

政治機構面において国民会議を考えると、国民会議によって民主化移行が開

始されたアフリカ諸国においては、国民会議を経ることなしに民主化移行を実

施した他の諸国と比較して、よりラデイカルな政治変動を経験することになっ

た。国民会議を通じて政治参加の層が急激に拡大し、これまで国政に対して意

見を表出することすらできなかった社会層が、政治に直接的に関わるようにな

った。そこで、国民会議によって民主化プロセスが開始された国々においては、

より迅速で徹底された民主化実現の可能性と共に、国家の崩壊にもつながりう

る、より大きな政治的不安定さをもたらす危険性の両方を抱えるデリケートな

民主化への歩みを余儀なくされた。

政治行動面において国民会議を考えると、国民会議は「市民社会Jからの民
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主化運動の勝利の産物として召集が実現されたものと理解された。しかし、社

会の政治化は、 1990年代の外からの刺激によって起こった突然変異的なもの

ではなく、 1980年代から徐々に興ってきた「下からの政治Jをもたらした大

衆の政治意識の変化と高まりを背景とするものであった。結果として、国民会

議の召集は大衆レベルにまで政治的覚醒と自信をもたらした。その一方で、国

民会議の召集後に権力が身近なものになると、「市民社会」から生まれた新しい

政治社会は民主化移行と国民和解という国民会議の最も重要な目的を忘れ、権

力ゲームと前体制に対する過度の排除の性格を帯びる傾向が出てきた。国民会

議は、アフリカ人の政治意識、政治的自信を高めたが、それと同時に民主化移

行体制を分裂させて、不安定化させる性質を併せ持っていた。

「通例」の「市民社会」論においては、「市民社会」のアプリオリな性善性を。

暗黙の前提として、国家との対抗という点に焦点が当てられた。そこでは、「市

民社会」は国家への対抗の強さに比例してその「成熟度」が評価されてきた。

つまり、アプリオリに性悪的と前提された国家に対して対抗すればするほど「市

民社会」は成熟しており、民主化の達成に近づくとする評価がおこなわれてき

た。

国民会議という、前体制を停止した上で暫定的統治体制を敷いて民主化移行

を実施するという半革命的な状況にまでに至るためには、国民会議に至らなか

った諸国と比較しても、民主化運動においてより強い「市民社会 j からの突き

上げが存在していたと考えることができる。実際のところ、「通例Jの「市民社

会」論が影響力を持っていた時点においては、国民会議が抱える内部矛盾に目

が向けられることなく、表面的な評価がおこなわれる研究が比較的多かった。

このような「通例」の「市民社会」論による国民会議に対する評価は、民主

化プロセス開始からしばらくの聞においては説明カを持っていた。しかしなが

ら、この観点によっては、国民会議における問題多き民主化プロセスに関する

説明ができず、「通例」の研究者にあっては、ユーロセントリックな先入観に基

いて、西欧的ではないという理由のためにアフリカの「市民社会Jは未成熟だ

ったという結論に帰着する傾向があった。

しかしながら、「通例j の「市民社会」論に対しては、民主化前のアフリカ政

治研究においては考察の対象とすらされてこなかった非国家的な政治主体を強

調して、「下からの政治」の活力を描き出そうとするために努力を払い、それに

よってアフリカ政治研究に新たなビジョンをもたらしたことに関しては前向き

に評価しなければならない。しかしながら、 f下からの政治」を強調しすぎたば

かりに、国家とのつながり、合法的な政治的意思表出手段である政党との相互

関係を軽視し、「市民社会」自身に対しても一面的な誇張がおこなわれることに
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怠ってしまった。つまり、「上からの政治」との相互関係において「下からの政

治」を理解するという、パヤールらの提唱した「下からの政治J研究の本来の

目標とは離れたところで「市民社会J研究がおこなわれるようになった。

アフリカ政治の文脈において、「市民社会Jは政治的覚醒をもたらす媒介では

あったが、その方向性は一様に民主化へ向かうものではなかった。 1990年代

後半になると、多くの研究者が「市民社会」が本来的に持つ排除性、不安定性、

非同質性に気づき始めたことによって、「通例」の「市民社会」論の影響力は減

退することになった。

最後に、「市民社会の制度化」という観点から考えた場合のアフリカ現代政治、

民主化プロセスにおける課題と展望を示してみたい。先述の通り、アフリカ政

治をめぐる「市民社会J概念は、分析アプローチとして、イデオロギー(規範・

価値)として、政治主体としての少なくとも 3つの側面が共存し、相互に影響

を及ぼしあって存在してきた。この複層的で相互連関的な「市民社会J概念の

性質を考慮に入れながら、本研究では「市民社会の制度化J という分析視点を

中心に据えてアフリカの民主化プロセスの議論をおこなってきた。そして、「市

民社会の制度化Jを政治機構に関わる側面と政治行動に関わる側面に区別して、

民主化分析における尺度としてきた。「市民社会」概念の 3つの側面との関連

で言えば、イデオロギーに関わる側面は主に「市民社会の制度化Jにおける政

治行動の側面に、政治主体に関わる側面は主に「市民社会の制度化Jにおける

政治機構の側面により関連しているが、両者は相互に影響を及ぼしあっている。

そして、本研究においては「市民社会の制度化」の 2つの側面を束ね合わせる

ことでアフリカの民主化移行に関する分析アプローチとしてきた。分析アプロ

ーチとしての「市民社会J概念も現実のアフリカ政治における展開を応じて変

容している。その代表的な過程が、「通例」の「市民社会 j論からの脱却を模索

する取り組みであった。本研究における「市民社会の制度化」というアプロー

チも、アフリカ政治研究における「市民社会J論の過渡期における模索のひと

つと位置付けられることができるだろう。

現在のところアフリカの民主化は、停滞もしくは複数政党制の形骸化の下で

権威主義に逆行しているという状況にある。「通例」の「市民社会」論が前提と

するアフリカ社会から遊離した社会組織群だけでなく、エケーやカスファーが

指摘するようなアフリカ社会に根ざした領域の検討が今後より多くおこなわれ

ていく必要がある。「市民社会」の拡大によって急速な政治参加の枠の拡大や政

治的流動化が実現されたが、その反面アフリカに限らず「市民社会Jの基本的

な性質の中には排除や暴力などといった民主化という観点からは望ましいとは

いえない側面も存在していることを無視しではならない。その上で、アフリカ
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の民主化に関しては、政治運営のノレールが遵守された状態としての民主主義を

尊重し続けることが、現在のアフリカの政治的停滞・危機から脱却するために

期待されていることである。

6 結論

本研究においては、 1990年代のアフリカの民主化を理解するために、民主

化移行における国民会議という暫定的統治体制を研究の舞台とし、「市民社会 j

概念というフィルターを通して考察してきた。国民会議がベナンで初めて召集

されてから 10年を経た現在、アフリカ諸国を覆う政治的停滞をもたらしてき

たアフリカの民主化移行を再検討する時期にある。

アフリカ諸国における民主化プロセスの歩みは決して一様ではなかった。そ

れは、第四章における国民会議の召集によって民主化プロセスが開始されたわ

ずか 8カ国の比較研究からも明らかであった。国民会議を召集した国としてだ

けでなく、アフリカ諸国全体においても、民主化プロセスが進展している数少

ない固として国際社会から評価されているベナンやマリのような国がある一方

で、その対極に内戦に陥って、数多くの死傷者、難民を出したコンゴ共和国、、

ザイ}ル(現、コンゴ民主共和国)や、二度のクーデターによってそれまでの

民主化プロセスの積み上げが白紙に戻されたニジエールのような国がある。そ

して、民主主義の定着と内戦の中間に複数政党制へと政治制度だけは変わった

ものの、実質的なガパナンスは旧態依然としているガボン、トーゴ、チャドの

ような国がある。このように、国民会議召集によって民主化プロセスが開始さ

れた 8カ国では、アフリカ全体における民主化プロセスの縮図とも言える状況

を示している。 1990年代はじめのアフリカ諸国において一斉に開始された民

主化プロセスの行方は、政治的行動にも反映される民主化の定着に向かいつつ

ある国から、内戦を伴う国家の破綻まで多様な道筋をたどった。そして、大部

分のアフリカ諸国は、民主化プロセスの行き詰まりから政治的閉塞状況にある。

国民会議召集によって開始された民主化プロセスにおいて目標とされたこと

は、大統領制の外観、国家の継続性だけは維持しながらも、それまでの政治制

度、基本的な法律を廃止して民主化移行期における暫定的な制度の下で新たな

多元的な制度を作り上げて、新制度によって選ばれた政権へと引き継ぐことで

あった。また、民主化移行のための制度的刷新に加えて、これまでのアフリカ

政治における混乱の重要な要因のひとつとなってきた地域的・民族的対立を乗

り越えるための国民和解をも同時に達成しようとした。
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このように国民会議は、国際社会における国家としての継続性を維持しなが

らも政治制度的には踊のような状況の中で、可能性と脆さを併せ持ったラデイ

カルな民主化プロセスをもたらすことになった。フランス革命を思想的な範と

する国民会議は、国家崩壊の危機に直面して復刻されるという性質を持つこと

から、国家の危機に際して再生産されるイデオロギー性を有している。国民会

議召集を求める運動は、これまでの軍、国家政党という政治社会の外の政治化

した社会組織を中心にして展開されていった。そこで、実証的研究対象として

の国民会議は、その召集に至るまでの過程、国民会議の構成主体から考えた場

合、 1990年代のアフりカ政治研究において論議を巻き起こしてきた「市民社

会」概念と民主化プロセスとの関係においてより理念型に近いものとなった。

このように国民会議は、現代アフリカ政治及び政治研究に対して民主化プロセ

ス、「市民社会j概念の双方を理解するにおいて極めて重要な意味を持っている。

本研究においては、国民会議という民主化移行のために設置された暫定的統

治機構に関する検討を重ねていくことを通じて、「市民社会Jによる民主化プロ

セスの理念型としてのアフリカの民主化プロセスにおける「市民社会」概念の

意味を問うだけでなく、民主化と並行していた国家という政治共同体への問い

直しと再編成を考えていくことであった。

これまでの議論において、「市民社会」概念は民主化の土台となるアフリカ人

の政治的覚醒を刺激したが、その方向性は必ずしも「通例Jの論者が前提とす

るように、アプリオリに民主主義の確立に向かう訳ではなかった。国民会議に

よるアフリカの民主化プロセスは、速やかにかっ穏やかに民主化の定着に向か

う可能性と内戦にまで至る不安定さが背中合わせになりながら進んでいったこ

とを端的した。そして、理念型に近い現実としての国民会議に関する研究から

示された「市民社会J概念との関係においては、「市民社会」はアフリカの民主

化にとっては人々の政治意識を呼び起こしたという意味で必要条件のひとつで

あった。しかし、その方向性は、アプリオリに民主的なものではなく、民主化

に安定して貢献を果たすためには、本研究においてアプローチとした「市民社

会の制度化」という補完的な要件が必要とされることも明らかにした。

政治化した社会としての「市民社会J という観点から考えた場合、国民会議

召集前の民主化運動における「市民社会J の勢いと正統性は、国民会議によっ

て創り出された新たな政治社会に引き継がれることはなかった。そのために、

民主化運動の時点で期待された複数政党制の復活による多元的な議会制民主主

義の定着を伴う民主化の実現という目標を達成することはなかった。また、政

党を媒介とした「市民社会Jの政治社会化に挫折したことは、「市民社会Jの政

治化の度合いを減少させることになった。その結果、地域、民族グループの紐
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帯を超えた政党への信頼が高まらない中で、「市民社会」は国家、権力との関わ

り方を消極的な方向へ変化させていくようになった。この傾向に拍車をかけた

のが、第七章で議論した「グローパル市民社会」論の急速な拡大であった。「市

民社会J のグローパル化は、この概念自体の量的、質的変容を引き起こしてい

った。国際機関、国際 NGOを中心として形成された「グローパル市民社会J

においては、理想化された「非政治的」な欧米型 NGOを支援し、援助資源が

そのような領域に向かっていったことが、「市民社会」の国家権力に対する関わ

りの減少と「市民社会レント」の発生という状況を生み出した。

本研究では、アフリカ政治研究に関する議論をおこなってきたが、アフリカ

と「市民社会J概念、に対する議論には、西欧近代の聞い直しという側面が絶え

ずついてまわることになった。他の地域との違いとしては、アフリカには歪ん

だ形で西欧近代が移植され、定着したことである。西ヨーロッパで人権という

概念が拡がっていった 17世紀から 18世紀にかけての啓蒙の時代は、ヨーロツ

パ列強による三角貿易の底辺を形成する奴隷貿易の最盛期であった。「野蛮Jで

「未開」なアフリカ人には、人権概念や法の下で議論をおこなう権利も必要性

もないと主張された。奴隷貿易廃止後の 19世紀中盤以降の欧米列強によるア

フリカ侵出は、「野蛮」なアフリカ人を啓蒙(文明化)することがキリスト教徒

の責務であるというロジックの下で正当化された。この時代は、ヨーロッパに

おいては急速な工業化による社会の歪みが顕著となり、市民社会の議論が高ま

り始めていた時期であった。しかし、ヨーロッパ諸国はアフリカに黒い二級ヨ

ーロッパを創り上げることには成功しなかった。一方でクリスチャニズムに象

徴されるヨーロッパ的価値はアフリカ化されて息づいている。そこで、アフリ

カの現代を問うことはヨーロッパ近代の問い直しと不可分の関係にある。

現代アフリカ政治における「市民社会」概念は、どのような意味を持つので

あろうか。「市民社会J概念の拡がりに伴って、社会領域においてはこれまでに

政治的意思決定の場から排除されてきた社会層の直接的な政治参加に正統性と

勢いを与え、研究者側にとっても「市民社会」概念によってそれらの新たな政

治主体、政治的動きとして認識されるようになった。それによって、「市民社会J

を構成するそれぞれの社会組織を通じて、入々の政治的自由と参加の可能性を

含んだ政治的覚醒と自信、それを背景とする社会の政治的活性化がもたらされ

た。その後、国民会議に象徴される様々な社会層の参加によるアフリカの民主

化移行が開始され、政治参加の様式が多様化することになった。しかし、「市民

社会」の政治への直接的参加は、必ずしも民主主義の確立に導くことを約束し

てはおらず、民主化プロセスにおいて排除や暴力をもたらす危険性もはらんで

いた。「通例」の「市民社会J論者によって、アフリカ政治研究における「市民
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社会J概念に関する議論が活性化されたことは重要であったが、グローパリゼ

ーションの時代において、ユーロセントリックで画一的な価値を規律化するこ

とは地域研究において視角の硬直化をもたらすだけでなく、実務の領域におい

ても適切な政策実行を妨げる危険性もある。

そこで、本研究においては、アフリカの民主化プロセスの歩みを左右した要

素として「市民社会の制度化Jという観点から議論を重ねてきた。「市民社会の

制度化」という観点から、国民会議を中心としたアフリカの民主化プロセスを

評価すると、民主化運動において高揚した「市民社会」の勢力や正統性は、民

主化移行期において政党という形においては政治機構の面でも、政治行動の面

でも部分的にしか継承されることはなく、「市民社会」は失望とともに政治化の

度合いを弱めていくことになった。「市民社会の制度化」の挫折がもたらしたも

のは、民主化前の権威主義への回帰、新家産主義的なガパナンスへの回帰であ

った。

一部の国を除いて、大部分のアフリカ諸国においては民主化プロセスの挫折

によって形骸化した複数政党制を残した権威主義への回帰、民主化プロセスの

混乱が引き金となって発生した内戦、クーデター、政治的停滞、混乱の状況に

あると評価されている。その原因の多くは、民主化移行期の初期の段階におい

て顕在化していた。 1980年代末からのアフリカの民主化運動においては、独

立後はじめて大衆における政治意識の覚醒、政治的行動が起こり、政治が国家

エリートだけのゲームではなくなりつつあった。民主化運動の末に合法化され

て、「市民社会Jから創り出された多くの政党は、「市民社会Jを通した人々の

希望をフォーマルな政治システムの中で実現することが期待されていたにも関

わらず、新たに結成された政党は権力ゲームに没頭することになり、「市民社

会」からの支持を失っていった。「市民社会」組織から生まれ、「市民社会J の

支持によって正統性と支持を獲得しなければならなかった政党は、「市民社会」

からの支持を失うことによってその大部分が影響力を失っていった。

このように、 10年間という短期的タイムスパンにおいて考えた場合には、

1990年代アフリカの民主化プロセスは、一部の例外を除いて挫折もしくは停

滞していると結論づけざるを得ない。しかしながら、アフリカ諸国が一斉に独

立を果たした 1960年のアフリカの年から、 1990年代はじめの民主化プロセ

スの開始までの約 30年間と同じ期間という中長期的なタイムスパンにおいて

考えた場合には、もう少し別の結論となるのではないだろうか。独立後の 30

年間においては、軍事政権、一党体制の中でエリートの間においては選挙とい

う合法的な方法によって政権交代が達成されることは考えられず、大衆の間に

おいては能動的に政治に参加するということは考えることもできなかった。と
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ころが、「市民社会」の拡大を伴う民主化運動から民主化プロセスまでの一連の

出来事において、選挙という合法的な政権交代の可能性と人々の政治意識の覚

醒をもたらした。そのために、たとえ権威主義への回帰という状況にあっても、

今後のアフリカ政治にもたらす影響を無視すべきではない。今後のアフリカ政

治の展望として、少なくとも 30年程度の中長期的視野において考えた場合、

あらゆる社会層に対して政治的覚醒とより自由な生活を実現する可能性の種を

撒いたという点では前向きな評価をすべきである。そこで問題となるのは、中

長期的視野で考えた場合の民主化への種が、いつ、どのように芽を出し、花を

咲かせ、実を結ぶのかということであろう。これに対する明確な目安は用意さ

れていない。しかし、その回答のひとつとして考えられることは、民主化プロ

セスの再開に際しては「市民社会」の機構面、行動面での制度化が必要である

こと、そして「市民社会の制度化Jを妨げる政治の個人化、カリスマ的指導者

への依存からの脱却が必要とされる。

1990年代アフリカの民主化プロセスには、もう一つの重要な意味があった。

それは、民主化プロセスによって再編を余儀なくされ、流動化したアフリカの

国家に対する問い直しの契機となったことであった。アフリカ的民主主義が主

張された 1970年代とは異なり、国境線を越えた紛争の拡大によって、国際的

には地域統合化、グローパリゼーションの波によって国家の相対化が進む中で、

アフリカの国家のガパナンスが問われている。国家の相対化は、時として国家

崩壊の危機をもたらすことになった。その危機的な状況において復活するのが

思想としての国民会議である。現在の国際社会において、内戦によって国土の

実効的な統治主体がなく、実際のところ群雄割拠の状況となって国家の体をな

していない状況に陥ったとしても、国境線を引き直して別の国家を作るという

ことはほぼ不可能である。そこで、崩れかかった国家を一度シャツフルして再

出発するために、これまでの体制を一度ご破算にして国民会議と iいう場を設け

て今後の国家の枠組みを協議し、妥協点を探ることは内戦に陥ることなく国家

再編を実現するためには現実的な選択肢の一つであろう。このように、 1990

年代のアフリカ政治において、民主化の波から数年遅れて訪れた紛争の波を解

決するための思想、手段と・しても国民会議は今後も復刻される可能性がある。

その意味では、本研究でおこなってきた国民会議の再検討は今後のアフリカ政

治を考える上において非常に重要な意味を持っている。

最後に、今後の研究課題を示して本研究の結びとしたい。まず、本研究にお

いて積み残した課題としては、国民会議召集を求めながらも主権の委譲を伴わ

ない国民会議の前段階で妥協し、旧来の指導者の下で民主化プロセスが展開さ

れた多くのアフリカ諸国における民主化プロセスの検討を通じて、国民会議の
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持つ民主化プロセスにおける意味をさらに明確にすることである。そして、グ

ローパリゼーションとアフリカ政治の関係のより徽密な相互関係の中で深めて

いくことが、今後のアフリカの民主化研究の課題になっている。
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巻末資料 1:地図

1・1:アフリカ地図
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巻末資料 1:地図

1・2:トーゴ地図
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巻末資料 2:略称一覧

ACSL (社会発展と自由協会:Association pour la croissance sociale et la libe比岳)

ADEMA (マリ民主主義連合:Alliance pour la democratie au Mali) 

AFC (変革諸力同盟:Alliance des forces du Changement) 

AFDL (コンゴ・ザイール解放民主勢力連合:Alliance des forces democratique pour 

la liberation du Congo-Zaire) 

AlT (トーゴ青年組織:Association des jeunes togolaise) 

AMDDH (マリ人権擁護協会:Association malierine de defense des droits de 

I'homme) 

APED (法治国家促進協会:Association pour la promotion de l'Etat de droit) 

ATD (トーゴ民主主義同盟:Alliance togolaise pour la d岳mocratie)

ATLP (報道の自由協会:Association togolaise pour la liberte de presse) 

ATLT (拷聞に対する闘争協会:Association togolaise de lutte contre la to代ure)

BT (トーゴの建設:Batir Le Togo/Togo Aufbauen) 

CAD (民主化組織連合:Coordination des associations democratique) 

CAR (革新行動委員会:Comite d'action pour le renouveau) 

CATR (反部族主義・人種差別主義行動委員会:Comite d'action contre le tribalisme et 

racisme) 

CDPA (アフリカ人民主協定:Convention Democratique des Peuples Africains) 

CDPA-BT (アフリカ人民主協定トーゴ支部:Convention Democratique des Peuples 

Africains-Branche Togolaise) 

CDS (民主化社会協定:Convention delTlocratique et sociale) 

CFN (新しい諸力の協定:Convention des forces nouvelles) 

ClFD (民主主義女性サークル:Cercle des jeunes filles democrates) 

CMLN (国民解放軍事委員会:Comite militaire de liberation nationale) 

CMS (最高軍事委員会:tonseil militaire supreme) 

CNDH (国家人権委員会:Commission nationale des droits de I'homme) 

CNID (民主的指導の国民委員会:Comite nationale d'initiative democratique) 

CNR (国民和解委員会:Conseil national de la reconciliation) 

CNS (国民会議): Conference Nationale Souveraine 

CNTT (トーゴ労働者総同盟:Confederation nationale des travailleurs togolais) 

COD (反体制民主連合:Collectif de I'opposition democratique) 

CONOSEL(国家議会選挙実施監視委員会:Commission nationale d'organisation et 

de supervision des elections legislatives anticipees ) 

CSC (コンゴ労働総同盟:Confederation syndicale congolaise) 

CSR (共和国高等評議会:Conseil superieur de la Republique ) 

CST (民主化移行移行高等評議会:Conseil superieur de la transition ) 

CTMB (ベナン鉱山トーゴ会社:Compagnie Togolaise des Mines du Benin) 

CTSP (国民救済のための移行委員会:Comite de transition pour le salut du peuple) 

CUT (トーゴ統一委員会): Comite de l'Unite Togolaise 

ECOWAS (西アフリカ諸国経済共同体:Economic Community of West African 

States / Commuaute economique des Etats de l'Afrique ouest : CEDEAO) 

EU (ヨーロッパ連合:European Union) 

FAR (革新連合戦線:Front des associations pour le renouveau) 

FELD (民主主義闘争学生戦線:Front des etudiants en lutte pour la democratie) 
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ACSL (t±~~m ~ 13 a:r~~ : Association pour la croissance sociale et la liberte) 
ADEMA ('"¥'!J ~3::±~im..g. : Alliance pour la democratie au Mali) 
AFC (~1j!i~1JFRlM : Alliance des forces du Changement) 
AFDL (::7 ,;/:::1'. ~-1-lv~,;/ij(~3::~1Jim~ : Alliance des forces democratique pour 

la liberation du Congo-Za'ire) 
AlT (r-:i'wiF-m.: Association des jeunes togolaise) 
AMDDH ('"¥'!J .A.:j;i.~im~ : Association malierine de defense des droits de 

I'homme) 
APED (~'¥~OO~1JE~im~: Association pour la promotion de l'Etat de droit) 
ATD (r-:i'~±::E~FRI.mi: Alliance togolaise pour la democratie) 
ATLP (¥aJ!!0) 131t1th~ : Association togolaise pour la liberte de presse) 
ATLT (~rR~~;:%jT~II*m~ : Association togolaise de lutte contre la torture) 
BT (r-:i'O)~~ : Batir Le Togo/Togo Aufbauen) 
CAD (~::E1t*.Il.im1:t: Coordination des associations democratique) 
CAR (1j!i~fJl1.J~~~ : Comite d'action pour Ie renouveau) 
CATR (&tm~3::5· A:fi~~Ij3::~fJlb~~~: Comite d'action contre Ie tribalisme et 

racisme) 
CDPA ('17!J 7J A~±1thJE : Convention Democratique des Peuples Africains) 
CDPA-BT (77 !J 7J A~±1thJE r - ::7 .. ~tm : Convention Democratique des Peuples 

Africains-Branche Togolaise) 
CDS (~::E1tt±~imJE: Convention delTlocratique et sociale) 
CFN (~L." \~1J O)mJ:E : Convention des forces nouvelles) 
ClFD (~::E::E5j(t!.~-'l' Iv : Cercle des jeunes fliles democrates) 
CMLN (OO~f4,;Iij{jj[~~~~ : Comite militaire de liberation nationale) 

\ 

CMS (~f.ijjj[~~j!~.: tonseil militaire supreme) 
CNDH (OO~A:j;i~~~: Commission nationale des droits de I'homme) 
CNID (~3::l¥.Jm~O)oo~~~~: Comite nationale d'initiative democratique) 
CNR (OO~~fg,~~~: Conseil national de la reconciliation) 
CNS (OO~~.) : Conference Nationale Souveraine 
CNTT (r - :i'%,fI-tfMtFRIM : Confederation nationale des travailleurs togolais) 
COD (&f*f\ilJ~3::im1:t: Collectif de I'opposition democratique) 
CONOSEL(OO~.~)I~~:Mn~:m~~~ : Commission nationale d'organisation et 

de supervision des elections legislatives anticipees ) 
CSC (::7 ';/ :i'%,flMtFRI.mi : Confederation syndicale congolaise) 
CSR (*~OOf.ij~~.~: Conseil superieur de la Republique ) 
CST (~±1t~fJ~fJf.ij~~.~ : Conseil superieur de la transition ) 
CTMB (""T';/~UJ r-:i'~t± : Compagnie Togolaise des Mines du Benin) 
CTSP (OO~~~O)t;:~O)~fJ~~~: Comite de transition pour Ie salut du peuple) 
CUT (r-::rii1C-~~~) : Comite de l'Unite Togolaise 
ECOWAS CID.i77!J ;b~OOR~#FRIf* : Economic Community of West African 

States / Commuaute economique des Etats de l'Afrique ouest: CEDEAO) 
EU (3 - 0 '/ .I{im..g. : European Union) 
FAR (1fi~im..g.~~ : Front des associations pour Ie renouveau) 
FELD (~±±~~$~1:.~~: Front des etudiants en lutte pour la democratie) 
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FIDH (国際人権連盟:Federation Internatinale des Droits de I'homme) 

FOD (野党民主戦線:Front de I'opposition democratique) 

FUAPO (反体制組織・政党統一戦線:Front uni des associations et pa比isde 

I'opposition) 

GRAD (民主主義のための青年思考行動グループ:Groupe de reflexion et d'action des 

jeunes pour la d岳mocratie)

HCR (共和国高等評議会:Haut Conseil de la Republique) 

ICJ (国際法律家委員会:International Commssion of Juriste) 

JRPT (RPT青年部:Jeunesses du Rassemblement du Peuple Togolais) 

LTDH (トーゴ人権連盟): Ligue togolaise des droits de I'homme 

LZDH (ザイール人権連盟:Ligue zairoise des droits de I'homme) 

MCDDI (コンゴ民主開発運動:Mouvement congolais pour la democratie et le 

devoloppment integral) 

MELD (民主主義闘争学生運動:Mouvement des etudiants en lutte pour democratie) 

阿NSD(社会発展国民運動:Mouvement national pour la societe de developpement) 

MONESTO (学生と研修生の全国運動:Mouvement national des etudiants et 

stagiers togolais) 

MORENA (国民再建運動:Mouvement de redressement nationaJ) 

MORENA-Bucheron (Rassemblement national des Bucheron) 

MPR(革命人民運動:Mouvement populaire de la revolution) 

MPS (救済愛国運動:Mouvement patriotique du salut) 

MTD (トーゴ民主主義運動:Mouvement togolaise pour la democratie) 

OAU/OUA (アフリカ統一機構:Organization of African Unity / Organization de 

I'unite africaine) 

OTP (トーゴリン鉱山事務所:Office Togolais du Phosphate) 

oτTD (トーゴ労働者民主主義組織:Organisation des travailleurs togolais pour la 

democratie) 

OULD (民主主義闘争大学組織:Organisation universitaire de lutte pour la 

democratie) 

PAD (開発行動党:le Pa附 d'actionpour le developpement) 

PCT (コンゴ労働党:Parti congolais du travailleur) 

PCT (トーゴ共産党:Parti communiste togolaise) 

PDD (ダホメー民主党:Parti democratique dahomeen) 

PDG (ガボン民主党:Parti democratique gabonais) 

PDR (民主主義革新党:le Parti pour la democratie et le renouveau) 

PDU (統一民主党:Pa巾 desdemocrates pour I'unite) 

PGP (ガボン進歩党:Pa出 gabonaisdu progre) 

PPN (ニジェーノレ進歩党:Parti progressiste nigerien) 

PPT (チャド進歩党:Pa比iprogr色sistetchadien) 

PRD (ダホメー共和党:Parti republicain du Dahomey) 

PRPB (ベナン人民革命党:Parti de la Revolution Populaire du Benin) 

PTP (トーゴ発展党:Parti Togolais du Progr色)

RDD (ダホメー民主連合:Rassamblement democratique dahomeen) 

RPT (トーゴ人民連合:Rassemblement du Peuple Togolais) 

RSDG (ガボン社会民主連合:Rassemblement social et democratique gabonais) 

UCPN (北部首長・民衆連合:Union des chefs et populations du Nord) 
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FIDH (~~A~ltM: Federation Internatinale des Droits de I'homme) 
FOD (!l!fJta;;±lj!IG.: Front de I'opposition democratique) 
FUAPO (&f*mu*.Ilw;· i§fcJt*9E-ll!lG. : Front uni des associations et partis de 

I'opposition) 
GRAD (a;;::t±~O)t;::6f)O)WiF,'i!!'~1TIb:7"'IV-7": Groupe de reflexion et d'action des 

jeunes pour la democratie) 
HCR (~flJ~jjj~~¥.~ : Haut Conseil de la Republique) 
IC] (~~r~$*~.ft~: International Commssion of Juriste) 
]RPT (RPT wiFtm : Jeunesses du Rassemblement du Peuple Togolais) 
L TDH (l- - ::rA~llmD : Ugue togolaise des droits de I'homme 
LZOH (-f-1 -lvA~il!Mi : Ligue za"iroise des droits de I'homme) 
MCDOI (::I /'::I"'~±MJ~~1b : Mouvement congolais pour la democratie et Ie 

devoloppment integral) 
MELD (a;;±±~IMI$~~~I!J: Mouvement des etudiants en lutte pour democratie) 
MNSD (~±~~~~a;;~Ib: Mouvement national pour la societe de developpement) 
MONESTO (~~ ~ iiJff~~O)~~~1!J : Mouvement national des etudiants et 

stagiers togolais) 
MORENA (1Ea;;¥.rM!~Ib: Mouvement de redressement national) 
MORENA-Bucheron (Rassemblement national des Bucheron) 
MPR(~-trJAa;;~1b : Mouvement populaire de la revolution) 
MPS (tt7A=~OO~1b : Mouvement patriotique du salut) 
MTD (l-~ =ra;;±±~~1JJ : Mouvement togolaise pour la democratie) 
OAU/OUA (77!J ;b*9E-mtff4 : Organization of African Unity / Organization de 

I'unite africaine) 
OTP (l- -::t!J /'~ Il.l*~m : Office Togolais du Phosphate) 
orrD (l- - ::t~tIJ*.a:±±~*,[W; : Organisation des travailleurs togolais pour la 

democratie) 
OULD (~±±~IMI$*~*.IlM&: Organisation universitaire de lutte pour la 

democratie) 
PAD (B~HMTIJJJt : Ie Parti d'action pour Ie developpement) 
PCT (::I /' ::t~flJt : Parti congolais du travailleur) 
PCT (l- - :j';It:~Jt : Parti communiste togolaise) 
PDD (:7"'* j. - ~±Jt: Parti democratique dahomeen) 
POG (jjij{/'a;;±Jt: Parti democratique gabonais) 
PDR (a;;±±~~~Jt : Ie Parti pour la democratie et Ie renouveau) 
POU (if9t-~±Jt : Parti des democrates pour I'unite) 
PGP (jjij{ /'~i$;Jt : Parti gabonais du progre) 
PPN ('::':;.:r.-lV~i$;Jt: Parti progressiste nigerien) 
PPT (T~ l"~~Jt : Parti progressiste tchadien) 
PRD (:7"'*j.-;lt:fpJt: Parti republicain du Dahomey) 
PRPB (--"T/, A~1fi-trJJt : Parti de la Revolution Populaire du Benin) 
PTP (l- - =t~~Jt : Parti Togolais du Progres) 
ROD (:7"*j. -~±il-€J : Rassamblement democratique dahomeen) 
RPT (l- - ::tA~il-€J : Rassemblement du Peuple Togolais) 
RSDG (jj7.R/'t±~~±il-€J: Rassemblement social et democratique gabonais) 
UCPN (~ttm1r*· e!;$f{ll-€J : Union des chefs et populations du Nord) 
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UDD (ダホメ一民主連合:Union democratique dahomeenne) 

UDPM (マリ人民民主同盟:Union democratique du people malien) 

UDPS (民主主義社会発展連合 (Unionpour la democratie et le progrさssocial) 

UDS (民主主義団結連合:Union pour la democratie et la solidarite) 

UFC (改革の諸力連合:Union des Force du Changement) 

UJA (青年弁護士連合:Union des jeunes avocats) 

UNCTT (RPT伝統的首長部:Union nationale des chefs traditionnels du Togo) 

UNDP (民主主義と発展の国民連合:Union nationale pour la democratie et le 

progres) 

UNFT (RPT婦人部:Union natinale des femmes togolaise) 

UNTM (マリ労働組合:Union nationale des travailleurs du Malj) 

UNSTB (ベナン労働組合連合:Union nationale des syndicats de travailleur du 

Benin) 

UPADS (パンアフリカ社会発展連合:Union pan-africaine pour le developpment 

sociale) 

UPPT (国民民主連合:Union Democratique du Peuple) 

URD (民主革新連合:Union pour le renouveau democratique) 

USN (ニジエール学生連合:Union des scolaires nigeriens) 

UST (労働組合連合:Union des syndicats du Tchad) 

USTN (ニジエール労働組合連合:Union des syndicats des travailleurs du Niger) 

UTD (トーゴ民主主義連合:Union Togolaise pour la Democratie) 

UJD (法と民主主義のための連合:Union pour la justice et la democratie) 
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UDD (:$7'il\} -~±liit : Union democratique dahomeenne) 
UDPM ("Y'!J A~~±IRl.oo. : Union democratique du people malien) 
UDPS (~±±~f±~~~ifit (Union pour la democratie et Ie progres social) 
UDS (~±±~~~lf-g. : Union pour la democratie et la solidarite) 
UFC (~1j!i:O)~jJlf-g.: Union des Force du Changement) 
UJA (.1:F#~±lt;-g.: Union des jeunes avocats) 
UNCTT (RPT ~~~tt~$ : Union nationale des chefs traditionnels du Togo) 
UNDP (~±±~~~JmO)OO~il-g.: Union nationale pour la democratie et Ie 

progres) 
UNFT (RPT ~$A~ : Union natinale des femmes togolaise) 
UNTM ("Y'!J %'1lbm-g. : Union nationale des travailleurs du Mali) 
UNSTB (~T ~%'.*Jl~i!!~ : Union nationale des syndicats de travailleur du 

Benin) 
UPADS (;~~77!J 7Jf±~~~lt;-g. : Union pan-africaine pour Ie developpment 

sociale) 
UPPT (OO~~:±il..g..: Union Democratique du Peuple) 
URD (~±1j!i:*'Tlt;~: Union pour Ie renouveau democratique) 
USN (':::'~.:r.-lv~~lt;~: Union des scolaires nigeriens) 
UST (%,fjb*.§.~i!!-g.: Union des syndicats du Tchad) 
USTN (':::'~.:r:.-lv%'.*.§.~lt;-g.: Union des syndicats des travailleurs du Niger) 
UTD (~-:::f~±:±~il~: Union Togolaise pour la Democratie). 
UJD (:7~ ~ ~±:±~O)t;: 6i')0)i!!-g. : Union pour la justice et la democratie) 
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Declaration de l'Ordre des Avocats du Togo 
suite aux evenements du 5 octobre 1990 

Reuni en Assemblee generale extraordinaire Ie 10' octobre 
1990', ' 

A Ia suite des evenements survenus Ie 5 octobre 1990' au 
Palais de Justice de Lome, 

L'Ordre des Avocats du Togo, 
Considerant que plusieuis Avocats sont temoins de~ evene-' 

ments pour avo,ir ete presents au Palais de Justice au moment ou 
ils se sont deroules et en ont meme ete victimes, 

Desireux d'apporter sa contribution a l'edification d'une 
nation paisible et prospere, 

Apres analyse de la situation tant sur Ie plan national qu'in
temational, 

A adopte la declaration suivante : 
«Le Togo n'est la propriete de personne» ; «chaque citoyen 

cloit contribuer a Ia construction de laNation ». Tel est Ie mes
sage que Ie chef de I'Etat a lance Ie 5 octobre 1990' a l'ahention 
des Avocats lors de sa rencontre avec eux. 

En 1967, Ie. chef de I'Etat s' etait declare hostile au monopar
tisme en ces tennes : 

« Je suis fermement oppose au parti unique. Afin de favoriser 
Ia critique, il faut deux partis. Le systeme du parti unique n'est 
pas de Ia democratie; 11 aboutit toujours it une crise; I'opposi
tion n'a d'autres moyens de s'exprimer qu'en complotant. 

Prenons par exemple Ie cas des deux regimes qui se sont 
succedes au Togo. Us n'ontjamais permis a I'opposition de les 
critiquer, et c' est ce qui a ete pour beaucoup a Ia base de leur 
echec. Les membres de l'opposition sont toujours jetes en pri
son» (Togo-Presse n° 1457 du Iundi 22 mai 1967). 

Les evenements 

Les evenements de la joumee du 5 octobre, qui constituent 
un fait revelateur de l'etat d'esprit de la population togolaise 
composee essi:mtiellement de jeunes de moins de trente ans, jeu
nesse qui represente plus d~ 5,0'% de la population, justifient Ia 
position prise par Ie chef de I'Etat en 1967. 

En effet, tres t6t ce matin-Ia, Ies jeunes Togolais ont pris d'as
saut la grande salle d' audience du Palais de Justice de Lome et 
envahi Ie Tribunal et ses abords. Ils etaient venus ecouter Ie juge
ment qui' devait etre rendu dans I' affaire des tracts ou etaient 
poursuivis Ies nommes Logo Dossouvi et Doglo Agbelenko. 

Au-dela de son desir de prendre connaissance de ce juge
ment, cette jeunesse semblait detenninee a transf<;>rmer Ie Palais 
de Justice en tribune politique et a etaler sur Ia place publique 
son mecontentement et ses revendications. ' 

Les manifestants scandaient avec frenesie des slogans fort 
significatifs : «A bas Ie RPT », « Qui au Multipartisme », « Qui a 
la Democratie »: « A bas Ie 13 janvier », «Vive Ie 27 avril », , 
«Liberted'expression », «Liberezla Justice », «A bas Ie 
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Ces slogans etaient entrecoupes de maniere repetee par 
I' hymne de l'Independance «Terre de nos aIeux» dont les 
manifestants rec1amaient Ie retablissement. 

Ce fut ensuite l'irruption et l'intervention protale, violente et 
injustifiee des forces de l'ordre dans l'enceinte du Palais. 

Tres rapidement, les evenements prirent une autre toumure. 
Les manifestants reagirent par des jets de pierres et un mouve
ment pacifique s' est transforme en emeute populaire au cours de 
laquelle ils s' en prirent a des symboles du pouvoir (incendie de 
vehicules de I' administration et des forces de securite, destruc
ti~n des commissariats et des photos officielles du chef de 
I'Etat). 

Comme une trainee de poudre, la manifestation s'est etendue 
a plusieurs quartiers de la ville, notamment a Be et ses alentours 
ou une partie de la population s'estjointe au mouvement. 

Ces actes de violence et de trouble a rordre public sont 
regrettables. Neanmoins, ils revelent un changement profond de 
la mentalite d'une frange importante de la population togolaise, 
.notamment les jeunes, et meritent alors analyse. 

Les causes institutionnelles 

II y a quelques annees, la jeunesse, entierement soumise, 
n'aurait pas reagi de la meme maniere. Aujourd'hui, on se rend 
compte que la population togolaise est prete a se battre pour ses 
revendications Iegitimes. 

Les evenements du 5 octobre 1990 constituent un barometre 
sensible de ce mecontentement general et doivent nous inciter a 
un constat lucide et a une analyse rlgoureuse de l'ampleur du 
besoin de changement. 

II y a 20 ans, face aux premiers soubresauts de l'indepen
dance, d'aucuns avaient pense que pour faire face au defi eco
nomique, toutes les forces vives de la Nation devaient se fondre 
dans un creuset national. D' ou la naissance du Rassemblement 
du peuple togolais en 1969. Sept ans apres, la doctrine du parti a 
ete solennellement prociamee au cours du 2e Congres statutaire 
tenuaLama-Kara du 26 au 29 novembre 1976. 

Cette doctrine etait exprimee dans deux resolutions: les 
resolutions n° 3·et 5 de la Commission des Affaires politiques. 
La premiere a proclame la primaute du parti sur l'Etat tandis 
que la seconde a recommande la suppression pure et simple de 
I'independance de la magistrature, laquelle. recommandation a 
ete enterinee par I'Ordonnance n° 77-51 du 6 decemb~e 1977. 

Ces deux resolutions etaient fondees sur Ie souci «d' assurer 
au niveau Ie plus eleve l'identite et l'unicite des vues» et d'evi
te~ qU'une « institution constitue u.n contre-pouvoir au sein de 
,rEtat» : 

Resolution nO 3 : primaute du Parti 

« Considerant Ia necessite absolue qui appara'it d' assurer au 
niveau Ie plus eleve i'identite et l'unicite des points de vue dans 
Ie but de renforcer I' efficacite de I' action de nos responsables a 
quelque niveau qu'ils se trouvent ; 

Considerant que Ie RPT a pour vocation d'etre Ie guide de la 
promotion du citoyen et qu'a cet egard, la preeminence doit lui 
etre reconnue comme responsable supreme de l'action de 
l'Etat ». 
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Resolution nO 5: Justice 

«Considerant que la magistrature ne saurait evoluer en 
dehors de l'Etat et encore moins agir contre l'Etat en constituant 
.un contre-pouvoir ; 

Considerant que I'independance de la magistrature doit etre 
replacee dans Ie coritexte qui est celui d'un pays en developpe
ment et que l'unicite des vues dans Ie but de mobiliser toutes les 
energies pour Ie developpement national est indispensable: 

... Demande la suppression pure et simple du principe de 
l'independance de la magistrature et son integration dans les 
cadres normaux de la fonction· publique » 

Le principe de l'uni~ite des· vues prone par Ie Congres de 
Lama-Kara a ete consacre par la Constitution promulguee en 
janvier 1980. 

Desormais, la volonte du President fondateur du RPT doit. 
avoir Ia primaute au sein de toutes les institutions du pays: 
bureau politique, comite central, organisations des jeunes, des 
femmes, des travailleurs, des chefs traditionnels, gouvernement, 
tribunaux, etc ... Meme I' Assemblee nationale ne peutse per
mettre d'adopter une position contraire au point de vue du chef 
du Patti. 

Consequences 

Cette doctrine qui prend sa source dans Ie centralisme demo
cratique aujourd'hui decr.ie et rejete par ses initiateurs (l'URSS 
qui en a fait l'experience pendant plus de 70 ans ainsi que les 
autres pays de l'Est) a eu surla vie du pays les consequences 
suivantes : . 

Sur les plans economique, social et culturel : 

. Les decisions concernant I' affectation des ressources de 
I' Etat, Ie choix des dirigeants des grandes administrations 
et des societes d'Etat sont prises « au niveau Ie plus eleve» 
sans que des criteres rationnels soient touiours pris en compte 
et que I 'Assemblee nationale puisse y exercer son controle. 
D'ol/. : 

- l'inadequation des investissements dans les divers 
secteurs; 

- l'insuffisance d'etude des projets economiques et socio
culturels; 

-l'echec de la politique d'industrialisation; 
-Ie balbutiement du secteur moderne, la desarticulation de 

l' economie et son incapacite a drainer les flux inter-sectoriels ; 
-l'utilisation des ressources nation ales a des fins improduc

tives (entretien des animateurs, corruption par Ie regime de ses 
suppots, ... ) ; 

- I' insuffisance des infrastructures scolaires, uni versitaires, 
hospitalieres, sportives et autres ; 

- la repartition irrationnelle des bourses et autres avantages 
sociaux nationaux ou etrangers ; 

_. ~ Ie chOmage. . .. __ . ___ . _________ . ______ .. 
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Sur les plans politique et des libertes Jondamentales 

La primaute de la volonte du Chef du Parti sur les vues sus
ceptibles d'etre exprimees it tous les echelons de la Nation a 
conduit a la paralysie de la vie politique et a l'etouffement des 
libert'es fondamentales. D'ou : . 

- l' absence de debat libre et de pouvoir de decision au sein 
de l' Assemblee nationale et des autres instances politiques ; 

-la mutilation de la liberte d'expression; 
-I'interdiction pendant longtemps des joumaux d' opinion et 

Ie maintien au sein du ministere de I'interieur d'un bureau de 
censure qui inquiete I'avenir de la presse naissante; 

. -Ia negation des libertes syndicales et associatives en dehors 
des institutions du parti ; . 

-Ia limitation abusive de la liberte de religion; 
- la mise des citoyens sur table d' ecoutes telephoniques et 

autres formes d'atteinte a leur vie privee; 
- les arrestations arbitraires, les detentions abusives, les dis-

paritions, la torture... -

Sur Ie plan de la Justice 

La suppression de I'independance de la magistrature et l'in
terdiction faite aux magistrats de prendre des decisions 
contraires aux vues du parti a eu pour consequences: 

- des jugements inequitables ; 
-l'inertie des juridictions administratives; 
- Ie bloc age de l' execution des decisions judiciaires par 

toutes formes d'intervention ; 
-Ie developpement des circuits paralleles de justice. 
Le sy~teme politique a parti unique mis en place en 1969 a 

ainsi fini p~r conduire a une veritable asphyxie du pays en para
lysant son economie et en empechant I' epanouissement des 
citoyens. 

L' espoir de~u 

C' est donc avec espoir que la population a accueilli Ie pro
cessus de democratisation qui a ete amorce en 1985. 

Le chef de I'Etat avait pris en ce sens en janvier 1985 la 
decision de « laisser voler de leurs propres ailes les candidats a 
Ia deputation ». Deux ans apres, Ie 9 juin 1987, il a ete institue 
une Commission nationale des droits de I'homme ayant pour 
role la protection et la promotion des droits de l'homme et des 
libertes fondamentales. 

L'experience a ete positivement saluee sur Ie plan internatio
nal et l'espoir du peuple togolais avait grandi. 

Le Togo semblait s'etre ainsi engage sur Ia voie de la Iibera
lisation de ses institutions. C' est seulement deux ans apres cette 
initiative appreciable qu' eclataient en 1989 dans les pays de 
1 'Est et en Afrique des mouvements en faveur de la democratie 
~~ du multipartisme q~!~~~~_U~ _~!an~~:_ ... _______ . ____ _ 
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Normalement, notre pays devait saluer favorablement ces 
mutations et se feliciter de les avoir pressenties a temps. Or, il 
se trouve que Ie regime a autrement apprecie les evenements. 
Les dignitaires du RPT se sont evertues a convaincre les 
Togolais que les Btats africains qui s'engageaient dans la voie 
du multipartisme avaient tort. A partir de la, iIs n' eurent aucun 
scrupule a mobiliser nos mass-media contre les changements 
qui s'opei"aient dans ces pays. Ces dignitaires se sont faits les 
chantres du monopartisme qui, a leurs yeux, serait Ie seu! sys
teme politique approprie aux realites africaines. 

Lorsque Ie moment fut venu en mai dernier d' ouvrir un 
debat national sur la question, ils se sont repartis eux-memes en 
diverses commissions qui ont ~ilIonne Ie pays pour battre cam
pagne en faveur du RPT au lieu de proceder a des consultations 
objectives de la population. Et Ie 'comble, ce fut Ie 21 mai 1990 
lorsque s'ouvrirent les travaux du 7e Conseil national. 

Des les debuts des assises en effet, tous les cadres du pays 
qui etaient a meme d'apporter leur contribution au debat ont ete 
evacues de la salle. Les dignitaires du parti n'eurent done aucun 
mal a faire dire au Conseil national que tous les Togolais etaient 
unanimement hostiles au multipartisme. 

La proposition du president de la Republique de separer Ie 
parti de l'Etat et de retablir la primaute de ce dernier n'a pu pas
ser qu'apres avoir ete videe de son contenu. 

Pour les observateurs des travaux de ce 7e Conseil national, 
cette proposition devait, dans son application, deboucher sur la 
democratie pluraliste. Cette interpretation a ete repoussee. La 
deconnection du parti de l'Bfat n'aura done ete qu'un vain mot 
au point qu'il est apparu que ce Conseil n'a ete en fait qu'une 
veritable mascarade . 

. Depuis lors, tous les propos du president'de la Republique 
(au sommet de la Baule et aux USA) n'ont fait qU'ajouter a l'in
certitude par Ie clair-obscur qui les a entoures : «on verra» ; 
« Ie peuple decidera quand Ie moment sera venu », etc. 

Exasperation du peuple 

Tout cela a entrai'ne l' exasperation de la population et les 
evenements du 5 octobre 1990 n'en sont qu'un temoignage. 

Contrajrement a ce que d'aucuns tentent de faire croire au 
chef de I'Etat, cette jeunesse qui a manifeste au Palais de Justice 
de Lome en executant des chansons religieuses et.epiques togo
laises ainsi que I'hymne de I'independance, c'est la jeunesse 
togolai~e j~dis entierement sou~se et resignee. 
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A travers les slogans, les graffitis et les symboles auxquels . 
les manifestants se sont attaques, il est assez facile· de dire que 
ces manifestations sont dirigees contre Ie systeme mis en place 
depuis 23 ans. 

Ce que lesmanifestations ont revele de plus inquietant 
encore, ce sont des propos et des comportements de nature a 
mettre gravement en perill'unite nationale et la paix sodale. 

La these des dignitaires selon laquelle les soulevements et 
les mouvements de revolte sont les consequences ineluctables 
du mUltipartisme ne peut plus etre defendue, puisque ces memes 
troubles sont entres dans la citadelle du monopartisme que 
constitue Je Togo. . 

Ala lumiere des faits et analyses qu"i precedent, I'Ordre des 
Avocats du Togo: .. 

Condamne I'intervention des forces de l' ordre Ie 5 octobre 
1990 au Palais de justice de Lome; 

Deplore les actes de violence commis dans certains quartiers 
de.Ja capitale a la suite de cette intervention. 

Formule, en vue de prevenir Ie renouvellement de pareils 
evenements, les propositions ci-.apres : . 

Le moment est venu pour que Ie chef de l'Etat fasse preva
loir sa position de 1967 en faisant une declaration publique en 
faveur du multipartisme. La concorde nationale ne pourra qu'y 
gagner pour Ie plus grand bien dupeuple ; . 

II conviendra ensuite de convoquer au cours des mois a venir 
une Conference nationale en vue d'·exami.ner la mise en reuvre 
de cette declaration et d' ouvrir un debat approfondi sur I' en
semble des problemes du pays. 

Pour permettre a tous les Togolais vivant aussi bien sur Ie 
territoire national qu'a I'etranger de participer a ce debat, il fau
dra bien faire prendre un texte d'amnistie generale, 

La Conference aura, entre autres missions, de former un 
gouvemement transitoire a qui il reviendra de veiller a ~a mise 
en place de nouvelles institutions. 

Adoptee a Lome, Ie 10 octobre 1990. 
L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Agboyibo Yawovi, Combat pour un Togo democratique: Une methode poJitique, 
Karthala, Paris, 1999, pp.179-186. 
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Communique 
. (sanctionnant la rencontre du 18 mars 1991 
entre Ie president de la Repuhlique et Ie FAR) 

L~ Front des a,ssociations pour Ie renouveau (FAR) a rencOI1-
tre Ie chef de l'Etat ce jour a 9 heures a la Presidence de la 
Republique. . 

Le president du FAR a expose au chef de I'Etat Ies preoccu
pations du Front sur les questions suivantes : 

- Les revendications des mouvements estudiantins et sco-
laires; 

- L' amnistie generale; 
- La levee immediate de l'interdiction des partis ; 
- La convocation d'une assise nationale sur les questions 

touchant la vie nationale ; 
- Les exactions commises par les Forces de I'Ordre lors des 

manifestations. 
A I'issue des discussions, il s'est degage les conclusions sui .. 

vantes: 
1. Le chef de l'13tat a accepte Ie principe d'une amnistie 

generale en faveur de toutes les personnes condamnees ou 
recherchees pour infractions a caractere OU d'inspiration poli
tique. 

2. II a declare qu'il a pris des dispositions pour que les partis 
politiques puissent etre rapidement crees. 

3. II a donne son accord pour la tenue d'un Forum national 
de dialogue. 

4. Le chef de l'13tat a accepte que Ie FAR soit associe aux 
questions touchant it la vie politique nationale. 

A cet effet, il a ete convenu avec lui la mise sur pied d'une 
commission mixte paritaire composee de personnalites desi
gnees par Ie chef de l'13tat et"de representants du FAR. 

Cette commission mixte paritaire aura pour mission de faire 
au chef de I'Etat des recommandations sur les diverses ques
tions touchant a la vie nation ale notamment : 

- Sur I'amenagement technique de I'amnistie generale 
notamment en ce qui conceme les personnes qualifiees de terro
ristes par Ie chef de I'.Etat dans son discours du 10 janvier. 

- Sur les modalites d' adoption et de mise en reuvre de la 
Charte des partis J>olitiques. 

Le chef de I'Etat a accepte d' organiser Ie mardi 19 mars 
1991, a 6 heures, une seance consacree aux revendications speci
fiques des etl:1diants a laqueIle participeront Ie ministre de I'Edu
cation nationale et de la Recherche scientifique, Ie ministre de 
I 'Enseignement technique et de 1a Formation professionnelle, Ie 
recteur de I'D.B., les delegations des mouvements estudiantins 
(MELD, OULDT, GRAD) et les representants du FAR. 

Le president de la Republique a accepte que la CNDH pro
cede a une enquete sur les causes et I'etendue des degats occa
sionnes aux personnes et biens publics et prives. 

Le chef de I'Etat a juge regrettables les violences qui ont eu 
lieu lors de ces manifest~tions. 

Le FAR deplore que les manifestations pacifiques aient 
toume a 1a violence. 

Fait a Lome, Ie 18 mars 1991. 

319 

Communique 
. (sanctionnant la rencontre du 18 mars 1991 
entre Ie president de la Repuhlique et Ie FAR) 

L~ Front des a,ssociations pour Ie renouveau (FAR) a rencOI1-
tre Ie chef de l'Etat ce jour a 9 heures a la Presidence de la 
Republique. . 

Le president du FAR a expose au chef de I'Etat Ies preoccu
pations du Front sur les questions suivantes : 

- Les revendications des mouvements estudiantins et sco-
laires; 

- L' amnistie generale; 
- La levee immediate de l'interdiction des partis ; 
- La convocation d'une assise nationale sur les questions 

touchant la vie nationale ; 
- Les exactions commises par les Forces de I'Ordre lors des 

manifestations. 
A I'issue des discussions, il s'est degage les conclusions sui .. 

vantes: 
1. Le chef de l'13tat a accepte Ie principe d'une amnistie 

generale en faveur de toutes les personnes condamnees ou 
recherchees pour infractions a caractere OU d'inspiration poli
tique. 

2. II a declare qu'il a pris des dispositions pour que les partis 
politiques puissent etre rapidement crees. 

3. II a donne son accord pour la tenue d'un Forum national 
de dialogue. 

4. Le chef de l'13tat a accepte que Ie FAR soit associe aux 
questions touchant it la vie politique nationale. 

A cet effet, il a ete convenu avec lui la mise sur pied d'une 
commission mixte paritaire composee de personnalites desi
gnees par Ie chef de l'13tat et"de representants du FAR. 

Cette commission mixte paritaire aura pour mission de faire 
au chef de I'Etat des recommandations sur les diverses ques
tions touchant a la vie nation ale notamment : 

- Sur I'amenagement technique de I'amnistie generale 
notamment en ce qui conceme les personnes qualifiees de terro
ristes par Ie chef de I'.Etat dans son discours du 10 janvier. 

- Sur les modalites d' adoption et de mise en reuvre de la 
Charte des partis J>olitiques. 

Le chef de I'Etat a accepte d' organiser Ie mardi 19 mars 
1991, a 6 heures, une seance consacree aux revendications speci
fiques des etl:1diants a laqueIle participeront Ie ministre de I'Edu
cation nationale et de la Recherche scientifique, Ie ministre de 
I 'Enseignement technique et de 1a Formation professionnelle, Ie 
recteur de I'D.B., les delegations des mouvements estudiantins 
(MELD, OULDT, GRAD) et les representants du FAR. 

Le president de la Republique a accepte que la CNDH pro
cede a une enquete sur les causes et I'etendue des degats occa
sionnes aux personnes et biens publics et prives. 

Le chef de I'Etat a juge regrettables les violences qui ont eu 
lieu lors de ces manifest~tions. 

Le FAR deplore que les manifestations pacifiques aient 
toume a 1a violence. 

Fait a Lome, Ie 18 mars 1991. 

319 



Communique 
(sanctionnant la rencontre du.19 mars 1991 

entre Ie president de la RepuhJique, 
les mouvements estudiantins et Ie FAR) 

Suite a la Reunion qu'il a eue Ie lundi 18 mars 1991 avec Ie 
FAR; Ie ,chef de I'Etat a re~u ce mardi 19 mars 1991 a lapresi
dence de la Republique Ie Collectif des. mouvements (OULDT, 

, MELD, GRAD, FELD) et une delegation du FAR, en presence 
du ministre 'de I'Education nationale et de la Recherche 
scientifique, du Ministre de I'Enseignement technique et de la 
Formation professionnelIe, du recteur et du vice-procureur de la 
Republique, du president du MONESTO et du Secretaire gene
ral de l' AETB. 
, Le president du CollectifEtudiant a d',abord presente au chef 
de I'Etat les revendications it caractere politi que : 

- Reconnaissance des associations d'etudiants et d'eleves; 
- Dissolution des amicales a caractere tribal et regional sur 

Ie campus universitaire et dans les etablissements scolaires ; 
- Le respect des franchises universitaires ; 
- L'autonomie de I'universite vis-a-vis du pouvoir politique ; 
- L'examen des exactions et des responsabilites dans les eve-

nements survenus au campus et dans les etabIissements sco
laires; 

- La securite des etudiants et des eleves ; 
- L'interdiction du port d'arme et des instruments de vio-

lence sur Ie campus universitaire et dans les etablissements sco
laires; 

- Les criteres d' attribution des bourses, aides universitaires 
et des autres avantages sociaux ; 

- Le recrutement dans la Fonction publique ; 
- La suppression de la haie des eleves. 
Le president de la Republique a decide en accord avec Ie 

FAR et les mouvements des etudiants, que ces revendications 
soient examinees par la commission mixte paritaire creee Ie 
lundi 18 mar~.l,991.. ,_", ___ .' _ ,'_ ' __ "_ 

Le president du Collectif des mouvements des etudiants a 
ensuite soumis au chef de I'Etat une serie de revendications 
d' ordre materiel dont Ie detail figure au proces verbal etabli it 
l'issue de la reunion. , 

II a ete mis sur pied une commission technique en vue de les 
examiner. 

Cette commission est composee comme suit: 
- Le ministre de I'Education nationale et de la Recherche 

scientifique ; 
- Le ministre de l'Enseignement technique et de la 

Formation professionnelle ; 
- Le reCteur de.l'UB ; 
~ Un membre du Conseil de I'Universite; 
- 2 representants du FAR ; 
,- Un representant de chacun des mouvements des etudiants 

(OULDT, MELD, GRAD, FELD, MONESTO, AETB) ; 
- 2 'representants du Syndicat des Enseignants. 
Les deux commissions rendront publiques les conclusions de 

leurs travaux au plus tard a la fin du mois de mars 1991. ' 
Le chef de l'Etat a rassure les responsables des mouvements 

des etudiants pour ce qui conceme leur securite. 

Fait a Lome, Ie 19 mars 1991. --. '-~'-"" ,,--- --
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Rapport de la CoInrnission mixte paritaire 
FARlGouvernement du 31 mars 1991 

La Commission rruxte paritaire creee Ie 18 mars 1991 a l'is
sue de la rencontre entre. Ie president de la RepubJique· et Ie 
Front des associations pour Ie renouveau (FAR) a siege du ven
dredi 22 mars au dimanche 31 mars 1991 dans la salle de deli~ 
beration du Palais de Jusiic.e de Lome. Elle est composee 
comme suit: 

Personnalites designees par Ie president de la RepubJique : 

- M. Barry Moussa Barque, ministre du Plan et des Mines; 
- M. Yao Kunale Eklo, secretaire administratif du RPT ; 
- M. Yao· Komlanvi, ministre de l'Environnement et du 

Tourisme; 
- M. Dahuku Pere, ministre de la Fonction publique et du 

Travail; 
- M. Atsou Kofti Amegan, president de la Cour Supreme; 
- M. Aregba Polo, Procureur general pres de la Cour 

d' Appel de Lome; 
- M. Abdou Assouma, Procureur de la Republique. 

Representantsdu FAR: 

- Me Yawovi Agboyibo, president du FAR; 
- Me Kokou Koftigoh, vice-president du FAR.; 
- M .. Komi Agah, secretaire general du~AR ; 
- Me Djovi GaIly, membre de la Confererice du FAR ; 
-.Me Jean Yaovi Degli, membre de la Conference du FAR; 
- M. Messan Lawson, membre de la Conference du FAR; 
- M Noviti Houmey, 1!lembre de la Conferencedu FAR .. 

Lors de sa seance du lundi 24 mars 1991la commission a ilu 
un bureau compose comme suit: 

- President: Me Kokou KQffigoh ; 
- Vice-President, M. Barry Moussa Barque; 
- Rapporteur: M. Dahuku Pere ; 
- Rapporteur Adjoint: Me 1. Yaovi Degli. 
La commission a travaille sur la base des deux communiques 

des 18 et 19 mars issus des rencontres du FAR et du collectif 
des mouvements estudiantins avec Ie chef de l'Etat. 

La commission mixte paritaire a eu d'abord a se pencher sur 
les revendications politiques de portee nationale a savoir : 

- L' amnistie generale ; 
- La liberalisation des partis politiques ; 
.- Le forum national de dialogue et ensuite sur les revendica-

tions estudiantines a caracteres politiques a sa voir : . 
- La reconnaissance des associations d' etudiants et d' eleves: 
- La dissolution des ami cales a caractere tribal et regional 

sur Ie campus et dans les ~tablisseme~~s s~.9~l~e~. ___ . . . ___ ... __ .. _._---_ .. , ------- - .--.. _. 
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- La securite des etudiants et eleves. 
- L'interdiction du port d'arrnes et d'instruments de violence 

sur Ie campus et dans les etablissements scolaires. 
-:- Les criteres d'attribution des bourses, aides universitaires 

et d'autres avantages sociau~. 
- Le recrutement dans la Fonction publique. 
- La suppression de la haie des eleves. 
A l'issue de ses travaux, la commission mixte paritaire a 

degage les conclusions sui-vantes. 

A - En ce qui concerne les revendicaiions sur la vie nationale : 

1. Pour I' amnistie generale, la commission a decide de 
recommander au gouvernement deux projets de lois portant 
amnistie geherale et integrale. . 

2. Le premier de ces textes porte amnistie generale pour 
toutes les infractions a caractere QU d'inspiration politique et Ie 
second tend it preciser que I'amnistie generale couvre egalement 
les actes de destruction perpetres en 1985 ainsi que tous les faits 
commis au cours ou it I' occasion des ev.enements du 23 sep
tembre 1986. . 
--3. Pourles partispolitiques, la commission a examine et 

adopte un projet de charte des partis qu'elle recommande au 
gouvernement de faire adopter afin que les partis politiques 
. voient rapidement Ie jour. 

Pour ce faire, la commission recommande que les deux pro
jets de lois portant amnistie generale ainsi que la charte des par
tis soierit votes et promulgu6s au plus tard Ie 12 avril 1991. 

S'agissant du forum national de dialogue, la commission 
recommande qu'il se tienne autour du theme« Nouvelle organi
sation politi que de la Nation ». 

Elle devra se derouler en trois phasesprincipales a savoir: 
a) Une premiere phase consacree au d6bat general sur la vie 

politique, economique et sodo-culturelle de la nation, phase au 
cours de laquelle seront discutes les principaux problemes de la 
nation. 

b) Dne demdeme phase reservee a la definition des nouvelles 
institutions de l'Etat. Durant cette phase il sera d6battu du projet 
de constitution et des textes d'acco:ri1pagnement. .. 

c) Dne troisieme ph~se qui sera consacree aux modalites de 
mise en reuvre des nouvelles institutions politiques du pays. 

Au cours de cette demiere phase Ie forum decidera des ins
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B - En ce qui concerne les revendications des etudiants et 
iieves, la commission mixte paritaire arecommaruli : 

1. La reconnaissance des associations d'etudiants et d'eleves. 
2, La dissolution et I'interdiction de toutes les amicales 

d'etudiants et d'eleves it caractere tribal et regional. . 
3. L'interdiction formelle du port d'armes et d'instruments 

de violence sur Ie campus universitaire et dans les etablisse-
4. Le respect de l' autonomie de I'Universite vis-a-vis du 

pouvoir politique, ce qui implique que les doyens de faculte 
soient elus. 

La mise en reuvre de cette recommandation . necessite un 
amenagement des dispositions en vigueur en vue d'elargir Ie 
groupe de·s personnes eligibles. 

5. Le respect de l'autonomie administrative et fin~mciere de 
l'Universite, ce qui implique notammentque les ministres de 
tutelle contrOlent la legalite des actes poses par les autorites uni
versitaires sans avoir un droit de regard ·sur leur opportunite. 

6. Le respect total des franchises universitaires. 
7. L' obligation pour les agents de la securite (policiers, gen

darmes au militaires) regulierementinscrits it l'Universite du 
Benin d'aller au cours en uniforme afin de iever toutes equi-
voque et suspicion.· . 

·8. La creation pour la securite interne des etudiimts d'un 
corps de vigiles independant de tous autres corps de securite de 
I'Etat et place sous les ordres et Ie contrOIe exclusifs des autori
tes universitaires .. 

9. L'attribution des bourses d'etudes universitaires non sur la 
base de considerations regionales mais plutat sur Ie fondement 
de critere ci-apres : 

a) conditions socio-economiques; 
b) merite; 
c) age. 
Neanmoins, la commission recommande qu'un petit quota 

soit laisse it la discretion de la commission des bourses pour 
tenir compte des necessites de la solidarite nationale. 

10. L' octroi des bourses de 3e cycle sur la seule base de~ cri
teres de merite et d' age. 

11. La restructuration de la commission d'attribution des 
bourses de maniere it y inclure des representants elus des 6tu

. diants, des representants elus des enseignants et des represen
tants de I' Assemblee nationale. 

C' est it la commission ainsi formee que revient la compe
tence de gerer et d'attribuer toutes les bourses universitaires. 

En cas de contestation, ladite commission examinera la 
requete apres avis favorables des representants des etudiants et 
enseignants siegeant it Ia commission. 

12. La necessite de faire oMir Ie concours national de recru
.~!!leIl:t dans Ia F9!l~t~.Qn publique aux me~~~ r~g!es de transpa-__ 
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rence que les autres examens et concours, notamment que Ie 
jury de deliberation et de proclamation des resultats soit com
pose des professeurs ayant participe a la correction des 
epreuves. 

13. La sup,Pression de la haie des 6leves, sauf a l' occasion 
des visites d'Etat. 

14. La commission a constate que les violences relevees par 
les' mouvements estudiantins au campus universitaire et dans les 
etablissements scolaires particulierement au Lycee technique 
Eyadema sont reelles et que les manifestations et contre-mani
festations au cours desquelles ces violences ont ete commises 
avaiept un caractere essentiellement politi que avec une colora
tion tribale. 

Elle demande, en vue de la prevention a l'avenir de telles 
situations, que les mesures appropriees recommandees dans Ie 
cadre de ses travaux soient rapidement mises en reuvre. 

15. La commission recommande par ailleurs que sur les res
ponsabiIites des exactions commises, la CNDH procede a upe 
enquete approfondie et decide de reexaminer ulterieurement Ie 
dossier a la lumiere des conclusions de cette enquete. 

La commission mixte paritaire demande que Ie suivi de la 
mise en reuvre des recommandations formulees sur l' ensemble 
des revendications e~tudiantines figurant dans les deux commu
niques des 18 et 19 mars 1991 soit assure par un comite com
pose des representants des associatjons d' etudiants, des ellsei
gnants et des autorites universitaires. 

Fait a Lome, Ie 31 mars 1991. 
"- ' .. - _ . . -. -_ ..... _--
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Communique du FAR 
(concernant Ie massacre dela lagune de B~) 

Devant la degradation de .J~ situation dans Ie pays, Ie Front 
des associations pour Ie renouveau (FAR) s' est reuni ce jour 
11 avril 1991 

Le FAR a pris connaissance avec la plus profonde indigna
tion de l'horreur constatee ce mat in dans Ie quartier Be avec la 
decouverte de plus d'une vingtaine de cadav.res humains dans la 
Iagune. " 

Devant cette barbarie, Ie Front des associations pour Ie 
renouveau condamne avec la derniere rigueur les actes crimi
nels qui ont conduit a cette situation odieuse. 

Le FAR exprime son entiere solidarite aux familIes eplorees 
et a toute Ia population consternee. 

Le Front exige du gouvernement que toute la lumiere soil 
faite t 'Jr ~ette affaire qui revolte toute conscience humaine, et 
que Ie. auteurs de ces actes ignobles soient rapidement 
identifies et chaties conformement a la Loi. 

Le FAR condamne par ailleurs l'utilisation par Ies militaires 
contre Ia population civile de grenades a fragmentation et des 
armes a feu. 

Enfin Ie FAR demande a toute la population de rester calme 
et lucide durant cette periode difficile de transition pour ne pas 
tember dans Ie piege des "ennemis de la democratie. 

Fait a Lome, Ie 11 avril 1991. 
LEFAR. 

Le President 
Yawovi Agboyibo 

Communique du FAR 
(concernant Ie massacre dela lagune de B~) 

Devant la degradation de .J~ situation dans Ie pays, Ie Front 
des associations pour Ie renouveau (FAR) s' est reuni ce jour 
11 avril 1991 

Le FAR a pris connaissance avec la plus profonde indigna
tion de l'horreur constatee ce mat in dans Ie quartier Be avec la 
decouverte de plus d'une vingtaine de cadav.res humains dans la 
Iagune. " 

Devant cette barbarie, Ie Front des associations pour Ie 
renouveau condamne avec la derniere rigueur les actes crimi
nels qui ont conduit a cette situation odieuse. 

Le FAR exprime son entiere solidarite aux familIes eplorees 
et a toute Ia population consternee. 

Le Front exige du gouvernement que toute la lumiere soil 
faite t 'Jr ~ette affaire qui revolte toute conscience humaine, et 
que Ie. auteurs de ces actes ignobles soient rapidement 
identifies et chaties conformement a la Loi. 

Le FAR condamne par ailleurs l'utilisation par Ies militaires 
contre Ia population civile de grenades a fragmentation et des 
armes a feu. 

Enfin Ie FAR demande a toute la population de rester calme 
et lucide durant cette periode difficile de transition pour ne pas 
tember dans Ie piege des "ennemis de la democratie. 

Fait a Lome, Ie 11 avril 1991. 
LEFAR. 

Le President 
Yawovi Agboyibo 



C01Dl1lunique 
(concernant la dissolution du FAR) 

Le Front des associations pour Ie renouveau reuni en confe
rence Ie mardi 23 avril 1991 a adopte I~ declaration suivante : 

Le 14 mars 1991, diverses associations humanitaires du 
Togo, se sont reunies pour constituer Ie Front des associations 
pourJe renouveau (FAR) dans Ie but d'accelerer Ie processus de 
democratisation au Togo. . 

Lors de ladite reunion, Ie FAR avait decide d'apporter son 
soutien a I' appel lance par Ie collectif des mouvements estu
diantins a I'ensemble de la population pour une marche 
pacifique visant entre autres objectifs a amenede pouvoir a 
accorder I'amnistie generale, a autoriser la creation des partis 
politiques et a convoquer une conference nationale. 

La population de Lome massivement sortie en reponse a eet 
appel s'est heurtee a une repression sanglante et aveugle de I'ar
mee et des forces de I' ordre. 

C' est dans cecontexte difficile que Ie FAR prenant ses res
ponsabilites dans I'interet national avait 'accepte d'entrh en dia-
logue avec Ie president de la Republique. . 

Les discussions menees les 18 et 19 mars 1991 et poursui
vies en Commission mixte paritaire ont permis au FAR d'obte
nir des resultats satisfaisants sur I' ensemble des points ayant fait 
I' objet des m5gociations, notamment: I' amnistie generale et 
integrale, la liberalisation des partis politiques, la tenue d'un 
Forum national de dialogue. 

Les textes portant amnistie generale ainsi que la Charte des 
partis ont ete promulgues et publies Ie 12 avril 1991 comme 
convenu. 

A ce jour, Ie FAR note avec satisfaction: 
- que les personnes incarcerees a la suite des evenements de 

1985 et du 23 septembre 1986 sont remises en Iiberte au 
benefice de I' amnistie generale ; 

- que' plusieurs partis politiques se sont deja annonces publi
qlleI11~l!~ ~:>u s9.nt en ~ours de formaticm. 

Le Front des associations pour Ie renouveau remercie la 
population togolaise et les forces democratiques tant de l'exte
rieur que de l'interieur pour Ie soutien qu'eUes lui ont apporte et 
sans lequelles resultats obtenus n'auraient pas ete possibles. 

Le Front exprime a nouveau sa compassion it I' egard des 
famill~s des victimes de la repression. 

Le FAR estime que Ie Gouvernement doit a present entrer en 
dialogue avec les partis, les ~ensibilites et les personnalites de 
l'opposition en vue de la mise en place d'un comite pour la pre
paration du Forum national de dialogue. 

En consequence, Ie FAR a decide de se dissoudre avec effet 
a compter de ce jour. 

Fait a Lome, Ie 23 avril 1991 

Pour la Conference du FAR 

Le President 
Yawovi Agboyibo 

Le Secretaire general 
Komi Agah 

Agboyibo Yawovi, Combat pour un Togo dem~~€atique: Une methode politique, 

Karthala, Paris, 1999, pp.192-203. 

C01Dl1lunique 
(concernant la dissolution du FAR) 

Le Front des associations pour Ie renouveau reuni en confe
rence Ie mardi 23 avril 1991 a adopte I~ declaration suivante : 

Le 14 mars 1991, diverses associations humanitaires du 
Togo, se sont reunies pour constituer Ie Front des associations 
pourJe renouveau (FAR) dans Ie but d'accelerer Ie processus de 
democratisation au Togo. . 

Lors de ladite reunion, Ie FAR avait decide d'apporter son 
soutien a I' appel lance par Ie collectif des mouvements estu
diantins a I'ensemble de la population pour une marche 
pacifique visant entre autres objectifs a amenede pouvoir a 
accorder I'amnistie generale, a autoriser la creation des partis 
politiques et a convoquer une conference nationale. 

La population de Lome massivement sortie en reponse a eet 
appel s'est heurtee a une repression sanglante et aveugle de I'ar
mee et des forces de I' ordre. 

C' est dans cecontexte difficile que Ie FAR prenant ses res
ponsabilites dans I'interet national avait 'accepte d'entrh en dia-
logue avec Ie president de la Republique. . 

Les discussions menees les 18 et 19 mars 1991 et poursui
vies en Commission mixte paritaire ont permis au FAR d'obte
nir des resultats satisfaisants sur I' ensemble des points ayant fait 
I' objet des m5gociations, notamment: I' amnistie generale et 
integrale, la liberalisation des partis politiques, la tenue d'un 
Forum national de dialogue. 

Les textes portant amnistie generale ainsi que la Charte des 
partis ont ete promulgues et publies Ie 12 avril 1991 comme 
convenu. 

A ce jour, Ie FAR note avec satisfaction: 
- que les personnes incarcerees a la suite des evenements de 

1985 et du 23 septembre 1986 sont remises en Iiberte au 
benefice de I' amnistie generale ; 

- que' plusieurs partis politiques se sont deja annonces publi
qlleI11~l!~ ~:>u s9.nt en ~ours de formaticm. 

Le Front des associations pour Ie renouveau remercie la 
population togolaise et les forces democratiques tant de l'exte
rieur que de l'interieur pour Ie soutien qu'eUes lui ont apporte et 
sans lequelles resultats obtenus n'auraient pas ete possibles. 

Le Front exprime a nouveau sa compassion it I' egard des 
famill~s des victimes de la repression. 

Le FAR estime que Ie Gouvernement doit a present entrer en 
dialogue avec les partis, les ~ensibilites et les personnalites de 
l'opposition en vue de la mise en place d'un comite pour la pre
paration du Forum national de dialogue. 

En consequence, Ie FAR a decide de se dissoudre avec effet 
a compter de ce jour. 

Fait a Lome, Ie 23 avril 1991 

Pour la Conference du FAR 

Le President 
Yawovi Agboyibo 

Le Secretaire general 
Komi Agah 

Agboyibo Yawovi, Combat pour un Togo dem~~€atique: Une methode politique, 

Karthala, Paris, 1999, pp.192-203. 



STA'T'lJl'S 
ou COl\1rrE D'AC'rION P'OUI{ I ... l~ H.ENOUVEAU (C A I{) . 

----~. 

Article Premier: Il est cree, sous la denomination "Comite d'Actio.n pour le Renouveau" avec con'ime sigle. " CAR". un pani politique regi par la loi du 12 Avril 1991 portalll Chane des panis politiques au Togo et par les dispositions des presents stalUlS, . 

TITRE J : SIl~GE. DUREE. DEVISE 
A rUde 2 Lc siege du rani c~I'fixe a Lon 'l; 
Article 3 Le pani est conslilllc pOllf'Unt' Juree illilllilce ., 
Article 4 Le CAR.3 pour devise : "Vcrih~ • Libcrtc - Justice" 
Article 5 :' L'embleme clu parti est constitue par un solei I levant couleur orange pm\<Jnl en impression Ie sigle "CAR" aureole de la devise. 

TITnE Jl : OUJECTIFS 
Article 6 : Le CAR se fixe comml'·objectifs. ceux definis d:lllli S<I [)t!clur~ltion du 30 A\'ril1991 marquant sa cre'llion, 

11 ~jse ainsi a <ruvrer pour l'cdificalion d'ull Togo libn~, uni; :p<iisH)i/~,! ~:I'o~r)~ie: .tilli f.~~·~i~~i·is;Abi.:! ... :." chaque ciloyen Ie respect de scs libenes et un nivcClll de vie (jeccni. '.. .: .... ., • .._ .... ' '" .... , . I .... . 

Les' aClicns a e~gag.er elles methodes a mettle en Q!uvre pO~~f fl.~t~:il~~!·.~,~.~<~~~).ir:·~:i'il~ ~,":i'l i.l~·fil~i~~a~~ !, •. -j;: Ie programme dll pan!. 
' 

TJTUE III • QllALITE DE MEMHRE 
Article 7 Sont membrc ... tlu CAR : ~ .. :;-> - les r ondatcurs. dont la I i~ll: ~"I anne.xee ~llJ ·11fOl·l:), - n~ rh." d~ '1111:\ '~l'lllhle.: Constitutive 

. Ics pcrsonncs qui y adhcrc!)r JOIn;; Ie, ('(J/ldiliuns rix~t!, .. LlrtH:k 8 
Arlicle 8 PCUI 'H.lhcrcr all CAR 10UI \.·il,'\l'lllOg11lar:-. p,lna~cal\l k~ illl'au), UlIl',l/li. illlll':-'~lllllk 
~6 oroits ,.:iviqucs el n'L.IppHflcnanl a allCUIi all\r~ parti pnlrriqlll'. 

TOUIC demandc d'~dhesi()n ~sl pre)''':r\l~·(: .Il: ilurC'aUlk 1;1 Sl'i..'I;ul} 1I11 j'csitk Ie drlliaocit'ur. 
. 
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Arlicle 8 PCUI 'H.lhcrcr all CAR 10UI \.·il,'\l'lllOg11lar:-. p,lna~cal\l k~ illl'au), UlIl',l/li. illlll':-'~lllllk 
~6 oroits ,.:iviqucs el n'L.IppHflcnanl a allCUIi all\r~ parti pnlrriqlll'. 

TOUIC demandc d'~dhesi()n ~sl pre)''':r\l~·(: .Il: ilurC'aUlk 1;1 Sl'i..'I;ul} 1I11 j'csitk Ie drlliaocit'ur. 
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,-
Elle peut, en cas de n~ccssiIC, c.trc adrc.s~.(;I: .IU siege du p.lnr LI C~lrll' dl: Illelllhn:' n\',1 J,IIIS I..'C L·~i.\ 

delivree que sur uUlorisalioIl du Presidenl ~;Iijorwl du parri 
Article 9 : Les l1Iemb;c~ du CAH '(Jill lI:ilU' til' dillu~l'I k~ iJe'lll.>; du panl l'l d'!l'u\'rt:r :1 son 
implantation . 
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Article 11 

Article 12 

TITHE IV . OlU;ANISATIO:\ DC PAHTI 
L'organisalioll du CAR repose sur deux catcgorie!'l de Slru~IUI'~~ , Ics sliUctures rolitiques ' • les structures administrativcs 

SOUS . TITRE J : LES STRUCTURES POLITIQUES 
Les structures poliliqucs du pani ~e !>ilucnl Uti nivcuu de : • la sect jon 
- la zone 

Ie district 
la federation 

- In region 
la nation 

A - La Section 
Article 13 : La scctipn cst la base de l'orgalli!.;Hion du p.u1i. Elk rCI..·UUWL' cn prin~ipc Ie \'ill~I!!I: " . 

. 
Un village reut ncanmbll1!'1. en raisoTl (k !>on impor1an~c dc5nlllgruphil}Llc lIU de "iii configuration. ~tre decoupe en plusicurs sections. 

Les agglomerations urbain~'s component plusieurs sections. 
Article 14 : Les mcmbres du p<.lni residunt sur Ie tcrritoirc d'unc,section sc rc:unisscnt aLI mains une fois p'ar semestre cn Assemhlce locale sur convocation du sccn:taire de seetinn. 
Article 15 : La seclion eSI dirigec par un bureau compose de neuf {9) Olcmbn's uu moins. dom : un (1 )Secretaire 

un (I) Secretaire adjoint 
:. un (1) Tresorier . 

un (1) Dclegue fl la jl.'UIII.':\SI.' 
un (\) D,~legue aux fl!mmcs 
un (I) Ddcgllc <.lUX notable ... 

- tro;s (~) Conscillcrs 

Les mcmbrcs du bureau )'onl elliS par I'Asscl1Ihlce locale pour LIllI.' durec de deux .InS rl.'nou\'clahlc. 
B - La Zonl' 

Article 16 

Article 17 Lcs ~t:cli,)Jl' ~1!UI.\:!'I Ja,',\ 1I11l' 11l1l~ Sl' I'I..;lIlll\\l'llI aLi IlHlIIlS lIIl,' t'()I~ pal :-.~llll·:-.lll.' l'll 
a~sl.'lllhlcl.'·JI.' 1.0111.' ~1I1' rOIl\ 'h.,llioll dlllt·'p"Il; .. lhk de lUi'll: I.'A"\'lllhl,;,· d"/JlIII' 1'\1 "lllIlil' "'l;\.' P;II' k ... 1I11.:mbn:s dl.'s bureall.\ ~,.k:- \"I:lllIlh, , 

Article It): L'Asscmblc,' ,k /.1 lilt' L:IJ; \.'11\011 :-.l.'inull bllll':lIllk /11Jl~ ~IlIJlPI.I\l' de 1l,'ur',lJ, 1I11·J1lhrl..·~. ilU moill!'l. doni: 
' . lIJl H,c:-,p;lll'abj~ , 

un RCSpOn\ilbk ;IJjll'llI 
un lbppurh:ul' 
un Dclcgul: :\ l:.i jl'lIIh'\\l 
un ( I ) Dck!'u,' allx fl..·IIII1Il" 
lIll ( I ) J)~It:l!lIl' :1\01. n"I:lhk, 

- lroi:-, nJ CI,;l\l'llkr\ 
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c - L~ Di:-.lrirl 
Article 19 LI! dislricl (;nrrcspolld au Icrrilojrc d'ullc cin:oll,aiplinll t."k','lllrJh· k~i:-Iali\'\,:. 
Article 20 Lcs wnes coinpOStHlIlc ... Jislricts ~0nt perludlqutIllellt con\'\.)l}uce:- ~n A.,,\embl~1! par Ie secretaire federal. 

L'Asscmblcl! de district CSI composec l'\lmllll' :.Ul! : 

une delegalion du bureau federal ~oruprl~nanl au mOIll:. h.' secretair!! fed~ral et Ie dcleguc. tlU district 
- lcs clus du district el \curs supplcant~ lcs bun:aux de zones 
- des dclcgues de zones dont Ie nombre cst fixe p.lr k bUl'l'au federal 

L'Assemblee de dislrict eSI pres idee par Ie secrelaire rcdCral. 
Article 21 : Les acliviles des zone .... "form:lrll un districI Sl)J11 1:\)(lrd()llIh.'l'~ par un d~;lcgui.! dll par l'Asscmblec fcd~ralc ViSCl' a \'al1iclc 23. 

D - La Fcdcnlliul1 
Article 22 : Chaquc prcfcdurc ou .\ous-prcfeclurc l'OIl'liIUl' UII.C Fcd~rLlli"ll. ('lillii'll!! Il'nu UI! slln imponunce. lu Commune de LOl1lc COllslituc une federal ion. 

La structure territorial<! de chayuc (cderalion en districts, lonc:-. ct scctlon, l'st arr~l(-c p~r Ie Comit' Direcleur sur proposition ruilc par Ie bureau federal CJl conccnaliun. Ie l',I:; l'l"healll. 1I\"l'l' Ie: Comilc ue prffeclUre, 

Article 23 La Federmiun lienluu Hloin~ lI11C foi~ par SeJ1lCS(fl' llllt' Assl·mhlt."l' h~d~rillc. L·Assclllhl~1.' 
federule cst composec comllle suit: 

Arlit-Ie 24 

Ie bureau f\!dcral 
\CS elus dc la feueration t!1 leurs slIpp\canls Ics bureaux de ZO/lC~ 

- de:. tlclcgllC:. de zone:. JUIl.' Ie nOl1lhn: csl li.xl' par It: bureau fi.!dl'r;d. 
La fcdl"ralion c:-.tdirigcc pal Ull burcau f":Jcl;Jll·(llIlprCnalll au IlIllin" Ie:. IIwlllhr~'~ \.'i·:lpr~':. : un ( ) ) Sccrcraire· fcJcral 

un ll) Sccn~taire Fcd~r<J1 "dlllinl Ull ( I ) Trcsl'ril'f Feueral 
un ( I) Trcsol ier Federal ~1,J,oilll 
h:s Dt:h:gUl;~ .IUX disllxls 
k J)~IJgl,ll; h;J~r;t1 ;1 Ia i\'IIII('~( 
Ie Dl:\Cg'lIc ;,h"d~ral ;IlL\ fCIIJIlIl'S 
Ie D,5h:guc' h!d~ra\ au), llol;lhks 
UI'UX (2) Olilrois 11) Clllh{."i,ller:. 

.' Le bureau federal C!->I elu pOUnlJ1l.' Jur~l" ~k JeLl.\ (2J .1Il:. rClllluvdallk 
Article 25': Lc Dclcgllc feJcrul a lajC\.Jlll·~SC, Ie Dclcgu\.· I cd':,. ... ) aux fClllllle:- l'l k Dl'k.;!lI~ "l'dl',.al iJUX nOl;Jhles onl nOl:Jllllllclll"pour llliSS11I1l J';J~'dslc:r k bll.fI:'llI I'l'dcral dam Si. 1;ldle dl.' 'l·II~lhlli~;llil'lI. d'informulion, et de diffusion des IlIc~s<Jgl':' dll parti . lis elabli~scnl L'l1:1L'U/l. ~IVl'l' Ie l·Olll'llllJ":-. dll hllJ'c",u rcderul ct en cOllccrtalio/l avec In hureau). dc :/.llIh!s el J~ ~cl'lioll\.la lislC JI.''' 11I1.'1I1hre ... Ju parti PllU\";t1l1 lcs aider dans l'uccomplisscllll'lIl JI.' IcUI lllis"i,J1J. Ll'!'I Illl·lIlhrl· ... ri~lIi·aI11 ,ur Ie' di l"fl;rl'llll'" 11!'I11' ... !'-I)/ll pcriodiqut!l1lent rcunis ell ~caJlL'es d·lIJfIlIllJi.liilll cl lk L'oll.'lIlwlil)ll, 
Arlicle 2(' : 
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E • Lil i{cgion 
Article 27 : Les federations composanl\c rani !.Olll rcgrollpl"C"; ~n rcgio/l~. LI.' n:grllup\!l1lcnt c:-I fall par Ie Comite Directeur.· 

. 
Article 28 : Le pani organise periodiquement au niveau de chaquc n·£lon un Con:-l'il r~gionill. Lt: Conseil regional est une inslance.de consultation, d'infon11Ulion et de. ,ensibilisatioll. 
Article 29 Le Conseil regionaJ est compose comme suit: - les delegations des federations de la region, dum \e~ membre;:s des bureaux federaux. - les delegations des Com.ites de prefectures de la region. doni les mcmbres des 

Article 30 

bureaux. 
d~sid~lcgues designes par Ie Comite Directeur - les ehis de la region et leurs suppleants 

F - La Nation 
Les SlrUCturcs politiques nationalcs du CAR ,,)\11 k., :.lIi, allll"': Le Congres 
2 LI! Conscil National 3 Le Comile Directeur 
4 Le Comile Politiqul! 5 Le Bureau Execulif 
6 Lcs Comites de Prefectures 7 La Conference des Sccf(!tuires FcJcrall>' ~ La Conference des depules 
~ LesCommissions SpecialiscS!s 10 La Commission d'arbitrage ct de: discipline. 

J - Le C0I1Wh" 
Article 31 : Lc Congres est l'organe supreme du pani. II pn:IlJ ~l)U\ craillCIlIL'1l1 1(IUll':. k~ J~\."ision' intcressunt 1a vie du rani, notammcnl cclle~ concernant ~e~ stLltlJl~. :-.:i li~l1l' (hlliriqllL' L!I son programme d'uction. 

11 stalUc sur Ie rappon d'activilb. prcse/1le au nO/ll Ju COIl1\I~ \)ircclL'lIr pal k SC(fCLairl' ~alil)Il;t1 du pani. 

II statue cgalcn1l'l1t sur Ie rappon pr~se\Hc au nom tlu C'omih: Din'cll.'ur par i~' Tr6llflcr ~ .. Ii{lnal du parti sur I'ctat des finances du pani. . 
II elil les mcmhn:s Ju Clllllile Dire<."lcur. 

Lc Congrcs u~sigllc Ie <-'<indid ... l du parti .. Ill>. ch:cliuns pll:~Hk /lIlt' I Ie.\ ;1 I' i:-\lIl' lIl' l', 111'11 11;11\1111:'> fai Il':-> 
suivant des modalites uc:linics par Ie Con.1i,~c Direclcur . 
Article 32: Lc: Congrcs 'l' rcunil unc fois tllUS k!'> qllalnJ a/):-. l'll "~ .. ,,illll llrJI\1;.Jirl'. 

II pcut egalcmcnt se n~U1J1r en scs~i(ln l"xlr;.tordinaJrl' '1lI til'ChIO\} Ju ('(lrJlII~ Dill:\.'ll'ur (HI ;1 Ia th:manJe dcs deux tier~ tics fcJcraliolls. 

L'ordrc elu jour dll Congri!:-. \!s\ fixe par k COl1litc Dircl"Icuf. 
Lc Congre ... cst COIl\'uyuc parle Comilc Dlfcl"le:ur au \lIOIIl.' dl:u.\ I ()2 J IlIl)b;1 I',,\· .. n\.·\.'. (\' Lld:!1 pelll 

clre reduil en cc qui concenH" ks sessions cXlruordinairt'~ 
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Article 33 Le Congres cst compose commc suit: 
- les membrcs du Comite Dircclcur 
- les Secretaircs Fedcraux 
- lcs deputes du CAR ' 

les maires et les president~ de conseil~, chis tlll CAR 
- les delegues des federations 

les dclegues des Comites de prefectures 
- les delegues de la jeunessc.> 

les delegues des femmes 
- les delegues des notables 

les deJegues des personnes handicapees 
les delegues designes par Ie Comilc D}recteur, 

Le nombre des membres des djver~c~ dClt~gations ;;tinsi qu~ Jc~ crit(>rc\ de compo"il i(1O de ccs delegations sont fixes par Ie Comile Dircctcur. 

Article 34: Lcs tr::lvaux du Cl>ngrc~ sont dirigcs par lIll hureau compo"c ClHlIllll" SUII : 

un ( I J Presidenl : Ie Pn! .. itlent Nati(lllal dll p.lrti 
un (I) Vice - President: un dl.!s Vice - PrCsllknh :"atl"I1;III\ dall~ 1'1'ldl\: un ( I) Rappurteur General . 

- un (I) Rapporteur Genera'l Adjoint 
- trois (3) Assesscurs. 

Le RapporteurGencral. Ie R~pportellrGen~r~11 adjoint ctles tlOi~ asse~scllr~ sont clu,~ par Ie Cnngri:~ parmi -les participants autres que Ir:s membres du Comitc Dircclcur. I.'election sc fuit sou!'> la pr~siden<.'c du doyen des delcgues, a~'si~te du plus ,icuClr tles dclcgllcs. 

Lors du renouvellement du Comitc DireClf'Uf, il est mis en pla~:~ un bureau ad hoc compose CUI1lIllt: suit: un (1) President, deux (2) Vicc-Pr6id('nls, deux (2) Scrutatcurs. Les cinq mcmbrl>~ au hure~lI ad hoc soot choisis par Ie c::ongrcs en d('hor!> des membrcs tlll Comitc Dircctcur sonant. L\~I~ction se fait sous la presidence du doyen dc~ delcgues. assiste du plus jeune des tleleglll'S. 

Article 35: Le Congrcs ouvre valahlcllicnl seo,travallX "j Ie' deux tiers :1lI1ll0i1lS dl.: ~l.'~ IJIl.·lllhrl.·~ ,pnl prescnls. 
' 

II nc peut dclihcrcr que si la rnoilil' all 111011" de~ I1lcl1lhr~~ rarJil'iralll~ 'lIllt prl'~l'IlI' 
II prend ses tlCcis;ons SUiVilll1 dc, Jl1:,cJal:lc!' definil" ';', J"II'Iil:k H2, 

Artit'll! 36: Lc CIlIl";CiJ N~III(lnal 01 ,'",~,,\I:l~' lklihL'r;lld ..Ill pilrll h.lhJlill'Clll.l' d'lIr~\'I'\"'l' ,11'1l'ndrl' toules les tl6.:isions rclc\an', de I" l:lll1llh;lellcc lIu C'l1nt!lc,;. ;1 I'nccptillll dl' ldk, .:, 'Ih.'l' 1 1I;t1l1 1.1 Illotlification des statuts nu fa di!> ... olull'!n dll pani. 

Lc Conseil National desigllc le~ L"IIHIIJ:~I~ dll p~lrti .IUX elL'l.'IIIH1S It'!!islali\es gI.!1101~lk",. ct ;lUX elections locales generales lll'issuc de cIJn"Il!:;.Jlions faite ... suival1l dc" l1lotialites definie' pal It' CPll1itl: Direc(cur. 

Artidt.' 37 I.e COllseil Naliol",1 L'SI ':"Il,f'>"'C: l.'Ol11llll" 'lIll . 
- Jcs Jllell1hrl'~ till C()I'lIl'~ Din.'clcur 

Ics s~crcl;Tires fcucr<Jm 
un dclcgLl'~ par rcdCr.,llillll 
les tlepulc~ du CAR 
les maircs cl k .. prb-,tk,ll', tiL' 1'1l1l,cil.... dll" till (,,\1{ 
deux (2) dcll'gUl:~ dl'.l;. 11'1I:1C'\C 
deux (2) uclrgucs dc, f'L'IIli11C:-' 
deux (2) dClcgucs dc, nnlahlcs 
deux (2) dclcgllcs dc, rn~i)nllt:s handic:lpce:-
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Article 33 Le Congres cst compose commc suit: 
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Article 38 Le CCln:-.cil National sc r~unil cl delih':rL' c"I1!'\lrnh~llll:l\t ;lUX arli~k, :'5 L't S I. 3 - Lt' COli/iter J)irech'/I" Article 39: Le Comite DireCleur dirige Ie parti .et pr~nd IO~ltC~ les oecisiom ,!~\.·c~sairl!~ ~I la 

realisation de ses objectifs en tenant compte des om'nlatJ0nS dcfimes par Ie Cnnpre" CI Ie Conscil I 
National. 

Le Comite Direct~ur arrete Ie rapport d'aclivitb- CI k~ projcts dc modilicalllln des staluts a 

soumetlre au Congres. ! 

I 
II arrete egalemenlle rapport sur "elat des finances du rani h presenter par It' Trl· ... orier National all 

Conseil National. 

.. 
11 etablit Ie projet d'ordre du jour des assises du Congrcs Cl du Conscil National. 

Article 40: Le COmile Directeur est compose comme suit: - les Membres ilu.r : ' • Ie President National du pani • quatre (4) Vice - Presidents Nationaux l J cr. 2e, 3c, .. k I 
• quatre (4) Secretaires Nationaux (Ier. 2e, :'c.·k ) • un (1) Trcsoricr National • un (I) Tn~sorier National :'IJjt\int • vingt .. six (26) autrcs memhres clu ... - Jes MembreJ de droit: • les Presidents de Comites de prefectures • Ie Secrelaire Fcdc!ral de la Commune dc LOllle • les Membres du bureau de la Conference des depute:.. till CAR 

• les Membres du bureau de l'Asscmhlcc Nationalc issus du CAR 
• les Mcmbres des bureaux des Commissions Puriclllcnlain:!'. rCrmalll'ntl'~ 

iswsdu CAR 
Article 41 : Les Membres du Comitc Directcur autres que Ie!'. Mcmhrcs dc droit snnt ~llIs p\)ur line 

duree de quatre (4) ans renouvelable une fois de suite pour Ie President National. CI dClI.,·foi!'l de suitl' 

pour Jes aulres membres, 
. 

, . 

L'clection sc fail au scrutin uninominal a I" majnritc ahsnlul' au prcmier IOUL rclat i\ l' au Sl'(ond. l't 

suivanl les modalitcs ci - aprcs : 

'. 
(';; 
l

- tout mcmbre du parti dcsircux d'occupcr un de:. posies till C()Jllil~ D,I\.'\.·\(.'lI!' :.IlJlI'\.'ljllC 

celui de President de comitc de prefecture Oll de sccrctuirc fedcral de I" Commune dc 

Lome declare sa candidature au moins deux (~) hcurcs .Ivanl I'ouvcrture dc 1.1 scarH':C 

du Congrcs COnSClCrCe .IU renouvellcmcnl. II pcut eIre c:mJid~lt ;1 lin dcs posies du 

Bureau Execulif et a un des vingl-six alltrc!-. pn"le!'. cleClifs !iu ('omit,,: ()1f\~"·ICllr. 
les dcdarations de candidatures sonl failc~ all Sl'l'rl'laire ~all\\nal till p:lrI i ~Jtli c\;\hlil 

III liSle dcs candidats posle rar poste. e ;_ Ie VOle sc ucroulc en deux pha~es : la pn:llli~:n: pnllr k~ PI\:-IL';-' dll 1)111\· .... ' L·;',:~·lltir. 

la .deuxicme pour It:s "ingt - six aut res pnstl'" t:kClifs dll ('elmit .. ; Din' .. ·Il'lIr - lcs VOlants marqucnl leur choix entre Ics di\'(:r~ GI!,diJats ;1 dlalJlIl' pn"ll' - la rcparti~ioil ues voix cst cwhlie par Ie C'llllllll' Din.:ct • .;ur - Ics operalions de VOle sonl dirigccs pur Ull hurl':11I au Iml' Il" ljlll: pn':'ql ,I 1"lrtll,:iI ... ~-L 

Article 42: Lc President Nation,,1 uu pani pr6idc Ics \)IG!;JIlI.' ... nallOllaux I t\llIl-!r,,':'o. CIlJl~I.'J1 

National, Comitc Directeur. Comite Politique. Bureau ExcculiL ( \Inference de~ Prl;"idl'llb dl' ("I\mill" 

de prefectures, Conference des sccrclaires fedcr;lux, Conrcren .. :l' dl':o. (h~Pllll;" 1 II ctablille projet d'onJrc t.Iujnur de ccs different:-. orgalll" ill'l.'xCl.'ptilll\ Ill' \.·l'Iui .It- ... 11·11111011' .III 

Cnngrcs ct du Conseil N:lIional. 
Lt: President National du parti dirigc ct cOlltri\1c ractiol1 dl'\ hUI\:;IlI" fClll'r;IlI.\. 
II representc Ie pani (Jans 1:1 vic civile 

. 
II cst I'ordonnalcur des <.Icp,.~nses du parti. Lcs Vice-Presidents N:1lionaux <Jssistent Ie PrcsiJl~rll National l'l k n:mplaCl'IH \.'11 c" .. d'l'llll'l·L1!f.32 

ment d:1ns I'ordre, Jls peuvctll rccc\'oir delegation dc pouvoir du Pn~~idcl1l f\:a(illl1al. (, 

I 

I 

I 

I 
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'. \ 
t;. \ 
..:> 

Article 38 Le CCln:-.cil National sc r~unil cl delih':rL' c"I1!'\lrnh~llll:l\t ;lUX arli~k, :'5 L't S I. 3 - Lt' COli/iter J)irech'/I" Article 39: Le Comite DireCleur dirige Ie parti .et pr~nd IO~ltC~ les oecisiom ,!~\.·c~sairl!~ ~I la 

realisation de ses objectifs en tenant compte des om'nlatJ0nS dcfimes par Ie Cnnpre" CI Ie Conscil I 
National. 

Le Comite Direct~ur arrete Ie rapport d'aclivitb- CI k~ projcts dc modilicalllln des staluts a 

soumetlre au Congres. ! 

I 
II arrete egalemenlle rapport sur "elat des finances du rani h presenter par It' Trl· ... orier National all 

Conseil National. 

.. 
11 etablit Ie projet d'ordre du jour des assises du Congrcs Cl du Conscil National. 

Article 40: Le COmile Directeur est compose comme suit: - les Membres ilu.r : ' • Ie President National du pani • quatre (4) Vice - Presidents Nationaux l J cr. 2e, 3c, .. k I 
• quatre (4) Secretaires Nationaux (Ier. 2e, :'c.·k ) • un (1) Trcsoricr National • un (I) Tn~sorier National :'IJjt\int • vingt .. six (26) autrcs memhres clu ... - Jes MembreJ de droit: • les Presidents de Comites de prefectures • Ie Secrelaire Fcdc!ral de la Commune dc LOllle • les Membres du bureau de la Conference des depute:.. till CAR 

• les Membres du bureau de l'Asscmhlcc Nationalc issus du CAR 
• les Mcmbres des bureaux des Commissions Puriclllcnlain:!'. rCrmalll'ntl'~ 

iswsdu CAR 
Article 41 : Les Membres du Comitc Directcur autres que Ie!'. Mcmhrcs dc droit snnt ~llIs p\)ur line 

duree de quatre (4) ans renouvelable une fois de suite pour Ie President National. CI dClI.,·foi!'l de suitl' 

pour Jes aulres membres, 
. 

, . 

L'clection sc fail au scrutin uninominal a I" majnritc ahsnlul' au prcmier IOUL rclat i\ l' au Sl'(ond. l't 

suivanl les modalitcs ci - aprcs : 

'. 
(';; 
l

- tout mcmbre du parti dcsircux d'occupcr un de:. posies till C()Jllil~ D,I\.'\.·\(.'lI!' :.IlJlI'\.'ljllC 

celui de President de comitc de prefecture Oll de sccrctuirc fedcral de I" Commune dc 

Lome declare sa candidature au moins deux (~) hcurcs .Ivanl I'ouvcrture dc 1.1 scarH':C 

du Congrcs COnSClCrCe .IU renouvellcmcnl. II pcut eIre c:mJid~lt ;1 lin dcs posies du 

Bureau Execulif et a un des vingl-six alltrc!-. pn"le!'. cleClifs !iu ('omit,,: ()1f\~"·ICllr. 
les dcdarations de candidatures sonl failc~ all Sl'l'rl'laire ~all\\nal till p:lrI i ~Jtli c\;\hlil 

III liSle dcs candidats posle rar poste. e ;_ Ie VOle sc ucroulc en deux pha~es : la pn:llli~:n: pnllr k~ PI\:-IL';-' dll 1)111\· .... ' L·;',:~·lltir. 

la .deuxicme pour It:s "ingt - six aut res pnstl'" t:kClifs dll ('elmit .. ; Din' .. ·Il'lIr - lcs VOlants marqucnl leur choix entre Ics di\'(:r~ GI!,diJats ;1 dlalJlIl' pn"ll' - la rcparti~ioil ues voix cst cwhlie par Ie C'llllllll' Din.:ct • .;ur - Ics operalions de VOle sonl dirigccs pur Ull hurl':11I au Iml' Il" ljlll: pn':'ql ,I 1"lrtll,:iI ... ~-L 

Article 42: Lc President Nation,,1 uu pani pr6idc Ics \)IG!;JIlI.' ... nallOllaux I t\llIl-!r,,':'o. CIlJl~I.'J1 

National, Comitc Directeur. Comite Politique. Bureau ExcculiL ( \Inference de~ Prl;"idl'llb dl' ("I\mill" 

de prefectures, Conference des sccrclaires fedcr;lux, Conrcren .. :l' dl':o. (h~Pllll;" 1 II ctablille projet d'onJrc t.Iujnur de ccs different:-. orgalll" ill'l.'xCl.'ptilll\ Ill' \.·l'Iui .It- ... 11·11111011' .III 

Cnngrcs ct du Conseil N:lIional. 
Lt: President National du parti dirigc ct cOlltri\1c ractiol1 dl'\ hUI\:;IlI" fClll'r;IlI.\. 
II representc Ie pani (Jans 1:1 vic civile 

. 
II cst I'ordonnalcur des <.Icp,.~nses du parti. Lcs Vice-Presidents N:1lionaux <Jssistent Ie PrcsiJl~rll National l'l k n:mplaCl'IH \.'11 c" .. d'l'llll'l·L1!f.32 

ment d:1ns I'ordre, Jls peuvctll rccc\'oir delegation dc pouvoir du Pn~~idcl1l f\:a(illl1al. (, 

I 

I 

I 

I 



Arlicle 43 : Le pz:cmicrSccrctairc l"al i{lllal drcs~c· k~ prm:~~-\'\.'rhall:\ dl:~ r~llllhm' Jl" \ ll"~;tnl'~ _ 
nalionaux. II present~ au nom du Comitc Directcur Ie rapport d',:lcli\'iICs all (\1Ilgr~~, '11 est aide dans ses fonclions par Ics detlxlcmc. t.roisicm(' c~ 4uulricmc Sccrt.'lalr~ ... ~,.tlllll;Hlx,yui It: 
remplacent dans I'ordre en cas d'cmpcchemcnt. 
Article 44: Le Tn!sorier National gerc It'~ re!-SOllrcc~ du parti. 

II'est aide dans sa tache par Ie Tr60rier Nlitional Adjoint. 
Article 45 Le President National du parll, apres <\vi!> du Comitc Dircclcur. dCleguc Ie!'> fonctions de 
Presidents des Conunissions Nationales Specialisecs a des personnes choisie .. au ~ein du Comjh~ 
Directeur. 

Les Delegucs nationaux assurenl leurs fnnctinn,;; spus la ~lIpcrvisinll <ill President i'alional du parti, ~ul ne peul eIre President dc plu-; <it' lklJ>" 1'21 COInmis:.ions Nalionak!'> Sp15cialisc6, 

Article 46 : Le Comile Politiqu(' CSI I ,'rt!~nl' J'cxamcll prclill1inain: Jl" 4,Ul'QI\'''' pplili4uCS ';liI' 

lcsquelles Ie Comitc Direcleur cst ilppt~h: :l -;1,' pn,lI1c,nccr, . 
En cas d'urgencc. ou de circonstancl'~ t'\~<.'plionnl!llc~,' Ie C()l11it~ l'ol!llljUl' PI\'lld k~ lh.'l·i .. i"lh 

relevant de la competence du Comilc ))irl''':ll'lIL 
Article 47 Le Comitc Polilique t.'~1 comp";-'l' ('lIlllllll' ... uil : 

Le President National - ,Les quatrc (4) Vit-e-Prc~idl'nts Nationaux - Les qualre (4) Sccrclaire~ !'-Iationaux Le Tresorier Natiol1&l1 ct son adjoint - Les mcmbrcs charges dco; fonctions JI! d~lcgu6 nalion:lllx. pr~sldelll;-. dl'~ 
Commissions Nationalr.:; Spccialiscc~ - Deux (2) a cinq (5) mcmhrc~ dl~si[!ncs en son ,~ill par Ie CPlllih,' DirCl'Il'1II !\Ul' 
propositi~)n du Prc .. idcnt National. 

_5 . ,." nUl"c'tlll 1:',rl;C/lfU 
Article 48 : Le Burcuu Exccutif plcnd Il'~' llll"Urc:. nc~c~sail'l~!\ i.J.I\:xl5l'llli~l/l d~ ... IL'l',.;illll' du 
Congrcs. du Conseil N • .IIional. du C<'lliill: 'Pll't'lwur cl tlu Cornill: Pn\iliqlll', Article 49: Lc Bureau ExCt,:ulif l:olllpn:lld k .. 1ll(,lllhI'C~ du (-nIHil": Dircl"ll'lII' l'i, ;11'1\< 

- Lc PrCSi~l'nl Nalion;l; 
Lc!> qualitl' ,(4) Vi~~ PH:' ;'II.!II' ,'-atHIII,ttI\ Lcs qU<.tlrd4) SCCII:laill', :--:ali(lllall.', Le Trcs(lri~r Nalioll;lIl't ,on adjoinl 

Lcs Dclcgucs Natinnaux COI1(t:rnc", It' ,;i l:l h~anl. pal 1\.: .. li'~~lIn.,·:, d\'\~l'1I\IP!l ;\ I'I'I:ndl'l' ~(l1l1 
ussocics <.lUX reunions du Burc<.tll r::x":< IIl1!'. 

(). L(, (('/!III,;, dt' pnIt'(,fuI','\ 
Articles 50: 11 el\t cree uu nivcau 11~IlI:m.Jl: !';tf prUCClll1'l:, lin l."llllilt5 I'cgwlIpall\ ks IIlL'lllhl'c, dtl parll 

qu i. tout en militant dans les prCf Cl'turc" I)i I " ... rli~ldl'lll. ~I)tll d i 'III h('" il wu\'n.:r P\IUl' I ill'l'IIllI' 'lll1n dll 1';1111 

dan!',> leur prefecture d'nl'igin~ ou d'adtl!,lil)" 

Arlicle 43 : Le pz:cmicrSccrctairc l"al i{lllal drcs~c· k~ prm:~~-\'\.'rhall:\ dl:~ r~llllhm' Jl" \ ll"~;tnl'~ _ 
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remplacent dans I'ordre en cas d'cmpcchemcnt. 
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(). L(, (('/!III,;, dt' pnIt'(,fuI','\ 
Articles 50: 11 el\t cree uu nivcau 11~IlI:m.Jl: !';tf prUCClll1'l:, lin l."llllilt5 I'cgwlIpall\ ks IIlL'lllhl'c, dtl parll 

qu i. tout en militant dans les prCf Cl'turc" I)i I " ... rli~ldl'lll. ~I)tll d i 'III h('" il wu\'n.:r P\IUl' I ill'l'IIllI' 'lll1n dll 1';1111 

dan!',> leur prefecture d'nl'igin~ ou d'adtl!,lil)" 



Article 51 : Les Comites de prCreclur~, cli~l'nt (hacull l'll 'llll ~l'11l lIll hlll'l';IlI cI1lllprCI1:11lt al\ I1h)lI1, : 

un (1) President 
- un (1) Vice-President 

un (1) Rapporteur 
un (1) Rappol1eur-adjoint 
un (1) Tresorier 

- un (1) Tresorier - adjoint 
- un (I) Dclegue a la jeunesse 
- un (1) Deiegue aux femmes 

trois (3) Conseillers 

Articles 52: Le President National du parti convoque perioc..liqul!nienl k~ Cr·mit6 ~e pl~fl:clUres en 
conference en vue de les infonner cl de recueillir leur avis stir des quc\tioll' tOllchant la vic du parti, 

La Conference des Comites dt' prefcctures eSI Cl)l1lrOSec l'OJllllh: ,UII . 

Les presidents des Comites de prefectures 
- Trois (3) delcgues rar Comill; de prefeclure. 

La Conference des Cornit6 de prclcl"tllres designe en :-.on :-.cin IIIl ( II Vicc-J>n:,iJl·\l1. lin ( I) Rap
porteur, et un (1) Rapporteur Adjoint en \,Ut' u·'lssiSler Ie Pn~si(klll l'aliollal dan:, 1.1 l'lHllluitc des 
reunions, 

Article 53 Le President National dll pani pcut. apres consultation du Comitc Dirccll'ULl.·l)JlVoqllcr 
en conference les secrctaires tics differentcs federations en VlIe de Ics informer el de rel'lIeillir leur <J\'is 
sur des questions touchant la Vil' du parti, . 

La . Conference des Sc~rctaire .. Pl'(h'rall' dl·:-.igrll' I.'n son sem un II, Vil.·c-Prl· ... idl.'JlI. 1111 I J 1 

Rupportcur et un (I) Rapporteur Adjoinl en '·Ut' d·a":-.i~ll'r k Prl',iJl'lll Nalill\l~tI dalh 1;1 "'Ihluitl' de, 
reunions. 

Articll! 54 : Le President National du pari I r~unil pcrinoiqul'l1ll.'l1l Cll conl"0rl'nn' Il', elu .. till pani a 
J'Asscmblcc Nationalc en vue ell' les infnmi~r cl de rl'l"lIl'illir klll' ;,,::i .. ,111 k, qlll· ... lilln .. IIl1ichanl 
lu vic du parli et de la nation. 

La Conference des ucputl'S de,ignt.: ~n ,on sl.'in un I J, Vll'l··PIL"Ilk'nl. lin III J{OIPI','III.·ul \:'1 lin cl ' 
Rapporleur Adjoint en vue d· ... s-.i ... ler It- P,0'Ii.h~nl ~i1linn;tI d;II1' la cnnduill' d~'~ ,cllnillll". 

Article 55: La Confcrem:c examine Ie .. qlll~"I()II!OO 1.'1 iL' ... Il'Xll', ill,crih ;'1 I'onll\.· dll lour Ik I !\""l'1l1hll'l' 
NUliollalc en concertationa\'cc: Ie ... COllll11is>;i,lIh ~alic)\l;tll'" SPL:l'i:tli,l;l" clllh·\.'llll:l·" 

Lc ... posilions adOplel'S p.n I:. rl-lInl(ll: l1il\1t' ,-,1111 "'lillll'l" ;,11.( '11111111' 1 il:l'lll'll' ·:11 ,III (·'11111'(" 

Polilique en cas d'urgcnce, 
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9' - Le,r; CommisJioll.'· Naliolltl/e.\ Sl't:("ia/i.<;ct'J 

Article 56: II est cree en vue d'aidcr Ie Comite Directcur dans l'al:cnlllrli~:-Cl1ll'nl de la ;llI~,il)n qui 
lui est assignee dix - huh (18.) Commissions Nationalcs Spccialist~c!\ : 

- La Commission de la jeunesse 
- La Commission des femmes 
- La Commission des notables 
- La Commission des personnes handicapecs 
- La Commission de !'information 

La Commission des institutions. des droils de J'homrne, et de I'ussistunce juridique 
La Commission des relations exterieures et intl.!rnational('~ 
La Commission des relations inlerieui·es. 
La Commission des affaires sociales . 
La Commission sante et population . 
La Commission de I'education et de la formalinn profc-;sinnn~lk . 
La Commission des affaires culture lies 

- La Commission des affaires corponllivcs 'CI sylldii:alc~ 
- La Commission du ucveloppement ruwl 
- La Commission de l'cconomic 
- La Commi~sion de I'environnemenl 
- La Commission d'organisation 
- La Commission des finances du parti 

Article 57 : Chaque ComlTiission Nationale Spccialis6: est diri!!cc par lIl1 hllr~;'lI p'l':-iJ~ par lin 
Dclegue National dcsignc conforrncment a I'anicle 45. 

Le Delegue National est assiste dans ses fonctions par un Delegll~ National AJjnint lk:si)!nr par It: 
President National du paJ7t'i sur proposition du Dclegllc National. 

Le Delegue National etablit la lisle des autres mcmbres de la Commission Nationalc Spl!ciulis6: 
par voie de consulta,tions faites au seindes militants du parti dans des condilions fixers par It: COmile 
Directcur et aprcs avis du Comit~ Polilique, . 

Chaque" Commission Nationale SpcciaJisce cHt les membrcs de'son bureau L1l1trcs qUI: Ie Dl!lcgue 
National - Pr~sident, el Ie DcJegue National Adjoint - Vice-Prc-;idcnt. 

La "liste des membres dubureau el des Ilutre!'. memhrcs de la Commission r-:atiun:1I1' Sp~~iali!'.cl..' I..'~t 
arretee par decision du Comite Directeur.· . 

Article 58: Les modaJitcs de fonctionncme.nl dcs Commissillll!o Nut ionaks Spl'cial i"'l'L" ... , lilt 1", :\Cl" 
par Ie Comile Directeur. . 

Article 59: Les Commission ... N:.llionalcs Spccialisecs accllmpll',:-t.:nt kur~ tf,c1H::-l'll .... "~pll~ ant 'our k, 
hureaux des fcdcrutions, dc!\ lones, dcs "ccli~,"s et de ... CIIlllite" dl' prl;fl'I.'Wrl". 1\1 II alllllll' lit 'our 11." 
pcrsonnc:o; chargees dcsdiles taches dans rcs bureaux. . 

Article 60: Lc Comjtc Direcleur peUl en ca~ de besoin mcllrc en placc dl's l·tllllllli!\sinn., all hll( pmll 
des missions d'investigalion Oll aUlrc!'. tflches ponctucllcs. " 

J 0 - LlI CO/llI1l;.\·SiOIl tit' disci", illt' el til' ri.'glt'/I/('1I1 dl'.\ I·t/II/lil.\ 

Article 61 : II eSI cree au !'.cin dll pani lInl.' Commission lk di ... cipllllc ~t d\.' Il't:kl1ll'1l1 ,k'.I."'llrtih. 

La Commission cst compell'nlc pour c0nnailrc des man411el1h:nh a la dl~l·,pllnL'. 

[lie regie Ic~connits qui pllurraicnt sl.Irgir soil cntrl'les urgalh"" till part!. :'>lIit l'nl,,: I"lllll' dl" lI\'la'lL'l'~ 
et un membrc. 

Ell.: rcgll' cgall..'m.:nl k:-l:llnnl1~ 1:11111: 11 II.: 11 Ihrt::-- du pani ;lIll',,,, 'II, ,', ,',,111"/11' "'Illlh- 11.11'.11 " ,I .1t"ll·, Il'l 
!'image ou la flonne marc-he cI~, rani. . 

Article 62: La composition de 1<1 Comml"'loll cst fixer ll;.l1" CII;ILjl1l' (;1' poll k ('1111111t I)lrl'l"1VUI ,Ill 
proposition du Comilc PolitiqllC. 

La decision fixant la compnsilil1n de la C(lmmissioll prcci"L' Il:~ n()Jl1" (\11 1)ll'~ltkllt"1 dll IbJllhlr1CI.I' 
de Ii.! Commission. .""', 9 335 
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Article 63: En mi.l·til:~\! ~isciplinaire. lursqu~ la Commi~.sil)Jl ~.~III!'.\;,ll\.' ,l\ l! I: k:-. fail:. MH.H ~l;lhli> dk -

peut, scion leur grClvilc, prcnJrc runc ou I'autrc des san~lll)n:o. l'I-aprc:o. ~l I c:nnmtrl' Jc I auteur. 
• I'avertissemenl 

Ie bUime' . 

. 

_ In suspension d~'lrois a douze moi~ enlIainant la demission dl!~ churgc.::o. il~sumees au scln 
du parti 
l'exclusion 

Les decisions de la Corrunission sont suscepliblcs d'uppcl dcvanl Ie Comile Dirc..:lcur. Les decisions de suspension au d'exc1usion devenue~ definilives peuvcnl eire rc:ndues puhJiques et 

communiquees aux federations el aux comites de prefectures par Ie Comile Directeur. . 
Article 64 : Lorsqu'elle est saisie en matiere de reglement de connil, Ia Commission doit lout mClln~ 

en reuvre pour amener les parties a une solution ami4l,blc. A ddaut de solution amiable, elk lransmet 

Ie dossier accompagne de son rapport au Comite Direcleur qui statue. SOUS - TITRE 2 : LES STRUCTURES ADMINISTl~:\TIVES . Article 65 . Lcs !'>lructurcs administrtlli\'c~ du parti :0.01\1 (hail;'~~~ : 
- d'assurcr I'exccution administrative 1.1.::0. dl5("'I"j,)\), .:1 lil'''' Ilw,ur\.':- i.l'applh.'alil'll 

priscs par Ie parti • de s'occuper de loutes les question:. d'mdrc matl!ric1':1 flll~llIdcr r· 11 . "., 
l'implanlatiol1, au fonclion~cmcnt el aux ;H:ti\'il~:-. dll partiE \~' ."., '· .. ·IJ/ ",. :'\ 

. i:> '(', 

Elles se situent a troi!> niveaux : 
:.~ C A to \' ~ i 

• la Federation 
-: 

n ) ~ \ 

• la Region 
I ~ ~Le PJCtllli..:nl ~; 

• la Nation 
\u 

c:: I \. . • I 
A • La Federation 

' .~~:",; ._ ,u~O / 
Article 66: II est crec au chef -lieu de chaquc pr~kclur~ nu snu:-, - prc:fc':lUlc lin sc~rctarial administralif 

federal. 

. Le secn!tariat administratif federal est di.rigc par un ~c~rctain: administratif feder;\1 'h)JlJm~ par k 

President National du parti aprcs avis du sccrctaire fcdcml. 
. 

Le secreluire administralif federal est place sous l'aul0rilc du sccn!lairc I~dcr.tl. Article 67: Le secretariat administwlif {edcral tls:-.urc I·CXCl.'Ulioll adlllinj~lrall\'': I.k~ lk~i:o.illlb l't dl..':-' 

.mesures d'application prises par Ie parti. ct s'occupe de tnlltl.!S Ies 4U~"'IHII1~ d'"rdll' rnal~f1d l'1 

financier !ices a I'implamalion, uu fonctionl1~lllcnt l'1 au).. '.I(':li\'it~, du pani Jail ... LiIC3tkJ,llillll. dall'" k,· 

districts, dans Ics wncs·ct dans i~s sections. 
. LI! sccrctairc administJ':JIIt' federal prcPJll' k rapp,)J'\ :o.cl\Il.'~ll'Id \'is~ :1 LII\!l'k 2(). 

• 

' t 

Article 68: Les districls, Ic!'. Lones ct k~ !'>c-:lioll!'> IIC PCUVCIlI ':11'1.' Jotc!'> Je ,lrIll'lure:-- adlllilll:-.lrali\'~:o. 

que sur autorisation du Comilc Dirc:lcur upri:s avi\ du bUIC;llI r~dcr:.ll. 
Il - L~ Region Article 69 : II cst cree. pour ch.14UL.' regiolJ. un PI)SIL.' Ul' lklegllc ;Iumini:-'ll'alif n.'giullal. . Lc c..lcieguc adlllinislratifrcgJOnal cst JlOIlHTlC par Ie PrCSJlk'1I1 !\alit-lllal till p:11'I1 ;'1)I'\,:, ;I\'i:,> dll ('omill' 

Dlrcclcur. 

Article 70 : Lc deil!gut! admilll:o.lr;.ttil J'~gIlJlwl (·oon.Jllnnl' 1\:.\1.;1..\11(01) .. dllllfll'lr:lli\l..· ,k, lkl.·I:--IIIIl:-

.uu rani tlU niVC:'IU dcs f'cueralions. des dislrich. tks Lon.:" el lk .. ","·"·Iillll:o. fek\ .1111 dl' ,''" 1\· ... "llJ'l. 
11 Jrcs:-.c cha4uc Irillll.!Slrl' un rapporl :-.ur \'clal JlI parli Jall:-. la rcginll. 
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Article 71 

-- c . L~I Nation 
Lcs struclure~ udnuni!)trulivc.!S nallon"k~ du pani :,onl : 1 -Le Co mite Administratif National 2 - Le Secretarial Administratif National 

I - Le COlllile Admillislrtlllj Nar;(J/IC~1 Article 72 : li est cree un Comile Administratif National ayant pour mis~jon de superviser la gestion 
administrative, materielle, comptable et financiere du parli. 

. . ' 
Le Cor.nite Administratif National prcnd les initHltives dcvant perml'ltrc au parlJ de dlsposcr de 

ressources necessaires it In couvenure des charges liees a son fonctionnement et a s~s:· . 
/. ,.,(\ pO U{ '0 ", 

Article 73 : Le Conute Ad~nis~r~tif National eM compo~e commc suit: ,.. .. ,-i-., ~,!;\. Ie Bur~au Exccuul 
/ b( CAR i'\ 

- Ie Delegue National it I'organi!>ation 
:;:'. . ;; " i 

Ie Dr! lcgue National aux fin;.IOccs 
\ ~ L t P'41~JjIi1n( ~. 1 

Ie Secrctaire Administratif National. 'v. J '. '",--, .:; . ,', (t. \\.."\C: .. ' .. ·'1e..4 
_ • Article 74: Lc pani csl dUlt! d'un sl:crctarial admini:.lli1lif n~ltlllnal .:bo.llgl' J'a:o,~ur('r sa gcslil)n 

administrative materielle, comptable Cl financiere. 
Le Secretariat Administralif National est dirige par UII Sc.:cr~tairc AJmini,lrOllit' Nallonal J1l)llll1ll; 

par Ie Comite Administratif National. 

. Le fonctionnement du Secretarial Administratif National I!:.I ~upcn ISC par It: Pr\!llIicr Scnelairc Nalioll~1I 
~ous l'autorite du President National du parti. 
Article 75 : Le Cormte Dirl.!cleur detcnnine par un reglellll!nt administratif Ie iOl1ctil)nnclllcnt Ju 
secretariat administratif national. des postel; de delegllcs administri.llifs r.!gillnaux et J\!S secretariats 
administratifs federaux. 

TITRE V : LES HESS(}Ul{CES OLJ PAl{TI " 
r . Article 76: Les ressour(;cs uu parti provicnllem dc!'. Jrllil!'t u·auhesil)ll. d~~ l:lIlisallOn!\. Je:, .~l)l1~(np· 

lions, des dons CI legs, de la subvenlion prevue par 1'.lIlidl· IH Jl' )~I Ch<.1rtl.' Jl':' p~lni)o p<llililllJ~'~ ain'l 

que des produils dcs activites du partJ. 
Lc monl'lIll dl.!s c()ti!\alio,n~' t.:l u~!\ ~IHI:'l'npli()/ls csl fixe.:' pal' It- Comitl; nlll.'dl.'lll, Article 77 : Le Comilc Dirl!t.:teul' nl,llllIll' ~ha4uc '1fl/1I.~1,.' "llJ' PIl)PI)~itl(lIl dll PJ'L"llklll :\;1111111;11. lIlI 

Commissairc aux complcs. cn VlJ(: dl' '.'I!riIH.:r 1~1 rcgubrill' Jl'~ ~nlJ!ptl" :1Il1l1l1.·'" ,Iii pan:, Le Commissaire aux ~OJllPle~ c~1 ('/'11)1'.1 au scin dc .... Illdllanl~ till p;II·II. ~II rabllJl dl' .... l·~ "1)Jllpl.!ll,.'llI.:l'~ 
Cl de son honorabilill!; 

Article 78: Lc Comill! Dirtclt'Ur dl:ll.'nnllh! par ulIl'i:t!kJnl!1ll11I1all~icr It:' 1lI1Id;l!ill" J.: gl'sli\)J1 dl,.':
rcssources du pani. 

TITIU~E VI : D.lSCIPLJNE Dl; J>AHTI Article 79 : Les mcmbrcs du panl SOIlI 1l!IlW, de sc COnfOrillCI aliX dl.! .. ·i~llIlh JlI p;mi, lis ant Ie droil d'cxprimcr libll!Jlll!11I kill' p~II"'~l' !\()lh ft'Sl.'T\'L' (iI- 'iI.' LlIll!lll'llll'l ;111\ dCI'hllIJh .flo .... 
organcs du parti. 

II leur cst par t:Onlrc intt:rdil til: fall ... : J~' 1;1 pr,'pagallde pllLl\, Ie Llllllrll.· ,lUlll' ;lllll, 'Ir~.II11:-.all')1l 

polilique sans avoir ohlenu au pJealahk l':llIII lfitalion du CUllIill: 1 )irl'l.·ll'lIl, Dans ks asscmbh~cs au ils sicgcnl,Ii.:~ du!\ dUIVCll1 S~ conformer ;"tux dill.·L·li,'l':'- Ju pari) Il'i !'.:kVl.>111 

du cOnlrole politique du Comile DirccIL·IIf. 
337 

11 

Article 71 

-- c . L~I Nation 
Lcs struclure~ udnuni!)trulivc.!S nallon"k~ du pani :,onl : 1 -Le Co mite Administratif National 2 - Le Secretarial Administratif National 

I - Le COlllile Admillislrtlllj Nar;(J/IC~1 Article 72 : li est cree un Comile Administratif National ayant pour mis~jon de superviser la gestion 
administrative, materielle, comptable et financiere du parli. 

. . ' 
Le Cor.nite Administratif National prcnd les initHltives dcvant perml'ltrc au parlJ de dlsposcr de 

ressources necessaires it In couvenure des charges liees a son fonctionnement et a s~s:· . 
/. ,.,(\ pO U{ '0 ", 

Article 73 : Le Conute Ad~nis~r~tif National eM compo~e commc suit: ,.. .. ,-i-., ~,!;\. Ie Bur~au Exccuul 
/ b( CAR i'\ 

- Ie Delegue National it I'organi!>ation 
:;:'. . ;; " i 

Ie Dr! lcgue National aux fin;.IOccs 
\ ~ L t P'41~JjIi1n( ~. 1 

Ie Secrctaire Administratif National. 'v. J '. '",--, .:; . ,', (t. \\.."\C: .. ' .. ·'1e..4 
_ • Article 74: Lc pani csl dUlt! d'un sl:crctarial admini:.lli1lif n~ltlllnal .:bo.llgl' J'a:o,~ur('r sa gcslil)n 

administrative materielle, comptable Cl financiere. 
Le Secretariat Administralif National est dirige par UII Sc.:cr~tairc AJmini,lrOllit' Nallonal J1l)llll1ll; 

par Ie Comite Administratif National. 

. Le fonctionnement du Secretarial Administratif National I!:.I ~upcn ISC par It: Pr\!llIicr Scnelairc Nalioll~1I 
~ous l'autorite du President National du parti. 
Article 75 : Le Cormte Dirl.!cleur detcnnine par un reglellll!nt administratif Ie iOl1ctil)nnclllcnt Ju 
secretariat administratif national. des postel; de delegllcs administri.llifs r.!gillnaux et J\!S secretariats 
administratifs federaux. 

TITRE V : LES HESS(}Ul{CES OLJ PAl{TI " 
r . Article 76: Les ressour(;cs uu parti provicnllem dc!'. Jrllil!'t u·auhesil)ll. d~~ l:lIlisallOn!\. Je:, .~l)l1~(np· 

lions, des dons CI legs, de la subvenlion prevue par 1'.lIlidl· IH Jl' )~I Ch<.1rtl.' Jl':' p~lni)o p<llililllJ~'~ ain'l 

que des produils dcs activites du partJ. 
Lc monl'lIll dl.!s c()ti!\alio,n~' t.:l u~!\ ~IHI:'l'npli()/ls csl fixe.:' pal' It- Comitl; nlll.'dl.'lll, Article 77 : Le Comilc Dirl!t.:teul' nl,llllIll' ~ha4uc '1fl/1I.~1,.' "llJ' PIl)PI)~itl(lIl dll PJ'L"llklll :\;1111111;11. lIlI 

Commissairc aux complcs. cn VlJ(: dl' '.'I!riIH.:r 1~1 rcgubrill' Jl'~ ~nlJ!ptl" :1Il1l1l1.·'" ,Iii pan:, Le Commissaire aux ~OJllPle~ c~1 ('/'11)1'.1 au scin dc .... Illdllanl~ till p;II·II. ~II rabllJl dl' .... l·~ "1)Jllpl.!ll,.'llI.:l'~ 
Cl de son honorabilill!; 

Article 78: Lc Comill! Dirtclt'Ur dl:ll.'nnllh! par ulIl'i:t!kJnl!1ll11I1all~icr It:' 1lI1Id;l!ill" J.: gl'sli\)J1 dl,.':
rcssources du pani. 

TITIU~E VI : D.lSCIPLJNE Dl; J>AHTI Article 79 : Les mcmbrcs du panl SOIlI 1l!IlW, de sc COnfOrillCI aliX dl.! .. ·i~llIlh JlI p;mi, lis ant Ie droil d'cxprimcr libll!Jlll!11I kill' p~II"'~l' !\()lh ft'Sl.'T\'L' (iI- 'iI.' LlIll!lll'llll'l ;111\ dCI'hllIJh .flo .... 
organcs du parti. 

II leur cst par t:Onlrc intt:rdil til: fall ... : J~' 1;1 pr,'pagallde pllLl\, Ie Llllllrll.· ,lUlll' ;lllll, 'Ir~.II11:-.all')1l 

polilique sans avoir ohlenu au pJealahk l':llIII lfitalion du CUllIill: 1 )irl'l.·ll'lIl, Dans ks asscmbh~cs au ils sicgcnl,Ii.:~ du!\ dUIVCll1 S~ conformer ;"tux dill.·L·li,'l':'- Ju pari) Il'i !'.:kVl.>111 

du cOnlrole politique du Comile DirccIL·IIf. 
337 

11 



TITRE VII DISSOLUTION Article 80 : Le parti ne pellt ftre dissous que par un Congres eXlfllordinrure specialement convoquc 
A eet erret. 

La decision de dissolution cst prise a la majorit~ des 3/4 des voix deliberalives. Le Congres qui pwnonce hi dissolution fixe les modaliles de liquidation et d'affectalion des biens. 
du parti. 

. 
TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES Article 81 : Les membres des bureaux des organes du pani sonl ~lus pOSle par poste a la majorile 

absolue au premier tour, relative nu second. 
Article 82: Les orsanes du parti runsi que les bureaux des organes du pnrti ne peuvenl deliberer que 
si au moins la moitie des membres les composanl sont pr~senls .. IJs prennent les decisions par consensus. A dCfaul ue consensus, et hors les cas au une majorile 
qualifiee est requise, les d6cisions sont prises a In mnjorite nbsolue des voix d6liMratives. . ArUc1e 83: Lorsqu'unc section, une zone,une f~deration ou un comile de prefecture est parnlys~ dans 
son fonclionnement en raison de I'inertie de son bureau, Ie Comit~ Directeur prend toutes dispositions 
n~cessaires pour rem6dier l la situation, y compris la convocation d'une assembl~e en vue dlJ 

renouvellement du bureau. '. 
En cas de d6c~s, d'em~chement ou de d~sint6rcssement cnracterise d'un membre du bureau d'une . 

section, d'une zone, d'une federation, ou d'un Co mile de pJifecturc, 11 est pourvu nu remplaeement Lie 
l'in~ress6 par l'Assemblee compelc!nle~ 
Attlcle S4 : Lorsqu'une Commission Nalionale S~cinJisee n'assume pas les fonctions qui lui sont 
devolues en raison de la dUnillance de son President, it est pourvU au remplacement de ce demier, dans 
les fom1es prevues h J'article 45. .' 

. Article 85 : En cns de d~ces, d'em¢chement ou de desint6ressement caracttrise d'un membre du 
Com.ite Direcleur, 11 est pourvu au remplacement de ce demier par Ie Conseil National sur rapport du 
Cornite Directeur. 
Article 86: Lorsqu'un Deltgue National, un President de Comile de prUecture ou Ie Secretl'.in; F6der:!.i 
de )8 Commune ae Lome est temporairement empeche, U est remplace au Comit6 Directeur ou au 
Comite PalHique par son ~djolnt. .' 
Article 87 ~ Le Com.ile Direcleur prend toutes les m~sures necessaires ~ l'application des presents 
statuts. 

. 
11 regIe tous les cas non prevus aux prc!senls statuts. 

TITRE IX : REVISION DES STATUTS ArtIcle. 88 : Les presents slntulS peuvenr alre tevis~s par Ie Congres A ·Is majorite des deux iiers des 
voix d~lib6rntives. 

. 
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES 

Art1cl~ 89: Les presents stututs prennent effet a compter de leur n~loption par Je Congres. 

Adoptb a Lome, Ie 30 Avril 1991, cI modifies a Lam', Ie 29 Avrill.fJ95 .. 
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Entre Ie gouvernement et Ie Collectif de l'Opposition Democratique, iI 
est convenu ce qui suit: 

1. Le Gouvernement accepte I'organisation d'une Conference 
Nationale pour Ie 24 juin 1991. 

2. Le Collectif de l'Opposition Democratique suspend Ie mot d'ordre de 
la greve generale lance Ie 6 juin 1991. 

3. Les deux parties decident la reprise des travaux du Comite 
preparatoire de la Conference Nationale. 

4. L'ordre du jour de la Conference Nationale est fixe comme suit: 
a) -Debat general sur la vie politique, economique, sociale et 

culturelle du pays, sanctionne par une declaration de la politique 
generale. 

b) -Mise en place des nouvelles institutions 
c) -Organisation de la periode de transition, notamment 

-Constitution du Gouvernement de transition dirige par un 
Premier ministre issu de la Conference Nationale 
-Mise en place d'un organe legislatif de transition 
-Mise en place des organes de controle des elections 
-Elaboration d'un calendrier electoral 

5. a) -Pendant la Conference Nationale et la periode de transition, Ie 
chef de l'Etat assumera ses fonctions en tant que garant de la 
continuite de l'Etat, de I'independance et de I'unite nationales, 
dans Ie respect dO it la dignite de la fonction presidentielle, en 
tenant compte des attributions que la Conference Nationale aura 
decide de conferer au Premier ministre. 

b) -Le Gouvernement de la periode de transition doit etre 
repredentatif et comprter to utes les sensibilites politiques 

6. a) -Les orientations et decisions de la Conference Nationale ne 
seront pas remises en cause par Ie chef de l'Etat 

b) -Les elections generales qui se tiendront it la fin de la periode de 
trantision doivent donner it chacun la possibilite de se soumettre, 
it ega lite de chance, au verdict des electeurs, sous Ie controle 
d'observateurs pour en verifier la regularite. 

7. Le Gouvernement et Ie Collectif de l'Opposition Democratique 
lancent un appel au calme et it la paix civile. 

Fait it Lome, Ie i2 juin 1991. 
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Pour Ie Gouyernement 
et par delegation 

Vao Komlanyi 

Pour Ie Collectif de 
l'Opposition Democratique 
et par detegation 

Kwassi Lanyo Sayi de Toye 

(lfi:!14 : La Tribune des Democrates, N°13, Ie 11 juin 1991, p.l.) 
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©: Groupe socio-professionnel (154) 
1) Confessions religieuses 10 
2) Retraites 6 
3) Forces armees/Securite 16 
4) Anciens dignites 20 
5) Delegues des directions technique des ministeres 
6) Delegues colonie togolaise it I'exterieur 10 
7) Chefs traditionnels 60 
8) Monde rural 60 
9) Representants services medicaux et affaires sociales 10 
10) leune chambre economique 2 
11) Presse nationale 21 

©: Associations (150) 
1) Associations affaires au COD 60 
2) Associations affaires au FORT 22 
3) Associations affaires au RAID 22 
4) Autres associations 46 

©: Partis politiques legalites de I'oppositions (150) 

©: RPT+Gouvernement+Coliectives locales (60) 

©:t(})fI!!, (135) 
1) Institution de l'Etat 5 
2) Syndicat des travailleurs 52 
3) Representants du pouvoir legislatif 6 
4) Representants chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie du 
Togo, PATRONAT 20 
5) Professions liberales 20 
6) Ordre des avocats 2 
7) CNTT 2 
8) Autre centrale syndicate 2 
9) Representants des chomeurs 12 
10) Universite 14 

(La Nouvelle Marche, N°33523,le 24 juin 1991,p.5.) 
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REPUBLIQUE TOGOLAISE 

CONFERENCE NATIONALE 
LOME, JUILLET 1991 

REGLEMENT INTERIEUR 

CHAPITRE PREMIER 

DE L'OBJET 

Article ler: Le present reglement intc~rieur a pour objet d'orga-
niser les travaux de la Conterence nationale. . 

Article 2: Les dispositions de ce reglement s'appliquent aussi 
_.~~'E. travallx ~~.o~g!:~es de la .. <;onterence_ n.ational=-_ . __ .. 

CHAPITRE II 

LES ORGANES DE LA CONFERENCE NATIONALE 

Article 3: Les organes de la Conference nationale sont: 
- l'Assemblee Pleniere, 
- Ie Presidium de la Conference, 
- Ie Secretariat General, 
- la Tre$orerie Generale, 
- les Commissions de Travail. 
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- la Tre$orerie Generale, 
- les Commissions de Travail. 
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SECT/ON I 

DE L'ASSEMBLEE PLENIERE 

Article 4 : L'Assemblee PIeniere reunit I'ensemble des dell§gues 
et des observ~teurs a la Conference nationale. 

1rticle 5: Tou.t participant a la Conference nationale, dele
gue ~u observateur, a Ie droit d'emettre son avis sur tout sujet 
en dIscussion. Seuls les delegues' prennent part au vote. 

SECTION II 

DU PRESIDIUM DE LA CONFE'RENCE 

Article' 6: Le Presidium est I'instance de direction des travaux 
de la Conference nationale. . 

II est compose de treize (13) membres elus parmi les dele-
gues a la majorite simple. 

II comprend: 
- Un (1) President, 
- Deux (2) Vice-Presidents, 
- Un (1) Secretaire General, 
- Un (1) Secretaire General Adjoint, 
- Un (1) Rapporteur General, 
- Deux (2) Rapporteurs G~nerilUx Adjoints, 
- Un (1) Tresorier General, 

- l}~U!LT!~sor!~r...9_ene!!I .. _A.dj2i~t, .. _ .... _ .. 
- Deux (2) Responsables a I'organisation, 

- Un (1) Charge des relations avec la presse, porte-parole de 
la Conference nationale. 

Article 7: Le President .du Presidium designe son Conseiller 
juridique parmi les deIegues de la Conference. 

Article 8 : Les membres du Presidium sont elus individueJIe
ment par les delegues en Assemblee Pleniere. 

Tout membre du Presidium j>eut etre revoque au cours de 
la Conference nationale; la demande de revocation doit etre 
motivee et emanee d'au moins cent vingt "(120) delegues). 

La demande est alors so~mise a I'Assemblee PIeniere pour 
vote. La decision de revocation do it etre prise a la majorite des 
deux tiers aux premier et deuxieme tours et a la majorite abso
lue des delegues presents au troisieme tour. 

Article 9: Le President et les deux (2) Vice-Presidents sont 
des delegues a la Conference nationale, elus sur la base de leur 
competence, de leur probite morale. et de leur non-appartenance 
a un parti politi que. 

Les autres membres sont elus excJusivement sur la base de 
leur competence et de lE:ur probite morlllp 

-----------_ .. -_ .. _. ---------
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Article· 10 : Ie President de la Conference nationale a autorite 
pour: 

prononcer l'ouverture et la cloture des .seances, 
- donner la parole aux intervenants, 

- soumettre it l'approbation, les proces-verbaux et/ou les 
comptes rendus des seances, 

- conduire au consensus et Ie cas echeant, mettre aux voix 
les questions en discussion, 

- statuer sur les motions, 

- coordonner. les activites des membres du Presidium, 
- coordonner les activites Iiees it la securite de la conference, 
- ordonnancer les depenses de la Conference, 
et ce dans Ie strict respect du reglement interieur. 

Article 11 : Les deux (2) Vice-Presidents remplacent Ie Presi
dent en cas d'absence ou d'empechement dans l'ordre de pre
seance. 
- Artlde-i2:Le-·Rapporteur General et lesRapporteurs Gene
raux Adjoints elaborent Ie rapport general de la Conference en 
collaboration avec Ie Secretaire General. 

Article 13: Le Responsable it l'organisation est charge de la 
gestion des taches materielles et des ressources humaines de la 
Conference nationale. 

Article 14: Le Charge des relations avec la Presse est Ie porte
parole de la Conference nationale. II assure egalement Ie resume 
en fran~ais des debats, en vue de leur traduction dans les diver
ses langues nationales du pays. II peut s'adjoindre, sous reserve 
de l'accord du President; des personnes competentes qu'i1 jugera 
utiles ·pour I'assister. Ces personnes ne sont responsables que 
devant lui. 

SECTION III 

DU SECRETARIAT GENERAL 

Article 15: II est mis en place un Secretariat General dirige 
par Ie Secretaire General· sous I'autorite du President. 

Le Secretaire General est assiste d'un adjoint qui Ie rem place 
en cas d'empechement. 

Article 16: Le Secretariat General est charge de l' organisa
tion des taches administratives de la Conference nationale. 

II assure Ie traitement, la mise au point et la distribution des 
document~ officiels de la Conference nationale. 

Article 17: Le Secretaire General peut s'adjoindre, sous reserve 
de I'accord du Presidium, des personnes competentes qu'iI jugera 
utiles pour l'assister. Ces personnes ne sont responsables que 
devant lui. 

Le Secretaire General peut s'adjoindre to ute competence tech
nique qu'i1 jugera utile au bon fonctionnement du Secretariat 
General apres avis du President. 

II pourra aussi apres accord du president mettre fin aux fonc
tions de toute persomie dont la competence sera jugee insuffi
sante. 
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SECTION IV 

DE LA TRESORERIE GENERALE 

Article 18: II est mis en place une Tresorerie Generale com
posee de: 

1 Tresorier General, 
- 1 Tresorier General Adjoint, 
- 1 Comptable-Gestionnair~, 

. - 2 Aides-Comptables. 

Article 19: La Tresorerie Generale est chargee de la gestion 
financiere de la Conference nationale et en rend compte au Pre
sidium. 

Article 20: La gestion de la Tresorerie est soumise a un audit 
execute par un cabinet professionnel independant designe par 
la Conference nationale. 

SECTION V 

DES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

Article 21 : Six (6) Commissions speciaJisees sont mises en place 
pour constituer les structures de base de la Conference natio
naie. Ce sont: 

1 - Commission constitutionnelle et des Institutions de la tran
sition; 

2 - Commission des Affaires politiques et des Droits de 
I'Homme et des Libertes; 

3 - Commission des Questions economiques, financieres et 
foncieres; 

4 - Commission Sante, Affaires Sociales; 
5 -Commission Education,' Recherche Scientifique et Affaires 

Socioculturelles ; 
- Commissions de la Defense et de la Securite. 
Article 22 : Chaque Commission de travail est dirigee par un 

bureau compose de: 
- Un President, 
- Un Vice-President, 
- Un Rapporteur, 
- t.J~.B~p'p~!teur Adjoi~~ __ .. ' 

Chaque Commission peut se subdiviser en autant de sous
commissions que necessaire pour Ie bon deroulement de ses 
travaux. . 

Chaque sous-commission elit en son sein son bureau . 

- .. __ .. ____ - - ______ . ___ ._~ __ .. ____ 0._- . - .-_ .. _-----_._-- ----
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CHAPITRE III 

DU DEROULEMENT DES TRA VAUX 

SECTION PREMIERE 

DES REUNIONS 
i 

Article 23 : L'Assembh~e Pl«~niE~re se reunit a l'initiative du Pre
sident apres avis du Presidium. 

L'AssembleePIeniere ne peut valablement deliberer que 
-lorsqu'eUe reunit plus de Ja moitie des delegues. 

Aucun retrait volontaire, aucun desistement regulierement 
constate ou toute exclusion d'une delegation de la Conference 
nationale ne peut en aucune fa~on entraver la poursuite nor
male des travaux. 

Article 24: Les Commissions se reunissent sur convocation de 
leur President. 

! 

SECTION II 

DES DEBATS 

Article 25 : Seul Ie President de seance accorde la parole aux 
intervenants dans l'ordre de leur inscription. 

II a Ie droit de -Ia retirer en cas de besoin. II peut accorder 
tout droit de reponse. 

Article 26: La langue de travail est Ie fran~ais. 

Article 27: Toute intervention ne peut etre interrompue que 
par Ie President de seance dans les conditions definies par Ie 
present Reglement Interieur. 

Article 28: Nul ne peut prendre la parole sans y avoir ete 
autorise par Ie President de seance. _ 

----Artid~'29-: L~' t~mp~"de parole' par delegation'pour les debats 
generaux et limite a 20 minutes et as minutes pour toute autre 
intervention. Toutefois, a l'appreciation du Presidium, les decla
rations de nature a informer eta eclairer la Conference natio
nale peuvent beneficier d'un temps plus long. 

Toute declaration ecrite sera deposee sur Ie bureau eju Presi
dium. 

Article 30: Sont retenues comme motions acceptables par Ie 
President de seance et par ordre de priorite: 

- la motion d'ordre, 
- la motion de procedure, 
- Ie point d'information. 
Article 31 : Tout auteur d'une motion qui sort du cadre de 

celle-ci pour intervenir sur Ie fond du sujet sera rappele a l'ordre 
par Ie President de seance. 

Article 32 : Les decisions de la Conference nationale sont pri
ses par consensus dans Ie plus grand esprit de persuasion et de 
comprehension. 

Toutefois, i1 peut' etre procede a des votes en cas de non
consensus. 

Le vote a lieu a main levee ou au scrutin secret. Dans ce der
nier cas, la demande doit emaner d'au moins trente delegues. 

Le vote est personnel, et nomin.atif. 
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Article 33 : Les decisions relatives aux questions de procedure 
et de forme sont prises Ii la majorite absolue des deIegues pre
sents et votants. 
[/Les decisions sur les questions de fond sont prises Ii la majo
rite des deux tiers des delegues presents et votants pour les deux 
premiers tours et a la majorite absolue pour Ie troisieme tour. 

Article 34 : Les decisions prises par les Commissions sont des 
propositions Ii soumettre Ii l'approbation de I'Assemblee Pleniere. 

Article 35 : Les decisions de la Conference nationale sont prj
.ses sous forme d'actes numerotes, dates, vises par Ie Rappor
teur General, signes par Ie President de la Conference nationale, 
transmises au President de la RepubJique et publiees au Journal 

. Of!ideLselg!.l I~.pro.~edure d'urg.ence,... __ 
CHAPITRE IV 

LA DISCIPLINE 

Article 36: Le President de la Conference nationale assure la 
discipline des seances. 

L'acces dans les salles de travail de la Conference est subor
donne Ii la presentation d'un badge de participants ou d'un 
laisser-passer d'organisateur ou d'agent de presse. 

Article 37: Tout participant Ii la Conference nationale est tenu, 
pour Ie bon deroulement des travaux, dese conformer aux pres-
criptions du present reglement interieur. . 

Tout refus d'obtemperer, tout acte de perturbation ou toute 
obstruction, peut entrainer ~uivant Ie cas: 

- Ie rappel Ii I'ordre, 
- Ie refus ou. Ie retrait de la parole, 
- l'exclusion temporaire de la seance, 
- l'exclusion definitive des lieux de la Conference . 

. Ces sanctions sont prononcees par Ie President. 
Toutefois, l'exclusion definitive des lieux n'intervient qu'apres 

assentiment de I'Assemblee Ph~niere. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 38: Le present reglement interieur de la Conference 
nationale entre en vigueur des son adoption. '. 

Article 39: L'adoption du present reglement interieur et la 
mise en place du Presidium mettent fin aux fonctions des orga
nes de la Commission Preparatoire. 

Toute situation non prevue par Ie present reglement interieur 
sera reglee par Ie Presidium de la Conference nationale. 

Fait Ii Lome, Ie 12 juillet 1991 

La Conference nation ale 
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ACTE N° 1 DU 16JUILLET 1991 

Vu Ie decret nO 911179 en date du 25 juin 1991 modifie par Ie decret nO 911182 du 2 juillet 1991 portant convocation de la Conference Nationale, 

Nous, delegues des forces vives de la Nation togolaise, 

Considerant que la crise de legitimite du pouvoir politi que actuel aggravee par la violation de la legalite constitutionnelle a impose la necessite d'une Conference Nationale entendue comme haut lieu de dialogue, de concertation et de prise de decisions sur toutes les questions d'interet national, 

Considerant que pour Jeter les bases du Togo democratique, il est important de retablir Ie Peuple togolais dans la plenitude de ses attributions de souverainete, 

Considerant que la Conference Nationale reunit pour un debat democratique et responsable, les representants des structures nationales dans leurs diversites politiques, economiques, sociales, confessionnelles et culturelles ainsi que des personnalites d'horizons divers, 

Considerant que la Conference Nationale a pour mission essentielle de redefinir les valeurs fondam~ntales de la\Nation et de creer les conditions d'un consensus national en vue de l'instauration d'un Etat de Droit et d'une democratie pluraliste, conditions necessaires a un developpement hannonieux de notre pays, 

. Afin de rendre executoires les decisions de la Conference Nationale et d'assurer la permanence de l'Etat, . 

Nous, deIegues, adoptons les dispositions suivantes : 

Art. 1 er : La Conference N ationale est souveraine. --------_ ..... _- ,' .... '.----_ .. 
Art. 2 : La Conference Nationale a la maltrise de son reglement interieur et de son ordre du jour. Elle prend des decisions. 

Art. 3: Le Togo demeure une Republique indivisible, lalque, democratique. Son eIIiblerrie se compose de cinq ban des horizon tales altemees de couleurs verte et jaune. n porte a l' angle superieur gauche une etoile blanche sur fond rouge. L'hymne national demeure 
« TERRE DE NOS AIEUX ». 

Art. 4 : I,..a constitution du 9 janvier 1980 ainsi que les institutions politiques qui en sont issues sont suspendues. . 

Jusqu'a la mise en place des Organes de la Transition, la Conference Nationale est habilite a legiferer. 

Art. 5 : Le President de la Republique est Ie Chef de l'Etat. II est garant de la continuite de l'Etat, de l'independance et de l'unite nationale. II assure Ie respect des traites et accords intemationaux. 

Art. 6 : En cas de vacances de la Presidence de la Rej:mblique, pour quelque cause que ce soit constatee par la Conference N ationale, statuant a la majorite des 2/3 des delegues, l'interim est assure par Ie 348 President de la Conference Nationale jusqu'a la mise en place des Organes de la Transition. -----_ .. _--_ ..... . 
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Art. 7.: La. Conference Nationale adoptera une ioi constitution
nelle organisant les pouvoirs pendant la periode de transition. 

Le gouvernement demeure en fonction, jusqu' a la mise en place 
. des Organes de la peri ode de Transition. . 

Art. 8 : Lorsqu'au cours de la Conference Naiionale; l'unite natio
nale, la permanence de l'13tat, l'independance natioilale, l'integrite du 
territoire, ou l'execution des engagements internationaux de l'Etat 
sont menaces d'une maniere grave et immediate, Ie President de la 
Republique et Ie President du Presidium de la Conference Nationale 
se concertent et determfnent les mesures exigees par les circonstances 
et en informent Ia N ationpar message. 

Art. 9 : Les participants a la Conference Nationale jouissent de 
I'immunite parlementaire. En consequence, aucun participant ne peut 
etre poursuivi, arrete, detenu, juge ou sanctionne pour des· .propos 
tenus, des opinions ou des' votes emis par lui au cours, des travauxde 
la Conference Nationa:Ie. 

Les dispositions du precedent alinea sontapplicables aux per
sonnes interpellees par Ia Conference Nationale. 

Aucun participant ne peut, pendaAt Ia dureede la Conference 
N ationale, etre poursuivi ou arrete en matiere criminelle ou correc-· 
tionnelle qU'avec l'autorisation de Ia Conference NationaIe, sauf les 
cas de flagrant delit, de poursuites autorisees ou de condamnation 
definitive. 

La detention ou la poursuite d'un participant est suspendue si la 
Conference Nationale Ie requiert par un vote a Ia majorite des 2/3. 

Art. 10 : Les decisions_de la Conference Nationa:Ie sont impera-
tives etexecutoires. . 

BIles sont prises sous forme d' actes numerotes, dates, vises par Ie 
Rapporteur General, signes par Ie President de la Conference 
NationaIe, transmises au President de la Republique et publiees au 
Journal Officiel selon la procedure d'urgence. 

Art. 11 : Le present ac1e sera promulgue dans les vingt-quatre 
heures de sa transmission au President de la Republique. II sera publie 
au Journal Officiel et execute comme loi Constitutionnelle de l'Etat. 

Faute par Ie President de la Republique de Ia promulguer dans les· 
delais ci-dessus fixes, il sera.immediatement executoire. 

Pour la Conferepce N ationale, 
Le President du Presidium, 

Mgr Fanoko Philippe KPODZRO 

Adopte a Lome, Ie 16 juillet 1991 

Pour visa, 
Le Rapporteur General, 

Me Jean Yaovi DEGLI 
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ACTEN°7 

PORTANT LOI CONSTITUTIONNELLE 
ORGANISANT LES POUVOIRS DURANT 

LA PERIODE DE TRANSITION 

La Conference Nationale Souveraine a delibere et adopte 
Le President de la Republique promulgue la Loi Constitutionnelle 

dont la teneur suit : . 

PREAMBULE 

Le petiple togolais a manifeste de diverses manieres et a diverses 
epoques, plus particulierement Ie 5 octobre 1990, son attachement a la 
liberte, it lajustice et aux principes d'une democratie pluraliste. 

L' aspiration a ces nobles ideaux a contraint Ie gouvernement 
monolithique et totalitaire instaure depuis Ie 14 avril 1967 a promul-' 
guer des lois relatives a I'amnistie generale, a laliberalisation de I'ex
pression politique et a la signaturedu decret de convocation de la 
Conference Nationale. 

Vu l' Acte n° 1 en date du 16 juillet 1991 proclamant la souverai
nete de la Conference Nationale en vue de la mise en place d'institu
tions democratiques, 

les delegues a la Conference Nationale Souveraine, 

Conscients de leur responsabilite devant Dieu, devant les peuples 
du monde, devant Ie peuple africain et devant Ie peuple togolais, ani
mes par une volonte inebranlable de preserver l'Etat togolais et I'unite 
nationale contre !'improvisation, l'arbitraire, toute sorte de division, 
de regionalisme, de tribalisme, d'ethnicisme et de nepotisme ; 

Ont resolu d' exposer dans Ie present Acte fondamental les droits 
et devoirs des citoyens et d'organiser les Institutionsdevant regir la 
Nation pendant la periode de transition jusqu'a la mise en place des 
organes de la IVe Republique. 

TITREler 

DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

Art. 1 er : La Republique Togolaise est un Etat de droit, laic, 
democratique et social. Elle est une et indivisible. 

Art. 2 : La Republique Togolaise assure l'egalite devant la Loi de 
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condi-
tion sociale ou de religion. \ 

Elle respecte toutes les opiruons politiques, philosophiques ainsi 
que toutes les croyances religieuses. 

Son principe est Ie gouvernement du peuple par Ie peuple et pour 
Ie peuple. 

Sa devise « Travail - Liberte - Patrie ». 

Art. 3 : L' embleme national est compose de cinq bandes horizon
tales alternees de couleur verte et jaune. II porte it l' angle superieur 
gauche une etoile blanche it cinq branches sur fond carre rouge. 

La tete nationale de la Republique Togolaise est celebree Ie 
27 avril. 

Le sceau de l'Etat et les armoiries de la Republique sont defmis 
par la Loi. 

L'hymne national est « Terre de nos aieux ». 

La langue officielle de la Republique Togolaise est Ie franyais. 

Art. 4 : La souverainete nationale appartient au peuple togolais 
qui l' exerce par ses representants et par voie de referendum. 

Aucune section du peuple, aucun corps de I'Etat ni aucun indi-
. yi?un.~_.p.eut~' en~~.:.i1~~er I' exercice .. ___ .... ... ._ 
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Art. 5 : Le suffrage est universel, egal et secret. TI peut etre direct 
ou indirect selon les cas prevus par Ia Loi. 

Art. 6 : Sont electeurs dans l~s conditions fixees par la Loi, tous 
les nationaux togolais des deux sexes, ages de dix-huit ans au moins 
et jouissant de leurs droits civils et politiques. 

·~-7 : Les partis-et-groupert;:e~ts-politiq~es-~onc(>1.~-re~t iia for~-
mation et a I' expression de la volonte politique du peuple. 

lis se forment librement et exercent leurs activites dans Ie respect 
des lois et reglements. 

lis doivent respecter la constitution ainsi que les principes de sou
verainete nationale et de la democratie. TIs ne peuvent s'identifier a 
une region, a une ethnie ou a une religion. . 

TITREll 

DES DROITS ET DES DEVOIRS DU CITOYEN 

Art. 8 : La Republique Togolaise garantit l'exercice, dans les 
conditions fixees par la Loi, des libertes individuelles et collectives 
fondamentales, notamment des libertes de circulation, d' opinion, de 
religion, d'expression, de presse, de reunion et de manifestation. 

Toute propagande, tout acte a caractere raciste, regionaliste, eth
nique, xenophobe et toutes. autres formes de discrimination sont 
punies par la Loi. 

Elle reconnait a tous les .citoyens Ie droit au travail ainsi que tous 
les droits et libertes enumeres dans Ie present Acte et par les instru
ments internationaux ratifies par Ie Togo. 

Art. 9 : La Republique Togolaise reconnait aux travailleurs ··le 
droit de greve et la liberte syndicale dans les conditions fixees par la 
L~ . 

Art. 10 : La personne humaine est sacree. 

Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou degradant 
est rigoureusement interdit et puni par la Loi. 

Art. 11: NUlne peut etre arbitrairement arrete ou detenu. 
Quiconque est arrete sans base I¢gale ou detenu au-dela du delai de 
garde a vue peut, sur sa requete ou sur celIe de tout interesse, saisir Ie 
President du tribunal qui ordonne sa comparution; accompagne du 
gardien ou du geolier dument convoque a cet effet. 

. Le President du tribunal statue sans delai sur la Iegaliteou la 
regularite de sa detention. ' 

--Art. Ii : Tout prevenu ou accuse est presume innocent jusqu'a ce 
que sa culpabilite ait ete etablie a la suite d'un proces qui lui offre les 
garanties indispensables a sa defense. 

LePouvoir judiciaire, gardien de la liberte individuelle, assure Ie 
respect de ce principe dans les conditions preVlies par la Loi. 

Art. 13 : La Republique Togolaise garantit l'inviolabilite du domi
cile, Ie secret de la correspondance et des telecommunications. 

Art. 14 : Le citoyen doit respecter la discipliile du travail, I'ordre 
public et les regles de la vie en societe. 

Art. 15 : Le citoyen a Ie devoir de payer les impots Jegalement 
etablis. 

Art. 16: Les biens publics sont inviqlables.Le citoyen a Ie devoir 
de les respecter et de les proteger. 
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TITRElli 
DU HAUT CONSEll.. DE LA REPUBLIQUE-

Art. 17 : La Conference Nationale Souveraine elit en son sein un 
Haut Conseil de la Republique qui est l' organe supreme de la Repu
blique. 

Le Haut Conseil de la Republique se compose de 79 membres 
repartis conune suit: . 

- 31. pour les coll~ctivites territoriales (30 pour les prefectures et 1 
pour 1a Commune de .Lome) 

- 22 pour Ies partis politiques 
- 15 pour les associations 
- 10 pour les organisations socio-professionnelles 
- Le President du presidium de la Conference Nationale Souveraine. 

Les modalites de relection des membres du Haut Conseil de la 
Republique seront precisees par un Acte de la Conference Nationale 
Souveraine tenant lieu de loi organique. 

Art. 18 : Le Haut Conseil de la Republique est dirige par un 
Bureau comprenant un President, un Vice-President, un Questeur, un 
Rapporteur et un Rapporteur-Adjoint. 

Le President du Presidium de la Conference Nationale Souveraine 
est Ie Presidentdu Haut Conseil) de la Republique. Les autres 
membres du Bureau sont elus par Ie Haut Conseil de Ia Republique en 
sonsein. 

Art. 19: Le Haut Conseil de la Republique est charge: 
- de contrOler I'execution des decisions de la Conference Nationale 

Souveraine, 
- de contrOler l' executif, 
- d'exercer la fonction legislative, 
- 'de donner son avis sur la designation des membres dugouverne-

ment, 
- d'approuver l'avant-projet de Constitution, . 
- de prendre des dispositions en vue d'assurer I'acces equitable des 

'partis politiques aux medias officieIs et de veiller au respect de la 
deontologie en matiere d'information 

- de veiller a la defense et a la promotion des Droits de I'Homme teIs 
qu'ils sont proclames et garantis par Ia Declaration Universelle des 
Droits de I'Homme de 1948. Le Pacte International relatif aux 
Droits Civils et Politiques de 1966, Ie Pacte International relatif 
aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966, la Conven
tion contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu
mains ou degradants de 1984, la Charte Africaine des Droits de 
I'Homme et des Peuples de 1981, 

- de veiller au respect du present Acte. 

Art. 20 : Le Haut Cons~il de la Republique 'se reunit en session 
ordinaire ou en session extraordinaire. Ses seances sont publiques, 
sauf si Ie huis clos est prononce. 

Art. 21 : Le Haut Conseil de la Republique·institue en son sein les 
commissions qu'il juge necessaires pour Ie bon deroulement de ses 
travaux. 

Le Haut· Conseil de la Republique et ses commissions peuvent 
faire appel a des competences exterieures en cas de besoin. 

Art. 22 : Les membres du Haut Conseil de la Republique jouis
sent de l'immunite parlementaire. lis ne peuvent etre ni arretes ni tra
duits en justice sans l'assentiment du Haut Conseil de la Republique 
sauf en cas de flagrant delit. Les poursuites, s'il y.a lieu, sont exercees 
devant la Cour d' Appel sur Ie rapport du Procureur General pres de 
ladite Cour. 

~-------- - -- ------- - ._--- - .... _---_ .•... ----------
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Art. 23 : Les fonctions de membre du Haut Conseil de la Republique sont incompatibles avec l'exercice du mandat de membre du gouvernement. 

Art. 24 : Les membres du Haut Conseil de la Republiqueper~oivent une indemnite fixee par la loi. 

Art. 25 : En cas de vacances de la Presidence du Haut Conseil de la Republiqtie. il est pourvu a son remplacement par Ie Haut Conseil de la Republique parmi ses memQres. 

TITRESIV 

DIr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Art. 26 : Le President de la Republique est Ie Chef de I'Etat. n inc arne la contiimite de I'Etat,.I'independance et l'unite nationale. n assure Ie respect des traites et accords intemationaux. 
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Art. 31 : Les fonctions du President de la Republique sont incompatibles avec toute fonction de representation professionnelle a caractere national et tout emploi prive ou public, civil ou militaire ou toute activite professionnelle. . 
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Ia Republique. 
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. Art. 33 : Le Premier Ministre est elu par la Co~~erenc~ Nationale Souveraine panni Iesdelegues remplissant Ies condItionS CI-apreS : 

1. Avoir 40 ans revolus a la date de l'election. . . 2. Etre de nationalite togolaise d'origine ou acqUlse depUls au mOlDS 
10 ans . 

3. Jouir de tous ses droits civils et politiques .. . 
4. Ne pas avoir ete condamne pour c?me ou delitmte~tIOnneI 
5. Etre repute de bonne moralite et dune grande problte 
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Art. 34 : Le Preiruer Ministre designe chacun des membres de son 
gouvemement apres avis favorable du Haut Conseil de ]a Republique. 

Art. 35 : ]e Premier Minist:re preside ]a conseil d~s ministres. 

Il dispose de la force armee. 

Art. 36 : Le Premier Ministre signe les decrets deliberes en con
seil des ministres. n nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. 

Les merribres de la Cour Supreme,]e Grand Chancelier de I'Ordre 
du Mon?, les Ambassadeurs et envoyes extraordinaires, les prefets, 
les officlers generaux, Ie president de l'Universite du Benin elu par 
ses pairs, les Directeurs des administrations Centrales sont nommes 
en conseil des' ministres . apres avis du bureau du Haut Conseil de la 
Republique . 

. Une ]oi organique determine Ie statut de I'Universite et les condi-
tions d'e]ection de son President. . 

Une autre loi organique determine les autres emplois auxquels il 
est pourvu en conseil des ministres apres avis du bureau du Haut 
Conseil de la Republique ainsi que les conditions dans ]esqueUes Ie 
pouvoir de nomination du Premier Ministre peut etre par lui delegue 
pour etre exerce en son nom. 

Art. 37 : Le Premier Ministre dirige l'action du gouvemement. n 
asSUre l'execution des lois et des Actes de la Conference Nationale 
Souveraine. 

Art. 38 : Les actes du Preniier Ministre sont contresignes, Ie cas 
echeant, par les ministres charges de leur execution. 

Art. 39 : Le gouvemement determine et conduit la politique de la 
Nation. 

II est charg6 de preparer et d' organiser Ie referendum constitu
tionnel et les elections. II dispose de l' Administration. 

Art. 40 : Le Premier Ministre tient Ie President de ]a Republique 
informe des activites du gouvemement. 

Art. 41 : Les fonctions du Premier Ministre et de membre du gou
vemement sont incompatibles avec ]' exercice du mandat du membre 
du Haut Conseil de ]a Republique, de toute fonction de representation 
professionnelle a caractere national et de tout emploi prive ou public, 
civil ou militaire ou de toute activite professionnelle. 

Art. 42 : Les membres du gouvemement peuvent etre entendus 
par ]e Haut Conseil de la Republique sur leur demande. 

Art. 43 : Les membres du gouvemement peuvent etre poursuivis 
pour les crimes et delits commis dans l' exercice ou a l' occasion de 
leurs fonctions devant la Cour d' Appel. 

Sauf en cas de flagrant delit, aucun membre du gouvemement ne 
peut etre poursuivi ni juge qu' apres autorisation du Haut Conseil de Ja 
Republique sur rapport du Procureur General pres la Cour d' Appel. 

Art. 44 : En cas de vacance du poste de Premier Ministre, Ie Haut 
Conseil de la Republique pourvoit a la nomination d'un nouveau 
Premier Ministre a la majorite des 2/3 de ses membres . 

. Le Premier Ministre pourvoit, en cas de besoin,au remplacement 
d'un ministre apres avis du Haut Conseil de la Republique . 

. - .- '--' - . - .. - _ . .. .. -. .."" .- ..... 
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Art. 45 : Avant son entree en fonction, Ie Premier Ministre prete, 
devant la Conference Nationale Souveraine, Ie sennent suivant : 

«Devant Dieu, la Nation et Ia Conference Nationale Souveraine 
representant Ie peuple togolais, 

Nous Premier Ministre elu par Ia Conference NationaIe Souve
raine, jUfons solennellement 
• de respecter et de defendre la Ioi constitutionnelle organisant la 

peri ode de transition 
• deremplir 'loyaIement les hautes fonctions que la Conference 

NationaIe Souveraine nous a confiees, ' 
• de ne nous Iaisser guider que par l'interet general et Ie respect des 

droits de la personne humairie. de consacrer toutes nos forces a .Ja 
promotion du bien commun, de la paix et de I'unite nationale, 

• de preserver l'integrite du territoire national, ' 
,; de nous conduire en tout, en fidele et loyal serviteur du peuple ,». 

TITRE VI 

DES RAPPORTS DU GOUVERNEMENT 
ET LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 

Art. 46: L'initiative des lois appartient concurremment au gou
vernement et aux membres du Haut ConseiI de la Republique. 

Art. 47 : Les projets de loi sont deposes sur Ie bureau du Haut 
Conseil de la Republique. . 

Art. 48 : Les propositions de loi sont, avant deliberation et vote, 
notifiees pour information au gouvemement. 

Art. 49 : Le Haut Conseil de la Republique a la maltrise de son 
ordre du jour. n en informe Ie gouvemement. 

Art. 50 ! Le Premier Ministre peut faire la demande au bureau du 
Haut Conseil de la RepubIique de l'inscription a l'ordre du jour de 
projets de loi juges urgents. 

Art. 51 : ,Le gouvernement et Ie Haut Conseil de Ia RepubIique 
ont Ie droit d'amendement. 

Art. 52 : Le projet de loi de finance pour l'exercice 1992 doit etre 
adopte par Ie Haut Conseil de la Republique dans un delai de 15 jours 

a compter de la date du depot sur Ie bureau du Haut Conseil de la 
Republique. ' 

Passe ce deIai, Ie gouvernem'ent peut, avec l' accord du bureau du 
Haut Conseil de la RepubIique, mettre en application certaines dispo-
sitions du projet. ' 

Art. 53 : Les membres du gouvemement peuvent etre 'entendus 
sur interpellation par Ie Haut Conseil de Ia Republique, sur des ques
tions ecrites ou orales qui leur sont adres,sees. 
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TITRE VII 

DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Art. 54 : La justice est rendue sur Ie territoire de la Republique au nom du peuple togolais. 

Art. 55 : Le pouvoir judiciaire est independant des pouvoirs legislatif et executif. 

Les magistrats du siege sont inamovibles. 

Art. 56 : Le pouvoir judiciaire est gardien des libertes et droits fondamentaux des citoyens prevus par la presente Loi Constitution
nelle. 

Art. 57 : La Ioi fixe Ia nature et Ie mode de fonctionnement des organes' judiciaires ainsi que Ie statut de Ia magistrature. 

TITREVrn 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 58 : Le referendum pour I' adoption de la constitution et les elections locales, legislatives et presidentielles seront supervises par un organe dont la composition et les attributions seront detenninees par une Ioi organique. 

La cour supreme dont la composition et Ie fonctionnement seront egalement detennines par une loi organique, regIe Ie contentieux r6ferendaire et electoral. 

Art. 59 : Le President de la RepubJique et Ie Premier Ministre peuvent etre destitues, en cas de haute trahison par Ie Haut Conseil de III RepubJique statu ant it la majorite des 2/3 de ses membres. 

Art. 60 : Les lois regulierement votees par Ie Haut .conseil de Ia Republique et non promulguees par Ie President de Ia Republique dans Ie delai prevu par la presente Ioi, Ie sont valablement par Ie Premier Ministre. 

Art. 61 : Les membres de l'Executif de la periode de transition, garants du deroulement impartial de toutes les elections, ne peuvent Itre candidats aux elections presidentielles suivant immediatement la peri ode de transition. 

Art. 62 : Les membres du Haut Conseil de la Republique, Ie President de la Republique, les membres du gouvemement et les personnes vi sees a l' article 36 du present Acte doivent faire devant la Cour Supreme une declaration sur l'honneur de leurs biens et avoirs au debut et it la fin de leur mandat ou de leur fonction. 
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TITRE IX 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 63 : Les dispositions necessaires a I'application de Ia pre
sente Loi Constitutionnelle sont prises par la loi. 

Art .. 64 : Les traite~ et accords intemationaux ratifies par Ies auto
rites togolaises avant l'adoption de la presente Loi Constitutionnelle. 
demeurent applicables. 

Art. 65 : Toutes les dispositions anterieures contraires au present 
Acte sont abroges. 

Art. 66 : La mission desorganes de la transition prend fin a la 
date de la mise en place des nouv,elles institutions de Ia Republique. 

Art. 67 : Toute tentative de renversement du regime constitution
nel mis en place par Ie present Acte, par ·les personnels des forces 
armees ou de securite publique, sera consideree comme un crime 
contre Ia Nation et sanctionnee conformement aux lois de la 
Republique. . 

Art. 68 : En cas de coup d'Etat, d'agression par des mercenaires 
ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitu
tionnel a Ie droit et Ie devoir de faire appel a tous 1es moyens pour 
retablir Ia Iegitimite constitutionnelle y compris Ie recours aux 
accords de cooperation militaire ou de defense existants. 

Dans ces circonstances, pour tout togolais, desobeir et s'organiser 
pour faire ecbec a l'autorite illegitime constituent Ie plus sacre des 
droits et Ie plus imperatif des devoirs. 

Art. 69 : Le present Acte peut etre modifie par Ie Haut Conseil de 
1a Republique a la majorite des 4/5 de ses membres. 

. Art. 70 : Lepresent Acte sera promulgue dans les vingt-quatre 
(24) beures de sa transmission au President de la Republique, publie 
au Journal Offlciel selon la procedure d'urgence et execute comme 
Loi Constitutionnelle de Ia Republique Togolaise pendant Ia periode 
de transition. 

Le President du Presidium, 
Pour visa, 
Le Rapporteur General, 
Me Jean'Yaovi DEGLI 

Adopte It Lome, Ie 23 aofit 1991 

Pour Ia Conference Nationale Souveraine, 

Mgr Philippe F. KPODZRO 
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RAPPORT GENERAL DE SYNTHESE 
DE LA CONFERENCE DES FORCES VIVES 

DE LA NATION, COTONOU, 19·28 FEVRIER. 1990 

Du 19 au 28 !evrier 1990 s'est tenue a Cotonou la Conference 
nationaie des forces vives de la Nation pour proposer et orga
niser un Renouveau Democratique. Les travaux, d'une extra or
dinaire intensite, ont conduit a des decisions capitales pour la 
RepubJique du Benin .. 

C'est a Monsieur Albert Tevoedjre, Pre,sident du centre Pana. 
fricain de Prospective sociale, qu 'est revenue la fonction de Rap
porteur General de cette Conference nationale. [1 presente ici 
la synthese .des discussions de ce carrefour exceptionneJ de 
reflexion et de propositions. 

Rapport general de synthese 

Monsieur Ie President de la Republique, . 
Monsieur Ie President du Presidium de ia Conference. 
Excellences, Mesdames, Messieurs . 

. Comme chacun sait desormais, a la suite de .Ia session con
jointe des organes centraux de I'Etat les 6 et 7 decembre 1989,' 
une decision a ete prise visant a lib~rer Ie pays de. l'ideologie 
du mar~isme-h~ninisme, visant aussi a uneseparation du parti 
et de l'Etat, a la creationd'une nouvelle structure gouvernemen- . 
tale, et a la convocation d'une Conference Nationale des Forces 
Vives du pays. L'actuelle Conference qui s'acheve est l'applica-
tion de ceUe decision du 7 decembi'e. . 

Nous tenons immediatement a dire notre tres vive appreCia-
tion au Comite Preparatoire, a son presi.dent, Ie MilJ.i.l?tr~_Robert. 
Dossou, a son Vice-President, Ie min~stre Pancrace Brathier, et 
a chacun de ses membres. L'ceuvre accomplie justifie amplement 
leurs· efforts, leur engagement et leur determination. . 

Cette conference a reuni pres de cinq cent particip6nts, venant 
des horizons plus divers (paysans, ·travaiH!!urs ~ tous ordres, 
cadres de I'administration, partis et seIisibilitp.s pplitiques, asso- .. 
ciations de developpement,· organisafIons non gouvernementa
les, representants de cult&.;, sans oublier des personnalites ayant 
exerce sur Ie ~lcrfl natIOnal ou international des fonctions de pre
mier plati). t:etterencontre exceptionnelle a ete largement ampli
fiee par la presse nation ale et internationale et particulierement . 
}Jar les organes de radio diffusion et de television qui ont accom- . 
pli un extraordinaire effort permettant ainsi au peuple tout entier 
de participer 11 I'evenement. Les centaines' de messages d'encou
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C'est so us votre presidenee, eher Monseigneur Isidore de 
Souza, que eette Conference s'est deroulee. Vous etes avec nous 
entre dans l'histoire decisive de ce pays. Au nom de votre foi, 
de votre disponibilite profonde pour ee peuple, vous avez con
duit nos travaux avec une competence sans egale, avec une 
impartialite jamais prise en defaut, avec une patience dont vous 
seul etiez capable. La Conference entiere, unanime, me demande 
de vous remercier et de vous dire nos vreux les plus. sinceres 
et les plus fraternels pour Ie succes de votre noble mission au 
milieu de nous. 

Briser les chaines 

Mesdames· et messieurs, que dire main tenant de l'atmosphere 
generale de nos travaux? Quels grands problemes ont ete sou
leves? QueUes decisions capitales peut-on retenir? Quelle vision· 
avons-nous maintenant de notre destin ? . 

• Si tu peux voir detruire I'ouvrage de ta vie 
Et sans perdre un instant te mettre a rebatir, 
Tu seras un homme, mon fils ... » 

Tout observateur attentif aupres de vous ces derniers jours . 
aura ressenti avec une intensite profonde qu'une nation, qu'un 
peuple plonge dans la nuit s'accrochait soudain, s'arc-boutait sou
!=lain autriur d'un meme radeau ou d'une meme ch~1ne, prenait 
appui sur sa derniere chance de survie et brisait ses liens, se 
liberait et sortait, rayonnant, Ie visage en larmes et en sang, . 
meconnai~sable, peut-etre, mais definitivement vivant. 

Vous vous attendez done it ee que je vous dise dans ee rap
port les piqures d'epines ressenties, mais surtout les fleurs ensem
ble amassees. La premiere belle gerbe, c'est la Conference Natio
nale elle-rneme. Nul ne pouvait y croire. Chacun de nous ici a 
emis, ou partage ses doutes et ses craintes, et meme sa certi
tude qu'U s'agissait d'un piege, un de ces nombreux pieges que 
les pouvoirs en difficultes irnaginent facilement pour reprendre 
leur souffle et poursuivre leur emprise sur des peuples asservis. 
Et pourtant, void que soudain tout ce pays dans sa realite pro
fonde, significative, se retrouve aux Etats generaux de la nation. 
Void que des hommes et des femmes qui ne se connaissaient 
peut-etre pas, dont certains se haissaient, dont les interets s'oppo
saient, dont les souffrances s'excluaient, se retrouvent des jours 
et des nuits pour crier ensemble leur esperance. Qu'ils soient. 
venus de Tounkountouna ou de Savalou, d'Avrankou .ou de 
Come, les participants a cette Conference ant pris la mesure de . 
l'evenement en creation et de l'histoire qu'ils etaient appeles a 
fa~onner. Et vous etes tous d'accord, je crois, pour que j'affirrne 
en votre nom a to us que la premiere constatation de votre Rap
porteur general est que Ie President Matthieu Kerekou en pre
nant l'initiative de ce rassemblement a certainement obei a des 
contraintes economiques et sociales, rna is qu'il a de toute fa~on 
ete l'artisan d'un evenement majeur: la naissance d'une nouvelle 
Republique. Monsiel,1r Ie president de la RepubJique, sachez que 
la nation tout entiere .vous est reconnaissante de acte de cou
rage poJitique. Cette premiere constatation que nous devons rele
ver se fonce sur une deuxieme necessite, celIe des raisons pro-
. fondes de notre rassernblement. Qui ne se souvient de la triste 
histoire du jeune Abel qui nous a ete rappeiee ici rneme? Qui 
ne se souvient que, .depuis ce temps, l'humanite a garde pre-
cieuse en elle la le~on qui fonde notre resurrection? . 
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Souvenez-vous : 

Lorsque avec ses enfants vetus de peaux de bete, 
Eehevele, Iivide au milieu des tempetes 
Cain se fut enfui de devant Jehovah 
Comme Ie soir tombait, I'homme sombre arriva 
Au bas d'une montagne en une grande plaine 
Sa femme fatiguee et ses fils hors d'haleine lui dirent: 
"Couchons-nous sur la .,terre et dormons". 

Cain ne dormant pas songeait au pied des monts 
Ayant leve la tete, aU fond des deux funebres, 
II vit un rell tout grand ouvert dans les tenebres 
Et qui Ie regardait dans I'ombre fixement. 

Cain tenta tout, iI marcha trente jours, iI marcha trente nuits 
II chercha unasile sOr: la greve, des mers, les tentes du desert 
Une barriere de bronze, une ville enorme et surhumaine 
Avec une enceinte de tours ou I'on grava sur la porte: "Defense 
d'entrer". 

L'reil n'avait toujours pas disparu. 
Alors Ie malheureux crut trouver la solution: 
"Je veux habiter sous la terre ' 
Comme dans son sepulcre un homme solitaire 
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien." 

On fit done une fosse et Cain dit: "c'est bien !" 
Puis .iI descendit tout seul sous cette voOte sombre 
Quand ii se fut assis sur la chaise dans I'ombre 
Et quand on eut sur son front ferme Ie souterrain, 
L'reil etait dans la tombe et regardait Cain. : 

Cet reil'de, la conscience, Jekdonnez que je l' evoque pour resu
mer Ie cheminement de votrf argumentation, d'u~e argumellta
tion sans faille que notre peuple a construite en trente annees 
d'experience, de patience et, d'errements divers. 

Deshonorer l'argent 

Vous avez dit et je Ie rappelle: « L'argent ne peut plus etre 
notre maitre Ii. Tournant en' effet Ie dos a notre histoire et a 
notre geographie, a nos arts; a notre habilete, nous avons refuse 
notre croissance a partir de notre etre et de nos ressources. Pre
fer ant l'immediat de quelques-uns au « moyen terme» de tous, 
nous avo,ns choisi d'~largir episodiquement Ie petit cercle de pri
vilegies, et continuons d'etouffer les energies du plus grand nom
bre. L'argent devenu notre maitre nous dicte toutes nos extra
vagances, toutes nos faiblesses, tous nos abus. A cause de 
l'argent qu'il nous faut a tout prix, nous nous mettons en dan
ger de n'avoir plus de culture authentique, plus 'de Iiberte, plus 
de respect pour rien, plus de famille. . 

',Nerres et Catilina surgissent de partout et iI n'est meme plus 
d'e Ciceron pour denoncer les scandales qui s'accumulent. Neron 
plus arrogant que jamais s'est installe, ce qui veut dire l'heure 
des martyrs... Nous nous sommes done retrouves assassins de 
nos propres valeurs. Abel disparu, nous ne pouvions plus dor
mir. L'reiJ est allume dans notre nuit de honte et nous a con
duits a la Conference des Forces Vives de la Nation. 

j 
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Vous avez dit, Mesdames et Messieurs, et je Ie rappelle: «Le, 
pouvoir ne peut plus etre confisque par quelques-uns pour l'ecra
sement des autres II. Oh! certes toute societe doit s'organiser 
aut~ur de quelques idees fondamentales. Elle doit se donner des 
dirigeants pour la conduire et servir les interets generaux. Mais 
nous avons appris a nos depens que «tout pouvoir livre a lui
meme devient fou II. Nous avons appris que l'autorite se fonde 
sur la raison - «Si tu commandes a ton peuple d'alier' se jeter 
a la mer, il fera la revolution. II Mais' parce que Ie pouvoir facile 
nous a tentes, parce que nous y tenions a tout prix, parce que 
sans lui nous paraissons vides a nous-memes, nous n'avons rien 
epargne : violences de toutes sortes, torture, meurtres avoues ou 
non ... pourvu que nous soyons surs que no us sommes seuls a 
bord et que no us regnions. Nous avons oublie' que ee celui qui 
regne dans les, deux et de qui relevent to us les empires, a qui ' 
seul appartient la gloire, la majeste et l'independance, est aussi, 
Ie seu! qui se glorifie de faire la loi aux Rois et de leur donner 
quand il lui plait de grandes et de terribles le~ons. C'est ainsi 
qu'il instruit les princes, non seulement par les discours et les, 
paroles, mais encore par des effets et par desexemples ». La 
encore l'reil de conscience s'est allume et nous poursuit dans 
la tom be de nos epreuves. Vous me pardonnerez de ne plus rap
peler dans tous les details les souffrances que vous avez lon-

, guement dtkrites. Depuis les enfants dans la rue, les femmes 
devenues nos choses alors qu'elles sont nos meres et nos ,refe
rences de valeurs sures, les travailleurs sans salaires et donc sans 
consideration etsaQs avenir. Votis me pardonnerez de ne plus 
rappeler cela dans 'Ie detail puisque vous l'avez si bien dit et 
que chacun de nous en a eu Ie creur bouleverse et l'esprit trou
ble au point que nous avons decide de nous transformer en Etats 
generaux de la nation, de proclamer, sans ambigu]te la sQuve
rainete de notre rassemblement et la force executoire de nos 
decisions. Pourquoi cette revolution? Cette r~volution est fon
dee'sur la verite, ee la verite qui suscite au plus timide front que' , . 
son amour visite, une sereine audace a I'epreuve de tout II. Cette 
verite est que no us avons eu mal. Un peuple qui a mal et qui 
Ie ressent est un peuple ,en voie du salut, car, «Seul te qui fait 
mal, tres mal, saisit l'homme,lout entier et accelere Ie proces
sus d'irruption de l'esprit en lui. II 

Un Etat de droit 

Vous vous attendez done que je vous rappelle ici vos deci
sions essentielles en ce qui concerne la direction des affaires de 
I'Etat. O'abord, vous voulez desormais un' Etat de droit dans 
lequel Ie pouvoir est 'un service. Vous voulez, que l'autorite soit 
recentree en son sens essentiel ee Autoritas II : prendre les autres 
en charge pour les faire grandir. 

Vous voulez un Etat de droit ou Ie pouvoir executif, Ie pou
voir Iegislatif, Ie pouvoir judiciaire soient clairement, separes. Et 
vous voulez une presse libre et responsable. Vous voulez aussi 
que puissent s'exprimer et fleurir des mouvements associatifs effi
caces, des cooperatives dynamiques et productrices de biens. 
Vous voulez que les hommes et les femmes de ce pays aient 
Ie droit absolu et inalienable a mettre !'intelligence 'au centre 
de leur vie. Et vous avez bien voulu retenir ce mot d'un, philo
sophe con tempo rain : ee Quand l'intelligence deserte Ie forum, la 
mediocrite s'installe et tout finit en dictature. I) L'intelligence et 
I'imagination au pouvoir, vous avez resolu d'en faire desormais 
l'axe de notre organisation sociale et politi que. Vous v~)Ulez que 
les libertes fondamentales soient garanties pour tous e't que nul 
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ne s'arroge Ie droit de chosHier l'autre et de Ie mettre 11 genoux. 
Notre peuple a souffert dans son histoire la tr-agedie de l'escla
vage et de la condition servile. C'est done par tragique in cul
ture qu'aujourd'hui, avec l'aide des specialistes qui ont fait leurs 
preuves, des negres se retrouvent forturant et tuant d'autres 
negres. C'est par tragique inculture que des gouvernements hide
pendants organisent eux-memes la dispersion de leurs peuples 
a travers Ie m~nde, faisant de l'etat de refugie Ie moins anor
mal qui soit desormais en cet univers de violence et de haine. 

Ces decisions dans Ie domaine politique sont nombreuses. Les 
rapports, motions et resolutions seront tous retranscrits et pubHes, 
en temps opp.ortun et urgent dans leur integralite. Mais' vous vou- , 
lez que je vous rappelle l'essentiel. Nous avons decide du chan
gement. Nous aurons une nouvelle constitution 11 soumettre au 
Referendum populaire dans les prochains mois. Cette constitu
tion consacrera un regime entierement democratique pour un 
developpement fonde sur Ie travail, la liberte et la solidarite. En 

,attendant cette constitution et les elections legislatives et presi-
dentielles prevues pour janvier et fevrier 1991, une structure de 
transition a ete mise en place. Sous votre autorite de' chef d'Etat, 
Monsieur Ie President Mathieu Kerekou, un gouvernement sera 
installe, ayant 11 sa tete un Premier ministre. Nous avons unani
mement designe Monsieur Nicephore Soglo. 

Cher ami Nicephore Soglo, si Ie President' de la Republique 
veut bien accepter les conclusions de nos travaux, vous serez 
dans quelques jours Ie Premier ministre et Ie chef du Gouver
,nement de notre pays. Le peuple beninois par ma voix et a tra-, 
vers ses representants authentiques ici rassembles v.ous apporte 
sa confiance et son soutien affectueux et determine; en cette 
periode de turbulences economiques et d'ajustement structurel, 
nous savons que Ie navire est entre de tres bonnes mains. 

Pour reguler toutes les operations nationales qui s'imposeront 
ces prochains mois, il est institue un Haut Conseil de la Repu
blique, dont Ie mandat est Ie suivant: 

- controler Ie suivi des decisions de la Conference nationale ;' 
- exercer la fonction legislative, notamment en matiere bud-

getaire; 
- corltroler l'executif; 
- etudier les amendements qui seraient re\;us apresla popu-

larisation de I'avant-p~ojet de Constitution; 
- superviser les elections legislatives et presidentielles, ainsi 

que Ie reglement du contentieux electoral; , 
- approuver I'avant-projet de Constitution; 
- assurer l'acces equitable des partis politiques aux mass-

medias'offici~ls et veiller au respect de la deontologie en matiere d'information ; 
- en cas de vacance de pouvoir,'le Haut Conseil de la Repu

blique designe en son sein, et selon Ie cas, un membre pour 
assurer l'interim du President de la Republique ou du Premier 
ministre; 
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- enfin, Ie Haut Conseil de la Republique assure la defense 
et la promotion des droits de l'homme tels qti'ils sont procla
mes et garantis dans ~a charte africaine des Droits de l'Homme 
et de peuples. ' 

Une commission de redaction de la pro chaine Constitution est 
designee, dont les travaux nous seront remis dans les toutes, pro
chaines semaines. Notre ami, Ie Professeur Maurice Ahanhanzo
Glele, Conseiller juridique de I'UNESCO, a bien voulu accepter 
cl'y veiller personnellement. Enfin, un calendrier a la fois SOU-! 

pie et precis permettra d'installer les nouvelles institutions, sf 
Dieu Ie veut,a la date du 1 er avril 1991. ' 

Nous avons done choisi de no us rehabiliter et de nous res-: 
pecter. 

Parmi vos autres conclusions essentielles, permettez-moi de; 
relever votre attitude, face a la question des forces armees. lci,. 
je ne vais pas reveler un secret d'Etat, mais je fais appel au sou
venir des presidents Hubert Maga et Justin Ahomadegbe. Lors
que nous entreprenions de negocier les termes de notre inde
pen dance, Ie General De Gaulle avait dit a nos futurs chefs' d'Etat 
en une seance pathetique comment lui, militaire, percevait I'ave
nir de nos institutions, et il avait les plus grands doutes sur la 
maniere dont nous pourrions utiliser les forces armees. Sur ce 
point, vous l'avez dit, la reflexion doit se poursuivre. Fort heu
reusement, les responsables de nos structures militaires viennent 
de prendre une decision qui fera d>eux, dans Ie Tiers monde, 
les annonciateurs d'une aube nouvelle. En decidant librement 
de se retirer de la gestion des affaires pubIiques, en faisant Ie .. 
choix d'une vie democratique, notre armee vient de donner une 
lec;;on qui retentira loin, tres loin, sur tout Ie continent. Notre: 
rapport se devait de Ie consigner formellement. 

Redefinir notre developpement 

Nous I'avons dit': Ie pouvoir, l'autorite, Ie gouvernement, c'est 
un service. Mais Un service au benefice de qui et avec quels 
moyens? Votre rapporteur, general a retenu une idee essentielle 
emise par plus d'un: I'homme au centre du developpement, 
I'homme au cceur de la croissance economique et du partage 
des biens. Encore faut-il que no us sachlons definir notre deve
loppement comme etant la maitrise, a partir de notre environ- , 
nement culturel, des ressources et des techniques permettant la 
sante physique pour tous, la sante mentale pour tous et la sante 
sociale pour tous. Notre pays, Ie Benin, traverse une crise eco
nomique et financiere d'une exceptionnelle gravite. Y a-toil des 
moyens d'y porter remede? La reponse de cette Conference 
nationale a ete sans ambigulte : malgre ses lourds handicaps, ce 
pays est riche de potentialites, ce pays peut s'en sortir. Com
ment? Vous avez sur ce plan souligne des realites, tres concre
tes. Ces realites com man dent d'observer que nous disposons des 
richesses interieures fondees sur notre agriculture vivriere com
merciale ; que Ie Benin est l'un des pays du continent qui peut 
assurer l'autosuffisance alimentaire de toute sa population et 
exporter vers .les pays voisins, notamment Ie Nigeria, non seu
lement Ie riz qui vient d'ailleurs, mais encore Ie mais, Ie manioc, 
l'igname, cultives chez nous, ainsi que les produits de la IJeche. 
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Deja a l'interieur de ce pays en parcourant nos marches, en 
observant la circulation sur nos routes, en notant les construc
tions entreprises dans nos villes par diverses individualites, bref 
en tenant une bonne statistique de I'argent depense par nous
memes dims l'espace national, il apparatt qu'un divorce existe 
entre les structures de I'Etat et ses moyens d'une part, et les 
structures des collectivites autonomes avec leurs propres ressour
ces d'autre part ... Pour que ce hiatus so it corrige, il faut une 
chose premiere: un comportement different des dirigeants face 
a l'argent. II ne s'agit pas de dire: II j'ai des milliards II ; ceci a 
peu d'importan,ce reelle dans ce pays. Par contre, un comporte
ment de fiUgalite et de solidarite est un exemple que notre peu
pie attend, un exemple qui aura a coup sur un eIfet multiplica
t~ur. 

C'est a partir de la que Ie changement ~;operera. Regardez 
nos structures qui' portent des valeurs, nos eglises, nos temples, 
nos mosquees. Ces ,structures ne sont pas riches, elles n'ont sans 
doute pas des milliards, mais parce' que nous croyons profonde
ment qu'elles sOQt a notre service, qu'eJles rejoignent nos sour
cils profonds, que sans' eUesquelque chose d'essentiel en nous 
serait brise ou aneanti, ces structures' trouvent generalement les 
moyens d'agir et de servir la collectivite. C'est un exemple qui 
n'est pas probant en tous do maines, mais il eclaire Ie chemin., 
Les ressources interieures, c'est aussi, une autre maniere de gerer 
la chose publique. Nous n'avons pas les moyens d'administrer 
la societe comme .~ela est la norme a Paris ou a Washington. 
Nos freres Yoruba Ie disent : JJe Ja manwo ka to s'omo i'oruKo (1). 
S'habiller a sa taille, se chausser ,it son pied, voila la vraie 
sagesse. ,Or les milliards que nous depensons en pure perte parce 
que nous avons une administration aux methodes in ad equates, 
parce que nous multiplions et gardons les structures ou des ser-' 
vices inutiles, sont autant de richesses diverties de I'essentiel. Et 
il Y aces ressources inexplorees et disponibles immediatement, 
comme il a ete rappele a cette' conference. Les transferts des 
liquidites des travailleurs algeriens vers leur pays a partir de la' 
France, I'importance pour Israel des communautes juives de la 
diaspora, la solidite des projets animes dans leur village par les 
Portugais de l'etranger, voila: quelques exemples qui devraient 
nous eclairer ... 

Un million de Beninois au Nigeria, un autre million disperse 
entre Ie Senegal, la Cote-d'ivoire, Ie Gabon et la France, voila 
une source de richesse qu'aucun gouvernement jusqu'a present 
n'a vraiment organisee. Or ces hommes et ces femmes profon
dement attaches a leur pays d'origine ne demandent pas mieux 
que de contribuer a son relevement pourvu que s'installe un 
regime qui suscite leur confiance. ,Une autre source 'de richesse, 
ce sont nos relations avec nos parten aires de la Communaute 
internationale. Nous disons bien II partenaires II ; iI ne s'agit pas 
de mendier; il s'agit de construire ensemble, et cela est possi
ble. Le Nicaragua a obtenu des organisations non gouvernemen
tales une table ronde tres originalE~, celie de la solidarite pour 
un developpement authentique. Si nous sommes ,fideles a nos 
engagements au cours de la conference, c'est un chemin que 
nous pouvons nous aussi emprunter en nous fondant sur des pro
jets concrets visant la satisfaction des besoins immediats de nos 
populations. Les organisations rion gouvernementales sont deve
nues un 'appui tres puissant pour Ie, developpement. Elles sont 
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religieuses ou laiques, et elles ont desormais dans diverses insti
tutions internationales, des droits de tirage, des )ignes de cre
dit, bref des possibilites d'appuis directs qui doivent pouvoir nous 
servir immediatement, notamment dans tout ce qui touche les 
services educatifs, les services de sante, l'environnement urbain, 
Ie developpement rural... Certes, n'abusons de rien, et ne don
nons a personne I'impression que la solution de nos problemes 
sera facile. Ce que votre Rapporteur a retenu de vos delibera
tions, c'est que des reponses·financieres exlsfenf vGitabiement, 
pourvu que nous nous attelions nous-memes a mettre en ceuvre 
un programme national de redressement economique et social. 

Vous vous etes attaches a mieuxcerner les contours du Pro-
. gramme d'ajustement structurel pour Ie comprendre et Ie met

tre en ceuvre, et vous savez desormais que ce programme est 
un concours qui necessite un corrtportement d'aduItes, une admi
nistration rigoureuse, des hommes competents. Je neveux pas 
in sister sur d'autres axes importants des travaux de notre com
mission des affaires economiques. L'excellent rapport d'idel
phonse Lemon qui nous.a demontre ici sa competence indiscu
table en ce domaine sera disponible au cours de cette journee. 
Le Programme d'ajustement structurel, couple avec Ie pro
gramme national de redressement economique et social, nous 
mettra sur Ie chemin de la sortie decisive de Ia crise qui no us 
etreint et dont I'une des consequences les plus graves est Ie sinis
tre qui s'est abattu sur notre systeme scolaire. Nos ecoles sont 
fermees. Des mesures urgentes sont attendues pour redefinir 
notre ecole par rapport a la vie et a l'emploi. Notre ecole doit 
pouvoir satisfaire trois objectifs: formation generale, formation· 
a l'emploi, formation du caractere. Elle doit pouvoir mettre Ie 
jeune qui en sort en relation. avec .un reseau economique pou
vant Ie porter individuellement ou dans Ie cadre d'une coopera
tive de production. 

En attendant que les etats generaux de l'education que vous 
avez voulus, nous permettent d'apprehender une autre vision de 
la formation et de l'utilisation de ressources humaines, iI no us 
faut agir pour les secours d'urgence. Ainsi, tous les eleves et 
etudiants en classe d'examen devraient recevoir une attention 
prioritaire au niveau de mesures exceptionnelles a imaginer sans 
tarder sur Ie plan na~ional, et sur Ie plandespossibilites de bour
ses etrangeres que nous pouvons negocier dans les prochains· . 
jours, je dis bien dans les prochains jours, car nous n'avons pas 
Ie droit de sacrifier toute une generation en attendant l'aboutis
sement. des negociations avec les syndicats. A VOllS entendre, 
Ie prochain gouvernement devra prendre tres a cceur la solu
tion de cette preoccupation majeure des la premiere minute de 
son installation. . 

Notre commission de l'education, .entre plusieurs propositions 
dont vous prendrez egalement connaissance avec attention, a 
mis un accent particulier sur la science. Cela est tres heureux. 
Les peuples· qui se developpent sont ceux qui privilegient "Ia 
recherche scientifique et ses applications. I.:e Benin nouveau 
devra prendre tres a coeur cette orientation pour creer un reseau 
de chercheurs eprouves dans les domaines des besoins essen
tiels de la nation. lei la cooperation internationale devra etre 
utilisee judieieusement, tant au plan des ressources que dans la 
mise en rapport ~vec les structures les plus performantes. 
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dont vous prendrez egalement connaissance avec attention, a 
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Au carrefour d'un monde nouveau 

Mesdames et messieurs, «Ie jour qui passe est passe, l'heure 
qui sonne est sonnee, demain seul reste et Ie!; apres-demain I). 

Nous avons perdu assez de temps dans ce pays; nous avons 
perdu beaucoup de t~mps. ,Mais nous vel)ons depuis hier de 
gagner un siecle, celui qui vient. Or ce siecle lui-meme peut 
encore nous echapper si nous manquons de vigilance et 
d'audace. Vous l'avez dit vous-memes, rien n'est jamais definiti
vement acquis ; et donc je vous remets en memoire que je vous 
ai en tend us en appeler regulierement a to us ceux qui vous ecou
taient pour qu'ils defendent eux aussi leurs libertes et leur deve- ' 
loppement par les voies pacifiques que nous avons choisies. Je 
vous ai entendus leur rappeler de rassembler leur energie pour 
enfin promouvoir leur developpement dans la solidarite d'un peu
pie ressuscite. Je vous ai entendus en ecoutant attentivement 
Patrice Gbegbelegbe et Florentin Mitopaba en appeler a tous nos 
amis de par Ie monde. Nous avons choisi en toute responsabi
lite un systeme de gouvernement endogene et autocentre. Nous 
faisons ce choix en un moment, ou Ie monde 'entier vibre aux 
accents de la liberte. Recemment, Ie Premier ministre franc;ais 
M. Michel Rocard, et c'est encore vous qui l'avez rappete, rece
vant les ambassadeurs de France reunis a Paris, a tenu a souli
gner des choses essentielles qui ne peuvent nous echapper ici. 
Je cite Michel Rocard: 

«ll n'y a pas de remedes a des situations de trise economi
que et sociale qui ne procedent d'abord d'une ;volonte de reforme 
politique, passant notamment par un approfondissement de la 
democratie ou, du respect des droits de l'ho!llme. Ceci est, vrai 
en Europe, ceci est vrai en Amerique Latine, mais ceci est vrai 
egalement en Afrique. 

11 nous faut, sans faiblesse, rappeler a nos amis africains que 
,la Iiberte de penser, d'exprimer et d'agir - qui suppose un' res
pect pointilieux des principes fondiimentaux-des' droits de 
l'homme - est un facteur essentiel de, developpement. 

II serait de mauvaise politique de transiger sur l'essentiel : sans 
Iiberte, il ne peut y avoir de developpement durable.» 

II nous plait de souligner ces mots de Michel Rocard car nous 
etions deja tentes de desesperer de nos, amis du monde, un peu 
comme ces Polonais de naguere lui lanc;aient Ie cri reste fameux : 
« Dieu est trop haut et la France trop loin! ». 

Si je traduis bien les sentiments. de nQtre Assemblee et ses 
propos, elle veut que je vous demande, cher Monsieur I'Ambas
sadeur de France, de transmettre au President Franc;ois Mitter
rand personnellement notre desir' d'une cooperation toujours fran
che et toujours plus etroite. Nous souhaitons et nous voulons 
qu'il accepte, M. Mitterrand, d'etre Ie premier garant du, Con
trat de Solidarite qu'ici nous avons negocie et scelle. 

Cher Monsieur Pavlov, ancien com~gue du Bureau Internatio
nal du Travail a Geneve, et aujourd'hui Ambassadeur de I'Union 
des Republiques Socialistes et Sovietiques en Republique du 
Benin, notre Conier,ence a plus d'une fois fait reference a la 
Perestroika. Nous y avons foi et no us vous prions, c'est Ie vceu 
de I'Assemblee, de transmettre a Monsieur Gorbatchev notre 'sin
cere admiration et notre espoir que son succes sera aussi Ie notre 
'auque\ nous souhaitons, qu'il contribue puissamment. 
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Mrs Ambassador of the United States or America (2), 
We!come to our Country. On behalf of this people, on behalf 

of this Assembly, a former fellow of the Harvard Center for Inter
national Affairs is appealIing to you. Between the people or Ame
rica and the people of this land of Benin, there is a strong and 
deep sense of solidarity. We need you here as a witness. We 
need you as a partner. We need you as a friend. Please convey 
to President George Bush our sincere hope that he will be with 
us in our struggle for freedom, democracy and development. 
Give us the tools which we miss today. Give us the tools and 
we will finish the job and we all will be proud' oroui-cominon -', 
achievement. . 

Mr Ambassador of Egypt (3), President Moubarak is today the 
respected Chairman of the OAU, we welcome his attention, we 
welcome his good officies if need be. We are condident that the 
OAU will help this country to live in peace though justice and 
democracy. 

Distinguished representative of Nigeria (4), we are your direct 
neighbours, you cannot overlook our deep sense of complemen
tarity with you. We are sure in this Assembly that President 
Babangida appreciates that if a new era opens in Benin, it is' 
for Nigeria an opportunity for building in our region a stronger 
cooperation for the benef of our peoples. Oh yes, together and 
certainly we will overcome. 

Cher Monsieur I'Ambassadeur d'Allemagne Federaie, «der 
Mann hat einen grossen Geist und ist so klein von raten II (5). 
Nous avons pris de grandes decisions a ceUe Conference. Serons
nous en mesure de .pouvoir toujours tenir? 'Les vents seront-ils 
toujours favorables? C'est pourquoi nOUII apprecions a sa juste 

. valeur Ie symbole definitif de liberation que signifie aujourd'hui 
la destruction du mur de Berlin. Nous savons ce que signifie pour 
l'Europe et pour Ie monde une Allemagne reunifiee. Cette le<;on 
de tenacite et d'esperance que vous administrez ainsi a tout I'uni
vers marquera notre temps. Notre Conference a voulu que je 
vous dise combien nous comptons sur vous pour que notre reveil 
et notre renaissance soient soutenu par la force de votre deter
minationet la lucidite de vos choix politiques . 

. Cher Monsieur Roduit, delegue de Suisse, terre d'accueil et car
refour du monde, ou nous avons appris qu'un peuple meme 
divers peut vivre en harmonie et en solidarite. Notre Conference 
sait Que votre pays participe a notre Programme d'ajustement 
we will finish the job and we all will be proud of our common 
achievement. 

, Mr Ambassador of Egypt (3), President Moubarak is today the 
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Cher Monsieur I'Ambassadeur d'Allemagne Federale, «der 
Mann hat einen grossen Geist undi5t 50 klein von Taten II (5). 
Nous avons pris de gran des decisions a cette Conference. Serons
nous en mesure de pouvoir toujours tenir? Les vents seront-ils. 
toujours favorables? C'est pourquoi no us apprecions a sa juste 
valeur Ie symbole definitif de liberation que signifie aujourd'hui 
la destruction du mur de Berlin. Nous savons ce que signifie pour 
l'Europe et pour Ie monde une Allemagne reunifiee. Cette le~on 
de tenacite et d' esperance que vous administrez ainsi a tout l'uni
vers marquera notre temps. Notre Conference a 1/oulu que je 
vous dise combien nous comptons sur vous pour que notre reveil 
et notre renaissance soient soutenu par la force de votre deter
mination et la lucidite de vos choix politiques. 

Cher Monsieur Roduit, Ideh~gue de Suisse, terre d'accueil et car
refour du monde, ou no us avons appris qu'un pel,lple meme 
divers peut vivre en harmonie et en solidarite. Notre Conference 
sait que votre pays participe a notre Programme d'ajustement 
structure!. Elle me demande de vous remercier et de vous prier 
de transmettre aux auto rites de Berne notre espoir d'une coo-
peration plus intense encore. . . 

Quant a vous Monsieur l'Ambassadeur d'Algerie, terre d'expe
rience qui a su maitriser recemment Ie tournant democratique, 
votre pays, nous Ie savons, nous sera d'un appui precieux pour 
nos propres mutations. 

Enfin, Dear Ambassador of Ghana (6), you are the Deab of 
diplomatic corps in our country. We trust that you will with all 
your colleagues watch carefully whatever happens after this Con
ference. As you want us to succeed, please mobilize on our 
behalf the goodwill of all you colleagues and friends. We can
not name them all, but their support through you, we certainly 
welcome their advice and their suport. . 

Mesdames et messieurs, pardonnez, je vous prie, ce qui peut 
apparaitre· comme une digression dans un rapport de cette 
nature; mais vous avez voulu et vous avez dit que nous devions 
prendre Ie monde a temoin. pour reussir Ie pacte qu'ici nous 
avons conclu. Nous en appelons done clairement au droit et au 
devoir d'ingerence du monde entier. NOlls en appelons au sou
tien de tous pour que nous sortions definitivement de I'abime 
ou nous sommes plonges. 

Debout et libres 

Vigilance de notre peuple, soutien de nos parten aires inter
nationaux. Mais faisons aussi appel comme vous l'avez voulu a 
nos propres forces spirituelles. Je tiens a traduire ·l'inquietude 
quecette assemblee a exprimee, je tiens a traduire son· espe
rance et sa foi .9ui rappeUe ceci que no us savons deja: 

'CeJui . qui met un frein a la fureur des flots 
Sait aussi des mechants arreter les complots. 
Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. 

Parce que nous avons cette foi et cette esperance, je r~surrie 
vos· propos, en cette priere d'humble confiance: «Dieu de nos 
peres, Dieu des innocents, nous te confions ce peuple que tu 
as reveille; c'est vers toi qu'il marc he, en marchant vers son 
destin. Dans ce nouvel ex'ode arrete, nous te· prions, tout bras 
vengeur, eioigne tout imposteur, retiens tout crimine!. II 

i , 
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Dimanche, lorsqti'apres toutes les invectives, to us les desac
cords exposes, malgre toutes les souffrances et toutes les ran
creurs accumulees, cette Assemblee s' est res~aisie au chant de 
l'hymne riational, nous avons vu mesdames, nous avons vu mes
sieurs, nous avons vu «Ia negraille assise attendiiment debotit, 
debout sous Ie soleil, debout dans les cordages, debout it la barre, 
debout et libre II. 

Monsieur Ie President, il n'y a pas de vent favorable it celui . 
qui ne sait ou il va. Vous avez voulu que je traduise ici nos 
convergences, je m'y suis efforce sans vraiment toujours reussir 
a faire passer toute l'intensite du message. Mais je suis persuade 
que chacun de nous, de Bertin Borna. it Simon Ogouma, de Pau
lin Hountondji a Robert D0550U, de Joseph Kele a Adrien Houng
bedji,· de Mouharaf Gbadamassi a Theophile Paoletti, du Presi
dent Emile De~lin Zinsou au President Mathieu Kerekou, nous 
avons decide de tendre la main les uns aux autres. Cette Con
ference veut avoir reussi a reconcilier la nation avec elle-meme. 
Tous·les autres problemes, si no us sommes fideles aux decisions 
. que nous avons prises, sont deja resolus en puissance. II serait 
tragique que notre sort, Ie sort de tout ce peuple,soit celui de 
l'aiglon: .... 

Vouloir a l'histoire ajouter des chapitres, 
Et vouloir n'etre qu'un front qui ·se colle a des vitres. 

Alors parce que nous avons jure de ne plus jamais humilier 
l'intelligence, parce que les chaines sont brisees et que nous.· 
avons definitivement conquis Ie droit de parl~r au nom de I'Afri
que, et des libertes fondamentales des hommes et des ·femmes 
de ce continent, parce que nous entrons desormais en partenaire 
majeur dans un monde majeur, parce que la nuit s'est dissipee 
et. que l'aube nouvelle rayonne: Au travail mes amis. 

Nous avons vaincu la fatalite! 

Cotonou, Ie 28 Ievrier 1990 

(1) C'est la maison que I'on regarde avant de donner un nom Ii I'enfant. 
(2) Excellence, Madame I'Ambas~deur des Etats-Unis· ci'Amerique, bierivenue 

dans notre pays. Au nom de ce peuple, au nom de cette Assembh~e, un ancien 
associe du Centre pour les Affaires Internationales de l'Universite de Harvard 
vous interpelle. Entre Ie peuple des Etats-Unis d'Amerique et Ie peuple du Benin 
existe une forte et profonde solidarite. Soyez notre temoin. Soyez notre parte
naire. Soyez notre ami. Transmettez, je vous prie, au President Georges .Bush, 
notre sincere espoir qu'il appuiera notre combat pour la Iiberte, la democratie 
et Ie developpement. Donnez-nous les outils et nous accomplirons Ie travail, et 
nous tous serons fiers de notre commune realisation. 

(3) Excellence, Monsieur l'Ambassadeur d'Egypte, Ie President Moubarak est 
aujourd'hui Ie presidenttres respecte de I'OUA. Nous en appelons Ii ses bons 
offices en cas de besoin. Nous sommes pleinement confiant que I'OUA aidera 
ce pays Ii vivre en paix par la justice et la democratie. 

(4) Distingue Representant de la Republique Federale du Nigeria, nous som
mes votre voisin immediat, vous ne pouvez donc ne pas considerer notre pro
fonde complementarite avec vous. Nous soinmes persuades au sein de cette 
assembh;e que Ie President Babangida apprecie Ii sa juste valeur celie ere nou
velle qui s'ouvre au Benin, qui offre egalement a la Republique Federale du 
Nigeria la possibilite d'une cooperation plus etroite dans notre region au profit 
de nos peuples. Oh oui, ensemble nous vaincrons Ii coup sur. 

(5) L'homme est si grand d'~sprit et si petit d'actes. __ .. _ .. _ .. , 
(6) Enfin, Cher Monsieur l'Ambassadeur du Ghana, vous··etes Ie Doyen du corps 

Diplomatique dans notre pays. Nous sommes i:onfiants qu'avec vos collegues, 
vous suivrez avec attention Ie deroulement des evenements au sortir de cette 
conference. Vous contribuerez a notre succes en mobilisant pour nous la bonne 
volonte de vos co\legues et amis. Nous ne pouvons tous les nommer ici, mais 
Ii travers vous, recevrons avec gratitude leur conseil et leur appui. 
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Cotonou, Ie 28 Ievrier 1990 
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de nos peuples. Oh oui, ensemble nous vaincrons Ii coup sur. 
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Diplomatique dans notre pays. Nous sommes i:onfiants qu'avec vos collegues, 
vous suivrez avec attention Ie deroulement des evenements au sortir de cette 
conference. Vous contribuerez a notre succes en mobilisant pour nous la bonne 
volonte de vos co\legues et amis. Nous ne pouvons tous les nommer ici, mais 
Ii travers vous, recevrons avec gratitude leur conseil et leur appui. 
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Cher Monsieur l'Ambassadeur d'Allemagne Federale, «der 
Mann hat einen grossen Geist und ist so klein von Taten)l (5). 
Nous avons pris de gran des decisions a cette Conference. Serons
nous en mesure de pouvoir toujours tenir? L.es vents seront-i1s 
toujours favorables? C'est pourquoi no us apprecions a sa juste 
valeur Ie symbole detinitif de liberation que signifie aujourd'hui 
la destruction du mur de Berlin. Nous savons ce que signifie pour ' 
l'Europe et pour Ie monde une Allemagne reunifiee. Cette le~on 
de tenacite et d'esperance que vous administrez ainsi a tout l'uni
vers marquera notre temps. Notre Conference a voulu que je 
vous dise combien nous comptons sur vous pour que notre reveil 
et notre renaissance soient soutenu par ia force de votre deter-
minationet la lucidite de vos choixpolitiques. . 

Cher Monsieur Roduit, (delegue de Suisse, terre d'accueil et car
refour du monde, ou nous avons appris qu'un pel,lple meme 
divers·peut vivre en harmonie et en solidarite. Notre Conference 
sait que votre pays participe a notre Programme d'ajustement 
structurel. Elle me demande de vous remercier et de vbus prier 
de transmettre· aux autorites de Berne notre espoir ·d'une coo
peration plus intense encore. 

Quant a vous Monsieur I'Ambassadeur ci'Algerie, terre d'expe
rience qui a su maitriser nkemment Ie tournant democratique, . 
votre pays, nous Ie savons, nous sera d'un appui precieux pour • 
nos prop res mutations. . 

Entin, Dear Ambassador of Ghana (6)~ you are the Deab of 
diplomatic corps in our country. We tr,ust that youwill with all 
your colleagues watch carefully whatever happens after this Con
ference. As you want us to succeed, please mobilize on our 
behalf the goodwill of all· you colleagues and friends. We can
not name· them all, but their support through you, we certainly 
welcome their advice and their suport. . . 

Mesdames et messieurs, pardonnez, je vous prie, ce qui peut 
apparaitre· comme une digression· dans un rapport de ·cette 
nature; mais vous avez voulu et vous avez dit que nous devions 
prendre Ie monde a temoin . pour reussir Ie pacte qu'ici nous 
avons conclu. Nous en appelons done clairement au droit et au 
devoir d'ingerence du monde entier. Noils en appelons au .sou- . 
tien de tous pour que nous sort ions definitivement de l'ablme 

. ou no us sommes plonges. 

Debout et libres 

. Vigilance de notre peuple, soutien de nospartenaires inter
nationaux. Mais faisons aussi appel comme vous l'avez voulu a 
nos propres forces spirituelles. Je tiens a traduire 'l'inquietude 
que 'cette assembIee a exprimee, je tiens a traduire son espe
rance et sa foi 9ui rappelle ceci que nous savons deja: 

'Ceiui . qui met un frein a la fureur des fiots 
Sait aussi des mechants arreter les complots. 
Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. 

Parce que nous avons cette foi et ceUe esperance, je'i~sume 
vos' propos, en cette priere d'humble confiance: «Dieu de nos 
peres, Dieu des innocents, nous te confions ce peuple que tu 
as reveille; c'est vers toi qu'il marc he,· en marchant vers son 
destin. Dans ce nouvel exode arrete, nous te prions, tout bras 
vengeur, eloigne tout imposteur, retiens tout criminel.» 

370 

Cher Monsieur l'Ambassadeur d'Allemagne Federale, «der 
Mann hat einen grossen Geist und ist so klein von Taten)l (5). 
Nous avons pris de gran des decisions a cette Conference. Serons
nous en mesure de pouvoir toujours tenir? L.es vents seront-i1s 
toujours favorables? C'est pourquoi no us apprecions a sa juste 
valeur Ie symbole detinitif de liberation que signifie aujourd'hui 
la destruction du mur de Berlin. Nous savons ce que signifie pour ' 
l'Europe et pour Ie monde une Allemagne reunifiee. Cette le~on 
de tenacite et d'esperance que vous administrez ainsi a tout l'uni
vers marquera notre temps. Notre Conference a voulu que je 
vous dise combien nous comptons sur vous pour que notre reveil 
et notre renaissance soient soutenu par ia force de votre deter-
minationet la lucidite de vos choixpolitiques. . 

Cher Monsieur Roduit, (delegue de Suisse, terre d'accueil et car
refour du monde, ou nous avons appris qu'un pel,lple meme 
divers·peut vivre en harmonie et en solidarite. Notre Conference 
sait que votre pays participe a notre Programme d'ajustement 
structurel. Elle me demande de vous remercier et de vbus prier 
de transmettre· aux autorites de Berne notre espoir ·d'une coo
peration plus intense encore. 

Quant a vous Monsieur I'Ambassadeur ci'Algerie, terre d'expe
rience qui a su maitriser nkemment Ie tournant democratique, . 
votre pays, nous Ie savons, nous sera d'un appui precieux pour • 
nos prop res mutations. . 

Entin, Dear Ambassador of Ghana (6)~ you are the Deab of 
diplomatic corps in our country. We tr,ust that youwill with all 
your colleagues watch carefully whatever happens after this Con
ference. As you want us to succeed, please mobilize on our 
behalf the goodwill of all· you colleagues and friends. We can
not name· them all, but their support through you, we certainly 
welcome their advice and their suport. . . 

Mesdames et messieurs, pardonnez, je vous prie, ce qui peut 
apparaitre· comme une digression· dans un rapport de ·cette 
nature; mais vous avez voulu et vous avez dit que nous devions 
prendre Ie monde a temoin . pour reussir Ie pacte qu'ici nous 
avons conclu. Nous en appelons done clairement au droit et au 
devoir d'ingerence du monde entier. Noils en appelons au .sou- . 
tien de tous pour que nous sort ions definitivement de l'ablme 

. ou no us sommes plonges. 

Debout et libres 

. Vigilance de notre peuple, soutien de nospartenaires inter
nationaux. Mais faisons aussi appel comme vous l'avez voulu a 
nos propres forces spirituelles. Je tiens a traduire 'l'inquietude 
que 'cette assembIee a exprimee, je tiens a traduire son espe
rance et sa foi 9ui rappelle ceci que nous savons deja: 

'Ceiui . qui met un frein a la fureur des fiots 
Sait aussi des mechants arreter les complots. 
Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. 

Parce que nous avons cette foi et ceUe esperance, je'i~sume 
vos' propos, en cette priere d'humble confiance: «Dieu de nos 
peres, Dieu des innocents, nous te confions ce peuple que tu 
as reveille; c'est vers toi qu'il marc he,· en marchant vers son 
destin. Dans ce nouvel exode arrete, nous te prions, tout bras 
vengeur, eloigne tout imposteur, retiens tout criminel.» 

370 



CONFERENCE NATIONALE 
SOUVERAINE 

PREsIDIUM . 

SECRETARIAT 

. Visa: 
rapporteur general, 

REPUBUQUE DU CONGO 
Unite - Travail - progres 

Acte N° 003/911CNS/P/S.-

Du 4 juin 1991 portant 
adoption· de I'ACTE 

FONDAMENTAL· portant . 
organisation des Pouvoirs 

Publics durant la periode de 
transition. 

LA CONFERENCE NATIONALE 

(VU Ie decret N° 911015 du 09 £evrier 1991, portant convo
cation de la Conference nationale; 

(VU Ie Reglement Interieur de la Conference nationale souve
rainedu 11 mars 1991, notamment en ses articles 1,·9, .38, 40 
et 41. .. . 

DECIDE 

PREAMBULE: 

La dignite, la Iiberte, la paix, la prosperite et I'amour' de la 
patrie ont ete, sous Ie monopartisme en particuIier, hypotheques 
ou retardes par Ie totalitarisme, la confusion des pouvoirs, Je 
nepotisme,le tribalisme, Ie r~gionalisme, les inegalites sociales, 
les violations des Iibertes fondamentales. 
. Le coup d'Etat,· en s'inscrivant dans I'hlstoire politi que du 

Congo comm.e seul moyen d'acceder au pouvoir, a annihile toute 
vie democratique. . 

L'intolerance et la violence politique, les violations des Iiber
tes individuelles et collectives, les executions sommaires d'oppo
sants politiques reels ou presumes, les assassinats crapuleux de 
paisibles citoyens a des fins politiques ont fortement endeuiIIe 
Ie pays, entretenu et accru la haine et les divisions entre les 
difterentes communautes ethniques qui constituent la Nation Con
golaise. 

En consequence Ie Peuple Congolais; 
- affirme sa ferme volonte de batir un Etat de Droit et une 

Nation Unie et fraternelle, ' 
- proclame solennellement son droit a la resistance et a la 

desobeissance civique a tout individu ou tout. groupe d'indivi
. dus qui prend ou· exerce Ie pouvoir a la suite d'uii coup d'Etat 
ou tout autre forme de violence, 
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- reaffirme son attachement aux principes' de la dem,ocratie 
pluraliste', aux droits' definis par la Charte InternationaIe des 
droits de I'Homme des Nations Unies de 1948, la Charte Afri
caine des Droits de l'Homme et des peuples adoptee en 1981 
par l'Organisation de I'Unite Africaine et la Charte des Droits 
et des Libertes adoptee en 1991 par la Conference nationale 
souveraine. 

Des dispositions de l'ensemble des textes pnkites font partie 
integrante du present Acte Fondamentai. 

TITRE I 

DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

Artic;Je"! : Le Congo, Etat souverain et independant, est une 
Republique, une et indivisible, laique et democratique. 

Article 2: Lenom du pays est Republique du· Congo. 
L'embleme national de Ia Republique, est Ie drape au tricolore" 

vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire, ilest compose de 
deux triangles de couleur verte et rouge, separes par une bande 
jaune en diagonale, Ie vert etant Ie cote de la hampe. 

L'hymne national est II LA CONGOLAISE lI. 

La devise de la Republique est: 
II Unite - Travail - Progres lI. 
La langue officielle est Ie fran~ais. 
Le sceau de l'Etat et les armoiries sont de finis par la loi. 
Le principe de la Republique est: gouvernemerit du, par Ie 

peuple et pour Ie peuple. 
Article 3 : La souverainete nationale appartient au peuple qui 

l'exerce au moyen du suffrage universel, par ses representants 
ou par referendum. 

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'aUri
buer l'exercice. 

Article 4 : Tout citoyen congolais a Ie devoir sacre de defen
dre la Nation et son integrite territoriale, de desobeir et de resis
ter it tout individu ou groupe d'individu qui prend Ie, pouvoir 
par la force ou l'exerce en violation du present Acte fondamen
tal. 

Article 5 : Les partis et Groupements Politiques concourent it 
I'expression du suffrage. Us se forment librement et exercent leur 
activite dans Ie respect de la loi. Us doivent respecter les prin
cipes de la souverainete, de l'integrite territoriale de l'unite natio
nale et de la democratie pluraliste. 

Article 6: .Le. suffrage universel, direct, egal et secret. 
Sont electeurs et eligibles, dans les conditions determinees par 

la. loi, les nationaux Congolais des deux sexe ages de dix-huit 
ans (18) revolus, jouissant de leurs droits civils et politiques. 
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TITRE II 

LES DROITS FONDAMENTA,UX 

Article 7: La personne humaine est sacree. 
L'Etat a I'obligation de la respecter et de Ia prott~ger. Chaque 

citoyen a droit au libre developpement de sa personnalite dans 
Ie respect des droits d'autrui et de I'ordre pUblic. 

Article 8: La liberte de la personne humaine est inviohi.bie. 
Tout acte de torture, tout traitemerit inhumain ou degradant sont ; 
interdits. Nul ne peut etre arbitrairement arrete ou detenu. Tout I 

prevenu e~,t presume jri!l0ce~,t jusqu'a ce qu~ _~~~ulp~bilite ait I _I, 
ete etablie a la suite d'une procedure lui offrant les gar an ties 
indispensables a sa defense. 

Le pouvoir judiciaire et les autoritespubliques competerites 
assurent Ie respect de ce principe dans les conditions prevues 
par,la loi. 

Tout citoyen coupable d'actes sus-enonces soit de sa propre 
initiative, soit sur instruction a I'occasion ou ,non du service, est' 
puni conformement a la loi. " 

Article 9: Tout citoyen peut s'opposer a l'execution d'un ordre 
reC;u, lorsque celui-ci porte atteinte aux droits de la personne 
humaine. 

La loi determine les cas dans lesquels iI y a atteinte auxdroits 
de la perso~ne humaine. 

Article 10 : Le domicile est inviolable. ,line peut etre ordonne 
de perquisition que dans les formes et conditions prevues par 
la loi. ' 

Article 11 : La propriete et Ie droit de succession sont gar an
tis. La propriete est un droit inviolable et sacre. Nul ne peut 
en etre prive, si ce n'est lorsque la necessite publique, legaie
ment constate, I'exige evidemment, et sous la condition d'une 
juste indemnisation prealablement definie., 

Article 12: Le secret des lettres, des' correspondances, des tele
comrilUnications ou toute autre forme .de communication ne peut 
,etre viole sauf en cas d'enquete criminelle ou d'etat de guerre. 

Article 13: Aucun citoyen ne peutetre ,interne sur Ie terri
toire national, sauf dans les cas prevus par la loi. ' 

Aucun citoyen ne peut etre contraint pour des raisons politi- , 
ques a resider hors de son lieu d'habitation habituelle ou it I'exil. 

Article 14: Tout les citoyens congolais sont egaux en droit 
et en dignite. Tout acte qui accorde des privileges a des natio
naux ou limite leurs droits en raisons de I'origine ethnique ou 
regionale, de I'opinion politique ou philosophique, de la religion, 
du sexe ou de I'etat physique est contraire au present Acte Fon
dam ental et puni des peines prevues par la loi. 

Article 15: Tous, les citoyeris congolais ont Ie devoir de se 
conformer a I'Acte Fondamental et aux lois et reglements de 
la Republique, de' s'acquitter de leurs obligations fiscales et de 
remplir leurs obligations sociales. 

Article 16: La repl.Jblique accorde Ie droitd'asile, sur son ter
ritoire, aux ressortissants etrangers poursuivis en raison de leur 
action en faveur de la democratie, de la lutte de liberation natio
nale, de la liberte du travail scientifique' et culturel et pour la ' 
defense des droits de l'homme et des peuples conformement aux 

, lois et reglements en vigueur. 

ArtiCle 17: La RepubJique garantit I'exercice des droits et liber
tes individuels, col1ectifs et fondamentaux, notamment les Iiber
tes de circu:lation, d'opinion, de religion, d,'expression, d'ir.for
mation, d'as$oci;1tion, de cortege et de manifestation. 
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la Republique, de' s'acquitter de leurs obligations fiscales et de 
remplir leurs obligations sociales. 

Article 16: La repl.Jblique accorde Ie droitd'asile, sur son ter
ritoire, aux ressortissants etrangers poursuivis en raison de leur 
action en faveur de la democratie, de la lutte de liberation natio
nale, de la liberte du travail scientifique' et culturel et pour la ' 
defense des droits de l'homme et des peuples conformement aux 

, lois et reglements en vigueur. 

ArtiCle 17: La RepubJique garantit I'exercice des droits et liber
tes individuels, col1ectifs et fondamentaux, notamment les Iiber
tes de circu:lation, d'opinion, de religion, d,'expression, d'ir.for
mation, d'as$oci;1tion, de cortege et de manifestation. 
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ArtiCle 18: Les cit9yens congcil'ais jouissent du droit a la cul
ture, a l'education et au .respect de 'leur identite culturelle. Tou
tes les communautes composant la ·nation congolaise jouissent 
de la liberte d'utiliser leurs langues' 'et leur propre culture sans 
porter prejudice a celie d'autrui. 

Article 19: La, R~publique gatantit Ie droit des minorites. 

Article 20: Tous les dtoyens congolais ont droit a !'informa
tion. Les activites relatives a I'information et a la communica
tion s'exercent en to ute independance dans Ie respect des lois., 

Article 21 : Chaque citoyen, a droit a un environnement sain 
que I'Etat a l'obligation: de proteger. , 

Article 22: Le travail est un droit et un devoir sacre. Tout 
citoyen a'ie droit d'etre remunere suivant son travail et sa capa
cite. 

Toute discrimination fondee ,sur la race" Ie sexe, l'etat physi
que, 'l'origine regionale ou ethnique est interdite. 

Aiticle 23: La femme a les memes droits que l'homme dans 
les domaines de la vie privee, politique et saciale. 

Pour un travail egal, la femme a droit au meme salaire que ' 
l'homme.' , 

Article 24 : L'Etat garantit les libertes syndicale. To'ut travail
leur est libre d'adherer ausyndicat de son choix. 
, , Le droit de grev.e s'exerce dans les conditions fixees par la loi. 

Article '25: Tout citoyen a droit a la protection des interets , 
moraux et materiels decoulant de touteceuvre scientifique, lit~ I 

teraire ou artistique ,dont il 'est l'auteur. ' ; 

Article 26: Le mariage et la famille sont sous la protection 
de la loi. Le mariage legal ne peut 'etre contracte que devant 
les or ganes de I'Etat. ' , 

La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille. 

Article 27: Tous les enfants, qu'ils soient nes dans Ie, mariage 
ou hors mariage, ont aJ:e.gard de leurs parents les melll:es droits " 
et devoirs. lis jouissent de la meme protection aux termes de 
la loi. ' 

Les parents ont des obligations et des droits a l'egard .de leurs' 
enfants qu'Us soient nes dans Ie mariage ou hors mariage. 

Article 28: L'Etat est garant de la sante pubJique. 
Tout citoyen a droit a un niveau de vie suffisant pour assu

rer sa sante, son bien-etre et ceux de sa famille. 
Article 29: Les citoyens congolais ont ,Ie droit d'introduire des 

requetes 'aupres cies organes appro pries de I'Etat. 
Article 30: Tout citoyen congolais qui subit un prejudice du 

fait de l'administratioI:1 a Ie droit d'ester en justice. 
Article' 31 : Sous reserve des di,spositions prevues par Ie pre

sent Acte Fondamental et pour un respect scrupuleux de la per
sonne humaine, toute juridiction d'exception est bannie. 

Article 32: Les citoyens charges d'une fonction publique ou 
elus a une fonction pubJiqtie ont Ie devoir de I'accomplir avec 
conscience et sans discrimination. 
, Article 33: Les biens publics sont sacres et inviolables. Les 
citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les proteger. 

La loi reprime tout acte de sabotage, de corruption, de detour
nement ou de dilapidation. 

Article 34: Les etrangers beneficient sur Ie terri to ire de la 
Republique du Congo des memes droits et libertes que les 
citoyens congolais, dans les conditions determinees par les trai
tes et les lois, a chatge de reciprocite. 

lIs sont tenus de se conformer aux lois et reglements de la 
RepubJique. 374 

ArtiCle 18: Les cit9yens congcil'ais jouissent du droit a la cul
ture, a l'education et au .respect de 'leur identite culturelle. Tou
tes les communautes composant la ·nation congolaise jouissent 
de la liberte d'utiliser leurs langues' 'et leur propre culture sans 
porter prejudice a celie d'autrui. 

Article 19: La, R~publique gatantit Ie droit des minorites. 

Article 20: Tous les dtoyens congolais ont droit a !'informa
tion. Les activites relatives a I'information et a la communica
tion s'exercent en to ute independance dans Ie respect des lois., 

Article 21 : Chaque citoyen, a droit a un environnement sain 
que I'Etat a l'obligation: de proteger. , 

Article 22: Le travail est un droit et un devoir sacre. Tout 
citoyen a'ie droit d'etre remunere suivant son travail et sa capa
cite. 

Toute discrimination fondee ,sur la race" Ie sexe, l'etat physi
que, 'l'origine regionale ou ethnique est interdite. 

Aiticle 23: La femme a les memes droits que l'homme dans 
les domaines de la vie privee, politique et saciale. 

Pour un travail egal, la femme a droit au meme salaire que ' 
l'homme.' , 

Article 24 : L'Etat garantit les libertes syndicale. To'ut travail
leur est libre d'adherer ausyndicat de son choix. 
, , Le droit de grev.e s'exerce dans les conditions fixees par la loi. 

Article '25: Tout citoyen a droit a la protection des interets , 
moraux et materiels decoulant de touteceuvre scientifique, lit~ I 

teraire ou artistique ,dont il 'est l'auteur. ' ; 

Article 26: Le mariage et la famille sont sous la protection 
de la loi. Le mariage legal ne peut 'etre contracte que devant 
les or ganes de I'Etat. ' , 

La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille. 

Article 27: Tous les enfants, qu'ils soient nes dans Ie, mariage 
ou hors mariage, ont aJ:e.gard de leurs parents les melll:es droits " 
et devoirs. lis jouissent de la meme protection aux termes de 
la loi. ' 

Les parents ont des obligations et des droits a l'egard .de leurs' 
enfants qu'Us soient nes dans Ie mariage ou hors mariage. 

Article 28: L'Etat est garant de la sante pubJique. 
Tout citoyen a droit a un niveau de vie suffisant pour assu

rer sa sante, son bien-etre et ceux de sa famille. 
Article 29: Les citoyens congolais ont ,Ie droit d'introduire des 

requetes 'aupres cies organes appro pries de I'Etat. 
Article 30: Tout citoyen congolais qui subit un prejudice du 

fait de l'administratioI:1 a Ie droit d'ester en justice. 
Article' 31 : Sous reserve des di,spositions prevues par Ie pre

sent Acte Fondamental et pour un respect scrupuleux de la per
sonne humaine, toute juridiction d'exception est bannie. 

Article 32: Les citoyens charges d'une fonction publique ou 
elus a une fonction pubJiqtie ont Ie devoir de I'accomplir avec 
conscience et sans discrimination. 
, Article 33: Les biens publics sont sacres et inviolables. Les 
citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les proteger. 

La loi reprime tout acte de sabotage, de corruption, de detour
nement ou de dilapidation. 

Article 34: Les etrangers beneficient sur Ie terri to ire de la 
Republique du Congo des memes droits et libertes que les 
citoyens congolais, dans les conditions determinees par les trai
tes et les lois, a chatge de reciprocite. 

lIs sont tenus de se conformer aux lois et reglements de la 
RepubJique. 374 



TITRE III 

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Article 35 : Le President de la Republique reptesente I'Etat et 
incarne la nation. 

II est chef de I'Etat. 
II signe les' traites et accords internationaux. 

,Article 36 : Le President de la Republique promulgue les lois 
votees par Ie Conseil Superieur de la RepubJique dans les Quinze 

(15) jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Passe 
ce delai, les lois deviennent immediatement executoires. 

Article 37: Le President de la Republique accredite les Ambas- ' 
sadeurs et les envoyes extraordinaires aupres des puissances 
etrangeres . et des organisations internationales sur proposition 
du gouvernement ; les Ambassadeurs et les envoyes extraordi-
naires etrangers sont accredites aupres de lui. ' 

Article 38: Le President de la Republique exerce Ie droit de ,I 
la grace. ' 

Article' 39: En cas de vacance de' la Presidence de la Repu
bJique pour cause de deces, de demission, d'empechement defi
nit if ou pour quelque cause que ce soit constatee par la Cour 
Supreme statu ant a la majorite des 213 de ses membres, !'inte
rim du President de la RepubJique est assure par Ie President 
du Conseil Superieur de la Republique jusqu'aux elections presi
dentielles prevues par Ia Conference nationale. 

L'exercice des fonctions du President de la RepubJique est, 
dans ce cas, incompatible avec l'exercice dans Ie meme temps 
des fonctions de President du Conseil Superieur de la Republique. 

En cas d'absence ou d'empechement temporaire du President 
de la Republique, Ie Premier ministre assure son interim. 

" 

TITRE IV 

DU PREMIER MINISTRE ET DU GOUVERNEMENT 

Article 40: Le Premier ministre est elu par la Conference 
,nationale. II est Ie chef du gouvernement de transition. II pre
side Ie Conseil des Ministres. 

II est chef supreme des armees. 
, Article 41: Le Premier ministre nomme les autres membres 

du gouvernement. II est mis fin a leurs fonctions dans les memes 
condItions. 

Article 42: Le Premier ministre dirige l'action du Gouverne-
ment. 

II assure l' execution des Actes de, la Conference nationale. 
II est responsable de la', defense nationale. 
II nomme aux hautes fonctions civiles et militaires par decret 

pris en cOQseil des ministres. ' 
II met en mouvement les troupes apres avis du Conseil Supe

rieur de la Republique. 

Article 43 : Le Premier ministre exerce Ie pouvoir reglemen
taire. Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignes, les 
cas ecMant, par les ministres charges de leurs executions. 

II peut deleguer certains de ses pouvoirs aux ministres dans 
les conditions prevues par la loi. 

Article 44: Chaque ministre est responsale du bon fonction
nement de son ministere devant Ie Premier ministre. 

375 

TITRE III 

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Article 35 : Le President de la Republique reptesente I'Etat et 
incarne la nation. 

II est chef de I'Etat. 
II signe les' traites et accords internationaux. 

,Article 36 : Le President de la Republique promulgue les lois 
votees par Ie Conseil Superieur de la RepubJique dans les Quinze 

(15) jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Passe 
ce delai, les lois deviennent immediatement executoires. 

Article 37: Le President de la Republique accredite les Ambas- ' 
sadeurs et les envoyes extraordinaires aupres des puissances 
etrangeres . et des organisations internationales sur proposition 
du gouvernement ; les Ambassadeurs et les envoyes extraordi-
naires etrangers sont accredites aupres de lui. ' 

Article 38: Le President de la Republique exerce Ie droit de ,I 
la grace. ' 

Article' 39: En cas de vacance de' la Presidence de la Repu
bJique pour cause de deces, de demission, d'empechement defi
nit if ou pour quelque cause que ce soit constatee par la Cour 
Supreme statu ant a la majorite des 213 de ses membres, !'inte
rim du President de la RepubJique est assure par Ie President 
du Conseil Superieur de la Republique jusqu'aux elections presi
dentielles prevues par Ia Conference nationale. 

L'exercice des fonctions du President de la RepubJique est, 
dans ce cas, incompatible avec l'exercice dans Ie meme temps 
des fonctions de President du Conseil Superieur de la Republique. 

En cas d'absence ou d'empechement temporaire du President 
de la Republique, Ie Premier ministre assure son interim. 

" 

TITRE IV 

DU PREMIER MINISTRE ET DU GOUVERNEMENT 

Article 40: Le Premier ministre est elu par la Conference 
,nationale. II est Ie chef du gouvernement de transition. II pre
side Ie Conseil des Ministres. 

II est chef supreme des armees. 
, Article 41: Le Premier ministre nomme les autres membres 

du gouvernement. II est mis fin a leurs fonctions dans les memes 
condItions. 

Article 42: Le Premier ministre dirige l'action du Gouverne-
ment. 

II assure l' execution des Actes de, la Conference nationale. 
II est responsable de la', defense nationale. 
II nomme aux hautes fonctions civiles et militaires par decret 

pris en cOQseil des ministres. ' 
II met en mouvement les troupes apres avis du Conseil Supe

rieur de la Republique. 

Article 43 : Le Premier ministre exerce Ie pouvoir reglemen
taire. Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignes, les 
cas ecMant, par les ministres charges de leurs executions. 

II peut deleguer certains de ses pouvoirs aux ministres dans 
les conditions prevues par la loi. 

Article 44: Chaque ministre est responsale du bon fonction
nement de son ministere devant Ie Premier ministre. 

375 



Article 45 : Le gouvernement conduit et execute la poJitique 
de la Nation d(Hinie dans ses grandes !ignes par la Conference 
,nationale. 'n dispose de l'administration et de Ia force publique. 

II est responsable devant Ie Consell Superieur de la Republique. 

Article 46: Les fonctions de Membre du Gouvernement sont 
incompatibles avec celles de membre du Conseil Superieur de 
la RepubJique et avec l'exercice de toute fonction publique ou 
privee remuneree. 

Article 47: En cas de vacance du poste de Premier ministre 
do.ment constatee dans les conditions prevue a l'article 39', Ie 
Conseil Superieur de la RepubJique elit un nouveau Premier 
ministre. 

TITRE Y 

DU CONSEIL SUPERIEUR DE ~ REPUBLIQUE 

Article 48: Le president, Ie bureau et les membres du con
seil Superieur de la RepubJique sont elus par la Conference natio-
nale. ' 

La Composition. du Conseil Superieur de la RepubJique est 
determinee par un Acte de la Conference nationale. 

Article 49: Le bureau du Conseil Superieur de Ia RepubJique 
comprend: 

- Un president 
- Qtiatre vice-presidents, 

'--: Deux secretaires, 
- Deux questeurs. , ' 
Article 50: Les m'embres du Conseil Superieur de la Republi- I 

que portent Ie titre de Conseiller de Ia Republique. ' 
Article 51 : Le Conseil Superieur de Ia Republique a pour mis

sion: 
- De suivre et de contr6Ier l'execution des decisions de la' 

Conference nationale; 
- d'exercer la fonction legislative; 
- de controler l'executif; 
- d'examiner, apres un depat national, Ie p'rojet de la Cons-

titution a soumettre au referendum; 
- de superviser Ie referendum pour l'adoption de la Consti

tution; 
- de garantir l'acces equitable des partis politiques aux mass

media officiels; 
- de superviser les elections; 
..-- de veiller a ia defense et a la promotion des droits de 

l'homme conformement a la Charte internationale des droitsde 
l'homme de Nations-Unies, a la Charte Africaine des 'droits de 
l'homme et des peuples, a la Charte des droits et des libertes 
et a la Chartede l'Unite Nationale; 

- d'assurer Ie role de mediateur. 
Le contentieux electoral reI eve de la competence de la Cour 

Supreme. 
Article 52 : En cas de vacance du poste de President du Con

seil Superieur de la Republique pour cause de deces, de demis
sion, d'empechement definltif, ou pour quelque cause que ce soit, 
constate par la cour supreme, statu ant a la majorite des 2/3 de 
ses membres, les fonctions du President du Conseil Superieur de 
la Repuhlique sont exercees par Ie premier vice-president 
jusqu'aux prochaines elections legislatives prevues par la Confe
rence nationale. 376 
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Article 53: Sont du domaine de la loi: 
- la citoyennete, les droits civiques et les garanties fonda

mentales accordes aux citoyens dans I'exercice des libertes publi
ques, les sujetions imposees pour la defense nationale aux I 

citoyens en leur personne et en leurs biens; 
- la nationalite, l'Etat et la capacite de personnes, les regi

mes matrimoniaux, les successions; 
- la determination des crimes, delits et contraventions de cin

quieme classe ainsi que les peines ,qui leur sont applicables, 
I' organisation de la justice et la procedure suivie devant les juri
dictions.et pour l'execution des decisions de justice, Ie statut de, 
la magis-trature et Ie regime juridique dli' Conseil Superieur ae 
la Magistrature; 

- l'assiette, Ie taux et les modalites de recouvrement des 
impositions de toute nature, les emprunts et les ,engagements 
financiers de l'Etat; " 

- Ie regime d'emission de la monnaie; 
- Ie regime electoral du parlement des Collectivites locales; 
- la creation des etablissements publics; 
- Ie statut general de la fonction pubJique; 
- Ie travail et les regimes de securite sociale; 
- la' nationalisation et la denationalisation; 
- Ie' plan de developpement economique et social; 
- l'envitonnement;, ' 
- Ie Regime de la propriete. , 
La loi determine egalement les principes fondamentaux: 
- de l'organisation de la defense nationale; 
- de la gestion et de l'alienation du domaine de l'Etat et des 

Collectivites locales; 
- de l'amenagement du territoire; 
- de la mutualite e,t de l'epargne; 
- du regime des, transports et des ,telecommunications; 
- de I'enseignement, de la sante, de la science et de la tech-

nologie; 
,- de la culture, des arts et, des sports. 
Article S4 : La loi determine la force publique, qui ,comprend 

l'armee nationale; la police nationale et la gendarmerie nationale. 
Elle fixe leur 'organisation et leur fonctionnement ainsi que 

les statuts particuliers des personnels miIitaires, policiers et de 
gendarmerie. 

Article 55 : Les lois de finances determinent les ressources et 
les charges de I'Etat. 

Article 56 : La declaration de guerre est autoriseepar Ie Con
seil Superieur de la Republique. 

Article 57: Les matieres autres que celles qui sont sont du 
domaine de lei loi sont du domaine reglementaire. ' 

Articie 58: Le Conseil Superieur de la Republique se reunit 
en SessionOrdinaire et en Session Extraordinaire. 

Les seances du Conseil Superieur de la Republique sont publi
ques sauf si Ie huis~clos est prononce. 

Article 59 : Les fonctions de Conseiller de la Republique sont 
gratuites, Toutefqis, elles donn,ellt dI:9.it al,!.".r...embo_1,lrsement des 
frais de transport et des indemnites de session don.t Ie tauX--et 
les conditions d'attribution sont fixes par Ie Conseil Superieur 
de la Republique statu ant a la majorite des 2/3 de ses membres. : 

Article 60: Le Conseil Superieur de la Republique redige et ' : 
adopte un Reglement lnterieur qui determine son fonctionnement ' 
et fixe la procedure legislative. 

Article 61 : Le president du Conseil Superieur de la Republi
que ouvre et cloture les sessions ordinaires ou extraordinaires 
du Conseil Superi~ur de la Republique. ' ' 

! 
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Article 62 : Le Conseil Superieur de la Republique peut se sub~ 

diviser en autant de commissions qu'il lui sera necessaire. 

Article 63 : Les deliberations du Conseil Superieur de 1a Repu

bJique sont publiees au journal officiel de la RepubJique du 

Congo. ~ 

'Article 64: Le conseiller de la Republique ne peut etre PDur

suivi, ni arrete ni traduit en justice pour ses opinions emises dans 

l'exercice de sa fonction. 
11 ne peut l'ette en matiere criminelle et correctionnelle 

qu'ayec l'autorisation du Conseil Superieur de la Republique, sauf 

en cas de flagrant delit. 

TITRE VI 

DES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR 

DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT 

Article 65: L'initiative des lois appartient concuremment au 

Conseil Superieur de la Republique et au gouvernement. ' 

Toute proposition de loi tendant it augmenter ou diminuer les 

depenses' doit etre assortie de propositions degageant les recet

tes ou les economies correspondantes. ' 

Article 66: Les projets de loi adoptes par Ie conseil des minis- ' 

tres sont deposes sur Ie bureau du Conseil Superieur de la Repu

blique par Ie Premier ministre, ch~f du gouvernement. 

Article 67: La saisie du Conseil Superieur de la Republique I 

pour la deliberation et adoption du projet de loi doit, inter.!lenir,., : 

au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la seance du con- ' 

seil des ministres ayant :adopte ,ledit projet. 

Article 68 : Les propositions de'loi dont la redaction est ime- I 

tee par Ie Conseil Superieur de la RepubJique s~nt, avant deli

beration et vote, notiHees pour informations au Premier minis

tre, chef du gouvernement. 
Cette notification comporte la date a laquelle'il est envisage 

de deliberer et de voter, Ie texte. 

Article 69: Sous delai de huit (8) jours, Ie Premier ministre 

faitconna,itre ses observations qu'il adresse au bureau du Con

seil Superieur de la Republique. 
Passe ce delai de huit (8) jours, Ie Conseil Superieur poursuit 

l'examen de la proposition de loi. 

,Article 70: Le bureau du Conseil Superieur de la Republique 

et Ie gouvernement sur !'initiative de l'un ou de l'autre tiennent 

periodiquement des seances de . concertation sur la politique 

. nationale. 
Article 71 : Le Conseil Superieur met en cause la responsabi

lite du Gouvernement de transition par Ie vote d'une motion de 

censure lorsqu'U constate que celui-ci s'est gravement ecarte des 

decisions et recommandations de la Conference nationale. 

Le vote de la motion de censure par 2/3 des membresdu 

Conseil Superieur de laRepublique entraine la demission du Pre-

mier ministre et de son gouvernement. ' I 

Dans ce cas, Ie Conseil Superieur de la RepubJique elit, en 

seance pl~niere Ie nouveau Premier ministre, chef du gouver- , 

nement, President du conseil des ministres. 

378 

Article 62 : Le Conseil Superieur de la Republique peut se sub~ 

diviser en autant de commissions qu'il lui sera necessaire. 

Article 63 : Les deliberations du Conseil Superieur de 1a Repu

bJique sont publiees au journal officiel de la RepubJique du 

Congo. ~ 

'Article 64: Le conseiller de la Republique ne peut etre PDur

suivi, ni arrete ni traduit en justice pour ses opinions emises dans 

l'exercice de sa fonction. 
11 ne peut l'ette en matiere criminelle et correctionnelle 

qu'ayec l'autorisation du Conseil Superieur de la Republique, sauf 

en cas de flagrant delit. 

TITRE VI 

DES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR 

DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT 

Article 65: L'initiative des lois appartient concuremment au 

Conseil Superieur de la Republique et au gouvernement. ' 

Toute proposition de loi tendant it augmenter ou diminuer les 

depenses' doit etre assortie de propositions degageant les recet

tes ou les economies correspondantes. ' 

Article 66: Les projets de loi adoptes par Ie conseil des minis- ' 

tres sont deposes sur Ie bureau du Conseil Superieur de la Repu

blique par Ie Premier ministre, ch~f du gouvernement. 

Article 67: La saisie du Conseil Superieur de la Republique I 

pour la deliberation et adoption du projet de loi doit, inter.!lenir,., : 

au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la seance du con- ' 

seil des ministres ayant :adopte ,ledit projet. 

Article 68 : Les propositions de'loi dont la redaction est ime- I 

tee par Ie Conseil Superieur de la RepubJique s~nt, avant deli

beration et vote, notiHees pour informations au Premier minis

tre, chef du gouvernement. 
Cette notification comporte la date a laquelle'il est envisage 

de deliberer et de voter, Ie texte. 

Article 69: Sous delai de huit (8) jours, Ie Premier ministre 

faitconna,itre ses observations qu'il adresse au bureau du Con

seil Superieur de la Republique. 
Passe ce delai de huit (8) jours, Ie Conseil Superieur poursuit 

l'examen de la proposition de loi. 

,Article 70: Le bureau du Conseil Superieur de la Republique 

et Ie gouvernement sur !'initiative de l'un ou de l'autre tiennent 

periodiquement des seances de . concertation sur la politique 

. nationale. 
Article 71 : Le Conseil Superieur met en cause la responsabi

lite du Gouvernement de transition par Ie vote d'une motion de 

censure lorsqu'U constate que celui-ci s'est gravement ecarte des 

decisions et recommandations de la Conference nationale. 

Le vote de la motion de censure par 2/3 des membresdu 

Conseil Superieur de laRepublique entraine la demission du Pre-

mier ministre et de son gouvernement. ' I 

Dans ce cas, Ie Conseil Superieur de la RepubJique elit, en 

seance pl~niere Ie nouveau Premier ministre, chef du gouver- , 

nement, President du conseil des ministres. 

378 



TITRE VII 

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

Article 72: II est institue une Hautecour de justice. La Haute 
cour de justice est composee des membres elus en leur sein et 
en nombre egal, par Ie Conseil Superieur de la Republique et 
par ·la Cour supreme. . . 

Une lei fixe la composition de la Haute cour, les regles de 
son fonctionnemeItt ainsi que la procedure applicable devant elle. 

Article 73: Le President de la RepubUque n'est responsable 
de actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de 
haute trahison. . 

En ce cas, il est mis en ·accusation devant la Haute cour de 
justice par Ie Conseil Superieur de la Republique statuant a la ' 
majorite des deux tiers de ses membres. 

Article 74: La Haute cour de justice~est competente pour juger 
les membres du Conseil Superieur de la Republique et du Gou
vernement de transition it raison des faits qualifies crimes et 
delits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que Roui 
juger leurs. complices en cas de complot entre la surete de l'Etat. 

TITRE VIII 

DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Article 75: Le pouvoir judiciaire est confie' aux juri dictions 
nationaIes; il est independant du pouvoir executif et du pou
'voir legislatif. 

. II est exerce par la Cour Supreme et les autres juridictions 
creees par la loi. . 

Article 76: La loi fixe la nature, la competence, l'organisa
tion et Ie fonctionnement des juridictions. 

TITRE IX 

DU MEDIATEUR 

Article 77: Pendant la periode de· transition, toute personne I 

physique ou morale qui estime, it l'occasion d'une affaire la con
cernant, .qu'un organisme public n'a pas fonctionne conforme
ment a la mission de service public qui lui est devolue, peut, 
par une requete individuelle, saisir Ie Conseil Superieur de la 
Republique. 

Article 78: Les conditions de saisie du Conseil Superieur de 
la Republique sont determinees par la loi. 
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TITRE X 

DU CONSEIL SUPERIEUR DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Article 79: II est institue un Conseil Superieur de l'informa- . 
tion et de la communication. 

Le Conseil Superieur de l'information et de la communication 
est compose de membres elus parmi les professionnels pour Ie 
?/3 et des membres nommes par Ie Premier ministre chef du 
Gouvernement, Conseil Superieur de la RepubJicjue et les asso- ; 
ciations des .. consommateurs pour l'autre tiers. . 

II elit un bureau parmi ses membres. 
Article 80: Le Conseil Superieur de l'information et de la com- ' 

munication veilJe au respect des regles deontologiques, regule , 
les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les 
organes d'informations et Ie public, donne des avis techniques, 
sur les questions touchant au domaine de l'information et de la ! 
communication. 

Arti(;Je 81: L'organisation et Ie fonctionnement du Conseil 
Superieur de l'information et de la communication sont fixes par 
la loi. 

:TITRE XI 

DE L' ADMINISTRATION TERRITORIALE 

. Article 82: La Republique du Congo est divisee en regions, 
communes, arrondissements et distrkts. 

Article 83: Pendant la periode de transition, les regions, com
munes, arrondissements et districts seront diriges par des admi
nistrateurs. nommes par Ie Gouver~~.~~I].~ de transition. 

TITRE XII 

DES. TRAlTES ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Article 84: A l'exception du President de la Republique et du 
Premier ministre, Chef du Gouvernement, tout representant de 
I'Etat congolais doit produire, pour I'adoption; l'authentification . 
d'un engagement international des pleins pouvoirs appropries .. 

Article 85: Les traites ou accords regulierement ratifies ou: 
approuves ont des leur publication force de loi, so us reserve, 
pour chaque accord ou traite de son application par l'autre par
tie. 

Article 86: Les traites et accords internationaux precedemment . 
conclus par la Republique Populaire du Congo et regulierement 
ratifies demeurent en vigueur. 
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TITRE XIII 

DES DISPOSITIONS FINALES 

Article 87: Les lois et reglements en vigueur restent appJica
bles en leurs dispositions non contraires au present Acte Fon~ 
dam ental. 

Article 88: Les institutions politiques de la periode de transi- , 
tion fonctionnent jusqu'a l'installation effective des organes issus , 
des elections. : 

Article 89: La periode' de Transition est fixee a douze. (12) : 
mois. 

Article 90 : Sont dissous des publications du present Acte Fon- : 
damental, les organes constitutionnels suivants: 

- I'Assemblee nation ale populaire elue Ie 24 septembre 1989; 
- Ie Conseil Constitutionnel; 
- Ie Conseil Economiqtie et Social ; 
- les conseils populaires des Regions, des communes et des 

districts elus Ie 24 septembre 1989. 
Pendant la periode de transition, la Cour Supreme exerce les 

attributions anciennement devolues au conseil constitutionnel. 
Article !:)1 : En attendant l'adoption par Ie referendum et la 

mise en application de Ia Constitution definitive, Ie Present Acte, fondamental sera execute comme constitution de I'Etat. ' 
I 'Fait a Brazzaville, Ie 04 Juin 1991: 

Pour la Conference nationah~ souveraine; 
Le President du Presidium; 

Msr Ernest KOMBO 
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. ! 
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exercenr librement leurs. ~cllvites: da.ris I~ respect de laloi;' Us ::~!lnt. tenus au respeql' des .. 

principes de la'democratie' pl~ralisle, Me I'unite et.dela souverainete natlonales.· . 

. Articie 8:' La. n~tionan~ congOl~i$~ est',::u~~' .~lexclusi~~:Elle nep.~~t alte detenue 
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Chapltre ler::·DiSp~sii;ons..·g'e~'e~~;es· ..... . . :. ,':. '. >i 
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..... :Article. 3! ; qUfan.t la. ~rlode '~~. T~~~si~~~.;;.I.~.~ 'pouvoir~'sont:ex~rces .~e·
I~?~.a(iJer~ A~blle ' 

par Ie presenIActe.fondamental. ..);:t··.·: .':': .. )\'? .::"\ :' ','. .... .. ,<:.',..., . :.' . 

Tout Congolajs'a I.e droit at leaevolr sacres de defendre la'N,~tiorre\ son Integrit~ terrltorlalej 

de desoMir ~\ de resisler a lout indlviduo.u groupe d;individus qui prerid Ie pouvoir par .iaforce . 

oul'ex~rce eniJlQ.(atiHo"d~sc!lsp<l~lIion~ du pr~S~n\ Acte foildamental.· .-. 

. " ".:::. '1':: ~:.~;~,/:~t~·./:: '~~~·i':(f ~1':·'.: ":~;' >:'~~'.:.{:;.: (. J">'~' .' ...... ~,,, " : ' :.:~:~: .:::~ :.'(~ ;:' ,"," .. 

~~ff~~r::lf::'~~~~Zii~.~i.f:~tl(;~)~~¥e"l~f~~#~UI(Il~~' ". ", .. :;,::,{: .. :: :' . . .;.,.; 
Artldl~ ~8 .:. ·o1s?i~sUki~oQ$.d~la.R~publiqUe pef\dant I~ Transltiol1'S9ht: ." . 

l.!.:a pres[d.e~I:~~ 1~'Rep.Hb~9~'~;: ~:," "".: . . ,. ... '. ,.: .. ] 

2. LeHaul Cl1n.s~lI.de: I~Republlq
ue.:· .. :" ' .. ; .. j 

, 3.,LeGauverriem~nt;· ::".,' :'" . .... , ..... ~: .1 

·,~~i~l~~~~~~~~~'§i~;~~'~~~~1 
Section I : Du Presjdent de la Repubtlque. . . . . '.." .....,.: 

, " ' . ' . ~,'" 
. . .':,': . ' .. ': i 

ArtI~I~3~,: :LePr~~ideri\.~·e.la.Rep.ublique:repr~~~Q(e"a,N.atiQn. ,.. , . . ! 

II proinutg,ueles' !~I~ vo~e.s; p~r.I~: ~au(Cori~eil.i~e:.ja·:~~pu~lique ~.an~: l
e~ .quin+~ jours' WJi : 

. suivent:lelir"receptioh.P.~sse cedelal,les'lois de.Viennant ~*ui6ires. , ...•. : : .. :: :'.:: :.,. ; 

. Aitici"4i,r Lk' Pr~siti~~:t~~ia'R~piJ~iiq~e ~~t Ie 'chefS~~re~e de~ forci~~ ~rrn~~s·., 

IVp.r~sldeJeCQii~eir:$uM(je~r·9.e la:Qef~ns¢:':: .::" ;
:". : >. . .. ':':'. . :, ". 

Le·Presiderit:d'4HM Ccin~eil.delE!: ~epl.iblique .etle f,lremier minisue ~o.nt rle··d'roitmernbre$' 

du Coilseii·.sup~ri~Lir:cre ra Defer)~e: < :.. . . . :. ... . .., .... . 
Une loi. determine ,las !!ttribuUons, la. composition, I'organisation et Ie fonclionnemenl du 

Conseil Sup6rieLir de \a D~fense. ... .. . ., . 

. Articl.e 4( Le Pt6~d~nt de.la R~p~bllque ~~fere les grade~ dans. les ordres nationaux et • 

les ~~c9r~U?ns. cQnforrne.rn~n,·~ la·lol., . ".' ::' .. '.' ';. . '. .. .., '.. ,.. 

. ..11: :~~tue·par:;~oie;:~~'~r~9n~.~nce '~l!D<S: Ie .?:~dre" de .. s.~~ .. :prer?gativ,e~ '. M .reCon~~es·.p~r Ie 

presentActe •.. ,. :., ..... ,.,.".,' ': · .... :·e: ........ "· .' ..... :; ., .. ,... '.. " .... ,' .... '. 

Article42':'Lepr~~id~:~t :~~'lakbilUbliqUe 'a6b;~dit~' i~s'~mbas~ade~rs 
etie~ EMv~y~s 

exlraordinaires aupres. des. puissances Wangeres at des organisations internationales sur· 

proposition du Gouvernem~nt apres avis coniorme du Haul conseil de la Republique. 

Les Am~assad!lur!! etles'EnvoY~~'extraQrclinairese,trar
tgerssont accredites aupresde Lui. 

Artl~le 43: Le F.'r~~identd~ laR~publique aie droit de grace. .. '.. . . .. , 

i.1 p~u.: lJe·in~~r~,.co;1)~!!,~~.:.Ou .r~~u ... ir,etes;p'eiras 5ur .. proposi~on du Gouvernement;le .. Conseil '1' 

SUpeneur.deI~ Magi$tra!Ure~~tendu...
 '. ....;...... . ... . 

. 'lIexerceces prerogatives. dans les conditions definies par la 101. I 

ArtI~le ' 44: ~ePreSid~~I. de' la . Republiq~e . ~omme el revoql,Je par Ordonnance' sur: 

proposiUondu. Go~v~rnement e[apres avis c!'nforme du I:f!iut Conseiide la Republique :.. . , 

-lesAnlbassade.urs~et.lasEnyoyes:extriiQrdinai
res ; '. . " .. : .. , 

~ les OtiiCiers siJpbrieurs et gene'raux 'des forcesarmees et des forces de I'ordre ; . .. 

~ 'ie '¢hef:a'Elat.Majpr~~herai (ou;ieCpinmandant .enCheQ, les .C.hefs d'e,taicMaicirei \e.~ I 

C9mmandan\s 'ges gr.andes unites.des Forces Armees ;. . . '. . I 

-Ies Muts fonctloimaires, du Directeur au Secretaire General de l'Administration Pubiique ; , 

-Ies mandatakes publics'dansles entreprises et les organismes publics et dansles societes 

d'economie mixte, exceptes les C~~~!.~~~ir.::.s ~~~ .. :~mp~~._ ._ .. _ ... ,_ _ ._ ... _._.,_ 
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. " ".:::. '1':: ~:.~;~,/:~t~·./:: '~~~·i':(f ~1':·'.: ":~;' >:'~~'.:.{:;.: (. J">'~' .' ...... ~,,, " : ' :.:~:~: .:::~ :.'(~ ;:' ,"," .. 

~~ff~~r::lf::'~~~~Zii~.~i.f:~tl(;~)~~¥e"l~f~~#~UI(Il~~' ". ", .. :;,::,{: .. :: :' . . .;.,.; 
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l.!.:a pres[d.e~I:~~ 1~'Rep.Hb~9~'~;: ~:," "".: . . ,. ... '. ,.: .. ] 

2. LeHaul Cl1n.s~lI.de: I~Republlq
ue.:· .. :" ' .. ; .. j 

, 3.,LeGauverriem~nt;· ::".,' :'" . .... , ..... ~: .1 

·,~~i~l~~~~~~~~~'§i~;~~'~~~~1 
Section I : Du Presjdent de la Repubtlque. . . . . '.." .....,.: 

, " ' . ' . ~,'" 
. . .':,': . ' .. ': i 

ArtI~I~3~,: :LePr~~ideri\.~·e.la.Rep.ublique:repr~~~Q(e"a,N.atiQn. ,.. , . . ! 

II proinutg,ueles' !~I~ vo~e.s; p~r.I~: ~au(Cori~eil.i~e:.ja·:~~pu~lique ~.an~: l
e~ .quin+~ jours' WJi : 

. suivent:lelir"receptioh.P.~sse cedelal,les'lois de.Viennant ~*ui6ires. , ...•. : : .. :: :'.:: :.,. ; 

. Aitici"4i,r Lk' Pr~siti~~:t~~ia'R~piJ~iiq~e ~~t Ie 'chefS~~re~e de~ forci~~ ~rrn~~s·., 

IVp.r~sldeJeCQii~eir:$uM(je~r·9.e la:Qef~ns¢:':: .::" ;
:". : >. . .. ':':'. . :, ". 

Le·Presiderit:d'4HM Ccin~eil.delE!: ~epl.iblique .etle f,lremier minisue ~o.nt rle··d'roitmernbre$' 

du Coilseii·.sup~ri~Lir:cre ra Defer)~e: < :.. . . . :. ... . .., .... . 
Une loi. determine ,las !!ttribuUons, la. composition, I'organisation et Ie fonclionnemenl du 

Conseil Sup6rieLir de \a D~fense. ... .. . ., . 

. Articl.e 4( Le Pt6~d~nt de.la R~p~bllque ~~fere les grade~ dans. les ordres nationaux et • 

les ~~c9r~U?ns. cQnforrne.rn~n,·~ la·lol., . ".' ::' .. '.' ';. . '. .. .., '.. ,.. 

. ..11: :~~tue·par:;~oie;:~~'~r~9n~.~nce '~l!D<S: Ie .?:~dre" de .. s.~~ .. :prer?gativ,e~ '. M .reCon~~es·.p~r Ie 

presentActe •.. ,. :., ..... ,.,.".,' ': · .... :·e: ........ "· .' ..... :; ., .. ,... '.. " .... ,' .... '. 

Article42':'Lepr~~id~:~t :~~'lakbilUbliqUe 'a6b;~dit~' i~s'~mbas~ade~rs 
etie~ EMv~y~s 
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Les Am~assad!lur!! etles'EnvoY~~'extraQrclinairese,trar
tgerssont accredites aupresde Lui. 

Artl~le 43: Le F.'r~~identd~ laR~publique aie droit de grace. .. '.. . . .. , 

i.1 p~u.: lJe·in~~r~,.co;1)~!!,~~.:.Ou .r~~u ... ir,etes;p'eiras 5ur .. proposi~on du Gouvernement;le .. Conseil '1' 

SUpeneur.deI~ Magi$tra!Ure~~tendu...
 '. ....;...... . ... . 

. 'lIexerceces prerogatives. dans les conditions definies par la 101. I 

ArtI~le ' 44: ~ePreSid~~I. de' la . Republiq~e . ~omme el revoql,Je par Ordonnance' sur: 

proposiUondu. Go~v~rnement e[apres avis c!'nforme du I:f!iut Conseiide la Republique :.. . , 

-lesAnlbassade.urs~et.lasEnyoyes:extriiQrdinai
res ; '. . " .. : .. , 

~ les OtiiCiers siJpbrieurs et gene'raux 'des forcesarmees et des forces de I'ordre ; . .. 

~ 'ie '¢hef:a'Elat.Majpr~~herai (ou;ieCpinmandant .enCheQ, les .C.hefs d'e,taicMaicirei \e.~ I 

C9mmandan\s 'ges gr.andes unites.des Forces Armees ;. . . '. . I 

-Ies Muts fonctloimaires, du Directeur au Secretaire General de l'Administration Pubiique ; , 

-Ies mandatakes publics'dansles entreprises et les organismes publics et dansles societes 

d'economie mixte, exceptes les C~~~!.~~~ir.::.s ~~~ .. :~mp~~._ ._ .. _ ... ,_ _ ._ ... _._.,_ 
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· .. \I nomma et rel(oq1,!e par Ordonrian.ce las 'Magistrats du Siege ~.t d~ Parqu'et sur' proposition; 

I duConseil' S~perieur. de la Magistrature.et:· ap'i'e~ avis conf()rfne diJ~ ~autConsaa .de la ' 

i:E~; '''''~ !ri",,~~u~~-~,~\O'i.,,"~:~~;' ~,I,;.w.1 
i Si dans les seplJoiJrs de ieur transmissfonj ,Jes' projEits' d'ordonnance 'ri~'soritpas sign~spar i 

! Ie presidentde la. Re~upnque,le Preinier'mi~l~tre~anteriQe:ges' nori1in~~~ns:et revocation~ par I 
i decrets con~eslgnes par Ie Mi,nistra competent. ....., .., . .';, .:,.'. - .. ~\ .. ~ > .:< .1 

i Article 45:Le President de, la Rep'ublique, i~v~s!lt p'~r : ()rdorriance~~lv~nt J~ prO~edu're! 
j prevu~ .1I1'article.44.dti)~~~ent'Acite. fpnd~'l.1erital; 1:.s~o\lveniep.r~.pe·~rovi~,ci,(~I~~p.~~J~s. ! 

I' c:~~~~:~;:~~~:u:~~:~.:~d:~~~::t~~~::tJe~:~:~:v~:~:~~~:~~fH~~i~~~ell:di·.la .: 

I·Rep'4blique,l~ Pr~~ldent.'pe. la:'~~~~~lig.~~d,~~.a~~.la .. ~~~f(~;n, ~~.(~f~rr.ne)~;·~.~~~ri ~ar ,Lin . 
I me~sage; .:.' _ ." :;.:.' .. " .... :',:.',"., .'. ':.' .... : .:., .".;. , ...... :: .,;" .. .: •.... 

i Lorsque Ie guerre est derilaree,.Ie Pr~sldeht de Is Republrque peul procl~iner I',~~t dEi si~se: . 

\ Artlcl~ 47 : La charge du P(e~ident de is Republique estinco!11p.~ubie-~vec: - ,:". . 

I -toute foncllon publique'civile ouinilit~i~e; . . :: - '.;'.-?> .. ,~.'" ."" 

! -,toute activlle ~!I1in~rcliileriu :au\t~re:ml!'ner~~.> ""'. -/:,. ~.:; '.::,:~:.:".:::?:;:' :.}; :L:: 
I . Article 48 :. Le· Pre~identd~'I~Rep~blique':"b~riefici'e . dilmeji~te civile', fix~e::p~i'i~: :~aut 
! Go~seil de la R~pUbllq~i·: '.:,:,, ~ .. },-:. >'::':_";':i,:,:," ·>,:;:"r.~::,' ., '.;;.::' .. :: .. 'C.';:.':· 
'I' Articl~. 4~ .: L~s: fO~f~9n~:plf. Fr~~!deilt d.~.la::~.~eubUq\lep,r~l1n~~t fin ~par'~~!~~!ri~i .?$C~s, 
· empechement defilllti,f; de9Mance\ pron9ncee P?r:Ia' Cour .Supreine'dE!' .. Jus~ce . dalJs les 
\ conditionsdetermiriees parlepresentActe'.oula:fiil delaTC!lnsition'.. ; :,.: .. '. ..,'. 

',R~u~ti~~;9:t:~1:;j;,~{;~·rt~~~~;~~;~~~~~~~t$,,~~~~t;,~t~;:;~l~,f~r;,~;~~8~t\5~)~r;!'\:·f~:·'a 
':A~cl~' ~,O;; -E.~ 'c~s: d~! y~cj~~~·,:{.I~~"fqn~ti.()r.~:;~~,ff~si.qellt;d~'-l~:F:~p,1'!~'i9~~)9,nt~~~r!l~~s .. 

'. par-I~ Presid~~t.~l!.H~ut cojjs~i':t;le;l.~_R.epu~I~M~J~~qu~a.,!,in~tl!I.latiQ'n" ~~~1:~v~!~as' 1~~~tUtions , 
de:la lII~lI1ieRe' ubli ue'lssties:des ,lilecuonsi ie'vues: aJ'la' Conference:·N~tibiiale. ·SOuYeraiiie. I 

...... " ... P. .,.,,9 .. , . - ", ... , ..... -...... ,R .... '" .. p .'. ,- ,," ... , .. -.. ,!" .. , .. ,_ .', ... , .... -

. :L'e~rc!c~ d~s ,f~nqti9:~~A~:.W~~i~~!1t:d~. !ii:.~~·p.y~!iq~e .. ~~~s; i;e Q~~: ;~stiil9.6!pp~~9.~:'~~~c 
! !~exercice; dans Ie 'rneme;leinps,·d!lsJonqtiOJi's~(l:P.~sld~nt'duHautCons~ilde:Ja!Rep-ul)liq!Je. 

·1 d.~t~~~ee~;'~:1~'t~:w:::r~~~:;:::~~~:~~'it~Sjt~~~'~~~~~~!:t~o~~:;n.f~~~;'···~· :. 
• . . " . .." .. _~ . .w--:.-_:--:,~."".o.-"---"':.~.~ .:.;.':".;':'~ ........ I_I.'~~.'·~:~; •• ,· . '~""'" •. ..:.""~..:..:-__ 

Le !:Iaut Cohsell de la. Republiqueexerce une' mission generale de mediation et de 

moderation entre lesdifferente~ institutions dela Republique, les forces P91iliques et sociales. 

Article 52: 'Le H~UI 90nseii de.\s Republ.i9ue est compose de trois' cent cinquanie neuf 

membresllraisonde: .. ·> • :'. :'. ..,. .'. ". 
-un m~mbre par zone,. soit d~u~ .. ceilt dlx-huit rnembres; 
-cinquante membres .issus de·l~s.oclel~ .civile ;' 
. qua'railte membres !~su.sdes parti~ politiques ; . 
-trenle membr~s iSjius:d'es 'iil.stltutionsPLlbliques ; . . '.' 
-dix membres issus des lrivites de Ie Gonference Nationale;Souver~ine ; 
-Ies onze membres du Bureau de laConference Nalionaie Souverairie. : . 

Les inembres du Ha.ut Con.s~iI·dela Republique·.sont eluspar l'Asse!l1bi$,Ei'plerilere 'parmi les 
coriferencieis ayantfail acte'decandidature, .. : .... . ' .. ,. . . 

Au nlveau de chaque zone. le.caridld~1 est propose par les conferenciers~'ressortissanls de 
ceUe zone, '. ,:" .... . . . .'" .; ,._.'. 

lien est de meme "pourc~~que composanl~ de Iii· Confere~ce·Nationale· So.uyeraine· 
enumeree ci-dessus; .'. ... ..... .. . ,.. . _. 

( .. .) - ,', : 
:.;.' 
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Section III : Qu Gouvernemimt 

Article 66: Le Gouvemement. cpnduit la politique de la Nation telle que definie par la 
Conference Natitjnale Souveraine. .. ' . 

II. execute les acies.de I!! Cbnfe~ence Na'tionale Souveraine et les .lois de la Republique. 
IIdisJiose ae l'administr/3tion et deJa force armee; , .. . ..., . 
II est responsable devani Ie Haul' Conseil de la Republique dans le~,con,ditions definies par Ie 

present Actef6ndamentat . , .. :. ..:....:.. ': " . . ,. . ., ...: .' 

Article 67': Le Gouvemement'·procede aux nominations des c.adl-es de ·ccimm:andement ' 
autres que ceux' Vis~s iU~'de 44 du pr~sent Acte fondamental par decretS-du Premier' 
ministre delib~res en Gonseil des Mrnis~es et contresignes par Ie Ministre competent. . 
. ,II en informe lel:!aufConseil ~e la Republlque. ... . . . ,.. . 

Articl~ 68 ::'lorsque: des, ~ir~nsta6ces . grivesmenacenl d'.uriemaniere immediate i 
I'independ~mce. ou ,:~integrite de la .. ,t-Iation •. ou qu!elle,s prc)VoquenL I'interruption du: 
fonctioAnemel1t r~guIiElr' d~s Irlstitutions, de l'Eiat o'!encore lcirsqu'elles risquenfde porter! 
atteinte auxi!1t~rei(vit,au'x deilaRepiiblique, Ie ,Gouvemement, apr~s, ,coricertaUon' iiV!'lC Ie : 
President 'de Ia. ReptibliqLieel apr,es ~utorisatlon dLJ Haut Cons.eil de la Republique, PEllut, 
proclamer I~~tiitd'tirgence. " ' ',' 

II en infop'Tle la Nati9n par. un message'. ' 
, Le Ha,ut Conseii de JaRe~lUbiique de~eimine dans son autorisation la dureeet I'etendue des 
, pouvoirs exceptionnels reconnus aU,Gouvememenl . 
, ( ... ) , ',:' :',: ,::';" ..,';,:",' , ' 

Article 71,::i:.~:pr~mie~ mj~istJ:(;!"~'st lil' Chef du Gouverriement. . . .'. 
i ' II estelu par la Conference Nationale Souveraine et .investi par Ordonnance du President de , 
, la Republique dans les Quarante-huit heures de .~on· elec.tion. Passe, 99 d~, Ie Premier j 

111~1~.I~i~l_j 
I r~~~~~!9~~:~~~:~!~~.~~~~~Y~hr~e~~;~!;~k~;~~;ftW~~~f~~:W.;~&~Y~m:'~;'- II S;, 

··:!Z~S~1iil~~~~\~~~~;i'{""'·';Y':l 
.. kesac~es .qu'll prend.da.hSicef~dre).o~t:cprtr.~~.!~iie:s;)e.,~.· ~ne·aQti:p~r:J~;~i~i~,~~(9.Ij~tge ' 

,.d.j/:~~r~:~:~;i ce~~i~~,d~ ~~J. pcitYOi~~~~~~~~);~Y~~;:;:·..· ': ;·.;·.".,::,;,:~:<;'.:~.::.;i.;<t;?;'? J::: :: ,I 
iArticl~, 14:"Sur pr6p?siUcii(du:Pre'Yli~t,:m.i,i\.i,~,~~:,.i~: ~!e.si~ellr d~,fa' .R.~g~bli~u~"pp~m~,.~t"
i dech~rge.'de le~rS:fonctiQ.nsl~~,~ut(es ,me,rn~~~,,~·~uGp~v~n:!ement),::;""·: :=:': ,.:': C:':;':C~:::',':':' : 
i Da,ns .ce .cas les 9fd~l)ll~nce(du:'Presidenrde,::la"R~p'u~liquEi si:irit;,p.o~!t'~~ig,ti~~·;:p"a(l~ 
I 'Pr~rni~r ministre:, ; ... ::,}.; '.:,'?: :,=·:,·L, .::;·:,H:·~::'t·;r· -,:': <::; :'.:~ r: :'.):.:.:.;:.::::;i;:":::::;::-:}"i:·';:,t I Si dapsle del~i prevll:s: I'iirtl.cle.: 71 'd~.: p.r~~eii~A~;Joridamental, les, pr:ojet~.d'~rqo~njl!1:ce·r~ 

\. ~~~~~;S;~i~n~~ pa;.:. !?:,~;:~Si~~.?t.d~.:~:a: ~'~P~:~~l~::?::.:,i;;::~:r;;i~~ ... mi~ist~::~.P,,;~t~\~~:.\~~\~:;~e·. 
! . L~s ~~mbre~' du Gouv~iiiem~~\ sq~:~}~pot~~:Mm.)ssfQ:IJ;;air~s bh~cj~~ ·to.i~,;q~~ l~s;~nqtipn{ 
i du.p,temier.mini$ti~.·preiin~nt fin~ 'i·' ,:-;:,'.:) ",;"";::'.'.:' ":.:;,."";': . .->.':' . >'>:>::;.;<::\ "--'.' 
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I. ~e~r(a~~~;J1~~~~i'~.~f:!:~~e.t:ii\ir~~~~~;i;};l<}1;i:,~;\W';y:~?::l':J;#\;.':~;'::::::·'.·:,{~\/i:::~;\;;F:'i::}~;;~:~::f.;:':'i:=': 
1: . .' Arli.c\e.76; les fi)~9Uons ~de' memBre du';(36uvemem~nt~nt in,compatililes.avec'~lIes ~i;le. I :.fnembr.~, diiHaut dinseifde i~.Rep~6Irq'6"e'eiide i!lJi~empibirp'~bil(i1u: pi1v~·.r.~,mUfi.~f~;;·:!';,>:: '::::.: 
I . A~J¢iJ:.?7; diJi;rit;-i~~~~, fOh6ti~~~~J~~i:~J~br~,~:~~,'.~9u~,er~em~~(A}"p~~~~Qr'p~U¥, . 
i mel)'jes,. mp,ar perso~ne l!1t~fP.q~.eei':;:~e.~a~~t!lcq~.llJu~r-.,qul~p'p~rt!e~~~ a.u,,~~,~~lp~,dEll 
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Section III : Qu Gouvernemimt 

Article 66: Le Gouvemement. cpnduit la politique de la Nation telle que definie par la 
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i . 'Article' 78: Le Premier minislre tienr le'President de laRepublique rn(or~,~eractlvite·.i 

I gquv.!lmem:ntale..<~<: .. >:>· ',,: :<:','. .' .. .. :. ... .. :.':'" .~ .. C·: 
I Secti.on IV: Des Rapports .entre Ie' H~ut Co."!>eil de la R.publiqueet Ie po.uv6ir executif 

i .>.<::: : .. ',,: :: ........... ,.,·>~:;~,.i·;!~)~~::~;~·~·:{>.~·~.::·::~.'::: ... N ::,:' ·: .. '.·,.·: .. ·:.·:··~~·;r::: ~.:h· ,,";"·.i 

I· ArticJe79: L'lnitiaHve'des Ibis·appai:llenf'co.rlcUrremmenta c.hacun~es:riiemo~e$:.du'Hatil : 

I Conseilde la Replibliqueet au G9uvememerit:::;', : .' .. ' '.' ,'., ,-';':' .. ~:'.-"::.'.' ' ..... ': I 
I . Les. projels de .I<:>iadoptes parleCoiiseil des':mi~istres'sont depoSeS' $u(leBlire~tiiiu;8aut . 

.. Cons.eitde,I!il~~p'litiliqlle;, '.' . .. .. . '. . '. ,:u ___ .__:,.. : 

· .·~~ot:;~r;·~i~;c, ,:~;/ .. ;. ·' •• ,~::;>t':i . ',/'j"';;if,;;'! 
. ·.:Artlcle .~6 ; .. Sans pr~j~~ice'des:~u~es~onip~teQce$;~uhl\lI" ~6rit':r

eco~~,!e~ .. parJi': p.(~S~i\t : 

: Acte fO[1dl:lrOf)ritiltOU:. par· . las . ')ois; .Ia '.' Cour;·:Sup'r~me:'de'::~iJsticecon.i1~lt·de((B~ur
s . en.; 

·,~pprecliiti()!l:,da',.i~;:9bit~tiftj;ticin.n~M~·'d~··lois.:~t;.d.e
s:. aetes, .ayanl (Orc.e:de· .. loi.; alil~i' .9ue :des" 

· recours en Interpretation du presB!it ActElfOnd.ament.81, despOU('ioisen cassation~'foirt:tes 

· cpntre les decisidn~ rendlles en demier·ress9rtpar·les·'Courset·.Tr\bumlllxet·des recQilr$·¢~. 

annulation . des actes ,~t decisiQnfd~s, 'autoriles G8nti:a1es de la Republ(que ainslquedes . 

. co~testati6ns .n~es des elections-et dil. referendum. '.' : .. : .. ' ....... ; ~. . 

· Elle juge. en premier et· demier ressort Ie President-de la .Rep\lblique, les- membras du +Iaut 

.Col!seil delaRepul:/lique, les ri)e(J)bres du:Gbuverriemerit.lesMagis~~ts dela Co~r'Supf~me': 

· de Justics·. et-du" Parquet,' G~nerai .de is: ~eputiiique. les GCllivemEiilr~dePr<ivince'et les : 

·p,residentSdes'C6nseilip'iiliiinclaui··. . .,,'.: .. '; . ": '.: ~' ... ~:>.< \: ":;.: .. , .•. 

'En .cas)l~"renv<?( ~pr.es·cas~atiqn. Jes :Colirs. et Trib~naux irifMeurS sont'ien~s;ae' se . 

. confoimer.:a I'a(r~t~e laCour Supi'eme:de Jus~ce !!ur:lepoint de droit juga par ~ette :demier6. . 

Elle' donne. pes' : aVis carisullatifs ;,sur .Ies· projetsoupropositlons : deldi: oud;actes 

regiementaires:':': c,.' ; . .' ...,....- . . ~ .•. 

f;~o} . ..... ';' '., . ":.,:.;,;".,' .. " ',. ..". 

· ..··.~,i;//?:/>;~t:\:···:·;:·;:> <.. .. .::~'. 
Tltr.e Quatrl~me. .',,',,' .... " " "., . •. . 

-:.::"' .. : ~ ::"" ':':~:~ /:.~'~ ".;I··::;~·';~i··::,.:.':·.~ ; '~~>.' ":(:;<~'.';: '<:"::':':':";:,:~:.;.:\:>: .;. .' 

'C'ss i'nsttt·utibns·provh,cial.s.ett:8iales.· .:.~,~.~: .1~:: .. 
...... ".'.~.".::I, '.'::',,;: ::':.:;,:I"-I~':"\~:~'~'.'" '.,:':~":~. 

~~'rr~T.~; .. ;:,;: ;;;,~:~~~V;i"f;t~ .. , ...... '., 
Des Finances publiques .. ' . .... . . 

• ~, '.: •. ,: .. :.,. r ~ ,I ;:"" ." • " 

· . .f·!·;····!'·· 

(.J <",' .' '.,,; 
, .' '" .. ' .:;~. . :',: ;, . 

· Ti~r~;~jxie~·.· .... : ..... : ... , ... .',,: .... ~ .. :.:: .. '~~!..{; ; .' ' .. 

". \' ......... (.~ .. ~ .>.: .. :\.::~:"~ ... :.:']": .. :':~: ·(ii.1~·;~···I"<·'~ 
Des Trait~sllt-Acc~~dS;'i~~rnattona#::;.: . . 

.. ... 

Article 163: Le G6~v~rrieme~t~~go~i~l~st~~ites ~t Accord~ intematiQ~~Ui< 'so~sl'aJtcir;t~ 
du President de la·R~p'ubliqtJe.,,;: ;.:. ':.' . '::.> '. . .' ...:.; ;,'. :' ; ';., . 

. ' ~pres autori~ationdiiHautCo.nsende,hi'·Repuliiique,
 Ie President de la R~publiqu~i'atiiie' ieil 

!faiths, ;"; \~.:",;",:,\~,.:. i::::", .:,'; "''''': ~'.":" . :.., .....,... ""." .. 

Le Go.uv~rnel1)ent Si!,1ne les'ACc<ir$interriation,aux, " ., .. ', ' :. ': 

· 1\ en infonml' Ie HautConseil de·la.Republiqueo . 
("0) .....•.. .' ..... 

Titre Hu.ltle.me f.' 

Des .. cilsp~sltlo~s··final~~ ," ", " . ,"'. ... .;"':': :'''.~:' .'~ .' 

. '.,' . ..'., ,. ....... ., :.' ':":.,:.J:..... .. .' . . ... 'R·_'~>\.:~.)'~;":""';" ~:."" 

Article 109: La duree de la Triill1siflon esi, M.V\ngt~uatre· rnois a dater'difl'i!doptioh·du 

presentACte. '" .... ..'.: ':: .. ':' '.::;':, :::";: ,,:;,,>,y( .. : :;,':':' , 

Article 110: Les.lnstitutions.·.de la ~riode de, transition fonclionneri.t.Wsqu'~;t'installation·, 

effective des Institutions de la lIIeme R~publique.o: .: . . .' .. '. . :.;' .-; '. : 

Article 111 : Le Presidentde la Republique actuellement en fonction d~ri1EiurePr~sid~ht' d~.i 

la Republique jusqu'a la, fin de la periode de Transition. . .'. " '. . . ...: 

II el\erce lesprerogaHves devalues au Presidentde I.a Repub\ique.par Ie prbsentActe.: ! 

Article 112 ; Toutes les dispositions Constitulionn~lIes, I~gales. et regl~m~iiiaires contrairss : 

au present Acte sont abrogees. ", . .., .. ': 

Article 113: Le present Acte imtre 'en vigueur a I~ date de son adoption~ ~ 
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Constitution de la Republique togolaise 
du 14 octobre 1992(1) 

Preambule 

Nous, peuple togolais, no us plarant, 
so us la protection de Dieu, ' 
- conscient que depuis son accession a La 
souverainete internationale Ie 27 avril 1960, 
Ie Togo, notre pays, a connu une evolution 
'politique tourmentee, qui a conduit a La reu
nion des forces vives en une Conference 
nationaLe souveraine tenue du 8 juillet au 
28 aout 1991 ; 
- conscient de La solidarite qui nous lie a 
La communaute internationale et plus parti
culierement aux peuples africains; 
- decide a bIltir un Etatde droit dans lequel 
les droits Jondamentaux de I 'hamme, les 
Libertis pub/iques et la dignite de La per
sonne humaine doivent etre garantis et pro
teges; 
- convaincu qu 'un fel Etat ne peut etre fonde 
que sur le pLurali~me politique, les principes 
de la democratie et de la protection des 
droits de l'homme tels que dejinis par la 
Charte des Nations unies de 1945, la Decla
ration universelle des droits de l'homme 
de 1948 et les pactes internationaux 
de 1966, la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples adoptee en 1981 par 
L'Organis,ation de L'unite africaine, 

Proclamons solenne'llement notre 
Jerme voLante de cambattre tout regime poli
tique Jonde sur l'arbitraire, La dictature, 
l'injustice; 

Affirmons notre determination a 
cooperer dans la paix, l'amitit et la solida
rite avec tous les peuples du monde epris de 
L'ideal democratique, sur la base 4es prin
cipes d'egalite, de respect mutuel de La sou
verainete; 

Nous engageons resoLument a 
defendre La cause de l'unite aJricaine et a 

auvrer a la realisation de l'integration sous
regionale et regionale; 

Approuvons et adoptons, soLennelle
ment, la presente Constitution comme Loi 
Jondamentale de l'Efatdont ie present 
'preambuie Jait partie integrante. 

Titre premier 
De l'Etat 
et de la souverainete 

Article premier 
La Republique togolaise est un Etat I 

de droit, laIC, democratique et social. Elle est i 
une et indivisible. ! 

Article 2 
Lal Republique togolaise assure; 

l' egalite devant la loi de taus les citoyens 
sans distinction d'origine, de race, de sexe, ' 
de condition sociale ou de religion. . 

Elle respecte toutes les opinions 
politiques, philosophiques ainsi que toutes, 
les croyances religieuses. I 

Son principe est Ie gouvemement du 
peuple par Ie peuple et pour Ie peuple. 

Sa devise est: Travail-Liberte-Pa-
trie. 

Article 3 _, 
L'embleme national est Ie drapeau 

compose de cinq bandes horizontales alter-' 
nees de couleur verte et jaune. II porte II 
l' angle superieur gauche une etoile blanche 
II cinq branches sur fond carre rouge. , 

La fete nationale de la Republique 
togolaise est ceh~bree Ie 27 avril de chaque: 
Mn~. I 

Le see au de I'Etat est eonstitue par i 
une plaque de metal en bas-relief de forme: 
ronde de einquante millimetres de diametre 

(I) Source: Afrique contemporaine, nO 170, avril-juin 1994, La Documentation fram;aise, Paris; 1994. Constitution de la; 
IV· Republique adoptee par referendum Ie 27 septembre 1992. ; 
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et destine it imprimer la marque de l'Etat sur 
les actes. 

II porle it I' avers, pour type, les 
annes de la Republique, pour legende, «Au 
nom du peuple' togolais» et, pour exergue, 
«Republique togolaise ». 

Les armoiries de la Republique 
togolaise sont ainsi constituees: 
:... ecu d'argent de forme ovale et a la bordure 
de sinople, en chef l'embleme national, deux 
drapeaux adosses et devise sur banderole; en 
creur de sable les initiales de la RepubJique 
togolaise sur fond d' or echancre; en pointe, 
deux lions de gueules a,dosses; , 
- les deux jeunes lions representent Ie cou
rage du peuple togolais. lIs tiennent l'arc et 
la fleche, moyen de combat traditionnel, 
pour montrer que la veritable liberte,du peu
pIe togolais est dans ses mains et que sa 
force reside avant tout dans ses propres tra
ditions. Les lions debout et adosses expri
ment la vigilance du peuple togolais dans Iii 
garde de son independance, du levant au 
couchant. 

L'hymne national est: Terre de nos 
ai'eui. 

La langue officielle de la Republi
que togolaise est Ie fran~ais. 

Article 4 
La souverainete appartient l!-u peu

pIe. II l'exerce par ses representantf et par ' 
voie de referendum. Aucune section du peu
pIe, aucun corps de l'Etat ni ,aucun individu 
ne peut s' en attribuer I' exercice. 

L'initiative du referendum appar
tient, concurremment, au peuple et au Pre
sident de Ia RepubJique. 

Le President de la, Republique ne 
peut exerc~r ce droit qu' en matiere de Iiber
tes pub\iques. 

Une loi organique determine les 
conditions d'exercice de ce droit par Ie peu-
pIe. . 

Articl~ 5 
Le suffrage est universel, egal et 

secret. Sont electeurs, dans les, conditions 
fixees par la loi, tous les nationaux togolais 
des deux sexes, ages de dix-huit ans revolus 
etjouissant de leurs droits civils et politiques. 

'Article 6 
Les partis politiques e't regroupe

ments de partis politiques concourent II la 
formation et a l'expression de la volonte 
politique du peuple. 

lIs se fonnent librement et exercent 
leurs acti vites dans Ie respect des lois et 

, reglements. 

Article 7 
Les partis politiques et les ,regrou

pements de partis politiques doivent respec-
ter la Cons,titution. ' 

lis ne peuvent s'identifier a une 
region, ,a, une ethnie ,ou a une religion. 

Article 8 
Les partis politiques et les regrou-, 

pements de partis politiques ont Ie devoir de' 
contribuer a l'education pplitique et civique 
des citoyens, a la consolidation de la demo-' 
cratie et a la construction de I'unite natio
nale. 

Article 9 
La Ioi determine les modalites de 

creation et de fonctionnement des partis 
politiques. 

Titre II 
Des droits, Iibertes 
et devoirs des citoyens 

Sous-titre premier 
Des droits et des libertes 

Article 10 ' 
Tout etre humain porte en lui des I 

drdits inalienables et imprescriptibles. La: 
sauvegarde de ces droits est la finalite de ' 
toute communaute humaine. L'Etat. a I' obli
gation de les respecter, de les garantir et de : 
les proteger. 

Les personnes morales peuvent jouir ' 
des droits garantis par la presente Constitu
tion dans la mesure ou ces droits sont 
compatibles avec leur nature. ' 

Article 11 
Tous les etres humains sont egaux 

en dignite et en droit. 
L'homme et la femme sont egaux 

devant la loi. 
Nul ne peut etre favorise ou desa

vantage en raison de son origine familiale, 
ethnique ·ou regionale, de sa situation eco
nomique ou sociale, de ses convictions poli
tiques, religieuses, phiIosophiques ou autres. 
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Article 12 
Tout etre humain a droit au develop

pement, a I' epanouissement physique, intel
lectuel, moral et culturel de sa personne. 

Article 13 
L'Etat a I' obligation de garantir 

I'integrite physique et mentale, .Ia vie et la 
securite de toute personne vivant sur Ie terri
toire national. 

Nul ne peut etre arbitrairement prive 
ni de sa liberte ni de sa vie. 

Article 14 
L'exercice des droits et libertes' 

garantis par la presente Constitution ne peut 
etre soumis qU'a des restrictions expresse
ment prevues par la loi et necessaires a la 
protection de la securite nationale, de I' ordre 
public, de la sante pubJique, de la morale ou 
des libertes et droits fondamentaux d' autrui. 

Article 15 
Nul ne peut etre arbitrairement 

arrete ou detenu. Quiconque est arrete sans 
base legale ou detenu au-dela dil delai de 
garde a vue peut, sur sa requete ou sur celle 
de tout interesse, saisir I' autorite judiciaire 
designee a cet effet par la loi. 

L'autorite judiciaire 'statue sans 
delai sur la legalite ou la regularite de sa 
detention. 

Article 16 
Tout prevenu ou detenu doit bene- ' 

ficier d'un traitement qui preserve sa dignite, 
sa sante physique et mentale et qui aide It 

sa reinsertion sociale. ' 
Nul n'a Ie droit d'empecher un pre

venu ou un detenu de se faire examiner par 
un medecin de son choix. 

Tout prevenu a Ie droit de se faire 
assister d'un, conseil au stade de l'enquete 
preliminaire. 

Article 17 
Toute personne arretee a Ie droit 

d'etre immMiatement informee des charges 
retenues contre elle. 

Article 18 
Tout prevenu ou accuse est presume 

innocent jusqu' a ce que sa culpabilite ait ete 
etablie a la suite d'un proces qui lui offre 
les garanties indispensables a sa defense. 

Le pouvoir judiciaire, gardien de la 
liberte individuelle, assure Ie respect de ce 
principe dans les conditions prevues par la 
loi. 

Article 19 
'Toute personne a droit en toute, 

matiere a ce que sa cause soit entendue et 
tranchee equitablement dans un delai raison-: 
nable par une juridiction independante eti 

irripartiale. , ' : 
Nul ne peut etre condamne pour des: 

faits qui ne constituaient pas une infraction: 
au moment ou ils ont ete commis. 

En dehors des cas prevus par la loi, 
nul ne peut etre inquiete ou condamne pour: 
des faits reproches a autrui. ! 

Les dommages resultant d'unei 
,erreur de justice ou ceux consecutifs a un! 
fonctionnement anormal de l'administrationl 
de la justice donnent lieu, a une indemnisa-I 
tion a la charge de l'Etat, conformement a! 
la loi. 

Article 20 
Nul ne peut etre soumis a des mesu-: 

res de controle ou de surete en dehors des 
cas prevus par la loi. 

Article 21 
La personne, humaine est sacree et 

inviolable. ' 
Nul ne peut etre soumis a la torture; 

ou a d'autres formes de traitements cruels,: 
inhumains ou degradant&. ' ' 

Nul ne peut se soustrl\ire a la peine, 
encourue du fait de ces violations en invo-: 

, quant I'ordre ,d'un superieur ou d'une auto-: 
rite publique. ; 

Tout individu, tout agent de l'Etat 
coupable de tels actes, soit de sa propn~ ini
tiative, soit sur instruction, sera puni confor-
mement a la loi. ' ' 

. Tout individu, tout agent de l'Etat 
est delie du devoir d'obeissance lorsque, 
l'ordre re9u constitue une atteinte grave et; 
manifeste au respect des droits de 1 'hommei 
et des libertes publiques., ! 

Article 22 
Tout citoyen togolais a Ie droit de' 

circuler librement et de s' etablir sur Ie terri" 
toire national en tout point de son choix dans 
les conditions definies par la loi ou la cou
tume locale. 

Aucun Togolais ne peut etre prive 
du droit d'entrer au Togo ou d'en sortir. 

Tout etranger en situation regulier~ 
sur Ie terri to ire togolais et qui se conforme 
aux lois en vigueur a la liberte d'y circuler 
d'y choisir sa residence et Ie droit de Ie quit: 
ter librement. 
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Article 23 
Un etranger ne peut Iltre expulse ni 

extrade du territoire togolais qu' en vertu 
d'une decision conforme a la loi. II doit 
avoir la possibilite de faire valoir sa defense' 
devant I' autorite judiciaire competente. 

Article 24 
Aucun Togolais ne peut Iltre extrade 

du ferritoire national. 

Article 25 
Toute personne a droit a la Iiberte 

de pensee, de conscience, de religion, de 
culte, d'opinion et d'expression. L'exercice 
de ces droits et libelees se fait dans Ie respect 
des libelees d'autrui, de I'ordre public et des 
normes etablies par la loi et les reglements. 

L' organisation et la pratique des 
croyances religieuses s'exercent Iibrement 
dans Ie respect de la loi. II en est de mllme 
des ordres philosophiques. 

L'exercice du culte et I'expression 
des croyanc~s se font dans Ie respect de Ia 
latcite de I' Etat. 

. Les confessions religieusescint Ie 
droit de s'organiser et d'exercer Iibrement 
leurs activites dans Ie respect de Ia loi. 

Article 26 
La.liberte de presse est reconnue et 

garantie par I'Etat. Elle est protegee par la 
l~. . 

Toute personne a la Iiberte d'expri
mer et de diffuser par parole, ecrit ou tous 
autres moyens, ses ·opinions ou les informa
tions qu'elle detient, dans Ie respect des 
Iimites definies par Ia loi. 

La presse ne peut Iltre assujettie a 
I'autorisation prealable, au cautionnement, It 

. la censure ou a d'autres entraves. L'interdic
tion de diffusion de to.ute publication ne peut 
Iltre prononcee qu'en vertu d'une decision de 
justice. 

Article 27 
Le droit de propriete est garanti par 

la loi. II ne peut y etre porte atteinte que pour 
cause d'.utilite pubJique legalement constatee 
et apres une juste et prealable indemnisation. 

Nul ne peut Iltre saisi en ses biens 
qu'en vertu d'une decision prise par une 
autorite judiciaire. 

Article 28 
Le domicile est inviolable. 
II ne peut faire I' objet de perquisi

tion ou de visite policiere que dans les for
mes et conditions prevues par la loi. 

Tout citoyen a droit au respect de sa. 
vie privee, de son honneur, de sa dignite et 
de son image. 

Article 29 
Tout citoyen a droit au secret de sa 

correspondance et ses communications et 
telecommunications. 

Article. 30 . i 
L'Etat reconnait et garantit, dans les i 

conditions' fjxees par la loi, I' exercice des 
Iibertes d'association, de reunion et de mani
festation pacifique et sans instruments de 
violence. 

L'Etat reconnait l'enseignement 
prive confessionnel et late. 

Article 31 
L'Etat a I'obligation d'assurer Ia 

protection du mariage et de la famille. 
Les parents ont Ie devoir de pour

voir a I'entretien et a I'education de leurs 
enfants. lIs sont sou tenus dans cette tache 

. par I' Etat. 
Les enfants, qu'ils soient nes dans 

Ie mariage ou hors mariage, ont droit a Ia 
meme protection familiale et sociale. 

Article 32 
La nationalite togolaise est attril?uee: 

de droit aux enfants nes de pere ou de mere 
togolais. 

Les autres cas d'attribution de lai 
nationalite sont regles par la loi. 

Article 33 
L'Etat prend ou fait prendre en. 

faveur des personnes handicapees et des per
sonnes agees des mesures susceptibl~s de les 
mettre a I'abri des. injustices .sociales . 

Article 34 
L'Etat reconnait aux citoyens Ie 

droit It la sante. II ceuvre It Ie promouvoir .. 

Article 35 
L' Etat reconnait Ie droit It I' educa

tion des enfants et cree les conditions favo-· 
rabies a cette fin. 

L' ecole est obligatoire pour les 
'enfants des deux sexes jusqu'a I'age de 
quinze ans. 

L'Etat assure progressivement la
l . gratuite de I'enseignement public. . ! 

Article 36 I 
L'Etat protege la jeunesse contre' 

toute forme d'exploitation au de manipula
tion. 
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Article 37 
L'Etat reconnait a chaque citoyen Ie 

droit au travail et s'efforce de creer les 
conditions de jouissance effective de ce 
droit. . 

11 assure a chaque citoyen l' egalite 
de chance face a l'emploi et garantit It cha
que travailleur une remuneration juste et 
equitable. 

Nul ne peut etre lese dans son travail 
'en raison de son sexe, de ses origines, de 
ses croyances ou de ses opinions. 

Article 38 
11 est reconnu aux citoyens et au~ 

collectivites territoriales Ie droit a une redis- . 
tribution equitable des richesses nationales 
par l'Etat. 

Article 39 
Le droit de greve est reconnu aux 

travaille.urs. Il s'exerce dans Ie cadre des lois 
qui Ie reglementent. 

Les travailleurs peuvent .constituer 
des syndicats ou adherer It des syndicats de 
leur choix. 

Tout travailleur peut defendre, dans 
les conditions prevues par la Ioi, ses droits 
et interets, soit individuellement, soit collec
tivement ou par l'action syndicale. 

Article 40 
L'Etat a Ie devoir de sauvegarder et 

de promouvoir Ie patrimoine culturel natio
nal. 

Article 41 
Toute personne a droit a un environ

nement sain. L 'Etat veille a Ia protection de 
I' environ\1ement. 

Sous·titre II 
Des devoirs 

Article 42 
Tout citoyen a Ie devoir sacre de 

respecter la Constitution ainsi que les lois et 
reglements de la Republique. 

Article 43 
La defense de la patrie et de l'inte

grite du territoire national est un devoir sacre 
de tout citoyen. 

Article 44 
Tout citoyen a Ie devoir de suivre 

un service national dans les conditions defi
nies par la loi. 

Article 45 
Tout citoyen a Ie devoir de combat

tre toute personne ou groupe de personnes . 
qui tenterait de changer par la force l'ordre i 
democratique etabli par la presente Consti- : 
tution. : 

Article 46 
Les biens publics sont invioiables. 
Toute personne ou tout agent public: 

doit les respecter scrupuleusement et les pro- : 
teger. 

Tout acte de sabotage, de vanda- : 
lisme, de detournement de biens publics, de : . 
corruption, de dilapidation est reprime dans 
les conditions prevues par Ia loi. 

Article 47 
Tout citoyen a Ie devoir de contri

buer aux charges publiques dans les condi
tions definies par Ia loi. 

Article 48 
Tout citoyen a Ie devoir de veiller 

au respect des droits et libertes du pro chain 
et a Ia sauvegarde de l'ordre public. 

II reuvre a Ia promotion de Ia tole
rance et du dialogue dans ses rapports avec 
autrui. Il a l'obligation de preserver l'ordre 
social, la paix et la cohesion nationale. 

Tout acte ou toute manifestation a 
caractere raciste, regionaliste, xenophobe 
sont punis par la loi. 

Article 49 
Les forces de securite et de police, .. 

SOUS }'autorite du Gouvernement, ont pour 
mission de proteger Ie libre exercice des 
droits et des libertes, et de garantir la secu
rite des citoyens et de leurs biens. 

Article 50 
Les droits et devoirs, enonces dans' 

Ia Declaration universelle des droits de' 
l'homme et dans les instruments internatio
naux relatifs aux droits de l'homme, ratifies 
par Ie Togo, font partie integrante de Ia pre
sente Constitution. 

Titre III 
Du pouyoir legislatif 

Article 51 
Le pouvoir legislatif, delegue par Ie 

peuple, est exerce par une assemblee. unique 
appelee Assemblee nationale. Ses membres 
portent Ie .titre de depute. 
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Article 52 
Les deputes sont 61us au suffrage 

universel direct et secret pour cinq ans. lIs 
sont reeligibles. Chaque depute est Ie repre
sentant de la nation tout entiere. Tout man
dat imperatif est nul. 

Les elections ont lieu dans les trente 
jours precedant I'expiration du mandat des 
deputes. L' Assemblee nationale se reunit de 
plein droit Ie deuxieme mardi qui suit la date 
de proclamation officielle des resultats. 

Tout membre des forces armees ou 
de securite publique, qui di5sire etrecandidat 
aux fonctions de depute, doit, .auprealable, 
donner sa demission des forces armees ou 
de sec.urite publique. . 

Dans ce cas, l'interesse pourra pre
tendre au benefice des droits acquis confor
m6ment aux statuts de son corps. . 

Une loi organique fixe Ie nombre 
des deputes, leurs indemnites, les conditions 
dans lesqueIles il est pourvu aux sjeges 
vacants. 

Une loi organique determine Ie sta
tut des anciens deputes. 

Article 53 
Les deputes a I' Assembleenationale 

jouissent de l'immunite parlementaire. 
Aucun depute ne peut etre pour

suivi, recherche, arrete, d6tenu· ou juge a 
I' occasion des opinions ou des vot~s emis 
par lui dans I'exercice de ses fonctions, 
meme apres l'expiration de son mandat. 

Sauf Ie cas de flagrant delit, les 
.. deputes ne peuyent etre arretes ni poursuivis 
pour crimes et delits qu'apres la levee, par 
I' Assemblee nationale, de leur immunit6 
parlementaire. 

Toute procedure de flagrant delit 
eng agee contre un .depute est portee sans 
delai a la connaissance du bureau de 
l' Assemblee nationale. . 

Un depute ne peut, hors session, etre 
arrete sans I'autorisation du bureau de 
l' Assemblee nationale. 

La detention ou la poursuite d'un 
depute est suspendue si I' Assemblee natio
nale Ie requiert. 

Article 54 
L' Assemblee nationale est dirigee 

par un president assiste d'un bureau. Ils sont 
elus pour la duree de la legislature dans les 

conditions fixees par Ie reglement interieur 
de I' Assemblee. 

. Les . fonctions du president de. 
l' Assemblee nationale pr~nnent fin s' iI e~t i 
censure par les deux tiers des deputes i 
composant I' AssembIc~e nationale. i 

En cas de vacance de la presidence I 
de I' Assemblee nation ale par deces, demis- , 
sion ou toute. autre cause, I' Assemblee natio- . 
nale elit un nouveau president dans les. 
quinze jours qui sui vent la vacance, si elle . 
est en sessIon; dans. Ie cas contraire, elle se 
reunh de plein droit dans les conditions 
fixees par son reglement interieur. 

II est pourvu au remplacement des 
autres membres du bureau, conformement 
aux dispositions du reglement interieur de 
I' Assemblee nationale. 

U~e loi organique determine Ie sta
tut des anciens presidents de I' Assemblee : 
nation ale, notamment, en ce qui concerne· 
leur remuneration et leur securite. 

Article 55 
L' Assembiee nationale se reunit de 

·plein droit en deux sessions ordinaires par 
an. 

La premiere session s'ouvre Ie pre-; 
mier mardi d' avril. 

La seconde session s'ouvre Ie pre
mier mardi d'octobre. 

Chacune des sessions dure trois 
mois. I· 

L' AssembJee nationale est convo
quee en s~ssion extraordinaire par son pre-I 
sident, sur un ordre du jour determine, a la I 
demande du President de la Republique ou: 
.de la majo.dte absolue des deputes. EIle se: 
separe aussitot l'ordre du jour epuise. 

Article 56 
Le droit de vote des deputes est per-

sonnel. 
Le d:glement interieur de l' Assem

blee nationale peut autoriser exceptionnelle
ment la delegation de vote. Dans ce cas, nul 
ne peut recevoir delegation. de plus d'un' 
mandaI. 

Article 57 
Le fonctionnement de I' Assemblee 

nationale est determine par un reglement 
interieur adopte conformement 11 la Consti
tution. 
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Titre IV 
Du' pouvoir executif 

So us-titre premier 
DuPresident de la Republique 

Article 58 
Le ,President de la Republique est Ie 

chef de l·Etat. II es~ garant de I'indepen
dance et de l' unite nationales. de I'integrite 
territoriale. du respect de la Constitution et 
des traites et accords internationaux. 

Article 59 
Le President de la Republique est 

,elu au suffrage universe I direct pour un man
dat de cinq ans renouvelable une seule fois. 
En aucun cas. nul ne peut extlrcer plus de 
deux mandats. ' 

Article 60 
'L'election du Presidimt de la Rept.i- ' 

blique, a lieu au scrutin uninominal majori
taire a deux tours. 

Le President ,de laRepublique est 
elu a la majorit6 absolue des'suffrages expri

, meso Si celle-ci n'es't pas obtenue au premier 
, tour de scrutin. il est pro'cede. Ie quinzieme 
jour. a un second tour. Seuls peuvent se pre
senter au second tour, Ies deux candidats 
ayant recueilli Ie plus grand nombre de voix ' 
au premier tour. 

'En cas de desistement ou' de deces 
de I'un ou I'autre des deux candidats. entre 
Ies deux tours. Ie's suivants se presentent 
dans I' ordre de leur 'classement. 

,Au second tour. est declare elu,' Ie 
candidat qui a recueilli Ie plus grand nombre 
de voix. 

Article 61 
Le scrutin est ouvert sur convoca

tiondu corps electoral par decret pris en 
Conseil des ministres soixante jours au 
moins et soixante-quinze jours au plus avant 
l' expiration du mandat du President en exer-, 
dce. 

Article 62 
Nul ne peut etre candidat aux fonc

tions de President de Ia Republique s' il : ' 
- n'est de nationalite togolaise de naissance; 
- n'est age de quarante-cinq ans revolus a 
la date du depot de la candidature; 

,- nejouit de tous ses droits civils et politi
, ques; 

- ne presente un etat g'eneral de bien-etre, 
psychique, et mental diiment constate par~ 
trois medecins assermentes des ignes par la; 

, Cour constitutionnelle. 

Article 63 
Les fonctions de President de la, 

Republique sont incompatibles avec I' exer-! 
dce du mandatparlementaire. de toute fonc-: 
tion de representation professionnelle a! 
caractere national. et de tout emploi pri ve ou I 
pUblic. civil ou miIitaire ou de toute activitei 
professionnelle. ! ' ' 

, Le President de la Republique entre i 
'en fonction dans le~ quinze jours qui suiventi 

, la proclamation des resultats de l' election! 
'presidentielle. i 

Article 64 
Avant son entree en fonction. Ie Pre

sident de la Republique prete serment devant 
la Cour constitutionnelle reimie en ,audience 
solennelle it I' Assemblee nationale. en pre-: 
sence des deputes convoques en session 
extraordinaire. en ces termes: 

«Devant Dieu et devant Ie peuple 
togolais. seul detentellr, de la souverainete, 
populaire. ' , 
, Nous .... tlu President de la Republi-i 

que con!ormement awe lois de La RepubUque.! 
jurons solennellement: ' 
- de respecter et de de!endre'la Constitution 
que le p'euple togolais s'est 'librimient don-

, nee; , 
- de remplir loyalement .les, hautes fo;,ctlon~ 
que la nation nous a, confiees; - , 
- de ,nous laisserguider que par '['interet I ' 

, general et Ie ,respect des droits de la per-! 
sonne humaine. de consacret toutes nos jor
ces a la promotion du developpeme,nt. du: 
bien commun, de la,paix et de l'unite natio-: 
nak; : 
- de preserve'r l'integrite du territoire natio-' 
nal; i 
- de nous conduire en tout, e,n'fidele et loyal: 
~erviteur du peuple. » ' ! 

Article 65 
En cas de vacance de la presidence ; 

de' Ia Republique par deces, demissipn ou 
empechement definitif, Ia fonction presiden
tielle est exercee provisoirement par Ie pre
sident de l' Assemblee nationale. 

La ,vacance est constatee par la Cour i 
constitutionnelle saisie par Ie Gouverne-; 
ment. 

Le ,Gouvernement convoque Ie 
corps electoral dans les soixante jours de 
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I'ouverture de la vacance pour l'election 
d'un nouveau President de la RepubJique 
pour une peri ode de cinq ans. 

Article 66 
Le President de la Republique 

nomme Ie Premier ministre dans la majorite 
parlementaire. II met fin a ses fonctions sur 
Ia presentation par celui-ci de la demission 
du Gouvernement. 

Sur proposition du Premier ministre, 
il nomme les autres membres du Gouverne-' 
ment et met fin a leurs fonctions. ' 

Le President de la Republique pre
side Ie Conseil des ministres. 

Article 67 
Le President de la Republique pro

mulgue les lois dans les quinze jours qui sui
vent la transmission au Gouvernement de la 
loi definitivement votee par l' Assemblee 
nationale; pendant ce delai, i1 peut demander 
une nouvelle deliberation de la loi ou de cer
tains de ses articles, la demande doit etre 
motivee. La nouvelle deliberation ne peut 
etre refusee. ' 

A defaut de, promulgation dans les 
delais requis, la loi entre automatiquement 
,en vigueur apres constatation par la Cour 
constitutionnelle. 

Article 68 
Le President de la Republiqlie, apres 

consultation du Premier ministre et du.'pre" 
sident de I' Assemblee nationale peut pro
noncer la dissolution de I' Assemblee 
nationale. 

Cette dissolution ne peut intervenir 
dans la premiere annee de la legislature. 

,Une nouvelle Assemblee doit etre 
elue dans les soixante jours qui suivent la 
dissolution. 

L' Assemblee nationale se reunit de 
plein droit Ie deuxieme mardi qui suit son 
election; si cette reunion a lieu en dehors des 
periodes prevues pour les sessions ordinai
res, une session est ouverte de droit pour une 
duree de quinze jours. 

Il ne peut etre procede a une nou
velle dissolution dans l'annee qui suit ces 
elections. 

Article 69 
Le President de la Republique signe 

les ordorinances et les decrets deliberes en 
Conseil des ministres. 

Article 70 
Le President de la Republique, apres 

deliberation du Conseil des ministres,: 
nomme Ie grand chancelier de l'Ordredu: 
Mono, les ambassadeurs et envoyes extraor- ; 
dinaires, les prefets, les officiers cornman- i 

dants des armees de terre, de mer et de I' air' 
et les directeurs des administrations centra- : 
les. ; 

Le President de la Republique, par: 
decret pris 'en Conseil des ministres, norome : 
les presidents d'universites elus par les col- : 
lege~ electoraux des universites, les profes-i 
seurs inscrits sur une liste d'aptitude I 
reconnue par les conseils des universites et I 

les officiers generaux. I 

U ne loi organique determine les: 
autres emplois auxquels i1 est pourvti en' 

Conseil des ministres ainsi que les cO\1di
tions dans lesquelles Ie pouvoir de nomina
tion du President de la Republique peut etre, 
par'lui delegue pour etre exerce en son nom. ' 

Article 71 
Le President de la Republique accre'

dite les ambassadeurs et les envoyes extraor- , 
dinaires aupres des puissances, etrangeres ; : 
les ambassadeurs et les envoyes extraordi-: 
naires etrangers sont accr6dites aupres de i 
~i. ' 

Article 72 I 
LePresident de la Republique est Ie: 

chef des armees. Il preside les conseils de: 
defense. II declare la guerre sur a~torisation 1 

de l' Assemblee nationale. 11 decrete la mobi- : 
lisation generale apres consultation du Pre-: 
mier ministre. : 

Article 73 
Le President de la Republique' 

exerce Ie droit de griice apres avis du Conseil 
superieur de la magistrature. 

Article 74 
Le President de la Republique peut, 

adresser des messages a la nation. Il 
s'adresse une fois par an a l' Assemb16e 
nationale sur l' etat de la nation. 

Article 75 
Une loi organique determine Ie sta

tut des anciens Presidents de la Republique, 
notamment en ce qui concerne leur remune
ration et leur securite. 
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dinaires, les prefets, les officiers cornman- i 
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les. ; 

Le President de la Republique, par: 
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les presidents d'universites elus par les col- : 
lege~ electoraux des universites, les profes-i 
seurs inscrits sur une liste d'aptitude I 
reconnue par les conseils des universites et I 

les officiers generaux. I 

U ne loi organique determine les: 
autres emplois auxquels i1 est pourvti en' 

Conseil des ministres ainsi que les cO\1di
tions dans lesquelles Ie pouvoir de nomina
tion du President de la Republique peut etre, 
par'lui delegue pour etre exerce en son nom. ' 

Article 71 
Le President de la Republique accre'

dite les ambassadeurs et les envoyes extraor- , 
dinaires aupres des puissances, etrangeres ; : 
les ambassadeurs et les envoyes extraordi-: 
naires etrangers sont accr6dites aupres de i 
~i. ' 

Article 72 I 
LePresident de la Republique est Ie: 

chef des armees. Il preside les conseils de: 
defense. II declare la guerre sur a~torisation 1 

de l' Assemblee nationale. 11 decrete la mobi- : 
lisation generale apres consultation du Pre-: 
mier ministre. : 

Article 73 
Le President de la Republique' 

exerce Ie droit de griice apres avis du Conseil 
superieur de la magistrature. 

Article 74 
Le President de la Republique peut, 

adresser des messages a la nation. Il 
s'adresse une fois par an a l' Assemb16e 
nationale sur l' etat de la nation. 

Article 75 
Une loi organique determine Ie sta

tut des anciens Presidents de la Republique, 
notamment en ce qui concerne leur remune
ration et leur securite. 
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Sous·titre II 
Du Gouvernement 

Article 76 
Le Gouvernement comprend: Ie 

Premier ministre, les ministres et, Ie cas 
echeant les ministres d'Etat, les ministres 
delegue~ et les secretaires d'Etat. 

Les fonctions de membre du Gou
vernement sont incompatibles avec l'exer
cice de tout mandat pariementaire, de toute 
fonction de representation professi~nnelle 11 
caract~re national et tout emploi prive ou 
public, civil ou militaire ou de toute autre 
activite professionnelle. . . 

Une loi organique determine Ie sta" 
tut des anciens membres du Gouvernement, 

'notamment en ce qui conceme leur remune
ration et leur securite. 

Article 77 
. Le Gouvernement determine et 

conduit Ia politique de Ia nation. 11 ~irige 

1'administration civile et militaire. A cet 
effet, il dispose de l'administration, de Ia 
force armee et des forces de securite. 

Le Gouvernement est responsable 
devant I' AssembIee nationale. 

Article 78 
Le Premier ministre est Ie chef du 

Gouvernement. 11 dirige l'action du Gouver~ 
nement et coordonne les fonctions des autres 
membres. Il preside les comites de defense. 
Il supplee, Ie cas echeant, Ie President de .la 
Republique dans la preside nee des consetls 
prevus aux articles 66 et 72 de la presente 
Constitution. 11 assure l'interim du chef de 
1'Etat en cas d'empechement,pour cause de 
. maiadie ou d'absence du territoire national. 

Avant son entree en fonction,le Pre
mier ministre presente devant I' Assemblee 
nationale Ie programme d'action de son 
Gouvernement. 

L' Assemblee nationale lui accorde 
sa confiance par un vote it Ia majorite abso
Iue de ses membres: 

Article 79 
Le Premier ministre assure l'execu

tion des lois. Sous .reserve des dispositions 
de l'article 70, Ie Premier ministre nomme 
aux emplois civiis et militaires. 

11 peut deleguer certains de ses pou
voirs aux ministres. 

Article 80 
Les actes du President de la Repu

blique autres que ceux ptevus aux articles 4, 

66, 68, 73, 74, 98, 100,104, 139 de la pre~: 
sente Constitution, sont contresignes par Ie' 
Premier ministre ou Ie cas. echeant, par les. 
ministres charges de leur execution. 

Titre V 
Des rapports entre 
Ie Gouvernement 
et l'Assemblee nationale 

Article 81 
L' Assemblee nationale d,etient Ie 

pouvoir legislatif. 
Elle vote. seule la loi et controle 

l' action du Gouvernement. 

Article 82 
L' Assemblee nationale a la maltrise 

. de son qrdre du jour. Elle en inforrn,e Ie Gou- : 
vemement. . 

L'inscription, par priorite, Ii l'ordre~ 

du jour de l' Assemblee nationale, d'un pro
jet ou d'une proposition de loi ou d'un.e 
declaration de politique generale, est de drOIt 
si Ie Gouvernement en fait Ia demande. 

Article 83 
L'initiative des lois appartient. 

concurremment aux deputes et au Gouver-: 
nement.· 

Article 84 
La Ioi fixe les regles concernant: 

-Ia citoyennete, lesdroits civiques et I'exer~ 
cice des libertes publiques; . '... . 
- Ie systeme d'etablissement de Ia.liste des 
journees feriees, chomees et payees; 
- les sujetions liees aux necessites de Ia 
D'efense nationaIe; . 
- la nationalite, I' etat et Ia capacite .des per
sonnes, les regimes matrimoniaux, les suc
cessions et Ies liberalites; 
- Ia procedure selon Iaquelle Ies coutuI1.les 
seront constatees et mises en harmonie avec 
les principes fondamentaux de la Constitu- I 

tion; : 
- la determination des crimes et delits ainsi 
que Ies peines qui leur sont applicables, la. 
procedure penaIe, I' amnistie ; , 
- 1'organisation des tribunaux judiciaires et I 

administratifs et Ia procedure devant ces 
juridictions, Ie statut des magistrats, des offi
ciers ministerieis et des auxiliaires de jus
tice; 
- la determination des competences financie- ! 
res des autorites constitutionnelles et admi- : 
nistratives; 

400 

Sous·titre II 
Du Gouvernement 

Article 76 
Le Gouvernement comprend: Ie 

Premier ministre, les ministres et, Ie cas 
echeant les ministres d'Etat, les ministres 
delegue~ et les secretaires d'Etat. 

Les fonctions de membre du Gou
vernement sont incompatibles avec l'exer
cice de tout mandat pariementaire, de toute 
fonction de representation professi~nnelle 11 
caract~re national et tout emploi prive ou 
public, civil ou militaire ou de toute autre 
activite professionnelle. . . 

Une loi organique determine Ie sta" 
tut des anciens membres du Gouvernement, 

'notamment en ce qui conceme leur remune
ration et leur securite. 

Article 77 
. Le Gouvernement determine et 

conduit Ia politique de Ia nation. 11 ~irige 

1'administration civile et militaire. A cet 
effet, il dispose de l'administration, de Ia 
force armee et des forces de securite. 

Le Gouvernement est responsable 
devant I' AssembIee nationale. 

Article 78 
Le Premier ministre est Ie chef du 

Gouvernement. 11 dirige l'action du Gouver~ 
nement et coordonne les fonctions des autres 
membres. Il preside les comites de defense. 
Il supplee, Ie cas echeant, Ie President de .la 
Republique dans la preside nee des consetls 
prevus aux articles 66 et 72 de la presente 
Constitution. 11 assure l'interim du chef de 
1'Etat en cas d'empechement,pour cause de 
. maiadie ou d'absence du territoire national. 

Avant son entree en fonction,le Pre
mier ministre presente devant I' Assemblee 
nationale Ie programme d'action de son 
Gouvernement. 

L' Assemblee nationale lui accorde 
sa confiance par un vote it Ia majorite abso
Iue de ses membres: 

Article 79 
Le Premier ministre assure l'execu

tion des lois. Sous .reserve des dispositions 
de l'article 70, Ie Premier ministre nomme 
aux emplois civiis et militaires. 

11 peut deleguer certains de ses pou
voirs aux ministres. 

Article 80 
Les actes du President de la Repu

blique autres que ceux ptevus aux articles 4, 

66, 68, 73, 74, 98, 100,104, 139 de la pre~: 
sente Constitution, sont contresignes par Ie' 
Premier ministre ou Ie cas. echeant, par les. 
ministres charges de leur execution. 

Titre V 
Des rapports entre 
Ie Gouvernement 
et l'Assemblee nationale 

Article 81 
L' Assemblee nationale d,etient Ie 

pouvoir legislatif. 
Elle vote. seule la loi et controle 

l' action du Gouvernement. 

Article 82 
L' Assemblee nationale a la maltrise 

. de son qrdre du jour. Elle en inforrn,e Ie Gou- : 
vemement. . 

L'inscription, par priorite, Ii l'ordre~ 

du jour de l' Assemblee nationale, d'un pro
jet ou d'une proposition de loi ou d'un.e 
declaration de politique generale, est de drOIt 
si Ie Gouvernement en fait Ia demande. 

Article 83 
L'initiative des lois appartient. 

concurremment aux deputes et au Gouver-: 
nement.· 

Article 84 
La Ioi fixe les regles concernant: 

-Ia citoyennete, lesdroits civiques et I'exer~ 
cice des libertes publiques; . '... . 
- Ie systeme d'etablissement de Ia.liste des 
journees feriees, chomees et payees; 
- les sujetions liees aux necessites de Ia 
D'efense nationaIe; . 
- la nationalite, I' etat et Ia capacite .des per
sonnes, les regimes matrimoniaux, les suc
cessions et Ies liberalites; 
- Ia procedure selon Iaquelle Ies coutuI1.les 
seront constatees et mises en harmonie avec 
les principes fondamentaux de la Constitu- I 

tion; : 
- la determination des crimes et delits ainsi 
que Ies peines qui leur sont applicables, la. 
procedure penaIe, I' amnistie ; , 
- 1'organisation des tribunaux judiciaires et I 

administratifs et Ia procedure devant ces 
juridictions, Ie statut des magistrats, des offi
ciers ministerieis et des auxiliaires de jus
tice; 
- la determination des competences financie- ! 
res des autorites constitutionnelles et admi- : 
nistratives; 

400 



-I' assiette, Ie taux et les modalites de recou

vrement des dispositions de toutes natures; 

- Ie regime d'emission de la mQnnaie; 

- Ie regime electoral .de l' Assemblee natio-

nale et des assemblees locales; 

- la remuneration des fonctions publiques; 

- les nationalisations d'entreprises et les 

transferts de propriete d'entreprises du sec

leur public au secteur prive; 

- la creation de categories d' etablissements 

publics; 
- la sante et la population; 

- I'etat de siege et I'etat d'urgence; 

- Ia protection et la promotion de l' environ-

nement e( Ia conservation des ressources 

natureUes; 
- la creation, I'extension et les declasse

ments des parcs nationauX:, des reserves de 

faune et des forets classees; 

- l'elaboration, I'execution et Ie suivi des 

plans et programmes nationaux de develop

pement; 
- Ia protection de la liberte de presse et 

l'acces a I'information; 

- Ie statut de l' opposition; 
- I'organisation generale de I'administra-

tion; 
- Ie statut general de I'administration; 

- I~organisation de la Defense nationale; 

. - Ies distinctions honorifiques; 

- I' enseignement et la recherche scientifique; 

- l'integration des valeurs culturelJes'natio-

naIes; . 

- Ie regime de la propriete, des droits reels 

et des obligations civiles et commerciales; 

- Ie droit du travail, Ie droit syndical et des 

institutions sociales; 
- I'alienation et la gestion du domaine de 

l'Etat; . 

- Ie regime penitentiaire; 
- la mutualite et I' epargne ; 

- Ie regime economique; 
- I'organisation de la production; . 

- Ie regime des transports et des communi-

cations; 
- la libre administration des collectivites 

territoriales, leurs competences et leurs res

sources; 
- les dispositions du present article pourront 

etre precisees et completees par une loi orga

. nique. 

Article 85 
Les matieres. autres que celles qui 

sont du domaine de la 10i ont un caractere 

reglementaire. 

Article 86 
Le Gouvernement peut, pour I'exe

cution de ses programmes, demander a 
I' Assemblee nationale, l' autorisation de 

prendre par ordonnances, pendant un delai 

limite, des mesures qui sont normalement du 

domaine de la 10i. ' 

Ces ordonnances sont prises en 

Conseil des ministres apres avis de la Cour 

constitutionnelle. Elles entrent en. vigueur 

. des leur p~blication, mais deviennent cadu

ques si Ie projet de 10i de ratification n' est 

pas depose devant I' Assemblee nationale 

avant la date fixee par la loi d'habilitation. 

A I'expiration du delai defini dans 

la loi d'habilitation, ces ordonnances ne peu

vent plus etre modifiees que par la loi en ce 

qui concerne leurs dispositions qui relevent 

du domaine legislatif. 

Article 87 
Les propositions et les projets de loi 

sont deposes sur Ie bureau de l' Assemblee 

nation ale qui" les envoie pour examen a des 

commissions specialisees dont Ia composi

tion et les attributions sont fixees par Ie 

reglement interieur de I' Assemblee natio

nale. 

Article 88 
Les propositions de lois sont, au 

moins huit jours avant deliberation et vote, i 

notifiees pour information au Gouverne-. 

ment. 
i 

Article 89. ! 
. Les projets de loi sont deliberes· en ; 

Conseil des ministres. : 
. ~ 

Article 90 I 

Les deputes et Ie Gouvernement ont ! 
Ie droit d' amendement. ., 

Les propositions et amendements 

formuIes par les deputes ne sont pas rece-' 

vables lorsque leur adoption aurait pour. 

consequence, soit une diminution des res

sources publiques, soit la creation ou: 

l' aggravation d' une charge publique, a 
moins que ces propositions ou amendements 

, ne soient assortis de propositions de recettes 

co mpensatrices. 

Article 91 
L' Assemblee nationale vote Ies pro- : 

jets de loi .de finances dans les conditions ~ 

prevues par une loi organique. 
Les dispositions du projet peuvent '. 

etre mises en vigueur par ordonnance si·i 
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l' Assemblee ne s'est pas prononcee dans un 

deiai de quarante-cinq jours suivant Ie depot 

du projet et que l'annee budgetaire vient it 

expirer. Dans ce cas, Ie Gouvernement 

convoque une session extraordinaire, afin de 

demander Ia ratification. 

Si Ie projet de loi de finances n' a pu 

etre depose en temps utile pour etre vote et 

promulgue avant Ie debut de l'exercice et si 

Ie budget n'est pas vote II la fin de la session 

'extraordinaire, Ie Premier ministre demande, 

d'urgence, II l'Assemblee, l'autoris!}tion de 

reprendre Ie budget de l' annee precedente 

par douziemes provisoires. 

Article 92 
Les propositions ou projets de lois 

organiques sont soumis a la deliberation et 

. au vote de l'Assemblee nationale a l'expi

ration d'un delai de quinze jours apres leur 

depot. 
, 

, Les lois organiques ne peuvent etre 

promuJguees qu'apres la declaration par Ia 

Cour constitutionnelle. de leur conformite a 
la Constitution. 

Article 93 
La declaration de guerre est autori

see par I' Assemblee nationale. 

Article 94 
L'etat de siege comme I~etat 

d'urgence est decrete par Ie President de la 

Republique en Conseil d~s ministres. 

L' Assemblee nationale. se reunit alors 

de plein droit, si elle n'est pas en session. 

La prorogation, au-dell! de quinze 

jours, de l'etat de siege au d'urgence ne peut 

etre autorisee que par l' AssembI6e nationale .. 

L' Assemblee nationale ne peut etre 

dissoute pendant la duree de I' etat de siege 

ou de l'etat d'urgence. 
Une loi organique determine les 

conditions de mise en reuvre de I'etat de 

siege ou de I'elat d'urgence. 

Article 95 
Les seances de I' Assemblee' oatio

nale sont pubJiques. Le compte rendu inte

gral des debats est publie au Journal officiel. 

L' Assemblee nationale peut sieger it 

huis clos a la demande du Premier ministre 

ou d'un cinquieme de ses membres. 

Article 96 
Les membres du Gouvernement ont 

acces II l' Assemblee nationale et a ses 

commissions. 

lIs peuvent etre entendus sur leur 

demande. 
Ils sont egalement entendus sur 

interpellation, par I' Assemblee nation ale, sur 

des questions ecrites ou orales qui leur sont 

adressees. 

Article 97 
Le Premier ministre, apres delibera

tion du Conseil des ministres, peut engager 

devant l' Assemblee nationale la responsabi- , 

, lite du Gouvernement sur son programme ou . 

sur une declaration de politique generale. 

CelIe-ci, apres debat, emet un vote. , 

La confiance ne peut etre refusee au Gou- i 

vemement qU'a la majorite des deux tiers 

des deputes compos ant I' Assemblee natio

nale. 
Lorsque la confiance est refusee, Ie 

Premier ministre doit remettre au President 

de Ia Republique Ia demission du Gouver-: 

nement. 
. , 

Article 98 
I 

L' Assemblee nationale peut mettre : 

en cause la responsabilite du Gouvernement : 

par Ie vote d'une motion de censure. 

Une telle motion,pour etre receva- ' 

ble, doit etresignee par. un tiers au moins 

des deputes composant l'Assembh~e natio

nale et indiquer Ie nom du successeur even

tuel du Premier miriistre. Le vote ne peut 

intervenir que cinq jours apres Ie depot de 

la motion. . '. . 

L' Assemblee nationale ne peut ,pro-, 

noncer Ia censure du Gouvemement qu'a la 

. majorite des deux tiers de ses membres. '. 

. Si Iil motion de censure est adoptee, 

Ie Premier ministre remet Ia demission' de 

son Gouvernement. 
Le President de Ia Republique 

nomme Ie nouveau Premier ministre designe. 

Si Ia motion de censure est rejetee, 

ses signataires ne peuvent en proposer une 

nouvelle au cours de la meme ,session. 

Titre VI 
De la Cour constitutionnelle 

Article 99 
. 

La Cour constitutionnelle est la plus i 
haute juridiction de I'Etat en matiere cons- ' 

titutionnelle. Elle est juge de Ia constitution

nalite de la Ioi et elle garantit les droits 

. fondamentaux de la personne humaine et les 

Iibertes publiques. Elle est I'orgl!-ne regula-
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acces II l' Assemblee nationale et a ses 
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demande. 
Ils sont egalement entendus sur 

interpellation, par I' Assemblee nation ale, sur 
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adressees. 
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Le Premier ministre, apres delibera

tion du Conseil des ministres, peut engager 

devant l' Assemblee nationale la responsabi- , 

, lite du Gouvernement sur son programme ou . 

sur une declaration de politique generale. 

CelIe-ci, apres debat, emet un vote. , 
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vemement qU'a la majorite des deux tiers 
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. , 

Article 98 
I 

L' Assemblee nationale peut mettre : 
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intervenir que cinq jours apres Ie depot de 

la motion. . '. . 
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. majorite des deux tiers de ses membres. '. 

. Si Iil motion de censure est adoptee, 

Ie Premier ministre remet Ia demission' de 

son Gouvernement. 
Le President de Ia Republique 

nomme Ie nouveau Premier ministre designe. 

Si Ia motion de censure est rejetee, 

ses signataires ne peuvent en proposer une 

nouvelle au cours de la meme ,session. 

Titre VI 
De la Cour constitutionnelle 

Article 99 
. 

La Cour constitutionnelle est la plus i 
haute juridiction de I'Etat en matiere cons- ' 

titutionnelle. Elle est juge de Ia constitution

nalite de la Ioi et elle garantit les droits 

. fondamentaux de la personne humaine et les 

Iibertes publiques. Elle est I'orgl!-ne regula-
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teur du fonctionnement des institutions et de 

I' activite des pouvoirs publics. 

Article 100 

La Cour constitutionnelle est compo

see de sept membres dont deux sont eluspar 

l' AssembIee nationale sur proposition du 

president de l' Assemblee nationaIe, un mem

bre nomme par Ie President de Ia Republi

que, un membre nomme par Ie Premier 

ministre, un magistrat elu par ses pairs, un 

avocat elu par ses pairs et un enseignant de 

la faculte de droit elu par ses pairs pour un 

mandat de sept ans non renouvelable. 

Pour Ie premier mimdat, deux mem

bees de la Cour sont ehis par I'.Assembh!e 

nationale pour une peri ode de trois ans et un 

membre est nomme par Ie President de la 

Republique pour une periode de trois ans. 

Seuls des juristes de haut niveau 

enseignants ou praticiens du droit, ayant un~ 

experience de quinze ans' au moins, peuvent 

etre elus ou nommes It Ia Cour constitution~ 

nelle dans Ies conditions fixees par une 10i 

organique. 

Article 101 

Le president de Ia Cour constitution

nelle est elu par ses pairs pour une duree de 

trois ans renouvelable. . 

Article 102 

Les membres de la Cour constitu

tionnelle, pendant In duree de leur mandat . 

ne peuvent etre poursuivis ou arret6s san~ 

I' autorisation de 'la Cour constitutionnelle 

sauf les cas de flagrant delit. Dans ces cas 

Ie president de la Coue constitutionnelle dOii 

etre saisi irnm6diatement et au plus tard dans 

Ies quarante-huit heLires. 

Article 103 

Les fonctions demembre de la Cour 

constitutionneUe sont incompatibles avec 

I'exercice de tout mandat ·electif, de tout 

emploi public,. civil ou militaire,' de toute 

activite 'professionnelle ainsi que toute fonc

tion de represeqtation nationale. 

Une loi organique determine I'orga

nisation et Ie fonctionnement de Ia Cour 

constitutionnelle, Ia procedure suivie devant 

eIle, notamment les delais pour sa saisine, 

de meme que Ies immunites et Ie regime dis

ciplinaire de ces membres. 

Article 104 

. La Cour con~titutionnelle est la juri-

diction chargee de veiller au respect des dis

positions de la Constitution. 

Ene est juge de Ia constitutionnalite 

des lois. . 

Les lois peuvent, avant leur promul

gation, lui etre deferees par Ie President de 

la Republique, Ie Premier ministre, Ie presi-. 

dent de I' Assemblee nationale ou un cinquieme . 

des membres de I' Assemblee nationale. 

Aux memes ,fins, les lois organi

ques, ~van~' leur .promulgatioli, Ies regle

ments mteneurs de I' Assemblee nation ale, 

ceux de' la Haute Autorite de I' audiovisuel 

et de la communication et du Conseil eco~' 

nomique et social avant leur application, doi

vent lui etre soumis. 
Au cours d'une instance judiciaire, 

toute personne physique ou morale peut, in 

limine litis, devant Ie's cours et tribunaux, 

soul~ver l'exception d'inconstitutionnalite 

d'une loi.· Dans ce cas, la juridiction sursoH 

It statuer et saisit la Cour constitutionnelle. 

La Cour constitutionnelle doit sta

. tuer dans Ie delai d'un mois, ce delai. peut 

etre eeduit a huit jours en cas d'urgence. 

Un texte declare inconstitutionnel 

ne peut etre promulgue. S'il a ete deja mis' 

en application, il doit etre retire de I' ordon

nancement juridique. 

.Article 105 

. La Cour constitutiomielle emet des: 

avis sur les ordonnances prises en venu des·! 

articles 69 et 86 de Ia presente Constitution. i 
. 

I 

Article .1?~ . '.1 
Les decIsIOns .de la Cour constitu-: 

tionnelle nesont susceptibles ~'aucrin! 

recours. Elles s'imposent aux pouvoirs; 

publics et It toutes Ies autorites civiles, mili- ; 

taires et jUridictionnelles. . 

Titre VII 
De la Cour des comptes 

Article 107 

La Cour des comptes juge les 

comptes des comptables pUblics. . 

Elle assure Ia verification des· 

comptes et de In gestion des etablissements 

publics et des entreprises pubJiques. 

Elle assiste Ie Parlement et Ie Gou

vernement dans Ie contrale de i'execution 

des lois de finances. 
Elle procede a toutes etudes de 

finances et comptabilite pub Ii que qui lui sont 

demandees par Ie Gouvernement ou par i 

l' Assemblee nationale. i 
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La Cour des comptes etablit un rap
port annuel adresse au Gouvernement et a 
l' Assemblee nationale et dans lequel est fait 
etat, s'il y a lieu, des infractions commises, 
et des responsabilites encourues. 

Article 108 
La Cour des comptes est composee: 

- du premier president; 
- des presidents de chambre; 
- des conseillers-maitres; 
- des Conseillers referendaires; 
- et d'auditeurs .. 

Le ministere public pres Ia Cour des 
comptes est tenu par Ie procureur general et 
des avo cats generaux. 

Le nombre des emplois de ces dif
ferents grades est fixe par la loi. 

Le premier president, Ie procureur 
general, les avocats generaux, les presidents 
de chambre et les conseillers-maitres sont 
nomm6s par decre( du President de la Repu
blique pris en Conseil des ministres. 

Les. conseillers referendaires et des 
auditeurs sont nommes par Ie President de 
la Republique sur proposition du Premier 
ministre apres avis du ministre des Finances 
et avis favorable de l' Assemblee nationale. 

Seuls des juristes de haut niveau, 
des inspecteurs des finances, du tresor et des 
imp9ts, des economistes-gestionnaires et des 
experts comptables ayant une experience de 
quinze ans au moins, peuvent etre elus ou 
nommes a la Cour des comptes. 

Article 109 
Le president de Ia Cour des comptes 

est elu par ses pairs pour une duree de trois 
ans renouvelable. 

Article 110 
Les membres de la Cour des 

comptes ont la qualite de magistrat. Ils sont 
inamovibles pendant la duree de leur man
dat. 

Article 111 
Les fonctions de membre de la Cour 

des comptes sont incompatibles avec la qua
lite de membre de Gouvernement, I'exercice 
de tout mandat electif, de toutemploi public, 
civil ou militaire, de toute autre activite pro
fessionnelle ainsi que de toute fonction de 
representation nation ale. 

Une loi organique determine l' orga
nisation et Ie fonctionnement de la Cour des 
comptes. 

Titre VIII 
Du pouvoir judiciaire 

Sous-titre premier 
Des dispositions generales 

Article 112 
La justice est rendue sur Ie territoire 

de la Republique au nom du peuple togolais. 

Article 113 
Le pouvoir judiciaire est indepen

dant du pouvoir legislatif et du pouvoir exe-. 
~tit . 

Les juges ne sont soumis· dans I 

I'exercice de leurs fonctions qu'a l'autorite ·1 
de la loi. 

Le pouvoir judiciaire est garant des 
libertes individuelles et des droits fondamen
taux fles citoyens. 

Article 114 
Les magistrats du siege sont inamo-

vibles. 

Article 115 
. Le President de la Republique est 

garant de I'independance de la magistrature. 
. 11 est assiste a cet effet par Ie 

Conseil superieur de la magistrature. 

Article 116 
Le Conseil superieur de la magistra

ture est compose de neuf membres: 
- trois magistrats de la Cour supreme; 
- quatre rnagistrats des cours d'appel et des I 

tribunaux; 
- un depute elu par l' Assemblee nationale 
au bulletin; 
- une personnalite n'appartenant ni a 
l' Assemblee nationale, ni au Gouvernement, 
ni a la magistrature, choisie par Ie President 
de la RepubUque en raison de sa compe
tence. 

n est preside par Ie president de Ia I 

Cour supreme. 
Les rnagistrats mernbres dudit 

Conseil, a I'exception du president de la 
Cour supreme, membre de droit; sont elus 
par leurs pairs au bulletin secret. 

Les membres du Conseii superieur 
de la magistrature sont nommes pour un 
mandat de quatre ans renouvelable une seule 
fois. 
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Article 117 
Le Conseil superieur de la magistra

ture statue comme conseil de discipline des 
magistrats. 

Les sanctions applicables ainsi que 

la procedure sont fixees par la loi organique 
port ant statut de la magistrature. 

L'organisation et Ie fonctionnement 
du Conseil superieur de la magistrature sont 
fixes par une loi organique. 

Article 118 
Le recrutement de tout magistrat se 

fait sur p~oposition du garde des Sceaux, 
ministre de la Justice, apres avis du Conseil 
superieur de la magistrature. 

La nomination' des magistrats du 

siege est faite par decret Pt:is en Conseil des 
ministres sur proposition du COQseil supe
rieur de la magistrature. 

La nomination des magistrats du 
parquet est faite par decret pris en Conseil 
des ministres sur proposition du' garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, apres avis du 
Conseil superieur de la magistrature. 

Les magistrats en activite ne peu
vent remplir d'autres charges publiques ni 
exercer des activjtes privees Iucrati yes en 
dehors des cas prevus par la loi, ni se livrer 
a des activites politiques publiques. 

Une loi organique fixe Ie statut des 
magistrats et leurs remunerations conf~rme
ment aux exigences d'independance et 
d'efficacite. 

Article 119 
Les principes d 'unite juridiction

nelle et de separation des contentieux sont 
a la base de l'organisation et du fonctionne
ment des juridictions ~dministratives et judi
ciaires. 

La loi organise la juridiction mili
taire dans Ie respect des principes de Ia 

, Constitution. 
Les juridictions d' exception sont 

prohibees. 

Sous-titre II 
De la Cour supreme 

Article 120 
La Copr supreme est la haute juri

diction de l'Etat en matiere judiciaire et 
administrati ve. 

Article 121 
Le president de la Cour supreme est 

necessairement un magistrat professionnel.' 
11 est norome par decret du President de la 
Republique en Conseil des ministres sur pro- , 
position du Conseil superieur de la magis
trature. ' 

Avant son entree en fonction, il: 
prete serment devant Ie bureau de I' Assem
blee natiQnale en ces termes: 
, "Je jure de bien et jidelement rem-: 

plir ma fon,ction, de l'exercer en to ute 

impartialite, dans Ie respect de la Constitu

tion, de garder Ie secret des deliberations et 
des votes, de ne prendre allcune position 
pub/ique et de ne donner aucune consulta-' 
tion Ii titre prive sur les questions relevant 

de la competence de la Cour, et de me 

conduire en tout comme un digne et loyal 
magistrat. » 

Article 122 
Les magistrats de la Cour supreme 

ne peuv.ent etre poursuivis pour crimes et 
delits commis dans l'exercice ou a l'occa
sion ou en dehors de leurs fonctions que 
devant la Haute Cour de justice. 

Sauf en cas de flagrant delit, aucun, 
magistrat de la Cour supreme ne peut etre ni: 

poursui vi ni juge sans I' autorisation prealable I' 

du Conseil superieur de Ia magistrature. 
Une loi organique determine les I 

conditions d' organisation et de fonctionne-: 
ment de Ia Cour supreme. ' i 

,Article 123: 

, La Cour, supreme est composee de' 
deux chambres: ' 
- la chambre judiciaire; 
- la chambre administrative. 

Chacune de ces chambres constitue 
une juridiction autonome au sein de la Cour 
supreme et est compo see d'un president de 
chambre et de conseillers. 

Le president de la Cour supreme 
preside les chambres reunies. ; 

Le ministere public pres de chaque; 
chambre est assure par Ie parquet general de' 
la Cour supreme compose du procureur 
general et des avocats generaux. 

Article 124 I 
La chambre judiciaire de la Courl 

supreme a competence pour connaitre: ' I 
- des pourvois en cassation formes contre les 
decisions (endues en dernier ressort par les, 
juridictions civiles, commerciales; sociales: 

et penales; 
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ne peuv.ent etre poursuivis pour crimes et 
delits commis dans l'exercice ou a l'occa
sion ou en dehors de leurs fonctions que 
devant la Haute Cour de justice. 

Sauf en cas de flagrant delit, aucun, 
magistrat de la Cour supreme ne peut etre ni: 

poursui vi ni juge sans I' autorisation prealable I' 

du Conseil superieur de Ia magistrature. 
Une loi organique determine les I 

conditions d' organisation et de fonctionne-: 
ment de Ia Cour supreme. ' i 

,Article 123: 

, La Cour, supreme est composee de' 
deux chambres: ' 
- la chambre judiciaire; 
- la chambre administrative. 

Chacune de ces chambres constitue 
une juridiction autonome au sein de la Cour 
supreme et est compo see d'un president de 
chambre et de conseillers. 

Le president de la Cour supreme 
preside les chambres reunies. ; 

Le ministere public pres de chaque; 
chambre est assure par Ie parquet general de' 
la Cour supreme compose du procureur 
general et des avocats generaux. 

Article 124 I 
La chambre judiciaire de la Courl 

supreme a competence pour connaitre: ' I 
- des pourvois en cassation formes contre les 
decisions (endues en dernier ressort par les, 
juridictions civiles, commerciales; sociales: 

et penales; 
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- des prises a partie contre les rilagistrats de 
la Cour d'appel selon les dispositions du 
Code de procedure civile; 
- des poursuites pen ales contre les magis
trats de la Cour d'appel selon les conditions 
determinees par Ie Code de procedure 
penale; 
- des demandes en revision et des regle
ments de juge. 

Article 125' 
La chambre administrative de la 

Cour supreme a competence pour connaitre: 
- des recours formes contre les decisions 
rendues en matiere de contentieux adminis; . 
tratif; 
- des recours pour exces de pouvoir formes 
contre, les actes administratifs; 
'- du contentieux des elections locales; 
- des pourvois en cassation contre les deci
sions des organismes en matiere discipli
naire. 

Sous-titre III 
De la Haute Cour de justice 

Article 126 
La Haute Cour de justice est compo

see du president et des presidents de cham
bres de Ia Cour supreme et de quatre deputes 
elus par l' Assemblee nationale. 

La Haute Cour de justice elit en son 
sein son president. 

Dne loi organique fixe Ies regles de 
Son fonctionnement ainsi que Ia procedure 
sui vie devant elle. ' " , 

Article 127 
La Haute COIir de justice est Ia seule 

juridiction competente pour connaitre des 
infractions commises par, Ie President de la 
Republique y compris Ies crimes de haute 
trahison. , 

Elle est competente 'pour jugee Ies 
membres du Gouvernement et leurs compli
ce~ en cas de complot contre la sarete de 
I'Etat. 

Article 128 
La Haute Cour de justice connait Ies 

crimes et delits commis par les membres de 
la Cour supreme. 

Article 129 
La Haute Cour de justice est Iiee par 

la definition des crimes et delits ainsi que 
par la determination des peines telles 

qu'elles resuitent des lois penales en vigueur 
au moment ou les faits ont ete commis. 

La decision de poursuivre ainsi que 
la mise en accusation du President de la 
Republique et 'des membres du Gouverne-' 
ment est votee a la majorite des deux tiers: 
des deputes composant I' Assemblee natio-: 
nale, selon Ia procedure prevue par une loi: 
organique. 

En cC}s de mise en accusation, Ie Pre
sident de la Republique et les membres du 
Gouvernement sont suspendus de leurs fonc
tions. 

En cas de condamnation, ils sont 
dechus de leurs charges. 

Titre IX 
De la Haute Autorite 
de I'audiovisuel 
et de la qomml:lnication 

Article 130 
La Haute Autorite de l'audiovisuel 

et de la communication a pOllr mission, de 
garantir et d'assuree la liberte et la protection, 
de Ia presse et des autres ,moyens de commu- : 
nication de masse. I 

EIle veille au respect de Ia deonto-I' 
logie en matiere d'information, de commu
nication et II l' acces equitable des partis I 
politiques et des associations aux moyens I 

' officiels d'information et de communication. 
La Haute Autorite de l'audiovisuel 

et de Ia communication est competente pour' 
donner l'autorisation d'installation de nou-: 
velles chaines de televisions et de radios pri-

',vees. 

Article 131 
La Haute Autorite de l'audiovisuel 

et de la communication elit en son sein s'on 
president et les mt;mbres de son bureau. 

La composition, I'organisation et Ie 
fonctioimement de la Haute Autorite de I 
I'audiovisuel et ,de Ia communication sont I 
fixes par une loi organique. 

Titre X 
Du Gonseil economique 
et social 

Article 132 
Le Conseil economique et social est 

charge de donner son avis sur toutes les 
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questions portees 11 son examen par Ie Pre

sident de la Republique, Ie Gouvernement, 
l' Assemblee nationale ou toute autre insti
tution publique. 

Le Conseil economique et social est 
consulte, pour avis, sur tout projet de plan, 
ou de programme economique et social ainsi 
que sur tout projet de texte a caractere fiscal, 
economique et social. 

II peut egalement procecter a I'ana
lyse de tout probleme de developpement 
economiqtie et social. II soumet ses conch~
sions au President de la Republique, au Gou
vernement et 11 I' AssembLee nationale. 

II ,suit 1'execution des decisions du 
Gouverriement relatives 11 1'organisation eco
nomique et sociale. 

Article 133 
Le Conseil economique et social 

peut designer I'un de ses membres, a la 
demande du President de la Republique, du 
Gouvernement ou de I' Assemblee nationa).e, 
pour exposer devant ces organes l'avis du 
Conseil, sur les projets ou propositions qui 
lui ont ete soumis. 

Article 134 
Le Conseil economique et social elit 

en son sein son president et les membres de 
son bureau. 

Article 135 
Le Conseil economique et social a 

une section dans chaque region economique 
du pays. 

Article 136 
La composition,,!' organisation et Ie 

fonctionnement du Conseil economique et 
social ainsi que de ses sections sont ,fixes par 
une loi organique. 

Titre XI 
Des traites et accords 
internationaux 

Article 137 , 
Le President de la Republique nego

cie et ratifie les traites et accords internatio
naux. 

Article 138 
Les traites de paix, les traites de 

commerce, les traites relatifs aux organisa
tions internati0!1ales, ceux qui engagent les 
finances de 1'Etat, ceux qui modifient les 
dispositions de nature legislative, ceux qui 

sont relatifs 11 I' etat des personnes et aux 
droits de I'homme, ceux qui comportent ces
sion, echange ou adjonction de territoire, ne 
peuvent etre ratifies qu'en vertu d'une loi. 

Ils ne prennent effet qu'apres avoir, 
ete ratifies et publies. 

Nulle cession, nul echange ou: 
adjonction deterritoire n'est valable sans Ie; 

consentement des populations interessees~ ; 

Art,iele 139 
Lorsque la Cour constitutionnelle" 

saisie par Ie President de la Republique, par' 
Ie Premier ministre ou par Ie president de' 
I' Assemblee nationale, a declare qu:un enga~. 

gement international comporte une clause! 
contraire 11 la Constitution, l' autorisation de,' 
Ie ratifier ou de I'approuver ne peut inter
venir qu'apres la revision de la Constitution.1 

Article 140 
I 

Les traites ou accords regulierement. 
ratifies ou approuves ont, des leur publica-' 
tion, une autorite superieure a celIe des lois 
sous reserve, pour chaque accord ou traite; 
de son application par I'autre partie.' 

Titre XII 
Des collectivites territoriales 

, et de la chetferie 
traditionnelle 

Article 141 
La Republique togolaise est organi-, 

see en collectivites territoriales sur la base' 
du principe de decentralisation dans Ie res..' 
pect de I:un~te nationale. ' 

Ces collectivites territoriales sont:' 
les communes, les prefectures et les regions. 

Toute autre collectivite territoriale 
est creee par la loi. 

Les collectivitesterritoriales s'admi~ 
nistrent librement par des conseils elus aU! 
suffrage universel, dans les conditions pre-' 
vues par la loi. ; 

Article 142 
L'Etat veille au developpementhar

monieux de toutes les collectivites territoria
les sur la base de la solidarite nationale, des 
potentialites regionales et de I' equilibre ' 
inter-regional. ' 

Article 143 , 

,L'Etat togolais reconnait la cheffe.! 

rie traditionnelle, gardienne des us et cou'i 

, tumes. I 
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La d6signation et l'intronisation du 
chef traditionnel obeissent aux us et coutu
mes de la localite. 

Titre XIII 
De la revision 

Article 144 
L' initiati ve de la revision de la 

Constitution appartient concurremment au 
President de la Republique sur proposition 
du Premier ministre et a un cinquieme au 
moins des deputes compos ant I' Asseinblee 
nationale. , 

Le projet ,ou la proposition de revi
sion est considere comme adopte s'il est v9te 
11 la majorite des quatre cinquiemes des 
deputes compos ant l' Assemblee nationale. 

, A defaut de cette majorite, Ie projet 
ou la proposition de revision adoptee a la 
majorite des deux tiers des deputes compo
sant l' Assemblee nationale est soumis au 
referendum. ' 

'Aucune procedure de revision ne 
peut etre eng agee ou poursuivie en periode 
d'interim ou de vacance ou lorsqu'i! est 
porte atteinte, a l'integrite du territoire. 

• La forme republicaine et la laicite de 
l'Etat ne peuvent faire I'objet d'une revision. 

Titre XIV 
Disposition$ speciales 

Article 145 
Le President de la Republique, Ie 

Premier ministre, les membres du Gouver
nement, Ie president et les membres du 
bureau de l' Assemblee nationale et les direc
teurs des administrations centrales et des 
entreprises publiques doivent faire devant la 
Cour supreme une declaration de leurs biens 
et avoirs au debut et 11 la fin de leur mandat 
ou de leur fonction. 

La loi determine les conditions de 
mise en reuvre de la presente disposition, 

Article 146 
La source de to ute legitimite 

decoule de la presente Constitution. 

Article 147 
Les for,ces armees togolaises sont 

une armee nationale, republicaineet apoliti
que. Elles sont entierement soumises a 

l' auto rite politi que constitutionnelle reaulie-' 
rement etablie. 0 

Article 148 
Toute tentative de renversement du 

regime constitutionnel par Ie personnel des: 
force~ ar.m,ees ou de securite pubJique, pari 
tout lOdlVldu ou groupe d'individus, est 
consideree comme un crime imprescriptible 
contre la nation et sanctionnee conforme- 1 

ment aux lois de la Republique. 

Article 149 
En dehors de la defense du t~rritoire 

et des travaux d'utilite publique, les forces 
armees ne peuv~rit etre engagees que dans I 
la mesure OU la presente Constitution I'auto-! 
rise expressement.' , I 

En cas de conflit arme avec un autre I 
Etat, les forces armees sont habilitees a pro-; 
teger les objectifs civils, et a assurer des mis-' 
sions de police, dans la, inesure oll leur 
mission de defense de l'integrite du territoire' 
I'exige. Dans ce cas, les forces armees coo
perent avec les autorites de police. , 

En cas de rebellion armee, et si les 
forces de police et de securite ne peuvent,' 
a elles seules, maintenir I'ordre public, Ie: 
Gouvernement peut, pour ecarter Ie danger I 
mena9ant l' existence de la Republique ou I 
I' ordre constitu,tif democratique', engager les' 
forces, armees pour assister les forces de 
police et de securite dans la protection 
d' objectifs civils et dans la lutte contre' les I 
rebeJles. ' ' " 

En tout etat de cause, Ie Gouv~rne-I 
ment doit mettre fin a l'engagement des for-' 
ces armees des que l' Assemblee nationale i 

I'exige. ' 

Article 150 ' 
En cas de coup d'Etat, ou de coup' 

de force quelconque, tout membre du Gou-: 
vemement ou de I' Assemblee nationale a Ie'; 
droit et Ie devoir de faire appel,lI to us les; 
moyens pour retablir la legitimite constitu-' 
tionnelle, y compris Ie recours aux accords' 
de cooperation militaire ou de defense exis-: 
tants. 

Dans ces circonstances, pour touti 
Togolais, desobeir et s'organiser pour fairel 
echec a I'autorite illegitime constituent Ie; 
plus sacre des droits et Ie plus imperatif des' 
devoirs. 
, Tout renversement du regime cons
titutionnel est considere ,comme un crime 
imprescriptible contre la nation et sanctionne 
conformement aux lois de la RepubJique .. 
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Titre XV 
Des dispositions 
transitoires 

Article 151 
La presente Constitution doit etre 

promulguee dans les huit jours suivant son 
adoption par referendum. 

Article 152 
Les organes de la transition conti

nuent d' exercer leurs prerogatives dans les 
domaines respectifs de competences prevus 
a I' Acte 7 modifie etce, jusqu'a la mise en 
place des institutions nouvelles prevues par 
la presente Constitution. 

, Us continuent d'exercer leurs prero-

gatives avec les garanties et immunites 
correspond antes . . 

Article 153 
La mise en place des nouvelles ins

titutions se fera selon les dispositions ci, 
apres: 
1. L' Assemblee nationale sera installee par 
Ie president du Haut Conseil de la Republi~ 
que, en presence des membres dudit Conseil, 
en tous les cas avant la prestation de serment 
du nouveau President de Ia Republique elu. 
2. Le President de la Republique reste en 
fonction jusqu'a Ia prestation de serment du 
nouveau President elu. 
3. Le Gouvernement de transition teste en 
fonction jusqu'a la formation du nouveau 
Gouvernement. 

Article 154 
Les competences devolues par la 

presente,Constitution Ii la Cour constitution
nelle sont exercees par Ia Cour supreme 
jusqu'a la mise en place de la Cour consti
tutionnelle. ' 

Article 155 
La legislation en vigueur au Togo 

jusqu'a la mise en place des nouvelles ins
titutions reste applicable, sauf intervention 

de nouveaux textes, et des lors qu'elle n'a 
rien de contraire a la presente Constitution. 

Les dispositions de l' article 62 de la 

presente Constitution sont immediatement 
appJicables des la promulgation; cependant, 
les membres du Gouvernement de transition 
ayant conduit la politique de I'Etat ne peu
vent faire acte de candidature pour la pro- : 
chaine election presidentielle en vertu de la ' 
presente Constitution. 

Titre special 
De la Commission 
nationale des droits' 
de I'homme 

Article 156 
11 est cree une Commission natio-; 

nale des droits de I 'homme. Elle est inde- : 
pendante. Ene n'est soumise qu'a la, 
Constitution et Ii Ia loi. 

, Article 1 57 
Aucun membre du Gouvernement 

ou du parlement, aucune autre personne ne: 
s'immisce dans I'exercice de ses fonctions i 

et tous les autres organes de I 'Btat lui accor- 1\ 
dent l'assi~tance dont elle peut avoir besoin 
pour preserver son independance, sa dignite 
et son efficacite. . i , 

Article 158 ! 
La composition, I'organisation et Ie : 

'fonctionnement de Ia Commission nationale : 
des droits de I'homme sont fixes par une loi ; 
organique. : 

Titre XVI 
Dispositions finales 

Article 159 
La presente Constitution sera execu

tee comme loi fondamentale de Ia Republi

que togolaise. 
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